
 

 

4．補足説明資料 

（１）保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定の記載内容 

 

別紙－１ 

補(1)-1



補足説明資料 目 次 

１. 保安規定審査基準及び実用炉規則に対する美浜発電所原子炉施設保安規定変更案

説明資料 他                       ・・・補(1)－4 

２. 原子炉主任技術者の職位の範囲の見直し                   ・・・補(1)－49 

３. 教育訓練について                                       ・・・補(1)－143 

４. ＳＡ要員欠員時のプラント停止判断に係る記載について     ・・・補(1)－252 

５. 誤操作防止に関する事項について                               ・・・補(1)－264 

６. 保安規定条文の主語の明確化等について          ・・・補(1)－268 

７. 原子炉起動前の確認について               ・・・補(1)－274 

８. 添付２の消火要員と添付３の消防活動要員の関係について  ・・・補(1)－293 

９. アクセスルート確保に伴う有毒ガスの考慮について         ・・・補(1)－296 

１０. 火災発生時、内部溢水発生時及びその他自然災害時の体制の整備について 

                               ・・・補(1)－298 

１１. 添付２ 火災、内部溢水、自然災害対応にかかる手順のうち保守管理、点検に

関する記載について      ・・・補(1)－382 

１２. 中央制御室外停止操作盤（EP盤）に関する技術基準解釈と今後の対応について 

                               ・・・補(1)－387 

１３. 美浜発電所３号炉 安全保護系設定値の見直しおよび安全保護回路デジタル化

に伴う変更について                   ・・・補(1)－394 

１４. 美浜発電所 原子炉格納容器内への１次冷却材の漏えい率を監視する計器の動

作可能の確認方法について                              ・・・補(1)－436 

１５. 制御用空気圧縮系の運転上の制限について                 ・・・補(1)－439 

１６. 外部電源の運転上の制限について                         ・・・補(1)－441 

１７. 原子炉格納容器貫通部（機器ハッチ）の運転上の制限について 

                               ・・・補(1)－463 

１８. ＳＡ設備に係る竜巻対策について（予備機も含めたＬＣＯ設定） 

                               ・・・補(1)－478 

１９. 重大事故発生時等における海水取水箇所等の判断にかかる優先度について 

                               ・・・補(1)－490 

２０. 感度解析によるＡＯＴの延長について           ・・・補(1)－495 

２１. 保安規定における代替措置の考え方について        ・・・補(1)－512 

２２. 常設重大事故等対処設備の点検計画について        ・・・補(1)－518 

２３. 美浜３号炉 柏崎刈羽原子力発電所６、７号炉新規制基準適合性審査を通して

得られた技術的知見の反映について            ・・・補(1)－533 

２４. 青旗作業対象設備について                               ・・・補(1)－542 

２５. 美浜３号炉における管理区域の設定変更について      ・・・補(1)－549 

２６. 可搬設備及び緊急時対策所設備等の巡視点検について      ・・・補(1)－555 
２７. ＣＶ内可燃物管理の運用について             ・・・補(1)－558 

補(1)-2



２８. 美浜３号炉における内部溢水のうちその他の溢水発生時の措置および体制の確

保について                       ・・・補(1)－560 

２９. 重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における体制の整備について 

                               ・・・補(1)－577 

３０. 記録について                                           ・・・補(1)－647 

３１. 所長、原子炉主任技術者への報告等の行為について         ・・・補(1)－657 

３２. 新規制基準適用後の保守管理活動について                 ・・・補(1)－663 

３３. 保安規定の施行期日について                             ・・・補(1)－671 

３４－１. 美浜発電所火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動

を行う体制の整備について              ・・・補(1)－678 

  －２. 美浜発電所改良型フィルタのフィルタ取替の着手時間について 

                                                    ・・・補(1)－813 

  －３. 美浜発電所降下火砕物に対して評価すべき施設の抽出   ・・・補(1)－833 

  －参考資料                        ・・・補(1)－887 

３５．美浜３号炉 炉内構造物取替に伴う保安規定の変更について ・・・補(1)－888 

 

補(1)-3



補足説明資料－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規定審査基準及び実用炉規則に対する 

美浜発電所原子炉施設保安規定変更案説明資料 他 

 

  

補(1)-4



１－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品証規則反映に際しての美浜発電所 

原子炉施設保安規定変更案説明資料 

（第1編 第2条及び第3条） 

（第2編 第136条、第137条、第138条及び第139条） 

 

  

補(1)-5



品証規則反映に際しての美浜発電所原子炉施設保安規定変更案説明資料 

（第1編 第2条及び第3条）（第2編 第136条、第137条、第138条及び第139条） 

 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査の

ための組織の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第8号）」（以下「品証規則」

という）の反映に際しての、「美浜発電所原子炉施設保安規定」（以下「保安規定」という）の変更

箇所の具体的な理由は以下のとおりである。 

 

①安全文化醸成活動及びコンプライアンス活動を品質マネジメントシステム（以下「QMS」という）

に基づき実施することについて 

品証規則制定に伴い設計・工事段階のQMSとして安全文化を醸成するための活動を行う仕組みを

含める必要がある。保安規定の品質保証計画で現すQMSは運転段階を対象としたものであるが、社

内的なQMSは１つであることから品証規則を包含したQMSとして見直しを行った。 

品証規則では「安全文化を醸成するための活動を行う仕組み」に加え「関係法令の遵守」に係る

事項が要求されることから、保安規定第2条の3並びに第138条で要求されるコンプライアンス活動

についてもQMSに基づき実施する仕組みを構築した。 

この際、保安規定に安全文化及びコンプライアンス活動の要求が併記されることとなるが、保安

規定第2条の2及び第2条の3並びに第137条及び第138条に実用炉規則第92条の要求に対する活動内容

を示し、保安規定第3条並びに第139条にQMS上の位置づけを示している。 

 

②「原子炉施設」の記載について 

保安規定及び工事に係る品質保証計画の対象を明確にするため、実用炉規則及び品証規則の対象

となる発電用原子炉施設を指す「原子炉施設」とする。 

 

③他の原子炉設置者との技術情報の共有について 

品証規則第36条第6号にて調達製品に係る技術情報を他の原子炉設置者と共有するために必要な

措置が要求されているが、保安規定においては従前より「8.5.3 予防処置(1)」にて技術情報など

の情報を他の事業者と共有する仕組みを構築していた。（「8.5.3 予防処置(1)」における“活

用”には、保安活動の実施において得られた知見を他の組織と共有することも含まれることがエン

ドースされたJEAC4111に注記として記載されている。） 

今回、「8.5.3 予防処置(1)」にこの情報共有に関する要求事項を明確に記載した。 

 

④その他、品証規則反映に伴う表現の追記・修正について 

品証規則で新たな要求事項として追加されたもののうち、例えば第35条第3項の「（当該発電用

原子炉施設を構成する材料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）」など、従前から行っていた保

安活動に該当するものもあるが、品証規則との整合の観点から要求事項として記載した。 

以 上 

補(1)-6



 

保
安
規
定
審
査
基
準
及
び
実
用
炉
規
則
に
対
す
る
美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
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案
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第
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39
条
）
）

 

JE
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C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
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証
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則
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釈
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浜
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安
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39
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質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
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回
補
正
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第
3
条
（
第

1
39
条
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品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

1
．
目

 的
 

 
 

１
．
目
的

 
１
．
目
的

 
 

本
規
程
は
、
原
子
力
発
電
所
の
事
業
者
（
以

下
、
「
組
織
」
と
い
う
。
）
が
、
安
全
文
化

を
基
礎
と
し
、
こ
の
要
求
事
項
に
従
っ
て
、

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
、

実
施
し
、
評
価
確
認
し
、
継
続
的
に
改
善
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全

を
達
成
・
維
持
・
向
上
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。
 

 
 

本
品
質
保
証
計
画
は
、
発
電
所
の
安
全
を
達

成
・
維
持
・
向
上
さ
せ
る
た
め
、
｢
原
子
力
発

電
所
に
お
け
る
安
全
の
た
め
の
品
質
保
証
規

程
（

J
E
A
C
41
1
1
-
2
0
0
9）
｣
（
以
下
、

「
J
E
A
C
4
1
11
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
、
発

電
所
に
お
け
る
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
以
下
、
「
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
確
立

し
、
実
施
し
、
評
価
確
認
し
、
継
続
的
に
改

善
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

本
品
質
保
証
計
画
は
、
発
電
所
の
安
全
を
達

成
・
維
持
・
向
上
さ
せ
る
た
め
、
｢
原
子
力
発

電
所
に
お
け
る
安
全
の
た
め
の
品
質
保
証
規

程
（

J
E
AC
4
1
1
1
-
2
00
9
）
｣
（
以
下
、

「
J
E
A
C
41
1
1
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
関
係
法
令

に
基
づ
く
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

（
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
活
動
を
行
う
し
く

み
を
含
む
。
以
下
、「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
」
と
い
う
。）
を
確
立
し
、
実
施
し
、

評
価
確
認
し
、
継
続
的
に
改
善
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

 

・
①
品
証
規
則
の
第
二
条
第

2
項
第
一
号
の
表

現
（
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動

を
行
う
仕
組
み
を
含
む
。
）
を
反
映
し
、

品
証
規
則
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
現

し
、
関
係
法
令
と
し
て
従
っ
て
い
る
こ
と

を
明
記
し
た
。
 

2
．
適
用
範
囲

 
（
適
用
範
囲
）
 

第
１
章
 
総
則
 
第
１
条
（
適
用
範
囲
）

 
２
．
適
用
範
囲

 
２
．
適
用
範
囲

 
 

(
1
)
 
本
規
程
は
、
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
以
降

の
試
運
転
段
階
及
び
運
転
段
階
の
原
子
力
発

電
所
に
お
い
て
、
組
織
が
実
施
す
る
保
安
活

動
に
適
用
さ
れ
る
。

 

(
2
)
 
本
規
程
は
、
原
子
力
発
電
所
以
外
の
操

業
段
階
の
核
燃
料
加
工
施
設
、
再
処
理
施

設
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
、
廃
棄
物
管
理
施
設

等
に
お
い
て
、
組
織
が
実
施
す
る
保
安
活
動

に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
。
 

(
3
)
 
本
規
程
は
、
原
子
力
発
電
所
等
の
立
地

調
査
段
階
、
建
設
段
階
、
廃
止
措
置
段
階
に

も
準
用
で
き
る
。
 

第
一
条
 
こ
の
規
則
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉

及
び
そ
の
附
属
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

１
 実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子

炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管

理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の

技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
５
年
原

子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
に
規
定
す
る
「
実

用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
」
と

は
、
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転

等
に
関
す
る
規
則
（
昭
 

和
５
３
年
通
商
産
業
省
令
７
７
号
）
の
別
表

第
２
の
上
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
発
電
用
原

子
炉
施
設
」
で
あ
る
。
 

本
品
質
保
証
計
画
は
、
発
電
所
の
保
安
活
動

に
適
用
す
る
。
 

本
品
質
保
証
計
画
は
、
発
電
所
の
保
安
活
動

に
適
用
す
る
。

 

 

3
．
定

 義
 

（
定
義
）
 

第
２
条
（
定
義
）

 
３
．
定
義

 
３
．
定
義

 
 

本
規
程
に
お
け
る
用
語
の
定
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は
、
下
記
を
除
き
「

J
I
S
 
Q
 9
0
0
0
:
2
00
6
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
－
基
本
及
び
用

語
」
に
従
う
も
の
と
す
る
。
 

3
.
1
 
原
子
力
安
全
 

適
切
な
運
転
状
態
を
確
保
す
る
こ
と
、
事
故

の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
事
故

の
影
響
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
業
務
に

従
事
す
る
者
、
公
衆
及
び
環
境
を
、
放
射
線

に
よ
る
過
度
の
危
険
性
か
ら
守
る
こ
と
。
 

3
.
2
 
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 

原
子
炉
設
置
者
(
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表

者
)
。

 

3
.
3
 
業
 
務
 

保
安
活
動
を
構
成
す
る
個
々
の
プ
ロ
セ
ス
を

実
施
す
る
こ
と
。
広
義
に
は
組
織
の
「
運
営

管
理
活
動
」
、
「
資
源
の
運
用
管
理
」
、

「
業
務
の
計
画
及
び
実
施
」
、
「
評
価
及
び

改
善
」
に
関
す
る
活
動
を
含
む
、
組
織
の
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
規
定
さ
れ
た

す
べ
て
の
活
動
の
実
施
を
意
味
す
る
が
、
狭

義
に
は
「
業
務
の
計
画
及
び
実
施
」
に
対
応

す
る
運
転
管
理
、
保
守
管
理
等
、
原
子
力
施

設
に
係
わ
る
直
接
的
な
保
安
活
動
の
実
施
を

意
味
す
る
。
本
規
程
に
お
い
て
は
、
７
章
及

び
8
 
章
で
は
狭
義
の
意
味
で
、
ま
た
、
そ
れ

以
外
の
章
で
は
広
義
の
意
味
で
本
用
語
を
使

用
す
る
。

 

第
二
条
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
使
用
す

る
用
語
の
例
に
よ
る
。
 

２
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

一
 
「
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
発

電
用
原
子
炉
設
置
者
が
品
質
に
関
し
て
保
安

活
動
を
実
施
す
る
部
門
（
以
下
「
部
門
」
と

い
う
。
）
の
管
理
監
督
を
行
う
た
め
の
仕
組

み
（
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
を

行
う
仕
組
み
を
含
む
。
）
を
い
う
。
 

二
 
「
資
源
」
と
は
、
個
人
の
有
す
る
知
識
及

び
技
能
並
び
に
技
術
、
設
備
そ
の
他
の
個
別

業
務
（
保
安
活
動
を
構
成
す
る
個
別
の
業
務

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
活
用
さ
れ
る
資

源
を
い
う
。

 

三
 
「
品
質
方
針
」
と
は
、
品
質
保
証
の
実
施

の
た
め
に
経
営
責
任
者
が
定
め
、
表
明
す
る

基
本
的
な
方
針
を
い
う
。
 

四
 
「
照
査
」
と
は
、
設
定
さ
れ
た
目
標
を
達

成
す
る
上
で
の
妥
当
性
及
び
有
効
性
を
判
定

す
る
こ
と
を
い
う
。

 

五
 
「
プ
ロ
セ
ス
入
力
情
報
」
と
は
、
あ
る
プ

ロ
セ
ス
（
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業

規
格
Ｑ
九
○
○
○
の
プ
ロ
セ
ス
を
い
 

１
 本
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
１

６
６
号
）
及
び
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用

語
の
例
に
よ
る
。

 

２
 規
則
第
２
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る

「
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
「
工

業
標
準
化
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
５

号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｑ
９
０
０

１
：
２
０
０
８
（
以
下
「

J
I
S
 
Q
90
0
1
」
と
い

う
。
）
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
安
全
文
化
を
醸
成
す

る
活
動
を
行
う
仕
組
み
が
一
体
化
し
た
も

の
」
を
い
う
。
 

３
 規
則
第
２
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る

「
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
活
動
」
に
は
、
例

え
ば
以
下
の
よ
う
な
活
動
が
あ
る
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
個
人
及
び
集
団
と

し
て
の
決
意
を
表
明
し
、
実
践
す
る
こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
当
事
者
意
識
を
高

め
る
こ
と
。
 

・
信
頼
、
協
働
、
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
奨
励
し
、
よ
り
良
い
労
働
環
境
条
件

の
改
善
に
努
め
、
人
的
・
組
織
的
問
題
の
報

告
を
重
視
す
る
開
か
れ
た
文
化
を
構
築
す
る

こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
の
欠
陥

本
品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
用
語
の
定
義

は
、
下
記
に
定
め
る
も
の
の
他

JE
A
C
4
1
1
1に

従
う
。
 

     (
1
)
 
原
子
力
施
設
情
報
公
開
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

 

原
子
力
施
設
の
事
故
も
し
く
は
故
障
等
の
情

報
ま
た
は
信
頼
性
に
関
す
る
情
報
を
共
有

し
、
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
お
よ
び

故
障
等
の
未
然
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
一
般
社
団
法
人
 
原
子
力
安
全
推
進
協

会
が
運
営
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
こ
と
を
い

う
（
以
下
、
「
ニ
ュ
ー
シ
ア
」
と
い
う
）
。

(2
)
 
Ｐ
Ｗ
Ｒ
事
業
者
連
絡
会
 

国
内
Ｐ
Ｗ
Ｒ
プ
ラ
ン
ト
の
安
全
安
定
運
転
の

た
め
に
、
Ｐ
Ｗ
Ｒ
プ
ラ
ン
ト
を
所
有
す
る
国

内
電
力
会
社
と
国
内
Ｐ
Ｗ
Ｒ
プ
ラ
ン
ト
メ
ー

カ
の
間
で
必
要
な
技
術
検
討
の
実
施
な
ら
び

に
技
術
情
報
を
共
有
す
る
た
め
の
連
絡
会
の

こ
と
を
い
う
（
以
下
、
本
条
お
よ
び
第
１
２

０
条
（
第
１
８
７
条
）
に
お
い
て
同
じ
）
。

 

本
品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
用
語
の
定
義

は
、
下
記
に
定
め
る
も
の
の
他
J
E
A
C
4
11
1
に

従
う
。

 

(
1
)
 
発
電
用
原
子
炉
施
設

 

原
子
力
発
電
所
を
構
成
す
る
構
築
物
、
系
統

お
よ
び
機
器
等
の
総
称
を
い
う
（
以
下
、
本

条
に
お
い
て
「
原
子
炉
施
設
」
と
い
う
）
。

 

(
2
)
 
原
子
力
施
設
情
報
公
開
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

 

原
子
力
施
設
の
事
故
も
し
く
は
故
障
等
の
情

報
ま
た
は
信
頼
性
に
関
す
る
情
報
を
共
有

し
、
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
お
よ
び

故
障
等
の
未
然
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
一
般
社
団
法
人
 
原
子
力
安
全
推
進
協

会
が
運
営
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
こ
と
を
い

う
（
以
下
、
「
ニ
ュ
ー
シ
ア
」
と
い
う
）。

 

(
3
)
 
Ｐ
Ｗ
Ｒ
事
業
者
連
絡
会

 

国
内
Ｐ
Ｗ
Ｒ
（
加
圧
水
型
軽
水
炉
）
プ
ラ
ン

ト
の
安
全
安
定
運
転
の
た
め
に
、
Ｐ
Ｗ
Ｒ
プ

ラ
ン
ト
を
所
有
す
る
国
内
電
力
会
社
と
国
内

Ｐ
Ｗ
Ｒ
プ
ラ
ン
ト
メ
ー
カ
の
間
で
必
要
な
技

術
検
討
の
実
施
お
よ
び
技
術
情
報
を
共
有
す

る
た
め
の
連
絡
会
の
こ
と
を
い
う
（
以
下
、

本
条
お
よ
び
第
１
２
０
（
第
１
８
７
条
）
条

に
お
い
て
同
じ
）
。
 

 

   ・
②
保
安
規
定
及
び
工
事
に
係
る
品
質
保
証

計
画
の
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
実

用
炉
規
則
（
品
証
規
則
）
の
対
象
と
な
る

発
電
用
原
子
炉
施
設
を
指
す
「
原
子
炉
施

設
」
と
す
る
。
（
4
.1
(
3
)
a
）

 と
併
せ
て
変

更
す
る
。
）
 

・
3
(
1
)
項
追
加
に
伴
い
付
番
を
変
更

 

     ・
3
(
1
)
項
追
加
に
伴
い
付
番
を
変
更

 

・
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
表
現
と
整
合
を
図
っ

た
。

 

凡
例
 

赤
下
線
部
：
保
安
規
定
変
更
箇
所
（
今
回
補
正
申
請
）
 

 
 
 

 
：
 
J
E
A
C
4
1
11
-
2
0
0
9
又
は
品
証
規
則
特
有
の
要
求
事
項
該
当
箇
所
 

 注
：
「
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
へ
の
記
載
の
考
え
方
」
欄
の
丸
文
字
は
「
品
 

証
規
則
反
映
に
際
し
て
の
美
浜
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変

 

更
案
説
明
資
料
（
第

2
条
及
び

3
条
）
に
記
載
す
る
理
由
の
番
号
を
示
す
。

 

補(1)-7



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

3
.
4
 
調
 
達
 

I
S
O
 
9
00
1
 
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
購
買
」

と
同
義
。

 

3
.
5
 
原
子
力
施
設
 

原
子
力
発
電
所
、
核
燃
料
加
工
施
設
、
再
処

理
施
設
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
、
廃
棄
物
管
理

施
設
等
を
構
成
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機

器
等
の
総
称
。
 

3
.
6
 
グ
レ
ー
ド
分
け

 

プ
ロ
セ
ス
、
原
子
力
施
設
及
び
調
達
製
品
の

原
子
力
安
全
に
対
す
る
重
要
性
に
応
じ
て
、

保
安
活
動
の
実
施
の
程
度
を
明
確
化
し
、
保

安
活
動
を
行
う
こ
と
。
 

3
.
7
 
試
 
験
I
S
O
 
90
0
0
 
で
定
義
さ
れ
る
「
試

験
」
(
3.
8
.
3
)
に
加
え
、
適
合
性
評
価
を
行
う

場
合
も
含
む
。
 

3
.
8
 
直
接
原
因
分
析

 

当
該
事
故
・
故
障
又
は
不
適
合
事
象
等
に
対

し
て
直
接
要
因
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
を
と
る
こ

と
。
 

3
.
9
 
根
本
原
因
分
析

 

直
接
原
因
分
析
を
踏
ま
え
て
、
組
織
要
因
を

分
析
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
改
善

す
る
処
置
を
と
る
こ
と
。

 

3
.
1
0
 
直
接
要
因
 

事
象
の
発
生
に
結
び
つ
い
た
局
所
的
な
プ
ロ

セ
ス
上
の
要
因
。
機
器
の
破
損
や
人
的
過
誤

を
引
き
起
こ
す
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
要
素

で
あ
り
、
技
術
的
要
因
と
人
的
要
因
の
両
方

を
含
む
。

 

3
.
1
1
 
人
的
過
誤
要
求
さ
れ
た
基
準
か
ら
逸
脱

し
た
設
計
、
製
作
、
施
工
、
運
転
、
保
守
・

管
理
等
に
関
す
る
人
の
行
為
。
 

3
.
1
2
 
人
的
要
因
 

人
間
の
特
性
に
関
わ
る
要
素
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
、
職
場
の
環
境
、
作
業
の
環
境
、
作

業
の
特
性
、
管
理
の
特
性
に
関
わ
る
要
素
を

含
む
人
間
を
取
り
巻
く
す
べ
て
の
要
素
の
集

合
体
。
 

3
.
1
3
 
組
織
要
因
 

直
接
要
因
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
組
織
活
動
に
関
わ
る
要
素
の
集
合

体
。
 

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
に
当
た
っ

て
提
供
さ
れ
る
、
品
質
管
理
の
た
め
に
必
要

な
情
報
等
を
い
う
。

 

六
 
「
プ
ロ
セ
ス
出
力
情
報
」
と
は
、
あ
る
プ

ロ
セ
ス
を
実
施
し
た
結
果
得
ら
れ
る
情
報
等

を
い
う
。
 

七
 
「
妥
当
性
確
認
」
と
は
、
発
電
用
原
子
炉

施
設
並
び
に
手
順
、
プ
ロ
セ
ス
そ
の
他
の
個

別
業
務
及
び
品
質
管
理
の
方
法
が
期
待
さ
れ

る
結
果
を
与
え
る
こ
と
を
検
証
す
る
こ
と
を

い
う
。
 

に
関
す
る
報
告
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

 

・
特
定
さ
れ
た
問
題
及
び
改
善
提
案
に
対
す

る
迅
速
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
 

・
組
織
が
、
継
続
的
に
、
安
全
と
安
全
文
化

を
高
め
、
改
善
す
る
た
め
の
手
段
を
持
つ
こ

と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
組
織
及
び
個
人
の

責
任
と
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
関
し
、
組
織
の
あ
ら
ゆ
る

階
層
に
お
い
て
問
い
掛
け
る
姿
勢
及
び
学
習

す
る
姿
勢
を
奨
励
し
、
慢
心
を
戒
め
る
た
め

の
方
策
を
模
索
し
実
施
す
る
こ
と
。
 

・
組
織
内
で
の
安
全
及
び
安
全
文
化
に
関
す

る
重
要
な
要
素
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
を
促

進
す
る
こ
と
。
 

・
自
ら
の
業
務
及
び
職
場
環
境
に
関
連
し
た

リ
ス
ク
を
認
識
し
、
起
こ
り
う
る
結
果
を
理

解
す
る
こ
と
。
 

・
全
て
の
活
動
に
お
い
て
慎
重
な
意
志
決
定

を
す
る
こ
と
。
 

４
 規
則
第
２
条
第
２
項
第
４
号
に
規
定
す
る

「
照
査
」
と
は
、

J
I
S
Q9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ
て

い
る
「
レ
ビ
ュ
ー
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

る
。
 

５
 規
則
第
２
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る

「
プ
ロ
セ
ス
入
力
情
報
」
と
は
、
J
I
S
 
Q
9
0
01
 

で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
イ
ン
プ
ッ
ト
」
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

６
 規
則
第
２
条
第
２
項
第
６
号
に
規
定
す
る

「
プ
ロ
セ
ス
出
力
情
報
」
と
は
、
J
I
S
 
Q
9
0
01
 

で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
」
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

4
．
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

 
第
二
章
 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム

 
第
２
章
 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
 

４
．
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

 
４
．
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

 
 

4
.
1
 
一
般
要
求
事
項

 
（
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
係
る
要
求
事

項
）
 

第
３
条
（
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
係
る

要
求
事
項
）
 

４
．
１

 
一
般
要
求
事
項

 
４
．
１

 一
般
要
求
事
項

 
 

(
1
)
 
組
織
は
、
こ
の
規
程
の
要
求
事
項
に
従

っ
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
確

立
し
、
文
書
化
し
、
実
施
し
、
維
持
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
継
続
的
に
改

善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
三
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
こ
の
規

則
の
規
定
に
従
っ
て
、
品
質
管
理
監
督
シ
ス

テ
ム
を
確
立
し
、
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
実
効
性
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

１
 規
則
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
品
質

管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
、
実
施
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
実
効
性
を
維
持
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
は
、
「
品
質
管
理
監
督
シ
ス

テ
ム
で
規
定
し
た
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
の
運
用

と
管
理
の
結
果
、
保
安
の
確
保
が
維
持
さ
れ

て
い
る
と
と
も
に
、
不
適
合
に
つ
い
て
品
質

管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
起
因
す
る
原
因
を
究

明
し
、
是
正
処
置
や
予
防
処
置
を
通
じ
て
原

因
の
除
去
を
行
う
等
当
該
シ
ス
テ
ム
の
改
善
 

(1
)
 
原
子
力
部
門
（
第
４
条
（
第
１
４
０

条
）

 
図
４
（
図
１
４
０
）
に
示
す
組
織
す

べ
て
を
い
う
。
以
下
、
本
規
定
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
本
品
質
保
証
計
画
に
従
っ
て
、
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
、
文

書
化
し
、
実
施
し
、
維
持
す
る
。
ま
た
、
そ

の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性

を
継
続
的
に
改
善
す
る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
（
第
４
条
（
第
１
４
０

条
）

 
図
４
（
図
１
４
０
）
に
示
す
組
織
す

べ
て
を
い
う
。
以
下
、
本
規
定
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
本
品
質
保
証
計
画
に
従
っ
て
、
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
、
文

書
化
し
、
実
施
し
、
維
持
す
る
。
ま
た
、
そ

の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性

を
継
続
的
に
改
善
す
る
。
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JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

 
 

を
継
続
的
に
行
う
こ
と
」
を
い
う
。
 

ま
た
、
同
項
に
規
定
す
る
「
実
効
性
を
維

持
」
と
は
、
J
I
S
 
Q
9
0
01
で
使
用
さ
れ
て
い
る

「
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
」
に
相
当
す
る

も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 

(
2
)
 
組
織
は
、
次
の
事
項
を
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(2
)
原
子
力
部
門
は
、
次
の
事
項
を
実
施
す

る
。

 

(
2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
次
の
事
項
を
実
施
す

る
。

 

 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
れ
ら
の
組
織
へ
の
適
用
を

明
確
に
す
る
。
 

一
 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
プ
ロ

セ
ス
の
内
容
（
当
該
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
達
成

さ
れ
る
結
果
を
含
む
。
）
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て

識
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

 

 
a)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
そ
れ
ら
の
原
子
力
部
門
へ

の
適
用
を

4
.
2
.1
 
b
)
､
c
)
､d
)
お
よ
び

e
）
に

示
す
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
文
書

の
中
で
明
確
に
す
る
。
 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
そ
れ
ら
の
原
子
力
部
門
へ

の
適
用
を
4
.
2
.
1
 
b)
､
c
)
､
d
)
お
よ
び

e
）
に
示

す
文
書
で
明
確
に
す
る
。

 

・
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
表
現
と
整
合
を
図
っ

た
。

 

b
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
順
序
及
び
相
互
関

係
を
明
確
に
す
る
。

 

二
 
プ
ロ
セ
ス
の
順
序
及
び
相
互
の
関
係
を
明

確
に
す
る
こ
と
。

 

 
b)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
順
序
お
よ
び
相
互

関
係
を
図
３
（
図
１
３
９
）
－
１
に
示
す
。

 

b
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
順
序
お
よ
び
相
互

関
係
を
図
３
（
図
１
３
９
）
－
１
に
示
す
。

 

 

c
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
及
び
管
理
の

い
ず
れ
も
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に

す
る
た
め
に
必
要
な
判
断
基
準
及
び
方
法
を

明
確
に
す
る
。
 

三
 
プ
ロ
セ
ス
の
実
施
及
び
管
理
の
実
効
性
の

確
保
に
必
要
な
判
定
基
準
及
び
方
法
を
明
確

に
す
る
こ
と
。
 

２
 規
則
第
３
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る

「
実
効
性
」
と
は
、

J
IS
Q
9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ

て
い
る
「
効
果
的
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

る
。
 

c)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
お
よ
び
管
理

の
い
ず
れ
も
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
確
実

に
す
る
た
め
に
必
要
な
判
断
基
準
お
よ
び
方

法
を
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
文
書

に
て
明
確
に
す
る
。

 

c
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
お
よ
び
管
理

の
い
ず
れ
も
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
確
実

に
す
る
た
め
に
必
要
な
判
断
基
準
お
よ
び
方

法
を
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
文
書

に
て
明
確
に
す
る
。
 

 

d
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
及
び
監
視
を

支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
資
源
及
び
情
報
を

利
用
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

四
 
プ
ロ
セ
ス
の
実
施
並
び
に
監
視
及
び
測
定

（
以
下
「
監
視
測
定
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な

資
源
及
び
情
報
が
利
用
で
き
る
体
制
を
確
保

す
る
こ
と
。

 

 
d)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
お
よ
び
監
視

を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
資
源
お
よ
び
情

報
を
利
用
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

（
６
．
参
照
）
 

d
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
お
よ
び
監
視

を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
資
源
お
よ
び
情

報
を
利
用
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

（
６
．
参
照
）

 

 

e
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
を
監
視
し
、
適
用
可

能
な
場
合
に
は
測
定
し
、
分
析
す
る
。
 

五
 
プ
ロ
セ
ス
を
監
視
測
定
し
、
及
び
分
析
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
測
定
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
は
、
測
定
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

 

 
e)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
を
監
視
し
、
適
用
可

能
な
場
合
に
は
測
定
し
、
分
析
す
る
。

 

e
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
を
監
視
し
、
適
用
可

能
な
場
合
に
は
測
定
し
、
分
析
す
る
。
 

 

f
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
計
画
ど

お
り
の
結
果
を
得
る
た
め
、
か
つ
、
継
続
的

改
善
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
処
置
を
と

る
。
 

六
 
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
第
一
号
の
結
果
を

得
る
た
め
、
及
び
実
効
性
を
維
持
す
る
た
め

に
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

３
 規
則
第
３
条
第
２
項
第
６
号
に
規
定
す
る

「
実
効
性
を
維
持
す
る
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 

で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
継
続
的
改
善
を
達
成

す
る
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

f)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
計
画
ど

お
り
の
結
果
を
得
る
た
め
、
か
つ
、
継
続
的

改
善
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
処
置
を
と

る
。

 

f
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
計
画
ど

お
り
の
結
果
を
得
る
た
め
、
か
つ
、
継
続
的

改
善
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
処
置
を
と

る
。

 

 

 
七

 
品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
及
び

組
織
を
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
と
整
合
的

な
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

 
 

g
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
原
子
力
部
門

の
体
制
を
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
と

の
整
合
が
と
れ
た
も
の
に
す
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

 
八

 
社
会
科
学
及
び
行
動
科
学
の
知
見
を
踏
ま

え
て
、
保
安
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
。
 

 
 

h
)
 
社
会
科
学
お
よ
び
行
動
科
学
の
知
見
を
踏

ま
え
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

運
用
を
促
進
す
る
。
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

(
3
)
組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
運
用
に
お
い
て
、
原
子
力
安
全
に
対
す
る

重
要
性
に
応
じ
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
要
求
事
項
の
適
用
の
程
度
に
つ
い
て

グ
レ
ー
ド
分
け
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
グ
レ
ー
ド
分
け
の
決
定
に
際
し

て
は
、
原
子
力
安
全
に
対
す
る
重
要
性
に
加

え
て
以
下
の
事
項
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

６
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
保
安
の
た
め

の
重
要
度
に
応
じ
て
、
品
質
管
理
監
督
シ
ス

テ
ム
に
係
る
要
求
事
項
を
適
切
に
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

７
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
保
安
の
た
め

の
重
要
度
に
応
じ
て
、
資
源
の
適
切
な
配
分

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
お
い
て
、
「
発
電
用
軽
水

型
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
の
重
要
度
分
類

に
関
す
る
審
査
指
針
」（
以
下
、
「
重
要
度
分

類
指
針
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
重
要
性
に
応

じ
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
要
求

事
項
の
適
用
の
程
度
に
つ
い
て
、
表
３
（
表

１
３
９
）
－
２
の
４
．
１
項
に
係
る
社
内
標

準
に
規
定
し
、
グ
レ
ー
ド
分
け
を
行
う
。
ま

た
、
グ
レ
ー
ド
分
け
の
決
定
に
際
し
て
は
、

重
要
度
分
類
指
針
に
基
づ
く
重
要
性
に
加
え

て
以
下
の
事
項
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

 

(
3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
お
い
て
、「
発
電
用
軽
水

型
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
の
重
要
度
分
類

に
関
す
る
審
査
指
針
」
（
以
下
、
「
重
要
度
分

類
指
針
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
重
要
性
に
応

じ
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
要
求

事
項
の
適
用
の
程
度
に
つ
い
て
、
表
３
（
表

１
３
９
）
－
２
の
４
．
１
項
に
係
る
社
内
標

準
に
規
定
し
、
グ
レ
ー
ド
分
け
を
行
う
。
ま

た
、
こ
れ
に
基
づ
き
資
源
の
適
切
な
配
分
を

行
う
。
な
お
、
グ
レ
ー
ド
分
け
の
決
定
に
際

し
て
は
、
重
要
度
分
類
指
針
に
基
づ
く
重
要

性
に
加
え
て
以
下
の
事
項
を
考
慮
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

a
)
 
プ
ロ
セ
ス
及
び
原
子
力
施
設
の
複
雑
性
、

独
自
性
、
又
は
斬
新
性
の
程
度
 

 
 

a)
 
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
原
子
力
発
電
施
設
の
複

雑
性
、
独
自
性
ま
た
は
斬
新
性
の
程
度

 

a
)
 
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
複
雑

性
、
独
自
性
ま
た
は
斬
新
性
の
程
度

 

・
J
E
A
C
4
1
11
-
2
0
0
9
の
要
求
に
基
づ
く
。

 

・
②
保
安
規
定
及
び
工
事
に
係
る
品
質
保
証

計
画
の
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
実

用
炉
規
則
（
品
証
規
則
）
の
対
象
と
な
る

発
電
用
原
子
炉
施
設
を
指
す
「
原
子
炉
施

補(1)-9



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

設
」
と
す
る
。
 

b
)
 
プ
ロ
セ
ス
及
び
原
子
力
施
設
の
標
準
化
の

程
度
や
記
録
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
程
度
 

 
 

b)
 
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
原
子
力
発
電
施
設
の
標

準
化
の
程
度
や
記
録
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

の
程
度
 

b
)
 
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
標
準
化

の
程
度
や
記
録
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
程

度
 

・
J
E
A
C
4
1
11
-
2
0
0
9
の
要
求
に
基
づ
く
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

c
)
 
検
査
又
は
試
験
に
よ
る
原
子
力
安
全
に
対

す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
の
検
証
可
能
性

の
程
度
 

 
 

c)
 
検
査
ま
た
は
試
験
に
よ
る
原
子
力
安
全
に

対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
の
検
証
可
能

性
の
程
度

 

c
)
 
検
査
ま
た
は
試
験
に
よ
る
原
子
力
安
全
に

対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
の
検
証
可
能

性
の
程
度
 

・
J
E
A
C
4
1
11
-
2
0
0
9
の
要
求
に
基
づ
く
。

 

d
)
 
作
業
又
は
製
造
プ
ロ
セ
ス
、
要
員
、
要

領
、
及
び
装
置
等
に
対
す
る
特
別
な
管
理
や

検
査
の
必
要
性
の
程
度
 

 
 

d)
 
作
業
ま
た
は
製
造
プ
ロ
セ
ス
、
要
員
、
要

領
お
よ
び
装
置
等
に
対
す
る
特
別
な
管
理
や

検
査
の
必
要
性
の
程
度
 

d
)
 
作
業
ま
た
は
製
造
プ
ロ
セ
ス
、
要
員
、
要

領
お
よ
び
装
置
等
に
対
す
る
特
別
な
管
理
や

検
査
の
必
要
性
の
程
度
 

・
J
E
A
C
4
1
11
-
2
0
0
9
の
要
求
に
基
づ
く
。

 

e
)
 
運
転
開
始
後
の
原
子
力
施
設
に
対
す
る
保

守
、
供
用
期
間
中
検
査
及
び
取
替
え
の
難
易

度
 

 
 

e)
 
運
転
開
始
後
の
原
子
力
発
電
施
設
に
対
す

る
保
守
、
供
用
期
間
中
検
査
お
よ
び
取
替
え

の
難
易
度

 

e
)
 
運
転
開
始
後
の
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
保

守
、
供
用
期
間
中
検
査
お
よ
び
取
替
え
の
難

易
度

 

・
J
E
A
C
4
1
11
-
2
0
0
9
の
要
求
に
基
づ
く
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

(
4
)
 
組
織
は
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
こ

の
規
程
の
要
求
事
項
に
従
っ
て
運
営
管
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
こ
の
規
則
の

規
定
に
従
っ
て
、
プ
ロ
セ
ス
を
管
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(4
)
 
原
子
力
部
門
は
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス

を
、
本
品
質
保
証
計
画
に
従
っ
て
運
営
管
理

す
る
。
 

(
4
)
 
原
子
力
部
門
は
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス

を
、
本
品
質
保
証
計
画
に
従
っ
て
運
営
管
理

す
る
。

 

 

(
5
)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
影
響
を
与
え
る

プ
ロ
セ
ス
を
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
す
る
こ
と
を
組

織
が
決
め
た
場
合
に
は
、
組
織
は
ア
ウ
ト
ソ

ー
ス
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
管
理
を
確
実

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
ア
ウ

ト
ソ
ー
ス
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
適
用
さ
れ
る
管

理
の
方
式
及
び
程
度
は
、
組
織
の
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
中
で
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

４
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個
別
業
務
又

は
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係
る
要
求
事
項

（
関
係
法
令
を
含
む
。
以
下
「
個
別
業
務
等

要
求
事
項
」
と
い
う
。
）
へ
の
適
合
性
に
影
響

を
及
ぼ
す
プ
ロ
セ
ス
を
外
部
委
託
す
る
こ
と

と
し
た
と
き
は
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
が
管
理
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
管
理

を
、
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
中
で
識
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
規
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 
(5
)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
影
響
を
与
え
る

プ
ロ
セ
ス
を
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
す
る
こ
と
を
原

子
力
部
門
が
決
め
た
場
合
に
は
、
原
子
力
部

門
は
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
関
し

て
管
理
を
確
実
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
ア
ウ
ト

ソ
ー
ス
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
適
用
さ
れ
る
管
理

の
方
式
お
よ
び
程
度
は
、
原
子
力
部
門
の
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
文
書
に
定
め

る
。

 

(
5
)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
影
響
を
与
え
る

プ
ロ
セ
ス
を
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
す
る
こ
と
を
原

子
力
部
門
が
決
め
た
場
合
に
は
、
原
子
力
部

門
は
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
関
し

て
管
理
を
確
実
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
ア
ウ
ト

ソ
ー
ス
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
適
用
さ
れ
る
管
理

の
方
式
お
よ
び
程
度
は
、
原
子
力
部
門
の
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
文
書
に
定
め

る
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
、
ア

ウ
ト
ソ
ー
ス
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
管

理
の
方
式
と
程
度
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り

必
然
的
に
当
該
管
理
が
識
別
さ
れ
て
い
る

と
の
回
答
が
な
さ
れ
て
お
り
、
従
来
か
ら

行
っ
て
い
る
活
動
に
て
担
保
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、

J
E
A
C
41
1
1
 
の
表
現
の
ま
ま
と

し
た
。

 

注
記
１
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必

要
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
「
運
営
管
理
活

動
」
、
「
資
源
の
運
用
管
理
」
、「
業
務
の
計
画

及
び
実
施
」
、
「
評
価
及
び
改
善
」
に
か
か
わ

る
プ
ロ
セ
ス
が
含
ま
れ
る
。
 

 
 

 
 

 

注
記
２
 
“
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
し
た
プ
ロ
セ
ス
”

と
は
、
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
そ
の
組
織
が
外

部
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
プ
ロ
セ
ス
で

あ
る
。
 

 
 

 
 

 

注
記
３
 
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
対

す
る
管
理
を
確
実
に
し
た
と
し
て
も
、
す
べ

て
の
業
務
に
関
連
す
る
法
令
・
規
制
要
求
事

項
へ
の
適
合
に
対
す
る
組
織
の
責
任
が
免
除

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
し

た
プ
ロ
セ
ス
に
適
用
さ
れ
る
管
理
の
方
式
及

び
程
度
は
、
次
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
影

響
さ
れ
得
る
。
a
) 
原
子
力
安
全
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
な
組
織
の
能
力
に
対
す
る
、
ア

ウ
ト
ソ
ー
ス
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
影
響
の
可
能

性
b
)
 
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
管
理
へ
の
関
与
の
度

合
い
 

c
)
 
7
.
4 
の
適
用
に
お
い
て
必
要
な
管
理
を
遂

行
す
る
能
力
 

 
 

 
 

 

4
.
2
 
文
書
化
に
関
す
る
要
求
事
項

 
（
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
文
書
 

化
）
 

 
４
．
２

 
文
書
化
に
関
す
る
要
求
事
項

 
４
．
２

 文
書
化
に
関
す
る
要
求
事
項

 
 

4
.
2
.
1
 一
般

 
 

第
４
条
（
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
 

の
文
書
化
）
 

４
．
２
．
１

 
一
般

 
４
．
２
．
１

 
一
般

 
 

補(1)-10
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C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
文
書
に

は
、
次
の
事
項
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
四
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ

ム
を
確
立
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書

を
作
成
し
、
当
該
文
書
に
規
定
す
る
事
項
を

 

 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
文
書
に

は
、
次
の
事
項
を
含
め
る
。
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書
体
系
図
を
図
３
（
図
１

３
９
）
－
２
に
示
す
。
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
文
書
に

は
、
次
の
事
項
を
含
め
る
。
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書
体
系
図
を
図
３
（
図
１

３
９
）
－
２
に
示
す
。
 

 

 
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

a
)
 
文
書
化
し
た
、
品
質
方
針
及
び
品
質
目
標

の
表
明
 

一
 
品
質
方
針
表
明
書
及
び
品
質
目
標
表
明
書
 
１
 規
則
第
４
条
第
１
号
に
規
定
す
る
「
品
質

方
針
表
明
書
」
と
は
、
J
I
S
 
Q
9
0
01
 
で
使
用

さ
れ
て
い
る
「
品
質
方
針
を
文
書
化
し
た
も

の
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
品

質
目
標
表
明
書
」
と
は
、

J
I
S
 
Q
90
0
1
 
で
使

用
さ
れ
て
い
る
「
品
質
目
標
を
文
書
化
し
た

も
の
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

a)
 
文
書
化
し
た
、
品
質
方
針
お
よ
び
品
質
目

標
の
表
明

 

a
)
 
文
書
化
し
た
、
品
質
方
針
お
よ
び
品
質
目

標
の
表
明
 

 

b
)
 
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル

 
二

 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
を
規
定
す
る
文

書
（
以
下
「
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
基
準

書
」
と
 
い
う
。）

 

２
 規
則
第
４
条
第
２
号
に
規
定
す
る
「
品
質

管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
基
準
書
」
と
は
、

J
I
S
 

Q
9
00
1
 
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
品
質
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

b)
 
本
品
質
保
証
計
画
お
よ
び
「
原
子
力
発
電

の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
」
 

b
)
 
「
原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証

規
程
」

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（
本
「
品
質
保
証
計

画
」
は
、
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
含
ま
れ
る

こ
と
か
ら
4
.
2
.
2
 
と
併
せ
て
変
更
す
る
。）

 

c
)
 
こ
の
規
程
が
要
求
す
る
“
文
書
化
さ
れ
た

手
順
”
及
び
記
録
 

四
 
こ
の
規
則
に
規
定
す
る
手
順
書
及
び
記
録
 

 
c)
 
J
E
A
C
4
11
1
の
要
求
事
項
に
基
づ
き
作
成
す

る
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１
に
示
す
社
内
標

準
お
よ
び
こ
れ
ら
の
社
内
標
準
の
中
で
明
確

に
し
た
記
録
 

c
)
 
J
E
A
C4
1
1
1
の
要
求
事
項
に
基
づ
き
作
成
す

る
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１
に
示
す
社
内
標

準
お
よ
び
こ
れ
ら
の
社
内
標
準
の
中
で
明
確

に
し
た
記
録

 

 

d
)
 
組
織
内
の
プ
ロ
セ
ス
の
効
果
的
な
計
画
、

運
用
及
び
管
理
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め

に
、
組
織
が
必
要
と
決
定
し
た
記
録
を
含
む

文
書
 

三
 
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
実
効
性
の
あ
る
計

画
的
な
実
施
及
び
管
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
必
要
な
文
書
 

３
 規
則
第
４
条
第
３
号
に
規
定
す
る
「
実
効

性
の
あ
る
計
画
的
な
実
施
」
と
は
、
J
I
S
 

Q
9
00
1
 
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
効
果
的
な
計

画
、
運
用
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

d)
 
原
子
力
部
門
内
の
プ
ロ
セ
ス
の
効
果
的
な

計
画
、
運
用
お
よ
び
管
理
を
確
実
に
実
施
す

る
た
め
に
、
原
子
力
部
門
が
必
要
と
決
定
し

た
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
に
示
す
社
内
標

準
お
よ
び
こ
れ
ら
の
社
内
標
準
の
中
で
明
確

に
し
た
記
録
 

d
)
 
原
子
力
部
門
内
の
プ
ロ
セ
ス
の
効
果
的
な

計
画
、
運
用
お
よ
び
管
理
を
確
実
に
実
施
す

る
た
め
に
、
原
子
力
部
門
が
必
要
と
決
定
し

た
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
に
示
す
社
内
標

準
お
よ
び
こ
れ
ら
の
社
内
標
準
の
中
で
明
確

に
し
た
記
録

 

 

 
 

 
e)
 
原
子
力
部
門
内
の
プ
ロ
セ
ス
の
効
果
的
な

計
画
、
運
用
お
よ
び
管
理
を
確
実
に
実
施
す

る
た
め
に
、
原
子
力
部
門
が
必
要
と
決
定
し

た
文
書
（

 c
）
お
よ
び

d
)の
社
内
標
準
を
除

く
。
）
お
よ
び
こ
れ
ら
の
文
書
の
中
で
明
確
に

し
た
記
録

 

e
)
 
原
子
力
部
門
内
の
プ
ロ
セ
ス
の
効
果
的
な

計
画
、
運
用
お
よ
び
管
理
を
確
実
に
実
施
す

る
た
め
に
、
原
子
力
部
門
が
必
要
と
決
定
し

た
文
書
（
 
c
）
お
よ
び
d
)
の
社
内
標
準
を
除

く
。
）
お
よ
び
こ
れ
ら
の
文
書
の
中
で
明
確
に

し
た
記
録
 

 

 
 

 
な
お
、
１
次
文
書
、
２
次
文
書
以
外
の
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
必
要
と
さ
れ
る

文
書
は
、
本
規
定
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
本

規
定
と
の
関
係
を
示
し
た
表
３
（
表
１
３

９
）
－
１
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
で
示

す
社
内
標
準
の
中
で
、
文
書
名
ま
た
は
作
成

し
管
理
す
る
こ
と
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ

り
、
本
規
定
上
の
位
置
付
け
を
明
確
に
す

る
。

 

な
お
、

b)
、

c
)
お
よ
び
d
)
に
示
す
社
内
標
準

以
外
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
必

要
と
さ
れ
る
文
書
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）

－
１
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
で
示
す
社

内
標
準
の
中
で
、
文
書
名
ま
た
は
作
成
し
管

理
す
る
こ
と
を
記
載
す
る
。

 

・
記
載
の
適
正
化
 

 ・
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
表
現
と
整
合
を
図
っ

た
。

 

 ・
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
表
現
と
整
合
を
図
っ

た
。

 

 
 

 
ま
た
、
c
)
、
d
)
 
お
よ
び

e)
の
記
録
は
、
適
正

に
作
成
す
る
。
 

ま
た
、

c)
、

d
)
 
お
よ
び
e
)
の
記
録
は
、
適
正

に
作
成
す
る
。

 

 

注
記
１
 
こ
の
規
程
で
“
文
書
化
さ
れ
た
手

順
”
と
い
う
用
語
を
使
う
場
合
に
は
、
そ
の

手
順
が
確
立
さ
れ
、
文
書
化
さ
れ
、
実
施
さ

れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
つ
の
文
書
で
、
一
つ
又
は
そ
れ
以
上
の
手

順
に
対
す
る
要
求
事
項
を
取
り
扱
っ
て
も
よ

い
。
“
文
書
化
さ
れ
た
手
順
”
の
要
求
事
項

は
、
複
数
の
文
書
で
対
応
し
て
も
よ
い
。
 

 
 

 
 

 

注
記
２
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
文

書
化
の
程
度
は
、
次
の
理
由
か
ら
組
織
に
よ

っ
て
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
 

a
)
 
組
織
の
規
模
及
び
活
動
の
種
類
 

b
)
 
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
の
複
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

雑
さ
 

c
)
 
要
員
の
力
量
 

注
記
３
 
文
書
の
様
式
及
び
媒
体
の
種
類
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
よ
い
。
 

 
 

 
 

 

4
.
2
.
2
 品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル

 
（
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
基
準
書
）
 

第
５
条
（
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
基
準

書
）
 

４
．
２
．
２

 
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル

 
４
．
２
．
２

 
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル

 
 

組
織
は
、
次
の
事
項
を
含
む
品
質
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
作
成
し
、
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
五
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
品
質
管

理
監
督
シ
ス
テ
ム
基
準
書
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
原
子
力
部
門
は
、
次
の
事
項
を
含
む
品
質
マ

ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
、
本
品
質
保
証
計
画
お
よ

び
「
原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証

規
程
」
を
作
成
し
、
維
持
す
る
。
 

原
子
力
部
門
は
、
次
の
事
項
を
含
む
品
質
マ

ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
、「
原
子
力
発
電
の
安
全
に

係
る
品
質
保
証
規
程
」
（
本
品
質
保
証
計
画
を

含
む
。
）
を
作
成
し
、
維
持
す
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（
本
「
品
質
保
証
計

画
」
は
、
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
含
ま
れ
る

こ
と
か
ら
4
.
2
.
1
 
b 
と
併
せ
て
変
更
す

る
。
）

 

 
一

 
品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る

事
項
 

 
 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
組
織
に

関
す
る
事
項

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（

J
E
A
C
41
1
1
-
2
0
0
9 

の
エ
ン
ド
ー
ス
時
に
、
実
用
炉
規
則
に
お

け
る
同
様
の
要
求
に
対
し
て

4.
1
 
と

4
.
2.
2
 

で
対
応
し
て
い
る
と
技
術
評
価
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
既
に
折
り
込
み
済
み
と
判

断
し
反
映
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
品
証
規

則
と
の
整
合
の
観
点
で
追
加
し
た
。
）

 

 
二

 
保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項
 

 
 

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
計
画
に

関
す
る
事
項

 

 
三

 
保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 

 
 

c
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
施
に

関
す
る
事
項

 

 
四

 
保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

 
 

d
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
評
価
に

関
す
る
事
項

 

 
五

 
保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項
 

 
 

e
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
に

関
す
る
事
項

 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
用
範

囲
 

六
 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
範
囲
 

１
 規
則
第
５
条
第
６
号
に
規
定
す
る
「
品
質

管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
範
囲
」
と
は
、
「
品
質

管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
組
織
上
の
適

用
範
囲
と
活
動
内
容
上
の
適
用
範
囲
の
双

方
」
を
い
う
。
 

a)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
用
範

囲
（
２
．
参
照
）

 

f
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
用
範

囲
（
２
．
参
照
）

 

・
a
 
～

 
e
 項
追
加
に
伴
い
付
番
を
変
更

 

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

確
立
さ
れ
た
“
文
書
化
さ
れ
た
手
順
”
又
は

そ
れ
ら
を
参
照
で
き
る
情
報
 

七
 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
た
め
に
作
成

し
た
手
順
書
の
内
容
又
は
当
該
手
順
書
の
文

書
番
号
そ
の
他
参
照
情
報
 

 
b)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

確
立
さ
れ
た
社
内
標
準
（
４
．
２
．
１
参

照
）

 

g
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

確
立
さ
れ
た
社
内
標
準
（
４
．
２
．
１
参

照
）

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
文

書
番
号
」
は
そ
の
他
参
照
情
報
の
例
示
と

し
て
記
載
し
た
も
の
と
の
回
答
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
J
E
A
C
4
1
11
 
の
表
現
の

ま
ま
と
し
た
。
 

・
a
 
～

 
e
 項
追
加
に
伴
い
付
番
を
変
更

 

c
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ

ス
間
の
相
互
関
係
に
関
す
る
記
述
 

八
 
各
プ
ロ
セ
ス
の
相
互
の
関
係
 

 
c)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ

ス
間
の
相
互
関
係
に
関
す
る
記
述
（
図
３

（
図
１
３
９
）
－
１
参
照
）
 

h
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ

ス
間
の
相
互
関
係
に
関
す
る
記
述
（
図
３

（
図
１
３
９
）
－
１
参
照
）

 

 

・
a
 
～

 
e
 項
追
加
に
伴
い
付
番
を
変
更

 

4
.
2
.
3
 文
書
管
理

 
（
文
書
の
管
理
）

 
 

４
．
２
．
３

 
文
書
管
理

 
４
．
２
．
３

 
文
書
管
理

 
 

(
1
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
必
要

と
さ
れ
る
文
書
は
、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
記
録
は
文
書
の
一
種
で
は

あ
る
が
、

4
.
2
.
4
 に
規
定
す
る
要
求
事
項
に

従
っ
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
六
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
こ
の
規

則
に
規
定
す
る
文
書
そ
の
他
品
質
管
理
監
督

シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
文
書
（
記
録
を
除
く
。

以
下
「
品
質
管
理
監
督
文
書
」
と
い
う
。
）
を

管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(1
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
必
要

と
さ
れ
る
文
書
は
、
本
規
定
を
遵
守
す
る
た

め
に
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
管
理

す
る
。
た
だ
し
、
記
録
は
文
書
の
一
種
で
は

あ
る
が
、
４
．
２
．
４
に
規
定
す
る
要
求
事

項
に
従
っ
て
管
理
す
る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
保
安
活
動
の
重
要
度

に
応
じ
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

で
必
要
と
さ
れ
る
文
書
を
管
理
す
る
。
た
だ

し
、
記
録
は
文
書
の
一
種
で
は
あ
る
が
、

４
．
２
．
４
に
規
定
す
る
要
求
事
項
に
従
っ

て
管
理
す
る
。

 

・
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
表
現
と
整
合
を
図
っ

た
。

 

(
2
)
 
次
の
活
動
に
必
要
な
管
理
を
規
定
す
る

た
め
に
、
“
文
書
化
さ
れ
た
手
順
”
を
確
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る

業
務
に
必
要
な
管
理
を
定
め
た
手
順
書
を
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
次
の
活
動
に
必
要
な
管
理
を
規
定
す
る

た
め
に
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１
の
４
．

２
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
す
る
。

 

(
2
)
 
次
の
活
動
に
必
要
な
管
理
を
規
定
す
る

た
め
に
、
表
３
－
１
（
表
１
３
９
）
の
４
．

２
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
す
る
。

 

 

a
)
 
発
行
前
に
、
適
切
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら

文
書
を
承
認
す
る
。

 

一
 
品
質
管
理
監
督
文
書
を
発
行
す
る
に
当
た

り
、
当
該
文
書
の
妥
当
性
を
照
査
し
、
そ
の

発
行
を
承
認
す
る
こ
と
。
 

 
a)
 
発
行
前
に
、
適
切
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら

文
書
を
承
認
す
る
。

 

a
)
 
発
行
前
に
、
適
切
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら

文
書
を
レ
ビ
ュ
ー
し
、
承
認
す
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（
「
照
査
」
は
品
証
規

則
第
二
条
第

2
 
項
第
4
 
号
の
定
義
に
よ

り
、

I
S
O
 の
「
レ
ビ
ュ
ー
」
に
相
当
）

 

b
)
 
文
書
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。
ま
た
、
必
要
に

応
じ
て
更
新
し
、
再
承
認
す
る
。
 

二
 
品
質
管
理
監
督
文
書
に
つ
い
て
所
要
の
照

査
を
行
い
、
更
新
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の

更
新
を
承
認
す
る
こ
と
。
 

 
b)
 
文
書
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。
ま
た
、
必
要
に

応
じ
て
更
新
し
、
再
承
認
す
る
。
 

b
)
 
文
書
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。
ま
た
、
必
要
に

応
じ
て
更
新
し
、
再
承
認
す
る
。

 

 

c
)
 
文
書
の
変
更
の
識
別
及
び
現
在
有
効
な
版

の
識
別
を
確
実
に
す
る
。

 

  

三
 
品
質
管
理
監
督
文
書
の
変
更
内
容
及
び
最

新
の
改
訂
状
況
が
識
別
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。
 

    

c)
 
文
書
の
変
更
の
識
別
お
よ
び
現
在
有
効
な

版
の
識
別
を
確
実
に
す
る
。
 

c
)
 
文
書
の
変
更
の
識
別
お
よ
び
現
在
有
効
な

版
の
識
別
を
確
実
に
す
る
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
最

新
の
改
訂
状
況
」
は
J
E
A
C
4
1
11
の
「
現
在

有
効
な
版
」
と
同
意
と
の
解
釈
で
可
と
の

回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

J
E
A
C
4
1
1
1 
の
表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

補(1)-12



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

d
)
 
該
当
す
る
文
書
の
適
切
な
版
が
、
必
要
な

と
き
に
、
必
要
な
と
こ
ろ
で
使
用
可
能
な
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

四
 
改
訂
の
あ
っ
た
品
質
管
理
監
督
文
書
を
使

用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
文
書
の
適
切

な
改
訂
版
が
利
用
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る

こ
と
。
 

 
d)
 
該
当
す
る
文
書
の
適
切
な
版
が
、
必
要
な

と
き
に
、
必
要
な
と
こ
ろ
で
使
用
可
能
な
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

d
)
 
該
当
す
る
文
書
の
適
切
な
版
が
、
必
要
な

と
き
に
、
必
要
な
と
こ
ろ
で
使
用
可
能
な
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

 

e
)
 
文
書
は
、
読
み
や
す
く
か
つ
容
易
に
識
別

可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

五
 
品
質
管
理
監
督
文
書
が
読
み
や
す
く
、
容

易
に
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態

に
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

 

 
e)
 
文
書
は
、
読
み
や
す
く
か
つ
容
易
に
識
別

可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

e
)
 
文
書
は
、
読
み
や
す
く
か
つ
容
易
に
識
別

可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
容

易
に
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確
保
」
は

JE
A
C
4
1
1
1
 の

「
容
易
に
識
別
可
能
な
状
態
」
と
同
意
と

の
解
釈
で
可
と
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、

J
E
A
C
41
1
1
 
の
表
現
の
ま
ま
と

し
た
。

 

f
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
計
画
及

び
運
用
の
た
め
に
組
織
が
必
要
と
決
定
し
た

外
部
か
ら
の
文
書
を
明
確
に
し
、
そ
の
配
付

が
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

六
 
外
部
で
作
成
さ
れ
た
品
質
管
理
監
督
文
書

を
識
別
し
、
そ
の
配
付
を
管
理
す
る
こ
と
。

 

 
f)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
計
画
お

よ
び
運
用
の
た
め
に
原
子
力
部
門
が
必
要
と

決
定
し
た
外
部
か
ら
の
文
書
を
明
確
に
し
、

そ
の
配
付
が
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実

に
す
る
。

 

f
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
計
画
お

よ
び
運
用
の
た
め
に
原
子
力
部
門
が
必
要
と

決
定
し
た
外
部
か
ら
の
文
書
を
明
確
に
し
、

そ
の
配
付
が
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実

に
す
る
。
 

 

g
)
 
廃
止
文
書
が
誤
っ
て
使
用
さ
れ
な
い
よ
う

に
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
何
ら
か
の
目
的

で
保
持
す
る
場
合
に
は
、
適
切
な
識
別
を
す

る
。
 

七
 
廃
止
し
た
品
質
管
理
監
督
文
書
が
意
図
に

反
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
文
書
を
保

持
す
る
と
き
は
、
そ
の
目
的
に
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
を
識
別
す
る
こ
と
。
 

 
g)
 
廃
止
文
書
が
誤
っ
て
使
用
さ
れ
な
い
よ
う

に
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
何
ら
か
の
目
的

で
保
持
す
る
場
合
に
は
、
適
切
な
識
別
を
す

る
。

 

g
)
 
廃
止
文
書
が
誤
っ
て
使
用
さ
れ
な
い
よ
う

に
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
何
ら
か
の
目
的

で
保
持
す
る
場
合
に
は
、
適
切
な
識
別
を
す

る
。

 

 

4
.
2
.
4
 記
録
の
管
理

 
（
記
録
の
管
理
）

 
第
７
条
（
記
録
の
管
理
）

 
４
．
２
．
４

 
記
録
の
管
理

 
４
．
２
．
４

 
記
録
の
管
理

 
 

(
1
)
 
要
求
事
項
へ
の
適
合
及
び
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
効
果
的
運
用
の
証
拠
を

示
す
た
め
に
作
成
さ
れ
た
記
録
を
、
管
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
七
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は

 

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
記
録
そ
の
他
要
求
事

項
へ
の
適
合
及
び
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム

の
実
効
性
の
あ
る
実
施
を
実
証
す
る
記
録
の

対
象
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
記

録
を
、
読
み
や
す
く
容
易
に
内
容
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
検
索
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
 規
則
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
実
効

性
の
あ
る
実
施
」
と
は
、

J
I
S
 
Q
90
0
1
 
で
使

用
さ
れ
て
い
る
「
効
果
的
運
用
」
に
相
当
す

る
も
の
で
あ
る
。

 

(1
)
 
要
求
事
項
へ
の
適
合
お
よ
び
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
効
果
的
運
用
の
証
拠

を
示
す
た
め
に
、
適
正
に
作
成
さ
れ
た
記
録

を
、
管
理
す
る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
要
求
事
項
へ
の
適
合

お
よ
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
効

果
的
運
用
の
証
拠
を
示
す
た
め
に
作
成
す
る

記
録
の
対
象
を
明
確
に
し
、
管
理
す
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

・
品
証
規
則
の
「
当
該
記
録
を
、
読
み
や
す

く
容
易
に
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
に
つ
い
て
は

4
.2
.
4
(
3
)
に
て

対
応
。

 

(
2
)
 
組
織
は
、
記
録
の
識
別
、
保
管
、
保

護
、
検
索
、
保
管
期
間
及
び
廃
棄
に
関
し
て

必
要
な
管
理
を
規
定
す
る
た
め
に
、
“
文
書
化

さ
れ
た
手
順
”
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
記
録

の
識
別
、
保
存
、
保
護
、
検
索
、
保
存
期
間

及
び
廃
棄
に
関
し
所
要
の
管
理
を
定
め
た
手

順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(2
)
 
原
子
力
部
門
は
､記
録
の
識
別
､
保
管
､
保

護
､
検
索
､
保
管
期
間
お
よ
び
廃
棄
に
関
し
て

必
要
な
管
理
を
規
定
す
る
た
め
に
、
表
３

（
表
１
３
９
）
－
１
の
４
．
２
．
４
項
に
係

る
社
内
標
準
を
確
立
す
る
｡
 

(
2
)
 
原
子
力
部
門
は
､
記
録
の
識
別
､
保
管
､
保

護
､
検
索
､
保
管
期
間
お
よ
び
廃
棄
に
関
し
て

必
要
な
管
理
を
規
定
す
る
た
め
に
、
表
３

（
表
１
３
９
）
－
１
の
４
．
２
．
４
項
に
係

る
社
内
標
準
を
確
立
す
る
｡
 

 

(
3
)
 
記
録
は
、
読
み
や
す
く
、
容
易
に
識
別

可
能
か
つ
検
索
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
 

(
3
)
 
記
録
は
､
読
み
や
す
く
､
容
易
に
識
別
可

能
か
つ
検
索
可
能
と
す
る
｡
 

(
3
)
 
記
録
は
､
読
み
や
す
く
､
容
易
に
識
別
可

能
か
つ
検
索
可
能
と
す
る
｡
 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
、
第

七
条
第

1
 項
の
「
容
易
に
内
容
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
」
は
J
E
A
C
4
1
11
 
の
「
容
易

に
識
別
可
能
な
状
態
に
あ
る
」
と
同
意
と

の
解
釈
で
可
と
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、

J
E
A
C
41
1
1
 
の
表
現
の
ま
ま
と

し
た
。

 

5
．
経
営
者
の
責
任

 
第
三
章
 
経
営
責
任
者
の
責
任

 
第
３
章
 
経
営
責
任
者
の
責
任
 

５
．

 
経
営
者
の
責
任

 
５
．
経
営
者
の
責
任

 
 

5
.
1
 
経
営
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

 
（
経
営
責
任
者
の
関
与
）
 

第
８
条
（
経
営
責
任
者
の
関
与
）
 

５
．
１

 
経
営
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

 
５
．
１

 経
営
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

 
 

ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
実
施
、
並
び
に

そ
の
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
す
る
こ
と
に

対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
証
拠
を
、
次
の

事
項
に
よ
っ
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
八
条
 
経
営
責
任
者
は
、
品
質
管
理
監
督
シ

ス
テ
ム
の
確
立
及
び
実
施
並
び
に
そ
の
実
効

性
の
維
持
に
指
導
力
及
び
責
任
を
持
っ
て
関

与
し
て
い
る
こ
と
を
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

１
 規
則
第
８
条
に
規
定
す
る
「
実
効
性
の
維

持
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 
で
使
用
さ
れ
て
い
る

「
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
」
に
相
当
す
る

も
の
で
あ
る
。
 

社
長
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

構
築
お
よ
び
実
施
な
ら
び
に
そ
の
有
効
性
を

継
続
的
に
改
善
す
る
こ
と
に
対
す
る
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
の
証
拠
を
、
次
の
事
項
に
よ
っ
て

示
す
。
 

社
長
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

構
築
お
よ
び
実
施
な
ら
び
に
そ
の
有
効
性
を

継
続
的
に
改
善
す
る
こ
と
に
対
す
る
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
の
証
拠
を
、
次
の
事
項
に
よ
っ
て

示
す
。

 

・
社
長
が

a 
～

 
f
 
項
の
実
施
を
通
じ
て
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
こ
と
が
、
品
証
規
則
の

「
指
導
力
及
び
責
任
を
持
っ
て
関
与
」
す

る
こ
と
で
あ
る
。

 

a
)
 
法
令
・
規
制
要
求
事
項
を
満
た
す
こ
と
は

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
原
子
力
安
全
の
重
要

性
を
組
織
内
に
周
知
す
る
。
 

六
 
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
そ
の
他
原
子

力
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
、

保
安
活
動
を
実
施
す
る
者
（
以
下
「
職
員
」

と
い
う
。
）
に
周
知
す
る
こ
と
。
 

 
a)
 
法
令
・
規
制
要
求
事
項
を
満
た
す
こ
と
は

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
原
子
力
安
全
の
重
要

性
を
原
子
力
部
門
内
に
周
知
す
る
。

 

a
)
 
法
令
・
規
制
要
求
事
項
を
満
た
す
こ
と
は

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
原
子
力
安
全
の
重
要

性
を
原
子
力
部
門
内
に
周
知
す
る
。

 

 

b
)
 
品
質
方
針
を
設
定
す
る
。
 

一
 
品
質
方
針
を
定
め
る
こ
と
。
 

 
b)
 
品
質
方
針
を
設
定
す
る
。
（
５
．
３
参

b
)
 
品
質
方
針
を
設
定
す
る
。
（
５
．
３
参

 

補(1)-13



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

照
）

 
照
）

 

c
)
 
品
質
目
標
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に

す
る
。
 

二
 
品
質
目
標
が
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
す

る
こ
と
。
 

 
c)
 
管
理
責
任
者
を
指
揮
し
、
品
質
目
標
が
設

定
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。（
５
．
４
．

１
参
照
）

 

c
)
 
管
理
責
任
者
を
指
揮
し
、
品
質
目
標
が
設

定
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
（
５
．
４
．

１
参
照
）
 

 

d
)
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
。
 
四

 
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
照
査
を
実

施
す
る
こ
と
。
 

 
d)
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
。

（
５
．
６
参
照
）

 

d
)
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
。

（
５
．
６
参
照
）

 

 

e
)
 
資
源
が
使
用
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す

る
。
 

五
 
資
源
が
利
用
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
こ

と
。
 

 
e)
 
管
理
責
任
者
を
指
揮
し
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
確
立
と
維
持
に
必
要
な
資

源
が
使
用
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

（
６
．
参
照
）
 

e
)
 
管
理
責
任
者
を
指
揮
し
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
確
立
と
維
持
に
必
要
な
資

源
が
使
用
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

（
６
．
参
照
）

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
体

制
を
確
保
」
は
J
E
AC
4
1
1
1
 
の
「
で
き
る
こ

と
を
確
実
に
す
る
」
と
同
意
と
の
解
釈
で

可
と
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、

J
E
A
C4
1
1
1
 
の
表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

 
三

 
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
を
促

進
す
る
こ
と
。
 

２
 規
則
第
８
条
第
３
号
に
規
定
す
る
「
安
全

文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
」
に
は
、
例

え
ば
以
下
の
よ
う
な
活
動
が
あ
る
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
個
人
及
び
集
団
と

し
て
の
決
意
を
表
明
し
、
実
践
す
る
こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
当
事
者
意
識
を
高

め
る
こ
と
。
 

・
信
頼
、
協
働
、
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
奨
励
し
、
よ
り
良
い
労
働
環
境
条
件

の
改
善
に
努
め
、
人
的
・
組
織
的
問
題
の
報

告
を
重
視
す
る
開
か
れ
た
文
化
を
構
築
す
る

こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
の
欠
陥

に
関
す
る
報
告
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

 

・
特
定
さ
れ
た
問
題
及
び
改
善
提
案
に
対
す

る
迅
速
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
 

・
組
織
が
、
継
続
的
に
、
安
全
と
安
全
文
化

を
高
め
、
改
善
す
る
た
め
の
手
段
を
持
つ
こ

と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
組
織
及
び
個
人
の

責
任
と
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
関
し
、
組
織
の
あ
ら
ゆ
る

階
層
に
お
い
て
問
い
掛
け
る
姿
勢
及
び
学
習

す
る
姿
勢
を
奨
励
し
、
慢
心
を
戒
め
る
た
め

の
方
策
を
模
索
し
実
施
す
る
こ
と
。
 

・
組
織
内
で
の
安
全
及
び
安
全
文
化
に
関
す

る
重
要
な
要
素
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
を
促

進
す
る
こ
と
。
 

・
自
ら
の
業
務
及
び
職
場
環
境
に
関
連
し
た

リ
ス
ク
を
認
識
し
、
起
こ
り
う
る
結
果
を
理

解
す
る
こ
と
。
 

・
全
て
の
活
動
に
お
い
て
慎
重
な
意
志
決
定

を
す
る
こ
と
。
 

 
f
)
 
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
を
促

進
す
る
。
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

5
.
2
 
原
子
力
安
全
の
重
視

 
（
原
子
力
の
安
全
の
確
保
の
重
視
）
 

 
５
．
２

 
原
子
力
安
全
の
重
視

 
５
．
２

 原
子
力
安
全
の
重
視

 
 

原
子
力
安
全
を
最
優
先
に
位
置
付
け
、
ト
ッ

プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
業
務
に
対
す
る
要
求

事
項
が
決
定
さ
れ
、
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
実
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
7
.2
.
1
 
及

び
8
.
2
.
1
 
参
照
)
。
 

第
九
条
 
経
営
責
任
者
は
、
個
別
業
務
等
要
求

事
項
が
明
確
に
さ
れ
、
か
つ
、
個
別
業
務
及

び
発
電
用
原
子
炉
施
設
が
当
該
要
求
事
項
に

適
合
し
て
い
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
原
子
力
安
全
を
最
優
先
に
位
置
付
け
、
社
長

は
、
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
が
決
定
さ

れ
、
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す

る
。
（
７
．
２
．
１
お
よ
び
８
．
２
．
１
参

照
）

 

原
子
力
安
全
を
最
優
先
に
位
置
付
け
、
社
長

は
、
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
要
求
事

項
が
決
定
さ
れ
、
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
実
に
す
る
。
（
７
．
２
．
１
お
よ
び
８
．

２
．
１
参
照
）

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（
「
業
務
・
原
子
炉
施

設
」
と
の
記
載
は
、
要
求
事
項
の
適
用
対

象
に
応
じ
て
「
業
務
及
び
原
子
炉
施
設
」、

「
業
務
の
み
」
、
「
原
子
炉
施
設
の
み
」
と

な
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
何
れ
に
も
該
当

す
る
表
現
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
た
。）

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

5
.
3
 
品
質
方
針

 
（
品
質
方
針
）
 

第
１
０
条
（
品
質
方
針
）

 
５
．
３

 
品
質
方
針

 
５
．
３

 品
質
方
針

 
 

ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
品
質
方
針
に
つ

い
て
、
次
の
事
項
を
確
実
に
し
な
け
れ
ば
な

第
十
条
 
経
営
責
任
者
は
、
品
質
方
針
が
次
に

掲
げ
る
条
件
に
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
し
な

 
社
長
は
、
品
質
方
針
に
つ
い
て
、
次
の
事
項

を
確
実
に
す
る
。

 

社
長
は
、
品
質
方
針
に
つ
い
て
、
次
の
事
項

を
確
実
に
す
る
。
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

ら
な
い
。

 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

a
)
 
組
織
の
目
的
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
。

 
一

 
品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
の
意
図
に
照
ら
し
適
切
な
も
の
で
あ

る
こ
と
。
 

 
a)
 
原
子
力
部
門
の
目
的
に
対
し
て
適
切
で
あ

る
。

 

a
)
 
原
子
力
部
門
の
目
的
に
対
し
て
適
切
で
あ

る
。

 

 

b
)
 
要
求
事
項
へ
の
適
合
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
の
継
続
的
な
改
善

に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
含
む
。
 

二
 
要
求
事
項
へ
の
適
合
及
び
品
質
管
理
監
督

シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
の
維
持
に
責
任
を
持
っ

て
関
与
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
。

 

１
 規
則
第
１
０
条
第
２
号
に
規
定
す
る
「
実

効
性
の
維
持
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 
で
使
用
さ

れ
て
い
る
「
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
」
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

b)
 
要
求
事
項
へ
の
適
合
お
よ
び
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
の
継
続
的
な
改

善
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
含
む
。
 

b
)
 
要
求
事
項
へ
の
適
合
お
よ
び
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
の
継
続
的
な
改

善
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
含
む
。

 

 

c
)
 
品
質
目
標
の
設
定
及
び
レ
ビ
ュ
ー
の
た
め

の
枠
組
み
を
与
え
る
。
 

三
 
品
質
目
標
を
定
め
、
照
査
す
る
に
当
た
っ

て
の
枠
組
み
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
c)
 
品
質
目
標
の
設
定
お
よ
び
レ
ビ
ュ
ー
の
た

め
の
枠
組
み
を
与
え
る
。

 

c
)
 
品
質
目
標
の
設
定
お
よ
び
レ
ビ
ュ
ー
の
た

め
の
枠
組
み
を
与
え
る
。

 

 

d
)
 
組
織
全
体
に
伝
達
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
。
 
四

 
職
員
に
周
知
さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

 
d)
 
原
子
力
部
門
全
体
に
伝
達
さ
れ
、
理
解
さ

れ
る
。
 

d
)
 
原
子
力
部
門
全
体
に
伝
達
さ
れ
、
理
解
さ

れ
る
。

 

 

e
)
 
適
切
性
の
持
続
の
た
め
に
レ
ビ
ュ
ー
さ
れ

る
。
 

五
 
妥
当
性
を
維
持
す
る
た
め
に
照
査
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

 

 
e)
 
適
切
性
の
持
続
の
た
め
に
レ
ビ
ュ
ー
さ
れ

る
。

 

e
)
 
適
切
性
の
持
続
の
た
め
に
レ
ビ
ュ
ー
さ
れ

る
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
妥

当
性
」
は
J
E
A
C
4
1
11
 
の
「
適
切
性
」
と
同

意
と
の
解
釈
で
可
と
の
回
答
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、

JE
A
C
4
1
1
1
 の
表
現
の
ま

ま
と
し
た
。

 

 
六

 
組
織
運
営
に
関
す
る
方
針
と
整
合
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
。

 

２
 
規
則
第
１
０
条
第
６
号
に
規
定
す
る
「
組

織
運
営
に
関
す
る
方
針
と
整
合
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
」
と
は
、「

T
h
e 
Ma
n
a
g
e
m
e
nt
 S
y
s
t
e
m
 

f
o
r 

F
a
c
i
l
it
i
e
s
 
a
n
d 

A
c
t
i
v
i
ti
e
s
 
、

S
a
fe
t
y
 

St
a
n
d
a
r
d
s 

S
e
r
ie
s
 

N
o
.G
S
-
R
-

3
(
20
0
6
)
 
の
統
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
原
子
力
の
安
全

に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
要
素
を
考

慮
し
て
、
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
管

理
す
る
こ
と
」
を
い
う
。

 

 
f
)
 
組
織
運
営
に
関
す
る
方
針
と
整
合
が
と
れ

て
い
る
。
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

5
.
4
 
計

 
画

 
 

 
５
．
４

 
計
画

 
５
．
４

 計
画

 
 

5
.
4
.
1
 品
質
目
標

 
（
品
質
目
標
）
 

 
５
．
４
．
１

 
品
質
目
標

 
５
．
４
．
１

 
品
質
目
標

 
 

(
1
)
 
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
組
織
内
の

し
か
る
べ
き
部
門
及
び
階
層
で
、
業
務
に
対

す
る
要
求
事
項
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
も

の
を
含
む
品
質
目
標

(
7
.
1
 
(3
)
 
a
)
参
照
)
が

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

第
十
一
条
 
経
営
責
任
者
は
、
部
門
に
お
い

て
、
品
質
目
標
（
個
別
業
務
等
要
求
事
項
へ

の
適
合
の
た
め
に
必
要
な
目
標
を
含
む
。
）
が

定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(1
)
 
社
長
は
、
原
子
力
部
門
内
の
し
か
る
べ

き
部
門
お
よ
び
階
層
で
、
業
務
に
対
す
る
要

求
事
項
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
も
の
を
含

む
品
質
目
標
（
７
．
１
（
３
）
ａ
）
参
照
）

が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

(
1
)
 
社
長
は
、
原
子
力
部
門
内
の
し
か
る
べ

き
部
門
お
よ
び
階
層
で
、
業
務
・
原
子
炉
施

設
に
対
す
る
要
求
事
項
を
満
た
す
た
め
に
必

要
な
も
の
を
含
む
品
質
目
標
（
７
．
１

（
３
）
ａ
）
参
照
）
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
実
に
す
る
。
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

(
2
)
 
品
質
目
標
は
、
そ
の
達
成
度
が
判
定
可

能
で
、
品
質
方
針
と
の
整
合
が
と
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達

成
状
況
を
評
価
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か

つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
品
質
目
標
は
、
そ
の
達
成
度
が
判
定
可

能
で
、
品
質
方
針
と
の
整
合
を
と
る
。

 

(
2
)
 
品
質
目
標
は
、
そ
の
達
成
度
が
判
定
可

能
で
、
品
質
方
針
と
の
整
合
を
と
る
。
 

 

 
 

 
(3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
品
質
目
標
に
係
る
事

項
に
つ
い
て
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の

５
．
４
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
す
る
。

 

(
3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
品
質
目
標
に
係
る
事

項
に
つ
い
て
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の

５
．
４
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
す
る
。

 

 

5
.
4
.
2
 品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
計

画
 

（
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
計
画
の
策

定
）
 

 
５
．
４
．
２

 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
計
画

 

５
．
４
．
２

 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
計
画

 

 

ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
次
の
事
項
を
確

実
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
十
二
条
 
経
営
責
任
者
は
、
品
質
管
理
監
督

シ
ス
テ
ム
が
第
三
条
の
規
定
及
び
品
質
目
標

に
適
合
す
る
よ
う
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て

の
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
社
長
は
、
次
の
事
項
を
確
実
に
す
る
。

 
社
長
は
、
次
の
事
項
を
確
実
に
す
る
。
 

 

a
)
 
品
質
目
標
に
加
え
て

4
.
1
 
に
規
定
す
る
要

求
事
項
を
満
た
す
た
め
に
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
維
持
に
つ
い
て
の

計
画
を
策
定
す
る
。

 

 
a)
 
品
質
目
標
に
加
え
て
４
．
１
に
規
定
す
る

要
求
事
項
を
満
た
す
た
め
に
、
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
維
持
に
つ
い
て

の
計
画
を
策
定
す
る
。
 

a
)
 
品
質
目
標
に
加
え
て
４
．
１
に
規
定
す
る

要
求
事
項
を
満
た
す
た
め
に
、
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
維
持
に
つ
い
て

の
計
画
を
策
定
す
る
。
 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
そ

の
実
施
に
当
た
っ
て
の
計
画
」
は

J
E
A
C
4
1
1
1 
の
「
そ
の
構
築
と
維
持
に
つ
い

て
の
計
画
」
と
同
意
と
の
解
釈
で
可
と
の

回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

J
E
A
C
4
1
1
1 
の
表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を

計
画
し
、
実
施
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
変
更

が
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
全
体
の

体
系
に
対
し
て
矛
盾
な
く
、
整
合
性
が
取
れ

２
 
経
営
責
任
者
は
、
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ

ム
の
変
更
を
計
画
し
、
及
び
実
施
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ

ム
が
不
備
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
維
持

 
b)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を

計
画
し
、
実
施
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
変
更

が
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
全
体
の

体
系
に
対
し
て
矛
盾
な
く
、
整
合
性
が
取
れ

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を

計
画
し
、
実
施
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
変
更

が
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
全
体
の

体
系
に
対
し
て
矛
盾
な
く
、
整
合
性
が
取
れ
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

て
い
る
。

 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

て
い
る
。

 
て
い
る
。
 

5
.
5
 
責
任
、
権
限
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
 

 
 

５
．
５

 
責
任
、
権
限
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

 

５
．
５

 責
任
、
権
限
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン

 

 

5
.
5
.
1
 責
任
及
び
権
限

 
（
責
任
及
び
権
限
）

 
第
１
３
条
（
責
任
及
び
権
限
）
 

５
．
５
．
１

 
責
任
お
よ
び
権
限

 
５
．
５
．
１

 
責
任
お
よ
び
権
限

 
 

ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
責
任
及
び
権
限

が
定
め
ら
れ
、
組
織
全
体
に
周
知
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
確
実
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
十
三
条
 
経
営
責
任
者
は
、
部
門
及
び
職
員

の
責
任
（
保
安
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
説
明

す
る
責
任
を
含
む
。
）
及
び
権
限
が
定
め
ら

れ
、
文
書
化
さ
れ
、
周
知
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
 規
則
第
１
３
条
に
規
定
す
る
「
保
安
活
動

の
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
責
任
」
と
は
、

「
担
当
業
務
に
応
じ
て
、
組
織
内
及
び
組
織

外
に
対
し
保
安
活
動
の
内
容
を
説
明
す
る
責

任
」
を
い
う
。
 

社
長
は
、
第
５
条
（
第
１
４
１
条
）
、
第
１
０

条
お
よ
び
第
１
０
条
の
２
（
第
１
４
５
条
）

に
定
め
る
責
任
お
よ
び
権
限
が
、
原
子
力
部

門
全
体
に
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に

す
る
。
 

社
長
は
、
第
５
条
（
第
１
４
１
条
）
、
第
１
０

条
お
よ
び
第
１
０
条
の
２
（
第
１
４
５
条
）

に
定
め
る
責
任
（
保
安
活
動
の
内
容
に
つ
い

て
説
明
す
る
責
任
を
含
む
。
）
と
権
限
が
、
原

子
力
部
門
全
体
に
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
実
に
す
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（
保
安
活
動
の
内
容

に
つ
い
て
説
明
責
任
を
含
め
た
責
任
を
与
え

る
こ
と
に
つ
い
て
、

JE
A
C
4
1
1
1
 に
基
づ
い
て

活
動
を
行
う
こ
と
自
体
が
説
明
責
任
を
課
さ

れ
た
活
動
そ
の
も
の
で
あ
り
、
従
来
か
ら
与

え
ら
れ
て
い
た
責
任
の

1
 つ
だ
が
、
品
証
規

則
と
の
整
合
の
観
点
で
追
加
し
た
。
）

 

5
.
5
.
2
 管
理
責
任
者

 
（
管
理
責
任
者
）

 
第
１
４
条
（
管
理
責
任
者
）

 
５
．
５
．
２

 
管
理
責
任
者

 
５
．
５
．
２

 
管
理
責
任
者

 
 

(
1
)
 
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
組
織
の
管

理
層
の
中
か
ら
管
理
責
任
者
を
任
命
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
十
四
条
 
経
営
責
任
者
は
、
品
質
管
理
監
督

シ
ス
テ
ム
を
管
理
監
督
す
る
責
任
者
（
以
下

「
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
に
、
次
に
掲
げ

る
業
務
に
係
る
責
任
及
び
権
限
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(1
)
 
社
長
は
、
原
子
力
事
業
本
部
長
を
原
子

力
部
門
（
経
営
監
査
室
を
除
く
。）
の
管
理
責

任
者
と
し
、
経
営
監
査
室
長
を
経
営
監
査
室

の
管
理
責
任
者
と
し
て
任
命
す
る
。

 

(
1
)
 
社
長
は
、
原
子
力
事
業
本
部
長
を
原
子

力
部
門
（
経
営
監
査
室
を
除
く
。
）
の
管
理
責

任
者
と
し
、
経
営
監
査
室
長
を
経
営
監
査
室

の
管
理
責
任
者
と
し
て
任
命
す
る
。

 

 

(
2
)
 
管
理
責
任
者
は
、
与
え
ら
れ
て
い
る
他

の
責
任
と
か
か
わ
り
な
く
、
次
に
示
す
責
任

及
び
権
限
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(2
)
 
原
子
力
事
業
本
部
長
は
、
与
え
ら
れ
て

い
る
他
の
責
任
と
か
か
わ
り
な
く
、
次
に
示

す
責
任
お
よ
び
権
限
を
も
つ
。

 

(
2
)
 
管
理
責
任
者
（
原
子
力
事
業
本
部
長
）

は
、
与
え
ら
れ
て
い
る
他
の
責
任
と
か
か
わ

り
な
く
、
次
に
示
す
責
任
お
よ
び
権
限
を
も

つ
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス
の
確
立
、
実
施
及
び
維
持
を
確
実

に
す
る
。

 

一
 
プ
ロ
セ
ス
が
確
立
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
と

と
も
に
、
そ
の
実
効
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。

 

１
 規
則
第
１
４
条
第
１
号
に
規
定
す
る
「
実

効
性
が
維
持
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 
で
使
用
さ

れ
て
い
る
「
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
」
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

a)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス
の
確
立
、
実
施
お
よ
び
維
持
を
確

実
に
す
る
。
 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス
の
確
立
、
実
施
お
よ
び
維
持
を
確

実
に
す
る
。

 

 

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
成
果
を

含
む
実
施
状
況
及
び
改
善
の
必
要
性
の
有
無

に
つ
い
て
、
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
報
告

す
る
。
 

二
 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
実
施
状
況
及

び
そ
の
改
善
の
必
要
性
に
つ
い
て
経
営
責
任

者
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

 
b)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
成
果
を

含
む
実
施
状
況
お
よ
び
改
善
の
必
要
性
の
有

無
に
つ
い
て
、
社
長
に
報
告
す
る
。

 

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
成
果
を

含
む
実
施
状
況
お
よ
び
改
善
の
必
要
性
の
有

無
に
つ
い
て
、
社
長
に
報
告
す
る
。

 

 

c
)
 
組
織
全
体
に
わ
た
っ
て
、
原
子
力
安
全
に

つ
い
て
の
認
識
を
高
め
る
こ
と
を
確
実
に
す

る
。
 

三
 
部
門
に
お
い
て
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る

こ
と
そ
の
他
原
子
力
の
安
全
を
確
保
す
る
こ

と
に
つ
い
て
の
認
識
が
向
上
す
る
よ
う
に
す

る
こ
と
。
 

 
c)
 
原
子
力
部
門
（
経
営
監
査
室
を
除
く
。）

全
体
に
わ
た
っ
て
、
原
子
力
安
全
に
つ
い
て

の
認
識
を
高
め
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

c
)
 
原
子
力
部
門
（
経
営
監
査
室
を
除
く
。
）

全
体
に
わ
た
っ
て
、
関
係
法
令
の
遵
守
お
よ

び
原
子
力
安
全
に
つ
い
て
の
認
識
を
高
め
る

こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

 
 

 
(3
)
 
経
営
監
査
室
長
は
、
与
え
ら
れ
て
い
る

他
の
責
任
と
か
か
わ
り
な
く
、
次
に
示
す
責

任
お
よ
び
権
限
を
も
つ
。

 

(
3
)
 
管
理
責
任
者
（
経
営
監
査
室
長
）
は
、

与
え
ら
れ
て
い
る
他
の
責
任
と
か
か
わ
り
な

く
、
次
に
示
す
責
任
お
よ
び
権
限
を
も
つ
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

 
 

 
a)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス
の
確
立
、
実
施
お
よ
び
維
持
を
確

実
に
す
る
。
 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス
の
確
立
、
実
施
お
よ
び
維
持
を
確

実
に
す
る
。

 

 

 
 

 
b)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
成
果
を

含
む
実
施
状
況
お
よ
び
改
善
の
必
要
性
の
有

無
に
つ
い
て
、
社
長
に
報
告
す
る
。

 

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
成
果
を

含
む
実
施
状
況
お
よ
び
改
善
の
必
要
性
の
有

無
に
つ
い
て
、
社
長
に
報
告
す
る
。

 

 

 
 

 
c)
 
経
営
監
査
室
全
体
に
わ
た
っ
て
、
原
子
力

安
全
に
つ
い
て
の
認
識
を
高
め
る
こ
と
を
確

実
に
す
る
。
 

c
)
 
経
営
監
査
室
全
体
に
わ
た
っ
て
、
関
係
法

令
の
遵
守
お
よ
び
原
子
力
安
全
に
つ
い
て
の

認
識
を
高
め
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

・
5
.
5
.
2
(
2)
c
 
と
併
せ
て
変
更
し
た
。

 

注
記
１
 
管
理
責
任
者
の
責
任
に
は
、
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
外
部
と
連
絡
を
と
る
こ
と
も
含
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

 

注
記
２
 
管
理
責
任
者
は
、
上
記
の
責
任
及
び

権
限
を
も
つ
限
り
、
一
人
で
あ
る
必
要
は
な

い
。
 

 
 

 
 

 

 
（
プ
ロ
セ
ス
責
任
者
）
 

第
１
５
条
（
プ
ロ
セ
ス
責
任
者
）
 

 
５
．
５
．
３

 
プ
ロ
セ
ス
責
任
者

 
・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

    

第
十
五
条
 
経
営
責
任
者
は
、
プ
ロ
セ
ス
を
管

理
監
督
す
る
責
任
者
（
以
下
「
プ
ロ
セ
ス
責

任
者
」
と
い
う
。
）
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に

係
る
責
任
及
び
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

１
 規
則
第
１
５
条
に
規
定
す
る
「
プ
ロ
セ
ス

を
管
理
監
督
す
る
責
任
者
」
と
は
、
「
職
務
権

限
を
示
す
文
書
に
お
い
て
、
責
任
及
び
権
限

を
付
与
さ
れ
て
い
る
者
並
び
に
プ
ロ
セ
ス
を

 
社
長
は
、
プ
ロ
セ
ス
責
任
者
に
対
し
、
所
掌

す
る
業
務
に
関
し
て
、
次
に
示
す
責
任
お
よ

び
権
限
を
与
え
る
。
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

補(1)-16



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

 
な
い
。
 

規
定
し
た
手
順
書
の
制
定
及
び
改
廃
の
権
限

を
持
つ
者
」
を
い
う
。
 

 
一

 
プ
ロ
セ
ス
責
任
者
が
管
理
す
る
個
別
業
務

の
プ
ロ
セ
ス
が
確
立
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
と

と
も
に
、
そ
の
実
効
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。

 

２
 規
則
第
１
５
条
第
１
号
に
規
定
す
る
「
実

効
性
が
維
持
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 
で
使
用
さ

れ
て
い
る
「
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
」
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

 
a
)
 
プ
ロ
セ
ス
が
確
立
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
と

と
も
に
、
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
す
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

 
二

 
プ
ロ
セ
ス
責
任
者
が
管
理
す
る
個
別
業
務

に
従
事
す
る
職
員
の
個
別
業
務
等
要
求
事
項

に
つ
い
て
の
認
識
が
向
上
す
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。
 

 
 

b
)
 
業
務
に
従
事
す
る
要
員
の
、
業
務
・
原
子

炉
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
に
つ
い
て
の
認

識
を
高
め
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

 
三

 
プ
ロ
セ
ス
責
任
者
が
管
理
す
る
個
別
業
務

の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
行
う
こ
と
。
 

 
 

c
)
 
業
務
の
成
果
を
含
む
実
施
状
況
に
つ
い
て

評
価
す
る
。
（
５
．
４
．
１
お
よ
び
８
．
２
．

３
参
照
）。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

 
四

 
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
を
促

進
す
る
こ
と
。
 

３
 規
則
第
１
５
条
第
４
号
に
規
定
す
る
「
活

動
を
促
進
す
る
こ
と
」
と
は
、
例
え
ば
、
「
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
、
活
動
を

支
援
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

 

 
d
)
 
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
を
促

進
す
る
。
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

5
.
5
.
3
 内
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
（
内
部
情
報
伝
達
）

 
第
１
６
条
（
内
部
情
報
伝
達
）
 

５
．
５
．
３

 
内
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
５
．
５
．
４

 
内
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
・
「
5
.
5
.
3
 プ
ロ
セ
ス
責
任
者
」
の
項
目
追
加

に
伴
い
付
番
を
変
更
 

ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
組
織
内
に
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
適
切
な
プ
ロ
セ

ス
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
に
関
し
て
の
情
報
交
換

が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

第
十
六
条
 
経
営
責
任
者
は
、
適
切
に
情
報
の

伝
達
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
が
確
立
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
情
報
の
伝
達
が

品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
に
注
意

を
払
い
つ
つ
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

１
 規
則
第
１
６
条
に
規
定
す
る
「
実
効
性
」

と
は
、
J
I
S
Q9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
有

効
性
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

(1
)
 
社
長
は
、
原
子
力
部
門
内
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
適
切
な
プ
ロ
セ
ス
が

確
立
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
ま
た
、

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
に

関
し
て
の
情
報
交
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確

実
に
す
る
。
 

(
1
)
 
社
長
は
、
原
子
力
部
門
内
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
適
切
な
プ
ロ
セ
ス
が

確
立
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
ま
た
、

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
に

関
し
て
の
情
報
交
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確

実
に
す
る
。

 

 

 
 

 
(2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
内
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
表
３
（
表

１
３
９
）
－
２
の
５
．
５
．
３
項
に
係
る
社

内
標
準
を
確
立
す
る
。
 

(
2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
内
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
表
３
（
表

１
３
９
）
－
２
の
５
．
５
．
４
項
に
係
る
社

内
標
準
を
確
立
す
る
。
 

 

5
.
6
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー

 
（
経
営
責
任
者
照
査
）
 

 
５
．
６

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー

 
５
．
６

 マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー

 
 

5
.
6
.
1
 一

 
般

 
 

第
１
７
条
（
経
営
責
任
者
照
査
）
 

５
．
６
．
１

 
一
般

 
５
．
６
．
１

 
一
般

 
 

(
1
)
 
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
組
織
の
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
、
引
き
続

き
、
適
切
、
妥
当
か
つ
有
効
で
あ
る
こ
と
を

確
実
に
す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た
間
隔
で
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

を
レ
ビ
ュ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
十
七
条
 
経
営
責
任
者
は
、
品
質
管
理
監
督

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
そ
の
妥
当
性
及
び
実

効
性
の
維
持
を
確
認
す
る
た
め
の
照
査
（
品

質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
、
品
質
方
針
及
び
品

質
目
標
の
改
善
の
余
地
及
び
変
更
の
必
要
性

の
評
価
を
含
む
。
以
下
「
経
営
責
任
者
照

査
」
と
い
う
。
）
を
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
間

隔
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
 規
則
第
１
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
実

効
性
の
維
持
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 
で
使
用
さ

れ
て
い
る
「
有
効
で
あ
る
こ
と
」
に
相
当
す

る
も
の
で
あ
る
。

 

２
 規
則
第
１
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
あ

ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
間
隔
」
と
は
、
「
必
ず

し
も
定
期
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
、
品
質

管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
継
続
的
な
有
効
性
を

確
実
に
す
る
た
め
に
必
要
と
判
断
さ
れ
た
間

隔
」
を
い
う
。
 

(1
)
 
社
長
は
、
原
子
力
部
門
の
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
、
引
き
続
き
、
適
切
、

妥
当
か
つ
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る

た
め
に
、
年
１
回
以
上
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。

 

(
1
)
 
社
長
は
、
原
子
力
部
門
の
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
、
引
き
続
き
、
適
切
、

妥
当
か
つ
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る

た
め
に
、
年
１
回
（
原
則
と
し
て
年
度
末
）

以
上
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
レ
ビ

ュ
ー
す
る
。

 

 

(
2
)
 
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
の
機
会
の
評
価
、
並

び
に
品
質
方
針
及
び
品
質
目
標
を
含
む
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
の
必
要
性

の
評
価
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(2
)
 
発
電
所
長
は
、
発
電
所
に
お
け
る
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
評
価
し
、
そ
の

結
果
を
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の
５
．

５
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
に
基
づ
き
原
子

力
事
業
本
部
長
へ
報
告
す
る
。
管
理
責
任
者

は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
含
む
自
ら
が
所
管
す

る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
活

動
を
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
す
る
。

 

(
2
)
 
発
電
所
長
は
、
発
電
所
に
お
け
る
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
評
価
し
、
そ
の

結
果
を
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の
５
．

５
．
４
項
に
係
る
社
内
標
準
に
基
づ
き
管
理

責
任
者
（
原
子
力
事
業
本
部
長
）
へ
報
告
す

る
。
管
理
責
任
者
（
原
子
力
事
業
本
部
長
お

よ
び
経
営
監
査
室
長
）
は
、
こ
れ
ら
の
情
報

を
含
む
自
ら
が
所
管
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
活
動
を
評
価
し
、
そ
の

結
果
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン

プ
ッ
ト
と
す
る
。

 

 

(
3
)
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記

録
は
、
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(4
.
2
.
4
 

参
照
)
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
経
営
責
任
者

照
査
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(3
)
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
の
機
会
の

評
価
、
な
ら
び
に
品
質
方
針
お
よ
び
品
質
目

標
を
含
む
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

変
更
の
必
要
性
の
評
価
も
行
う
。
な
お
、
第

５
条
（
第
１
４
１
条
）
第
１
項

(1
7
)
に
定
め

る
関
係
す
る
部
門
に
つ
い
て
も
マ
ネ
ジ
メ
ン

(
3
)
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
の
機
会
の

評
価
、
な
ら
び
に
品
質
方
針
お
よ
び
品
質
目

標
を
含
む
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

変
更
の
必
要
性
の
評
価
も
行
う
。
な
お
、
第

５
条
（
第
１
４
１
条
）
第
１
項
(
1
8
)
に
定
め

る
関
係
す
る
部
門
に
つ
い
て
も
マ
ネ
ジ
メ
ン

     ・
第
５
条
第

1
項

(
1
7)
追
加
に
伴
い
付
番
を

変
更
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
に
基
づ
い
て
社
長
が
必

要
な
業
務
の
指
示
を
行
う
。
 

ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
に
基
づ
い
て
社
長
が
必

要
な
業
務
の
指
示
を
行
う
。

 

 
 

 
(4
)
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記

録
は
、
維
持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

(
4
)
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記

録
は
、
維
持
す
る
。（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

 

5
.
6
.
2
 マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン

プ
ッ
ト

 

（
経
営
責
任
者
照
査
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
入
力

情
報
）
 

第
１
８
条
（
経
営
責
任
者
照
査
に
係
る
プ
ロ

セ
ス
入
力
情
報
）

 

５
．
６
．
２

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ

の
イ
ン
プ
ッ
ト

 

５
．
６
．
２

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ

の
イ
ン
プ
ッ
ト

 

 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト

に
は
、
次
の
情
報
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
十
八
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
に

掲
げ
る
プ
ロ
セ
ス
入
力
情
報
に
よ
っ
て
経
営

責
任
者
照
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト

に
は
、
次
の
情
報
を
含
め
る
。

 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト

に
は
、
次
の
情
報
を
含
め
る
。
 

 

a
)
 
監
査
の
結
果
 

一
 
監
査
の
結
果
 

１
 規
則
第
１
８
条
第
１
号
に
規
定
す
る
「
監

査
の
結
果
」
と
は
、
「
内
部
監
査
の
結
果
及
び

該
当
す
る
場
合
は
外
部
監
査
の
結
果
」
を
い

う
。
 

a)
 
監
査
の
結
果

 
a
)
 
監
査
の
結
果

 
 

b
)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
関
す
る
外
部
の
受

け
止
め
方

 

二
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
か
ら
の

意
見
 

２
 規
則
第
１
８
条
第
２
号
に
規
定
す
る
「
発

電
用
原
子
炉
施
設
以
外
の
者
か
ら
の
意
見
」

と
は
、
J
I
S
Q9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
顧

客
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
に
相
当
す
る

も
の
で
あ
る
。
 

b)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
関
す
る
外
部
の
受

け
と
め
方
（
８
．
２
．
１
参
照
）
 

b
)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
関
す
る
外
部
の
受

け
と
め
方
（
８
．
２
．
１
参
照
）

 

 

c
)
 
プ
ロ
セ
ス
の
成
果
を
含
む
実
施
状
況
並
び

に
検
査
及
び
試
験
の
結
果

 

三
 
プ
ロ
セ
ス
の
実
施
状
況
 

四
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
検
査
の
結
果

 

五
 
品
質
目
標
の
達
成
状
況
 

 
c)
 
プ
ロ
セ
ス
の
成
果
を
含
む
実
施
状
況
な
ら

び
に
検
査
お
よ
び
試
験
の
結
果
（
８
．
２
．

３
お
よ
び
８
．
２
．
４
参
照
）

 

c
)
 
プ
ロ
セ
ス
の
成
果
を
含
む
実
施
状
況
（
品

質
目
標
の
達
成
状
況
を
含
む
。）
な
ら
び
に
検

査
お
よ
び
試
験
の
結
果
（
８
．
２
．
３
お
よ

び
８
．
２
．
４
参
照
）
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（
品
質
目
標
の
達
成

状
況
は
従
来
よ
り
プ
ロ
セ
ス
の
成
果
を
含

む
実
施
状
況
の
中
で
評
価
し
て
い
た
が
、

品
証
規
則
適
合
性
の
観
点
か
ら
明
記
し

た
。
）

 

d
)
 
予
防
処
置
及
び
是
正
処
置
の

 

状
況
 

八
 
是
正
処
置
（
不
適
合
（
要
求
事
項
に
適
合

し
な
い
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す

る
再
発
防
止
の
た
め
に
行
う
是
正
に
関
す
る

処
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
予
防
処
置

（
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
適
合
を
防
止
す

る
た
め
の
予
防
に
関
す
る
処
置
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
状
況

 

 
d)
 
予
防
処
置
お
よ
び
是
正
処
置
の
状
況

（
８
．
５
．
２
お
よ
び
８
．
５
．
３
参
照
）

 

d
)
 
予
防
処
置
お
よ
び
是
正
処
置
の
状
況

（
８
．
５
．
２
お
よ
び
８
．
５
．
３
参
照
）

 

 

 
六

 
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
の
実

施
状
況
 

 

３
 規
則
第
１
８
条
第
６
号
に
規
定
す
る
「
安

全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
」
に
は
、

例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
活
動
が
あ
る
。

 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
個
人
及
び
集
団
と

し
て
の
決
意
を
表
明
し
、
実
践
す
る
こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
当
事
者
意
識
を
高

め
る
こ
と
。
 

・
信
頼
、
協
働
、
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
奨
励
し
、
よ
り
良
い
労
働
環
境
条
件

の
改
善
に
努
め
、
人
的
・
組
織
的
問
題
の
報

告
を
重
視
す
る
開
か
れ
た
文
化
を
構
築
す
る

こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
の
欠
陥

に
関
す
る
報
告
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

 

・
特
定
さ
れ
た
問
題
及
び
改
善
提
案
に
対
す

る
迅
速
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
 

・
組
織
が
、
継
続
的
に
、
安
全
と
安
全
文
化

を
高
め
、
改
善
す
る
た
め
の
手
段
を
持
つ
こ

と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
組
織
及
び
個
人
の

責
任
と
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
関
し
、
組
織
の
あ
ら
ゆ
る

階
層
に
お
い
て
問
い
掛
け
る
姿
勢
及
び
学
習

す
る
姿
勢
を
奨
励
し
、
慢
心
を
戒
め
る
た
め

の
方
策
を
模
索
し
実
施
す
る
こ
と
。
 

 
e
)
 
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
の
実

施
状
況

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

・
組
織
内
で
の
安
全
及
び
安
全
文
化
に
関
す

る
重
要
な
要
素
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
を
促

進
す
る
こ
と
。
 

・
自
ら
の
業
務
及
び
職
場
環
境
に
関
連
し
た

リ
ス
ク
を
認
識
し
、
起
こ
り
う
る
結
果
を
理

解
す
る
こ
と
。
 

・
全
て
の
活
動
に
お
い
て
慎
重
な
意
志
決
定

を
す
る
こ
と
。
 

 
七

 
関
係
法
令
の
遵
守
状
況
 

 
 

f
)
 
関
係
法
令
の
遵
守
状
況

 
・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

e
)
 
前
回
ま
で
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の

結
果
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
 

九
 
従
前
の
経
営
責
任
者
照
査
の
結
果
を
受
け

て
講
じ
た
措
置
 

 
e)
 
前
回
ま
で
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の

結
果
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
（
５
．

６
．
３
参
照
）
 

g
)
 
前
回
ま
で
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の

結
果
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
（
５
．

６
．
３
参
照
）

 

・
e
、

f
 
項
の
追
加
に
伴
い
付
番
を
変
更

 

f
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を

及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
変
更
 

十
 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
あ
る
変
更
 

 
f)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を

及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
変
更
 

h
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を

及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
変
更

 

・
e
、

f
 
項
の
追
加
に
伴
い
付
番
を
変
更

 

g
)
 
改
善
の
た
め
の
提
案
 

十
一
 
部
門
又
は
職
員
等
か
ら
の
改
善
の
た
め

の
提
案
 

 
g)
 
改
善
の
た
め
の
提
案

 
i
)
 
改
善
の
た
め
の
提
案
 

・
e
、

f
 
項
の
追
加
に
伴
い
付
番
を
変
更

 

5
.
6
.
3
 マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
の
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト

 

（
経
営
責
任
者
照
査
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
出
力

情
報
）
 

第
１
９
条
（
経
営
責
任
者
照
査
に
係
る
プ
ロ

セ
ス
出
力
情
報
）

 

５
．
６
．
３

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
か
ら

の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

 

５
．
６
．
３

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
か

ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

 

 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
に
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
決
定
及
び

処
置
す
べ
て
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
十
九
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
経
営

責
任
者
照
査
か
ら
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

情
報
を
得
て
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
に
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
決
定
お
よ

び
処
置
す
べ
て
を
含
め
る
。
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
に
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
決
定
お
よ

び
処
置
す
べ
て
を
含
め
る
。

 

 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
及
び
そ
の

プ
ロ
セ
ス
の
有
効
性
の
改
善
 

一
 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
及
び
プ
ロ
セ
ス

の
実
効
性
の
維
持
に
必
要
な
改
善

 

１
 規
則
第
１
９
条
第
１
号
に
規
定
す
る
「
実

効
性
の
維
持
に
必
要
な
改
善
」
と
は
、

J
I
SQ
9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
有
効
性
の

改
善
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

a)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
そ

の
プ
ロ
セ
ス
の
有
効
性
の
改
善

 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
そ

の
プ
ロ
セ
ス
の
有
効
性
の
改
善
 

 

b
)
 
業
務
の
計
画
及
び
実
施
に
か
か
わ
る
改
善
 
二

 
個
別
業
務
に
関
す
る
計
画
及
び
個
別
業
務

の
実
施
に
関
連
す
る
保
安
活
動
の
改
善
 

 
b)
 
業
務
の
計
画
お
よ
び
実
施
に
か
か
わ
る
改

善
 

b
)
 
業
務
の
計
画
お
よ
び
実
施
に
か
か
わ
る
改

善
 

 

c
)
 
資
源
の
必
要
性
 

三
 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
妥
当
性
及
び

実
効
性
の
維
持
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

資
源
 

２
 規
則
第
１
９
条
第
３
号
に
規
定
す
る
「
実

効
性
の
維
持
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 
で
使
用
さ

れ
て
い
る
「
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
」
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

c)
 
資
源
の
必
要
性

 
c
)
 
資
源
の
必
要
性
 

 

6
．
資
源
の
運
用
管
理

 
第
四
章
 
資
源
の
管
理
監
督
 

 
６
．
資
源
の
運
用
管
理

 
６
．
資
源
の
運
用
管
理

 
 

6
.
1
 
資
源
の
提
供

 
（
資
源
の
確
保
）

 
 

６
．
１

 
資
源
の
提
供

 
６
．
１

 資
源
の
提
供

 
 

組
織
は
、
原
子
力
安
全
に
必
要
な
資
源
を
明

確
に
し
、
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
二
十
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
保
安

の
た
め
に
必
要
な
資
源
を
明
確
に
し
、
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
安
全
に
必
要
な
資

源
を
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の
６
．
１

項
、
６
．
２
項
お
よ
び
７
．
１
項
に
係
る
社

内
標
準
に
お
い
て
明
確
に
し
、
提
供
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
安
全
に
必
要
な
資

源
を
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の
６
．
１

項
、
６
．
２
項
お
よ
び
７
．
１
項
に
係
る
社

内
標
準
に
お
い
て
明
確
に
し
、
提
供
す
る
。

 

 

6
.
2
 
人
的
資
源

 
 

 
６
．
２

 
人
的
資
源

 
６
．
２

 人
的
資
源

 
 

6
.
2
.
1
 一
般

 
（
職
員
）
 

第
２
１
条
（
職
員
）

 
６
．
２
．
１

 
一
般

 
６
．
２
．
１

 
一
般

 
 

原
子
力
安
全
の
達
成
に
影
響
が
あ
る
業
務
に

従
事
す
る
要
員
は
、
適
切
な
教
育
、
訓
練
、

技
能
及
び
経
験
を
判
断
の
根
拠
と
し
て
力
量

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
二
十
一
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
職

員
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る

こ
と
を
も
っ
て
そ
の
能
力
が
実
証
さ
れ
た
者

を
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
適
切
な
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
 

二
 
所
要
の
技
能
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
こ

と
。
 

１
 規
則
第
２
１
条
に
規
定
す
る
「
能
力
」
と

は
、
J
I
S
 
Q
90
0
1
 
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
力

量
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

原
子
力
安
全
の
達
成
に
影
響
が
あ
る
業
務
に

従
事
す
る
要
員
は
、
適
切
な
教
育
、
訓
練
、

技
能
お
よ
び
経
験
を
判
断
の
根
拠
と
し
て
力

量
を
有
す
る
。
 

原
子
力
安
全
の
達
成
に
影
響
が
あ
る
業
務
に

従
事
す
る
要
員
は
、
適
切
な
教
育
、
訓
練
、

技
能
お
よ
び
経
験
を
判
断
の
根
拠
と
し
て
力

量
を
有
す
る
。

 

 

注
記
 
原
子
力
安
全
の
達
成
は
、
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
内
の
業
務
に
従
事
す
る
要

員
に
よ
っ
て
、
直
接
的
に
又
は
間
接
的
に
影

響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

6
.
2
.
2
 力
量
、
教
育
・
訓
練
及
び
認
識

 
（
教
育
訓
練
等
）

 
第
２
２
条
（
教
育
訓
練
等
）

 
６
．
２
．
２

 
力
量
、
教
育
・
訓
練
お
よ
び

認
識

 

６
．
２
．
２

 
力
量
、
教
育
・
訓
練
お
よ
び

認
識

 

 

組
織
は
、
次
の
事
項
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

第
二
十
二
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次

に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
原
子
力
部
門
は
、
表
３
－
２
の
５
．
４
項
お

よ
び
６
．
２
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立

し
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
表
３
－
２
の
５
．
４
項
お

よ
び
６
．
２
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立

し
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

 

a
)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
影
響
が
あ
る
業
務

に
従
事
す
る
要
員
に
必
要
な
力
量
を
明
確
に

一
 
職
員
に
ど
の
よ
う
な
能
力
が
必
要
か
を
明

確
に
す
る
こ
と
。

 

１
 規
則
第
２
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
「
ど

の
よ
う
な
能
力
が
必
要
か
を
明
確
に
す
る
」

a)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
影
響
が
あ
る
業
務

に
従
事
す
る
要
員
に
必
要
な
力
量
を
明
確
に

a
)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
影
響
が
あ
る
業
務

に
従
事
す
る
要
員
に
必
要
な
力
量
を
明
確
に

 

補(1)-19



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

す
る
 

と
は
、
例
え
ば
、
「
そ
の
職
員
が
行
う
業
務
の

性
質
（
作
業
レ
ベ
ル
又
は
管
理
レ
ベ
ル
等
）

を
踏
ま
え
、
必
要
な
能
力
（
力
量
）
を
定
め

る
こ
と
」
を
い
う
。

 

す
る
。
 

す
る
。

 

b
)
 
該
当
す
る
場
合
に
は
（
必
要
な
力
量
が
不

足
し
て
い
る
場
合
に
は
）
、
そ
の
必
要
な
力
量

に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
教
育
・

訓
練
を
行
う
か
、
又
は
他
の
処
置
を
と
る
。
 

二
 
職
員
の
教
育
訓
練
の
必
要
性
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
。

 

三
 
前
号
の
教
育
訓
練
の
必
要
性
を
満
た
す
た

め
に
教
育
訓
練
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。
 

２
 規
則
第
２
２
条
第
３
号
に
規
定
す
る
「
そ

の
他
の
措
置
」
と
は
、
例
え
ば
、
「
必
要
な
能

力
を
有
す
る
職
員
を
新
た
に
配
属
又
は
雇
用

す
る
こ
と
」
を
い
う
。
 

b)
 
必
要
な
力
量
が
不
足
し
て
い
る
場
合
に

は
､
そ
の
必
要
な
力
量
に
到
達
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
教
育
・
訓
練
を
行
う
か
、
ま
た

は
他
の
処
置
を
と
る
。
 

b
)
 
必
要
な
力
量
が
不
足
し
て
い
る
場
合
に

は
､
そ
の
必
要
な
力
量
に
到
達
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
教
育
・
訓
練
を
行
う
か
、
ま
た

は
他
の
処
置
を
と
る
。
 

 

c
)
 
教
育
・
訓
練
又
は
他
の
処
置
の
有
効
性
を

評
価
す
る
。
 

四
 
前
号
の
措
置
の
実
効
性
を
評
価
す
る
こ

と
。
 

３
 規
則
第
２
２
条
第
４
号
に
規
定
す
る
「
実

効
性
を
評
価
す
る
」
と
は
、

J
I
S
Q9
0
0
1
 
で
使

用
さ
れ
て
い
る
「
有
効
性
を
評
価
す
る
」
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

c)
 
教
育
・
訓
練
ま
た
は
他
の
処
置
の
有
効
性

を
評
価
す
る
。
 

c
)
 
教
育
・
訓
練
ま
た
は
他
の
処
置
の
有
効
性

を
評
価
す
る
。

 

 

d
)
 
組
織
の
要
員
が
、
自
ら
の
活
動
の
も
つ
意

味
及
び
重
要
性
を
認
識
し
、
品
質
目
標
の
達

成
に
向
け
て
自
ら
が
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き

る
か
を
認
識
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

五
 
職
員
が
、
品
質
目
標
の
達
成
に
向
け
て
自

ら
の
個
別
業
務
の
関
連
性
及
び
重
要
性
を
認

識
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
貢
献
の
方
途
を

認
識
し
て
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

 
d)
 
原
子
力
部
門
の
要
員
が
、
自
ら
の
活
動
の

も
つ
意
味
お
よ
び
重
要
性
を
認
識
し
、
品
質

目
標
の
達
成
に
向
け
て
自
ら
が
ど
の
よ
う
に

貢
献
で
き
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
を
確
実
に

す
る
。
 

d
)
 
原
子
力
部
門
の
要
員
が
、
自
ら
の
活
動
の

も
つ
意
味
お
よ
び
重
要
性
を
認
識
し
、
品
質

目
標
の
達
成
に
向
け
て
自
ら
が
ど
の
よ
う
に

貢
献
で
き
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
を
確
実
に

す
る
。

 

 

e
)
 
教
育
、
訓
練
、
技
能
及
び
経
験
に
つ
い
て

該
当
す
る
記
録
を
維
持
す
る
(
4
.
2
.
4
 参

照
)
。

 

六
 
職
員
の
教
育
訓
練
、
技
能
及
び
経
験
に
つ

い
て
適
切
な
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理

す
る
こ
と
。

 

 
e
)
 
教
育
、
訓
練
、
技
能
お
よ
び
経
験
に
つ

い
て
該
当
す
る
記
録
を
維
持
す
る
。
（
４
．

２
．
４
参

 

照
）

 

e
)
 
教
育
、
訓
練
、
技
能
お
よ
び
経
験
に
つ
い

て
該
当
す
る
記
録
を
維
持
す
る
。
（
４
．
２
．

４
参
照
）
 

 

6
.
3
 
原
子
力
施
設

 
（
業
務
運
営
基
盤
）

 
第
２
３
条
（
業
務
運
営
基
盤
）
 

６
．
３

 
原
子
力
発
電
施
設

 
６
．
３

 原
子
炉
施
設
お
よ
び
イ
ン
フ
ラ
ス

ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（
業
務
運
営
基
盤
の

概
念
が
広
い
こ
と
と
、
原
子
炉
施
設
も
依

然
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
併
記
し
た
。
）
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

組
織
は
、
原
子
力
安
全
の
達
成
の
た
め
に
必

要
な
原
子
力
施
設
を
明
確
に
し
、
維
持
管
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
二
十
三
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
保

安
の
た
め
に
必
要
な
業
務
運
営
基
盤
（
個
別

業
務
に
必
要
な
施
設
、
設
備
及
び
サ
ー
ビ
ス

の
体
系
を
い
う
。
）
を
明
確
に
し
て
、
こ
れ
を

維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
 規
則
第
２
３
条
に
規
定
す
る
「
業
 

務
運
営
基
盤
」
と
は
、
J
I
S
 
Q
9
0
01
 

で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
イ
ン
フ
ラ
 

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
」
に
相
当
す
る
 

も
の
で
あ
る
。
 

原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
安
全
の
達
成
の
た

め
に
必
要
な
原
子
力
発
電
施
設
を
表
３
（
表

１
３
９
）
－
２
の
７
．
１
項
に
係
る
社
内
標

準
に
お
い
て
明
確
に
し
、
維
持
管
理
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
安
全
の
達
成
の
た

め
に
必
要
な
原
子
炉
施
設
を
表
３
（
表
１
３

９
）
－
２
の
７
．
１
項
に
係
る
社
内
標
準
に

お
い
て
明
確
に
し
、
維
持
管
理
す
る
。
 

ま
た
、
原
子
力
安
全
の
達
成
の
た
め
に
必
要

な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
表
３
（
表

１
３
９
）
－
２
の
７
．
１
項
に
係
る
社
内
標

準
に
お
い
て
明
確
に
し
、
維
持
す
る
。
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（
業
務
運
営
基
盤
の

概
念
が
広
い
こ
と
と
、
原
子
炉
施
設
も
依

然
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
併
記
し
た
。
）
 

・
業
務
運
営
基
盤
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
維

持
す
る
対
象
組
織
を
明
確
に
し
た
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

6
.
4
 
作
業
環
境

 
（
作
業
環
境
）
 

 
６
．
４

 
作
業
環
境

 
６
．
４

 作
業
環
境

 
 

組
織
は
、
原
子
力
安
全
の
達
成
の
た
め
に
必

要
な
作
業
環
境
を
明
確
に
し
、
運
営
管
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
二
十
四
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
保

安
の
た
め
に
必
要
な
作
業
環
境
を
明
確
に
し

て
、
こ
れ
を
管
理
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
安
全
の
達
成
の
た

め
に
必
要
な
作
業
環
境
を
表
３
－
２
の
７
．

１
項
に
係
る
社
内
標
準
に
お
い
て
明
確
に

し
、
運
営
管
理
す
る
。
 

原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
安
全
の
達
成
の
た

め
に
必
要
な
作
業
環
境
を
表
３
－
２
の
７
．

１
項
に
係
る
社
内
標
準
に
お
い
て
明
確
に

し
、
運
営
管
理
す
る
。
 

 

7
．
業
務
の
計
画
及
び
実
施

 
第
五
章
 
個
別
業
務
に
関
す
る
計
画
の
策
定
及

び
個
別
業
務
の
実
施

 

 
７
．
業
務
の
計
画
お
よ
び
実
施

 
７
．
業
務
の
計
画
お
よ
び
実
施

 
 

7
.
1
 
業
務
の
計
画

 
（
個
別
業
務
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
の
計
画
）

 
 

７
．
１

 
業
務
の
計
画

 
７
．
１

 業
務
の
計
画

 
 

(
1
)
 
組
織
は
、
業
務
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
を

計
画
し
、
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
二
十
五
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個

別
業
務
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
計

画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
確
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 
(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
表
３
－
１
の
４
．

２
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
お
よ
び
表
３

（
表
１
３
９
）
－
２
の
７
．
１
項
に
係
る
社

内
標
準
に
基
づ
き
、
保
安
活
動
に
関
す
る
業

務
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
を
計
画
し
、
構
築
す

る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）

－
１
の
４
．
２
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
お

よ
び
表
３
－
２
の
７
．
１
項
に
係
る
社
内
標

準
に
基
づ
き
、
保
安
活
動
に
関
す
る
業
務
に

必
要
な
プ
ロ
セ
ス
を
計
画
し
、
構
築
す
る
。

 

 

(
2
)
 
業
務
の
計
画
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
そ
の
他
の
プ
ロ
セ
ス
の
要
求
事

項
と
整
合
が
と
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
4
.
1
参
照
)。

 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
策
定
さ
れ
た
計
画
（
以
下
「
個
別
業

務
計
画
」
と
い
う
。
）
と
、
個
別
業
務
に
係
る

プ
ロ
セ
ス
以
外
の
プ
ロ
セ
ス
に
係
る
要
求
事

項
と
の
整
合
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
(2
)
 
業
務
の
計
画
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
そ
の
他
の
プ
ロ
セ
ス
の
要
求
事

項
と
整
合
を
と
る
。
（
４
．
１
参
照
）

 

(
2
)
 
業
務
の
計
画
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
そ
の
他
の
プ
ロ
セ
ス
の
要
求
事

項
と
整
合
を
と
る
。（
４
．
１
参
照
）
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

(
3
)
 
組
織
は
、
業
務
の
計
画
に
当
た
っ
て
、

次
の
各
事
項
に
つ
い
て
適
切
に
明
確
化
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個
別
業
務
計

画
の
策
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
適
切
に
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 
(3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
の
計
画
に
当
た

っ
て
、
次
の
各
事
項
に
つ
い
て
適
切
に
明
確

化
す
る
。

 

な
お
、
d
)
に
つ
い
て
は
表
３
（
表
１
３
９
）

－
２
の
７
．
１
項
に
係
る
社
内
標
準
に
お
い

て
明
確
に
す
る
。

 

(
3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
の
計
画
に
当
た

っ
て
、
次
の
各
事
項
に
つ
い
て
適
切
に
明
確

化
す
る
。
 

な
お
、

d)
に
つ
い
て
は
表
３
（
表
１
３
９
）

－
２
の
７
．
１
項
に
係
る
社
内
標
準
に
お
い

て
明
確
に
す
る
。

 

 

a
)
 
業
務
に
対
す
る
品
質
目
標
及
び
要
求
事
項
 
一

 
個
別
業
務
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係

る
品
質
目
標
及
び
個
別
業
務
等
要
求
事
項

 

 
a)
 
業
務
に
対
す
る
品
質
目
標
お
よ
び
要
求
事

項
 

a
)
 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
品
質
目
標

お
よ
び
要
求
事
項

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

b
)
 
業
務
に
特
有
な
、
プ
ロ
セ
ス
及
び
文
書
の

確
立
の
必
要
性
、
並
び
に
資
源
の
提
供
の
必

要
性
 

二
 
所
要
の
プ
ロ
セ
ス
、
品
質
管
理
監
督
文
書

及
び
資
源
で
あ
っ
て
、
個
別
業
務
又
は
発
電

用
原
子
炉
施
設
に
固
有
の
も
の
 

 
b)
 
業
務
に
特
有
な
、
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
文
書

の
確
立
の
必
要
性
、
な
ら
び
に
資
源
の
提
供

の
必
要
性

 

b
)
 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
特
有
な
、
プ
ロ
セ

ス
お
よ
び
文
書
の
確
立
の
必
要
性
、
な
ら
び

に
資
源
の
提
供
の
必
要
性

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

c
)
 
そ
の
業
務
の
た
め
の
検
証
、
妥
当
性
確

認
、
監
視
、
測
定
、
検
査
及
び
試
験
活
動
、

並
び
に
こ
れ
ら
の
合
否
判
定
基
準
 

三
 
所
要
の
検
証
、
妥
当
性
確
認
、
監
視
測
定

並
び
に
検
査
及
び
試
験
（
以
下
「
検
査
試

験
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
個
別
業
務

又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
固
有
の
も
の
及

び
個
別
業
務
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
適

否
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
「
適
否

決
定
基
準
」
と
い
う
。
）
 

 
c)
 
そ
の
業
務
の
た
め
の
検
証
、
妥
当
性
確

認
、
監
視
、
測
定
、
検
査
お
よ
び
試
験
活
動

な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
合
否
判
定
基
準

 

c
)
 
そ
の
業
務
・
原
子
炉
施
設
の
た
め
の
検

証
、
妥
当
性
確
認
、
監
視
、
測
定
、
検
査
お

よ
び
試
験
活
動
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
合
否
判

定
基
準

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

d
)
 
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
の
結
果
が
、
要

求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
す
る

た
め
に
必
要
な
記
録

(
4
.
2
.
4 
参
照
)
 

四
 
個
別
業
務
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係

る
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
の
結
果
が
個
別
業
務
等

要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
す

る
た
め
に
必
要
な
記
録
 

 
d)
 
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
そ
の
結
果
が
、

要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
す

る
た
め
に
必
要
な
記
録
（
４
．
２
．
４
参

照
）

 

d
)
 
業
務
・
原
子
炉
施
設
の
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び

そ
の
結
果
が
、
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る

こ
と
を
実
証
す
る
た
め
に
必
要
な
記
録

（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

(
4
)
 
こ
の
計
画
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
、
組
織

の
運
営
方
法
に
適
し
た
形
式
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

４
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個
別
業
務
計

画
の
策
定
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
出
力
情
報
を
、

作
業
方
法
に
見
合
う
形
式
に
よ
る
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(4
)
 
こ
の
計
画
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
、
原
子

力
部
門
の
運
営
方
法
に
適
し
た
形
式
に
す

る
。

 

(
4
)
 
こ
の
計
画
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
、
原
子

力
部
門
の
運
営
方
法
に
適
し
た
形
式
に
す

る
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
作

業
方
法
に
見
合
う
形
式
」
は

J
E
A
C4
1
1
1
 
の

「
組
織
の
運
営
方
法
に
適
し
た
形
式
」
と

同
意
と
の
解
釈
で
可
と
の
回
答
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
J
E
A
C
4
1
11
 
の
表
現
の

ま
ま
と
し
た
。
 

注
記
１
 
特
定
の
業
務
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
又
は

契
約
に
適
用
さ
れ
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ
ス

(
業
務
の
計
画
及
び
実
施

の
プ
ロ
セ
ス
を
含
む
。
)
 
及
び
資
源
を
規
定

す
る
文
書
を
、
品
質
計
画
書
と
呼
ぶ
こ
と
が

あ
る
。
 

 
 

 
 

 

注
記
２
 
組
織
は
、
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
の
構
築

に
当
た
っ
て
、
7
.3
 
に
規
定
す
る
要
求
事
項

を
適
用
し
て
も
よ
い
。
 

 
 

 
 

 

7
.
2
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
に
関
す
る
プ

ロ
セ
ス

 

 
 

７
．
２

 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
に
関
す
る

プ
ロ
セ
ス

 

７
．
２

 業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
要

求
事
項
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

7
.
2
.
1
 業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
の
明
確
化

 
（
個
別
業
務
等
要
求
事
項
の
明
確
化
）
 

第
２
６
条
（
個
別
業
務
等
要
求
事
項
の
明
確

化
）
 

７
．
２
．
１

 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
の
明

確
化

 

７
．
２
．
１

 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す

る
要
求
事
項
の
明
確
化

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

組
織
は
、
次
の
事
項
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
二
十
六
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
個
別
業
務
等
要
求
事
項
と

し
て
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
原
子
力
部
門
は
、
次
の
事
項
を
業
務
の
計
画

（
７
．
１
参
照
）
で
明
確
に
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
次
の
事
項
を
業
務
の
計
画

（
７
．
１
参
照
）
で
明
確
に
す
る
。

 

 

a
)
 
業
務
に
適
用
さ
れ
る
法
令
・
規
制
要
求
事

項
 

二
 
関
係
法
令
の
う
ち
、
当
該
個
別
業
務
又
は

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
も
の
 

 
a)
 
業
務
に
適
用
さ
れ
る
法
令
・
規
制
要
求
事

項
 

a
)
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
適
用
さ
れ
る
法

令
・
規
制
要
求
事
項
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

b
)
 
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
業
務
に
不
可

欠
な
要
求
事
項
 

一
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
が
明
示

し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
個
別
業
務
又
は
発

電
用
原
子
炉
施
設
に
必
要
な
要
求
事
項
で
あ

っ
て
既
知
の
も
の

 

１
 規
則
第
２
６
条
第
１
号
に
規
定
す
る
「
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
」
と
は
、

J
I
SQ
9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
顧
客
」
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

b)
 
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
業
務
に
不
可

欠
な
要
求
事
項
 

b
)
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
業
務
・
原
子

炉
施
設
に
不
可
欠
な
要
求
事
項
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

・
品
証
規
則
解
釈
に
て
「
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
外
部
の
者
」
は

J
I
SQ
9
0
0
1
 
の
「
顧

客
」
に
相
当
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

J
E
A
C
4
1
1
1 
の
表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

c
)
 
組
織
が
必
要
と
判
断
す
る
追
加
要
求
事
項

す
べ
て
 

三
 
そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
明
確
に

し
た
要
求
事
項
 

 
c)
 
原
子
力
部
門
が
必
要
と
判
断
す
る
追
加
要

求
事
項
す
べ
て
 

c
)
原
子
力
部
門
が
必
要
と
判
断
す
る
追
加
要

求
事
項
す
べ
て

 

 

7
.
2
.
2
 業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
の
レ
ビ
ュ

ー
 

（
個
別
業
務
等
要
求
事
項
の
照
査
）
 

 
７
．
２
．
２

 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
の
レ

ビ
ュ
ー

 

７
．
２
．
２

 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す

る
要
求
事
項
の
レ
ビ
ュ
ー

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様
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JE
A
C
4
1
1
1
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0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

(
1
)
 
組
織
は
、
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
を

レ
ビ
ュ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
レ

ビ
ュ
ー
は
、
業
務
を
行
う
前
に
実
施
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
二
十
七
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個

別
業
務
の
実
施
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

使
用
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
個
別
業

務
等
要
求
事
項
の
照
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

     

(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
に
対
す
る
要
求

事
項
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。
こ
の
レ
ビ
ュ
ー

は
、
業
務
を
行
う
前
に
実
施
す
る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
・
原
子
炉
施
設

に
対
す
る
要
求
事
項
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。
こ

の
レ
ビ
ュ
ー
は
、
そ
の
要
求
事
項
を
適
用
す

る
前
に
実
施
す
る
。
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

(
2
)
 
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
次
の
事
項
を
確
実
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
照
査

を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(2
)
 
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
次
の
事
項
を
確
実
に

す
る
。
 

(
2
)
 
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
次
の
事
項
を
確
実
に

す
る
。

 

 

a
)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
 

一
 
当
該
個
別
業
務
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設

に
係
る
個
別
業
務
等
要
求
事
項
が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
。
 

 
a)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
 

a
)
 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

b
)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
が
以
前
に
提
示

さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に

つ
い
て
解
決
さ
れ
て
い
る
。
 

二
 
当
該
個
別
業
務
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設

に
係
る
個
別
業
務
等
要
求
事
項
が
、
あ
ら
か

じ
め
定
め
ら
れ
た
個
別
業
務
等
要
求
事
項
と

相
違
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
相
違
点

が
解
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

 
b)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
が
以
前
に
提
示

さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に

つ
い
て
解
決
さ
れ
て
い
る
。
 

b
)
 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項

が
以
前
に
提
示
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
場
合

に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
解
決
さ
れ
て
い
る
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

c
)
 
組
織
が
、
定
め
ら
れ
た
要
求
事
項
を
満
た

す
能
力
を
も
っ
て
い
る
。

 

三
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
、
あ
ら
か
じ
め

定
め
ら
れ
た
要
求
事
項
に
適
合
す
る
能
力
を

有
し
て
い
る
こ
と
。

 

 
c)
 
原
子
力
部
門
が
、
定
め
ら
れ
た
要
求
事
項

を
満
た
す
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
 

c
)
 
原
子
力
部
門
が
、
定
め
ら
れ
た
要
求
事
項

を
満
た
す
能
力
を
も
っ
て
い
る
。

 

 

(
3
)
 
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
、
及
び

そ
の
レ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
と
ら
れ
た
処
置
の

記
録
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(4
.
2
.
4
 

参
照
)
。
 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
一
項
の
照

査
の
結
果
に
係
る
記
録
及
び
当
該
照
査
の
結

果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
係
る
記
録
を
作

成
し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
(3
)
 
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
、
お
よ

び
そ
の
レ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
と
ら
れ
た
処
置

の
記
録
を
維
持
す
る
。（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

(
3
)
 
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
、
お
よ

び
そ
の
レ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
と
ら
れ
た
処
置

の
記
録
を
維
持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

 

(
4
)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
が
書
面
で
示

さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
組
織
は
そ
の
要
求
事

項
を
適
用
す
る
前
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
 

(4
)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
が
書
面
で
示

さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
原
子
力
部
門
は
そ
の

要
求
事
項
を
適
用
す
る
前
に
確
認
す
る
。
 

(
4
)
 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
要
求
事

項
が
書
面
で
示
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
原
子

力
部
門
は
そ
の
要
求
事
項
を
適
用
す
る
前
に

確
認
す
る
。

 

・
J
E
A
C
4
1
11
-
2
0
0
9
 
の
要
求
に
基
づ
く
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

(
5
)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
が
変
更
さ
れ

た
場
合
に
は
、
組
織
は
、
関
連
す
る
文
書
を

修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
変
更

後
の
要
求
事
項
が
、
関
連
す
る
要
員
に
理
解

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

４
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個
別
業
務
等

要
求
事
項
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
関
連
す
る
文
書
が
改
訂
さ
れ
る
よ
う
に

す
る
と
と
も
に
、
関
連
す
る
職
員
に
対
し
変

更
後
の
個
別
業
務
等
要
求
事
項
が
周
知
さ
れ

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(5
)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
が
変
更
さ
れ

た
場
合
に
は
、
原
子
力
部
門
は
、
関
連
す
る

文
書
を
修
正
す
る
。
ま
た
、
変
更
後
の
要
求

事
項
が
、
関
連
す
る
要
員
に
理
解
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

(
5
)
 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
要
求
事

項
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、
原
子
力
部
門

は
、
関
連
す
る
文
書
と
し
て
業
務
の
計
画
を

修
正
す
る
。
ま
た
、
変
更
後
の
要
求
事
項

が
、
関
連
す
る
要
員
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
実
に
す
る
。
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

・
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
表
現
と
整
合
を
図
っ

た
。

 

7
.
2
.
3
 外
部
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
と
の
情

報
の
伝
達
）

 

第
２
８
条
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の

者
と
の
情
報
の
伝
達
）
 

７
．
２
．
３

 
外
部
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
 

７
．
２
．
３

 
外
部
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

 

 

組
織
は
、
原
子
力
安
全
に
関
し
て
外
部
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
た
め
の
効
果

的
な
方
法
を
明
確
に
し
、
実
施
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
二
十
八
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
と
の
情
報
の

伝
達
の
た
め
に
実
効
性
の
あ
る
方
法
を
明
ら

か
に
し
て
、
こ
れ
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

１
 規
則
第
２
８
条
に
規
定
す
る
「
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
外
部
の
者
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 

で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
顧
客
」
に
相
当
す
る

も
の
で
あ
る
。
 

２
 規
則
第
２
８
条
に
規
定
す
る
「
実
効
性
の

あ
る
方
法
」
と
は
、

J
IS
Q
9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ

て
い
る
「
効
果
的
な
方
法
」
に
相
当
す
る
も

の
で
あ
る
。
 

原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
安
全
に
関
し
て
外

部
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
た
め

の
効
果
的
な
方
法
を
表
３
（
表
１
３
９
）
－

２
の
７
．
２
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
で
明

確
に
し
、
実
施
す
る
。
 

原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
安
全
に
関
し
て
外

部
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
た
め

の
効
果
的
な
方
法
を
表
３
（
表
１
３
９
）
－

２
の
７
．
２
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
で
明

確
に
し
、
実
施
す
る
。
 

 

7
.
3
 
設
計
・
開
発

 
 

 
７
．
３

 
設
計
・
開
発

 
７
．
３

 設
計
・
開
発

 
 

 
 

 
原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２

の
７
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
し
、

次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２

の
７
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
し
、

次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

 

7
.
3
.
1
 設
計
・
開
発
の
計
画

 
（
設
計
開
発
計
画
）

 
第
２
９
条
（
設
計
開
発
計
画
）
 

７
．
３
．
１

 
設
計
・
開
発
の
計
画

 
７
．
３
．
１

 
設
計
・
開
発
の
計
画

 
 

(
1
)
 
組
織
は
、
原
子
力
施
設
の
設
計
・
開
発

の
計
画
を
策
定
し
、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

第
二
十
九
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設

計
開
発
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
必
要
な
要

求
事
項
を
考
慮
し
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

仕
様
を
定
め
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
計
画
（
以
下
「
設
計
開
発
計
画
」
と
い

う
。
）
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
設
計
開
発
を

管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
発
電
施
設
の

設
計
・
開
発
の
計
画
を
策
定
し
、
管
理
す

る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
原
子
炉
施
設
の
設

計
・
開
発
の
計
画
を
策
定
し
、
管
理
す
る
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

補(1)-22



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

(
2
)
 
設
計
・
開
発
の
計
画
に
お
い
て
、
組
織

は
、
次
の
事
項
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設
計
開
発
計

画
の
策
定
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
設
計
・
開
発
の
計
画
に
お
い
て
、
原
子

力
部
門
は
、
次
の
事
項
を
明
確
に
す
る
。
 

(
2
)
 
設
計
・
開
発
の
計
画
に
お
い
て
、
原
子

力
部
門
は
、
次
の
事
項
を
明
確
に
す
る
。

 

 

a
)
 
設
計
・
開
発
の
段
階
 

一
 
設
計
開
発
の
段
階

 
 

a)
 
設
計
・
開
発
の
段
階

 
a
)
 
設
計
・
開
発
の
段
階
 

 

b
)
 
設
計
・
開
発
の
各
段
階
に
適
し
た
レ
ビ
ュ

ー
、
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
 

二
 
設
計
開
発
の
各
段
階
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て

適
切
な
照
査
、
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
 

 
b)
 
設
計
・
開
発
の
各
段
階
に
適
し
た
レ
ビ
ュ

ー
、
検
証
お
よ
び
妥
当
性
確
認

 

b
)
 
設
計
・
開
発
の
各
段
階
に
適
し
た
レ
ビ
ュ

ー
、
検
証
お
よ
び
妥
当
性
確
認
 

 

c
)
 
設
計
・
開
発
に
関
す
る
責
任
及
び
権
限

 
三

 
設
計
開
発
に
係
る
部
門
及
び
員
の
責
任

（
保
安
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
責

任
を
含
む
。
）
及
び
権
限
 

１
 規
則
第
２
９
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す

る
「
保
安
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る

責
任
」
と
は
、
「
担
当
業
務
に
応
じ
て
、
組
織

内
及
び
組
織
外
に
対
し
保
安
活
動
の
内
容
を

説
明
す
る
責
任
」
を
い
う
。

 

c)
 
設
計
・
開
発
に
関
す
る
責
任
お
よ
び
権
限

 
c
)
 
設
計
・
開
発
に
関
す
る
責
任
（
保
安
活
動

の
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
責
任
を
含
む
。
）

お
よ
び
権
限

 

・
5
.
5
.
1
 
と
同
様
 

(
3
)
 
組
織
は
、
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
及
び
責
任
の
明
確
な
割
当
て
を
確
実
に

す
る
た
め
に
、
設
計
・
開
発
に
関
与
す
る
グ

ル
ー
プ
間
の
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
を
運
営
管
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
実
効
性
の
あ

る
情
報
の
伝
達
並
び
に
責
任
及
び
権
限
の
明

確
な
割
当
て
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
、
設
計
開
発
に
関
与
す
る
各
者
間
の
連
絡

を
管
理
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 規
則
第
２
９
条
第
３
項
に
規
定
す
る
「
実

効
性
の
あ
る
情
報
の
伝
達
」
と
は
、

J
I
SQ
9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
効
果
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
相
当
す
る
も
の

で
あ
る
。

 

(3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
責
任
の
明
確
な
割
当
て

を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
設
計
・
開
発
に
関

与
す
る
グ
ル
ー
プ
間
の
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
を

運
営
管
理
す
る
。

 

(
3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ら
び
に
責
任
お
よ
び
権
限
の

明
確
な
割
当
て
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
設

計
・
開
発
に
関
与
す
る
グ
ル
ー
プ
間
の
イ
ン

タ
フ
ェ
ー
ス
を
運
営
管
理
す
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

(
4
)
 
設
計
・
開
発
の
進
行
に
応
じ
て
、
策
定

し
た
計
画
を
適
切
に
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

４
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
設
計
開
発
計
画
を
、

設
計
開
発
の
進
行
に
応
じ
適
切
に
更
新
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(4
)
 
設
計
・
開
発
の
進
行
に
応
じ
て
、
策
定

し
た
計
画
を
適
切
に
更
新
す
る
。
 

(
4
)
 
設
計
・
開
発
の
進
行
に
応
じ
て
、
策
定

し
た
計
画
を
適
切
に
更
新
す
る
。

 

 

注
記
 
設
計
・
開
発
の
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証
及
び

妥
当
性
確
認
は
、
異
な
っ
た
目
的
を
も
っ
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
、
原
子
力
施
設
及
び
組
織

に
適
す
る
よ
う
に
、
個
々
に
又
は
ど
の
よ
う

な
組
み
合
わ
せ
で
も
、
実
施
し
、
記
録
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

 

7
.
3
.
2
 設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト

 
（
設
計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
入
力
情
報
）

 
 

７
．
３
．
２

 
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト

 
７
．
３
．
２

 
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ

ト
 

 

(
1
)
 
原
子
力
施
設
の
要
求
事
項
に
関
連
す
る

イ
ン
プ
ッ
ト
を
明
確
に
し
、
記
録
を
維
持
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
4
.
2
.
4 
参
照
)
。
イ
ン

プ
ッ
ト
に
は
、
次
の
事
項
を
含
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
三
十
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電

用
原
子
炉
施
設
に
係
る
要
求
事
項
に
関
連
し

た
次
に
掲
げ
る
設
計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス

入
力
情
報
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該

情
報
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(1
)
 
原
子
力
発
電
施
設
の
要
求
事
項
に
関
連

す
る
イ
ン
プ
ッ
ト
を
明
確
に
し
、
記
録
を
維

持
す
る
。

 

（
４
．
２
．
４
参
照
）
イ
ン
プ
ッ
ト
に
は
、

次
の
事
項
を
含
め
る
。
 

(
1
)
 
原
子
炉
施
設
の
要
求
事
項
に
関
連
す
る

イ
ン
プ
ッ
ト
を
明
確
に
し
、
記
録
を
維
持
す

る
。

 

（
４
．
２
．
４
参
照
）
イ
ン
プ
ッ
ト
に
は
、

次
の
事
項
を
含
め
る
。
 

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

a
)
 
機
能
及
び
性
能
に
関
す
る
要
求
事
項
 

一
 
意
図
し
た
使
用
方
法
に
応
じ
た
機
能
又
は

性
能
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係
る
要

求
事
 

 
a)
 
機
能
お
よ
び
性
能
に
関
す
る
要
求
事
項
 

a
)
 
機
能
お
よ
び
性
能
に
関
す
る
要
求
事
項

 
 

b
)
 
適
用
さ
れ
る
法
令
・
規
制
要
求
事
項
 

三
 
関
係
法
令

 
 

b)
 
適
用
さ
れ
る
法
令
・
規
制
要
求
事
項

 
b
)
 
適
用
さ
れ
る
法
令
・
規
制
要
求
事
項
 

 

c
)
 
適
用
可
能
な
場
合
に
は
、
以
前
の
類
似
し

た
設
計
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
 

二
 
従
前
の
類
似
し
た
設
計
開
発
か
ら
得
ら
れ

た
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
設
計
開
発
へ
の
プ

ロ
セ
ス
入
力
情
報
と
し
て
適
用
可
能
な
も
の

 

 
c)
 
適
用
可
能
な
場
合
に
は
、
以
前
の
類
似
し

た
設
計
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
 

c
)
 
適
用
可
能
な
場
合
に
は
、
以
前
の
類
似
し

た
設
計
か
ら
得
ら
れ
た
情
報

 

 

d
)
 
設
計
・
開
発
に
不
可
欠
な
そ
の
他
の
要
求

事
項
 

四
 
そ
の
他
設
計
開
発
に
必
須
の
要
求
事
項

 
 

d)
 
設
計
・
開
発
に
不
可
欠
な
そ
の
他
の
要
求

事
項

 

d
)
 
設
計
・
開
発
に
不
可
欠
な
そ
の
他
の
要
求

事
項

 

 

(
2
)
 
原
子
力
施
設
の
要
求
事
項
に
関
連
す
る

イ
ン
プ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
切
性
を

レ
ビ
ュ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
求
事

項
は
、
漏
れ
が
な
く
、
あ
い
ま
い
(
曖
昧
)
で

な
く
、
相
反
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設
計
開
発
に

係
る
プ
ロ
セ
ス
入
力
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の

妥
当
性
を
照
査
し
、
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(2
)
 
原
子
力
発
電
施
設
の
要
求
事
項
に
関
連

す
る
イ
ン
プ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
切

性
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。
要
求
事
項
は
、
漏
れ

が
な
く
、
あ
い
ま
い
で
な
く
、
相
反
す
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
す
る
。

 

(
2
)
 
原
子
炉
施
設
の
要
求
事
項
に
関
連
す
る

イ
ン
プ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
切
性
を

レ
ビ
ュ
ー
し
、
承
認
す
る
。
要
求
事
項
は
、

漏
れ
が
な
く
、
あ
い
ま
い
で
な
く
、
相
反
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

・
保
安
規
定
の
「
要
求
事
項
は
」
以
降
は

J
E
A
C
4
1
1
1-
2
0
0
9
 
の
要
求
に
基
づ
く
。

 

7
.
3
.
3
 設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

 
（
設
計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
出
力
情
報
）

 
第
３
１
条
（
設
計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
出

力
情
報
）

 

７
．
３
．
３

 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト

 

７
．
３
．
３

 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト

 

 

補(1)-23



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

(
1
)
 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

は
、
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
対
比

し
た
検
証
を
行
う
の
に
適
し
た
形
式
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
リ
リ
ー
ス
の
前

に
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
三
十
一
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設

計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
出
力
情
報
を
、
設

計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
入
力
情
報
と
対
比

し
た
検
証
を
可
能
と
す
る
形
式
に
よ
り
保
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設
計
開
発
か

ら
プ
ロ
セ
ス
の
次
の
段
階
に
進
む
こ
と
を
承

認
す
る
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
設

計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
出
力
情
報
を
承
認

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
 規
則
第
３
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
設

計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
出
力
情
報
」
と

は
、
例
え
ば
、
「
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
仕
様

又
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」
が
あ
る
。
 

(1
)
 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

は
、
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
対
比

し
た
検
証
を
行
う
の
に
適
し
た
形
式
と
す

る
。
ま
た
、
リ
リ
ー
ス
の
前
に
、
承
認
を
受

け
る
。
 

(
1
)
 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

は
、
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
対
比

し
た
検
証
を
行
う
の
に
適
し
た
形
式
と
す

る
。
ま
た
、
リ
リ
ー
ス
の
前
に
、
承
認
を
受

け
る
。

 

 

(
2
)
 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

は
、
次
の
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

(2
)
 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

は
、
次
の
状
態
と
す
る
。

 

(
2
)
 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

は
、
次
の
状
態
と
す
る
。

 

 

a
)
 
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
で
与
え
ら

れ
た
要
求
事
項
を
満
た
す
。
 

一
 
設
計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
入
力
情
報
た

る
要
求
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
 

 
a)
 
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
で
与
え
ら

れ
た
要
求
事
項
を
満
た
す
。
 

a
)
 
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
で
与
え
ら

れ
た
要
求
事
項
を
満
た
す
。

 

 

b
)
 
調
達
、
業
務
の
実
施
に
対
し
て
適
切
な
情

報
を
提
供
す
る
。
 

c
)
 
関
係
す
る
検
査
及
び
試
験
の
合
否
判
定
基

準
を
含
む
か
、
又
は
そ
れ
を
参
照
し
て
い

る
。
 

二
 
調
達
、
個
別
業
務
の
実
施
及
び
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
使
用
の
た
め
に
適
切
な
情
報
を

提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
b)
 
調
達
、
業
務
の
実
施
に
対
し
て
適
切
な
情

報
を
提
供
す
る
。

 

b
)
 
調
達
、
業
務
の
実
施
（
原
子
炉
施
設
の
使

用
を
含
む
。
）
に
対
し
て
適
切
な
情
報
を
提
供

す
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（
原
子
炉
施
設
の
使

用
に
関
す
る
適
切
な
情
報
は
、
業
務
の
実

施
に
対
す
る
適
切
な
情
報
に
含
ま
れ
る
も

の
と
し
て
い
た
が
、
品
証
規
則
適
合
性
の

観
点
か
ら
明
記
し
た
。
）

 

d
)
 
安
全
な
使
用
及
び
適
正
な
使
用
に
不
可
欠

な
原
子
力
施
設
の
特
性
を
明
確
に
す
る
。
 

三
 
適
否
決
定
基
準
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ

と
。
 

 
c)
 
関
係
す
る
検
査
お
よ
び
試
験
の
合
否
判
定

基
準
を
含
む
か
、
ま
た
は
そ
れ
を
参
照
し
て

い
る
。
 

c
)
 
関
係
す
る
検
査
お
よ
び
試
験
の
合
否
判
定

基
準
を
含
む
か
、
ま
た
は
そ
れ
を
参
照
し
て

い
る
。

 

 

注
記
 
業
務
の
実
施
に
対
す
る
情
報
に
は
、
原

子
力
施
設
の
保
存
に
関
す
る
詳
細
を
含
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

四
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
か
つ
適
正
な

使
用
方
法
に
不
可
欠
な
当
該
発
電
用
原
子
炉

施
設
の
特
性
を
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
 

 
d)
 
安
全
な
使
用
お
よ
び
適
正
な
使
用
に
不
可

欠
な
原
子
力
発
電
施
設
の
特
性
を
明
確
に
す

る
。

 

d
)
 
安
全
な
使
用
お
よ
び
適
正
な
使
用
に
不
可

欠
な
原
子
炉
施
設
の
特
性
を
明
確
に
す
る
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

7
.
3
.
4
 設
計
・
開
発
の
レ
ビ
ュ
ー

 
（
設
計
開
発
照
査
）

 
第
３
２
条
（
設
計
開
発
照
査
）
 

７
．
３
．
４

 
設
計
・
開
発
の
レ
ビ
ュ
ー

 
７
．
３
．
４

 
設
計
・
開
発
の
レ
ビ
ュ
ー

 
 

(
1
)
 
設
計
・
開
発
の
適
切
な
段
階
に
お
い

て
、
次
の
事
項
を
目
的
と
し
て
、
計
画
さ
れ

た
と
お
り
に
(
7
.
3.
1
 
参
照
)体
系
的
な
レ
ビ

ュ
ー
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
三
十
二
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設

計
開
発
に
つ
い
て
、
そ
の
適
切
な
段
階
に
お

い
て
、
設
計
開
発
計
画
に
従
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
目
的
と
し
た
体
系
的
な
照
査

（
以
下
「
設
計
開
発
照
査
」
と
い
う
。
）
を
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
 規
則
第
３
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
適

切
な
段
階
」
と
は
、
「
規
則
第
２
９
条
第
２
項

第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
た
設
計
開
発

の
段
階
」
を
い
う
。

 

(1
)
 
 
設
計
・
開
発
の
適
切
な
段
階
に
お
い

て
、
次
の
事
項
を
目
的
と
し
て
、
計
画
さ
れ

た
と
お
り
に
（
７
．
３
．
１
参
照
）
体
系
的

な
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
。
 

(
1
)
 
設
計
・
開
発
の
適
切
な
段
階
に
お
い

て
、
次
の
事
項
を
目
的
と
し
て
、
計
画
さ
れ

た
と
お
り
に
（
７
．
３
．
１
参
照
）
体
系
的

な
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
。
 

 

a
)
 
設
計
・
開
発
の
結
果
が
、
要
求
事
項
を
満

た
せ
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
。
 

一
 
設
計
開
発
の
結
果
が
要
求
事
項
に
適
合
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
評
価

す
る
こ
と
。

 

 
a)
 
設
計
・
開
発
の
結
果
が
、
要
求
事
項
を
満

た
せ
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
。
 

a
)
 
設
計
・
開
発
の
結
果
が
、
要
求
事
項
を
満

た
せ
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
。

 

 

b
)
 
問
題
を
明
確
に
し
、
必
要
な
処
置
を
提
案

す
る
。
 

二
 
設
計
開
発
に
問
題
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
問
題
の
内
容
を
識
別
で
き
る
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
提
案
す

る
こ
と
。
 

 
b
)
 
問
題
を
明
確
に
し
、
必
要
な
処
置
を
提

案
す
る
。

 

b
)
 
問
題
を
明
確
に
し
、
必
要
な
処
置
を
提
案

す
る
。

 

 

(
2
)
 
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
参
加
者
に
は
、
レ
ビ
ュ

ー
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
設
計
・
開
発
段
階

に
関
連
す
る
部
門
を
代
表
す
る
者
が
含
ま
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
レ
ビ
ュ
ー

の
結
果
の
記
録
、
及
び
必
要
な
処
置
が
あ
れ

ば
そ
の
記
録
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
4
.
2
.
4
参
照
)
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設
計
開
発
照

査
に
、
当
該
照
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
設

計
開
発
段
階
に
関
連
す
る
部
門
の
代
表
者
及

び
当
該
設
計
開
発
に
係
る
専
門
家
を
参
加
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設
計
開
発
照

査
の
結
果
の
記
録
及
び
当
該
結
果
に
基
づ
き

所
要
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
参
加
者
に
は
、
レ
ビ
ュ

ー
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
設
計
・
開
発
段
階

に
関
連
す
る
部
門
を
代
表
す
る
者
を
含
め

る
。

 

こ
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
、
お
よ
び
必

要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
維
持
す

る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

(
2
)
 
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
参
加
者
に
は
、
レ
ビ
ュ

ー
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
設
計
・
開
発
段
階

に
関
連
す
る
部
門
を
代
表
す
る
者
お
よ
び
当

該
設
計
・
開
発
に
係
る
専
門
家
を
含
め
る
。

こ
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
、
お
よ
び
必

要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
維
持
す

る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

7
.
3
.
5
 設
計
・
開
発
の
検
証

 
（
設
計
開
発
の
検
証
）
 

第
３
３
条
（
設
計
開
発
の
検
証
）
 

７
．
３
．
５

 
設
計
・
開
発
の
検
証

 
７
．
３
．
５

 
設
計
・
開
発
の
検
証

 
 

(
1
)
 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

が
、
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
で
与
え

ら
れ
て
い
る
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
計
画
さ
れ
た
と

第
三
十
三
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設

計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
出
力
情
報
が
当
該

設
計
開
発
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
入
力
情
報
た
る

要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
確
保
す

 
(1
)
 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

が
、
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
で
与
え

ら
れ
て
い
る
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
計
画
さ
れ
た
と

(
1
)
 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

が
、
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
で
与
え

ら
れ
て
い
る
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
計
画
さ
れ
た
と

 

補(1)-24



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

お
り
に
(
7
.
3
.
1
 
参
照

)
検
証
を
実
施
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
検
証
の
結
果
の
記

録
、
及
び
必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録

を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
4
.
2
.4
 
参

照
)
。

 

る
た
め
に
、
設
計
開
発
計
画
に
従
っ
て
検
証

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
設
計
開
発
計
画
に
従
っ
て
プ
ロ

セ
ス
の
次
の
段
階
に
進
む
場
合
に
は
要
求
事

項
に
対
す
る
適
合
性
の
確
認
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
検
証

の
結
果
の
記
録
（
当
該
検
証
結
果
に
基
づ
き

所
要
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
記
録
を
含
む
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

お
り
に
（
７
．
３
．
１
参
照
）
検
証
を
実
施

す
る
。
 

こ
の
検
証
の
結
果
の
記
録
、
お
よ
び
必
要
な

処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
維
持
す
る
。

（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

お
り
に
（
７
．
３
．
１
参
照
）
検
証
を
実
施

す
る
。

 

こ
の
検
証
の
結
果
の
記
録
、
お
よ
び
必
要
な

処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
維
持
す
る
。

（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

(
2
)
 
設
計
・
開
発
の
検
証
は
、
原
設

 

計
者
以
外
の
者
又
は
グ
ル
ー
プ
が
 

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
当
該
設
計
開

発
に
係
る
部
門
又
は
職
員
に
第
一
項
の
検
証

を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

１
 規
則
第
３
３
条
第
３
項
に
規
定
す
る
「
設

計
開
発
に
係
る
部
門
又
は
職
員
」
と
は
、
「
検

証
の
対
象
と
な
る
設
計
開
発
に
直
接
に
関
与

し
た
者
」
を
い
う
。

 

(2
)
 
設
計
・
開
発
の
検
証
は
、
原
設
計
者
以

外
の
者
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
が
実
施
す
る
。
 

(
2
)
 
設
計
・
開
発
の
検
証
は
、
原
設
計
者
以

外
の
者
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
が
実
施
す
る
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
、
「
部

門
又
は
職
員
に
第
一
項
の
検
証
を
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。
」
に
つ
い
て
は
、

J
E
A
C
4
11
1
 

の
「
設
計
・
開
発
の
検
証
は
、
原
設
計
者

以
外
の
者
又
は
グ
ル
ー
プ
が
実
施
す
る
。」

旨
と
同
様
で
あ
る
と
回
答
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
J
E
A
C
4
1
11
 
の
表
現
の
ま
ま
と
し

た
。

 

7
.
3
.
6
 設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認

 
（
設
計
開
発
の
妥
当
性
確
認
）
 

 
７
．
３
．
６

 
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認

 
７
．
３
．
６

 
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認

 
 

(
1
)
 
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
原
子
力
施
設

が
、
指
定
さ
れ
た
用
途
又
は
意
図
さ
れ
た
用

途
に
応
じ
た
要
求
事
項
を
満
た
し
得
る
こ
と

を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
計
画
し
た
方
法

(
7
.
3
.
1 
参
照

)
に
従
っ
て
、
設
計
・
開
発
の

妥
当
性
確
認
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
三
十
四
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発

電
用
原
子
炉
施
設
を
、
規
定
さ
れ
た
性
能
、

使
用
目
的
又
は
意
図
し
た
使
用
方
法
に
係
る

要
求
事
項
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
た
め

に
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係
る
設
計

開
発
計
画
に
従
っ
て
、
当
該
設
計
開
発
の
妥

当
性
確
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
計

開
発
妥
当
性
確
認
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(1
)
 
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
原
子
力
発
電
施

設
が
、
指
定
さ
れ
た
用
途
ま
た
は
意
図
さ
れ

た
用
途
に
応
じ
た
要
求
事
項
を
満
た
し
得
る

こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
計
画
し
た
方

法
（
７
．
３
．
１
参
照
）
に
従
っ
て
、
設

計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
原
子
炉
施
設

が
、
指
定
さ
れ
た
用
途
ま
た
は
意
図
さ
れ
た

用
途
に
応
じ
た
要
求
事
項
を
満
た
し
得
る
こ

と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
計
画
し
た
方
法

（
７
．
３
．
１
参
照
）
に
従
っ
て
、
設
計
・

開
発
の
妥
当
性
確
認
を
実
施
す
る
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

(
2
)
 
実
行
可
能
な
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
原

子
力
施
設
の
使
用
前
に
、
妥
当
性
確
認
を
完

了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子

炉
施
設
を
使
用
す
る
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ

め
、
設
計
開
発
妥
当
性
確
認
を
完
了
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
設
置
の
後
で
な
け
れ
ば
妥
当
性

確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
を

開
始
す
る
前
に
、
設
計
開
発
妥
当
性
確
認
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
実
行
可
能
な
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
原

子
力
発
電
施
設
の
使
用
前
に
、
妥
当
性
確
認

を
完
了
す
る
。
 

(
2
)
 
実
行
可
能
な
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
原

子
炉
施
設
の
使
用
前
に
、
妥
当
性
確
認
を
完

了
す
る
。
 

・
品
証
規
則
の
要
求
事
項
と
し
て
公
衆
審
査

に
お
い
て
、
前
段
を
発
電
用
原
子
炉
施
設

の
設
置
前
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は

「
た
だ
し
」
以
降
の
後
段
で
設
置
後
、
施

設
の
使
用
前
に
妥
当
性
確
認
を
実
施
す
る

よ
う
要
求
し
て
い
る
旨
が
回
答
さ
れ
て
い

る
。
保
安
規
定
で
は
何
れ
も
「
実
施
可
能

な
場
合
は
い
つ
で
も
」
に
包
含
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
J
E
AC
4
1
1
1
 
の
表
現
の
ま
ま

と
し
た
。
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

(
3
)
 
妥
当
性
確
認
の
結
果
の
記
録
、
及
び
必

要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
維
持
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
4
.
2
.
4
 
参
照

)
。

 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設
計
開
発
妥

当
性
確
認
の
結
果
の
記
録
及
び
当
該
妥
当
性

確
認
の
結
果
に
基
づ
き
所
要
の
措
置
を
講
じ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
記
録
を
作
成

し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(3
)
 
妥
当
性
確
認
の
結
果
の
記
録
、
お
よ
び

必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
維
持
す

る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

(
3
)
 
妥
当
性
確
認
の
結
果
の
記
録
、
お
よ
び

必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
維
持
す

る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

 

7
.
3
.
7
 設
計
・
開
発
の
変
更
管
理

 
（
設
計
開
発
の
変
更
の
管
理
）
 

 
７
．
３
．
７

 
設
計
・
開
発
の
変
更
管
理

 
７
．
３
．
７

 
設
計
・
開
発
の
変
更
管
理

 
 

(
1
)
 
設
計
・
開
発
の
変
更
を
明
確
に
し
、
記

録
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

4.
2
.
4
 

参
照
）
。
 

第
三
十
五
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設

計
開
発
の
変
更
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
変
更
の
内
容
を
識
別
で
き
る
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
変
更
に
係
る
記
録

を
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(1
)
 
設
計
・
開
発
の
変
更
を
明
確
に
し
、
記

録
を
維
持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

(
1
)
 
設
計
・
開
発
の
変
更
を
明
確
に
し
、
記

録
を
維
持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
識

別
」
は

J
E
A
C
41
1
1
 
の
「
明
確
」
と
同
意
と

の
解
釈
で
可
と
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、

J
E
A
C
41
1
1
 
の
表
現
の
ま
ま
と

し
た
。

 

(
2
)
 
変
更
に
対
し
て
、
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証
及

び
妥
当
性
確
認
を
適
切
に
行
い
、
そ
の
変
更

を
実
施
す
る
前
に
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設
計
開
発
の

変
更
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ

め
、
照
査
、
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
を
適
切

に
行
い
、
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
変
更
に
対
し
て
、
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証
お

よ
び
妥
当
性
確
認
を
適
切
に
行
い
、
そ
の
変

更
を
実
施
す
る
前
に
承
認
す
る
。
 

(
2
)
 
変
更
に
対
し
て
、
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証
お

よ
び
妥
当
性
確
認
を
適
切
に
行
い
、
そ
の
変

更
を
実
施
す
る
前
に
承
認
す
る
。
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

(
3
)
 
設
計
・
開
発
の
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
に

は
、
そ
の
変
更
が
、
当
該
の
原
子
力
施
設
を

構
成
す
る
要
素
及
び
関
連
す
る
原
子
力
施
設

に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
を
含
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設
計
開
発
の

変
更
の
照
査
の
範
囲
を
、
当
該
変
更
が
発
電

用
原
子
炉
施
設
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
（
当

該
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
構
成
す
る
材
料
又

は
部
品
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
を
含
む
。
）
を

含
む
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(3
)
 
設
計
・
開
発
の
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
に

は
、
そ
の
変
更
が
、
当
該
の
原
子
力
発
電
施

設
を
構
成
す
る
要
素
お
よ
び
関
連
す
る
原
子

力
発
電
施
設
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
を
含
め

る
。

 

(
3
)
 
設
計
・
開
発
の
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
に

は
、
そ
の
変
更
が
、
当
該
の
原
子
炉
施
設
を

構
成
す
る
要
素
お
よ
び
関
連
す
る
原
子
炉
施

設
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
（
当
該
原
子
炉
施

設
を
構
成
す
る
材
料
ま
た
は
部
品
に
及
ぼ
す

影
響
の
評
価
を
含
む
。
）
を
含
め
る
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
（
当
該
原
子
炉
施
設

を
構
成
す
る
材
料
又
は
部
品
に
及
ぼ
す
影

響
の
評
価
は
、
原
子
炉
施
設
を
構
成
す
る

要
素
及
び
関
連
す
る
原
子
炉
施
設
に
及
ぼ

す
影
響
の
評
価
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て

い
た
が
、
品
証
規
則
適
合
性
の
観
点
か
ら

明
記
し
た
。
）

 

(
4
)
 
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
、
及

び
必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
維
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
4
.
2.
4
 
参
照
)
。
 

注
記
 
“
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
”
と
は
、
変
更
に

対
し
て
適
切
に
行
わ
れ
た
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証

及
び
妥
当
性
確
認
の
こ
と
で
あ
る
。

 

４
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
照
査
の
結
果
に
係
る
記
録

（
当
該
照
査
結
果
に
基
づ
き
所
要
の
措
置
を

講
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
記
録
を
含

む
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

 
(4
)
 
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
、
お

よ
び
必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
維

持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

(
4
)
 
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
、
お

よ
び
必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
維

持
す
る
。（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

 

7
.
4
 
調

 
達

 
 

 
７
．
４

 
調
達

 
７
．
４

 調
達

 
 

 
 

 
原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２

の
７
．
４
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
し
、

次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２

の
７
．
４
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
し
、

次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

 

7
.
4
.
1
 調
達
プ
ロ
セ
ス

 
（
調
達
プ
ロ
セ
ス
）

 
 

７
．
４
．
１

 
調
達
プ
ロ
セ
ス

 
７
．
４
．
１

 
調
達
プ
ロ
セ
ス

 
 

(
1
)
 
組
織
は
、
規
定
さ
れ
た
調
達
要
求
事
項

に
、
調
達
製
品
が
適
合
す
る
こ
と
を
確
実
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
三
十
六
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
外

部
か
ら
調
達
す
る
物
品
又
は
役
務
（
以
下

「
調
達
物
品
等
」
と
い
う
。
）
が
、
自
ら
の
規

定
す
る
調
達
物
品
等
に
係
る
要
求
事
項
（
以

下
「
調
達
物
品
等
要
求
事
項
」
と
い
う
。
）
に

適
合
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
規
定
さ
れ
た
調
達
要

求
事
項
に
、
調
達
製
品
が
適
合
す
る
こ
と
を

確
実
に
す
る
。
 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
規
定
さ
れ
た
調
達
要

求
事
項
に
、
調
達
製
品
が
適
合
す
る
こ
と
を

確
実
に
す
る
。

 

 

(
2
)
 
供
給
者
及
び
調
達
製
品
に
対
す
る
管
理

の
方
式
及
び
程
度
は
、
調
達
製
品
が
、
原
子

力
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
に
応
じ
て
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
調
達
物
品
等

の
供
給
者
及
び
調
達
物
品
等
に
適
用
さ
れ
る

管
理
の
方
法
及
び
程
度
を
、
当
該
調
達
物
品

等
が
個
別
業
務
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
に

及
ぼ
す
影
響
に
応
じ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(2
)
 
供
給
者
お
よ
び
調
達
製
品
に
対
す
る
管

理
の
方
式
お
よ
び
程
度
は
、
調
達
製
品
が
、

原
子
力
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
に
応
じ
て
定
め

る
。

 

(
2
)
 
供
給
者
お
よ
び
調
達
製
品
に
対
す
る
管

理
の
方
式
お
よ
び
程
度
は
、
調
達
製
品
が
、

原
子
力
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
に
応
じ
て
定
め

る
。

 

 

(
3
)
 
組
織
は
、
供
給
者
が
組
織
の
要
求
事
項

に
従
っ
て
調
達
製
品
を
供
給
す
る
能
力
を
判

断
の
根
拠
と
し
て
、
供
給
者
を
評
価
し
、
選

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
定
、
評
価
及

び
再
評
価
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
調
達
物
品
等

要
求
事
項
に
従
っ
て
、
調
達
物
品
等
を
供
給

す
る
能
力
を
根
拠
と
し
て
調
達
物
品
等
の
供

給
者
を
評
価
し
、
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

４
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
調
達
物
品
等

の
供
給
者
の
選
定
、
評
価
及
び
再
評
価
に
係

る
判
定
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
供
給
者
が
原
子
力
部

門
の
要
求
事
項
に
従
っ
て
調
達
製
品
を
供
給

す
る
能
力
を
判
断
の
根
拠
と
し
て
、
供
給
者

を
評
価
し
、
選
定
す
る
。
選
定
、
評
価
お
よ

び
再
評
価
の
基
準
を
定
め
る
。

 

(
3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
供
給
者
が
原
子
力
部

門
の
要
求
事
項
に
従
っ
て
調
達
製
品
を
供
給

す
る
能
力
を
判
断
の
根
拠
と
し
て
、
供
給
者

を
評
価
し
、
選
定
す
る
。
選
定
、
評
価
お
よ

び
再
評
価
の
基
準
を
定
め
る
。
 

 

(
4
)
 
評
価
の
結
果
の
記
録
、
及
び
評
価
に
よ

っ
て
必
要
と
さ
れ
た
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記

録
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
4
.2
.
4
 
参

照
)
。

 

５
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
三
項
の
評

価
の
結
果
に
係
る
記
録
（
当
該
評
価
結
果
に

基
づ
き
所
要
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
記
録
を
含
む
。
）
を
作
成
し
、
こ

れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(4
)
 
評
価
の
結
果
の
記
録
、
お
よ
び
評
価
に

よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の

記
録
を
維
持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

(
4
)
 
評
価
の
結
果
の
記
録
、
お
よ
び
評
価
に

よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の

記
録
を
維
持
す
る
。（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

 

(
5
)
 
組
織
は
、
調
達
製
品
の
調
達
後
に
お
け

る
、
維
持
又
は
運
用
に
必
要
な
保
安
に
係
る

技
術
情
報
を
取
得
す
る
た
め
の
方
法
を
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
調
達
物
品
等

を
調
達
す
る
場
合
に
は
、
個
別
業
務
計
画
に

お
い
て
、
適
切
な
調
達
の
実
施
に
必
要
な
事

項
（
当
該
調
達
物
品
等
の
調
達
後
に
お
け
る

こ
れ
ら
の
維
持
又
は
運
用
に
必
要
な
技
術
情

報
（
保
安
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及

び
当
該
情
報
を
他
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
者

と
共
有
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る

事
項
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
が
確
実
に
守
ら
れ

る
よ
う
管
理
す
る
方
法
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 
(5
)
 
原
子
力
部
門
は
､調
達
製
品
の
調
達
後
に

お
け
る
､
維
持
ま
た
は
運
用
に
必
要
な
保
安
に

係
る
技
術
情
報
を
取
得
す
る
た
め
の
方
法
を

定
め
る
｡
 

(
5
)
 
原
子
力
部
門
は
､
調
達
製
品
の
調
達
後
に

お
け
る
､維
持
ま
た
は
運
用
に
必
要
な
保
安
に

係
る
技
術
情
報
の
取
得
お
よ
び
そ
れ
ら
を
他

の
原
子
炉
設
置
者
と
共
有
す
る
場
合
に
必
要

な
措
置
に
関
す
る
管
理
方
法
を
定
め
る
｡
 

・
③
品
証
規
則
を
反
映
（
情
報
の
共
有
に
必

要
な
条
件
の
反
映
、
共
有
の
方
法
に
つ
い

て
は
、
従
来
の
考
え
方
を
踏
襲
し

8
.
5
.
3
 

に
反
映
。
）
 

7
.
4
.
2
 調
達
要
求
事
項

 
（
調
達
物
品
等
要
求
事
項
）

 
第
３
７
条
（
調
達
物
品
等
要
求
事
項
）

 
７
．
４
．
２

 
調
達
要
求
事
項

 
７
．
４
．
２

 
調
達
要
求
事
項
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

(
1
)
 
調
達
要
求
事
項
で
は
調
達
製
品
に
関
す

る
要
求
事
項
を
明
確
に
し
、
次
の
事
項
の
う

ち
該
当
す
る
も
の
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
三
十
七
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
調

達
物
品
等
に
関
す
る
情
報
に
、
次
に
掲
げ
る

調
達
物
品
等
要
求
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も

の
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

六
 
そ
の
他
調
達
物
品
等
に
関
し
必
要
な
事
項
 

 
(1
)
 
調
達
要
求
事
項
で
は
、
調
達
製
品
に
関

す
る
要
求
事
項
を
明
確
に
し
、
次
の
事
項
の

う
ち
該
当
す
る
も
の
を
含
め
る
。
 

(
1
)
 
調
達
要
求
事
項
で
は
、
調
達
製
品
に
関

す
る
要
求
事
項
を
明
確
に
し
、
次
の
事
項
の

う
ち
該
当
す
る
も
の
を
含
め
る
。

 

・
品
証
規
則
で
は
第

1
 
項
で
調
達
要
求
事
項

の
条
件
と
し
て
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
と

し
、
保
安
規
定
で
は
(
1
)
で
先
ず
調
達
製
品

に
関
す
る
要
求
事
項
を
明
確
に
し
て
い

る
。
よ
っ
て
、
品
証
規
則
の
第

1
 項
第
六

号
の
「
そ
の
他
調
達
物
品
等
に
関
し
必
要

な
事
項
」
は
保
安
規
定

7.
4
.
2
(
1
)の
「
調

達
製
品
に
関
す
る
要
求
事
項
を
明
確
に
」

す
る
こ
と
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

J
E
A
C
4
1
1
1 
の
表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

a
)
 
製
品
、
手
順
、
プ
ロ
セ
ス
及
び
設
備
の
承

認
に
関
す
る
要
求
事
項
 

一
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
業
務
の
手
順
及

び
プ
ロ
セ
ス
並
び
に
設
備
に
係
る
要
求
事
項

 

 
a)
 
製
品
、
手
順
、
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
設
備
の

承
認
に
関
す
る
要
求
事
項

 

a
)
 
製
品
、
手
順
、
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
設
備
の

承
認
に
関
す
る
要
求
事
項

 

 

b
)
 
要
員
の
適
格
性
確
認
に
関
す
る
要
求
事
項
 
二

 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
職
員
の
適
格
性

の
確
認
に
係
る
要
求
事
項
 

 
b)
 
要
員
の
適
格
性
確
認
に
関
す
る
要
求
事
項

 
b
)
 
要
員
の
適
格
性
確
認
に
関
す
る
要
求
事
項

 
 

c
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る

要
求
事
項

 

三
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
品
質
管
理
監
督

シ
ス
テ
ム
に
係
る
要
求
事
項

 

  

c)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る

要
求
事
項

 

c
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る

要
求
事
項
 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
、
第

三
十
七
条
の
三
の
「
品
質
管
理
監
督
シ
ス

テ
ム
」
は
第
二
条
の
定
義
は
該
当
し
な
い

I
S
O
9
0
0
1
 等
の
一
般
的
な

Q
M
S
 
を
指
す
旨

の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

J
E
A
C
4
1
1
1
の
表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

 
四

 
調
達
物
品
等
の
不
適
合
の
報
告
及
び
処
理

に
係
る
要
求
事
項

 

 
 

d
)
 
不
適
合
の
報
告
お
よ
び
処
理
に
関
す
る
要

求
事
項

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

 
五

 
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
に
関

す
る
必
要
な
要
求
事
項
 

１
 規
則
第
３
７
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す

る
「
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
」

に
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
活
動
が
あ

る
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
個
人
及
び
集
団
と

し
て
の
決
意
を
表
明
し
、
実
践
す
る
こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
当
事
者
意
識
を
高

め
る
こ
と
。
 

・
信
頼
、
協
働
、
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
奨
励
し
、
よ
り
良
い
労
働
環
境
条
件

の
改
善
に
努
め
、
人
的
・
組
織
的
問
題
の
報

告
を
重
視
す
る
開
か
れ
た
文
化
を
構
築
す
る

こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
の
欠
陥

に
関
す
る
報
告
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

 

・
特
定
さ
れ
た
問
題
及
び
改
善
提
案
に
対
す

る
迅
速
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
 

・
組
織
が
、
継
続
的
に
、
安
全
と
安
全
文
化

を
高
め
、
改
善
す
る
た
め
の
手
段
を
持
つ
こ

と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
対
す
る
組
織
及
び
個
人
の

責
任
と
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。
 

・
原
子
力
安
全
に
関
し
、
組
織
の
あ
ら
ゆ
る

階
層
に
お
い
て
問
い
掛
け
る
姿
勢
及
び
学
習

す
る
姿
勢
を
奨
励
し
、
慢
心
を
戒
め
る
た
め

の
方
策
を
模
索
し
実
施
す
る
こ
と
。
 

・
組
織
内
で
の
安
全
及
び
安
全
文
化
に
関
す

る
重
要
な
要
素
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
を
促

進
す
る
こ
と
。
 

・
自
ら
の
業
務
及
び
職
場
環
境
に
関
連
し
た

リ
ス
ク
を
認
識
し
、
起
こ
り
う
る
結
果
を
理

解
す
る
こ
と
。
 

・
全
て
の
活
動
に
お
い
て
慎
重
な
意
志
決
定

 
e
)
 
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
に
関

す
る
必
要
な
要
求
事
項
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

補(1)-27
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

を
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 
組
織
は
、
供
給
者
に
伝
達
す
る
前
に
、

規
定
し
た
調
達
要
求
事
項
が
妥
当
で
あ
る
こ

と
を
確
実
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
調
達
物
品
等

の
供
給
者
に
対
し
調
達
物
品
等
に
関
す
る
情

報
を
提
供
す
る
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、

当
該
調
達
物
品
等
要
求
事
項
の
妥
当
性
を
確

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
供
給
者
に
伝
達
す
る

前
に
、
規
定
し
た
調
達
要
求
事
項
が
妥
当
で

あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(
2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
供
給
者
に
伝
達
す
る

前
に
、
規
定
し
た
調
達
要
求
事
項
が
妥
当
で

あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

 

 
３

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
調
達
物
品
等

を
受
領
す
る
場
合
に
は
、
調
達
物
品
等
の
供

給
者
に
対
し
、
調
達
物
品
等
要
求
事
項
へ
の

適
合
状
況
を
記
録
し
た
文
書
を
提
出
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 

(
3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
調
達
製
品
を
受
領
す

る
場
合
に
は
、
調
達
製
品
の
供
給
者
に
対

し
、
調
達
要
求
事
項
へ
の
適
合
状
況
を
記
録

し
た
文
書
を
提
出
さ
せ
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

7
.
4
.
3
 調
達
製
品
の
検
証

 
（
調
達
物
品
等
の
検
証
）
 

第
３
８
条
（
調
達
製
品
等
の
検
証
）
 

７
．
４
．
３

 
調
達
製
品
の
検
証

 
７
．
４
．
３

 
調
達
製
品
の
検
証

 
 

(
1
)
 
組
織
は
、
調
達
製
品
が
、
規
定
し
た
調

達
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
実

に
す
る
た
め
に
、
必
要
な
検
査
又
は
そ
の
他

の
活
動
を
定
め
て
、
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

第
三
十
八
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
調

達
物
品
等
が
調
達
物
品
等
要
求
事
項
に
適
合

し
て
い
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
検
査

試
験
そ
の
他
の
個
別
業
務
を
定
め
、
実
施
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
 規
則
第
３
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
必

要
な
検
査
試
験
」
と
は
、
例
え
ば
、
「
発
電
用

原
子
炉
設
置
者
が
自
ら
行
う
検
査
試
験
」
を

い
う
。
 

２
 規
則
第
３
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
そ

の
他
の
個
別
業
務
」
と
は
、
例
え
ば
、
「
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
が
供
給
者
の
プ
ロ
セ
ス
の

監
視
測
定
及
び
検
証
の
た
め
に
供
給
者
が
行

う
検
査
へ
の
立
会
い
や
記
録
確
認
を
行
う
こ

と
」
を
い
う
。
 

(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
調
達
製
品
が
、
規
定

し
た
調
達
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
必
要
な
検
査
ま
た

は
そ
の
他
の
活
動
を
定
め
て
、
実
施
す
る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
調
達
製
品
が
、
規
定

し
た
調
達
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
必
要
な
検
査
ま
た

は
そ
の
他
の
活
動
を
定
め
て
、
実
施
す
る
。

 

    

(
2
)
 
組
織
が
、
供
給
者
先
で
検
証
を
実
施
す

る
こ
と
に
し
た
場
合
に
は
、
組
織
は
、
そ
の

検
証
の
要
領
及
び
調
達
製
品
の
リ
リ
ー
ス
の

方
法
を
調
達
要
求
事
項
の
中
で
明
確
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
調
達
物
品
等

の
供
給
者
の
施
設
に
お
い
て
調
達
物
品
等
の

検
証
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
当

該
検
証
の
実
施
要
領
及
び
調
達
物
品
等
の
供

給
者
か
ら
の
出
荷
の
可
否
の
決
定
の
方
法

を
、
前
条
の
調
達
物
品
等
要
求
事
項
の
中
で

明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
原
子
力
部
門
が
、
供
給
者
先
で
検
証
を

実
施
す
る
こ
と
に
し
た
場
合
に
は
、
原
子
力

部
門
は
、
そ
の
検
証
の
要
領
お
よ
び
調
達
製

品
の
リ
リ
ー
ス
の
方
法
を
調
達
要
求
事
項
の

中
で
明
確
に
す
る
。

 

(
2
)
 
原
子
力
部
門
が
、
供
給
者
先
で
検
証
を

実
施
す
る
こ
と
に
し
た
場
合
に
は
、
原
子
力

部
門
は
、
そ
の
検
証
の
要
領
お
よ
び
調
達
製

品
の
リ
リ
ー
ス
の
方
法
を
調
達
要
求
事
項
の

中
で
明
確
に
す
る
。
 

 

7
.
5
 
業
務
の
実
施

 
 

 
７
．
５

 
業
務
の
実
施

 
７
．
５

 業
務
の
実
施

 
 

 
 

 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
の
計
画
（
７
．
１
参

照
）
に
基
づ
き
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
業
務
の
計
画
（
７
．
１

 
参

照
）
に
基
づ
き
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

 

7
.
5
.
1
 業
務
の
管
理

 
（
個
別
業
務
の
管
理
）
 

 
７
．
５
．
１

 
業
務
の
管
理

 
７
．
５
．
１

 
業
務
の
管
理

 
 

組
織
は
、
業
務
を
管
理
さ
れ
た
状
態
で
実
施

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
管
理
さ
れ
た
状
態

に
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を

含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
三
十
九
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個

別
業
務
を
、
次
に
掲
げ
る
管
理
条
件
（
個
別

業
務
の
内
容
等
か
ら
該
当
し
な
い
と
認
め
ら

れ
る
管
理
条
件
を
除
く
。
）
の
下
で
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
を
管
理
さ
れ
た
状
態

で
実
施
す
る
。
管
理
さ
れ
た
状
態
に
は
、
次

の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を
含
め
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
業
務
を
管
理
さ
れ
た
状
態

で
実
施
す
る
。
管
理
さ
れ
た
状
態
に
は
、
次

の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を
含
め
る
。

 

 

a
)
 
原
子
力
安
全
と
の
係
わ
り
を
述
べ
た
情
報

が
利
用
で
き
る
。
 

一
 
保
安
の
た
め
に
必
要
な
情
報
が
利
用
で
き

る
体
制
に
あ
る
こ
と
。
 

 
a)
 
原
子
力
安
全
と
の
係
わ
り
を
述
べ
た
情
報

が
利
用
で
き
る
。

 

a
)
 
原
子
力
安
全
と
の
係
わ
り
を
述
べ
た
情
報

が
利
用
で
き
る
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
体

制
に
あ
る
こ
と
」
は

J
E
AC
4
1
1
1
 
の
「
利
用

で
き
る
」
と
同
意
と
の
解
釈
で
可
と
回
答

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
J
E
A
C
4
1
11
 

の
表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

b
)
 
必
要
に
応
じ
て
、
作
業
手
順
が
利
用
で
き

る
。
 

二
 
手
順
書
が
利
用
で
き
る
体
制
に
あ
る
こ

と
。
 

 
b)
 
必
要
に
応
じ
て
、
作
業
手
順
が
利
用
で
き

る
。

 

b
)
 
必
要
に
応
じ
て
、
作
業
手
順
が
利
用
で
き

る
。

 

・
7
.
5
.
1
 
a)
 
と
同
様
 

c
)
 
適
切
な
設
備
を
使
用
し
て
い
る
。
 

三
 
当
該
個
別
業
務
に
見
合
う
設
備
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
。
 

 
c)
 
適
切
な
設
備
を
使
用
し
て
い
る
。

 
c
)
 
適
切
な
設
備
を
使
用
し
て
い
る
。

 
 

d
)
 
監
視
機
器
及
び
測
定
機
器
が
利
用
で
き
、

使
用
し
て
い
る
。
 

四
 
監
視
測
定
の
た
め
の
設
備
が
利
用
で
き
る

体
制
に
あ
り
、
か
つ
、
当
該
設
備
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
。
 

 
d)
 
監
視
機
器
お
よ
び
測
定
機
器
が
利
用
で

き
、
使
用
し
て
い
る
。
 

d
)
 
監
視
機
器
お
よ
び
測
定
機
器
が
利
用
で

き
、
使
用
し
て
い
る
。
 

 

e
)
 
監
視
及
び
測
定
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

 
五

 
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
監
視
測
定

を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 

 
e)
 
監
視
お
よ
び
測
定
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

 
e
)
 
監
視
お
よ
び
測
定
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

 
 

f
)
 
業
務
の
リ
リ
ー
ス
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
 
六

 
こ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
ロ
セ
ス

の
次
の
段
階
に
進
む
こ
と
の
承
認
を
行
っ
て

い
る
こ
と
。

 

 
f)
 
業
務
の
リ
リ
ー
ス
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

 
f
)
 
業
務
の
リ
リ
ー
ス
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

 
 

7
.
5
.
2
 業
務
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥

第
４
０
条
（
個
別
業
務
の
実
施
に
関
す
る
プ

７
．
５
．
２

 
業
務
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥

７
．
５
．
２

 
業
務
の
実
施
に
関
す
る
プ
ロ

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

補(1)-28
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

確
認

 
当
性
確
認
）

 
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

 
当
性
確
認

 
セ
ス
の
妥
当
性
確
認

 

(
1
)
 
業
務
の
過
程
で
結
果
と
し
て
生
じ
る
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
が
、
そ
れ
以
降
の
監
視
又
は
測

定
で
検
証
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
、
そ
の
結

果
、
業
務
が
実
施
さ
れ
た
後
で
し
か
不
具
合

が
顕
在
化
し
な
い
場
合
に
は
、
組
織
は
、
そ

の
業
務
の
該
当
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確

認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
四
十
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個
別

業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、

そ
れ
以
降
の
監
視
測
定
で
は
当
該
プ
ロ
セ
ス

の
結
果
で
あ
る
プ
ロ
セ
ス
出
力
情
報
を
検
証

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
個
別
業
務
が

実
施
さ
れ
た
後
に
の
み
不
具
合
が
明
ら
か
に

な
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
妥
当
性

確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
 規
則
第
４
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
個

別
業
務
が
実
施
さ
れ
た
後
に
の
み
不
具
合
が

明
ら
か
に
な
る
場
合
」
に
は
、
以
下
の
二
種

類
が
あ
る
。
 

・
 業
務
の
結
果
が
実
施
過
程
の
管
理
、
業
務

実
施
者
の
技
量
又
は
そ
の
両
者
に
高
度
に
依

存
し
、
そ
れ
以
降
の
監
視
及
び
測
定
で
は
所

定
の
品
質
を
容
易
に
判
定
で
き
な
い
場
合
。

例
え
ば
、
溶
接
や
非
破
壊
検
査
等
が
あ
る
。
 

・
 業
務
の
実
施
後
で
な
け
れ
ば
不
具
合
が
顕

在
化
し
な
い
場
合
。
例
え
ば
、
正
し
い
情
報

の
伝
達
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
妥
当
性
確
認
が
あ
る
。

 

(1
)
 
業
務
の
過
程
で
結
果
と
し
て
生
じ
る
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
が
、
そ
れ
以
降
の
監
視
ま
た
は

測
定
で
検
証
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
、
そ
の

結
果
､
業
務
が
実
施
さ
れ
た
後
で
し
か
不
具
合

が
顕
在
化
し
な
い
場
合
に
は
､
原
子
力
部
門

は
、
そ
の
業
務
の
該
当
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥

当
性
確
認
を
行
う
。

 

(
1
)
 
業
務
の
実
施
の
過
程
で
結
果
と
し
て
生

じ
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
、
そ
れ
以
降
の
監
視

ま
た
は
測
定
で
検
証
す
る
こ
と
が
不
可
能

で
、
そ
の
結
果
､
業
務
が
実
施
さ
れ
た
後
で
し

か
不
具
合
が
顕
在
化
し
な
い
場
合
に
は
､
原
子

力
部
門
は
、
そ
の
業
務
の
該
当
す
る
プ
ロ
セ

ス
の
妥
当
性
確
認
を
行
う
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

(
2
)
 
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
プ

ロ
セ
ス
が
計
画
ど
お
り
の
結
果
を
出
せ
る
こ

と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
プ
ロ

セ
ス
が
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に
定
め

た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥

当
性
確
認
に
よ
っ
て
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

  

(2
)
 
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
プ

ロ
セ
ス
が
計
画
ど
お
り
の
結
果
を
出
せ
る
こ

と
を
実
証
す
る
。

 

(
2
)
 
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
プ

ロ
セ
ス
が
計
画
ど
お
り
の
結
果
を
出
せ
る
こ

と
を
実
証
す
る
。

 

 

(
3
)
 
組
織
は
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い

て
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を
含

ん
だ
手
続
き
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
妥
当
性
確
認
の
対
象
と
さ
れ
た
プ

ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
プ
ロ
セ
ス
の
内
容
等
か
ら
該
当
し
な
い

と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
除
く
。
 

 
(3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス

に
つ
い
て
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も

の
を
含
ん
だ
手
続
き
を
確
立
す
る
。

 

(
3
)
 
原
子
力
部
門
は
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス

に
つ
い
て
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も

の
を
含
ん
だ
手
続
き
を
確
立
す
る
。

 

 

a
)
 
プ
ロ
セ
ス
の
レ
ビ
ュ
ー
及
び
承
認
の
た
め

の
明
確
な
基
準
 

一
 
当
該
プ
ロ
セ
ス
の
照
査
及
び
承
認
の
た
め

の
判
定
基
準

 

 
a)
 
プ
ロ
セ
ス
の
レ
ビ
ュ
ー
お
よ
び
承
認
の
た

め
の
明
確
な
基
準

 

a
)
 
プ
ロ
セ
ス
の
レ
ビ
ュ
ー
お
よ
び
承
認
の
た

め
の
明
確
な
基
準

 

 

b
)
 
設
備
の
承
認
及
び
要
員
の
適
格
性
確
認

 
二

 
設
備
の
承
認
及
び
職
員
の
適
格
性
の
確
認
 

 
b)
 
設
備
の
承
認
お
よ
び
要
員
の
適
格
性
確
認

 
b
)
 
設
備
の
承
認
お
よ
び
要
員
の
適
格
性
確
認

 
 

c
)
 
所
定
の
方
法
及
び
手
順
の
適
用
 

三
 
方
法
及
び
手
順

 
 

c)
 
所
定
の
方
法
お
よ
び
手
順
の
適
用

 
c
)
 
所
定
の
方
法
お
よ
び
手
順
の
適
用

 
 

d
)
 
記
録
に
関
す
る
要
求
事
項
(
4
.
2
.
4 
参
照
)
 
四

 
第
七
条
に
規
定
す
る
記
録
に
係
る
要
求
事

項
 

 
d)
 
記
録
に
関
す
る
要
求
事
項
（
４
．
２
．
４

参
照
）
 

d
)
 
記
録
に
関
す
る
要
求
事
項
（
４
．
２
．
４

参
照
）

 

 

e
)
 
妥
当
性
の
再
確
認

 
五

 
再
妥
当
性
確
認
（
個
別
業
務
に
関
す
る
手

順
を
変
更
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
再
度
妥

当
性
確
認
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）

 

 
e)
 
妥
当
性
の
再
確
認
 

e
)
 
妥
当
性
の
再
確
認

 
 

7
.
5
.
3
 識
別
及
び
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

 
（
識
別
）
 

 
７
．
５
．
３

 
識
別
お
よ
び
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ

ィ
 

７
．
５
．
３

 
識
別
お
よ
び
ト
レ
ー
サ
ビ
リ

テ
ィ

 

 

(
1
)
 
必
要
な
場
合
に
は
、
組
織
は
、
業
務
の

計
画
及
び
実
施
の
全
過
程
に
お
い
て
適
切
な

手
段
で
業
務
を
識
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
四
十
一
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個

別
業
務
に
関
す
る
計
画
及
び
個
別
業
務
の
実

施
に
係
る
全
て
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
適

切
な
手
段
に
よ
り
個
別
業
務
及
び
発
電
用
原

子
炉
施
設
を
識
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(1
)
 
必
要
な
場
合
に
は
、
原
子
力
部
門
は
、

業
務
の
計
画
お
よ
び
実
施
の
全
過
程
に
お
い

て
適
切
な
手
段
で
業
務
を
識
別
す
る
。

 

(
1
)
 
必
要
な
場
合
に
は
、
原
子
力
部
門
は
、

業
務
の
計
画
お
よ
び
実
施
の
全
過
程
に
お
い

て
、
適
切
な
手
段
に
よ
り
、
業
務
・
原
子
炉

施
設
を
識
別
す
る
。
 

・
保
安
規
定
に
は
「
必
要
な
場
合
に
は
」
と

あ
る
が
、
品
証
規
則
に
は
な
い
。
品
証
規

則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
お
い
て
「
工
事

の
計
画
に
お
け
る
業
務
の
状
態
、
当
該
工

作
物
の
状
態
は
識
別
可
能
で
あ
る
」
と
の

回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
保
安
規
定
は

運
転
段
階
を
含
め
た
規
定
で
あ
り
、

J
E
A
C
4
1
1
1 
の
表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

(
2
)
 
組
織
は
、
業
務
の
計
画
及
び
実
施
の
全

過
程
に
お
い
て
、
監
視
及
び
測
定
の
要
求
事

項
に
関
連
し
て
、
業
務
の
状
態
を
識
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 

(2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
の
計
画
お
よ
び

実
施
の
全
過
程
に
お
い
て
､
監
視
お
よ
び
測
定

の
要
求
事
項
に
関
連
し
て
、
業
務
の
状
態
を

識
別
す
る
。
 

(
2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
の
計
画
お
よ
び

実
施
の
全
過
程
に
お
い
て
､
監
視
お
よ
び
測
定

の
要
求
事
項
に
関
連
し
て
、
業
務
・
原
子
炉

施
設
の
状
態
を
識
別
す
る
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

(
3
)
 
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
が
要
求
事
項
と
な

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
組
織
は
、
業
務
に
つ

い
て
一
意
の
識
別
を
管
理
し
、
記
録
を
維
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
4
.
2.
4
 
参
照
)
。
 

（
追
跡
可
能
性
の
確
保
）
 

第
四
十
二
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
追

跡
可
能
性
（
履
歴
、
適
用
又
は
所
在
を
追
跡

で
き
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。
）
の
確
保

が
個
別
業
務
等
要
求
事
項
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
個
別
業
務
又
は
発
電
用
原
子
炉
施

第
４
２
条
（
追
跡
可
能
性
の
確
保
）
 

１
 規
則
第
４
２
条
に
規
定
す
る
「
追
跡
可
能

性
」
と
は
、
J
I
S
 
Q
9
0
01
で
使
用
さ
れ
て
い
る

「
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
」
に
相
当
す
る
も
の

で
あ
る
。

 

(3
)
 
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
が
要
求
事
項
と
な

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
子
力
部
門
は
業
務

に
つ
い
て
一
意
の
識
別
を
管
理
し
、
記
録
を

維
持
す
る
。（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

(
3
)
 
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
が
要
求
事
項
と
な

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
子
力
部
門
は
業

務
・
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
一
意
の
識
別
を

管
理
し
、
記
録
を
維
持
す
る
。（
４
．
２
．
４

参
照
）

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

補(1)-29



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

設
を
識
別
し
、
こ
れ
を
記
録
す
る
と
と
も

に
、
当
該
記
録
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

7
.
5
.
4
 組
織
外
の
所
有
物

 
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
の
物

品
）
 

第
４
３
条
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の

者
の
物
品
）
 

７
．
５
．
４

 
原
子
力
部
門
外
の
所
有
物

 
７
．
５
．
４

 
原
子
力
部
門
外
の
所
有
物

 
 

組
織
は
、
組
織
外
の
所
有
物
に
つ
い
て
、
そ

れ
が
組
織
の
管
理
下
に
あ
る
間
、
注
意
を
払

い
、
必
要
に
応
じ
て
記
録
を
維
持
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
(
4
.
2.
4
 
参
照
)。

 

第
四
十
三
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
の
物
品
を
所

持
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応

じ
、
当
該
物
品
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、

こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
 規
則
第
４
３
条
に
規
定
す
る
「
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
外
部
の
者
の
物
品
」
と
は
、

J
IS
 

Q
9
00
1
 
の
「
顧
客
の
所
有
物
」
に
相
当
す
る

も
の
で
あ
る
。
 

２
 規
則
第
４
３
条
に
規
定
す
る
「
必
要
に
応

じ
、
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
場
合
に
は
、
例
え
ば
「
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
の
物
品
を
紛

失
又
は
損
傷
し
た
場
合
」
が
あ
る
。
 

原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
部
門
外
の
所
有
物

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
原
子
力
部
門
の
管
理
下

に
あ
る
間
、
注
意
を
払
い
、
必
要
に
応
じ
て

記
録
を
維
持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
 
参
照
）

 

原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
部
門
外
の
所
有
物

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
原
子
力
部
門
の
管
理
下

に
あ
る
間
、
注
意
を
払
い
、
必
要
に
応
じ
て

記
録
を
維
持
す
る
。（
４
．
２
．
４

 
参
照
）

 

 

注
記
 
組
織
外
の
所
有
物
に
は
、
知
的
財
産
及

び
個
人
情
報
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

7
.
5
.
5
 調
達
製
品
の
保
存

 
（
調
達
物
品
の
保
持
）
 

 
７
．
５
．
５

 
調
達
製
品
の
保
存

 
７
．
５
．
５

 
調
達
製
品
の
保
存

 
 

組
織
は
、
調
達
製
品
の
検
証
後
、
受
入
か
ら

据
付
(
使
用
)
ま
で
の
間
、
要
求
事
項
へ
の
適

合
を
維
持
す
る
よ
う
に
調
達
製
品
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
保
存
に
は
、
該

当
す
る
場
合
、
識
別
、
取
扱
い
、
包
装
、
保

管
及
び
保
護
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
存
は
、
取
替
品
、
予
備
品
に
も
適
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
四
十
四
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
調

達
し
た
物
品
が
使
用
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
当

該
物
品
の
状
態
を
保
持
（
識
別
、
取
扱
い
、

包
装
、
保
管
及
び
保
護
を
含
む
。
）
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 
(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
調
達
製
品
の
検
証

後
、
受
入
か
ら
据
付
（
使
用
）
ま
で
の
間
、

要
求
事
項
へ
の
適
合
を
維
持
す
る
よ
う
に
調

達
製
品
を
保
存
す
る
。
こ
の
保
存
に
は
、
該

当
す
る
場
合
、
識
別
、
取
扱
い
、
包
装
、
保

管
お
よ
び
保
護
を
含
め
る
。
保
存
は
、
取
替

品
、
予
備
品
に
も
適
用
す
る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
調
達
製
品
の
検
証

後
、
受
入
か
ら
据
付
（
使
用
）
ま
で
の
間
、

要
求
事
項
へ
の
適
合
を
維
持
す
る
よ
う
に
調

達
製
品
を
保
存
す
る
。
こ
の
保
存
に
は
、
該

当
す
る
場
合
、
識
別
、
取
扱
い
、
包
装
、
保

管
お
よ
び
保
護
を
含
め
る
。
保
存
は
、
取
替

品
、
予
備
品
に
も
適
用
す
る
。
 

 

 
 

 
(2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
調
達
製
品
の
保
存
に

係
る
事
項
に
つ
い
て
、
表
３
（
表
１
３
９
）

－
２
の
７
．
５
．
５
項
に
係
る
社
内
標
準
を

確
立
す
る
。
 

(
2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
調
達
製
品
の
保
存
に

係
る
事
項
に
つ
い
て
、
表
３
（
表
１
３
９
）

－
２
の
７
．
５
．
５
項
に
係
る
社
内
標
準
を

確
立
す
る
。

 

 

7
.
6
 
監
視
機
器
及
び
測
定
機
器
の
管
理

 
（
監
視
測
定
の
た
め
の
設
備
の
管
理
）
 

第
４
５
条
（
監
視
測
定
の
た
め
の
設
備
の
管

理
）
 

７
．
６

 
監
視
機
器
お
よ
び
測
定
機
器
の
管
理

 
７
．
６

 監
視
機
器
お
よ
び
測
定
機
器
の
管

理
 

 

 
 

 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
の
計
画
（
７
．
１
参

照
）
に
基
づ
き
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
業
務
の
計
画
（
７
．
１
参

照
）
に
基
づ
き
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

 

(
1
)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
性

を
実
証
す
る
た
め
に
、
組
織
は
、
実
施
す
べ

き
監
視
及
び
測
定
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
監
視

機
器
及
び
測
定
機
器
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
四
十
五
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個

別
業
務
等
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
の
実
証
に

必
要
な
監
視
測
定
及
び
当
該
監
視
測
定
の
た

め
の
設
備
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
(1
)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
性

を
実
証
す
る
た
め
に
、
原
子
力
部
門
は
、
実

施
す
べ
き
監
視
お
よ
び
測
定
を
表
３
（
表
１

３
９
）
－
２
の
７
．
１
項
お
よ
び
８
．
２
．

４
項
に
係
る
社
内
標
準
に
お
い
て
明
確
に
す

る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
監
視
機
器

お
よ
び
測
定
機
器
を
表
３
（
表
１
３
９
）
－

２
の
７
．
６
項
に
係
る
社
内
標
準
に
お
い
て

明
確
に
す
る
。
 

(
1
)
 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
要
求
事

項
へ
の
適
合
性
を
実
証
す
る
た
め
に
、
原
子

力
部
門
は
、
実
施
す
べ
き
監
視
お
よ
び
測
定

を
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の
７
．
１
項
お

よ
び
８
．
２
．
４
項
に
係
る
社
内
標
準
に
お

い
て
明
確
に
す
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
必

要
な
監
視
機
器
お
よ
び
測
定
機
器
を
表
３

（
表
１
３
９
）
－
２
の
７
．
６
項
に
係
る
社

内
標
準
に
お
い
て
明
確
に
す
る
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
設

備
」
は

I
S
O
 
の
「
監
視
機
器
及
び
測
定
機

器
」
と
同
意
と
の
解
釈
で
可
と
の
回
答
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

JE
A
C
4
1
1
1
 の

表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

(
2
)
 
組
織
は
、
監
視
及
び
測
定
の
要
求
事
項

と
の
整
合
性
を
確
保
で
き
る
方
法
で
監
視
及

び
測
定
が
実
施
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す
る

プ
ロ
セ
ス
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
監
視
測
定
に

つ
い
て
、
実
施
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

監
視
測
定
に
係
る
要
求
事
項
と
整
合
性
の
と

れ
た
方
法
で
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
監
視
お
よ
び
測
定
の

要
求
事
項
と
の
整
合
性
を
確
保
で
き
る
方
法

で
監
視
お
よ
び
測
定
が
実
施
で
き
る
こ
と
を

確
実
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
表
３
（
表
１
３

９
）
－
２
の
７
．
１
項
に
係
る
社
内
標
準
に

お
い
て
確
立
す
る
。

 

(
2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
監
視
お
よ
び
測
定
の

要
求
事
項
と
の
整
合
性
を
確
保
で
き
る
方
法

で
監
視
お
よ
び
測
定
が
実
施
で
き
る
こ
と
を

確
実
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
表
３
（
表
１
３

９
）
－
２
の
７
．
１
項
に
係
る
社
内
標
準
に

お
い
て
確
立
す
る
。
 

 

(
3
)
 
測
定
値
の
正
当
性
が
保
証
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
測
定
機
器
に
関

し
、
次
の
事
項
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
監
視
測
定
の

結
果
の
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

場
合
に
お
い
て
は
、
監
視
測
定
の
た
め
の
設

備
を
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(3
)
 
測
定
値
の
正
当
性
が
保
証
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
測
定
機
器
に
関

し
、
次
の
事
項
を
満
た
す
。
 

(
3
)
 
測
定
値
の
正
当
性
が
保
証
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
測
定
機
器
に
関

し
、
次
の
事
項
を
満
た
す
。

 

 

a
)
 
定
め
ら
れ
た
間
隔
又
は
使
用
前
に
、
国
際

又
は
国
家
計
量
標
準
に
ト
レ
ー
サ
ブ
ル
な
計

量
標
準
に
照
ら
し
て
校
正
若
し
く
は
検
証
、

又
は
そ
の
両
方
を
行
う
。
そ
の
よ
う
な
標
準

が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
校
正
又
は
検
証

一
 
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
間
隔
で
、
又
は
使
用

の
前
に
、
計
量
の
標
準
（
当
該
標
準
が
存
在

し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
校
正
又
は
検
証

の
根
拠
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
。
）
ま
で
追

跡
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
に
よ
り
校
正
又

１
 規
則
第
４
５
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す

る
「
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
間
隔
」
と
は
、
「
規

則
第
２
５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め

た
計
画
に
基
づ
く
も
の
」
を
い
う
。
 

a)
 
定
め
ら
れ
た
間
隔
ま
た
は
使
用
前
に
、
国

際
ま
た
は
国
家
計
量
標
準
に
ト
レ
ー
サ
ブ
ル

な
計
量
標
準
に
照
ら
し
て
校
正
も
し
く
は
検

証
、
ま
た
は
そ
の
両
方
を
行
う
。
そ
の
よ
う

な
標
準
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
校
正
ま

a
)
 
定
め
ら
れ
た
間
隔
ま
た
は
使
用
前
に
、
国

際
ま
た
は
国
家
計
量
標
準
に
ト
レ
ー
サ
ブ
ル

な
計
量
標
準
に
照
ら
し
て
校
正
も
し
く
は
検

証
、
ま
た
は
そ
の
両
方
を
行
う
。
そ
の
よ
う

な
標
準
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
校
正
ま

 

補(1)-30
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0
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9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

に
用
い
た
基
準
を
記
録
す
る
（
4
.
2
.
4 
参

照
）
。

 

は
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 
た
は
検
証
に
用
い
た
基
準
を
記
録
す
る
。

（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

た
は
検
証
に
用
い
た
基
準
を
記
録
す
る
。

（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

b
)
 
機
器
の
調
整
を
す
る
、
又
は
必
要
に
応
じ

て
再
調
整
す
る
。
 

二
 
所
要
の
調
整
又
は
再
調
整
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
。
 

 
b)
 
機
器
の
調
整
を
す
る
、
ま
た
は
必
要
に
応

じ
て
再
調
整
す
る
。

 

b
)
 
機
器
の
調
整
を
す
る
、
ま
た
は
必
要
に
応

じ
て
再
調
整
す
る
。
 

 

c
)
 
校
正
の
状
態
を
明
確
に
す
る
た
め
に
識
別

を
行
う
。

 

三
 
校
正
の
状
態
が
明
確
に
な
る
よ
う
、
識
別

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

 
c)
 
校
正
の
状
態
を
明
確
に
す
る
た
め
に
識
別

を
行
う
。

 

c
)
 
校
正
の
状
態
を
明
確
に
す
る
た
め
に
識
別

を
行
う
。
 

 

d
)
 
測
定
し
た
結
果
が
無
効
に
な
る
よ
う
な
操

作
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
。
 

四
 
監
視
測
定
の
結
果
を
無
効
と
す
る
操
作
か

ら
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

 
d)
 
測
定
し
た
結
果
が
無
効
に
な
る
よ
う
な
操

作
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
。

 

d
)
 
測
定
し
た
結
果
が
無
効
に
な
る
よ
う
な
操

作
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
。
 

 

e
)
 
取
扱
い
、
保
守
及
び
保
管
に
お
い
て
、
損

傷
及
び
劣
化
し
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
。
 

五
 
取
扱
い
、
維
持
及
び
保
管
の
間
、
損
傷
及

び
劣
化
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 
e)
 
取
扱
い
、
保
守
お
よ
び
保
管
に
お
い
て
、

損
傷
お
よ
び
劣
化
し
な
い
よ
う
に
保
護
す

る
。

 

e
)
 
取
扱
い
、
保
守
お
よ
び
保
管
に
お
い
て
、

損
傷
お
よ
び
劣
化
し
な
い
よ
う
に
保
護
す

る
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
維

持
」
は

J
E
A
C
41
1
1
 
の
「
保
守
」
と
同
意
と

の
解
釈
で
可
と
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
J
E
A
C
4
1
11
 
の
表
現
の
ま
ま
と
し

た
。

 

さ
ら
に
、
測
定
機
器
が
要
求
事
項
に
適
合
し

て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
組

織
は
、
そ
の
測
定
機
器
で
そ
れ
ま
で
に
測
定

し
た
結
果
の
妥
当
性
を
評
価
し
、
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（

4
.
2
.
4
参
照
）
。
組
織

は
、
そ
の
機
器
、
及
び
影
響
を
受
け
た
業
務

す
べ
て
に
対
し
て
、
適
切
な
処
置
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
校
正
及
び
検
証
の
結
果

の
記
録
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
4
.
2
.
4 
参
照

)
。
 

４
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
監
視
測
定
の

た
め
の
設
備
に
係
る
要
求
事
項
へ
の
不
適
合

が
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
従
前
の
監

視
測
定
の
結
果
の
妥
当
性
を
評
価
し
、
こ
れ

を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
監
視
測
定
の
た
め
の
設
備

及
び
前
項
の
不
適
合
に
よ
り
影
響
を
受
け
た

個
別
業
務
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い

て
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

６
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
監
視
測
定
の

た
め
の
設
備
の
校
正
及
び
検
証
の
結
果
の
記

録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 
さ
ら
に
、
測
定
機
器
が
要
求
事
項
に
適
合
し

て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
原

子
力
部
門
は
、
そ
の
測
定
機
器
で
そ
れ
ま
で

に
測
定
し
た
結
果
の
妥
当
性
を
評
価
し
、
記

録
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

原
子
力
部
門
は
、
そ
の
機
器
、
お
よ
び
影
響

を
受
け
た
業
務
す
べ
て
に
対
し
て
、
適
切
な

処
置
を
と
る
。
校
正
お
よ
び
検
証
の
結
果
の

記
録
を
維
持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

さ
ら
に
、
測
定
機
器
が
要
求
事
項
に
適
合
し

て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
原

子
力
部
門
は
、
そ
の
測
定
機
器
で
そ
れ
ま
で

に
測
定
し
た
結
果
の
妥
当
性
を
評
価
し
、
記

録
す
る
。（
４
．
２
．
４
参
照
）

 

原
子
力
部
門
は
、
そ
の
機
器
、
お
よ
び
影
響

を
受
け
た
業
務
・
原
子
炉
施
設
す
べ
て
に
対

し
て
、
適
切
な
処
置
を
と
る
。
校
正
お
よ
び

検
証
の
結
果
の
記
録
を
維
持
す
る
。
（
４
．

２
．
４
参
照
）

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

(
4
)
 
規
定
要
求
事
項
に
か
か
わ
る
監
視
及
び

測
定
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使

う
場
合
に
は
、
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
に
よ
っ
て
意
図
し
た
監
視
及
び
測
定

が
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
確
認
は
、
最
初
に
使
用
す
る
の
に

先
立
っ
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
必
要
に
応
じ
て
再
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

７
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個
別
業
務
等

要
求
事
項
の
監
視
測
定
に
お
い
て
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
初

回
使
用
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
が
意
図
し
た
と
お
り
に
当
該
監

視
測
定
に
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
、
必
要
に
応
じ
再
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

 
(4
)
 
規
定
要
求
事
項
に
か
か
わ
る
監
視
お
よ

び
測
定
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を

使
う
場
合
に
は
、
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
に
よ
っ
て
意
図
し
た
監
視
お
よ
び

測
定
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

こ
の
確
認
は
、
最
初
に
使
用
す
る
の
に
先
立

っ
て
実
施
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
再

確
認
す
る
。
 

(
4
)
 
規
定
要
求
事
項
に
か
か
わ
る
監
視
お
よ

び
測
定
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を

使
う
場
合
に
は
、
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
に
よ
っ
て
意
図
し
た
監
視
お
よ
び

測
定
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

こ
の
確
認
は
、
最
初
に
使
用
す
る
の
に
先
立

っ
て
実
施
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
再

確
認
す
る
。

 

 

8
．
評
価
及
び
改
善

 
第
六
章
 
監
視
測
定
、
分
析
及
び
改
善
 

 
８
．
評
価
お
よ
び
改
善

 
８
．
評
価
お
よ
び
改
善

 
 

8
.
1
 
一
般

 
（
監
視
測
定
、
分
析
及
び
改
善
）

 
第
４
６
条
（
監
視
測
定
、
分
析
及
び
改
善
）
 
８
．
１

 
一
般

 
８
．
１

 一
般

 
 

(
1
)
 
組
織
は
、
次
の
事
項
の
た
め
に
必
要
と

な
る
監
視
、
測
定
、
分
析
及
び
改
善
の
プ
ロ

セ
ス
を
計
画
し
、
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
四
十
六
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次

に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
監
視
測
定
、
分
析

及
び
改
善
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
計

画
を
策
定
し
（
適
用
す
る
検
査
試
験
の
方
法

（
統
計
学
的
方
法
を
含
む
。
）
及
び
当
該
方
法

の
適
用
の
範
囲
の
明
確
化
を
含
む
。
）、
実
施

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
次
の
事
項
の
た
め
に

必
要
と
な
る
監
視
、
測
定
、
分
析
お
よ
び
改

善
の
プ
ロ
セ
ス
を
計
画
し
、
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
次
の
事
項
の
た
め
に

必
要
と
な
る
監
視
、
測
定
、
分
析
お
よ
び
改

善
の
プ
ロ
セ
ス
を
計
画
し
、
実
施
す
る
。

 

 

a
)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
を
実

証
す
る
。

 

一
 
個
別
業
務
等
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
を
実

証
す
る
こ
と
。
 

 
a)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
を
実

証
す
る
。

 

a
)
 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項

へ
の
適
合
を
実
証
す
る
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
合
性

を
確
実
に
す
る
。
 

二
 
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
適
合
性
を
確

保
し
、
実
効
性
を
維
持
す
る
こ
と
。
 

１
 規
則
第
４
６
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す

る
「
実
効
性
を
維
持
す
る
」
と
は
、

J
I
SQ
9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
有
効
性
を

継
続
的
に
改
善
す
る
」
に
相
当
す
る
も
の
で

あ
る
。
 

b)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
合
性

を
確
実
に
す
る
。

 

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
合
性

を
確
実
に
す
る
。

 

・
品
証
規
則
解
釈
に
て
「
実
効
性
を
維
持
す

る
」
と
は

J
I
SQ
9
0
0
1
 
の
「
有
効
性
を
継
続

的
に
改
善
す
る
」
に
相
当
す
る
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、

JE
A
C
4
1
1
1
 の
表
現
の
ま

ま
と
し
た
。

 

c
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性

を
継
続
的
に
改
善
す
る
。

 

c)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性

を
継
続
的
に
改
善
す
る
。

 

c
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性

を
継
続
的
に
改
善
す
る
。

 

(
2
)
 
こ
れ
に
は
、
統
計
的
手
法
を
含
め
、
適

用
可
能
な
方
法
、
及
び
そ
の
使
用
の
程
度
を

決
定
す
る
こ
と
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

 
 

(2
)
 
こ
れ
に
は
、
統
計
的
手
法
を
含
め
、
適

用
可
能
な
方
法
、
お
よ
び
そ
の
使
用
の
程
度

を
決
定
す
る
こ
と
を
含
め
る
。

 

(
2
)
 
こ
れ
に
は
、
統
計
的
手
法
を
含
め
、
適

用
可
能
な
方
法
、
お
よ
び
そ
の
使
用
の
程
度

を
決
定
す
る
こ
と
を
含
め
る
。
 

 

補(1)-31



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

い
。
 

8
.
2
 
監
視
及
び
測
定

 
 

 
８
．
２

 
監
視
お
よ
び
測
定

 
８
．
２

 監
視
お
よ
び
測
定

 
 

8
.
2
.
1
 原
子
力
安
全
の
達
成

 
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
か
ら
の

意
見
）
 

第
４
７
条
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の

者
か
ら
の
意
見
）

 

８
．
２
．
１

 
原
子
力
安
全
の
達
成

 
８
．
２
．
１

 
原
子
力
安
全
の
達
成

 
 

組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

成
果
を
含
む
実
施
状
況
の
測
定
の
一
つ
と
し

て
、
原
子
力
安
全
を
達
成
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
関
し
て
外
部
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め

て
い
る
か
に
つ
い
て
の
情
報
を
監
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
情
報
の
入
手
及
び
使

用
の
方
法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
四
十
七
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
品

質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
実
施
状
況
の
監
視

測
定
の
一
環
と
し
て
、
保
安
の
確
保
に
対
す

る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
の
意
見

を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
意
見

の
把
握
及
び
当
該
意
見
の
反
映
に
係
る
方
法

を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
 規
則
第
４
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
の
意
見
を
把

握
」
に
は
、
例
え
ば
「
地
元
自
治
体
及
び
地

元
住
民
が
保
安
活
動
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な

意
見
を
持
っ
て
い
る
か
把
握
す
る
た
め
の
活

動
」
が
あ
る
。
 

原
子
力
部
門
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
の
成
果
を
含
む
実
施
状
況
の
測
定
の
一

つ
と
し
て
、
原
子
力
安
全
を
達
成
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
関
し
て
外
部
が
ど
の
よ
う
に
受

け
と
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
情
報
を
監
視

す
る
。
こ
の
情
報
の
入
手
お
よ
び
使
用
の
方

法
を
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の
８
．
２
．

１
項
に
係
る
社
内
標
準
に
定
め
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
の
成
果
を
含
む
実
施
状
況
の
測
定
の
一

つ
と
し
て
、
原
子
力
安
全
を
達
成
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
関
し
て
外
部
が
ど
の
よ
う
に
受

け
と
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
情
報
を
監
視

す
る
。
こ
の
情
報
の
入
手
お
よ
び
使
用
の
方

法
を
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の
８
．
２
．

１
項
に
係
る
社
内
標
準
に
定
め
る
。

 

 

8
.
2
.
2
 内
部
監
査

 
（
内
部
監
査
）
 

第
４
８
条
（
内
部
監
査
）

 
８
．
２
．
２

 
内
部
監
査

 
８
．
２
．
２

 
内
部
監
査

 
 

 
 

 
原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１

の
８
．
２
．
２
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立

し
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１

の
８
．
２
．
２
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立

し
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

 

(
1
)
 
組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
次
の
事
項
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
否
か

を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
定
め

ら
れ
た
間
隔
で
内
部
監
査
を
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

第
四
十
八
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
品

質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
が
次
に
掲
げ
る
要
件

に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
明
確
に
す
る

た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
間
隔
で
、
客

観
的
な
評
価
を
行
う
部
門
又
は
発
電
用
原
子

炉
施
設
の
外
部
の
者
に
よ
る
内
部
監
査
を
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
 規
則
第
４
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
あ

ら
か
じ
め
定
め
た
間
隔
」
と
は
、
「
規
則
第
２

５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
た
計
画

に
基
づ
く
も
の
」
を
い
う
。

 

２
規
則
第
４
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
組
織
」
と
は
、

「
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
以
外
の
組
織
」
を

い
う
。
 

(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
次
の
事
項
が
満
た
さ
れ
て
い
る

か
否
か
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ

め
定
め
ら
れ
た
間
隔
で
内
部
監
査
を
実
施
す

る
。

 

(
1
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
次
の

事
項
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
明
確
に

す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
間

隔
で
、
客
観
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
組
織
が
内
部
監
査
を
実
施
す
る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
、
業
務

の
計
画
(
7
.
1
 
参
照
)
に
適
合
し
て
い
る
か
、

こ
の
規
程
の
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
る

か
、
及
び
組
織
が
決
め
た
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
る

か
。
 

一
 
個
別
業
務
計
画
、
こ
の
規
則
の
規
定
及
び

当
該
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
係
る
要
求

事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
 

 
a)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
、
業
務

の
計
画
（
７
．
１
参
照
）
に
適
合
し
て
い
る

か
、

J
E
A
C
41
1
1
の
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い

る
か
、
お
よ
び
原
子
力
部
門
が
決
め
た
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
要
求
事
項
に
適
合

し
て
い
る
か
。
 

a
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
、
業
務

の
計
画
（
７
．
１
参
照
）
に
適
合
し
て
い
る

か
、

J
E
AC
4
1
1
1
の
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い

る
か
、
お
よ
び
原
子
力
部
門
が
決
め
た
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
要
求
事
項
に
適
合

し
て
い
る
か
。

 

 

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
効
果
的

に
実
施
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
か
。
 

二
 
実
効
性
の
あ
る
実
施
及
び
維
持
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
 

３
 規
則
第
４
８
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す

る
「
実
効
性
の
あ
る
実
施
及
び
維
持
が
な
さ

れ
て
い
る
」
と
は
、

J
IS
Q
9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ

て
い
る
「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が

効
果
的
に
実
施
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
」

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

b)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
効
果
的

に
実
施
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
か
。

 

b
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
効
果
的

に
実
施
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
か
。
 

 

(
2
)
 
組
織
は
、
監
査
の
対
象
と
な
る
プ
ロ
セ

ス
及
び
領
域
の
状
態
及
び
重
要
性
、
並
び
に

こ
れ
ま
で
の
監
査
結
果
を
考
慮
し
て
、
監
査

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
監
査
の
基
準
、
範
囲
、
頻
度
及
び
方
法

を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
査
員
の

選
定
及
び
監
査
の
実
施
に
お
い
て
は
、
監
査

プ
ロ
セ
ス
の
客
観
性
及
び
公
平
性
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
査
員
は
、
自
ら
の

業
務
を
監
査
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
内
部
監
査
の

対
象
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
、
領
域
の
状
態
及
び

重
要
性
並
び
に
従
前
の
監
査
の
結
果
を
考
慮

し
て
、
内
部
監
査
実
施
計
画
を
策
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
内
部
監
査
の

判
定
基
準
、
範
囲
、
頻
度
及
び
方
法
を
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
内
部
監
査
を

行
う
職
員
（
以
下
「
内
部
監
査
員
」
と
い

う
。
）
の
選
定
及
び
内
部
監
査
の
実
施
に
お
い

て
は
、
客
観
性
及
び
公
平
性
を
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
内
部
監
査
員

に
自
ら
の
個
別
業
務
を
内
部
監
査
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
原
子
力
部
門
は
、
監
査
の
対
象
と
な
る

プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
領
域
の
状
態
お
よ
び
重
要

性
、
な
ら
び
に
こ
れ
ま
で
の
監
査
結
果
を
考

慮
し
て
、
監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
す
る
。

監
査
の
基
準
、
範
囲
、
頻
度
お
よ
び
方
法
を

規
定
す
る
。
監
査
員
の
選
定
お
よ
び
監
査
の

実
施
に
お
い
て
は
、
監
査
プ
ロ
セ
ス
の
客
観

性
お
よ
び
公
平
性
を
確
保
す
る
。
監
査
員

は
、
自
ら
の
業
務
を
監
査
し
な
い
。

 

(
2
)
 
監
査
の
対
象
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び

領
域
の
状
態
お
よ
び
重
要
性
、
な
ら
び
に
こ

れ
ま
で
の
監
査
結
果
を
考
慮
し
て
、
監
査
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
す
る
。
監
査
の
基
準
、
範

囲
、
頻
度
お
よ
び
方
法
を
規
定
す
る
。
監
査

員
の
選
定
お
よ
び
監
査
の
実
施
に
お
い
て

は
、
監
査
プ
ロ
セ
ス
の
客
観
性
お
よ
び
公
平

性
を
確
保
す
る
。
た
だ
し
、
監
査
員
は
、
自

ら
の
業
務
を
監
査
し
な
い
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
内

部
監
査
の
判
定
基
準
」
は

I
S
O
の
「
監
査

の
基
準
」
と
同
意
と
の
解
釈
で
可
と
の
回

答
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

J
E
A
C
4
1
1
1 
の
表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

・
記
載
の
適
正
化
 

(
3
)
 
監
査
の
計
画
及
び
実
施
、
記
録
の
作
成

及
び
結
果
の
報
告
に
関
す
る
責
任
、
並
び
に

要
求
事
項
を
規
定
す
る
た
め
に
、
“
文
書
化
さ

れ
た
手
順
”
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

６
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
内
部
監
査
実

施
計
画
の
策
定
及
び
実
施
並
び
に
内
部
監
査

結
果
の
報
告
及
び
記
録
の
管
理
に
つ
い
て
、

そ
の
責
任
及
び
権
限
並
び
に
要
求
事
項
を
手

 
(3
)
 
監
査
の
計
画
お
よ
び
実
施
、
記
録
の
作

成
お
よ
び
結
果
の
報
告
に
関
す
る
責
任
、
な

ら
び
に
要
求
事
項
を
規
定
す
る
。
 

(
3
)
 
監
査
の
計
画
お
よ
び
実
施
、
記
録
の
作

成
お
よ
び
結
果
の
報
告
に
関
す
る
責
任
お
よ

び
権
限
、
な
ら
び
に
要
求
事
項
を
規
定
す

る
。

 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

補(1)-32



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

い
。
 

順
書
の
中
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
4
)
 
監
査
及
び
そ
の
結
果
の
記
録
は
、
維
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

4
.2
.
4
 
参
照
）
。

 

 
(4
)
 
監
査
お
よ
び
そ
の
結
果
の
記
録
は
、
維

持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

(
4
)
 
監
査
お
よ
び
そ
の
結
果
の
記
録
を
維
持

す
る
。
（
４
．
２
．
４
参
照
）
 

・
記
載
の
適
正
化
 

(
5
)
 
監
査
さ
れ
た
領
域
に
責
任
を
も
つ
管
理

者
は
、
検
出
さ
れ
た
不
適
合
及
び
そ
の
原
因

を
除
去
す
る
た
め
に
遅
滞
な
く
、
必
要
な
修

正
及
び
是
正
処
置
す
べ
て
が
と
ら
れ
る
こ
と

を
確
実
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
に
は
、
と
ら
れ
た
処
置
の
検
証
及

び
検
証
結
果
の
報
告
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(
8.
5
.
2
 
参
照
)
。
 

７
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
内
部
監
査
さ

れ
た
領
域
に
責
任
を
有
す
る
管
理
者
に
、
発

見
さ
れ
た
不
適
合
及
び
当
該
不
適
合
の
原
因

を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
遅
滞
な
く
講
じ

さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
措
置
の
検
証
を
行

わ
せ
、
そ
の
結
果
を
報
告
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 
(5
)
 
監
査
さ
れ
た
領
域
に
責
任
を
も
つ
管
理

者
は
、
検
出
さ
れ
た
不
適
合
お
よ
び
そ
の
原

因
を
除
去
す
る
た
め
に
遅
滞
な
く
、
必
要
な

修
正
お
よ
び
是
正
処
置
す
べ
て
が
と
ら
れ
る

こ
と
を
確
実
に
す
る
。
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に

は
、
と
ら
れ
た
処
置
の
検
証
お
よ
び
検
証
結

果
の
報
告
を
含
め
る
。（
８
．
５
．
２
参
照
）

 

(
5
)
 
監
査
さ
れ
た
領
域
に
責
任
を
も
つ
管
理

者
は
、
検
出
さ
れ
た
不
適
合
お
よ
び
そ
の
原

因
を
除
去
す
る
た
め
に
遅
滞
な
く
、
必
要
な

修
正
お
よ
び
是
正
処
置
す
べ
て
が
と
ら
れ
る

こ
と
を
確
実
に
す
る
。
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に

は
、
と
ら
れ
た
処
置
の
検
証
お
よ
び
検
証
結

果
の
報
告
を
含
め
る
。
（
８
．
５
．
２
参
照
）

 

 

 
 

 
 

(
6
)
 
監
査
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
結
果
に
つ

い
て
、
管
理
責
任
者
に
報
告
す
る
。

 

・
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
表
現
と
整
合
を
図
っ

た
。

 

 
 

 
 

(
7
)
 
経
営
監
査
室
は
、
原
子
力
事
業
本
部
お

よ
び
発
電
所
が
実
施
し
た
内
部
監
査
を
評
価

す
る
。
そ
の
結
果
、
経
営
監
査
室
長
が
必
要

と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
原
子
力
事
業
本

部
、
発
電
所
に
内
部
監
査
の
実
施
を
指
示
す

る
。

 

・
8
.
2
.
2
(
6)
と
同
様

 

 
 

 
 

(
8
)
 
原
子
力
事
業
本
部
お
よ
び
発
電
所
は
、

経
営
監
査
室
長
か
ら
内
部
監
査
の
実
施
に
つ

い
て
指
示
が
あ
る
場
合
は
内
部
監
査
を
実
施

す
る
。

 

・
8
.
2
.
2
(
6)
と
同
様

 

注
記
 
JI
S
 
Q
 
1
9
01
1
 
を
参
照
。

 
 

 
 

 
 

8
.
2
.
3
 プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定

 
（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

 
 

８
．
２
．
３

 
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
お
よ
び
測
定

 
８
．
２
．
３

 
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
お
よ
び
測

定
 

 

(
1
)
 
組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
、
及
び
適
用
可
能
な

場
合
に
行
う
測
定
に
は
、
適
切
な
方
法
を
適

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
四
十
九
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
プ

ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
を
行
う
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
に
見
合
う

監
視
測
定
の
方
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
、
お
よ
び
適

用
可
能
な
場
合
に
行
う
測
定
に
は
、
適
切
な

方
法
を
適
用
す
る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
、
お
よ
び
適

用
可
能
な
場
合
に
行
う
測
定
に
は
、
適
切
な

方
法
を
適
用
す
る
。
 

 

(
2
)
 
こ
れ
ら
の
方
法
は
、
プ
ロ
セ
ス
が
計
画

ど
お
り
の
結
果
を
達
成
す
る
能
力
が
あ
る
こ

と
を
実
証
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
監
視

測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ
ス
が
第
十
二

条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画

に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
こ
れ
ら
の
方
法
は
、
プ
ロ
セ
ス
が
計
画

ど
お
り
の
結
果
を
達
成
す
る
能
力
が
あ
る
こ

と
を
実
証
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
2
)
 
こ
れ
ら
の
方
法
は
、
プ
ロ
セ
ス
が
計
画

ど
お
り
の
結
果
を
達
成
す
る
能
力
が
あ
る
こ

と
を
実
証
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

(
3
)
 
計
画
ど
お
り
の
結
果
が
達
成
で
き
な
い

場
合
に
は
、
適
切
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
十
二
条
第

一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に
定

め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
個
別
業
務
等
要
求
事
項
の
適
合

性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処

置
を
適
切
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(3
)
 
計
画
ど
お
り
の
結
果
が
達
成
で
き
な
い

場
合
に
は
、
適
切
に
、
修
正
な
ら
び
に
是
正

処
置
を
と
る
。
 

(
3
)
 
計
画
ど
お
り
の
結
果
が
達
成
で
き
な
い

場
合
に
は
、
適
切
に
、
修
正
な
ら
び
に
是
正

処
置
を
と
る
。

 

 

8
.
2
.
4
 検
査
及
び
試
験

 
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
検
査
試

験
）
 

 
８
．
２
．
４

 
検
査
お
よ
び
試
験

 
８
．
２
．
４

 
検
査
お
よ
び
試
験

 
 

(
1
)
 
組
織
は
、
原
子
力
施
設
の
要
求
事
項
が

満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
す
る
た
め

に
、
原
子
力
施
設
を
検
査
及
び
試
験
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
検
査
及
び
試
験
は
、
業
務

の
計
画
(
7
.
1
 
参
照
)
に
従
っ
て
、
適
切
な
段

階
で
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
検
査
及

び
試
験
の
合
否
判
定
基
準
へ
の
適
合
の
証
拠

を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
4
.
2.
4
 
参

照
）
。

 

第
五
十
条
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電

用
原
子
炉
施
設
が
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
に
、
発
電
用
原
子

炉
施
設
に
対
し
て
検
査
試
験
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
検
査

試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び
第
三
十
九
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ

て
、
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の

適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
検
査
試
験
の

 
(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
発
電
施
設
の

要
求
事
項
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証

す
る
た
め
に
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の

８
．
２
．
４
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立

し
、
原
子
力
発
電
施
設
を
検
査
お
よ
び
試
験

す
る
。
検
査
お
よ
び
試
験
は
、
業
務
の
計
画

（
７
．
１
参
照
）
に
従
っ
て
、
適
切
な
段
階

で
実
施
す
る
。
検
査
お
よ
び
試
験
の
合
否
判

定
基
準
へ
の
適
合
の
証
拠
を
維
持
す
る
。

（
４
．
２
．
４
参
照

) 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
原
子
炉
施
設
の
要
求

事
項
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
す
る

た
め
に
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
２
の
８
．

２
．
４
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
し
、
原

子
炉
施
設
を
検
査
お
よ
び
試
験
す
る
。
検
査

お
よ
び
試
験
は
、
業
務
の
計
画
（
７
．
１
参

照
）
に
従
っ
て
、
適
切
な
段
階
で
実
施
す

る
。
検
査
お
よ
び
試
験
の
合
否
判
定
基
準
へ

の
適
合
の
証
拠
を
維
持
す
る
。（
４
．
２
．
４

参
照

)
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

適
否
決
定
基
準
へ
の
適
合
性
の
証
拠
と
な
る

検
査
試
験
の
結
果
に
係
る
記
録
等
を
作
成

し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
2
)
 
検
査
及
び
試
験
要
員
の
独
立
の
程
度
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個
別
業
務
及

び
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
重
要
度
に
応
じ

て
、
検
査
試
験
を
行
う
者
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
試

験
を
行
う
者
の
独
立
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

 
(2
)
 
検
査
お
よ
び
試
験
要
員
の
独
立
の
程
度

を
定
め
る
。
 

(
2
)
 
検
査
お
よ
び
試
験
要
員
の
独
立
の
程
度

を
定
め
る
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
検

査
試
験
を
行
う
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
は

J
E
AC
4
1
1
1
 
の
「
検
査
及
び
試
験

要
員
の
独
立
の
程
度
を
定
め
る
」
と
同
意

と
の
解
釈
で
可
と
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
J
E
AC
4
1
1
1
 
の
表
現
の
ま
ま

と
し
た
。
 

(
3
)
 
リ
リ
ー
ス
(
次
工
程
へ
の
引
渡
し
)
を
正

式
に
許
可
し
た
人
を
、
記
録
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
(
4.
2
.
4
 
参
照
)
。
 

４
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
プ
ロ
セ
ス
の

次
の
段
階
に
進
む
こ
と
の
承
認
を
行
っ
た
者

を
特
定
す
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(3
)
 
リ
リ
ー
ス
（
次
工
程
へ
の
引
渡
し
）
を

正
式
に
許
可
し
た
人
を
、
記
録
す
る
。
（
４
．

２
．
４
参
照
）
 

(
3
)
 
リ
リ
ー
ス
（
次
工
程
へ
の
引
渡
し
）
を

正
式
に
許
可
し
た
人
を
、
記
録
す
る
。
（
４
．

２
．
４
参
照
）

 

 

(
4
)
 
業
務
の
計
画
(
7
.
1
 
参
照
)
で
決
め
た
検

査
及
び
試
験
が
完
了
す
る
ま
で
は
、
当
該
原

子
力
施
設
を
据
え
付
け
た
り
、
運
転
し
た
り

し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
の
権
限

を
も
つ
者
が
承
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。
 

５
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
個
別
業
務
計

画
に
基
づ
く
検
査
試
験
を
支
障
な
く
完
了
す

る
ま
で
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
次
の
段
階
に
進
む

こ
と
の
承
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
(4
)
 
業
務
の
計
画
（
７
．
１
参
照
）
で
決
め

た
検
査
お
よ
び
試
験
が
完
了
す
る
ま
で
は
、

当
該
原
子
力
発
電
施
設
を
据
え
付
け
た
り
、

運
転
し
た
り
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
の
権

限
を
も
つ
者
が
承
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。
 

(
4
)
 
業
務
の
計
画
（
７
．
１
参
照
）
で
決
め

た
検
査
お
よ
び
試
験
が
完
了
す
る
ま
で
は
、

当
該
原
子
炉
施
設
を
据
え
付
け
た
り
、
運
転

し
た
り
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
の
権
限
を

も
つ
者
が
承
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
品
証
規
則
の
要
求
事
項
は
設
計
・
工
事
段

階
の
要
求
で
あ
る
こ
と
か
ら
試
験
・
検
査

の
終
了
を
以
っ
て
プ
ロ
セ
ス
を
次
の
段
階

へ
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
必
須
と
な
っ
て
い

る
が
、

8
.2
.
4
(
4
)
に
お
い
て
は
、
運
転
段

階
の
要
求
も
含
む
こ
と
か
ら
た
だ
し
書
き

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

JE
A
C
4
1
1
1
 の

表
現
の
ま
ま
と
し
た
。

 

8
.
3
 
不
適
合
管
理

 
（
不
適
合
の
管
理
）

 
 

８
．
３

 
不
適
合
管
理

 
８
．
３

 不
適
合
管
理

 
 

 
 

 
原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１

の
８
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
し
、

次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１

の
８
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立
し
、

次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

 

(
1
)
組
織
は
、
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
に
適

合
し
な
い
状
況
が
放
置
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ

た
め
に
、
そ
れ
ら
を
識
別
し
、
管
理
す
る
こ

と
を
確
実
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
五
十
一
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
要

求
事
項
に
適
合
し
な
い
個
別
業
務
又
は
発
電

用
原
子
炉
施
設
が
放
置
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ

よ
う
、
当
該
個
別
業
務
又
は
発
電
用
原
子
炉

施
設
を
識
別
し
、
こ
れ
が
管
理
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
に
対
す
る
要
求

事
項
に
適
合
し
な
い
状
況
が
放
置
さ
れ
る
こ

と
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
識
別
し
、
管

理
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
業
務
・
原
子
炉
施
設

に
対
す
る
要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
状
況
が

放
置
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
れ
ら

を
識
別
し
、
管
理
す
る
こ
と
を
確
実
に
す

る
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

(
2
)
不
適
合
の
処
理
に
関
す
る
管
理
及
び
そ
れ

に
関
連
す
る
責
任
及
び
権
限
を
規
定
す
る
た

め
に
、
“
文
書
化
さ
れ
た
手
順
”
を
確
立
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
不
適
合
の
処

理
に
係
る
管
理
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
責
任

及
び
権
限
を
手
順
書
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
(2
)
 
不
適
合
の
処
理
に
関
す
る
管
理
お
よ
び

そ
れ
に
関
連
す
る
責
任
お
よ
び
権
限
を
規
定

す
る
。
 

(
2
)
 
不
適
合
の
処
理
に
関
す
る
管
理
お
よ
び

そ
れ
に
関
連
す
る
責
任
お
よ
び
権
限
を
規
定

す
る
。

 

 

(
3
)
該
当
す
る
場
合
に
は
、
組
織
は
、
次
の
一

つ
又
は
そ
れ
以
上
の
方
法
で
、
不
適
合
を
処

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
不
適
合
を
処
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(3
)
 
該
当
す
る
場
合
に
は
、
原
子
力
部
門

は
、
次
の
一
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
方
法

で
、
不
適
合
を
処
理
す
る
。
 

(
3
)
 
該
当
す
る
場
合
に
は
、
原
子
力
部
門

は
、
次
の
一
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
方
法

で
、
不
適
合
を
処
理
す
る
。

 

 

a
)
 
検
出
さ
れ
た
不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の

処
置
を
と
る
。
 

一
 
発
見
さ
れ
た
不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

 
a)
 
検
出
さ
れ
た
不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の

処
置
を
と
る
。
 

a
)
 
検
出
さ
れ
た
不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の

処
置
を
と
る
。

 

 

b
)
 
当
該
の
権
限
を
も
つ
者
が
、
特
別
採
用
に

よ
っ
て
、
そ
の
使
用
、
リ
リ
ー
ス
、
又
は
合

格
と
判
定
す
る
こ
と
を
正
式
に
許
可
す
る
。
 

二
 
個
別
業
務
の
実
施
、
発
電
用
原
子
炉
施
設

の
使
用
又
は
プ
ロ
セ
ス
の
次
の
段
階
に
進
む

こ
と
の
承
認
を
行
う
こ
と
（
以
下
「
特
別
採

用
」
と
い
う
。
）。

 

 
b)
 
当
該
の
権
限
を
も
つ
者
が
、
特
別
採
用
に

よ
っ
て
、
そ
の
使
用
、
リ
リ
ー
ス
、
ま
た
は

合
格
と
判
定
す
る
こ
と
を
正
式
に
許
可
す

る
。

 

b
)
 
当
該
の
権
限
を
も
つ
者
が
、
特
別
採
用
に

よ
っ
て
、
そ
の
使
用
、
リ
リ
ー
ス
、
ま
た
は

合
格
と
判
定
す
る
こ
と
を
正
式
に
許
可
す

る
。

 

 

c
)
 
本
来
の
意
図
さ
れ
た
使
用
又
は
適
用
が
で

き
な
い
よ
う
な
処
置
を
と
る
。
 

三
 
本
来
の
意
図
さ
れ
た
使
用
又
は
適
用
が
で

き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
 

 
c)
 
本
来
の
意
図
さ
れ
た
使
用
ま
た
は
適
用
が

で
き
な
い
よ
う
な
処
置
を
と
る
。
 

c
)
 
本
来
の
意
図
さ
れ
た
使
用
ま
た
は
適
用
が

で
き
な
い
よ
う
な
処
置
を
と
る
。

 

 

d
)
 
外
部
へ
の
引
渡
し
後
又
は
業
務
の
実
施
後

に
不
適
合
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の

不
適
合
に
よ
る
影
響
又
は
起
こ
り
得
る
影
響

に
対
し
て
適
切
な
処
置
を
と
る
。
 

四
 
個
別
業
務
の
実
施
後
に
不
適
合
を
発
見
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
不
適
合
に
よ
る

影
響
又
は
起
こ
り
得
る
影
響
に
対
し
て
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

 
d)
 
外
部
へ
の
引
渡
し
後
ま
た
は
業
務
の
実
施

後
に
不
適
合
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
､
そ
の

不
適
合
に
よ
る
影
響
ま
た
は
起
こ
り
得
る
影

響
に
対
し
て
適
切
な
処
置
を
と
る
｡
 

d
)
 
外
部
へ
の
引
渡
し
後
ま
た
は
業
務
の
実
施

後
に
不
適
合
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
､
そ
の

不
適
合
に
よ
る
影
響
ま
た
は
起
こ
り
得
る
影

響
に
対
し
て
適
切
な
処
置
を
と
る
｡
 

 

注
記
 
“
c
)
本
来
の
意
図
さ
れ
た
使
用
又
は
適

用
が
で
き
な
い
よ
う
な
処
置
を
と
る
”
と
は

“
廃
棄
す
る
こ
と
”
を
含
む
。
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品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

(
4
)
 
不
適
合
に
修
正
を
施
し
た
場
合
に
は
、

要
求
事
項
へ
の
適
合
を
実
証
す
る
た
め
の
再

検
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
不
適
合
に
対

す
る
修
正
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
修

正
後
の
個
別
業
務
等
要
求
事
項
へ
の
適
合
性

を
実
証
す
る
た
め
の
再
検
証
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 
(4
)
 
不
適
合
に
修
正
を
施
し
た
場
合
に
は
、

要
求
事
項
へ
の
適
合
を
実
証
す
る
た
め
の
再

検
証
を
行
う
。
 

(
4
)
 
不
適
合
に
修
正
を
施
し
た
場
合
に
は
、

要
求
事
項
へ
の
適
合
を
実
証
す
る
た
め
の
再

検
証
を
行
う
。

 

 

(
5
)
 
不
適
合
の
性
質
の
記
録
、
及
び
不
適
合

に
対
し
て
と
ら
れ
た
特
別
採
用
を
含
む
処
置

の
記
録
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
4
.
2
.
4 
参
照

)
。
 

４
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
不
適
合
の
内

容
の
記
録
及
び
当
該
不
適
合
に
対
し
て
講
じ

た
措
置
（
特
別
採
用
を
含
む
。
）
の
記
録
を
作

成
し
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
(5
)
 
不
適
合
の
性
質
の
記
録
、
お
よ
び
不
適

合
に
対
し
て
と
ら
れ
た
特
別
採
用
を
含
む
処

置
の
記
録
を
維
持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参

照
）

 

(
5
)
 
不
適
合
の
性
質
の
記
録
、
お
よ
び
不
適

合
に
対
し
て
と
ら
れ
た
特
別
採
用
を
含
む
処

置
の
記
録
を
維
持
す
る
。
（
４
．
２
．
４
参

照
）

 

 

 
 

 
(6
)
 
原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
発
電
施
設
の

保
安
の
向
上
に
役
立
た
せ
る
観
点
か
ら
、
公

開
基
準
に
従
い
、
不
適
合
の
内
容
を
ニ
ュ
ー

シ
ア
へ
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
情
報
の
公

開
を
行
う
。
 

(
6
)
 
原
子
力
部
門
は
、
原
子
炉
施
設
の
保
安

の
向
上
に
役
立
た
せ
る
観
点
か
ら
、
公
開
基

準
に
従
い
、
不
適
合
の
内
容
を
ニ
ュ
ー
シ
ア

へ
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
情
報
の
公
開
を

行
う
。

 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

8
.
4
 
デ
ー
タ
の
分
析

 
（
デ
ー
タ
の
分
析
）

 
第
５
２
条
（
デ
ー
タ
の
分
析
）
 

８
．
４

 
デ
ー
タ
の
分
析

 
８
．
４

 デ
ー
タ
の
分
析

 
 

(
1
)
 
組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
適
切
性
及
び
有
効
性
を
実
証
す
る
た

め
、
ま
た
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
有
効
性
の
継
続
的
な
改
善
の
可
能
性
を
評

価
す
る
た
め
に
適
切
な
デ
ー
タ
を
明
確
に

し
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
分
析
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
中
に
は
、
監
視

及
び
測
定
の
結
果
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
並

び
に
そ
れ
以
外
の
該
当
す
る
情
報
源
か
ら
の

デ
ー
タ
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
五
十
二
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
品

質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
が
適
切
か
つ
実
効
性

の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
た

め
、
及
び
そ
の
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の

実
効
性
の
改
善
の
余
地
を
評
価
す
る
た
め

に
、
適
切
な
デ
ー
タ
（
監
視
測
定
の
結
果
か

ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
及
び
そ
れ
以
外
の
関
連

情
報
源
か
ら
の
デ
ー
タ
を
含
む
。
）
を
明
確
に

し
、
収
集
し
、
及
び
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

１
 規
則
第
５
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
適

切
か
つ
実
効
性
」
と
は
、

J
I
S
Q
9
00
1
 
で
使
用

さ
れ
て
い
る
「
適
切
性
及
び
有
効
性
」
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

２
 規
則
第
５
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
実

効
性
の
改
善
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 
で
使
用
さ

れ
て
い
る
「
有
効
性
の
継
続
的
改
善
」
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
適
切
性
お
よ
び
有
効
性
を
実
証

す
る
た
め
、
ま
た
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
有
効
性
の
継
続
的
な
改
善
の
可
能

性
を
評
価
す
る
た
め
に
、
表
３
（
表
１
３

９
）
－
２
の
８
．
４
項
に
係
る
社
内
標
準
に

お
い
て
適
切
な
デ
ー
タ
を
明
確
に
し
、
そ
れ

ら
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
分
析
す
る
。
こ
の

中
に
は
、
監
視
お
よ
び
測
定
の
結
果
か
ら
得

ら
れ
た
デ
ー
タ
な
ら
び
に
そ
れ
以
外
の
該
当

す
る
情
報
源
か
ら
の
デ
ー
タ
を
含
め
る
。
 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
適
切
性
お
よ
び
有
効
性
を
実
証

す
る
た
め
、
ま
た
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
有
効
性
の
継
続
的
な
改
善
の
可
能

性
を
評
価
す
る
た
め
に
、
表
３
（
表
１
３

９
）
－
２
の
８
．
４
項
に
係
る
社
内
標
準
に

お
い
て
適
切
な
デ
ー
タ
を
明
確
に
し
、
そ
れ

ら
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
分
析
す
る
。
こ
の

中
に
は
、
監
視
お
よ
び
測
定
の
結
果
か
ら
得

ら
れ
た
デ
ー
タ
な
ら
び
に
そ
れ
以
外
の
該
当

す
る
情
報
源
か
ら
の
デ
ー
タ
を
含
め
る
。

 

 

(
2
)
 
デ
ー
タ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
次
の
事
項

に
関
連
す
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
デ
ー

タ
の
分
析
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
情
報
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(2
)
 
デ
ー
タ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
次
の
事
項

に
関
連
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。
 

(
2
)
 
デ
ー
タ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
次
の
事
項

に
関
連
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。

 

 

a
)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
関
す
る
外
部
の
受

け
と
め
方

(
8
.
2
.
1
参
照
)
 

一
 
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
方
法

に
よ
り
収
集
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外

部
の
者
か
ら
の
意
見

 

３
 規
則
第
５
２
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す

る
「
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
外
部
の
者
」
と

は
、
J
I
S
Q
9
00
1
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
顧

客
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

a)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
関
す
る
外
部
の
受

け
と
め
方
（
８
．
２
．
１
参
照
）
 

a
)
 
原
子
力
安
全
の
達
成
に
関
す
る
外
部
の
受

け
と
め
方
（
８
．
２
．
１
参
照
）

 

 

b
)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合

(
8
.
2
.
3 
及
び

8
.
2
.
4
 参
照
)
 

二
 
個
別
業
務
等
要
求
事
項
へ
の
適
合
性

 
 

b)
 
業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合

（
８
．
２
．
３
お
よ
び
８
．
２
．
４
参
照
）

 

b
)
 
業
務
・
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項

へ
の
適
合
（
８
．
２
．
３
お
よ
び
８
．
２
．

４
参
照
）
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

・
5
.
2
 
と
同
様

 

c
)
 
予
防
処
置
の
機
会
を
得
る
こ
と
を
含
む
、

プ
ロ
セ
ス
及
び
原
子
力
施
設
の
、
特
性
及
び

傾
向
(
8.
2
.
3
 
及
び

8
.2
.
4
 
参
照
)
 

三
 
プ
ロ
セ
ス
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
特
性

及
び
傾
向
（
予
防
処
置
を
行
う
端
緒
と
な
る

も
の
を
含
む
。
）
 

 
c)
 
予
防
処
置
の
機
会
を
得
る
こ
と
を
含
む
、

プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
原
子
力
発
電
施
設
の
、
特

性
お
よ
び
傾
向
（
８
．
２
．
３
お
よ
び
８
．

２
．
４
参
照
）
 

c
)
 
予
防
処
置
の
機
会
を
得
る
こ
と
を
含
む
、

プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
、
特
性
お

よ
び
傾
向
（
８
．
２
．
３
お
よ
び
８
．
２
．

４
参
照
）
 

・
4
.
1
(
3
)
a)
 
と
同
様
 

d
)
 
供
給
者
の
能
力
（

7
.
4
 
参
照
）
 

四
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
供
給
能
力

 
 

d)
 
供
給
者
の
能
力
（
７
．
４
参
照
）

 
d
)
 
供
給
者
の
能
力
（
７
．
４
参
照
）

 
 

注
記
 
デ
ー
タ
の
分
析
に
は
、
中
長
期
的
な
視

点
（
1
0 
年
程
度
の
間
隔
）
に
立
脚
し
て
行
わ

れ
る
「
原
子
炉
施
設
の
定
期
的
な
評
価

(
P
S
R
)
」
も
含
ま
れ
る
。
 

 
 

 
 

 

8
.
5
 
改
善

 
 

 
８
．
５

 
改
善

 
８
．
５

 改
善

 
 

8
.
5
.
1
 継
続
的
改
善

 
（
改
善
）
 

第
５
３
条
（
改
善
）

 
８
．
５
．
１

 
継
続
的
改
善

 
８
．
５
．
１

 
継
続
的
改
善

 
 

組
織
は
、
品
質
方
針
、
品
質
目
標
、
監
査
結

果
、
デ
ー
タ
の
分
析
、
是
正
処
置
、
予
防
処

置
及
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
通
じ

て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効

性
を
継
続
的
に
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
五
十
三
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
そ

の
品
質
方
針
、
品
質
目
標
、
内
部
監
査
の
結

果
、
デ
ー
タ
の
分
析
、
是
正
処
置
、
予
防
処

置
及
び
経
営
責
任
者
照
査
の
活
用
を
通
じ

て
、
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
妥
当
性
及

び
実
効
性
を
維
持
す
る
た
め
に
変
更
が
必
要

な
事
項
を
全
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

当
該
変
更
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
 規
則
第
５
３
条
に
規
定
す
る
「
実
効
性
を

維
持
す
る
」
と
は
、

J
IS
Q
9
0
0
1
 
で
使
用
さ
れ

て
い
る
「
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
す
る
」

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
品
質
方
針
、
品
質
目
標
、

監
査
結
果
、
デ
ー
タ
の
分
析
、
是
正
処
置
、

予
防
処
置
お
よ
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー

を
通
じ
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
品
質
方
針
、
品
質
目
標
、

監
査
結
果
、
デ
ー
タ
の
分
析
、
是
正
処
置
、

予
防
処
置
お
よ
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー

を
通
じ
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
す
る
。

 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
妥

当
性
及
び
実
効
性
」
は
「
有
効
性
」
と
同

意
と
の
解
釈
で
可
と
の
回
答
が
、
ま
た
品

証
規
則
五
十
三
条
は

J
E
AC
4
1
1
1
-
20
0
9
 
の

「
8
.
5
.
1
 継
続
的
改
善
」
と
同
意
と
の
解

釈
で
可
と
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、

J
EA
C
4
1
1
1
 の
表
現
の
ま
ま
と
し

た
。

 

補(1)-35



 

JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

・
品
証
規
則
に
対
す
る
公
衆
審
査
に
て
「
変

更
が
必
要
な
事
項
を
全
て
明
ら
か
に
す

る
」
こ
と
の
要
求
に
あ
る
「
全
て
」
は
、

単
に
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
妥
当
性

及
び
実
効
性
を
維
持
す
る
た
め
に
変
更
が

必
要
な
事
項
を
全
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
経
営
責

任
者
照
査
等
か
ら
得
ら
れ
た
変
更
に
必
要

な
事
項
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
求
め

て
い
る
と
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、

J
EA
C
4
1
1
1
 の
表
現
の
ま
ま
と
し

た
。

 

8
.
5
.
2
 是
正
処
置

 
（
是
正
処
置
）
 

第
５
４
条
（
是
正
処
置
）

 
８
．
５
．
２

 
是
正
処
置

 
８
．
５
．
２

 
是
正
処
置

 
 

 
 

 
原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１

の
８
．
５
．
２
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立

し
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１

の
８
．
５
．
２
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立

し
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

 

(
1
)
 
組
織
は
、
再
発
防
止
の
た
め
、
不
適
合

の
原
因
を
除
去
す
る
処
置
を
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
五
十
四
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発

見
さ
れ
た
不
適
合
に
よ
る
影
響
に
照
ら
し
、

適
切
な
是
正
処
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
の
安
全

に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
発
生

し
た
根
本
的
な
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
行

う
分
析
（
以
下
「
根
本
原
因
分
析
」
と
い

う
。
）
を
、
手
順
を
確
立
し
た
上
で
、
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
 規
則
第
５
４
条
第

1
項
に
規
定
す
る
「
原

子
力
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
」
と

は
、「
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
与
え
る
重
要

性
に
応
じ
て
不
適
合
を
分
類
す
る
も
の
の
う

ち
、
重
要
度
の
高
い
も
の
」
を
い
う
。

 

(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
再
発
防
止
の
た
め
、

不
適
合
の
原
因
を
除
去
す
る
処
置
を
と
る
。

 

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
再
発
防
止
の
た
め
、

不
適
合
の
原
因
を
除
去
す
る
処
置
を
と
る
。

 

 

(
2
)
 
是
正
処
置
は
、
検
出
さ
れ
た
不
適
合
の

も
つ
影
響
に
応
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(2
)
 
是
正
処
置
は
､
検
出
さ
れ
た
不
適
合
の
も

つ
影
響
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
。
 

(
2
)
 
是
正
処
置
は
､検
出
さ
れ
た
不
適
合
の
も

つ
影
響
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
。

 

(
3
)
 
次
の
事
項
に
関
す
る
要
求
事
項
（
附
属

書
「
根
本
原
因
分
析
に
関
す
る
要
求
事
項
」

を
含
む
。
）
を
規
定
す
る
た
め
に
、
“
文
書
化

さ
れ
た
手
順
”
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る

要
求
事
項
を
規
定
し
た
是
正
処
置
手
順
書
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(3
)
 
次
の
事
項
に
関
す
る
要
求
事
項

（
J
E
A
C
4
1
11
附
属
書
「
根
本
原
因
分
析
に
関

す
る
要
求
事
項
」
を
含
む
。
）
を
規
定
す
る
。

 

(
3
)
 
次
の
事
項
に
関
す
る
要
求
事
項

（
J
E
A
C
41
1
1
附
属
書
「
根
本
原
因
分
析
に
関

す
る
要
求
事
項
」
を
含
む
。
）
を
規
定
す
る
。

 

 

a
)
 
不
適
合
の
内
容
確
認
 

一
 
不
適
合
の
照
査

 
 

a)
 
不
適
合
の
内
容
確
認

 
a
)
 
不
適
合
の
レ
ビ
ュ
ー
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

b
)
 
不
適
合
の
原
因
の
特
定
 

二
 
不
適
合
の
原
因
の
明
確
化

 
 

b)
 
不
適
合
の
原
因
の
特
定

 
b
)
 
不
適
合
の
原
因
の
特
定

 
 

c
)
 
不
適
合
の
再
発
防
止
を
確
実
に
す
る
た
め

の
処
置
の
必
要
性
の
評
価

 

三
 
不
適
合
が
再
発
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
措
置
の
必
要
性
の
評
価
 

 
c)
 
不
適
合
の
再
発
防
止
を
確
実
に
す
る
た
め

の
処
置
の
必
要
性
の
評
価

 

c
)
 
不
適
合
の
再
発
防
止
を
確
実
に
す
る
た
め

の
処
置
の
必
要
性
の
評
価

 

 

d
)
 
必
要
な
処
置
の
決
定
及
び
実
施
 

四
 
所
要
の
是
正
処
置
（
文
書
の
更
新
を
含

む
。
）
の
明
確
化
及
び
実
施
 

 
d)
 
必
要
な
処
置
の
決
定
お
よ
び
実
施

 
d
)
 
必
要
な
処
置
の
決
定
お
よ
び
実
施

 
 

e
)
 
と
っ
た
処
置
の
結
果
の
記
録

(
4
.
2.
4
 
参

照
)
 

五
 
是
正
処
置
に
関
し
調
査
を
行
っ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
結
果
及
び
当
該
結
果
に
基

づ
き
講
じ
た
是
正
処
置
の
結
果
の
記
録
 

 
e)
 
と
っ
た
処
置
の
結
果
の
記
録
（
４
．
２
．

４
参
照
）

 

e
)
 
と
っ
た
処
置
の
結
果
の
記
録
（
４
．
２
．

４
参
照
）
 

 

f
)
 
と
っ
た
是
正
処
置
の
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー
 
六

 
講
じ
た
是
正
処
置
及
び
そ
の
実
効
性
に
つ

い
て
の
照
査

 

２
 規
則
第
５
４
条
第
２
項
第
６
号
に
規
定
す

る
「
実
効
性
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 
で
使
用
さ

れ
て
い
る
「
有
効
性
」
に
相
当
す
る
も
の
で

あ
る
。
 

f)
 
と
っ
た
是
正
処
置
の
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー

 
f
)
 
と
っ
た
是
正
処
置
の
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー

 
 

注
記
 
f)
に
お
け
る
“
と
っ
た
是
正
処
置
”
と

は
、
a
)～

e
)
の
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 

8
.
5
.
3
 予
防
処
置

 
（
予
防
処
置
）
 

第
５
５
条
（
予
防
処
置
）

 
８
．
５
．
３

 
予
防
処
置

 
８
．
５
．
３

 
予
防
処
置

 
 

 
 

 
原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１

の
８
．
５
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立

し
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 

原
子
力
部
門
は
、
表
３
（
表
１
３
９
）
－
１

の
８
．
５
．
３
項
に
係
る
社
内
標
準
を
確
立

し
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

 

(
1
)
 
組
織
は
、
起
こ
り
得
る
不
適
合
が
発
生

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
保
安
活
動

の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
及
び
他
の

施
設
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
の
活
用
を
含
め
、

そ
の
原
因
を
除
去
す
る
処
置
を
決
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

第
五
十
五
条

 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
起

こ
り
得
る
問
題
の
影
響
に
照
ら
し
、
適
切
な

予
防
処
置
を
明
確
に
し
て
、
こ
れ
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

自
ら
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
保
安

活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
の
み

な
ら
ず
他
の
施
設
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
適

１
 規
則
第
５
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
保

安
活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
」

と
は
、
例
え
ば
、
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処

置
に
関
す
る
活
動
を
通
し
て
得
ら
れ
た
知
見

の
他
、
良
好
事
例
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
」
を

い
う
。
 

２
 規
則
第
５
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
他

(1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
起
こ
り
得
る
不
適
合

が
発
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
保

安
活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
お

よ
び
他
の
施
設
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
（
Ｐ
Ｗ

Ｒ
事
業
者
連
絡
会
で
取
り
扱
う
技
術
情
報
お

よ
び
ニ
ュ
ー
シ
ア
登
録
情
報
を
含
む
。
）
の
活

用
を
含
め
、
そ
の
原
因
を
除
去
す
る
処
置
を

(
1
)
 
原
子
力
部
門
は
、
起
こ
り
得
る
不
適
合

が
発
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
保

安
活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見

（
良
好
事
例
を
含
む
。
）
お
よ
び
他
の
施
設
か

ら
得
ら
れ
た
知
見
（
Ｐ
Ｗ
Ｒ
事
業
者
連
絡
会

で
取
り
扱
う
技
術
情
報
お
よ
び
ニ
ュ
ー
シ
ア

登
録
情
報
を
含
む
。）
の
活
用
を
含
め
、
そ
の

・
③
品
証
規
則
を
反
映
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JE
A
C
4
1
1
1
-2
0
0
9
 

品
証
規
則
 

品
証
規
則
解
釈
 

美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定
今
回
補
正
申
請
 

第
3
条
（
第

1
39
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 

へ
の
記
載
の
考
え
方
 

切
に
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

の
施
設
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
」
と
は
、
例
え

ば
、「
他
の
原
子
力
施
設
を
含
め
た
他
の
施
設

で
発
生
し
た
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
分
析

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
や
他
の
組
織
と
の

共
有
に
よ
っ
て
得
た
情
報
か
ら
得
ら
れ
た
知

見
」
を
い
う
。
 

決
め
る
。

 
原
因
を
除
去
す
る
処
置
を
決
め
る
。
こ
の
活

用
に
は
、
原
子
力
安
全
に
係
る
業
務
の
実
施

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
他
の
原
子
炉
設

置
者
と
共
有
す
る
こ
と
も
含
む
。

 

(
2
)
 
予
防
処
置
は
、
起
こ
り
得
る
問
題
の
影

響
に
応
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(2
)
 
予
防
処
置
は
、
起
こ
り
得
る
問
題
の
影

響
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
。
 

(
2
)
 
予
防
処
置
は
、
起
こ
り
得
る
問
題
の
影

響
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
。

 

 

(
3
)
 
次
の
事
項
に
関
す
る
要
求
事
項
（
附
属

書
「
根
本
原
因
分
析
に
関
す
る
要
求
事
項
」

を
含
む
。
）
を
規
定
す
る
た
め
に
、
“
文
書
化

さ
れ
た
手
順
”
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る

要
求
事
項
（
根
本
原
因
分
析
に
係
る
要
求
事

項
を
含
む
。
）
を
定
め
た
予
防
処
置
手
順
書
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(3
)
 
次
の
事
項
に
関
す
る
要
求
事
項

（
J
E
A
C
4
1
11
附
属
書
「
根
本
原
因
分
析
に
関

す
る
要
求
事
項
」
を
含
む
。
）
を
規
定
す
る
。

 

(
3
)
 
次
の
事
項
に
関
す
る
要
求
事
項

（
J
E
A
C
41
1
1
附
属
書
「
根
本
原
因
分
析
に
関

す
る
要
求
事
項
」
を
含
む
。
）
を
規
定
す
る
。

 

 

a
)
 
起
こ
り
得
る
不
適
合
及
び
そ
の
原
因
の
特

定
 

一
 
起
こ
り
得
る
不
適
合
及
び
そ
の
原
因
の
明

確
化
 

 
a)
 
起
こ
り
得
る
不
適
合
お
よ
び
そ
の
原
因
の

特
定

 

a
)
 
起
こ
り
得
る
不
適
合
お
よ
び
そ
の
原
因
の

特
定

 

 

b
)
 
不
適
合
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
処
置

の
必
要
性
の
評
価
 

二
 
予
防
処
置
の
必
要
性
の
評
価
 

 
b)
 
不
適
合
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
処
置

の
必
要
性
の
評
価

 

b
)
 
不
適
合
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
処
置

の
必
要
性
の
評
価

 

 

c
)
 
必
要
な
処
置
の
決
定
及
び
実
施
 

三
 
所
要
の
予
防
処
置
の
明
確
化
及
び
実
施

 
 

c)
 
必
要
な
処
置
の
決
定
お
よ
び
実
施

 
c
)
 
必
要
な
処
置
の
決
定
お
よ
び
実
施

 
 

d
)
 
と
っ
た
処
置
の
結
果
の
記
録

(
4
.
2.
4
 
参

照
)
 

四
 
予
防
処
置
に
関
し
調
査
を
行
っ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
結
果
及
び
当
該
結
果
に
基

づ
き
講
じ
た
予
防
処
置
の
結
果
の
記
録
 

 
d)
 
と
っ
た
処
置
の
結
果
の
記
録
（
４
．
２
．

４
参
照
）

 

d
)
 
と
っ
た
処
置
の
結
果
の
記
録
（
４
．
２
．

４
参
照
）
 

 

e
)
 
と
っ
た
予
防
処
置
の
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー
 
五

 
講
じ
た
予
防
処
置
及
び
そ
の
実
効
性
に
つ

い
て
の
照
査

 

３
 規
則
第
５
５
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す

る
「
実
効
性
」
と
は
、
J
I
S
Q
9
0
0
1 
で
使
用
さ

れ
て
い
る
「
有
効
性
」
に
相
当
す
る
も
の
で

あ
る
。
 

e)
 
と
っ
た
予
防
処
置
の
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー

 
e
)
 
と
っ
た
予
防
処
置
の
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー

 
 

注
記
１
 
(
1
)
に
お
け
る
“
活
用
”
に
は
、
保

安
活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を

他
の
組
織
と
共
有
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
 

 
 

 
 

 

注
記
２
 
e
)
に
お
け
る
“
と
っ
た
予
防
処
置
”

と
は
、
a
)
～
d
)
の
こ
と
で
あ
る
。
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美
浜
保
安
規
定
第

1
02
次
改
正
 

第
3
条
（
第

1
3
9
条
）
 
品
質
保
証
計
画
 

美
浜
保
安
規
定

 
今
回
補
正
申
請

 

第
3
条
（
第

1
39
条
）

 品
質
保
証
計
画

 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

へ
の
記
載
の
考
え
方

 

図
3
-1
（
図

13
9
-
1
も
同
様
）
 

 

図
3
-
1（
図

1
39
-1
も
同
様
）
 

 

         ・
記
載
の
適
正
化
 

・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

・
4.
1(
3
)
a)

 と
同
様
 

・
5.
2 
と
同
様
 

図３－１ 品質マネジメントシステム体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）本図は、品質マネジメントシステムを構成するプロセスの関連を規格要求事項に着目し、整理した上でＰＤＣＡに分類して示している。 

業務の詳細は各社内標準にて定める。 

（注２）原子力事業本部各部門統括とは、原子力企画部門統括、原子力安全部門統括、原子力発電部門統括、原子力技術部門統括（原子力技術）、原子力技術部門統括（土木建築）、

原子燃料部門統括のいずれかを指す。 

原子力 
安全 

・規制要求等 

・申請に関す
る説明 
・規定事項の
処理 
・その他説明 

官庁検査 
 
定期検査 
使用前検査 
保安検査 

報告 

異常事象 
情報提供 

保安検査官 

規程レベル 
承認 

通達レベル 
承認 

要綱レベル 
承認 

 ４.２文書化 
 （文書の承認） 

５.１ 経営者のコミットメント 
５.２ 原子力安全の重視 
５.３ 品質方針 

５.４ 計画 
５.５ 責任・権限およびコミュニケーション 

６.２ 人的資源 
６.３ 原子力発電施設 
６.４ 作業環境 

（総務室） 

７.１ 業務の計画 
７.２業務対する 

要求事項に関する 
プロセス 

７.３ 設計・開発 

７.４ 調 達 

７.５ 業務の実施 
（発電所） 

・運転管理 
・燃料管理 
・放射性廃棄物管理 
・放射線管理 
・保守管理 
・非常時の措置 

７.６ 監視機器および 
測定機器の管理 

（調達本部） 
（原子燃料サイクル室） 

（総務室） 
（土木建築室） 

８.２ 監視および測定（部門の内部監査含む） 

８.３  不適合管理 
８.５.２ 是正処置 （重要度に応じて上位者が責任者）＊ 
８.５.３ 予防処置 

８.４ データの分析 

５.６ マネジメントレビュー 

承認(重要度に応じて)＊ 

・・・
＊:承認レベルは各業務の社内標準にて定める 

顧客 社長 

（不適合の重要度に応じて） 

計画段階 
（Ｐlan） 

評価段階 
（Ｃheck） 

 
改善段階 
（Ａct） 

７.１ 業務の計画 
７.２ 業務対する 

要求事項に関する 
プロセス 

７.３ 設計・開発 

７.４ 調 達 

７.５ 業務の実施 
（原子力事業本部） 
・運転管理 
・燃料管理 
・放射性廃棄物管理 
・放射線管理 
・保守管理 
・非常時の措置 

７.６ 監視機器および 
測定機器の管理 

・ ・ ・ 

原子力事業本部長、 
経営監査室長 
（管理責任者） 

原子力事業本
部各部門統括 

原子力事業本部 発電所 

調達本部、 
原子燃料サイクル室、 
総務室、土木建築室 

実施段階 
（Ｄo） 

図３－１ 品質マネジメントシステム体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）本図は、品質マネジメントシステムを構成するプロセスの関連を規格要求事項に着目し、整理した上でＰＤＣＡに分類して示している。 

業務の詳細は各社内標準にて定める。 

（注２）原子力事業本部各部門統括とは、原子力企画部門統括、原子力安全部門統括、原子力発電部門統括、原子力技術部門統括（原子力技術）、原子力技術部門統括（土木建築）、

原子燃料部門統括のいずれかを指す。 

原子力 
安全 

・規制要求等 

・申請に関す
る説明 

・規定事項の
処理 

・その他説明 

官庁検査 
 
施設定期検査 
使用前検査 
保安検査 

報告 

異常事象 
情報提供 

保安検査官 

規程レベル 
承認 

通達レベル 
承認 

要綱レベル 
承認 

 ４.２文書化に関する要求事項 
 （文書の承認） 

５.１ 経営者のコミットメント 
５.２ 原子力安全の重視 
５.３ 品質方針 

５.４ 計画 
５.５ 責任・権限およびコミュニケーション 

６.２ 人的資源 
６.３ 原子炉施設およびインフラストラクチャー 
６.４ 作業環境 

（総務室） 

７.１ 業務の計画 
７.２ 業務・原子炉施設

に対する要求事項
に関するプロセス 

７.３ 設計・開発 

７.４ 調 達 

７.５ 業務の実施 
（発電所） 

・運転管理 
・燃料管理 
・放射性廃棄物管理 
・放射線管理 
・保守管理 
・非常時の措置 

７.６ 監視機器および 
測定機器の管理 

（調達本部） 
（原子燃料サイクル室） 

（総務室） 
（土木建築室） 

８.２ 監視および測定（部門の内部監査含む） 

８.３  不適合管理 
８.５.２ 是正処置 （重要度に応じて上位者が責任者）＊ 
８.５.３ 予防処置 

８.４ データの分析 

５.６ マネジメントレビュー 

承認(重要度に応じて)＊ 

・・・
＊:承認レベルは各業務の社内標準にて定める 

顧客 社長 

（不適合の重要度に応じて） 

計画段階 
（Ｐlan） 

評価段階 
（Ｃheck） 

 
改善段階 
（Ａct） 

７.１ 業務の計画 
７.２ 業務・原子炉施設

に対する要求事項
に関するプロセス 

７.３ 設計・開発 

７.４ 調 達 

７.５ 業務の実施 
（原子力事業本部） 
・運転管理 
・燃料管理 
・放射性廃棄物管理 
・放射線管理 
・保守管理 
・非常時の措置 

７.６ 監視機器および 
測定機器の管理 

・ ・ ・ 

原子力事業本部長、 
経営監査室長 
（管理責任者） 

原子力事業本
部各部門統括 

原子力事業本部 発電所 
調達本部、 

原子燃料サイクル室、 
総務室、土木建築室 

実施段階 
（Ｄo） 
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３
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本
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質
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連
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E
A
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表
3
-
1
：
本
品
質
保
証
計
画
関
連
条
項
と

JE
AC
4
1
11
の
要
求
事
項
に
基
づ
き
作
成
す
る
社
内

標
準
と
の
関
係
（
表

1
39
-1
も
同
様
）
 

 

 

表
３
－
１
：
本
品
質
保
証
計
画
関
連
条
項
と

JE
AC
41
11
の
要
求
事
項
に
基
づ
き
作
成
す
る
社
内
標
準
と
の
関
係
 

本
品
質
保
証
 

計
画
関
連
条
項
 

項
 
目
 

社
内
標
準
名
 

所
管
箇
所
 

文
書
番
号
 

１
次

文
書
 

２
次
文
書
 

４
．
２
．
３
 

４
．
２
．
４
 

文
書
管
理
 

記
録
の
管
理
 
原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 ※
１  

原
子
力
部
門
に
お
け
る

文
書
・
記
録
管
理
通
達
 

 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
企
画
部
門
 

平
成
１
８
 

原
総
通
達
 

第
３
号
 

８
．
２
．
２
 

内
部
監
査
 

原
子
力
部
門
に
お
け
る

内
部
監
査
通
達
 

 

経
営
監
査
室
 

 

平
成
１
８
 

経
営
原
通
達
 

第
１
号
 

８
．
３
 

８
．
５
．
２
 

不
適
合
管
理
 

是
正
処
置
 

不
適
合
管
理
お
よ
び
是

正
処
置
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

平
成
１
８
 

原
品
証
通
達
 

第
１
号
 

８
．
５
．
３
 

予
防
処
置
 

予
防
処
置
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

平
成
１
８
 

原
発
電
通
達
 

第
２
号
 

※
１
：
原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
の
所
管
箇
所
は
、
原
子
力
事
業
本
部
、
総
務
室
お
よ

び
経
営
監
査
室
で
あ
り
、
文
書
番
号
は
平
成
１
５
規
程
第
５
号
と
す
る
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て

同
じ
）。

 

表
３
－
１
：
本
品
質
保
証
計
画
関
連
条
項
と

JE
AC
41
11
の
要
求
事
項
に
基
づ
き
作
成
す
る
社
内
標
準
と
の
関
係
 

本
品
質
保
証
 

計
画
関
連
条
項
 

項
 
目
 

社
内
標
準
名
 

所
管
箇
所
 

文
書
番
号
 

１
次

文
書
 

２
次
文
書
 

４
．
２
．
３
 

４
．
２
．
４
 

文
書
管
理
 

記
録
の
管
理
 
原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 ※ １  

原
子
力
部
門
に
お
け
る

文
書
・
記
録
管
理
通
達
 

 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
企
画
部
門
 

平
成
１
８
 

原
総
通
達
 

第
３
号
 

８
．
２
．
２
 

内
部
監
査
 

原
子
力
部
門
に
お
け
る

内
部
監
査
通
達
 

 

経
営
監
査
室
 

 

平
成
１
８
 

経
営
原
通
達
 

第
１
号
 

８
．
３
 

８
．
５
．
２
 

不
適
合
管
理
 

是
正
処
置
 

不
適
合
管
理
お
よ
び
是

正
処
置
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

平
成
１
８
 

原
品
証
通
達
 

第
１
号
 

８
．
５
．
３
 

予
防
処
置
 

予
防
処
置
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

平
成
１
８
 

原
発
電
通
達
 

第
２
号
 

※
１
：
原
子
力
発
電
の
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全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
の
所
管
箇
所
は
、
原
子
力
事
業
本
部
、
総
務
室
お
よ

び
経
営
監
査
室
で
あ
り
、
文
書
番
号
は
平
成
１
５
規
程
第
５
号
と
す
る
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て

同
じ
）。
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表
3
-2
：
本
品
質
保
証
計
画
関
連
条
項
お
よ
び
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関
連
条
項
と
原
子
力
部
門
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と
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定
し
た
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内
標
準
と
の
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係

 
 

  ・
記
載
の
適
正
化

 

               ・
④
品
証
規
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を
反
映

 

・
1
次
文
書
の
品
証
規
則
を
反

映
し
た
箇
所
を
受
け
る

2

次
文
書
を
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表３－２：本品質保証計画関連条項および本規定関連条項と原子力部門が必要と決定した社内標準との関係 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

４．１ 重要度分

類 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

グレード分け通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原

品証通達 第

２号 

 

５．４ 

６．２．２ 

品質目標 品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原

品証通達 第

３号 

 

５．５．３ 

５．６ 

内部コミ

ュニケー

ション 

内部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原

品証通達 第

４号 

第６条、第８条（第３章保安管理体制および評価） 

６．１ 資源の提

供 

要員・組織計画

通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

平成１８ 原

原企通達 第

１号 

 

６．１ 

６．２ 

力量、教

育・訓練お

よび認識 

教育・訓練通達 原子力事業本部 

原子力企画部門 

平成１８ 原

原企通達 第

２号 

第１３１条、第１３２条（第１０章保安教育） 
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定
し
た
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内
標
準
と
の
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表
1
39
-2
：
本
品
質
保
証
計
画
関
連
条
項
お
よ
び
本
規
定
関
連
条
項
と
原
子
力
部
門
が
必
要
と

決
定
し
た
社
内
標
準
と
の
関
係
 

 

  ・
記
載
の
適
正
化
 

               ・
④
品
証
規
則
を
反
映
 

・
1
次
文
書
の
品
証
規
則
を
反

映
し
た
箇
所
を
受
け
る

2

次
文
書
を
反
映

 

表１３９－２：本品質保証計画関連条項および本規定関連条項と原子力部門が必要と決定した社内標準との関係 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

４．１ 重要度分

類 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

グレード分け通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原

品証通達 第

２号 

 

５．４ 

６．２．２ 

品質目標 品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原

品証通達 第

３号 

 

５．５．３ 

５．６ 

内部コミ

ュニケー

ション 

内部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原

品証通達 第

４号 

第１４２条、第１４３条（第３章保安管理体制） 

６．１ 資源の提

供 

要員・組織計画

通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

平成１８ 原

原企通達 第

１号 

 

６．１ 

６．２ 

力量、教

育・訓練お

よび認識 

教育・訓練通達 原子力事業本部 

原子力企画部門 

平成１８ 原

原企通達 第

２号 

第２０１条、第２０２条（第１０章保安教育） 

 

表１３９－２：本品質保証計画関連条項および本規定関連条項と原子力部門が必要と決定した社内標準との関係 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

４．１ 重要度分

類 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

グレード分け通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原

品証通達 第

２号 

 

４．１ 安全文化 安全文化通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成２５ 原

品証通達 第

１号 

第１３７条、第１３８条、第１３９条 

５．４ 

５．５．３ 

６．２．２ 

品質目標 品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原

品証通達 第

３号 

 

５．５．３ プロセス

責任者 

原子力部門にお

ける文書・記録

管理通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

平成１８ 原

総通達 第３

号 

 

５．５．４ 

５．６ 

内部コミ

ュニケー

ション 

内部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原

品証通達 第

４号 

第１４２条、第１４３条 

６．１ 資源の提

供 

要員・組織計画

通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

平成１８ 原

原企通達 第

１号 

 

６．１ 

６．２ 

力量、教

育・訓練お

よび認識 

教育・訓練通達 原子力事業本部 

原子力企画部門 

平成１８ 原

原企通達 第

２号 

第２０１条、第２０２条 
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連
条
項
お
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本
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条
項
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が
必
要
と
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定
し
た
社
内
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     ・
記
載
の
適
正
化
 

                  ・
保
安
規
定
第

1
8
条
～
第

18

条
の

6
を
受
け
る

2
次
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書
を
反
映

 

表３－２（続き） 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

６．１ 

６．３ 

６．４ 

７．１ 

７．２ 

７．５ 

７．６ 

８．２．４ 

 

運転管理 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原発電

通達 第１号 

第９条の２、第１０条の２、第１２条の２から第

９３条（第４章運転管理）、 

第１２０条、第１２０条の３、第１２０条の４ 

（第８章保守管理）、 

第１３４条（第１１章記録および報告） 

燃料管理 原子燃料管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原燃保

通達 第１号 

第９４条から第９９条（第５章燃料管理）、 

第１３４条（第１１章記録および報告） 

放射性廃

棄物管理 

放射性廃棄物管

理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原放管

通達 第１号 

第１００条から第１０４条（第６章放射性廃棄物

管理）、第１３４条（第１１章記録および報告） 

放射線管

理 

放射線管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原放管

通達 第２号 

第１０５条から第１１９条（第７章放射線管理）、

第１２２条の２、第１２９条の２(第９章非常時の

措置)、第１３４条（第１１章記録および報告） 

保守管理 保守管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第１号 

第１２条の２（第４章運転管理）、第９５条、第

９８条（第５章燃料管理）、第１２０条（第８章

保守管理） 

非常時の

措置 

非常時の措置通

達 

原子力事業本部 

原子力安全部門 

平成２６ 原危管

通達 第１号 

第１２１条、第１２２条、第１２３条から第１２

９条、第１３０条(第９章非常時の措置) 

その他 安全管理通達 原子力事業本部 

原子力安全部門 

平成２６ 原安管

通達 第１号 

第９条から第１１条（第３章保安管理体制および

評価）、第１２条の２（第４章運転管理）、第１

２０条の２（第８章保守管理） 

原子燃料サイク

ル通達 

原子力事業本部 

原子燃料部門 

平成１８ 原燃品

通達 第１号 

第９４条から第９９条（第５章燃料管理） 

原子力技術業務

要綱 

原子力事業本部 

原子力技術部門 

平成１７ 原プ技

要綱 第２号 

 

 

表３－２（続き） 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

６．１ 

６．３ 

６．４ 

７．１ 

７．２ 

７．５ 

７．６ 

８．２．４ 

 

運転管理 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原発電

通達 第１号 

第９条の２、第１０条の２、第１２条の２から第

９３条、第１２０条、第１２０条の３、第１２０

条の４、第１３４条 

燃料管理 原子燃料管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原燃保

通達 第１号 

第９４条から第９９条、第１３４条 

放射性廃

棄物管理 

放射性廃棄物管

理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原放管

通達 第１号 

第１００条から第１０４条、第１３４条 

放射線管

理 

放射線管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原放管

通達 第２号 

第１０５条から第１１９条、第１２２条の２、第

１２９条の２、第１３４条 

保守管理 保守管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第１号 

第１２条の２、第９５条、第９８条、第１２０条 

非常時の

措置 

非常時の措置通

達 

原子力事業本部 

原子力安全部門 

平成２６ 原危管

通達 第１号 

第１８条の５、第１８条の６、第１２１条、第１

２２条、第１２３条から第１２９条、第１３０条 

その他 安全管理通達 原子力事業本部 

原子力安全部門 

平成２６ 原安管

通達 第１号 

第９条から第１１条、第１２条の２、第１２０条

の２ 

原子燃料サイク

ル通達 

原子力事業本部 

原子燃料部門 

平成１８ 原燃品

通達 第１号 

第９４条から第９９条 

火災防護通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成２７ 原発電

通達 第１号 

第１８条 

原子力技術業務

要綱 

原子力事業本部 

原子力技術部門 

平成１７ 原プ技

要綱 第２号 
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し
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と
の
関
係
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表１３９－２（続き） 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

６．１ 

６．３ 

６．４ 

７．１ 

７．２ 

７．５ 

７．６ 

８．２．４ 

 

廃止措置

管理 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

廃止措置管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成２７ 原廃計

通達 第１号 

第１４４条、第１４５条、第１５１条、第１５４

条から第１５６条（第４章廃止措置管理） 

運転管理通達 平成１８ 原発電

通達 第１号 

第１４７条から第１５０条、第１５２条、第１５

３条、第１５７条から第１６０条（第４章廃止措

置管理）、第１８７条、第１８８条（第８章保守

管理）、第２０４条（第１１章記録および報告） 

燃料管理 原子燃料管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原燃保

通達 第１号 

第１６１条から第１６４条（第５章燃料管理）、 

第２０４条（第１１章記録および報告） 

放射性廃

棄物管理 

放射性廃棄物管

理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原放管

通達 第１号 

第１６５条から第１７１条（第６章放射性廃棄物

管理）、第２０４条（第１１章記録および報告） 

放射線管

理 

放射線管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原放管

通達 第２号 

第１７２条から第１８６条（第７章放射線管理）、

第１９１条、第１９９条(第９章非常時の措置)、

第２０４条（第１１章記録および報告） 

保守管理 保守管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第１号 

第１８７条（第８章保守管理） 

非常時の

措置 

非常時の措置通

達 

原子力事業本部 

原子力安全部門 

平成２６ 原危管

通達 第１号 

第１５３条（第４章廃止措置管理）、第１８９条、

第１９０条、第１９２条から第１９８条、第２０

０条(第９章非常時の措置) 

その他 原子燃料サイク

ル通達 

原子力事業本部 

原子燃料部門 

平成１８ 原燃品

通達 第１号 

第１６１条から第１６４条（第５章燃料管理） 

原子力技術業務

要綱 

原子力事業本部 

原子力技術部門 

平成１７ 原プ技

要綱 第２号 

 

 

表１３９－２（続き） 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

６．１ 

６．３ 

６．４ 

７．１ 

７．２ 

７．５ 

７．６ 

８．２．４ 

 

廃止措置

管理 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

廃止措置管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成２７ 原廃計

通達 第１号 

第１４４条、第１４５条、第１５１条、第１５４

条から第１５６条 

運転管理通達 平成１８ 原発電

通達 第１号 

第１４７条から第１５０条、第１５２条、第１５

３条、第１５７条から第１６０条、第１８７条、

第１８８条、第２０４条 

燃料管理 原子燃料管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原燃保

通達 第１号 

第１６１条から第１６４条、第２０４条 

放射性廃

棄物管理 

放射性廃棄物管

理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原放管

通達 第１号 

第１６５条から第１７１条、第２０４条 

放射線管

理 

放射線管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原放管

通達 第２号 

第１７２条から第１８６条、第１９１条、第１９

９条、第２０４条 

保守管理 保守管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第１号 

第１８７条 

非常時の

措置 

非常時の措置通

達 

原子力事業本部 

原子力安全部門 

平成２６ 原危管

通達 第１号 

第１５３条、第１８９条、第１９０条、第１９２

条から第１９８条、第２００条 

その他 原子燃料サイク

ル通達 

原子力事業本部 

原子燃料部門 

平成１８ 原燃品

通達 第１号 

第１６１条から第１６４条 

原子力技術業務

要綱 

原子力事業本部 

原子力技術部門 

平成１７ 原プ技

要綱 第２号 
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3
-2
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本
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質
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証
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連
条
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よ
び
本
規
定
関
連
条
項
と
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子
力
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が
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表３－２（続き） 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

７．２．２ 

７．２．３ 

８．２．１ 

外部との

コミュニ

ケーショ

ン 

原子力安

全の達成 原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

外部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原発電

通達 第３号 

 

７．３ 設計・開

発 

設計・開発通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第２号 

第１２０条（第８章保守管理） 

７．４ 

７．５．５ 

調達 

調達製品

の保存 

原子力部門にお

ける調達管理通

達 

調達本部 平成２７ 調原通

達 第１号 

 

７．６ 監視機器

および測

定機器の

管理 

監視機器・測定機

器管理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第３号 

 

８．２．３ プロセス

の監視お

よび測定 

品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原品証

通達 第３号 

 

原子力部門にお

ける内部監査通

達 

経営監査室 

 

平成１８経営原

通達 第１号 

 

７．６ 

８．２．４ 

検査およ

び試験 

検査・試験通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第４号 

 

８．４ データの

分析 

データ分析通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原品証

通達 第５号 

 

 

表３－２（続き） 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

７．２．２ 

７．２．３ 

８．２．１ 

外部との

コミュニ

ケーショ

ン 

原子力安

全の達成 原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

外部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原発電

通達 第３号 

 

７．３ 設計・開

発 

設計・開発通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第２号 

第１２０条 

７．４ 

７．５．５ 

調達 

調達製品

の保存 

原子力部門にお

ける調達管理通

達 

調達本部 平成２７ 調原通

達 第１号 

 

７．６ 監視機器

および測

定機器の

管理 

監視機器・測定機

器管理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第３号 

 

８．２．３ プロセス

の監視お

よび測定 

品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原品証

通達 第３号 
 

原子力部門にお

ける内部監査通

達 

経営監査室 

 

平成１８経営原

通達 第１号  

７．６ 

８．２．４ 

検査およ

び試験 

検査・試験通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第４号 
 

８．４ データの

分析 

データ分析通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原品証

通達 第５号 
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項
お
よ
び
本
規
定
関
連
条
項
と
原
子
力
部
門
が
必
要
と

決
定
し
た
社
内
標
準
と
の
関
係
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1
39
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質
保
証
計
画
関
連
条
項
お
よ
び
本
規
定
関
連
条
項
と
原
子
力
部
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が
必
要
と

決
定
し
た
社
内
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と
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化
 

 

表１３９－２（続き） 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

７．２．２ 

７．２．３ 

８．２．１ 

外部との

コミュニ

ケーショ

ン 

原子力安

全の達成 原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

外部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原発電

通達 第３号 

 

７．３ 設計・開

発 

設計・開発通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第２号 

第１８７条（第８章保守管理） 

７．４ 

７．５．５ 

調達 

調達製品

の保存 

原子力部門にお

ける調達管理通

達 

調達本部 平成２７ 調原通

達 第１号 

 

７．６ 監視機器

および測

定機器の

管理 

監視機器・測定機

器管理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第３号 

 

８．２．３ プロセス

の監視お

よび測定 

品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原品証

通達 第３号 

 

原子力部門にお

ける内部監査通

達 

経営監査室 

 

平成１８経営原

通達 第１号 

 

７．６ 

８．２．４ 

検査およ

び試験 

検査・試験通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第４号 

 

８．４ データの

分析 

データ分析通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原品証

通達 第５号 

 

 

表１３９－２（続き） 

本品質保証 

計画関連条項 項 目 

社内標準名 

所管箇所 文書番号 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

７．２．２ 

７．２．３ 

８．２．１ 

外部との

コミュニ

ケーショ

ン 

原子力安

全の達成 原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
 

外部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原発電

通達 第３号 

 

７．３ 設計・開

発 

設計・開発通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第２号 

第１８７条 

７．４ 

７．５．５ 

調達 

調達製品

の保存 

原子力部門にお

ける調達管理通

達 

調達本部 平成２７ 調原通

達 第１号 

 

７．６ 監視機器

および測

定機器の

管理 

監視機器・測定機

器管理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第３号 

 

８．２．３ プロセス

の監視お

よび測定 

品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原品証

通達 第３号 

 

原子力部門にお

ける内部監査通

達 

経営監査室 

 

平成１８経営原

通達 第１号 

 

７．６ 

８．２．４ 

検査およ

び試験 

検査・試験通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原保修

通達 第４号 

 

８．４ データの

分析 

データ分析通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

平成１８ 原品証

通達 第５号 

 

 

補(1)-46



 

 

１－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保安規定に係る品質保証計画」及び「工事計画に係る品質保証計画」 

の記載のうち「原子炉施設」の考え方について 
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「保安規定に係る品質保証計画」及び「工事計画に係る品質保証計画」 

の記載のうち原子炉施設の考え方について 

 

「保安規定に係る品質保証計画」及び「工事計画に係る品質保証計画」の記載のうち、「原子力施

設」の記載を「原子炉施設」に見直しを行う。理由は以下のとおり。 

 

 

現在の記載（原子力施設）の考え方  

実用炉規則第 92条第 1項第 3号にて要求される、発電用原子炉施設の品質保証に関する要求

事項を満たすため、JEAC4111の記載に合わせて「原子力施設」とした。 

また、保安規定及び工事計画に係る品質保証計画は当社の QMS を表したものであるので、保

安規定及び工事計画の対象範囲と当社の QMSの対象範囲は同じ「原子力施設」である。 

 

 

変更後の記載（原子炉施設）の考え方  

保安規定と工事計画に係る品質保証計画の対象範囲を、実用炉規則の対象となる発電用原子

炉施設を指す「原子炉施設」とする。 

「原子力施設」のうち「原子炉施設」については、保安規定及び工事計画に係る品質保証計画

の「7.1 業務の計画」にて管理を行い、「原子炉施設」以外の原子力施設については、同じく「7.1 

業務の計画」にて管理を行うか、「6.3 原子炉施設およびインフラストラクチャー」にて管理す

る。 

 

 

原子力施設と原子炉施設の関係について 

 

 

以上 
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  補足説明資料－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉主任技術者の職位の範囲の見直し 
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原子炉主任技術者の職位の範囲の見直しについて  

 

 

原子炉主任技術者（以下、炉主任）は専任と兼任のいずれの形態でも職務遂行が可能であるが、兼任

の場合は、炉主任としての保安の監督の責務を十全に果たす観点から、兼任する職位を限定することが

必要である。 

当社では美浜発電所を含めて、現状、炉主任の職務遂行形態として、品質保証室長などの職位を兼任

する形態を採用しているが、今回の新規制基準の施行を踏まえて、炉主任が兼任する職位の範囲の見直

しについて、以下にその見直しに関する考え方、見直し結果および兼任する場合の職務遂行における必

要な措置などについてまとめる。 

なお、原子力発電所の安全性を維持・向上させるためには、炉主任に求められる責務は更に重要なも

のとなると考えており、これまでの弊社の先行審査プラント（高浜・大飯発電所）の審査会合での議論

等も踏まえて、今後、炉主任の体制強化や職務遂行形態（専任の炉主任）について、今後継続的に検討

を進めていくこととしたい。 

 

Ⅰ.炉主任が兼任する職位の範囲の見直しについて 

１．検討の背景と目的 

新規制基準適合前の美浜発電所原子炉施設保安規定では、炉主任の選任に関して、品質保証室長、

品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長の 4職位を記載し、これらを炉主任の兼任が可

能な職位の範囲とし、現状 1名の炉主任を配置している。 

これは、従来の規制において、同一の工場又は事業所における同一型式の原子炉については、複数

号機の炉主任を兼任することが可能であったため、上記の運用を行っていたものであるが、今回の新

規制規準の施行を受け、炉主任の選任、つまり、美浜発電所においては 1名の炉主任資格保有者を 3

号機に、上記の職位として割り当てることが必要となる。 

他方、炉主任資格保有者は限られているため、炉主任資格取得者の配置の硬直化が懸念されること

から、これを解消することが望ましい。また、この対応は原子力発電所の安全性向上にも資するもの

と考えている。 

そのため、炉主任が兼任する職位について、規制上の要求等を踏まえた整理等を行い、その範囲を

見直し、保安規定の記載内容を変更することとする。 

なお、炉主任が兼任可能な職位の範囲の見直しにおいては、従来の考え方を変更するものではない。 

 

２．炉主任が兼任する職位の見直しに関する検討方法について 

炉主任が兼任する職位の見直しに関して、以下のような段階的アプローチにより、かかる検討を実

施する（添付資料 1参照）。 

 ①：炉主任の選任に係る規制上の要求事項・要件等の整理・抽出 

● 原子炉等規制法、炉規則、保安規定審査基準、美浜発電所 原子炉設置（変更）許可申請書及

び「保安規定変更に係る基本方針」における記載内容の確認を行い、炉主任の選任に関する

要求事項・要件等を抽出し、整理を行う。 
 

 ②：炉主任が兼任可能な職位の選定 

● ①で整理された要件に照らし、炉主任が兼任可能な職位を選定する。 
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 ③：炉主任が兼任することが妥当な職位に関する職務遂行の観点からの選定 

● 炉主任の職務内容から、②で選定した職位としての職務遂行上の、運用面での問題点・課題

等を抽出し、兼任が妥当な職位（職務）の選定を行う。 
 

 ④：炉主任職務のより適切な遂行のための措置に関する検討 

● ③で選定された職位が、炉主任職務をより適切に遂行するという観点で、必要な措置等につ

いて検討を行う。 
 

これらの評価や検討から、炉主任を兼任することが妥当な職位の選定と、その職務を適切に遂行す

るために実施すべき措置を抽出する。 

以上のステップ①～④の各々の評価・検討の内容・結果等を、次にまとめる。 

 

３．炉主任が兼任する職位の見直しに関する具体的検討について 

(1)炉主任の選任に係る規制上の要求事項・要件等の整理・抽出 

炉主任が兼任する職位の見直しの検討にあたり、まずは炉主任の選任に際しての規制上の要求

事項等の整理を行い、その整理結果から炉主任を兼任することの妥当性の判断要素を抽出と分類

等を行う。この検討結果については、添付資料 2に示す。 

 

(a)本検討の結論 

炉主任が兼任可能な職位の選定に関する判断要素の整理結果については、以下のとおりである。 

（選任の条件） 

【独立性の確保】 

   ・所長に対して的確な指示ができる環境が整っていること 

・上位機関に重要な情報が確実に報告されること 

【必要な権限と組織上の位置付けがなされていること】 

・所長に対して的確な指示ができること 

・従業員に対して的確な指揮指導ができること 

   ・必要な情報が入ること 

   ・運転に従事する者に指示し、従事するものはその指示に従うこと 

（兼任の条件） 

【炉主任と兼任する職位の判断が炉主任の判断と相反しないこと】 

 ・保安規定に定められる炉主任の職務と兼任する職位の職務での判断の 

相反性が想定されないこと 

 

(b)検討 

炉主任の選任に関する法令等の要求事項の抽出にあたっては、「核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律」（以下、炉規法）、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則」（以下、炉規則）、「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定

の審査基準」（以下、保安規定審査基準）、「美浜発電所 原子炉施設設置（変更）許可申請書」

（以下、美浜発電所設置許可申請書）、および「保安規定変更に係る基本方針」を対象として、

その要求事項や要件等の抽出等を行う。 
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a.炉規法での要求事項等 

炉規法においては、添付資料 2の表 2（1/3）に示すとおり、第 43条の 3の 26第 1項及び

第 2項に炉主任に関する記載がある。 

第 43条の 3の 26第 1項の要求事項は、原子炉主任技術者免状を有し、原子力規制委員会

規則（炉規則）で定める実務の経験を有するもののうちから炉主任を選任することを求めて

いるものであり、炉主任として選定される場合の資格に関する要件であることから、職位の

選定に関する判断要素は含まれない。 

第 43条の 3の 26第 2項に記載されている要求事項の一つは、原子炉主任技術者が誠実に

その職務に当たることを義務付けているものであり、炉主任として選任された後の、炉主任

としての職務遂行上の要求事項であることから、職位の選定に関する判断要素は含まれな

い。 

また、第 43条の 3の 26第 2項の二つ目の要求事項は、原子炉の運転に従事するものは炉

主任がその保安のためにする指示に従わなければならないことを要求しているものであり、

この要求事項自体は、炉主任の選定に関する判断要素を含むものではない。ただし、本要求

事項を満足するためには、炉主任の保安のための指示に、運転に従事するものを従わせるよ

うにすることを確実にするため、炉主任としての必要な権限や組織上の位置付けを明確にし

ておく必要があり、これは職位の選定に関する判断要素が含まれると考える。 

なお、第 43条の 3の 26第 2項のうち、原子力規制委員会が炉主任の解任を命ずることが

できることに関しては、炉主任の選任に関する要件ではないことから、職位の選定に関する

判断要素も含まれない。 

 

b.炉規則での要求事項等 

炉規則においては、添付資料 2の表 2（2/3）に示すとおり、第 92条第 1項第 5号および第

95条に、炉主任に関する記載がある。 

このうち、第 92条第 1項第 5号においては、「炉主任の権限および組織上の位置づけについ

て保安規定に定めること」が求められている。本要求事項は、保安規定の記載内容に関するも

のであり、要求事項自体は炉主任の選任に関係する要件とはならないが、炉主任の権限と組織

上の位置づけに関しては、炉主任の選任に関係する要件として抽出できる。 

具体的には、炉主任の権限と組織上の位置付けに関しては、以下のような事項が必要な要素

であると考えている。 

必要な権限： 

①所長に対して的確な指示ができること 

②従業員に対して的確な指揮指導ができること 

組織上の位置付け： 

①必要な情報が入ること（炉主任職務を迅速かつ的確に実施するため） 

②運転に従事するものに指示し、従事する者はその指示に従うこと 

 

なお、炉規則第 95条においては、「原子炉毎の炉主任の選任」と「実務経験の有するものを

選任すること」が求められているが、これらは、炉主任の選任者数に関する要求事項であるこ

とと、選任における条件として実務経験を有する者を求める要求事項であり、「資格」に関す
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る要件であることから、炉主任の選任可能な職位の検討にかかる判断要素は含まれない。 

 

c.保安規定審査基準での要求事項等 

保安規定審査基準においては、添付資料 2の表 2（3/3）に示すとおり、大別して、3つの事

項について、審査基準として設けられている。 

 

1つ目の基準については、炉主任の選任について、「保安規定に定められていること」が挙げ

られているものであり、この基準には炉主任の選任可能な職位の検討にかかる判断要素は含ま

れない。 

2つ目の基準については、「炉主任の職務範囲及びその内容」が適切に定められていること、

および「必要な権限と組織上の位置づけがなされていること」が挙げられているものであり、

この基準からは、3.(2)で抽出した判断要素と同じ要素が抽出される。 

3つ目の基準については、「炉主任の独立性」を確保することが挙げられており、この要素に

ついては、炉主任の選任に関する条件であり、炉主任の選任可能な職位の検討にかかる判断要

素である。 

 

2つ目の基準から抽出される判断要素に関する「必要な権限と組織上の位置付け」について

は、b.と同様であるため、記載を省略する。また、3つ目の判断要素である「炉主任の独立性」

については、具体的には、以下のような事項が必要な要素であると考えている。 

独立性： 

①所長に対して的確な指示ができる環境が整っていること 

②上位機関に重要な情報が確実に報告されること 

 

d.美浜発電所 設置許可申請書での記載事項等 

美浜発電所 設置許可申請書においては、添付資料 2の表 2（3/3）に示すとおり、以下の 3

つの事項について記載している。 

(a) 発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用原子炉施設の

工事又は保守管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する

業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を 3 年以上有する者の中から職務遂行能

力を考慮した上で発電用原子炉毎に選任する。 

(b) 発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最

優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保した上で、本店の保

安に関する管理職を配置する。 

(c) 本店の保安に関する管理職が、発電所の他の職位と兼任する場合は、兼任する職位としての

判断と発電用原子炉主任技術者としての判断が相反しない職位とするとともに、相反性を確実

に排除させる措置を講じる。 

 

このうち、(a)に関しては、選任する際において選任の対象者が有する「資格」に関する要

件、「選任数」に関する要件であり、炉主任の選任可能な職位に関する判断要素は含まれない。 
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(b)に関しては、c.にも記載したように、炉主任の独立性の確保に関する事項であり、炉主

任の選任に関する判断要素が含まれる。 

(c)に関しては、兼任をする場合の要件であり、兼任する職位としての判断と炉主任として

の判断が相反しない職位を選定することを要件としているものであり、炉主任の選任可能な

職位に関する判断要素となる。  
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e.「保安規定変更に係る基本方針」での記載事項等 

保安規定変更に係る基本方針においては、以下のとおりの記載があり、「発電用原子炉ごと

に選任」、「実務経験が必要」、「課長級以上から選定する」こととしている。 

 

5.1 原子炉主任技術者の選任について 

省令改正に伴い、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下、炉規則という。）95 

条の改正に伴い、発電用原子炉主任技術者（以下、「炉主任」という。）の選任等について、「同

一の工場又は事業所における同一型式の原子炉については、兼任することを妨げない。」として

規定していた内容が削除されるとともに、新たに実務の経験として通算して 3 年以上であるこ

とが求められている。 

＜炉規則改正内容の抜粋＞ 

炉規則第９５条第１項第９号 発電用原子炉主任技術者の選任等 

変更前 変更後 

第十九条法第四十条第一項の規定に

よる原子炉主任技術者の選任は、原

子炉ごとに行うものとする。ただ

し、同一の工場又は事業所におる同

一型式の原子炉については、兼任す

ることを妨げない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法第四十条第二項の規定による届

出書の提出部数は、正本一通とす

る。 

第九十五条法第四十三条の三の二十六第一項の規定に

よる発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子

炉ごとに行うものとする。 

 

２ 法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員

会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号ま

でに掲げる期間が通算して三年以上であることとす

る。 

一発電用原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務

に従事した期間 

二発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間 

三発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評

価に関する業務に従事した期間 

四発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関

する業務に従事した期間 

３ 法第四十三条の三の二十六第二項で準用する法第四

十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本

一通とする。 

 

 

（中略） 

5.1.3保安規定に定める役職要件 

炉主任に選任する役職要件は、従前より保安規定において炉主任の職務を果たすために、 

正の炉主任については独立性の観点から保安規定に定める特定の役職者、代行者の職位に 

ついても課長級以上としており、考え方に変更は無い。 
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(2) 炉主任が兼任可能な職位の選定 

本検討ステップでは、(1)の検討結果抽出された各判断要素に関して、これを満足するために、

職位によらず必要な対応なども整理した上で、各々の要件・判断要素に照らして、炉主任が兼任

可能な職位について、美浜発電所の全職位を対象に、各条件を満足するかを評価する。 

(a)本検討での結論 

炉主任として選任する条件としての「独立性」や「必要な権限と組織上の位置づけ」につ

いて、現状において兼任が可能な職としている品質保証室長等と同様に、本店マネジャーを

併任させる措置を行うことを前提として、兼任を行う条件である「炉主任との判断の相反性

がないこと」を満足する職位として、現状も選定可能な職位としている品質保証室長、品質

保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長に加えて技術課長、保全計画課長および発

電所課長を選定することができる。これらの職位は、原子炉施設の運転に関する職務に携わ

らないこと、および特定の設備に対する責任と権限を有していないことに加えて、炉主任の

確認や報告を伴う活動においても保安規定に規定された基準による判断を行うことや、予め

定められた社内標準等に基づいた活動を行うことから、職務遂行上、炉主任との判断の相反

性の発生が想定されず、選任可能な職位として選定されるものである。 

 

(b)検討 

a.判断要素の再整理について 

 (1)で抽出した判断要素については、下表のとおり再整理することができる。 

選任の

条件 

各要件・判断要素 対応等 職位に関する関係 

独立性 所長に対して的確な

指示ができる環境が

整っていること 

炉主任業務の人事評価を所長

が行わず、上位機関の長が実

施する本店マネジャーを併任

する人事措置を行う 

選任する職位に依存せず

に、実施する事項。ただ

し、独立性の確保により、

職務遂行が困難になるよ

うな職位は選定しない。 

上位機関に重要な情

報が確実に報告され

ること 

事業本部長への報告義務を、

保安規定に記載している 

選任する職位に依存しな

い義務 

必要な

権限と

組織上

の位置

付け 

所長に対して的確な

指示ができること 

所長に対して的確な指示を行

う旨を、保安規定に規定して

いる 

選任する職位に依存しな

い義務 

従業員に対して的確

な指揮指導ができる

こと 

的確な指揮指導をする旨を、

保安規定に規定している 

選任する職位に依存しな

い義務 

必要な情報が入るこ

と 

選任対象は、必要な情報が入

手できる特別管理職 

選任する職位は、特別管

理職とする 

運転に従事する者に

指示し、従事するも

のはその指示に従う

こと 

上記と同様、特別管理職から

選任する。 

保安規定に指示することと、

指示に従うことを規定してい

る 

選任する職位は、特別管

理職とする。 

選任する職位に依存しな

い義務 

 

兼任の

条件 

保安規定に定められ

る炉主任の職務と兼

任する職位の職務で

炉主任の職務は保安規定に定

められていることから、各条

文を確認し、判断の相反性の

選任する職位（職務）に

依存する事項であり、判

断の相反性を否定できな
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の判断の相反性が想

定されないこと 

有無について確認する。 い職位は選定しない、ま

たは判断の相反性を発生

させない措置をとる。 

 

 

これらの整理結果から、炉主任が兼任する職位の選定の基本的方針としては、共通事項と

して、情報入手の容易さ、権限や組織上の位置づけの観点から、特別管理職から選任するこ

ととし、それ以外の方針は、以下の 2点となる。 

方針 1： 保安規定で定められている職位または職務として、所長からの独立性の観点から

選任が適切でない職位は選任しない。 

方針 2： 保安規定に定められる炉主任としての職務と、兼任する職位としての判断の相反

性が否定できない職位は選任しない。もしくは必要な措置を講じることで判断の

相反性が発生させない。 

 

b.具体的検討 

a.で整理した結果、職位として本件の検討に関して、(1)で抽出された要件・判断要素

をもとに、美浜発電所 原子炉施設保安規定に規定される美浜発電所の全職位を対象に、

選任の可否の評価を実施した。この検討プロセスの概要については、以下に示すとおり

であり、特に炉主任としての判断との相反性に関して確認した結果を添付資料 3-1およ

び 3-2に示す。 

       【基本的考え方と具体的な検討】 

① 保安規定で定められている職位または職務として、所長からの独立性の観点か

ら選任が不可または困難な職位は選定しない。 

 具体的には、所長及び、保安規定上の職務として、所長を補佐することを職務とし

ている職位（原子力安全統括、副所長、運営統括長）は選定しない。 

 

② 保安規定に定められる炉主任としての職務と兼任する職位としての判断の相反

性が否定できない職位は選定しない。 

 具体的には、原子炉施設の運転に携わることを職務とする職位（発電室長、当直課

長等）、および職務上、特定の設備に関する責任と権限を有する職位（電気保修課長、

計装保修課長、原子炉保修課長、タービン保修課長等）については選定しない。 

 

この職位としての判断の相反性の発生の有無に関して、保安規定で定められる各種

保安活動について、保安規定の全条文を確認し、その実施者（各課（室）長）が実施

する活動における、炉主任の関与（判断等の実施）の有無に関する確認を行った（添

付資料 3-1参照）。 

次に、炉主任の関与が発生する活動を対象に、炉主任としての判断と兼任する職位

としての判断の相反性の有無に関する評価を実施した（添付資料 3-2参照）。 

この結果、原子炉施設の保安の業務に関し、各課（室）長と発電用原子炉主任技術

者の判断の関係は、以下の３ケースに分類され、③に該当する課（室）長を兼任可能

な職位から除外することで担保可能であった。 
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① 客観的事実の報告のため、当該職位の判断基準が明確で、発電用原子炉主任
技術者の判断と相反しない場合 

② 業務が社内標準等で規定され、これに基づき判断するため、発電用原子炉主
任技術者の判断と相反しない場合 

③ 状況に応じての総合判断となるため、発電用原子炉主任技術者の判断と相反
する可能性が明確に否定できない場合（※） 

（※）③に該当する職位は、保安規定条文内容を確認した結果、「運転上の制限

（LCO）が課せられている設備を所管する課（室）」および「原子炉施設の運

転を所管する課（室）」に該当する課（室）である。 

 

ただし、兼任可能と判断した職位について、所管の変更や規制要求の変更などがあった

場合は、上記③に関する該当の有無に応じて、適宜、見直しを行う必要がある。 

なお、いずれの職位が選定された場合も、炉主任として選任するにあたっては、独立性

の確保の観点から、現状での炉主任兼任者である品質保証室長等と同様に、本店マネジャ

ーを併任させる措置を行うことを条件とする。 

    

【選任できない／しない職位】 

職位 選任の可否に関する説明 

所長 所長からの独立性を確保するため、選任できない。 

原子力安全統括 所長を補佐する職務であり、独立性確保の観点から選任しない。 

副所長 同上 

運営統括長 同上 

所長室長 一部設備を所管するため、炉主任との判断の相反性を否定できないため、

選任できない。 

所長室課長（総務） 所長室長を補佐する職務であることから、選定しない。 

原子燃料課長 一部設備を所管するため、炉主任との判断の相反性を否定できないため、

選任できない。 

放射線管理課長 同上 

発電室長 原子炉施設の運転に関する業務を担当することから、炉主任との判断の

相反性を否定できないため、選任できない。 

当直課長 同上 

定検課長 発電室長を補佐する職務であるため、選定しない。 

電気保修課長 設備の保守・修理に関する業務を担当し、設備を所管することから、炉

主任との判断の相反性を否定できないため、選任できない。 

計装保修課長 同上 

原子炉保修課長 同上 

タービン保修課長 同上 

土木建築課長 同上 

電気工事グループ 

課長 

同上 
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機械工事グループ 

課長 

同上 

土木建築工事グルー

プ課長 

同上 

   【選任可能な職位】 

職位 選任の可否に関する理由 

品質保証室長 原子力発電に関する品質保証活動の統括に関する業務を行っており、保

安に関する設備も所管しておらず、炉主任との判断の相反性は想定され

ない。なお、現状も兼任可能な職位として認められている。 

品質保証室課長 品質保証室長を補佐する職務であり、炉主任との判断の相反性は想定さ

れない。なお、現状も兼任可能な職位として認められている。 

安全・防災室長 原子炉施設の管理運用に関する安全評価、その他技術安全の総括などに

関する業務を行っており、保安に関する設備も所管しておらず、炉主任

との判断の相反性は想定されない。なお、現状も兼任可能な職位として

認められている。 

安全・防災室課長 安全・防災室長を補佐する職務であり、炉主任との判断の相反性は想定

されない。なお、現状も兼任可能な職位として認められている。 

技術課長 発電所の技術関係事項の総括に関する業務を行っており、保安に関する

設備を所管せず、炉主任との判断の相反性は想定されないことから、選

任は可能と考える。 

保全計画課長 原子炉施設の保守、総括に関する業務を行っており、保安に関する設備

を所管せず、炉主任との判断の相反性は想定されないことから、選任は

可能と考える。 

発電所課長 設備を所管しなければ、炉主任との判断の相反性は想定されないことか

ら選任は可能と考える。 
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(3) 炉主任が兼任することが妥当な職位に関する職務遂行の観点からの選定 

本検討ステップでは、(2)の検討結果から選定された職位に対して、兼任する職位としての職務

の遂行の観点から、炉主任の職務との相反性や運用上の課題・問題点などを抽出する。また、抽

出された課題や問題点について、その解決が困難な職位については、炉主任を兼任する職位とし

ては選定しないこととするとともに、解決が可能なものについては、それらを検討・対応するこ

とで、炉主任が兼任することが妥当な職位として選定する。 

(a)本検討での結論 

職務遂行の観点も含めて検討を実施した結果、従来の品質保証室長、品質保証室課長、安全・

防災室長、安全・防災室課長に加えて、技術課長と保全計画課長を追加することは妥当と考え

る。なお、これらの 2 職位の職務については、従来の職位が牽制的機能を有しているのと同様

に、各々技術分野、保修分野に関する牽制的機能も有していることからも、炉主任が兼任する職

位として選定することは妥当と考える。 

ただし、炉主任としての職務をより適切に遂行する観点で、解決すべき課題があるため、それ

らの対応について検討する必要がある。 

 

(b)検討 

(2)において選定された、技術課長、保全計画課長及び発電所課長（設備を所管しない発電所

課長）（以下、これらをまとめて 3職位という）について、職務遂行上の観点から、運用面での

問題点・課題等を抽出し、兼任が妥当な職位（職務）の選定を行う。 

a.プラントが通常状態における職務遂行上の問題点・課題等について 

ここでは、原子力施設が通常状態での、いわゆる日常的な業務の遂行における炉主任の

職務と上記の職位の遂行上の問題点・課題等について抽出する。 

その検討方法としては、炉主任としての職務として、より詳細な職務を記載している社

内規定（安全管理業務要綱）において記載されている職務内容を示し、3職位の職務内容の

関係を整理する。その整理結果を添付資料 4に示す。 

整理結果の概要は、以下のとおりである。 

 

イ.記録の確認 

 本項目に関しては、保安規定に定める「原子炉主任技術者の職務等」に定める記録の

内容の確認であり、QMSに基づいて実施される活動であり、判断の相反性の発生は想定

されず、職務遂行上の問題点・課題等も抽出されない。 

ロ.方針の確認 

  本項目に関しては、制御棒の挿入限界や、１次冷却材温度･圧力制限範囲などについ

て、その内容を確認するものである。これらも QMSに基づいて実施されるものであり、

判断の相反性は想定されない。また、これらについても 3 職位はそれらの方針を作成

する立場にないため、職務遂行上の課題・問題点も抽出されない。 

ハ.報告内容等の確認 

  本項目に関しては、トラブルや不足の事態等が発生したことに関する報告であり、

あらかじめ定められた社内ルールに基づいて実施されることから、判断の相反性は想

定されない。また、これらの 3 職位は設備を有しないことから、これらの判断を実施

する立場にないため、職務遂行上の課題・問題点も抽出されない。 
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ニ.保安のための指示 

  本項目については、炉主任として選任された者に対する義務を明確化したものであ

り、職務遂行上の課題・問題点は抽出されない。 

ホ.保安のために重要な事項についての原子力事業本部長への報告 

  本項目については、炉主任として選任された者に対する報告に関する内容を明確化

したものであり、職務遂行上の課題・問題点は抽出されない。 

へ.原子力発電安全委員会、原子力発電安全運営委員会および原子炉施設の保安に関する

発電所内の会議への参加 

  本項目については、各種会議体への参加や開催を要求することを定めたものであり、

職務遂行上の課題・問題点は抽出されない。 

ト.検査の立会い 

  本項目については、検査の実施に際して、その立会いに関して定めたものである。こ

の際、検査の所管課（室）長として 3職位とされている場合は、検査体制に関して、独

立性の確保の観点での課題が抽出される。 

  また、検査に関連して、定期事業者検査に関してもその実施体制として、炉主任が判

断を実施する場合において、検査所管課（室）長が 3 職位とされている場合は、検査

体制に関して、独立性の確保の観点での課題が抽出される。 

チ.保安検査官への日常業務等 

  本項目については、保安検査官への日常の運転状況の報告や指摘、質問事項等に関

する回答を行うことを記載しているものであり、判断の相反性の発生は想定されず、

職務遂行上の課題・問題点は抽出されない。 

 

これらの整理結果において、「ト.検査の立会」に関して、炉主任の職務として、使用

前検査と原子力規制委員会および経済産業省が立会う定期検査（蒸気タービン性能検査

除く。）に関する立会いを行うこととしている。また、定期事業者検査のうち、所管主任

技術者として炉主任が担当しており、上記の 3職位が検査所管課（室）長としている検

査として、技術課長が検査所管課（室）長としている、「総合負荷性能検査」がある（添

付資料 5参照）。したがって、技術課長が炉主任として選任された場合においては、検査

体制の独立性を確保するための措置が必要である。 

 

b.プラントが異常状態に陥った際の職務遂行上の問題点・課題等について 

ここでは、原子力施設において重大事故等が発生した場合の対応時の問題点・課題等を

抽出する。このような場合は、発電所においては、発電所警戒本部および発電所対策本部を

組織し、上記 3 職位を含めた各課室長は、各班の長となり、必要な対応にあたることとな

る（添付資料 6参照）。 

この体制において、技術課長は情報班長を、保全計画課長は保修班長を、そして発電所課

長は本部附または特命班長として位置づけられ、本部長（所長）の指示のもと、係る対応を

行うこととなる。 

この対応において、各班の班長が係る対応ができなくなった場合においては、あらかじ

め定められた副班長が班長の役割を担うこととしている。 
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ここで、保安規定第 10 条にも規定しているように、「原子炉主任技術者は、原子炉施設

の運転に関し保安の監督を誠実に、かつ、最優先に行うことを任務とする」こととしてお

り、炉主任の職務は、兼任する職位よりも優先するものである。 

したがって、プラントが通常状態であっても、異常状態にあっても、炉主任の職務を迅速

かつ的確に遂行するにあたっては、これらの職務に関して、予め別の職位にその職務を担

わせるように設定しておくなどの措置を行い、炉主任としての職務に支障をきたさないよ

うにしておくことが適切である。これらの検討については、3.(4)「炉主任職務をより適切

に遂行するための措置に関する検討」に示す。 

 

次に、発電所課長についての検討を以下に示す。発電所課長という職位に関しては、現状にお

いて、具体的には以下の 4職位が設定されている。 

・発電所課長（所則課長） 

・発電所課長（ボイラー・タービン主任技術者） 

・発電所課長（電気技術アドバイザー） 

・発電所課長（機械技術アドバイザー） 

 

これらの職位に関しては、(2)で述べたように、設備を所管しておらず、当該職位としての判

断と炉主任としての判断が相反することは想定されない。しかしながら、発電所課長としての

職務について、保安規定において「所長の指示する範囲の業務を行う」と規定しており、所長の

指示する範囲の業務として、設備を所管させる業務を付与することも否定はできないことなど

から、炉主任を兼任させるのに妥当な職位としては、発電所課長という職位については、選定し

ないものとする。 

 

ここまでの検討で、技術課長と保全計画課長について、炉主任が兼任することが妥当な職位

として、選定されることなる。これに加えて、これらの両職位の各々の業務を整理し、それらが

炉主任としての判断の相反性が発生しないかを念のため確認する。 

両職位の具体的職務に対する炉主任の相反性について、添付資料 7-1 に示す。これらの職務

のうち、上述した検査の実施に関する職務や非常時の対応などを除いた職務については、確立

された品質マネジメントシステム（QMS）のもと、予め定められた社内標準等に基づいて遂行さ

れることから、炉主任としての判断の相反が発生することは想定されない。また、この両職位と

しての職務においては、現状において炉主任が兼任可能な職位である品質保証室長等と同様に、

各々技術分野、保修分野に関する他課（室）に対する牽制的機能も有している。 
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(4)炉主任職務をより適切に遂行するための措置に関する検討 

本検討ステップでは、(3)の検討結果から抽出された、技術課長と保全計画課長の職位に与えら

れた職務において、検査体制の独立性確保とプラント異常時の対策本部体制での各班長としての

対応に関して、より適切に炉主任の職務を遂行するという観点での措置を検討する。 

 (a)技術課長を炉主任として選任する場合の措置について 

技術課長が炉主任として選任されたユニットに対しては、担当する検査である総合負荷性能検

査の実施者として、代理の者とするなどの措置を行い、炉主任としての職務遂行との独立性を確

保する。 

また、技術課長は、プラントに異常が発生し、通報連絡体制が確立、もしくは、発電所警戒本

部または対策本部が設置された場合には、情報班長としての役割を担うことになるが、炉主任と

しての職務の的確な遂行の観点から、予め課（室）長級以上の職位から、情報班長として任命し

ておく。 

 

(b)保全計画課長を炉主任として選任する場合の措置について 

保全計画課長は、プラントに異常が発生し、発電所警戒本部または対策本部が設置された場合

には、保修班長としての役割を担うこととなるが、保全計画課長が炉主任として選任されている

場合、炉主任としての職務の的確な遂行の観点から、予め、課（室）長級以上の職位から、保修

班長として任命しておく。 

 

なお、発電所警戒本部等が設置された場合の役割に対して、予め任命しておく職位については、

今後組織や体制の拡充等があった場合には、改めて検討するものとする。 

 

４．炉主任が発電所職位を兼任する場合の判断の相反性の排除について 

当社においては、炉主任職務を遂行するにあたり、その職務遂行に必要な情報等の入手の容易

性を確保する観点から、品質保証室長等の職位を兼任することとしている。 

この場合、炉主任としての職務を遂行すると、兼任する職位としての職務の両方を遂行するよ

うなことがあるが、判断の相反性を確実に排除するため、担当する炉の兼任する職位としての職

務を遂行させない措置が必要である。また、その者によって遂行されない職務については、別の

者が遂行することとなるが、それに対する品質レベル等を確保することも必要である。 

この方針は炉主任としての選任が妥当な職位を見直した結果として、従来から追加された技術

課長と保全計画課長のみに対する考え方ではなく、従来から選任されていた職位（品質保証室長

／課長、安全・防災室長／課長）に対しても適用することが必要である。 

この方針を職務の運用上、確実に展開していくために、炉主任は、担当する炉について、兼任す

る職位の職務を遂行せず、兼任する職位としての職務については、その上位職が遂行することと

し、その旨、保安規定に規定することとする。 

この詳細な検討については、添付資料 7-2に示す。  

 

  

補(1)-63



 

５．炉主任を専任する場合と発電所職務を兼任する場合の相違点等について 

上述したように、炉主任の職務遂行形態には、専任と兼任の両方があり、１．から４．までの

検討は、当社での現状の運用である兼任する場合を考慮して、各種検討を行ったものである。し

かしながら、今後、炉主任の体制強化や変更として、炉主任の専任化も含めて検討を進めていく

ことから、職務遂行形態としての専任と兼任のそれぞれの特長を比較するとともに、いずれの場

合においても同じように、その職務遂行が可能となるような措置に関する検討を行う。また、そ

れぞれの特長の比較については、「３．炉主任の選任（兼任）が妥当な職位等に関する具体的検討」

に示した、炉主任の選任が可能な職位の選定に関する判断要素を用いて比較・整理を実施する。 

なお、炉主任を専任とする場合においても、兼任の場合と同様に発電所に駐在させて職務遂行

を行うこととするため、勤務場所の相違点はない。 

 

選任の条件 各要件・判断要素 専任と兼任の相違点の有無とその説明 

独立性 所長に対して的確な指示

ができる環境が整ってい

ること 

無：炉主任業務の人事評価を所長が行わず、上位機関

の長が実施。本店マネジャーを併任する人事措置

を行う。職務遂行形態によらず同じ措置を実施。 

上位機関に重要な情報が

確実に報告されること 

無：事業本部長への報告義務を、保安規定に規定。職

務遂行形態によらず適用。 

必要な権限

と組織上の

位置付け 

所長に対して的確な指示

ができること 

無：所長に対して的確な指示を行う旨を、保安規定に

規定。職務遂行形態によらず適用。 

従業員に対して的確な指

揮指導ができること 

無：的確な指揮指導をする旨を、保安規定に規定。職

務遂行形態によらず適用。 

必要な情報が入ること 有：選任対象は、必要な情報が入手できる課（室）

長級以上である点は同じであるが、兼任の場合

は、兼任職位の職務遂行による情報が入手される 

運転に従事する者に指示

し、従事するものはその

指示に従うこと 

無：保安規定に指示することと、指示に従うことを規

定。職務遂行形態によらず適用。 

兼任の条件 保安規定に定められる炉

主任の職務と兼任する職

位の職務での判断の相反

性が想定されないこと 

有：兼任の場合、判断の相反性が想定されない職務を

選定し、かつ炉主任として担当する兼任職位とし

ての職務は遂行しない。他方、専任の場合は判断

の相反性はアプリオリに排除されている。 

注）ハッチング部は専任と兼任で相違点のある要素。 

 

上記のとおり、兼任の場合と専任の場合を比較すると、「必要な情報が入ること」と「判断の相

反性」の 2点の相違点があるが、「判断の相反性」に関しては、専任の場合、他の職位を兼任しな

いことから、専任の炉主任であることをもって既に排除されているため、兼任の場合と異なり、

特段の措置は不要である。 

次に、「必要な情報が入ること」に関して、以下のとおり整理を行った。兼任する職位および炉

主任としての職務遂行において入手される情報は、 

(1)課（室）長級以上の職位であることで得られる情報（各種会議体での審議状況の把握など） 

(2)兼任する職位としての職務を遂行により得られる情報 

(3)炉主任としての職務（保安規定第 10条に規定）遂行により得られる情報 

の 3つに大別することができる。 

これに関して、炉主任を専任する場合は、兼任する職位がないため、(2)の「兼任する職位とし

補(1)-64



 

ての職務を遂行により得られる情報」に関して、兼任する場合とは相違点がある。ただし、保安

規定第 10 条の 2.「原子炉施設の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにす

る指示に従う」と規定されており、炉主任には職務遂行上、必要な情報を入手することを含めて、

運転に従事する者に対してその指示に従わせるための権限が与えられていることから、権限の観

点では専任と兼任での相違点はない。 

一方で、運用の観点では、兼任の場合は兼任する職務に関する情報入手については特段の指示

を要しないという点で、専任と兼任での相違点がある。専任の炉主任がその職務遂行をより円滑

にするという観点において、兼任の場合は特段の指示をすることなく入手される情報が、専任の

炉主任に対しても同じように入手される仕組みを構築しておくことは、円滑な炉主任の職務遂行、

ひいては原子炉施設の安全性の維持・向上にも資すると考える。そのため、炉主任の専任化の体

制構築および運用の際には、情報入手の容易性を確保するための運用方法等について社内標準に

定めることとする。 
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Ⅱ．原子炉主任技術者（代行者）に関する運用の見直しについて 

１．検討の背景と目的 

炉主任の職務のひとつに、重大事故等の発生時にその事故収束のための的確な対応を行うことがあ

り、例えば、休日等においても、現場での炉主任としての対応が必要な場合は発電所に参集可能なよ

うに、非常召集可能圏内（美浜町等圏内）に配置する必要がある。この配置に関する運用においては、

正の炉主任が速やかに発電所に参集できない場合を考慮し、炉主任の代行者を含めた配置とする。 

この運用を行うにあたり、正の炉主任および炉主任の代行者への負担を考慮して、代行者選任の運

用に関して、「保安規定変更に係る基本方針」を踏まえ、見直しを行う。 

 

２．具体的検討 

「保安規定変更に係る基本方針」において、炉主任の選任条件として、「炉主任免状をすること」、

「実務経験を有すること」を定めており、代行者の選任に関しては「課長級以上から選任すること」

を定めている（Ⅰ.3.(1)(b)e.「保安規定変更に係る基本方針の記載内容」参照）。このうち、「実務

経験を有すること」については、新規制基準を踏まえた新たな条件ではあるが、それ以外の条件に関

する考え方は従来と同様である。この代行者の選任条件である、「課長級以上から選任すること」に

関しては、この条件が示しているように、考え方としては従前より、職位のクラスを示したものであ

る。 

正の炉主任と代行者の職務遂行に関する役割の考え方を従来から変えるものではなく、保安規定 

第 9 条第 6 項にあるように「原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合は、代行者と交代する」

ものである。 

上述のとおり、炉主任としての職務遂行としては、重大事故等の対応を適切に実施することがある

ことから、正の炉主任が非常召集可能圏内を離れる場合にはその職務が遂行できなくなると考え、そ

の際に、炉主任としての権限を非常召集可能圏内に配置される代行者に引き継ぐこととする。これに

より、重大事故等を含めて、プラントに異常が発生した場合の対応に関して、対応する炉主任の権限

及び連絡体制を予め明確にしておくことで、炉主任としての職務遂行を円滑に実施できるようにし

ておく。これらの検討は添付資料 8に整理する。 

以上、今回の原子炉主任技術者（代行者）に関する運用の見直しについて、従来の運用と比較して

以下のとおり整理される。 

項目 従来の運用 今後の運用 

設

置

許

可

申

請

書 
 

本文十号 
(c)体制の整
備 

－ 

時間外、休日(夜間)に重大事故等が発生した場合、緊
急時対策本部要員は、発電用原子炉主任技術者が原

子炉施設の運転に関する保安の監督を誠実に行うこ

とができるよう、通信連絡手段により必要の都度、情

報連絡(プラントの状況、対策の状況)を行い、発電用
原子炉主任技術者は、その情報連絡を受け、原子炉施

設の運転に関し保安上必要な場合は指示を行う。 
発電用原子炉主任技術者は、連絡により発電所に非

常召集する。重大事故等の発生連絡を受けた後、発電
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所に駆けつけられるよう、非常召集可能圏内に発電

用原子炉主任技術者を 1名配置する。 

添付書類五 
(6.有資格者
等の選任・配

置) 

－ 

発電用原子炉主任技術者不在時においても、発電用

原子炉施設の運転に関し保安上必要な指示ができる

よう、代行者を発電用原子炉主任技術者の選任要件

を満たす管理職から選任し、職務遂行に万全を期し

ている。 

炉主任の配置 
(正)品質保証室長等 
(副)発電所の課(室)長
以上 

同左 

代行者の運用が必

要な場合 

正の原子炉主任技術

者が職務を遂行でき

ない場合 
同左 
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Ⅲ．原子炉主任技術者の今後の運用に関する規定方法について 
 
Ⅰ～Ⅱの検討結果を踏まえた、原子炉主任技術者の範囲の見直しに伴う明確にするべき運用方法につ

いて整理し、それらを保安規定または下部規定に規定する基本的考え方について以下に示す。 
 

１．原子炉主任技術者の運用に関する規定の基本的考え方について 
当社の原子炉主任技術者の運用については、保安規定及び下部規定において規定する。その整理につい

ては「保安規定変更に係る基本方針」（添付資料 9参照）に則り実施する。その概要は以下の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 概要 詳細 

保安規定 
  行為者（だれが） 
  行為内容（なにを） 

  組織の役割分担 
  文書化する項目と体系 
  力量の維持 
  適用する外部条件 
  各条文における要求事項等 

下部規定 
  保安規定に定める行為の範囲
内において実施手段としての

具体的な実施要領 

  保安規定に定める行為内容を遂行
する実施者及び実施内容 

 
２．原子炉主任技術者の運用について保安規定に記載すべき事項に関する検討 
 １．の通り、保安規定については、原子炉主任技術者にかかる継続的に遵守する事項を記載し、下部規

定については、保安規定に定める行為の範囲内において PDCAサイクルにより継続的に改善すべき実施
手段としての具体的な実施要領を記載することとする。ここでは、今回の原子炉施設保安規定変更認可

申請(補正)にあたって論点となった原子炉主任技術者の職位の範囲の見直し内容について、具体的に１．
の基本的考え方との整理を実施し、結果を以下に示す。 
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論
点

 
①
運
用

 
①
を
実
施
す
る
際
の
留
意
事
項

 
保
安
規
定
と

下
部
規
定
の

整
理

 
備
考

 
目
的

 
実
施
内
容

 

1 
炉
主
任
が
兼
任

す
る
職
位
の
範

囲
の
見
直
し

 

炉
主
任
が
兼
任
す
る
職

位
と
し
て
、
従
来
職
位

に
技
術
課
長
、
保
全
計

画
課
長
を
追
加

 

緊
急
時
対
応
の

確
実
な
遂
行

 

原
子
力
防
災
組
織
に
お
い
て
、
情
報
班
長
、
保
修
班
長
、
安
全
管

理
班
長
に
つ
い
て
、
予
め
課

(室
)長
級
以
上
か
ら
当
該
の
班
長
を
任

命
す
る
。

 

保
安
規
定
に

記
載
す
る
。

 

行
為
者
及
び
行
為
内
容

を
明
確
に
す
る
内
容
、

ま
た
は
行
為
者
の
選
定

条
件
に
係
る
内
容
で
あ

り
、
継
続
的
に
遵
守
す

べ
き
事
項
で
あ
る
た

め
、
保
安
規
定

(5
,9

,1
21

条
及
び
添
付

3)
に
記
載

す
る
。

 

相
反
性
の
排
除

 
担
当
す
る
炉
に
つ
い
て
、
兼
任
す
る
職
位
の
職
務
は
遂
行
せ
ず
、

兼
任
す
る
職
位
の
職
務
は
上
位
職
の
も
の
が
遂
行
す
る
。

 

2 
炉
主
任
に
関
す

る
運
用
の
見
直

し
 

・
原
子
炉
主
任
技
術
者

は
、
非
常
召
集
可
能
圏

内
に
配
置

 

責
任
と
権
限
の

明
確
化

 
非
常
召
集
可
能
圏
を
設
定
す
る
正
の
炉
主
任
が
、
非
常
召
集
可
能

圏
内
か
ら
離
れ
る
場
合
、
責
任
と
権
限
を
代
行
者
に
引
き
継
ぐ
。
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３．保安規定変更案について 
２．の通り整理した結果、以下の通り保安規定を変更する。 
なお、今後検討を進めていく炉主任の専任化体制への円滑な移行が可能となるよう、第９条の特定の

職位の兼任を必要条件とする記載を見直すこととする。 
 
(1)第５条（保安に関する職務）の変更案 

  変更点：兼任する際の留意事項について追記する。 

 

（保安に関する職務） 

第 ５ 条 本店における保安に関する職務は次のとおり。 

(1) 社長は、本規定に定める保安活動を統括する。 

（略） 

２．発電所における保安に関する職務は次のとおり。 

（略） 

(3) 品質保証室長は、原子力発電に関する品質保証活動の統括に関する業務を行う。 

(4) 品質保証室課長は、品質保証室長を補佐する。 

(5) 安全・防災室長は、原子炉施設の管理運用に関する安全評価、その他技術安全の総括、

原子力防災対策および原子炉施設の出入管理に関する業務を行う。 

(6) 安全・防災室課長は、安全・防災室長を補佐する。 

（略） 

(9) 技術課長は、発電所の技術関係事項の総括に関する業務を行う。 

（略） 

(15) 保全計画課長は、原子炉施設の保守、修理の総括に関する業務を行う。 

（略） 

(27) 各課（室）長は、課（室）員を指示・指導し、所管業務を遂行する。また、各課（室）

員は、その指示・指導に従い業務を実施する。 

(28) 発電用原子炉主任技術者（以下、「原子炉主任技術者」という。）を兼任することがで

きる品質保証室長、品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長、技術課長また

は保全計画課長は、兼任した場合、担当する原子炉について兼任する職位の職務を遂行

しないこととし、兼任する職位の職務はその上位職が行う。 
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(2)第９条（原子炉主任技術者の選任）の変更案 

 

変更点：選任にあたって必要な要件、兼任する際の留意事項等について追記する。 

特定の職位の兼任を必要条件とする記載を見直す。 

 

（原子炉主任技術者の選任） 

第 ９ 条 原子力事業本部長は、原子炉主任技術者および代行者を、原子炉主任技術者

免状を有する者であって、次の各号の業務に通算して３年以上従事した経験を有する者

の中から選任する。 

(1) 原子炉施設の工事または保守管理に関する業務 

(2) 原子炉の運転に関する業務 

(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析および評価に関する業務 

(4) 原子炉に使用する燃料体の設計または管理に関する業務 

２．原子炉主任技術者は原子炉毎に選任する。 

３．原子炉主任技術者は、本店の保安に関する役職者とする。なお、原子炉主任技術者は、

品質保証室長、品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長、技術課長および保

全計画課長のいずれかの職位を兼任することができる。 

４．代行者の職位は、課（室）長以上の役職者とする。 

５．原子炉主任技術者がいずれかの職位を兼任する場合、担当する原子炉について兼任す

る職位の職務は遂行せず、兼任する職位の職務はその上位職が行うこととする。また、

代行者が原子炉主任技術者と交代した場合においても同様とする。 

６．原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合（非常召集可能圏外に離れる場合を含む）

は、代行者と交代する。ただし、職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は、第１

項から第３項に基づき、あらためて原子炉主任技術者を選任する。 
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(
３
)第

1
2
1
条
（
原
子
力
防
災
組
織
）
の
変
更
案
 

変
更
点
：
情
報
班
長
等
の
役
割
を
予
め
課
(
室
)長
級
以
上
の
別
の
職
位
を
任
命
す
る
こ
と
を
追
記
す
る
。
 

  
警
戒
体
制

原
子
力
防
災
体
制

班
班
長

副
班
長

１
．
警
戒
本
部
の
設
営
、
運
営
、
指
令
の
伝
達

１
．
対
策
本
部
の
設
営
、
運
営
、
指
令
の
伝
達

２
．
連
絡
・
通
信
手
段
の
確
保

２
．
連
絡
・
通
信
手
段
の
確
保

３
．
要
員
の
動
員
、
輸
送
手
段
確
保

３
．
要
員
の
動
員
、
輸
送
手
段
確
保

４
．
原
子
力
災
害
医
療
措
置

４
．
原
子
力
災
害
医
療
措
置

５
．
緊
急
時
活
動
用
資
機
材
の
調
達
・
輸
送

５
．
緊
急
時
活
動
用
資
機
材
の
調
達
・
輸
送

６
．
見
学
者
、
協
力
会
社
員
等
の
退
避
・
避
難
措
置

６
．
見
学
者
、
協
力
会
社
員
等
の
退
避
・
避
難
措
置

７
．
消
火
活
動

７
．
消
火
活
動

８
．
他
の
班
に
属
さ
な
い
事
務
事
項

８
．
他
の
班
に
属
さ
な
い
事
務
事
項

１
．
報
道
関
係
対
応

１
．
報
道
関
係
対
応

２
．
見
学
者
の
退
避
誘
導

２
．
見
学
者
の
退
避
誘
導

３
．
広
報
活
動

３
．
広
報
活
動
（
緊
急
時
プ
レ
ス
を
含
む
）

４
．
原
子
力
防
災
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
活
動
の
支
援

１
．
社
内
警
戒
本
部
と
の
情
報
受
理
・
伝
達

１
．
社
内
対
策
本
部
と
の
情
報
受
理
・
伝
達

２
．
発
電
所
警
戒
本
部
内
情
報
の
整
理
・
収
集
・
記
録
・

 
 
 
 
状
況
把
握

２
．
発
電
所
対
策
本
部
内
情
報
の
整
理
・
収
集
・
記
録
・

 
 
 
 
状
況
把
握

３
．
国
・
自
治
体
等
関
係
者
と
の
連
絡
調
整

３
．
国
・
自
治
体
等
関
係
者
と
の
連
絡
調
整

４
．
社
外
関
係
機
関
へ
の
通
報
連
絡
お
よ
び
受
信

４
．
社
外
関
係
機
関
へ
の
通
報
連
絡
お
よ
び
受
信

５
．
広
報
用
資
料
の
集
約

５
．
広
報
用
資
料
の
集
約

６
．
他
の
班
に
属
さ
な
い
技
術
事
項

６
．
他
の
班
に
属
さ
な
い
技
術
事
項

１
．
事
故
状
況
の
把
握
、
評
価

１
．
原
子
力
災
害
合
同
対
策
協
議
会
と
の
情
報
交
換

２
．
発
電
所
構
内
の
警
備
、
立
入
制
限

２
．
事
故
状
況
の
把
握
、
評
価

３
．
防
護
施
設
の
運
用

３
．
事
故
時
影
響
緩
和
操
作
の
検
討

４
．
発
電
所
構
内
の
警
備
、
立
入
制
限

５
．
防
護
施
設
の
運
用

６
．
原
子
力
防
災
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
活
動
の
支
援

１
．
発
電
所
内
外
の
放
射
線
・
放
射
能
の
測
定
、
状
況

 
 
 
 
把
握

１
．
発
電
所
内
外
の
放
射
線
・
放
射
能
の
測
定
、
状
況

 
 
 
 
把
握

２
．
被
ば
く
管
理
、
汚
染
除
去
・
拡
大
防
止
措
置

２
．
被
ば
く
管
理
、
汚
染
除
去
・
拡
大
防
止
措
置

３
．
放
射
線
管
理
資
機
材
の
整
備
・
点
検

３
．
放
射
線
管
理
資
機
材
の
整
備
・
点
検

４
．
災
害
対
策
活
動
に
伴
う
放
射
線
防
護
措
置

４
．
災
害
対
策
活
動
に
伴
う
放
射
線
防
護
措
置

５
．
原
子
力
防
災
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
活
動
の
支
援

１
．
事
故
状
況
の
把
握
・
整
理

１
．
事
故
状
況
の
把
握
・
整
理

２
．
事
故
拡
大
防
止
の
た
め
の
措
置

２
．
事
故
拡
大
防
止
の
た
め
の
措
置

３
．
発
電
所
設
備
の
保
安
維
持

３
．
発
電
所
設
備
の
保
安
維
持

４
．
消
火
活
動

４
．
原
子
力
災
害
合
同
対
策
協
議
会
に
お
け
る
情
報
収
集

５
．
消
火
活
動

１
．
事
故
原
因
の
究
明
、
応
急
対
策
の
立
案
・
実
施

１
．
事
故
原
因
の
究
明
、
応
急
対
策
の
立
案
・
実
施

２
．
発
電
所
諸
設
備
の
整
備
・
点
検

２
．
発
電
所
諸
設
備
の
整
備
・
点
検

３
．
見
学
者
、
協
力
会
社
員
等
の
退
避
・
避
難
措
置

３
．
見
学
者
、
協
力
会
社
員
等
の
退
避
・
避
難
措
置

４
．
負
傷
者
救
助

４
．
負
傷
者
救
助

５
．
消
火
活
動

５
．
消
火
活
動

６
．
遠
隔
操
作
が
可
能
な
装
置
等
の
操
作

１
．
不
測
の
事
態
へ
の
対
応

１
．
不
測
の
事
態
へ
の
対
応

図
１
２
１

 
原
子
力
防
災
組
織
図

所
長
室
課
長
（
地
域
）
所
長
室
の
係
長
（
地
域
担
当
）

主
 
な

 
職

 
務

原
 
子

 
力

防
災
管
理
者
＊
１

本
 
部

 
長

(
発
電
所
長

)

所
長
室
課
長
（
総
務
）

情
報
班

技
術
課
長

総
務
班

本
部
附

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
＊
２

発
電
室
長

発
電
室
の
係
長
、
定
検
課
長
、
当
直
課
長
、

当
直
主
任

技
術
課
の
係
長

安
全
・
防
災
室
課
長

原
子
燃
料
課
長

広
報
班

安
全
・
防
災
室
の
係
長

原
子
燃
料
課
の
係
長

安
全
管
理
班

所
長
室
の
係
長
（
地
域
担
当
を
除
く
）

 
副
本
部
長
お
よ
び
班
長
を
除

く
、
各
課
（
室
）
長
以
上

副
 
本

 
部

 
長

（
統
括
管
理
補
佐
）

 
原
子
力
安
全
統
括
、

 
技
術
系
の
副
所
長
、

 
安
全
・
防
災
室
長
、

 
運
営
統
括
長
、

 
品
質
保
証
室
長

＊
２
：
原
子
炉
主
任
技
術
者
を
兼
任
す
る
職
位
が
各
班
の
班
長
と
な
る
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
課
（
室
）
長
以
上
か
ら
当
該
の
班
長
を
任
命
し
て
お
く
。

＊
１
：
原
子
力
防
災
管
理
者
は
、
複
数
号
炉
で
同
時
に
特
定
事
象
が
発
生
し
た
場
合
ま
た
は
特
定
事
象
に
至
る
と
判
断
し
た
場
合
、
以
下
の
対
応
を
行
う
。

 
 

 
 
・
副
本
部
長
ま
た
は
本
部
附
か
ら
号
炉
ご
と
の
指
揮
者
を
指
名
し
て
必
要
な
対
応
に
あ
た
ら
せ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
・
号
炉
ご
と
の
対
応
者
を
明
確
に
す
る
よ
う
発
電
所
対
策
本
部
の
各
班
長
に
指
示
す
る
。

副
本
部
長
ま
た
は

本
部
附

発
電
所
対
策
本
部
長
が
指
名
し
た
者

放
射
線
管
理
班
放
射
線
管
理
課
長

放
射
線
管
理
課
の
係
長

特
命
班

保
修
班

保
全
計
画
課
長

電
気
保
修
課
長

計
装
保
修
課
長

原
子
炉
保
修
課
長

タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長

土
木
建
築
課
長

保
全
計
画
課
、
電
気
保
修
課
、
計
装
保
修

課
、
原
子
炉
保
修
課
、
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
、

土
木
建
築
課
の
係
長

発
電
班
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(４)添付 3（第 18条の 5および第 18条の 6関連）の変更案 

 

変更点：非常召集可能圏内に原子炉主任技術者を配置することについて追記する。 

 

 

重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準 

 

本「実施基準」は、重大事故に至るおそれがある事故もしくは重大事故が発生した場合

または大規模な自然災害もしくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合に対処しうる体制を維持管理していくための実

施内容について定める。 

また、重大事故等の発生および拡大の防止に必要な措置の運用手順等については、表－

１から表－１９に定める。なお、多様性拡張設備を使用した運用手順および運用手順の詳

細な内容等については、社内標準に定める。 

 

１．重大事故等対策 

(1) 社長は、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整

備に当たって、財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定める。 

(2) 原子力安全部門統括は、以下に示す重大事故等発生時における原子炉主任技術者の

職務等について、「安全管理通達」に定め、原子力事業本部長の承認を得る。 

ア 原子炉主任技術者は、原子力防災組織において、独立性が確保できる組織に配置

し、重大事故等対策における原子炉施設の運転に関し保安監督を誠実、かつ最優先

に行うことを任務とする。 

イ 原子炉主任技術者は、保安上必要な場合は、運転に従事する者（所長を含む。）へ

指示を行い、発電所対策本部の本部長は、その指示を踏まえ方針を決定する。 

ウ 原子炉主任技術者は、休日、時間外（夜間）に重大事故等が発生した場合、緊急時

対策本部要員からの情報連絡（プラントの状況、対策の状況）を受け、保安上必要

な場合は指示を行う。 

エ 非常召集可能圏内に原子炉主任技術者を１名配置する。 

オ 原子炉主任技術者は、重大事故等対策に係る手順書の整備に当たって、保安上必

要な事項について確認を行う。 

 

 

以 上 
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添付資料 1

表
1
：
炉
主
任
が
兼
任
す
る
職
位
の
見
直
し
に
関
す
る
検
討
フ
ロ
ー
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添付資料 2

表
2
：
炉
主
任
が
兼
任
可
能
な
職
位
に
関
す
る
規
制
上
の
要
求
事
項
等
に
関
す
る
要
素
の
抽
出
・
検
討
結
果
（

1
/
3）

 

注
1：
核
燃
料
、
核
原
料
お
よ
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
 

法
令
等
 

条
文
等
 

要
求
事
項
・
要
件
の
内
容
 

本
検
討
で
の
判
断
要
素
 

と
し
て
の
扱
い
 

炉
規
法
 

（
注

1）
 

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
六
（
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
）
 

 
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関
し
て
保
安
の
監
督
を
行
わ
せ
る
た

め
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
原
子
炉
主

任
技
術
者
免
状
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
実
務
の
経
験
を

有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

炉
主
任
の
選
任
上
の
「
資
格
」

に
関
す
る
要
件
 

資
格
に
関
す
る
要
件
で
あ
り
、

職
位
に
関
す
る
検
討
要
素
は
含

ま
れ
な
い
。
 

２
 
 
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
発
電
用
原
子
炉
主

任
技
術
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
三
条

中
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
」
と
、
第
四
十

二
条
第
二
項
中
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
」
と
あ
る
の
は
「
発
電
用
原
子
炉
の
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
 

読
み
替
え
の
規
定
で
あ
り
、
要

求
事
項
で
は
な
い
。
 

左
記
の
と
お
り
要
求
事
項
で
は

な
い
た
め
、
職
位
に
関
す
る
検

討
要
素
は
含
ま
れ
な
い
。

 

第
四
十
条

  

２
 
 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
主
任
技
術

者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
選
任
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
解
任
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
  

選
解
任
に
関
す
る
届
出
の
期

日
に
関
す
る
要
件
 

  

職
位
に
関
す
る
検
討
要
素
は
含

ま
れ
な
い
。
 

  

第
四
十
二
条
 
（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
義
務
等
）
  

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  

誠
実
な
職
務
遂
行
の
義
務
付

け
 

職
位
に
関
す
る
検
討
要
素
は
含

ま
れ
な
い
。
 

２
 
 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
従
事
す
る
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
主
任
技
術
者
が

そ
の
保
安
の
た
め
に
す
る
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  

運
転
に
従
事
す
る
も
の
に
対

す
る
義
務
付
け
 

要
求
事
項
自
体
に
職
位
に
関
す

る
検
討
要
素
は
含
ま
な
い
が
、

炉
主
任
指
示
に
従
わ
せ
る
た
め

の
適
切
な
職
位
等
に
関
係
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
 

第
四
十
三
条
（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
解
任
命
令
）
 

 
 
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
主
任
技
術
者
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に

基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
に
対
し
、
試
験
研
究

用
等
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
解
任
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

  

炉
主
任
が
法
令
等
に
違
反
し

た
場
合
の
解
任
に
関
す
る
規

定
 

職
位
に
関
す
る
検
討
要
素
は
含

ま
れ
な
い
。
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添付資料 2

表
2
：
炉
主
任
が
兼
任
可
能
な
職
位
に
関
す
る
規
制
上
の
要
求
事
項
等
に
関
す
る
要
素
の
抽
出
・
検
討
結
果
（

2
/
3）

 

注
1：
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

 

   
 

法
令
等
 

条
文
等
 

要
求
事
項
・
要
件
の
内
容
 

本
検
討
で
の
判
断
要
素
 

と
し
て
の
扱
い
 

炉
規
則
 

（
注

1）
 

第
九
十
二
条
（
保
安
規
定
）
 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項

 の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安

規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
1
～
4
は
省
略
）
 

5
 
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
職
務
の
範
囲
及
び
そ
の
内
容
並
び
に
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術

者
が
保
安
の
監
督
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る
権
限
及
び
組
織
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
。
  

   炉
主
任
の
権
限
及
び
組
織
上

の
位
置
づ
け
に
関
し
て
、
保
安

規
定
へ
の
「
記
載
」
に
関
す
る

要
求
 

 保
安
規
定
へ
の
「
記
載
」
に
対
す

る
要
求
で
あ
り
、
職
位
の
検
討

要
素
は
含
ま
れ
な
い
。
た
だ
し
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
検
討
要

素
と
な
り
う
る
。
 

第
九
十
五
条
（
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任
等
）
 

 
 
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任

は
、
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

  

 炉
主
任
選
任
上
の
「
必
要
数
」

に
関
す
る
要
求
 

選
任
者
数
に
関
す
る
事
項
で
あ

り
、
職
位
に
関
す
る
検
討
要
素

は
含
ま
れ
な
い
。
 

2
 
 
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
六
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
実
務
の
経
験

は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
  

一
 
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
工
事
又
は
保
守
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

  

二
 
 
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
  

三
 
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
設
計
に
係
る
安
全
性
の
解
析
及
び
評
価
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た

期
間

  

四
 
 
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
設
計
又
は
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
  

炉
主
任
選
任
上
の
「
資
格
」
に

関
す
る
要
件
 

資
格
に
関
す
る
要
件
で
あ
り
、

職
位
に
関
す
る
検
討
要
素
は
含

ま
れ
な
い
。
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添付資料 2

表
2
：
炉
主
任
が
兼
任
可
能
な
職
位
に
関
す
る
規
制
上
の
要
求
事
項
等
に
関
す
る
要
素
の
抽
出
・
検
討
結
果
（

3
/
3）

 

注
1
)実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
審
査
基
準
 

注
）
な
お
、
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
に
関
し
て
は
、
本
資
料
の

5
ペ
ー
ジ
で
示
し
た
よ
う
に
設
置
許
可
申
請
書
で
の
記
載
事
項
に
包
絡
さ
れ
て
い
る
た
め
、
記
載
を
省
略
す
る
。
 

法
令
等
 

条
文
等
 

要
求
事
項
・
要
件
の
内
容
 

本
検
討
で
の
判
断
要
素
 

と
し
て
の
扱
い
 

保
安
規
定

審
査
基
準
 

（
注

1
）
 

○
 
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関
し
、
保
安
の
監
督
を
行
う
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任
に

つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 

保
安
規
定
で
の
「
記
載
」
に
関

す
る
要
求
 

保
安
規
定
の
記
載
に
関
す
る
要

求
で
あ
り
、
職
位
の
検
討
要
素

で
は
な
い
。
 

○
 
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
が
保
安
の
監
督
の
責
務
を
十
全
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
原
子
炉
等
規
制
法
第

43
条
の

3
の

2
6
第

2
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

42
条
第

1

項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
含
め
、
職
務
範
囲
及
び
そ
の
内
容
（
原
子
炉
の
運
転
に

従
事
す
る
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
が
保
安
の
た
め
に
行
う
指
示
に
従
う
こ
と
を
含

む
。）
に
つ
い
て
適
切
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
が
保
安

の
監
督
を
適
切
に
行
う
上
で
、
必
要
な
権
限
及
び
組
織
上
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

・
炉
主
任
の
「
職
務
範
囲
お
よ

び
そ
の
内
容
」
の
適
切
性
に
関

す
る
要
件
 

・
炉
主
任
の
「
権
限
」
及
び
「
組

織
上
の
位
置
づ
け
」
に
関
す
る

要
件
 

「
職
務
範
囲
お
よ
び
そ
の
内

容
」
な
ら
び
に
「
権
限
及
び
組
織

上
の
位
置
付
け
」
は
、
職
位
に
関

す
る
検
討
要
素
と
な
る
。

 

○
 
特
に
、
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
が
保
安
の
監
督
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
上

位
者
等
と
の
関
係
に
お
い
て
独
立
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
必
ず
し
も
事
業
所
の

保
安
組
織
か
ら
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
が
、
独
立
し
て
い
る
こ
と
が
当
然
に
求
め
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
  

炉
主
任
に
対
す
る
「
独
立
性
」

の
確
保
に
関
す
る
要
求
 

「
独
立
性
の
確
保
」
に
関
す
る

事
項
で
あ
り
、
職
位
の
検
討
要

素
と
な
る
。
 

美
浜
発
電

所
原
子
炉

設
置
（
変

更
）
許
可

申
請
書
 

添
付
書
類

五
 

６
．
有
資
格
者
等
の
選
任
・
配
置
 

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
免
状
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
発
電
用
原
子
炉
施
設

の
工
事
又
は
保
守
管
理
に
関
す
る
業
務
、
運
転
に
関
す
る
業
務
、
設
計
に
係
る
安
全
性
の
解
析
及
び
評
価
に

関
す
る
業
務
、
燃
料
体
の
設
計
又
は
管
理
に
関
す
る
業
務
の
実
務
経
験
を

3
年
以
上
有
す
る
者
の
中
か
ら
職

務
遂
行
能
力
を
考
慮
し
た
上
で
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
選
任
す
る
。
 

 炉
主
任
の
選
任
上
の
「
資
格
」

に
関
す
る
要
件
 

 資
格
な
ら
び
に
選
任
数
に
関
す

る
要
件
で
あ
り
、
職
位
に
関
す

る
検
討
要
素
は
含
ま
れ
な
い
。

 

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
し
保
安
の
監
督
を
誠
実
か
つ
最
優

先
に
行
い
、
保
安
の
た
め
の
職
務
が
適
切
に
遂
行
で
き
る
よ
う
独
立
性
を
確
保
し
た
上
で
、
本
店
の
保
安
に

関
す
る
管
理
職
を
配
置
す
る
。
 

炉
主
任
の
「
独
立
性
」
の
確
保

と
、
配
置
す
る
職
位
に
関
す
る

要
件
 

「
独
立
性
の
確
保
」
と
「
職
位
」

に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
職
位

に
関
す
る
検
討
要
素
と
な
る
。

 

本
店
の
保
安
に
関
す
る
管
理
職
が
、
発
電
所
の
他
の
職
位
と
兼
任
す
る
場
合
は
、
兼
任
す
る
職
位
と
し
て

の
判
断
と
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
と
し
て
の
判
断
が
相
反
し
な
い
職
位
と
す
る
と
と
も
に
、
相
反
性
を

確
実
に
排
除
さ
せ
る
措
置
を
講
じ
る
。
 

発
電
所
の
他
の
職
位
と
兼
任

す
る
場
合
の
要
件
 

職
位
兼
任
に
関
す
る
条
件
で
あ

り
、
職
位
に
関
す
る
検
討
要
素

と
な
る
。
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

1／
40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
1条

目
的

N/
A

－

第
2条

方
針

N/
A

－

第
2条
の

2
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

2.
⾏
為

→
社
⻑

N/
A

－
(1

)
内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

3.
⾏
為

→
事
業
本
部
⻑

N/
A

－

(1
)

内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－

(3
)

内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
4.

⾏
為

→
組
織

N/
A

－

第
2条
の

3
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

2.
⾏
為

→
社
⻑

N/
A

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
3.

⾏
為

→
事
業
本
部
⻑

N/
A

－

(1
)

内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
4.

⾏
為

→
組
織

N/
A

－

第
3条

定
義

N/
A

－

第
4条

定
義

N/
A

－

原
子
⼒
事
業
本
部
⻑

 
 前
項

(1
) 
方
針

 
基

 
  
次

 
各
号

 
従

 
 安
全
文
化

 
醸
成

 
 

 
 
活
動

 統
括

 
  

 
 

 次
 
各
号

 
係

 
審
議

 
 

 
 
会
議
体

 
設
置

し、
安
全
文
化
の
醸
成
の
た
め
の
活
動
を実
施
させ
る。

安
全
文
化

 
醸
成

 
 

 
 
活
動

 
計
画

 毎
年
度
策
定

  
必
要

 
応

  
  

⾒
直

  
⾏

  
 

 
 第

4条
（
保
安

 
関

 
 
組
織
）

 
組
織

 
  
活
動

 実
施

  
る
。

(1
)に
定
め
た
計
画
の
実
施
状
況
お
よび
安
全
文
化
醸
成
の
状
況
を評

価
す
る。

(1
) 
定

 
 
計
画

 
基

 
 

 (
2)

 
評
価
結
果

 社
⻑

 
報
告

  
社
⻑

 
  
指
示

 
受

 
  

(2
) 
評
価
結
果

 (
3)

 
社
⻑

 
  

指
示

 計
画

 
反
映

 
 

 
第

4条
(保
安
に
関
す
る組
織

)の
組
織
は
、第

3項
の
計
画
に
基
づ
き、
安
全
文
化
の
醸
成
の
た
め
の
活
動
を
実
施
す
る
。

  
規
定
第
１
編
（
第
１
編

 
 

 
 

 以
下

  
本
編

  
 

  
）

 
 核
原
料
物
質

 核
燃
料
物
質
及

 
原
子
炉

 
規
制

 
関

 
 法

律
（
以
下

  
原
子
炉
等
規
制
法

  
 

  
）

第
４
３
条
の
３
の
２
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き、
運
転
段
階
の
美
浜
発
電
所
３
号
炉
原
子
炉
施
設
（
本
編
に
お
い
て
、以
下
、「
原
子
炉
施
設
」と
い
う。
）
の
保
安
の
た
め
に
必
要
な

措
置
（
本
編

 
 

 
 

 以
下

  
保
安
活
動

  
 

  
）

 定
 

 核
燃
料
物
質
若

  
 
核
燃
料
物
質

 
 

  
汚
染

  
 
物
（
以
下

  
核
燃
料
物
質
等

  
 

  
）

  
 
発
電

用
原
子
炉
（
以
下
、「
原
子
炉
」と
い
う。
）
に
よる

災
害
の
防
止
を図
るこ
とを
目
的
とす
る
。

美
浜
発
電
所
（
以
下
、「
発
電
所
」と
い
う。
）
に
お
け
る保
安
活
動
は
、安
全
文
化
を基

礎
とし
、放

射
線
お
よび

放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る従
業
員
お
よ
び
公
衆
の
被
ば
くを
、定
め
ら

 
 
限
度
以
下

 
 

  
 

 
合
理
的

 
達
成
可
能

 
限

  
低

 
水
準

 
保

 
  

  
 災

害
 
防
止

 
 

 
 

 適
切

 
品
質
保
証
活
動

 
基

 
 
実
施

 
 

 

第
２
条

 
係

 保
安
活
動

 
実
施

 
 

 
 

 
  
安
全

 
第
一

  
 
原
子
⼒
事
業
運
営

 
実
現

 
 

 
 安
全
文
化

 
醸
成

 
 

 
 
活
動

 以
下

 
  

 実
施

 
 

 

社
⻑

 
 以
下

 
事
項

 実
施

 
  

安
全

 
第
一

  
 
原
子
⼒
事
業
運
営

 
実
現

 
 

 
 安
全
文
化
醸
成

 
方
針

 
定

 
  

 
 

 必
要

 
応

  
  

⾒
直

  
⾏

  

原
子
⼒
事
業
本
部
⻑

 指
揮

  
次
項

(2
) 
評
価
結
果

 
 

 
 
報
告

 
受

 
 必

要
 
指
示

 
⾏

  

(1
)に
定
め
た
計
画
の
実
施
状
況
を
評
価
す
る
。

(1
) 
定

 
 
計
画

 
基

 
 

 (
2)

 
評
価
結
果

 社
⻑

 
報
告

  
社
⻑

 
  
指
示

 
受

 
  

(2
) 
評
価
結
果

 (
3)

 
社
⻑

 
  

指
示

 計
画

 
反
映

 
 

 
第

4条
(保
安

 
関

 
 組
織

) 
組
織

 
 第

3項
 
計
画

 
基

 
  

  
 

  
 

  
意
識

 
向
上

 
 

 
 
活
動

 実
施

 
  

第
2条
に
係
る保
安
活
動
の
た
め
の
品
質
保
証
活
動
を実
施
す
るに
あ
た
り、
以
下
の
とお
り品
質
保
証
計
画
を定
め
る
。

発
電
所
の
保
安
に
関
す
る組
織
は
、図

4の
とお
りと
す
る。

第
3条

 
基

 
 保
安
活
動

 
実
施

 
  

 
 

  
関
係
法
令

 
 

 
本
規
定

 遵
守

 
  

 （
以
下

 本
条

 
 

 
 

  
  

  
 

  
  

 
  
）

 確
実

 
 

  
 

  
  

  
 

  
意
識

 
向
上

 
 

 
 
活
動

 
以
下

 
  

 実
施

 
  

社
⻑

 
 以
下

 
事
項

 実
施

 
  

  
 

  
 

  
 
確
実

 
 

 
 

 
 
方
針

 
定

 
  

  
 必

要
 
応

  
  

⾒
直

  
⾏

  
原
子
⼒
事
業
本
部
⻑

 指
揮

  
次
項

(2
) 
評
価
結
果

 
 

 
 
報
告

 
受

 
 必

要
 
指
示

 
⾏

  
原
子
⼒
事
業
本
部
⻑

 
 前
項

(1
) 
方
針

 
基

 
  
次

 
各
号

 
従

 
  

  
  

  
 
意
識

 
向
上

 
 

 
 
活
動

 
統
括

 
 

  
 

 原
子
⼒
部
門
Ｃ
Ｓ
Ｒ
推
進
委
員
会

 
設
置

  
  

  
  

  
意
識

 
向
上

 
 

 
 
活
動

 実
施

  
  

  
 

  
 

  
意
識

 
向
上

 
 

 
 
活
動

 
計
画

 
毎
年
度
策
定

  
必
要

 
応

  
  

⾒
直

  
⾏

  
  

 第
4条
（
保
安

 
関

 
 組
織
）

 
組
織

 
  
活
動

 
実

施
させ
る
。

（
基
本
方
針
）

 

（
安
全
文
化
の
醸
成
）

 

（
品
質
保
証
計
画
）

 

（
保
安
に
関
す
る組
織
）

 

（
目

 的
）

 

（
関
係
法
令

 
  
本
規
定

 
遵
守
）

 

【本
資
料

 
目
的
】

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
（
以
下
、炉
主

任
）
を兼
務
可
能
な
職
位
（
職
務
）
を
抽
出
・選

定
に
あ
た
り、
炉
主
任
との
「判
断
」が
相
反
す
る
こと

 
 

 
職
位
（
職
務
）

  
 

 技
術
課
⻑

 保
全
計
画
課
⻑

 追
加

 
  

  
妥
当
性

 確
認

す
るこ
とを
目
的
とす
る。

その
目
的
の
た
め
、「
美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設

保
安
規
定
」の
全
条
文
に
関
して
、各
規
定
の
性

質
 分
類

  
  

  
 ⾏
為

  
伴

 規
定

 
関

  
  
実
施
者

 
  

 
実
施

 
 
⾏
為

 
分
類

 
⾏

  
  

 
 炉
主
任

 
職
務

  
関
与

 整
理

した
もの
で
あ
る。

 
 

 本
資
料

 
  

 ”
⾏
為

 
実
施
者
” 
関

  
用

 
 

 
 略
称

 
 以
下

 
  

  
 原
子
⼒
事
業
本
部
⻑
︓
事
業
本
部
⻑

 原
子
⼒
安
全
部
門
統
括
︓
安
全
部
門
統
括

 原
子
⼒
発
電
部
門
統
括
︓
発
電
部
門
統
括

 原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
︓
技
術
部
門
統
括

 品
質
保
証
室
⻑
︓
品
証
室
⻑

 安
全

 防
災
室
⻑
︓
安
防
室
⻑

 原
子
燃
料
課
⻑
︓
原
燃
課
⻑

 放
射
線
管
理
課
⻑
︓
放
管
課
⻑

 電
気
保
修
課
⻑
︓
電
保
課
⻑

 計
装
保
修
課
⻑
︓
計
保
課
⻑

 原
子
炉
保
修
課
⻑
︓
原
保
課
⻑

  
 

  
保
修
課
⻑
︓

 保
課
⻑

 土
木
建
築
課
⻑
︓
土
建
課
⻑

・環
境

 
  

  
 

 
  

 
所
⻑
︓

M
/C
所
⻑
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

2／
40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
5条

定
義

N/
A

－
(1

)
定
義

N/
A

－
(2

)
定
義

N/
A

－
(3

)
定
義

N/
A

－

(4
)

定
義

N/
A

－
(5

)
定
義

N/
A

－

(6
)

定
義

N/
A

－

(7
)

定
義

N/
A

－

(8
)

定
義

N/
A

－

(9
)

定
義

N/
A

(1
0)

定
義

N/
A

－

(1
1)

定
義

N/
A

－
(1

2)
定
義

N/
A

－
(1

3)
定
義

N/
A

－
(1

4)
定
義

N/
A

－
(1

5)
定
義

N/
A

－
(1

6)
定
義

N/
A

(1
7)

定
義

N/
A

－
(1

8)
定
義

N/
A

－
2.

定
義

N/
A

－
(1

)
定
義

N/
A

－
(2

)
定
義

N/
A

－
(3

)
定
義

N/
A

－
(4

)
定
義

N/
A

－
(5

)
定
義

N/
A

－

(6
)

定
義

N/
A

－
(7

)
定
義

N/
A

－

(8
)

定
義

N/
A

－
(9

)
定
義

N/
A

－
(1

0)
定
義

N/
A

－
(1

1)
定
義

N/
A

－

(1
2)

定
義

N/
A

－
(1

3)
定
義

N/
A

－
(1

4)
定
義

N/
A

－
(1

5)
定
義

N/
A

－
(1

6)
定
義

N/
A

－

原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
 原
子
⼒
発
電
所

 
安
全
管
理

 
 

 
原
子
⼒
発
電
施
設

 
安
全
評
価

 
関

 
 
業
務

 統
括

 
 
（

  
他
自
然
災
害
発
生
時
等

 重
大
事
故

等
発
生
時
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る業
務
を含
む
）
。

原
子
⼒
発
電
部
門
統
括

 
 原
子
⼒
発
電

 
品
質
保
証
活
動

 
 

 
原
子
⼒
発
電
所

 
運
転
保
守
（
運
転
員

 
教
育

 訓
練

 含
 

 ）
 放

射
線
管
理

 放
射
性
廃
棄
物

管
理

 
  

 
原
子
⼒
発
電
施
設

 
設
計

 保
全

 
関

 
 業
務

 
統
括

 
  

原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
原
子
⼒
技
術
）

 
 原
子
⼒
発
電
施
設

 
設
計

 保
全
（
原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）

 
 

 
原
子
⼒
発
電
部
門
統
括

 
所
管

 
 

業
務

 
除

  
）

 
 

 
高
経
年
対
策

 
関

 
 技
術
的
業
務

 
統
括

 
 

 （
  
他
自
然
災
害
発
生
時
等

 
体
制

 
整
備

 
関

 
 
業
務

 
含

 
）

 

原
子
燃
料
部
門
統
括

 
 原
子
燃
料

 
  

 
（
原
子
燃
料

 
  

 
室
⻑
所
管
業
務

 除
  
）

 
 

 
  
品
質
保
証
活
動

 
関

 
 
業
務

 
統
括

 
 

 

調
達
本
部
⻑

 
 契
約

 
 

 
貯
蔵
品
管
理

 
関

 
 業
務

 
⾏

  
原
子
燃
料

 
  

 
室
⻑

 
 原
子
燃
料

 
  

 
 
契
約

 
関

 
 
業
務

 
⾏

  

原
子
⼒
企
画
部
門
統
括

 
 要

員
 組
織
計
画

 
 

 
要
員
教
育
（
原
子
⼒
部
門

 
経
営
監
査

 
係

 要
員

 
教
育

 
 

 
運
転
員

 
教
育

 訓
練

 
除

  
）

 
  

 
文
書

管
理

 
関

 
 
業
務

 
統
括

 
 

 

第
１
項

(6
)か
ら(

10
)、

(1
4)
に
定
め
る各
職
位
の
職
務
に
は
、そ
の
職
務
の
範
囲
に
お
け
る設

計
お
よび
工
事
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。

本
店
に
お
け
る保
安
に
関
す
る職
務
は
次
の
とお
り。

社
⻑

 
 本
規
定

 
定

 
 
保
安
活
動

 
統
括

 
  

経
営
監
査
室
⻑

 
 原
子
⼒
部
門

 
経
営
監
査

 
係

  
年
度
計
画

 
 

 
要
員

 
教
育

 
  

 
経
営
監
査

 
実
施

 
関

 
 業
務

 
⾏

  
原
子
⼒
事
業
本
部
⻑

 
 第

1項
(5

) 
 (

10
) 
定

 
 
各
部
門
統
括

 
指
導
監
督

  
原
子
⼒
業
務

 統
括

 
  

 
 

 第
2条

 
2第

3項
 

  
第

2条
 

3第
3項

 
職

務
 ⾏

  
原
子
⼒
事
業
本
部
⻑
代
理

 
 

 
第

1項
(5

) 
 (

10
) 
定

 
 
各
部
門
統
括

 
 原
子
⼒
事
業
本
部
⻑

 
補
佐

 
 

 

原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）

 
 原
子
⼒
発
電
施
設

 
土
木
設
備

 建
築
物

 
係

 
設
計

 保
全
（
原
子
⼒
発
電
部
門
統
括

 
所
管

 
 
業
務

 
除

  
）

 
関

す
る
技
術
的
業
務
を
統
括
す
る
。（
その
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
含
む
）
。

発
電
室
⻑

 
原
子
炉
施
設

 
運
転

 
関

 
 業
務

 ⾏
  

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
運
転

 
関

 
 当

直
業
務

 ⾏
  

 
 

 本
編

 
 

 
 

 当
直
課
⻑

  
 

 特
 
定

 
 
無

 
限

 ３
号
炉

 担
当

 
 当

直
課
⻑

  
  

定
検
課
⻑

 
 発
電
室
⻑

 
原
子
炉
施
設

 
運
転

 
関

 
 
業
務

 
  

 施
設
定
期
検
査
（
以
下

  
定
期
検
査

  
 

  
）

 
関

 
 業
務

 
補
佐

 
⾏

  
保
全
計
画
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
保
守

 修
理

 
総
括

 
関

 
 業
務

 
⾏

  
電
気
保
修
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
電
気
設
備

 
係

 保
守

 修
理
（
電
気
工
事

 
 

 
 課
⻑
所
管
業
務

 
除

  
）

 
関

 
 
業
務

 
⾏

  

安
全

 防
災
室
課
⻑

 
 安
全

 防
災
室
⻑

 
補
佐

 
 

 
所
⻑
室
⻑

 
 発
電
所

 
運
営

 
関

 
 
総
括

 初
期
消
火
活
動

 
 

 
 
体
制

 
整
備

 
関

 
 業
務

 文
書
管
理

 記
録
管
理

 
総
括

 教
育

 訓
練

 
総
括

 調
達
先
管

理
 契
約

 
 

 
貯
蔵
品
管
理

 
関

 
 業
務

 ⾏
  

所
⻑
室
課
⻑
（
総
務
）

 
 所
⻑
室
⻑

 補
佐

 
  

技
術
課
⻑

 
 発
電
所

 
技
術
関
係
事
項

 
総
括

 
関

 
 
業
務

 
⾏

  
原
子
燃
料
課
⻑

 
 原
子
燃
料
管
理

 
 

 
炉
心
管
理

 
関

 
 
業
務

 
⾏

  
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 放

射
性
廃
棄
物
管
理

 放
射
線
管
理
（
環
境

 
  

  
 

 
  

 
所
⻑
所
管
業
務

 除
  
）

 被
 

 管
理

 
 

 
化
学
管
理

 
関

 
 
業
務

 ⾏
う。

発
電
所
に
お
け
る保
安
に
関
す
る
職
務
は
次
の
とお
り。

発
電
所
⻑
（
以
下

  
所
⻑

  
 

  
）

 
 発
電
所

 
課
（
室
）
⻑
等

 
指
導
監
督

  
発
電
所

 
 

 
 
保
安
活
動

 
統
括

 
 

 
原
子
⼒
安
全
統
括

 副
所
⻑

 
  

運
営
統
括
⻑

 
 所
⻑

 補
佐

 
 

 
品
質
保
証
室
⻑

 
 原
子
⼒
発
電

 
関

 
 
品
質
保
証
活
動

 
統
括

 
関

 
 
業
務

 
⾏

  
品
質
保
証
室
課
⻑

 
 品
質
保
証
室
⻑

 補
佐

 
  

安
全

 防
災
室
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
管
理
運
用

 
関

 
 安
全
評
価

  
 
他
技
術
安
全

 
総
括

 原
子
⼒
防
災
対
策

 
 

 
原
子
炉
施
設

 
出
入
管
理

 
関

 
 業
務

 
⾏

  

総
務
室
⻑

 
  
原
子
⼒
発
電

 
安
全

 
係

 品
質
保
証
規
程

  
制
定

 改
廃

 所
管

 
  

  
 

 社
印

 
管
理

 
関

 
 業
務

 
⾏

  
土
木
建
築
室
⻑

 
 原
子
⼒
部
門

 
係

 
土
木
設
備

 建
築
物

 
改
良

 
  
修
繕

 
関

 
 
業
務

 
⾏

  
環
境

 
  

  
 

 
  

 
所
⻑

 
 環
境
放
射
能

 
係

 
 

 
  
収
集

 分
析

 
 

 
評
価

 
関

 
 業
務

 ⾏
  

第
1項

(5
) 

 (
15

) 
定

 
 各
職
位

 
 所
属
員

 
指
示

 指
導

  
所
管
業
務

 
遂
⾏

 
 

  
 

 各
所
属
員

 
  

 
指
示

 指
導

 
従

 
業
務

 実
施

 
  

  
他
関
係

 
 
部
門

 
 別
途
定

 
  

 
 職
制
規
程

  
基

 
 所
管
業
務

 遂
⾏

 
  

（
保
安
に
関
す
る職
務
）

 

補(1)-80



保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

3／
40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
5条

(1
7)

定
義

N/
A

－
(1

8)
定
義

N/
A

－

(1
9)

定
義

N/
A

－

(2
0)

定
義

N/
A

－

(2
1)

定
義

N/
A

－

(2
2)

定
義

N/
A

－

(2
3)

定
義

N/
A

－

(2
4)

定
義

N/
A

－
(2

5)
定
義

N/
A

－

(2
6)

定
義

N/
A

(2
7)

定
義

N/
A

－

(2
8)

定
義

N/
A

－

第
6条

定
義

N/
A

－
2.

定
義

N/
A

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
3.

定
義

N/
A

－
4.

定
義

N/
A

－
-
3
2

第
8条

定
義

N/
A

－
2.

定
義

N/
A

－

(1
)

内
容

N/
A

－
(a

)
内
容

N/
A

－
(b

)
内
容

N/
A

－
(c

)
内
容

N/
A

－
(d

)
内
容

N/
A

－
(e

)
内
容

N/
A

－
(f

)
内
容

N/
A

－
(g

)
内
容

N/
A

－
(h

)
内
容

N/
A

－
(i)

内
容

N/
A

－
(j

)
内
容

N/
A

－

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
機
械
設
備
（

  
  
設
備

 
除

  
）

 
係

 保
守

 修
理
（
機
械
工
事

 
 

 
 課
⻑
所
管
業
務

 
除

  
）

 
関

 
 
業
務

 
⾏

う。   
  
保
修
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
機
械
設
備
（

  
  
設
備
）

 
係

 
保
守

 修
理
（
機
械
工
事

 
 

 
 
課
⻑
所
管
業
務

 除
  
）

 
関

 
 業
務

 ⾏
  

土
木
建
築
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
土
木
設
備

 
  
建
築
物

 
係

 保
守

 修
理
（
機
械
工
事

 
 

 
 課
⻑

 
  
土
木
建
築
工
事

 
 

 
 課
⻑

 
所
管
業
務

 
除

  
）

 
関

 
 
業
務

 ⾏
  

電
気
工
事

 
 

 
 
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
電
気
設
備

 
  

計
装
設
備

 
係

 
保
守

 修
理

 
  
高
経
年
対
策

 
推
進

 
  

 所
⻑

 
指
定

  
 

 
 
関

 
 
業
務

 
⾏

  
機
械
工
事

 
 

 
 
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
機
械
設
備

 土
木
設
備

 
 

 
建
築
物

 
係

 
保
守

 修
理

 
 

 
高
経
年
対
策

 
推
進

 
  

 所
⻑

 
指
定

  
  

 
関

 
 
業
務

 
⾏

  
土
木
建
築
工
事

 
 

 
 課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
土
木
設
備

 
 

 
建
築
物

 
係

 
保
守

 修
理

 
 

 
高
経
年
化
対
策

 
推
進

 
  

 所
⻑

 
指
定

  
 

 
 
関

 
 業

務
 ⾏

  

計
装
保
修
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
計
装
設
備

 
係

 保
守

 修
理
（
電
気
工
事

 
 

 
 課
⻑
所
管
業
務

 
除

  
）

 
関

 
 
業
務

 
⾏

  

発
電
所

 
原
子
⼒
発
電
安
全
運
営
委
員
会
（
以
下

  
運
営
委
員
会

  
 

  
）

 設
置

 
  

運
営
委
員
会
は
、発
電
所
に
お
け
る原
子
炉
施
設
の
保
安
運
営
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し、
確
認
す
る。
た
だ
し、
委
員
会
で
審
議
した
事
項
も
しく
は
あ
らか
じめ

運
営
委
員
会
に
お

い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
、審
議
事
項
に
該
当
しな

い
。

運
転
管
理

 
関

 
 社
内
標
準

 
制
定

 
  
改
正

誤
操
作
の
防
止
に
関
す
る事
項

火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よ
び
その
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る事
項

当
直
の
引
継
方
法
に
関
す
る
事
項

原
子
炉
の
起
動
お
よ
び
停
止
操
作
に
関
す
る事
項

巡
視
点
検
に
関
す
る事
項

異
常
時

 
措
置

 
関

 
 事
項

原
子
炉
施
設
保
安
規
定

 
変
更

原
子
炉
施
設
の
定
期
的
な
評
価
の
結
果
（
第

11
条
関
連
）

本
店
所
管
の
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正

その
他
委
員
会
で
定
め
た
事
項

原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
委
員
⻑

  
  
委
員
⻑

 
 委

員
会

 
審
議

 主
宰

 
  

委
員
会

 
 委

員
⻑

 各
所
⻑

 各
発
電
所

 
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
加

 
 委

員
⻑

 
指
名

  
者

 
構
成

 
  

発
電
所
課
⻑

 
 所
⻑

 
指
示

 
 範
囲

 
業
務

 
⾏

  
第

2項
(3

) 
 (

24
) 
定

 
 各
職
位
（
以
下

  
各
課
（
室
）
⻑

  
 

  
）

 
 所
管
業
務

 
基

 
 非
常
時

 
措
置

 保
安
教
育

 
  

 
記
録

 
  

報
告

 ⾏
 

（
火
災
発
生
時
、内
部
溢
水
発
生
時
、火
山
影
響
等
発
生
時
、そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
、重
大
事
故
等
発
生
時
お
よび
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
（
以
下

  
原
子
炉
主
任
技
術
者

  
 

  
）

 兼
任

 
  

  
 

  
品
質
保
証
室
⻑

 品
質
保
証
室
課
⻑

 安
全

 防
災
室
⻑

 安
全

 防
災
室
課
⻑

 技
術
課
⻑

 
 

 
保
全
計
画
課
⻑

 
 兼
任

  
場
合

 担
当

 
 
原
子
炉

 
 

 
 
兼
任

 
 
職
位

 
職
務

 遂
⾏

  
 

  
  

 兼
任

 
 職
位

 
職
務

 
 

 
上
位
職

 
⾏

  

本
店

 
原
子
⼒
発
電
安
全
委
員
会
（
以
下

  
委
員
会

  
 

  
）

 
設
置

 
 

 
委
員
会
は
、原
子
炉
施
設
の
保
安
に
関
す
る次
の
事
項
を審
議
し、
確
認
す
る
。た
だ
し、
あ
らか
じめ
委
員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
、審
議
事
項
に
該
当
しな

い
。

原
子
炉
設
置
（
変
更
）
許
可
申
請
書
本
文

 
記
載

 
構
築
物

 系
統

 
  
機
器

 
変
更

警
報
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る事
項

原
子
炉
施
設
の
各
設
備
の
運
転
操
作
に
関
す
る事
項

定
期
的
に
実
施
す
るサ
ー
ベ
ラン
スに
関
す
る
事
項

各
課
（
室
）
⻑

 
 課
（
室
）
員

 指
示

 指
導

  
所
管
業
務

 
遂
⾏

 
 

  
 

 各
課
（
室
）
員

 
  

 
指
示

 指
導

 
従

 
業
務

 
実
施

 
 

 

第
2項

(5
)、

(6
)、

(1
0)
か
ら(

13
)お
よ
び

 (
15

) 
か
ら(

23
)に
定
め
る各
職
位
の
職
務
に
は
、そ
の
職
務
の
範
囲
に
お
け
る運

転
お
よび
保
守
、設

計
お
よび
工
事
に
関
す
る
業
務

を
含
む
。 運
転
員
の
構
成
人
員
に
関
す
る事
項

（
原
子
⼒
発
電
安
全
委
員
会
）

 

削
除

（
原
子
⼒
発
電
安
全
運
営
委
員
会
）

 

補(1)-81



保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

4／
40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
8条

(k
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(a

)
内
容

N/
A

－
(b

)
内
容

N/
A

－
(c

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(a

)
内
容

N/
A

－
(b

)
内
容

N/
A

－
(c

)
内
容

N/
A

－
(d

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(a

)
内
容

N/
A

－
(b

)
内
容

N/
A

－
(c

)
内
容

N/
A

－
(d

)
内
容

N/
A

－
(e

)
内
容

N/
A

－
(f

)
内
容

N/
A

－
(g

)
内
容

N/
A

－
(h

)
内
容

N/
A

－
(i)

内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
(6

)
内
容

N/
A

－
(7

)
内
容

N/
A

－
(8

)
内
容

N/
A

－
(9

)
内
容

N/
A

－
3.

定
義

N/
A

－
4.

定
義

N/
A

－
（
委
員
会
構
成
）

第
9条

⾏
為

→
事
業
本
部
⻑

N/
A

－
（
選
任
条
件
）

(1
)

条
件

N/
A

－
(2

)
条
件

N/
A

－
(3

)
条
件

N/
A

－
(4

)
条
件

N/
A

－
2.

定
義

N/
A

炉
主
任

－
3.

定
義

N/
A

炉
主
任

－

4.
定
義

N/
A

－
（
代
⾏
者
）

5.
定
義

N/
A

－
（
相
反
性
の
排
除
）

6.
定
義

N/
A

－

放
射
線
管
理

 
関

 
 
社
内
標
準

 
制
定

 
 

 
改
正

管
理
区
域

 
出
入
管
理

 
 

 
遵
守
事
項

 
関

 
 事
項

放
射
性
廃
棄
物
管
理

 
関

 
 
社
内
標
準

 
制
定

 
 

 
改
正

周
辺
監
視
区
域
に
関
す
る
事
項

線
量

 
評
価

 
関

 
 事
項

除
染
に
関
す
る
事
項

外
部
放
射
線

 
係

 
線
量
当
量
率
等

 
測
定

 
関

 
 
事
項

放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
保
管
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る事
項

放
射
性
液
体
廃
棄
物

 
放
出
管
理

 
関

 
 
事
項

放
射
性
気
体
廃
棄
物

 
放
出
管
理

 
関

 
 
事
項

燃
料
管
理

 
関

 
 社
内
標
準

 
制
定

 
  
改
正

管
理
区
域

 
設
定

 区
域
区
分

 
 

 
特
別
措
置

 
要

 
 区
域

 
関

 
 
事
項

重
大
事
故
等
お
よび
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

新
燃
料

 
  
使
用
済
燃
料

 
運
搬

 
関

 
 事
項

新
燃
料

 
  
使
用
済
燃
料

 
貯
蔵

 
関

 
 事
項

燃
料

 
検
査

 
 

 
取
替

 
関

 
 事
項

管
理
区
域
内

 
使
用

  
物
品

 
搬
出

 
  

運
搬

 
関

 
 
事
項

放
出
管
理
用
計
測
器

 
点
検

 校
正

 
関

 
 事
項

保
全
区
域
に
関
す
る事
項

放
射
線
計
測
器
類
の
点
検
・校
正
に
関
す
る
事
項

原
子
炉
施
設

 
工
事

 
 

 
保
守
管
理

 
関

 
 
業
務

原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
業
務

原
子
炉
施
設
の
設
計
に
係
る安
全
性
の
解
析
お
よび

評
価
に
関
す
る
業
務

原
子
炉

 
使
用

 
 燃
料
体

 
設
計

  
 
管
理

 
関

 
 
業
務

原
子
炉
主
任
技
術
者
は
原
子
炉
毎
に
選
任
す
る
。

原
子
炉
主
任
技
術
者

 
 本
店

 
保
安

 
関

 
 
役
職
者

  
  

 
 

 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
 品
質
保
証
室
⻑

 品
質
保
証
室
課
⻑

 安
全

 防
災
室
⻑

 安
全

 防
災
室
課

⻑
 技
術
課
⻑

 
  
保
全
計
画
課
⻑

 
 

 
 

 
 
職
位

 兼
任

 
  

  
 

  
 

非
常
事
態
に
お
け
る
運
転
操
作
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
（
第

12
3条
）

保
安
教
育
実
施
計
画
の
策
定
（
第

13
1条
）
に
関
す
る事
項

事
故
・故
障
の
水
平
展
開
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項

所
⻑

 委
員
⻑

  
 

 委
員
⻑

 
 運
営
委
員
会

 
審
議

 
主
宰

 
 

 
運
営
委
員
会

 
 委

員
⻑

 原
子
炉
主
任
技
術
者

 電
気
主
任
技
術
者

  
  

 
  

 
  
主
任
技
術
者

 第
5条
第

2項
(3

) 
(5

) 
(7

) 
同
項

(9
) 

 (
12

) 
  

(1
5)

 
 

(2
3)

 
定

 
 
職
位

 
加

 
 委

員
⻑

 
指
名

  
者

 
構
成

 
  

原
子
⼒
事
業
本
部
⻑

 
 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
 

 
代
⾏
者

  
原
子
炉
主
任
技
術
者
免
状

 有
 

 
者

 
 

  
 次

 
各
号

 
業
務

 
通
算

  
3年
以
上
従
事

  
経
験

 
有

す
る者
の
中
か
ら選
任
す
る。

代
⾏
者

 
職
位

 
 課
（
室
）
⻑
以
上

 
役
職
者

  
  

原
子
炉
主
任
技
術
者

 
 

 
 

 
 
職
位

 
兼
任

 
 
場
合

 担
当

 
 原
子
炉

 
 

 
 
兼
任

 
 職
位

 
職
務

 
遂
⾏

 
 

 兼
任

 
 
職
位

 
職
務

 
  
上
位
職

 
⾏

  
  

 
  

  
 代
⾏
者

 
原
子
炉
主
任
技
術
者

 交
代

  
場
合

 
 

 
 

 
同
様

  
 

 
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
職
務

 
遂
⾏

 
 

 
 
場
合
（
非
常
召
集
可
能
圏
外

 
離

 
 
場
合

 
含

 
）

 
 代
⾏
者

 交
代

 
  

 
 

  
職
務

 
遂
⾏

 
 

 
 
期
間

 
⻑
期

 
 

 
る
場
合
は
、第

１
項
か
ら第

３
項
に
基
づ
き
、あ
らた
め
て
原
子
炉
主
任
技
術
者
を
選
任
す
る
。

保
守
管
理

 
関

 
 社
内
標
準

 
制
定

 
  
改
正

改
造
の
実
施
に
関
す
る事
項

（
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

5／
40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
9条
の

2
⾏
為

→
所
⻑

→
炉
主
任
等
の
選
任

N/
A

－

2.
定
義

N/
A

－
3.

定
義

N/
A

－
4.

定
義

N/
A

－

第
10
条

⾏
為

→
炉
主
任

→
職
務
遂
⾏

→
炉
主
任

 
職
務
遂
⾏

(1
)

内
容

N/
A

(2
)

内
容

N/
A

(3
)

内
容

N/
A

(4
)

内
容

N/
A

(5
)

内
容

N/
A

2.
⾏
為

→
炉
主
任

→
本
部
⻑

 
 
報
告

N/
A

炉
主
任
の
職
務

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
3.

⾏
為

→
従
事
者

→
指
示
に
従
う

N/
A

－
4.

⾏
為

→
炉
主
任
他

→
意
思
疎
通

N/
A

炉
主
任
の
職
務

第
10
条
の

2
定
義

N/
A

－

(1
)

内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－

(3
)

内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
炉
主
任
他

→
意
思
疎
通

N/
A

炉
主
任
の
職
務

第
11
条

⾏
為

→
安
全
部
門
統
括

N/
A

－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
原
子
⼒
部
門

N/
A

－

第
12
条

定
義

N/
A

－
2.

定
義

N/
A

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
3.

定
義

N/
A

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－

(3
)

内
容

N/
A

－

  
他
原
子
炉
施
設

 
運
転

 
関

 保
安

 
監
督

 
必
要

 
職
務

 
⾏

  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
次

 
場
合

 
 

 
 
原
子
⼒
事
業
本
部
⻑

 
報
告

 ⾏
  

前
項

(1
) 
職
務

 
遂
⾏

 
 

 状
況

 
生

  
場
合

第
13

4条
第

1項
(1

)か
ら(

5)
の
報
告
を
受
け
た
場
合

原
子
炉
施
設
の
運
転
に
従
事
す
る者
は
、原
子
炉
主
任
技
術
者
が
その
保
安
の
た
め
に
す
る
指
示
に
従
う。

原
子
炉
主
任
技
術
者

 電
気
主
任
技
術
者

 
 

 
 

  
 

  
 

  
主
任
技
術
者

 
 相
互

 
職
務

 
 

 
 
情
報
共
有

 
⾏

 
 意
思
疎
通

 図
 

 

電
気
主
任
技
術
者

  
 

 
  

 
  

 
  
主
任
技
術
者

 
職
務

 
遂
⾏

 
 

 
 
場
合

 
  

 
 

 
 
代
⾏
者

 交
代

 
 

  
 

  
職
務

 遂
⾏

 
  

 
期
間

 
⻑
期

 
 

 
 

場
合
は
、第

1項
お
よび
第

2項
に
基
づ
き
、あ
らた
め
て
電
気
主
任
技
術
者
ま
た
は
ボ
イラ
ー
・タ
ー
ビン
主
任
技
術
者
を
選
任
す
る
。

原
子
炉
主
任
技
術
者

 
 原
子
炉
施
設

 
運
転

 
関

 保
安

 
監
督

 
誠
実

 
  

 
 最
優
先

 
⾏

  
  
任
務

  
 次

 
職
務

 遂
⾏

 
  

原
子
炉
施
設

 
運
転

 
関

 保
安
上
必
要

 
場
合

 
 運

転
 
従
事

 
 者
（
所
⻑

 含
 

 以
下

 本
条

 
 

 
 
同

  
）

 
指
示

 
 

 
表

10
-1

 
定

 
 
事
項

 
 

 
 

 所
⻑

 
承
認

 
先
⽴

 確
認

 
  

表
10

-2
 
定

 
 
事
項

 
 

 
 

 各
課
（
室
）
⻑

 
  
報
告
内
容
等

 
確
認

 
  

表
10

-3
に
示
す
記
録
の
内
容
を
確
認
す
る
。

（
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
職
務
等
）

 

（
電
気
主
任
技
術
者
お
よび
ボ
イラ
ー
・タ
ー
ビン
主
任
技
術
者
の
職
務
等
）

 

（
原
子
炉
施
設
の
定
期
的
な
評
価
）

 

所
⻑

 
 電
気
主
任
技
術
者

 
  
代
⾏
者

  
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状

 
有

 
 者

 
中

 
  

 
  

 
  

 
  
主
任
技
術
者

 
 

 
代
⾏
者

  
第
一
種

 
  

 
  

 
ビン
主
任
技
術
者
免
状
を有

す
る
者
の
中
か
ら選
任
す
る
。

電
気
主
任
技
術
者

 
 

 
 

  
 

  
 

  
主
任
技
術
者

 
職
位

 
 課
（
室
）
⻑
以
上

  
  

電
気
主
任
技
術
者

 
 

 
 

  
 

  
 

  
主
任
技
術
者

 
代
⾏
者

 
職
位

 
 課
（
室
）
⻑
以
上

 
 

 
  

 
準

 
  

 
  

 
 

第
2項
︓
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 
⾏

 事
項

第
3項
︓
運
転
上
の
制
限
を
満
足
して

い
な
い
と判
断
した
場
合
に
要
求
され
る措
置

本
編
に
お
い
て
、主

要
な
用
語
の
定
義
は
、各
条
文
に
定
め
が
な
い
場
合
は
、次
の
とお
りと
す
る
。

 燃
料
取
替

  
 

 炉
内

 
燃
料
配
置

 
変

 
 

  
  

  
第

3節
 

 
 

 
 速

 
 

 
  

 
 可

能
 
限

 短
時
間

 
実
施

 
 

  
 

 
  

 一
義
的

 
時
間

 決
 

  
 

 
  

 
 

  
意
図
的

 
遅
延

  
 

  
 

 ⾏
  

  
意

味
 

 
  

 
 要
求

  
 
措
置

 
実
施

 
 
場
合

 
 

 上
記

 
主
旨

 踏
 

 
 
上

 
 組
織
的

 
実
施

 
 
準
備

 
整

 
次
第
⾏

 活
動

 
意
味

 
 

  
 

 複
数

 
 速

や
か
に
」実
施
す
るこ
とが
要
求
され
る
措
置
に
規
定
され

て
い
る場

合
は
、い
ず
れ
か
一
つ
の
要
求
され
る措
置
を「
速
や
か
に
」実
施
し、
引
き続

き遅
滞
な
く、
残
りの
要
求
され
る措

置
を実
施
す
る。

 重
大
事
故

  
 

 実
用
炉
規
則
第

4条
 

 
掲

 
 

 炉
心

 
著

  
損
傷

  
 

 
 核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備

 
貯
蔵

 
 燃
料
体
又

 
使
用
済
燃
料

 
著

  
損
傷

  
 

う。保
安
活
動
の
実
施
の
状
況
の
評
価

保
安
活
動

 
 
最
新

 
技
術
的
知
⾒

 
反
映
状
況

 
評
価

原
子
⼒
部
門

 
 第

１
項

 
評
価

 
結
果

 原
子
炉
施
設

 
保
安

 
 

 
 
有
効

 
追
加
措
置

 
抽
出

  
 
場
合

 
 

  
 
結
果

 
踏

 
 

 
 保
安
活
動

 
計
画

 実
施

 評
価

 
 

 
改
善

 
  

 
品
質

 
 

 
  

  
 

  
 
改
善

 継
続

  
⾏

  

本
編
に
お
い
て
、原
子
炉
の
運
転
モ
ー
ド（
以
下
、「
モ
ー
ド」
とい
う。
）
は
、表

１
２
－
１
の
とお
りと
す
る
。

第
３
節
（
第
８
７
条
か
ら第
９
０
条
を除

く）
に
お
け
る
条
文
の
基
本
的
な
構
成
は
次
の
とお
りと
す
る。

第
1項
︓
運
転
上
の
制
限

（
構
成
お
よ
び
定
義
）

 電
気
主
任
技
術
者

 
 

 
 

  
 

  
 

  
主
任
技
術
者

 
 原
子
⼒
発
電
工
作
物

 
工
事

 維
持

 
  

運
用

 
関

 
 
保
安

 
監
督

 誠
実

 
  

 
 最
優
先

 
⾏

  
  
任

務
  

 次
 
職
務

 
遂
⾏

 
 

 
原
子
⼒
発
電
工
作
物

 
工
事

 維
持

 
 

 
運
用

 
関

 
 保
安

 
 

 
 
諸
計
画

 
⽴
案

 
当

 
  

 
 必

要
 
応

  
工
事

 維
持

 
  

運
用

 
従
事

 
 者
（
所
⻑

 
含
む
。以
下
、本
条
に
お
い
て
同
じ。
）
へ
指
示
、指
導
・助
言
す
る。

原
子
⼒
発
電
工
作
物

 
工
事

 維
持

 
 

 
運
用

 
関

  
保
安
上
必
要

 
場
合

 
 

 工
事

 維
持

 
 

 
運
用

 
従
事

 
 者

 
対

 指
示

 指
導

 助
言

 
⾏

  

  
他
原
子
⼒
発
電
工
作
物

 
工
事

 維
持

 
 

 
運
用

 
関

 保
安

 
監
督

 
必
要

 
職
務

 ⾏
  

原
子
炉
主
任
技
術
者

 電
気
主
任
技
術
者

 
 

 
 

  
 

  
 

  
主
任
技
術
者

 
 相
互

 
職
務

 
 

 
 
情
報
共
有

 
⾏

 
 意
思
疎
通

 図
 

 

原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
 各
号
炉
毎

 
 

 
10
年

 超
 

 
 
期
間
毎

 
 実
施
手
順

 
  
実
施
体
制

 定
 

  
 

 
基

 
 

 以
下

 
事
項

 
実
施

 
 

 

（
電
気
主
任
技
術
者
お
よび
ボ
イラ
ー
・タ
ー
ビン
主
任
技
術
者
の
選
任
）

 

添
付
資
料

3-
2に
て
確
認
す
る
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

6／
40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
12
条
の

2
⾏
為

→
所
⻑

→
原
子
炉
の
運
転

→
－

第
13
条

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
要
員
確
保

→
－

2.
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
勤
務
の
禁
止
等

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
要
員
確
保

→
－

4.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

 技
術
課
⻑

→
要
員
確
保

→
－

5.
⾏
為

→
技
術
課
⻑

 
 

 
発
電
室

⻑
→

判
断
他

→
炉
主
任
の
確
認

6.
⾏
為

→
所
⻑

→
訓
練
実
施
と措
置
の

実
施

→
－

7.
⾏
為

→
技
術
課
⻑

 
 

 
発
電
室

⻑
→

⼒
量
確
認

→
炉
主
任
の
確
認

8.
⾏
為

→
技
術
課
⻑

 
 

 
発
電
室

⻑
→

体
制
確
⽴

→
－

9.
⾏
為

→
所
⻑

→
停
止
措
置
の
実
施
等

→
－

第
14
条

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
点
検

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
点
検
区
域
・方
法
の
設

定
→

－

3.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
点
検

－

第
15
条

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
標
準
作
成
他

→
－

(運
営
委
員
会
で
の
確
認

)

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
(6

)
内
容

N/
A

－
(7

)
内
容

N/
A

－

制
御
材
駆
動
設
備

電
源
、給
排
水
お
よ
び
排
気
施
設

発
電
室
⻑

 
 原
子
炉
格
納
容
器
内

  
  

  
内

 
  
第
１
０
７
条
第
１
項

 
定

 
 区
域

 
 

 
 

 
 第

１
０
７
条
第
１
項

 
定

 
 措
置

 
伴

 ⽴
 
入

 制
限

 
考
慮

 
 

 巡
視
点
検

 ⾏
 区
域

 
  
方
法

 
定

 
  
当
直
課
⻑

 
  

 
定

 
 
従

 
 巡
視
点
検

 
実
施

 
 

 
各
課
（
室
）
⻑

 
 系
統

  
切
離

  
 

 
 施
設

 
 

 
 
一
定
期
間
毎

 
巡
視

  
点
検

 ⾏
  

各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 次

 
各
号

 
掲

 
 原
子
炉
施
設

 
運
転
管
理

 
関

 
 
社
内
標
準

 作
成

  
制
定

 改
正

 
当

 
  

 
 第

8条
第

2項
 
基

 
 

運
営
委
員
会
の
確
認
を
得
る
。

原
子
炉
の
起
動
お
よび
停
止
操
作
に
関
す
る事
項

所
⻑

 
 第
５
項

 
訓
練

 
  

 現
場
訓
練

 
  
有
効
性
評
価

 
成
⽴
性
確
認

 
 

 
 

 除
外

  
 
者

 同
 役
割

 
者

 
対

  
 役
割

 
応

  
成
⽴
性

 
確
認
訓
練

 実
施

  
  
結
果

 ⼒
量

 確
保

 
  

⾒
込

 
 
⽴

 
 

 
 判
断

  
場
合

 
 第

9項
 
措
置

 
講

  
 

技
術
課
⻑

 
 

 
発
電
室
⻑

 
 ⼒
量

 
確
保

 
 

 
 

 
 

 判
断

  
 
者

 
 

 
 

 
 教
育
訓
練
等

 
 

  
⼒
量

 
確
保

  
 

 
  

  
確
認

  
後

 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 所
⻑

 
承
認

 得
 

 表
13

-1
 

  
表

13
-3

 
定

 
 
人
数

 
者

 確
保

 
 体

制
 
復
帰

  
 

 

技
術
課
⻑

 
 

 
発
電
室
⻑

 
 第

２
項

 
 

 
第
４
項

 
定

 
 人
数

 
者

 
欠
員

 
生

  
場
合

 
 休
日

 時
間
外
（
夜
間
）

 含
 
補
充

 ⾏
  

 
 

 所
⻑

 
 第

２
項

 
 

 
第
４
項

 
定

 
 
人
数

 
者

 
補
充

 
⾒
込

 
 
⽴

 
 

 
 判
断

  
場
合

 
 第

9項
 
措
置

 
講

  
 

所
⻑

 
 第

6項
 第

8項
 
判
断

 
⾏

  
場
合

 
措
置

  
 

 原
子
炉

 
運
転
中

 
 原
子
炉
停
止

 
措
置

 実
施

  
原
子
炉

 
停
止
中

 
 原
子
炉

 
停
止
状
態

 
維
持

  
原
子
炉
の
安
全
を確
保
す
る。
な
お
、原
子
炉
停
止
の
措
置
の
実
施
に
当
た
って
は
、原
子
炉
の
安
全
を
確
保
しつ

つ
、速
や
か
に
、実
施
す
る。

当
直
課
⻑
（
１

 ２
号
炉
担
当

 
含

 
 ）

 
 毎
日
１
回
以
上

 原
子
炉
施
設
（
原
子
炉
格
納
容
器
内

  
  

  
内

 第
１
０
７
条
第
１
項

 
定

 
 区
域

 
  
系
統

  
切

離
  

 
 

 
施
設
※
１

 除
  
）

 巡
視

  
次

 
施
設

 
 

 
設
備

 
 

 
 
点
検

 
⾏

  
原
子
炉
冷
却
系
統
施
設

所
⻑

 
 表

12
 

2 
定

 
 原
子
炉

 
運
転
期
間

 
範
囲
内

 
運
転

 ⾏
  

 
 

 実
用
炉
規
則
第

49
条
第

1項
第

2号
 
基

 
 

 原
子
⼒
規
制
委
員
会

 
定
期
検
査

 受
 

 
 

 
時
期

 
定

 
 
承
認

  
 

 
場
合

 
  

 
承
認

 受
 

 
時
期

 
範
囲
内

 
運
転

 
⾏

  

発
電
室
⻑

 
 原
子
炉

 
運
転

 
必
要

 
知
識

 
有

 
 者

 確
保

 
 

  
 

 原
子
炉

 
運
転

 
必
要

 
知
識

 有
 

 
者

  
 原
子
炉

 
運
転

 
関

 
 実
務

 
研
修

 受
 

 
者
をい

う。
発
電
室
⻑

 
 原
子
炉

 
運
転

 
当

 
  
第

1項
 
定

 
 者

 
中

 
  

1直
 

 
 表

13
-1

 
定

 
 
人
数

 
者

  
 

 
 中
央
制
御
室

 
 

 5
直
以
上

 
編
成

  
上

 
3交
代

勤
務

 ⾏
 

 
 

 特
別

 
事
情

 
 

 場
合

 除
  
連
続

  
24
時
間

 超
 

 勤
務

 ⾏
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 表
13

-1
 
定

 
 
人
数

 
  

 1
名

 
当
直
課
⻑

  
 運

転
責
任
者

  
 
原
子
⼒
規
制
委
員
会

 
定

 
 基

準
 
適
合

  
者

 
中

 
 選
任

  
 
者

  
 

 

当
直
課
⻑

 
 第

2項
 
定

 
 
者

 
  

 表
13

-2
 
定

 
 
人
数

 
者

 主
機
運
転
員
以
上

 
者

 
中

 
 常
時
中
央
制
御
室

 
確
保

 
 

 

各
課
（
室
）
⻑

 
 重
大
事
故
等

 
対
応

 
 

 
 
⼒
量

 
有

 
 
者

 確
保

 
  

 
 

 技
術
課
⻑

 
 重
大
事
故
等

 
対
応

 ⾏
 要

員
  

 
 表

13
-3

 
定

 
 人
数

 
常
時

確
保
す
る。

技
術
課
⻑

 
 

 
発
電
室
⻑

 
 第

18
条

 
5第

4項
(2

) 
成
⽴
性
確
認

 
 

 
 

  
 
訓
練

 
係

 者
 

 役
割

 
応

  
必
要

 
⼒
量
（
以
下

 本
条

 
 

 
 

 ⼒
量

  
 

  
）

 
確
保

 
 

 
 

 
 

 判
断

  
場
合

 
 速

 
 

 
 表

13
-1

 
 

 
表

13
-3

 
定

 
 人
数

 
者

 
確
保

 
 
体
制

 
  
⼒
量

 
確
保

 
 

 
 

 
 

 判
断

  
 
者

 除
外

  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 所
⻑

 
承
認

 得
 
体
制

 
構
築

 
 

 

巡
視
点
検
に
関
す
る事
項

異
常
時

 
措
置

 
関

 
 
事
項

警
報
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る事
項

原
子
炉
施
設
の
各
設
備
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項

定
期
的
に
実
施
す
るサ
ー
ベ
ラン
スに
関
す
る事
項

誤
操
作
の
防
止
に
関
す
る
事
項

（
原
子
炉
の
運
転
期
間
）

 

（
運
転
員
等
の
確
保
）

 

（
巡
視
点
検
）

 

（
運
転
管
理

 
関

 
 
社
内
標
準

 
作
成
）

 

補(1)-84



保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

7／
40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
15
条

(8
)

内
容

N/
A

－
(9

)
内
容

N/
A

－

第
16
条

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
運
転
状
況
の
申
し送
り
→

－

第
17
条

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

 発
電
室
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

第
18
条

⾏
為

→
保
全
計
画
課
⻑

N/
A

－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
体
制
・手
順
整
備

→
－

3.
⾏
為

→
保
全
計
画
課
⻑

→
報
告

→
－

4.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
判
断
お
よ
び
措
置
の
実

施
→

炉
主
任
へ
の
連
絡

第
18
条
の

2
⾏
為

→
技
術
課
⻑

→
体
制
整
備
、

計
画
策
定

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
体
制
・手
順
整
備

→
－

3.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
定
期
的
評
価
他

→
－

4.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
判
断
お
よ
び
措
置
の
実

施
→

炉
主
任
へ
の
連
絡

電
源
、給
排
水
お
よ
び
排
気
施
設

発
電
室
⻑

 
 最
終

  
  

  
開
始

  
 

 第
3節

 
条
文
中

 
定
期
検
査
時

 
関
係
課
⻑

 
 発
電
室
⻑

 
通
知

  
 

  
  

  
 

 
確
認
項
目

 
 

 
 

 通
知

 
完
了

  
 

 
  

 確
認

 
  

  
 

  
 
旨

 当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 

保
全
計
画
課
⻑

 
 火

災
 
発
生

  
場
合
（
以
下

  
火
災
発
生
時

  
 

  
）

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 ⾏
 体

制
 
整
備

  
 

 次
 
各
号

 
含

 
計
画

※
２

 策
定

  
所
⻑

 
承
認

 得
  

 
 

 計
画

 
 添
付
２

 
示

 
 火

災
 内
部
溢
水

 
 

 
自
然
災
害
対
応

 
係

 
実
施
基
準

  
従

 
策
定

 
 

 

中
央
制
御
室
か
ら消

防
機
関
へ
通
報
す
る
た
め
の
専
用
回
線
を使

用
した
通
報
設
備
の
設
置

火
災
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
要
員

 
配
置

火
災
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

 要
員

 
対

 
 教
育
訓
練

（
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よ
び
その
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る事
項

重
大
事
故
等
お
よび
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

当
直
課
⻑
（
１

 ２
号
炉
担
当

 
含

 
 ）

 
  

 
業
務

 次
直

 
当
直
課
⻑
（
１

 ２
号
炉
担
当

 含
 

 ）
 
引

 
継

 際
 

 
 運

転
日
誌

 
  
引
継
日
誌

 引
 渡

 
  

も
に
、運

転
状
況
を
申
し送
る
。

各
課
（
室
）
⻑

 
 原
子
炉

 
起
動
開
始

 
 

 
 次

 
施
設

 
 

 
設
備

 点
検

  
異
常

 
有
無

 確
認

  
発
電
室
⻑

 
通
知

 
  
発
電
室
⻑

 
  

 
通
知

 
完
了

  
 

  
  
確
認

 
 

  
 

 
  

 
旨

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
  

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設

制
御
材
駆
動
設
備

内
部
溢
水
発
生
時

 
 

 
 
原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
要
員

 
配
置

内
部
溢
水
発
生
時

 
 

 
 
原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

 要
員

 
対

 
 
教
育
訓
練

内
部
溢
水
発
生
時

 
 

 
 
原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
資
機
材

 
配
備

各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 前
項

 
計
画

 
基

 
  
内
部
溢
水
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
体
制

 
  
手
順

 
整

備
を実
施
す
る
。

各
課
（
室
）
⻑

 
 第

2項
 
活
動

 
実
施
結
果

 取
  

  
 第

1項
 
定

 
 事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 ⾏
  

  
 

 評
価

 
結
果

 
基

 
 必

要
 
措
置

 
講

  
技
術

課
⻑

 
報
告

 
 

 技
術
課
⻑

 
 第

1項
 
定

 
 事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 ⾏
  

  
 

 評
価

 
結
果

 
基

 
 必

要
 
措
置

 
講

  
 

各
課
（
室
）
⻑

 
 内
部
溢
水

 
影
響

 
 

  
原
子
炉
施
設

 
保
安

 
重
大

 
影
響

 
及

 
 
可
能
性

 
 

 
 判
断

  
場
合

 
 所
⻑

 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
 

 
関
係
課

（
室
）
⻑

 
連
絡

 
 

  
 

 
 必

要
 
応

  
原
子
炉
停
止
等

 
措
置

 
 

 
 
協
議

 
  

火
災
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
資
機
材

 
配
備

発
電
所

 
 

 
 
可
燃
物

 
適
切

 
管
理

各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 前
項

 
計
画

 
基

 
  
火
災
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 ⾏
  

 
 
必
要

 
体
制

 
 

 
手
順

 
整
備

 
実
施
す
る。

保
全
計
画
課
⻑

 
 第

２
項

 
活
動

 
実
施
結
果

 取
  

  
 第

１
項

 
定

 
 事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 ⾏
  

  
 

 評
価

 
結
果

 
基

 
 
必
要

 
措
置

 講
  

 

各
課
（
室
）
⻑

 
 火

災
 
影
響

 
 

  
原
子
炉
施
設

 
保
安

 
重
大

 
影
響

 及
 

 
可
能
性

 
 

  
判
断

  
場
合

 
 所
⻑

 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
  
関
係
課
（
室
）

⻑
 
連
絡

 
 

  
 

 
 必

要
 
応

  
原
子
炉
停
止
等

 
措
置

 
 

 
 
協
議

 
  

技
術
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設
内

 
 

 
 
溢
水

 
発
生

  
場
合
（
以
下

  
内
部
溢
水
発
生
時

  
 

  
）

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 ⾏
 体

制
 
整
備

  
 

 次
 
各
号

 
含

 
計
画

 策
定

  
所
⻑

 
承
認

 得
 

  
 

 計
画

 
 添
付
２

 
示

 
 火
災

 内
部
溢
水

 
 

 
自
然
災
害
対
応

 
係

 
実
施
基
準

  
従

 
策
定

 
 

 

（
内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

（
引

 継
）

 

（
原
子
炉
起
動
前
の
確
認
事
項
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

8／
40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
18
条
の

2
の

2
⾏
為

→
技
術
課
⻑

→
体
制
整
備
、

計
画
策
定

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
体
制
・手
順
整
備

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
3.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
保
全
活
動
の
実
施

→
－

4.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
定
期
的
評
価
他

→
－

5.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
判
断
他

→
炉
主
任
へ
の
報
告

6.
⾏
為

→
原
子
⼒
技
術
部
門
統
括

（
原
子
⼒
技
術
）

N/
A

－

第
18
条
の

3
⾏
為

→
技
術
課
⻑

→
体
制
整
備
、

計
画
策
定

→
－

(1
)

内
容

N/
A

(2
)

内
容

N/
A

(3
)

内
容

N/
A

2.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
体
制
・手
順
整
備

→
－

3.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
定
期
的
評
価
他

→
－

4.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
判
断
他

→
炉
主
任
へ
の
報
告

5.
⾏
為

→
技
術
部
門
統
括
（
原
子
⼒

技
術
お
よび
土
木
建
築
）

N/
A

－

6.
⾏
為

→
技
術
部
門
統
括
（
原
子
⼒

技
術
）

N/
A

－

7.
⾏
為

→
技
術
部
門
統
括
（
原
子
⼒

技
術
お
よび
土
木
建
築
）

N/
A

－

8.
⾏
為

→
安
全
部
門
統
括

N/
A

－

原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
原
子
⼒
技
術
）

 
 火
山
現
象

 
係

 
新

 
 
知
⾒
等

 
収
集

 反
映
等

 実
施

 
  

技
術
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設
内

 
 

 
 

  
他
自
然
災
害
（

 地
震

 津
波

 ⻯
巻

 
  
火
山
（
降
灰
）
等

  
 

  
以
下

 本
条

 
 

 
 
同

  
）

 
発
生

  
場
合

 
 

 
 

原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

 体
制

 
整
備

  
 

 次
 
各
号

 含
 
計
画

 
策
定

  
所
⻑

 
承
認

 
得

  
  

 計
画

 
 添
付

2 
示

 
 火

災
 内
部
溢
水

 
  

自
然
災
害
対
応
に
係
る実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

  
他
自
然
災
害
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
要
員

 
配
置

  
他
自
然
災
害
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

 要
員

 
対

 
 教
育
訓
練

  
他
自
然
災
害
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
資
機
材

 
配
備

各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 前
項

 
計
画

 
基

 
  

  
他
自
然
災
害
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
必
要

 
体
制

 
 

 
手
順

 
整
備

 実
施

す
る。
各
課
（
室
）
⻑

 
 第

2項
 
活
動

 
実
施
結
果

 取
  

  
 第

1項
 
定

 
 事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 ⾏
  

  
 

 評
価

 
結
果

 
基

 
 必

要
 
措
置

 
講

  
技
術

課
⻑

 
報
告

 
 

 技
術
課
⻑

 
 第

1項
 
定

 
 事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 ⾏
  

  
 

 評
価

 
結
果

 
基

 
 必

要
 
措
置

 
講

  
 

（
その
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
）

 

（
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 
技
術
課
⻑

 
 火
山
現
象

 
  
影
響

 
発
生

 
  

  
 

 
 場

合
  

 
発
生

  
場
合
（
以
下

  
火
山
影
響
等
発
生
時

  
 

  
）

 
 

 
 
原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 

活
動
※
１

 ⾏
 体

制
 
整
備

  
 

 次
 
各
号

 含
 
計
画

 
策
定

  
所
⻑

 
承
認

 
得

 
  

 
 計

画
 

 添
付
２

 
示

 
 火
災

 内
部
溢
水

 火
山
影
響
等

 
  
自
然
災

害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

火
山
影
響
等
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
要
員

 
配
置

火
山
影
響
等
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

 要
員

 
対

 
 教
育
訓
練

火
山
影
響
等
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
  

 
  

 
他

 
資
機
材

 
配
備

各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 前
項

 
計
画

 
基

 
  

  
他
自
然
災
害
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
必
要

 
体
制

 
 

 
手
順

 
整
備

 実
施

す
る。

火
山
影
響
等
発
生
時

 
 

 
 非
常
用
交
流
動
⼒
電
源
設
備

 
機
能

 
維
持

 
 

 
 

 
対
策

 
関

 
 

  
 

(1
) 
掲

 
 

  
 
他

 火
山
影
響
等
発
生
時

 
 

 
 代
替
電
源
設
備

  
他

 
炉
心

 冷
却

 
  

 
 
必
要

 
設
備

 
機
能

 維
持

 
  

 
 
対
策

 
関

 
  

  
(2

) 
掲

 
 

  
 
他

 火
山
影
響
等
発
生
時

 
 

 
 交
流
動
⼒
電
源

 
喪
失

  
場
合

 
 

 
 炉
心

 
著

  
損
傷

 防
止

 
  

 
 
対
策

 
関

 
  

  
各
課
（
室
）
⻑

 
 第

１
項

 
計
画

 
基

 
  
火
山
影
響
等
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 実
施

 
  

  
 

 第
１
項

(1
) 
要
員

 
第
２
項

 
手
順

 
遵
守
させ
る。

各
課
（
室
）
⻑

 
 第

３
項

 
活
動

 
実
施
結
果

 取
  

  
 第

１
項

 
定

 
 事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 ⾏
  

  
 

 評
価

 
結
果

 
基

 
 
必
要

 
措
置

 講
  
技

術
課
⻑

 
報
告

 
  
技
術
課
⻑

 
 第

１
項

 
定

 
 
事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 
⾏

  
  

 
 評

価
 
結
果

 
基

 
 
必
要

 
措
置

 講
  

 

各
課
（
室
）
⻑

 
 火
山
現
象

 
影
響

 
 

  
原
子
炉
施
設

 
保
安

 
重
大

 
影
響

 
及

 
 
可
能
性

 
 

 
 判
断

  
場
合

 
 所
⻑

 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
 

 
関
係
課

（
室
）
⻑

 
連
絡

 
 

  
 

 
 必

要
 
応

  
原
子
炉
停
止
等

 
措
置

 
 

 
 
協
議

 
  

各
課
（
室
）
⻑

 
  

 
他
自
然
災
害

 
影
響

 
 

  
原
子
炉
施
設

 
保
安

 
重
大

 
影
響

 及
 

 
可
能
性

 
 

  
判
断

  
場
合

 
 所
⻑

 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
  
関

係
課
（
室
）
⻑

 
連
絡

 
  

  
 

 必
要

 
応

  
原
子
炉
停
止
等

 
措
置

 
 

 
 
協
議

 
 

 

原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
原
子
⼒
技
術
）

 
 

 
原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）

 
  

 
他
自
然
災
害

 
係

 新
 

 
知
⾒
等

 
収
集

 反
映
等

 
実
施

 
 

 

原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
原
子
⼒
技
術
）

 
  

 
他
自
然
災
害

 
  
地
震

 
関

  
 新

 
 
波
及
的
影
響

 
観
点

 
抽
出

 実
施

 
  

原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
原
子
⼒
技
術
）

 
 

 
原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）

 
 地
震
観
測

 
  
影
響
確
認

 
関

 
 
活
動

 
実
施

 
 

 

原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
 定
期
的

 
発
電
所
周
辺

 
航
空
路

 含
 

 
航
空
機
落
下
確
率
評
価

 
用

 
  

 
  
変
更
状
況

 確
認

  
確
認
結
果

 
基

 
 
防
護
措
置

 
要
否

 
判
断

 
 

 防
護
措
置

 
必
要

 判
断

  
 
場
合

 
 関
係
箇
所

 
防
護
措
置

 
検
討
依
頼

 
⾏

  
 

 
 関
係
箇
所

 
対
応

 
完
了

  
  

 確
認

 
  

補(1)-86



保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

9／
40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
18
条
の

4
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

N/
A

－

(1
)

⾏
為

→
所
⻑
室
⻑

 
  

電
保
課
⻑

→
資
機
材
等

整
備

→
－

(2
)

⾏
為

→
所
⻑
室
⻑

 発
電
室
⻑

 
電
気
保
修
課
⻑

 計
装
補

修
課
⻑

 
 

 
放
射
線
管

理
課
⻑

→
設
備
・手
順

整
備

→
－

第
18
条
の

5
⾏
為

→
社
⻑

N/
A

－

2.
⾏
為

→
安
全
部
門
統
括

N/
A

－

3.
⾏
為

→
炉
主
任

炉
主
任

 
職
務
遂
⾏

N/
A

－

4.
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
体
制
整
備
、

計
画
策
定

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－

(a
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(a

)
内
容

N/
A

－
(b

)
内
容

N/
A

－

(c
)

内
容

N/
A

炉
主
任
の
確
認

(d
)

内
容

N/
A

炉
主
任
へ
の
報
告

(3
)

内
容

N/
A

－

5.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
体
制
・手
順

整
備

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
6.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
保
全
活
動
の
実
施

→
－

7.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

 
安
防
室
⻑

→
定
期
的
評
価
と必

要
な
措
置
の
実
施

→
－

8.
⾏
為

→
安
全
部
門
統
括

N/
A

－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
9.

⾏
為

→
安
全
部
門
統
括

N/
A

－
10

.
⾏
為

→
安
全
部
門
統
括

N/
A

－

各
課
（
室
）
⻑

 
 第

4項
 
計
画

 
基

 
  
重
大
事
故
等
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 実
施

 
  

  
 

 第
4項
（

1）
 
要
員

 
第

5項
 
手
順

 
遵
守
させ
る。

各
課
（
室
）
⻑

 
 第

6項
 
活
動

 
実
施
結
果

 取
  

  
 定
期
的

 
評
価

 
⾏

  
  

 
 評

価
 
結
果

 
基

 
 
必
要

 
措
置

 講
  
安
全

 防
災
室
⻑

 
報
告

 
 

 安
全

 防
災
室
⻑

 
 第

4項
 
定

 
 
事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 
⾏

  
  

 
 評

価
 
結
果

 
基

 
 必

要
 
措
置

 
講

  
 

原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
 第

１
項

 
方
針

 
基

 
  
本
店

 
⾏

 支
援

 
関

 
 活
動

 ⾏
 体

制
 
整
備

  
 

 次
 
各
号

 
含

 
計
画

 策
定

 
  

 
 

 計
画

 
 添
付
３

に
示
す
「重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

支
援

 
関

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
役
割
分
担

 
  
責
任
者

 
配
置

 
関

 
  

 

重
大
事
故

 
発
生

 
  
拡
大

 
防
止

 
必
要

 
措
置

  
  

 
 

 
  
確
保

 復
旧
作
業

 
 

 
支
援
等

 
原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

  
  

 
必
要

 
資
機

材
の
配
備
に
関
す
る
こと

各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 第

１
項

 
方
針

 
基

 
 

 重
大
事
故
等
発
生
時

 
 

 
 
原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

 体
制

 
整
備

  
 

 次
 
各
号

の
手
順
を定
め
る
。ま
た
、手
順
書
を定
め
る
に
当
た
って
は
、添
付
３
に
示
す
「重
大
事
故
等
お
よび
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」に
従
うと
とも
に
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を

使
用

 
 際

 
切
替

 
 
容
易
性

 配
慮

  
第
４
項

(1
) 

(a
) 
役
割

 
応

  
内
容

  
 

 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る炉
心
の
著
しい
損
傷
を防

止
す
るた
め
の
対
策
に
関
す
るこ
と。

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を防

止
す
るた
め
の
対
策
に
関
す
るこ
と。

重
大
事
故
等
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
要
員

 
配
置

 
関

 
 次

 
事
項

(1
)の
要
員
に
対
す
る教
育
訓
練
に
関
す
る次
の
事
項

所
⻑
室
⻑

 
 

 
電
気
保
修
課
⻑

 
 設

計
基
準
事
故

 
発
生

  
場
合

 
用

 
 
標
識

 
設
置

  
安
全
避
難
通
路

 
  

 
避
難
用

 
  
事
故
対
策
用
照
明

 整
備

 
る
とと
も
に
、作
業
用
照
明
設
置
箇
所
以
外
で
現
場
作
業
が
必
要
に
な
った
場
合
等
に
使
用
す
る
可
搬
型
照
明
を
配
備
す
る
。

所
⻑
室
⻑

 発
電
室
⻑

 電
気
保
修
課
⻑

 計
装
補
修
課
⻑

 
 

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 設

計
基
準
事
故

 
発
生

  
場
合

 
用

 
 
警
報
装
置

 
  
通
信
連
絡
設
備

 
整
備

  
警
報
装
置

 
 

 
通
信
連
絡
設
備

 
操
作

 
関

 
 手
順

 
  

 
専
用
通
信
回
線

 
 

 
 

 
 伝
送
設
備

 
異
常
時

 
対
応

 
関

 
 
手
順

 
定

 
  

社
⻑

 
 重
大
事
故

 
至

  
  

 
 

 
事
故

  
 
重
大
事
故

 
発
生

  
場
合
（
以
下

  
重
大
事
故
等
発
生
時

  
 

  
）

 
 

 
 
原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

う体
制
の
整
備
に
当
た
って
、財
産
（
設
備
等
）
保
護
よ
りも
安
全
を優
先
す
るこ
とを
方
針
とし
て
定
め
る。

原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
 添
付
３

 重
大
事
故
等

 
  
大
規
模
損
壊
対
応

 
係

 
実
施
基
準

  
示

 
重
大
事
故
等
発
生
時

 
 

 
 
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
職
務
等

 
 

 
 

計
画
を定
め
る
。

原
子
炉
主
任
技
術
者

 
 第

2項
 
定

 
 
計
画

 
従

 
 重
大
事
故
等
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 ⾏
  

 
 
必
要

 
職
務

 
誠
実

 
 

 最
優
先

 
⾏

うこ
とを
任
務
とす
る
。

安
全

 防
災
室
⻑

 
 第

１
項

 
方
針

 
基

 
 

 重
大
事
故
等
発
生
時

 
 

 
 
原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

 体
制

 
整
備

  
 

 次
 
各
号

 
含

 
計
画

 策
定

  
所
⻑

 
承
認

 
得

  
  

 計
画

 
 添
付
３

 
示

 
 重
大
事
故
等

 
 

 
大
規
模
損
壊
対
応

 
係

 
実
施
基
準

  
従

 
策
定

 
 

 

要
員
の
役
割
分
担
お
よび
責
任
者
の
配
置
に
関
す
る
こと
。

⼒
量

 
維
持
向
上

 
 

 
 
教
育
訓
練

 年
１
回
以
上
実
施

 
 

  
 

重
大
事
故

 
発
生

 
  
拡
大

 
防
止

 
必
要

 
措
置

 実
施

 
  

 
 
必
要

 
技
術
的
能
⼒

 
満
足

 
 

  
 

  
有
効
性
評
価

 
前
提
条
件

 満
足

 
  

  
確
認

 
  

 
 
成
⽴
性

 
確
認
訓
練
（
以
下

  
成
⽴
性

 
確
認
訓
練

  
 

  
）

 
年
１
回
以
上
実
施

 
  

  
成
⽴
性

 
確
認
訓
練

 
実
施
計
画

 
作
成

  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 
得

 
 所
⻑

 
承
認

 得
  

  

（
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

各
課
（
室
）
⻑

 
 次

 
各
号

 
資
機
材
等

 
整
備

 
  

（
資
機
材
等
の
整
備
）

 

重
大
事
故
等
発
生
時

 
 

 
 使

用
済
燃
料

  
  
貯
蔵

 
 
燃
料
体

 
著

  
損
傷

 防
止

 
  

 
 
対
策

 
関

 
  

  
重
大
事
故
等
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
停
止
時

 
 

 
 燃
料
体

 
著

  
損
傷

 
防
止

 
 

 
 

 
対
策

 
関

 
 

  
 

成
⽴
性

 
確
認
訓
練

 
結
果

 記
録

  
所
⻑

 
 

 
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
報
告

 
  

  

支
援

 
関

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
資
機
材

 
配
備

 
関

 
 

  
原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
 第

8項
 
計
画

 
基

 
  
本
店

 
⾏

 支
援

 
関

 
 活
動

 ⾏
  

 
 
必
要

 
体
制

 
整
備

 実
施

 
  

原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
 第

8項
 
定

 
 
事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 
⾏

  
  

 
 評

価
 
結
果

 
基

 
 必

要
 
措
置

 
講
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

10
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
18
条
の

6
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
体
制
整
備
、

計
画
策
定

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(a

)
内
容

N/
A

－
(b

)
内
容

N/
A

－

(c
)

内
容

N/
A

炉
主
任
の
確
認

(d
)

内
容

N/
A

炉
主
任
へ
の
報
告

(3
)

内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
体
制
・手
順
整
備

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
3.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
保
全
活
動
の

実
施

→
－

4.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
定
期
的
評
価
他

→
－

5.
⾏
為

→
安
全
部
門
統
括

N/
A

－

6.
⾏
為

→
安
全
部
門
統
括

N/
A

－

7.
⾏
為

→
安
全
部
門
統
括

N/
A

－

第
19
条

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

2.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
回
復

 
努

 
 

→
－

第
19
条
の

2
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

第
20
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

（
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

大
規
模
損
壊
発
生
時

 
 

 
 使

用
済
燃
料

  
  

水
位

 
確
保

 
 

 
 

 
対
策

 
  

燃
料
体

 
著

  
損
傷

 緩
和

 
 

 
 

 
対
策

 
関

 
  

  
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る放

射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こと
。

各
課
（
室
）
⻑

 
 第

1項
 
計
画

 
基

 
  
大
規
模
損
壊
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 実
施

 
  

  
 

 第
1項
（

1）
 
要
員

 
第

2項
 
手
順

 
遵
守
させ
る。

大
規
模
損
壊
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
資
機
材

 
配
備

 
関

 
 

  
 

各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 大
規
模
損
壊
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 ⾏
 体

制
 
整
備

  
 

 次
 
各
号

 
手
順

 
定

 
 

  
 

 
手
順
書
を
定
め
るに
当
た
って
は
、添
付

3に
示
す
「重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る実
施
基
準
」に
従
う。

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
⼒

 
  

  
隔
離
弁
管
理
）

 

（
停
止
余
裕
）

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 通
常
時
閉

 事
故
時
閉

  
 
手
動
弁

 
  

 開
  

 
 

  
 

 
 

  
 
施
錠
管
理

 
⾏

 原
子
炉
冷
却
材
圧
⼒

 
  

  
隔
離
弁
（
原
子
炉

側
か
らみ
た
第

1弁
）
に
つ
い
て
、閉

止
施
錠
状
態
で
あ
る
こと
を確
認
す
る。

 
 

 2
（
未
臨
界
状
態
）

 3
 4

 
  

5 
 

 
 

 停
止
余
裕

 
 表

20
-1

 
定

 
 事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
  

停
止
余
裕
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
号
を
実
施
す
る
。

当
直
課
⻑

 
  

 
 2
（
未
臨
界
状
態
）

 3
 4

 
 

 
5 

 
 

 
 3
日

 
1回

 停
止
余
裕

 
確
認

 
 

 
当
直
課
⻑

 
 停

止
余
裕

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
20

-2
 
措
置

 
講

  
 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
 

 1
 月

 
1回

 表
19

-1
 
定

 
 

1次
冷
却
材

 
  
蒸
気
発
生
器
器
内
水

 
水
質

 
基
準
値

 
範
囲

 
 

  
  
確
認

 
 

 

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を緩
和
す
るた
め
の
対
策
に
関
す
るこ
と。

⼒
量

 
維
持
向
上

 
 

 
 
教
育
訓
練

 年
1回
以
上
実
施

 
 

  
  

重
大
事
故

 
発
生

 
  
拡
大

 
防
止

 
必
要

 
措
置

 実
施

 
  

 
 
必
要

 
技
術
的
能
⼒

 
満
足

 
 

  
 確
認

 
  

 
 
訓
練
（
以
下

  
技
術
的
能
⼒

 
確
認
訓
練

  
 

  
）

 
年

1回
以
上
実
施

 
 

  
  

(b
)項

 
訓
練

 
実
施
計
画

 
作
成

  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 
得

 
 所
⻑

 
承
認

 得
  

  
 

(b
)項

 
訓
練

 
結
果

 記
録

  
所
⻑

 
 

 
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
報
告

 
  

  
 

各
課
（
室
）
⻑

 
 第

3項
 
活
動

 
実
施
結
果

 取
  

  
 定
期
的

 
評
価

 
⾏

  
  

 
 評

価
 
結
果

 
基

 
 
必
要

 
措
置

 講
  
安
全

 防
災
室
⻑

 
報
告

 
 

 安
全

 防
災
室
⻑

 
 第

1項
 
定

 
 
事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 
⾏

  
  

 
 評

価
 
結
果

 
基

 
 必

要
 
措
置

 
講

  
 

原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
 大
規
模
損
壊
発
生
時

 
 

 
 本
店

 
⾏

 支
援

 
関

 
 
活
動

 
⾏

 体
制

 
整
備

 
 

 
 
計
画

 策
定

 
  

 
 

 計
画

 
 添
付

3 
示

 
 重

大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る。

原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
 第

5項
 
計
画

 
基

 
  
本
店

 
⾏

 支
援

 
関

 
 活
動

 ⾏
  

 
 
必
要

 
体
制

 
整
備

 実
施

 
  

原
子
⼒
安
全
部
門
統
括

 
 第

6項
 
実
施
内
容

 
踏

 
 

 第
5項

 
定

 
 
事
項

 
 

 
 
定
期
的

 
評
価

 
⾏

  
  

 
 評

価
 
結
果

 
基

 
 
必
要

 
措
置

 講
  

 

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る大
規
模
な
火
災
が
発
生
した
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
に
関
す
る
こと
。

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る炉
心
の
著
しい
損
傷
を緩
和
す
るた
め
の
対
策
に
関
す
るこ
と。

安
全

 防
災
室
⻑

 
 大
規
模

 
自
然
災
害

  
 
故
意

 
  
大
型
航
空
機

 
衝
突

  
他

 
  

  
 

 
  
原
子
炉
施
設

 
大
規
模

 
損
壊

 
生

  
場
合
（
以
下

  
大
規
模

損
壊
発
生
時

  
 

  
）

 
 

 
 
原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 ⾏
 体

制
 
整
備

  
 

 次
 
各
号

 
含

 
計
画

 
策
定

  
所
⻑

 
承
認

 
得

 
  

 
 計

画
 

 添
付

3
に
示
す
「重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

大
規
模
損
壊
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
⾏

  
 

 
必
要

 
要
員

 
配
置

 
関

 
  

  
(1

)の
要
員
に
対
す
る教
育
訓
練
に
関
す
る次
の
事
項

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 1
次
冷
却
材

 
 

 
蒸
気
発
生
器
器
内
水

 
水
質

 
基
準
値

 
範
囲

 
 

 
場
合

 
 基

準
値

 
範
囲
内

 
回
復

  
 

  
努

 
  

（
水
質
管
理
）

 

補(1)-88



保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

11
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
21
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

 
当
直
課
⻑

→
通
知
と措
置
の
実
施

→
－

第
22
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

 
当
直
課
⻑

→
通
知
と措
置
の
実
施

→
－

第
23
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
電
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
通
知
と措
置
の
実
施

→
－

第
24
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
挿
入
限
界
の
設
定

→
炉
主
任
の
確
認

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(5
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

臨
界

 
  
濃
度

 
測
定
値

 予
測
値

 
差

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
  

 確
認

 
  

 
 次

 
各
号

 実
施

 
  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 燃
料
取
替
後

  
 

 1
 

 
  

 
 

1回
 臨
界

 
  
濃
度

 
測
定
値

 予
測
値

 
差

 
確
認

  
  
結
果

 当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
  

 
 1

 
  

2 
 

 
 

 実
効
最
大
出
⼒
運
転
日
数

 
60
日

 
達

  
以
降

 1
 月

 
1回

 臨
界

 
  
濃
度

 
測
定
値

 予
測
値

 
差

 
確
認

 
る
。

原
子
燃
料
課
⻑

 
 臨
界

 
  
濃
度

 
測
定
値

 予
測
値

 
差

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
21

-2
 
措
置

 
講

  
  

  
 当

直
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
当
直
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

 

 
 

 1
 2

 
 

 
3 

 
 

 
 減
速
材
温
度
係
数

 
 表

22
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
減
速
材
温
度
係
数

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
  

 
確
認

 
  

 
 次

 
各
号

 
実
施

 
 

 

（
臨
界

 
  
濃
度
）

 

（
減
速
材
温
度
係
数
）

 

 
 

 1
 

  
2 

 
 

 
 臨
界

 
  
濃
度

 
測
定
値

 予
測
値

 
差

 
 表

21
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

  
 

  
臨
界

 
  
濃
度

 
予
測
値

 
 燃
料
取
替

後
 実
効
最
大
出
⼒
運
転
日
数

 
60
日

 超
 

  
 

 
 測
定
値

 
応

  
調
整

  
  

  
 

  
 

当
直
課
⻑

 
 臨
界
操
作
開
始
前

 
4時
間
以
内

 
 臨
界
時

 
制
御

 
 

 
 

 
  

 
  
停
止

 
 

 
 

 
  

 
推
定
位
置

 
挿
入
限
界
以
上

 
 

  
  
確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
2 

 
 

 
 1

2時
間

 
1回

 各
停
止

 
 

 
  

  
 
挿
入
限
界
以
上

 
 

 
  

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
2（
臨
界
状
態
）

 
 

 
 

 1
2時
間

 
1回

 各
制
御

 
 

 
  

  
 
挿
入
限
界
以
上

 
 

 
  

 確
認

 
  

 
 

 当
直
課
⻑

 
  

 
 

1 
 

 
2（
臨
界
状
態
）

 
 

 
 

 制
御

 
 

 
 
制
御
棒
挿
入
限
界
異
常
低

 
検
知

 
 
警
報

 
動
作
不
能

 
場
合

 4
時
間

 
1回

 各
制
御

 
 

 
 

 
  

 
挿
入
限

界
以
上
で
あ
るこ
とを
確
認
す
る
。

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
2（
臨
界
状
態
）

 
 

 
 

 1
2時
間

 
1回

 炉
心

 
 全
引
抜

 
 

  
 

 
 

 
制
御

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 満
足

  
 

 
  

 
確
認
す
る。

当
直
課
⻑

 
 制
御
棒

 
挿
入
限
界

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
24

-2
 
措
置

 講
  

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
2（
臨
界
状
態
）

 
 

 
 

 3
 月

 
1回

 全
挿
入

  
 

 
 

 
制
御
棒

  
  
毎

 
動

 
  

 各
制
御
棒
位
置

 
変
化

 
  

  
  

 
制
御
棒
が
固
着
して
い
な
い
こと
を確
認
す
る。

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
2（
臨
界
状
態
）

 
 

 
 

 1
2時
間

 
1回

 制
御
棒
毎

 
各
制
御
棒
位
置

 
 

  
 

  
  

 
表
示
値

 
±

12
 

  
 以
内

 
 

 
  

 
確
認

 
  

 
 

 当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
2（
臨
界
状
態
）

 
 

 
 

 制
御
棒
位
置
偏
差
大

 検
知

 
 警

報
 
動
作
不
能

  
  
場
合

 4
時
間

 
1回

 制
御
棒

毎
に
各
制
御
棒
位
置
が
、ス
テ
ップ
カウ
ンタ
の
表
示
値
の
±

12
ス
テッ
プ
以
内
に
あ
る
こと
を
確
認
す
る。

当
直
課
⻑

 
 制
御
棒
動
作
機
能

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
23

-2
 
措
置

 
講

  
  

 
 

 制
御
棒

1本
 
不
整
合

 
 

 
場
合

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
  
通
知

 受
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

 

モ
ー
ド1
お
よび

2に
お
い
て
、制
御
棒
の
挿
入
限
界
は
、表

24
-1
で
定
め
る
事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る
。

制
御
棒
の
挿
入
限
界
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

原
子
燃
料
課
⻑

 
 制
御

 
 

 
 

 
  

 
 

 
停
止

 
 

 
 

 
  

 
挿
入
限
界

 
定

 
 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 
得

 
上

 
 所
⻑

 
承
認

 得
 

 発
電
室
⻑

 
通
知
す
る。

（
制
御
棒
の
挿
入
限
界
）

 

原
子
燃
料
課
⻑

 
 燃
料
取
替

 
伴

 燃
料
装
荷
開
始

  
 

 減
速
材
温
度
係
数

 解
析

 
  
確
認

 
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 燃
料
取
替
後

  
 

 1
 

 
  

 
 

1回
 減
速
材
温
度
係
数

 
負

 
 

  
  
測
定

 
 

 確
認

  
  
結
果

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 減
速
材
温
度
係
数

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
22

-2
 
措
置

 講
  

  
 

 
 当

直
課
⻑

 
通
知

 
  
通

知
 受

 
 
当
直
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

 

 
 

 1
 

  
2（
臨
界
状
態
）

 
 

 
 

 制
御
棒
動
作
機
能

 
 表

23
-1

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

制
御
棒
動
作
機
能
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

電
気
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 制
御
棒

 
全
引
抜
位
置

 
  
落
下
時
間
（
原
子
炉

  
  
信
号
発
信

 
 全

 
  

 
  

85
％

 
至

  
 

 
時
間
）

 
2.

5秒
以

下
 

 
 

  
 確
認

  
  
結
果

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
  

（
制
御
棒
動
作
機
能
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

12
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
25
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
計
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

及
び
通
知

→
－

第
26
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
27
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
28
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
⾏
為

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
29
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
技
術
課
⻑

 当
直
課
⻑

→
目
標
設
定
他

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

モ
ー
ド1
お
よび

2に
お
い
て
、制
御
棒
位
置
指
示
は
、表

25
-1
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

（
制
御
棒
位
置
指
示
）

 

原
子
燃
料
課
⻑

 
 停

止
余
裕

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 当
直
課
⻑

 
 停

止
余
裕

 
第

1項
 
定

 
 
運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
な
い
との
通
知
を
受
け
た
場
合
、ま
た
は
モ
ー
ド1
の
状
態
で
あ
ると
判
断
した
場
合
、表

27
-2
の
措
置
を
講
じる
。

モ
ー
ド1
お
よび

2に
お
い
て
、化
学
体
積
制
御
系
は
、表

28
-1
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

化
学
体
積
制
御
系
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 
 

 
２

 
 

 
 

 １
 月

 
１
回

 １
台
以
上

 
充

 
 
／
高
圧
注
入

 
  

 
 

 
 

  
  

 
起
動

  
動
作
可
能

 
 

 
  

 確
認

 
 ※

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
2 

 
 

 
 1

 月
 

1回
 1
台
以
上

 
 

 酸
 

  
 

 
 

 
  

  
 起
動

  
動
作
可
能

 
 

  
  
確
認

 
 

 
当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
2 

 
 

 
  

 酸
  

  
 

 素
濃
度

  
 酸

水
量

 
 

 
 

 酸
水
温
度

 
表

28
-2

 
定

 
 頻

度
 
確
認

 
  

（
化
学
体
積
制
御
系
（
ほ
う酸
濃
縮
機
能
）
）

 

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
熱
出
⼒

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
26

-2
 
措
置

 講
  

 

 
 

 2
 

 
炉
物
理
検
査
時

 
 

 
 

 第
22
条
（
減
速
材
温
度
係
数
）

 第
23
条
（
制
御
棒
動
作
機
能
）

 
  
第

24
条
（
制
御
棒

 
挿
入
限
界
）

 
適
用

 除
外

 
  

  
で
き
る
。こ
の
場
合
、停

止
余
裕
は
、表

27
-1
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

停
止
余
裕
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

原
子
燃
料
課
⻑

 
  

 
 2

 
 
炉
物
理
検
査
開
始

  
 

 第
34
条
（
計
測

 
 

 
制
御
設
備
）

 
規
定

 
基

 
 出
⼒
領
域

 
  
中
間
領
域
中
性
子
束
計
装

 
関

 
 

設
定
値
確
認

 
  
機
能
検
査

 
完
了

  
 

  
  
確
認

 
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
  

 
 2

 
 
炉
物
理
検
査
開
始

  
 

 炉
物
理
検
査
時

 
停
止
余
裕

 解
析

 
  
確
認

 
 

  
 

 
  

 
 2

 
 
炉
物
理
検
査
時
（
臨
界

 
 

 
 

で
の
期
間
を除

く）
の
うち
最
も
制
御
棒
を挿
入
した
状
態
に
お
い
て
、1
回
、停

止
余
裕
を
確
認
す
る
。

当
直
課
⻑

 
  

 
 2

 
 
炉
物
理
検
査
時

 
 

 
 

 1
時
間

 
1回

  
 

 2
 
状
態

 
 

  
  
確
認

 
 

 

（
炉
物
理
検
査

 -
 

 
 2

-）
 

制
御
棒
位
置
指
示
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
号
を
実
施
す
る
。

計
装
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 制
御
棒

 
移
動
範
囲

 
 

 
 

 各
制
御
棒
位
置

 
 

  
 

  
  

 
表
示
値

 
±

12
  

  
以
内

 
 

  
  
確
認

  
  
結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
  

当
直
課
⻑

 
 制
御
棒
位
置
指
示

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
25

-2
 
措
置

 
講

  
  

 
 

 制
御
棒
位
置
指
示
装
置

 
動
作
不

能
 

 
 
場
合

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
  
通
知

 受
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

  
 

  
  
措
置

 
 制
御
棒
位
置
指
示
装
置

 
制
御
棒
毎

 
  

 
 

  
  

  
 

 
  
毎

 
 個
別

 
⾏

  
  

 
  

 

 
 

 1
 

 
炉
物
理
検
査
時

 
 

 
 

 第
32
条
（
軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏
差
）

 
  
第

33
条
（

1/
4炉
心
出
⼒
偏
差
）

 
適
用

 除
外

 
 

  
 

 
  

  
 
場
合

 原
子
炉
熱
出
⼒

 
 表

26
-1

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

原
子
炉
熱
出
⼒

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
  

 確
認

 
  

 
 次
号

 実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 
炉
物
理
検
査
時

 
 

 
 

 1
時
間

 
1回

 原
子
炉
熱
出
⼒

 確
認

 
  

（
炉
物
理
検
査

 -
 

 
 1

-）
 発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 緊
急

 
 酸
注
入
弁

 
開
弁

 
 

  
  
確
認

 
 

 
当
直
課
⻑

 
 化
学
体
積
制
御
系

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
２
８
－
３

 
措
置

 
講

  
  

 
本
編

 
他

 
条
文

 
定

 
 

 
 

 
  

 充
 

 
／
高
圧
注
入

 
  

 
  

 
 酸

 
  

１
系
統

 
復
旧

 
  

 
 

  
 

 ３
 

  
 

 ４
 

 
移
⾏

 
⾏

  
 

 
  

 
 

 
 

 1
 

 
 

 
 原
子
炉
熱
出
⼒

 
 表

29
-1

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

原
子
炉
熱
出
⼒

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
  

 確
認

 
  

 
 次
号

 実
施

 
  

技
術
課
⻑

 
 原
子
炉
熱
出
⼒

 
 

 
 
運
転
管
理
目
標

 定
 

 発
電
室
⻑

 
通
知

 
  

  
 

 当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
 

 1
時
間

 
1回

 原
子
炉
熱
出
⼒

 
瞬

時
値
お
よび

1時
間
平
均
値
を
確
認
す
る
。

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
熱
出
⼒

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
29

-2
 
措
置

 講
  

 

（
原
子
炉
熱
出
⼒
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

13
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
30
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

及
び
通
知

→
－

第
31
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

及
び
通
知

→
－

第
32
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
目
標
範
囲
等
の
設
定

→
炉
主
任
の
確
認

(2
)

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
評
価
と通
知

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

及
び
通
知

→
－

第
33
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(a
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(b
)

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(c
)

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

及
び
通
知

→
－

原
子
燃
料
課
⻑

 
 Ｆ
Ｎ
ΔＨ

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
31

-2
 
措
置

 
講

  
  

  
 当

直
課
⻑

 
  

計
装
保
修
課
⻑

 
通

知
 

 
 通
知

 受
 

 
当
直
課
⻑

 
  

計
装
保
修
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 
講

  
 

 
 

 1
（
原
子
炉
熱
出
⼒

 
 1

5 
%

  
超

 
 ）

 
 

 
 

 軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏
差

 
 表

32
-1

 
定

 
 事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏
差

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏
差

 
目
標
範
囲

 
  
許
容
運
転
制
限
範
囲

 
定

 
 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 得
 
上

 
 所
⻑

 
承
認

 
得

 
 

発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
  

 
 1
（
原
子
炉
熱
出
⼒

 
15

%
 超

 
 ）

 
 

 
 

 1
 月

 
1回

 実
測

 
  

出
⼒
領
域

 
軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏
差
目
標
値

 
評
価

 
⾏

 
  

 
結
果

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
  

 
 

  
燃
料
取
替
終
了
後

 実
測

 
  

評
価

 
⾏

  
 

 
 解
析

 
  
目
標
値

 
評
価

 
代
替

 
 

  
 

 
  

 

モ
ー
ド1
に
お
い
て
、Ｆ
Ｑ

(Z
)は
、表

30
-1
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

Ｆ
Ｑ

(Z
)が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を実
施
す
る。

原
子
燃
料
課
⻑

 
 燃
料
取
替
後

 原
子
炉
熱
出
⼒

 
75

%
 
超

 
 
前

 
 

 
1回

 炉
内
出
⼒
分
布
測
定

 
⾏

 
 Ｆ
Ｑ

(Z
) 
確
認

  
  
結
果

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

  
 
後

 原
子
燃
料
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
 

 1
 月

 
1回

 炉
内
出
⼒
分
布
測
定

 
⾏

 
 Ｆ
Ｑ

(Z
) 
確
認

 
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 Ｆ
Ｑ

(Z
) 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
30

-2
 
措
置

 
講

  
  

  
 当

直
課
⻑

 
  

計
装
保
修
課
⻑

 
通

知
 

 
 通
知

 受
 

 
当
直
課
⻑

 
  

計
装
保
修
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 
講

  
 

モ
ー
ド1
に
お
い
て
、Ｆ
Ｎ
ΔＨ
は
、表

31
-1
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

Ｆ
Ｎ
ΔＨ
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
るこ
とを
確
認
す
る
た
め
、次
号
を実
施
す
る。

当
直
課
⻑

 
 1

/4
炉
心
出
⼒
偏
差

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
33

-2
 
措
置

 講
  

  
 

 
 原
子
燃
料
課
⻑

 
  

計
装
保

修
課
⻑

 
通
知

 
  
通
知

 
受

 
 
原
子
燃
料
課
⻑

 
  

計
装
保
修
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 
講

  
 

当
直
課
⻑

 
  

 
 1
（
原
子
炉
熱
出
⼒

 
15

%
 超

 
 ）

 
 

 
 

 1
週
間

 
1回

 軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏
差

 
確
認

 
 

  
 

  
軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏

差
制
限
値
超
過

 
検
知

 
 
警
報

 
 

 
軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏
差

 
異
常

 検
知

 
 警

報
 
動
作
不
能

 
場
合

 原
子
炉
熱
出
⼒

 
90

%
以
上

 
時

 
15
分

 
1

回
 9

0%
未
満

 
時

 
1時
間

 
1回

 軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏
差

 
確
認

 
 

 
当
直
課
⻑

 
 軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏
差

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
32

-2
 
措
置

 
講

  
 

 
 

 1
（
原
子
炉
熱
出
⼒

 
 5

0 
%

  
超

 
 ）

 
 

 
 

 1
/4
炉
心
出
⼒
偏
差

 
 表

33
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
1/

4炉
心
出
⼒
偏
差

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
号

 実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 1
（
原
子
炉
熱
出
⼒

 
50

%
 超

 
 ）

 
 

 
 

 1
週
間

 
1回

 1
/4
炉
心
出
⼒
偏
差

 
確
認

 
 

  
 

  
出
⼒
領
域
上
部
中
性
子
束
偏
差
大

 
検
知

 
 
警
報

 
 

 
出
⼒
領
域
下
部
中
性
子
束
偏
差
大

 
検
知

 
 
警
報

 
動
作
不
能

 
 

 場
合

 1
2時
間

 
1回

 1
/4
炉
心
出
⼒
偏
差

 
確
認

 
 

  
 

 出
⼒

領
域
中
性
子
束
計
装

 
  

1/
4炉
心
出
⼒
偏
差

 
 
入
⼒

 
動
作
不
能

 
場
合

 以
下

 
 

 1
/4
炉
心
出
⼒
偏
差

 確
認

 
  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 燃
料
取
替
後

 原
子
炉
熱
出
⼒

 
75

%
 
超

 
 
前

 
 

 
1回

 炉
内
出
⼒
分
布
測
定

 
⾏

 
 Ｆ
Ｎ
ΔＨ

 確
認

  
  
結
果

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

  
 
後

 原
子
燃
料
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
 

 1
 月

 
1回

 炉
内
出
⼒
分
布
測
定

 
⾏

 
 Ｆ
Ｎ
ΔＨ

 
確
認

 
 

 

（
軸
方
向
中
性
子
束
出
⼒
偏
差
）

 

（
1/

4炉
心
出
⼒
偏
差
）

 

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
熱
出
⼒

 
 7

5 
%

 未
満

 
 出
⼒
領
域
中
性
子
束
計
装

1 
  

 
 

 
  

1/
4炉
心
出
⼒
偏
差

 
 
入
⼒

 
動
作
不
能

 
場
合

 1
週
間

 
1回
、残
りの

3チ
ャン
ネ
ル
に
よる

計
算
結
果
に
よ
り確
認
す
る
。

原
子
燃
料
課
⻑

 
 原
子
炉
熱
出
⼒

 
 7

5 
%

 未
満

 
 出
⼒
領
域
中
性
子
束
計
装

2 
  

 
 
以
上

 
  

1/
4炉
心
出
⼒
偏
差

 
 
入
⼒

 
動
作
不
能

 
場

合
 1
週
間

 
1回

 炉
内
出
⼒
分
布
測
定
結
果

 
 

 確
認

  
  
結
果

 当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 原
子
炉
熱
出
⼒

 
 7

5 
%

 以
上

 
 出
⼒
領
域
中
性
子
束
計
装

1 
  

 
 
以
上

 
  

1/
4炉
心
出
⼒
偏
差

 
 
入
⼒

 
動
作
不
能

 
場

合
 1

2時
間

 
1回

 炉
内
出
⼒
分
布
測
定
結
果

 
 

 確
認

  
  
結
果

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 

（
熱
流
束
熱
水
路
係
数
（
Ｆ
Ｑ

(Z
)）
）

 

（
核
的

  
  

 上
昇
熱
水
路
係
数
（

FN
⊿

H）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

14
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
34
条

定
義

N/
A

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
(6

)
内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

 発
電
室
⻑

 
当
直
課
⻑

 
電
保
課
⻑

 
 

 
計
保
課

→
確
認
と通
知
通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
 

 
計
保
課

⻑
 各
課

(室
)⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

及
び
通
知

→
－

第
35
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

第
36
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
評
価
と制

限
範
囲
の
設
定

→
炉
主
任
の
確
認

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

原
子
燃
料
課
⻑

 発
電
室
⻑

 当
直
課
⻑

 電
気
保
修
課
⻑

 
 

 
計
装
保
修
課
⻑

 
 表

34
-2

 
 表

34
-7

 
定

 
 
確
認
事
項

 
実
施

 
 

  
 

 原
子
燃
料
課
⻑

 
電
気
保
修
課
⻑

 
 

 
計
装
保
修
課
⻑

 
  

 
結
果

 
発
電
室
⻑

 
 

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 

 
計
装
保
修
課
⻑

 
 計
測

 
 

 
制
御
設
備

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
34

-2
 

 表
34

-7
 
措
置

 
講

  
  

 
 
必
要

 
応

 関
係
各
課
（
室
）
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
関
係
各
課
（
室
）
⻑

 
 同
表

 
定

 
 
措
置

 
講

  
 

モ
ー
ド1
に
お
い
て
、Ｄ
Ｎ
Ｂ
比
は
、表

35
-1
で
定
め
る事
項
を
運
転
上
の
制
限
とす
る
。

Ｄ
Ｎ
Ｂ
比
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
号
を
実
施
す
る
。

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
 

 1
2時
間

 
1回

 1
次
冷
却
材
温
度
差

 1
次
冷
却
材
平
均
温
度

 
  

1次
冷
却
材
圧
⼒

 
 図

35
-1

 
示

 
過
大
温
度
ΔＴ
高

 
 

 
過
大
出
⼒
ΔＴ
高

  
  
設
定
値
制
限
図

 
範
囲
内

 
 

  
  
確
認

 
 

 

通
常

 
1次
冷
却
系

 
加
熱

 冷
却
時

 
 

 
 

 1
次
冷
却
材
温
度

 圧
⼒

 
 

 
1次
冷
却
材
温
度
変
化
率

 
 表

36
-1

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

事
故
時
監
視
計
装

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
起
動
計
装

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
計
装

中
央
制
御
室
外
原
子
炉
停
止
装
置

計
測
お
よび

制
御
設
備
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して

い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
号
を
実
施
す
る
。

当
直
課
⻑

 
 通
常

 
1次
冷
却
系

 
加
熱

 冷
却
時

 
 

 
 

 1
時
間

 
1回

 1
次
冷
却
材
温
度
変
化
率

 確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 1
次
冷
却
材
温
度

 圧
⼒

  
 

1次
冷
却
材
温
度
変
化
率

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
36

-3
 
措
置

 講
  

 

工
学
的
安
全
施
設
等
作
動
計
装

1次
冷
却
材
温
度

 圧
⼒

 
 

 
1次
冷
却
材
温
度
変
化
率

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
  

安
全

 防
災
室
⻑

 
 原
子
炉
容
器
鋼
材
監
視
試
験
片

 
評
価
結
果
等

 
 

 原
子
炉
容
器

 
Ｒ
Ｔ
Ｎ
Ｄ
Ｔ
の
推
移
を
評
価
し、
その
結
果
に
基
づ
き原
子
炉
容
器
の
非
延
性
破

壊
防
止

 
 

 
 

1次
冷
却
材
温
度

 圧
⼒

 
制
限
範
囲

 
定

 
 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 
得

 
上

 
 所
⻑

 
承
認

 
得

 
 発
電
室
⻑

 
通
知

 
  

当
直
課
⻑

 
 通
常

 
1次
冷
却
系

 
加
熱

 冷
却
時

 
 

 
 

 1
時
間

 
1回

 1
次
冷
却
材
温
度

 圧
⼒

 確
認

 
 

 

次
の
計
測
お
よび

制
御
設
備
は
、表

34
-1
で
定
め
る
事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る
。

原
子
炉
保
護
系
計
装

（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）

 

（
Ｄ
Ｎ
Ｂ
比
）

 

（
1次
冷
却
材

 
温
度

 圧
⼒

 
  

1次
冷
却
材
温
度
変
化
率
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

15
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
37
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(a
)

内
容

N/
A

－

(b
)

内
容

N/
A

－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
38
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
39
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(a
)

内
容

N/
A

－
(b

)
内
容

N/
A

－
3.

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
40
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

 
 

 3
 

 
 

 
 1
次
冷
却
系

 
 表

37
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 

 
 

 5
（

1次
冷
却
系
非
満
水
）

 
 

 
 

 1
次
冷
却
系

 
 表

40
-1

 
定

 
 
事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

1次
冷
却
系

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 5
（

1次
冷
却
系
非
満
水
）

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 1
台

 
余
熱
除
去

 
  

 
運
転
中

 
 

  
  
確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 5
（

1次
冷
却
系
非
満
水
）

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 残
  
余
熱
除
去

 
  

 
電
源

 
供
給

  
 

 
 

 
運
転
中

 
 

  
  
確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 1
次
冷
却
系

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
40

-2
 
措
置

 
講

  
 

1次
冷
却
系

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 5
（

1次
冷
却
系
満
水
）

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 1
台

 
余
熱
除
去

 
  

 
運
転
中

 
 

 
  

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 5
（

1次
冷
却
系
満
水
）

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 以
下

 
 

 
 

 
 
事
項

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 1
次
冷
却
系

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
39

-2
 
措
置

 
講

  
 

前
号
で
確
認
した
以
外
の
余
熱
除
去
ポ
ンプ

1台
に
電
源
が
供
給
され

て
い
るか

運
転
中
で
あ
る
こと
。

2基
以
上
の
蒸
気
発
生
器
の
水
位
（
狭
域
）
が
計
器
ス
パ
ンの

 5
 %

 以
上
で
あ
る
こと
。

（
1次
冷
却
系

 -
 

 
 5
（

1次
冷
却
系
非
満
水
）

-）
 

1台
 

1次
冷
却
材

 
  

 
運
転
中

 
 

  
  

 
対
応

 
 蒸
気
発
生
器

 
水
位
（
狭
域
）

 
計
器

 
 

  
 5

 %
 以
上

 
 

 
  

 

 
 

 4
 

 
 

 
 1
次
冷
却
系

 
 表

38
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
1次
冷
却
系

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 4

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 余
熱
除
去

 
  

  
 

1次
冷
却
材

 
  

 
  

1台
 
運
転
中

 
 

  
  
確
認

 
 

  
 

 
 1
次
冷
却
材

 
  

 
運
転

中
で
あ
る
場
合
は
、そ
れ
に
対
応
す
る蒸
気
発
生
器
の
水
位
（
狭
域
）
が
計
器
ス
パ
ンの

5%
以
上
で
あ
るこ
とを
確
認
す
る
。

当
直
課
⻑

 
  

 
 4

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 前
号

 
確
認

  
以
外

 
余
熱
除
去

 
  

  
 

1次
冷
却
材

 
  

 
  

 1
台
以
上

 
電
源

 
供
給

  
 

 
 

 
運
転
中

 
 

  
  
確
認

 
 

  
 

 
 1
次
冷
却
材

 
  

 
電
源

 
供
給

  
 

 
 

 
運
転
中

 
 

 場
合

 
  

 
 
対
応

 
 蒸
気
発
生
器

 
  

1基
以
上

 
水
位
（
狭
域
）

が
計
器
スパ
ンの

5%
以
上
で
あ
る
こと
を
確
認
す
る。

当
直
課
⻑

 
 1
次
冷
却
系

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
38

-2
 
措
置

 
講

  
 

 
 

 5
（

1次
冷
却
系
満
水
）

 
 

 
 

 1
次
冷
却
系

 
 表

39
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
（

1次
冷
却
系

 -
 

 
 5
（

1次
冷
却
系
満
水
）

-）
 

1次
冷
却
系

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 3

 
 

 
 

 制
御
棒

 
引
抜

 操
作

 
⾏

 
 
状
態

 
 

 
場
合

 
 1
日

 
1回

 2
台
以
上

 
1次
冷
却
材

 
  

 
運
転
中

 
 

 
  

 確
認

 
  

 
た
、そ
れ
に
対
応
す
る
蒸
気
発
生
器
の
水
位
（
狭
域
）
が
計
器
スパ
ンの

5%
以
上
で
あ
る
こと
を確
認
す
る。

当
直
課
⻑

 
  

 
 3

 
 

 
 

 制
御
棒

 
引
抜

 操
作

 
⾏

 
 
状
態

 
 

 
場
合

 
 1
日

 
1回

 以
下

 
事
項

 
確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 1
次
冷
却
系

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
37

-2
 
措
置

 
講

  
 

他
 

1台
以
上

 
1次
冷
却
材

 
  

 
電
源

 
供
給

  
 

 
 

 
運
転
中

 
 

  
  

 
対
応

 
 蒸
気
発
生
器

 
  

1基
以
上

 
水
位
（
狭
域
）

 
計
器

 
 

  
5 

%
 以
上
で
あ
るこ
と。

（
1次
冷
却
系

 -
 

 
 3

-）
 

（
1次
冷
却
系

 -
 

 
 4

-）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

16
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
41
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

第
42
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
43
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
44
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
45
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
計
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
計
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(3
)

⾏
為

→
電
保
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

当
直
課
⻑

 
  

 
 6
（

 
  

  
高
水
位
）

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 1
次
冷
却
材
温
度

 
65
℃
以
下

 
 

 
  

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 1
次
冷
却
系

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
41

-2
 
措
置

 
講

  
  

  
 原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 
講

  
 

 
 

 6
（

 
  

 
 低

水
位
）

 
 

 
 

 1
次
冷
却
系

 
 表

42
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
1次
冷
却
系

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
  

 
 

 6
（

 
  

 
 高

水
位
）

 
 

 
 

 1
次
冷
却
系

 
 表

41
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 

当
直
課
⻑

 
 1
次
冷
却
系

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
42

-2
 
措
置

 
講

  
 

（
1次
冷
却
系

 -
 

 
 6
（

 
  

 
 高

水
位
）

-）
 

（
1次
冷
却
系

 -
 

 
 6
（

 
  

 
 低

水
位
）

-）
 

当
直
課
⻑

 
 加
圧
器
逃

 
 弁

 
 

 
加
圧
器
逃

 
 弁
元
弁

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
45

-3
 
措
置

 講
  

 

（
加
圧
器
）

 

（
加
圧
器
安
全
弁
）

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 

  
3 

 
 

 
 1
週
間

 
1回

 加
圧
器

  
 2
系
統

 
所
内
非
常
用
⺟
線

 
 受
電

  
 

  
  
確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 加
圧
器

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
43

-2
 
措
置

 講
  

 

 
 

 １
 ２

 ３
 

  
４
（
１
次
冷
却
材
温
度

 
14

0 
℃

  
超

 
 ）

 
 

 
 

 加
圧
器
安
全
弁

 
 表

４
４
－
１

 
定

 
 事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 

加
圧
器
安
全
弁
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を実
施
す
る。

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 加
圧
器
安
全
弁

 
吹
出

 圧
⼒

 
表

44
-2

 
定

 
 設
定
値

 
 

  
  
確
認

  
  
結
果

 発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 6
（

 
  

  
低
水
位
）

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 1
台

 
余
熱
除
去

 
  

 
運
転
中

 
 

 
  

 
確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 加
圧
器
安
全
弁

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
44

-3
 
措
置

 講
  

 

モ
ー
ド1
、2
お
よ
び

3に
お
い
て
、加
圧
器
逃
が
し弁
お
よび
加
圧
器
逃
が
し弁
元
弁
は
、表

45
-1
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

加
圧
器
逃
が
し弁
お
よび
加
圧
器
逃
が
し弁
元
弁
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る。

計
装
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 加
圧
器
逃

 
 弁

 
吹
出

 圧
⼒

 
  
吹
止

  
圧
⼒

 
表

45
-2

 
定

 
 設
定
値

 
 

  
  
確
認

  
  
結
果

 発
電
室
⻑

 
通
知
す
る。

計
装
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 加
圧
器
逃

 
 弁

 
全
開

 
  
全
閉

 
  

  
確
認

  
  
結
果

 発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 
電
気
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 加
圧
器
逃

 
 弁
元
弁

 
全
開

 
 

 
全
閉

 
 

  
 確
認

  
  
結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
  

（
加
圧
器
逃
が
し弁
）

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 

  
3 

 
 

 
 1

2時
間

 
1回

 加
圧
器

 
水
位

 
確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 6
（

 
  

  
低
水
位
）

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 残
  

1台
 
余
熱
除
去

 
  

 
電
源

 
供
給

  
 

 
 

 
運
転
中

 
 

 
  

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 6
（

 
  

  
低
水
位
）

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 1
次
冷
却
材
温
度

 
65
℃
以
下

 
 

 
  

 確
認

 
  

モ
ー
ド1
、2
お
よ
び

3に
お
い
て
、加
圧
器
は
、表

43
-1
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

加
圧
器
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る。

1次
冷
却
系

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 6
（

 
  

  
高
水
位
）

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 1
台
以
上

 
余
熱
除
去

 
  

 
運
転
中

 
 

 
  

 確
認
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

17
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
46
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
計
保
課
⻑

→
作
業
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(a
)

⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
作
業
と通
知

→
－

(b
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

第
47
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
計
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
計
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
48
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
計
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(3
)

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(5
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(6
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
放
管
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
放
管
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

モ
ー
ド4
、5
お
よ
び

6に
お
い
て
、以
下
の
事
項
を
実
施
す
る
。

当
直
課
⻑

 
 低
温
過
加
圧

 
係

 機
器

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
46

-2
 
措
置

 
講

  
  

 
 

 加
圧
器
安
全
弁

 
取

 外
 

必
要

 
 

 
場
合

 
 原
子
炉
保
修
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

 

 
 

 1
 2

 3
 

  
4 

 
 

 
 原
子
炉
格
納
容
器
内

 
 
漏

 
 
率

 
 

 
原
子
炉
格
納
容
器
内
漏

 
 
監
視
装
置

 
 表

47
-1

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

原
子
炉
格
納
容
器
内

 
 
漏

 
 
率

 
  
原
子
炉
格
納
容
器
内
漏

 
 
監
視
装
置

 
 前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
る
。

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 加
圧
器
安
全
弁

1台
以
上

 取
 外

  
  

 
取

 付
 

 
場
合

 
  

 
結
果

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
  

当
直
課
⻑

 
 1
台
以
上

 
加
圧
器
安
全
弁

 
取

 外
  

 
 

 
 
場
合

 
 3
日

 
1回

 2
台

 
加
圧
器
逃

 
 弁
元
弁

 
開
状
態

 
 

  
  
確
認

 
 

 

（
1次
冷
却
材
漏

 
 
率
）

 

モ
ー
ド4
、5
お
よ
び

6に
お
い
て
、低
温
過
加
圧
に
係
る
機
器
は
、表

46
-1
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
とす
る
。

低
温
過
加
圧
に
係
る
機
器
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

計
装
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 2
台

 
加
圧
器
逃

 
 弁

 
 

 
 

 低
温
過
加
圧
防
護

 
 

 
 
校
正

 ⾏
 

  
 
結
果

 発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 ４

 ５
 

  
６

 
 

 
 

 １
２
時
間

 
１
回

 ２
台
以
上

 
充

 
 
／
高
圧
注
入

 
  

 
操
作
器

 
停
止

  
  

 
  

  
確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 ４

 ５
 

  
６

 
 

 
 

 １
２
時
間

 
１
回

  
 

  
 

 
 全
基

 
隔
離

  
 

 
 

  
 確
認

 
  

（
低
温
過
加
圧
防
護
）

 

電
気
保
修
課
⻑

 
 

 
計
装
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 炉
内
計
装
用

 
  

 
配
管
室

  
  

  
漏

 
 
検
出
装
置

 
機
能

 
健
全
性

 
確
認

  
  
結
果

 発
電

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 3

 
 

 
4 

 
 

 
 復

水
器
空
気
抽
出
器

 
 

  
  
蒸
気
発
生
器

 
  

  
 水

  
  

 
 
高
感
度
型
主
蒸
気
管

  
  

指
示
値

 
有

意
 
上
昇

 
認

 
  

 
場
合

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
  

 
後

 
8時
間
以
内

 
2次
系
試
料
採
取
測
定

 
 

 蒸
気
発

生
器
細
管

 
漏

 
 

 
 

 
  

 確
認

  
  
結
果

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 蒸
気
発
生
器
細
管

  
 
蒸
気
発
生
器
細
管
漏

 
 
監
視
装
置

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 第
2項

(6
)号

 
定

 
 
確

認
 
結
果

 待
 

  
 

  
表

48
-2

 
措
置

 講
  

  
  

 2
次
系
試
料
採
取
測
定

 実
施

 
 必

要
 

 
 
場
合

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 
受

 
 
放
射
線
管

理
課
⻑

 
同
表

 
措
置

 
講

  
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
 蒸
気
発
生
器
細
管

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 当
直
課
⻑

 
通
知

 
  
通

知
 受

 
 
当
直
課
⻑

 
同
表

 
措
置

 
講

  
 

蒸
気
発
生
器
細
管

 
 

 
蒸
気
発
生
器
細
管
漏

 
 
監
視
装
置

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
  

計
装
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 復

水
器
空
気
抽
出
器

 
 

  
  
蒸
気
発
生
器

 
  

  
 水

 
  

 
  
高
感
度
型
主
蒸
気
管

  
 検

出
器

 
校
正

 ⾏
 

  
 
結
果

 発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 
原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 渦
流
探
傷
検
査

 
  
蒸
気
発
生
器
細
管

 
健
全
性

 確
認

  
  
結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 3

 
 

 
4 

 
 

 
 1

 月
 

1回
 2
次
系
試
料
採
取
測
定

 
  
蒸
気
発
生
器
細
管

 
漏

 
 

 
 

 
  

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 
 

 
2 

 
 

 
 1
日

 
1回

 復
水
器
空
気
抽
出
器

 
  

  
 蒸
気
発
生
器

  
 

  
 水

  
  

  
高
感
度
型
主
蒸
気
管

 
  

 
  

2種
類
以
上

 
 

  
 

  
 蒸
気
発
生
器
細
管

 
漏

 
 

 
 

 
  

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 3

 
 

 
4 

 
 

 
 1
日

 
1回

 蒸
気
発
生
器

 
  

  
 水

 
  

 
  

 蒸
気
発
生
器
細
管

 
漏

 
 

 
 

 
  

 
確
認

 
  

 
 

  
  

 状
態

 
  
監
視

 
 

  
 
場
合

  
 

 
蒸
気
発
生
器

  
 

  
 水

  
 洗
浄
中

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
 1
日

 
1回

 2
次
系
試
料
採
取
測
定

 
 

 蒸
気
発
生
器
細

管
 
漏

 
 

 
 

 
  

 確
認

  
  
結
果

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

  
 

 
  

 蒸
気
発
生
器

 
  

  
 水

 
  

 
  
確
認

 
代

 
 

  
 

 
 

  

計
装
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 原
子
炉
格
納
容
器

 
  
水
位
計

 
  
凝
縮
液
量
測
定
装
置

 
機
能

 
健
全
性

 
確
認

  
  
結
果

 発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 ３

 
 

 
４

 
 

 
 

 １
日

 
１
回

 原
子
炉
格
納
容
器

 
  

水
位
計

 
  
炉
内
計
装
用

 
  

 
配
管
室

  
  

  
漏

 
 
検
出
装
置

 
用

 
 

  
 

  
 

 １
 

  
２

 
 

 
 

 １
日

 
１
回

 凝
縮
液
量
測
定
装
置

 
用

 
 

 原
子
炉
格
納
容
器
内

 
 
漏

 
 
率

 確
認

 
  

 
 

 原
子
炉
格
納
容
器

 
  

水
位
計

 炉
内
計
装
用

 
  

 
配
管
室

  
  

  
漏

 
 
検
出
装
置

 
 

 
凝
縮
液
量
測
定
装
置

 
 

 
 

 
 
動
作
不
能

 
 

 場
合

 当
直
課
⻑

 
 ８
時
間

 
１
回

 動
作
可
能

 
計
器

 
 

 原
子
炉
格
納
容
器
内

 
 
漏

 
 
率

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
格
納
容
器
内

 
 
漏

 
 
率

 
 

 
原
子
炉
格
納
容
器
内
漏

 
 
監
視
装
置

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
47

-2
の
措
置
を
講
じる
。

 
 

 1
 2

 3
 

  
4 

 
 

 
 蒸
気
発
生
器
細
管

 
  
蒸
気
発
生
器
細
管
漏

 
 
監
視
装
置

 
 表

48
-1

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

（
蒸
気
発
生
器
細
管
漏

 
 
監
視
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

18
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
49
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
50
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
判
断
と通
知
、及

び
措

置
の
実
施

→
－

第
51
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
52
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(5
)

⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(6
)

⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(7
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

 
 

 1
 2

 3
 

  
4（
余
熱
除
去
系
隔
離
弁

 
閉
止

  
 

 
場
合
）

 
 

 
 

 1
次
冷
却
系

 
 余
熱
除
去
系

 
 
漏

 
 

 
 表

49
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
る
。

1次
冷
却
系

 
 余
熱
除
去
系

 
 
漏

 
 

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
号

 実
施

 
  

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 1
次
冷
却
系

 
 余
熱
除
去
系

 
 
漏

 
 

 
 

 
  

 確
認

  
  
結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
  

当
直
課
⻑

 
 1
次
冷
却
系

 
 余
熱
除
去
系

 
 
漏

 
 

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
49

-2
 
措
置

 講
  

 

（
余
熱
除
去
系

 
 
漏

 
 
監
視
）

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 

  
３

 
 

 
 

 １
 月

 
１
回

 ２
台
以
上

 
充

 
 
／
高
圧
注
入

 
  

 
  

２
台

 
余
熱
除
去

 
  

 
 

 
 

  
  

 起
動

  
動

作
可
能

 
 

  
  
確
認

 
 

  
 

 確
認

 
 
際

 
操
作

  
弁

 
 

 
 

 
 正

  
位
置

 
復
旧

  
 

  
  
確
認

 
 

 
当
直
課
⻑

 
 非
常
用
炉
心
冷
却
系

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
52

-3
 
措
置

 講
  

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 充

 
 
／
高
圧
注
入

 
  

 
  
余
熱
除
去

 
  

 
起
動

  
 異
常

 
振
動

 異
音

 異
臭

 漏
 

 
 

 
 

  
  

  
余
熱
除
去

 
 

プ
に
つ
い
て
は
表
５
２
－
２
で
定
め
る
事
項
を確
認
す
る
。

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 高
圧
注
入
系

 
自
動
作
動
弁

 
 模
擬
信
号

 
 

 正
  
位
置

 
作
動

 
 

  
 
確
認

 
  

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 充

 
 
／
高
圧
注
入

 
  

 
  
余
熱
除
去

 
  

 
 模
擬
信
号

 
  
起
動

 
  

  
確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 施
錠
等

 
  
固
定

  
 

 
 

 
非
常
用
炉
心
冷
却
系

 
流
路
中

 
弁

 
正

  
位
置

 
 

  
  
確
認

 
 

 

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 原
子
炉
格
納
容
器
再
循
環

 
  

 
異
物
等

 
 

 塞
 

 
 

 
 

 
  

 
確
認

  
  
結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 
原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 余
熱
除
去

 
  
入
口
弁

 
 閉

止
可
能

 
 

 
  

 確
認

  
  
結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 

  
３
（
１
次
冷
却
材
圧
⼒

 
 6

.8
9 

M
Pa

[g
ag

e]
  
超

 
 
場
合
）

 
 

 
 

  
 

  
 

 
  

 
 素
濃
度

  
 酸

水
量

 
  
圧
⼒

 
表
５
１
－
２

 
定

 
 
頻
度

 
確
認

 
  

 
 

 燃
料
取
替
用
水

  
  

  
補
給

 
 

 
１
次
冷
却
系

 
加
熱
以
外

 
理
由

 
  

  
 

  
 

 
 水
位
計

 
 3

cm
以
上

 
水
位
増
加

 
確
認

  
 
場
合

 
 ６

時
間
以
内

 
当
該

 
 

  
  

  
 

 素
濃
度

 
確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 

  
３
（
１
次
冷
却
材
圧
⼒

 
 6

.8
9 

M
Pa

[g
ag

e]
  
超

 
 
場
合
）

 
 

 
 

 １
日

 
１
回

  
 

  
  

  
全

 
 
出
口
電
動
弁

 
全
開
で
あ
るこ
とを
確
認
す
る
。

当
直
課
⻑

 
  

 
  

  
  
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
５
１
－
３

 
措
置

 
講

  
 

 
 

 1
 2

 
 

 
3 

 
 

 
 非
常
用
炉
心
冷
却
系

 
 表

52
-1

 
定

 
 
事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

非
常
用
炉
心
冷
却
系

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
 
各
号

 実
施

 
  

 
 

 1
 2

 
 

 
3（

1次
冷
却
材
温
度

 
 2

60
 ℃

 以
上
）

 
 

 
 

 1
次
冷
却
材
中

 
  
素

13
1濃

度
 

 表
50

-1
 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 

1次
冷
却
材
中

 
  
素

13
1濃

度
 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
号

 
実
施

 
 

 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 

  
3（

1次
冷
却
材
温
度

 
26

0℃
以
上
）

 
 

 
 

 1
週
間

 
1回

 1
次
冷
却
材
中

 
 

 素
13

1濃
度

 
確
認

 
 

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 1
次
冷
却
材
中

 
 

 素
13

1濃
度

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 当
直
課
⻑

 
通
知

 
  
通
知

 
受

 
 
当
直

課
⻑

 
 表

50
-2

 
措
置

 
講

  
 

 
 

 １
 ２

 
 

 
３
（
１
次
冷
却
材
圧
⼒

 
 6

.8
9 

M
Pa

[g
ag

e]
  
超

 
 
場
合
）
※
１

 
 

 
 

  
 

  
 

 
  

 表
５
１
－
１

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
る
。
ア
キ
ュム
レ
ー
タが
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を満
足
して

い
るこ
とを
確
認
す
る
た
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

（
1次
冷
却
材
中

 
  
素

13
1濃

度
）

 

（
アキ
ュム
レ
ー
タ）

 

（
非
常
用
炉
心
冷
却
系

 -
 

 
 1

 2
 

 
 

3-
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

19
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
53
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
54
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
55
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
56
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(3
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(5
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

(1
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
原
保
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

 
 

 4
 

 
 

 
 非
常
用
炉
心
冷
却
系

 
 表

53
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
非
常
用
炉
心
冷
却
系

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
号

 実
施

 
 

 
当
直
課
⻑

 
  

 
 ４

 
 

 
 

 １
 月

 
１
回

 １
台
以
上

 
充

 
 
／
高
圧
注
入

 
  

 
  

１
台
以
上

 
余
熱
除
去

 
  

 
手
動
起
動
可
能

 
 

 
  

 
確
認

 
る
。

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 原
子
炉
格
納
容
器

  
  

  
  

 
  

 機
構

 
健
全
性

 
確
認

  
  
結
果

 発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 
発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 表

56
-6

 
定

 
 
系
統

 
原
子
炉
格
納
容
器
自
動
隔
離
弁

 
模
擬
信
号

 
 

 隔
離
動
作

 
 

  
 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 事
故
条
件
下

 
 

 
 
閉
止

  
 

 
  

 
要
求

  
 原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁

 
 閉
操
作

  
 
閉
動
作

 
可
能

 
状
態

 
 

  
 

 
条
件

 
開
状
態

  
 

 
 
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
（
前
号

 
隔
離
動
作

 
確
認

  
原
子
炉
格
納
容
器
自
動
隔
離
弁

 含
 
）

 除
  
閉
止
状
態

 
 

 
  

 確
認

 
 

  
 

  
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁

 
  

 手
動
隔
離
弁

 
  
閉
止

  
  

 
 

 
 

 
 至
近

 
記
録

 施
錠
管
理

 
実
施

 区
域
管
理

 
実
施
等

 
 

 確
認

 
⾏

  
  

 
  

 
当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 3

 
 

 
4 

 
 

 
 1

2時
間

 
1回

 原
子
炉
格
納
容
器
圧
⼒

 
確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
格
納
容
器

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 以
下

 
措
置

 
講

  
 

原
子
炉
格
納
容
器

  
  

 以
外

 
理
由

 
 

 運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 
 表

56
-4

 
措
置

 講
  

 

ほ
う酸
注
入
タン
クが
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を
実
施
す
る
。

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 

  
3 

 
 

 
  

 酸
注
入

  
  

 
 素
濃
度

  
 酸

水
量

 
 

 
 

 酸
水
温
度

 
表

55
-2

 
定

 
 頻

度
 
確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
  

 酸
注
入

  
  
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
55

-3
 
措
置

 
講

  
 

モ
ー
ド1
、2
、3
お
よび

4に
お
い
て
、原
子
炉
格
納
容
器
は
、表

56
-1
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

原
子
炉
格
納
容
器
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 原
子
炉
格
納
容
器
漏

 
 
率

 
表

56
-3

 
定

 
 

 
 

 
 

 
漏

 
 
率
内

 
 

 
  

 確
認

  
  
結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
る
。

（
原
子
炉
格
納
容
器
）

 

当
直
課
⻑

 
 非
常
用
炉
心
冷
却
系

 
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
53

-2
 
措
置

 講
  

 

 
 

 1
 2

 3
 

  
4 

 
 

 
 燃
料
取
替
用
水

  
  

 表
54

-1
 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
燃
料
取
替
用
水

  
  
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
号

 実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 3

 
 

 
4 

 
 

 
 燃
料
取
替
用
水

  
  

 
 素
濃
度

 
  

 
 酸

水
量

 表
54

-2
 
定

 
 頻

度
 
確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 燃
料
取
替
用
水

  
  
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
54

-3
 
措
置

 講
  

 

モ
ー
ド１
、２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、ほ

う酸
注
入
タン
クは
、表
５
５
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
とす
る
。

（
燃
料
取
替
用
水

  
 ）

 

（
ほ
う酸
注
入
タン
ク）

 

原
子
炉
格
納
容
器
エア
ロッ
クが

運
転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
な
い
と判
断
した
場
合
は
、表

56
-5
の
措
置
を講
じる
とと
も
に
、同
表
の
条
件
Ｄ
に
該
当
す
る場

合
は
原
子
炉
保

修
課
⻑

 
通
知

 
  
通
知

 
受

 
 
原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 
講

  
 

（
非
常
用
炉
心
冷
却
系

 -
 

 
 4

-）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

20
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
57
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
58
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(5
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(6
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
60
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
61
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
62
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
 保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

当
直
課
⻑

 
  

 素
除
去
薬
品

  
  
苛
性

  
 濃

度
 

  
苛
性

 
 

 溶
液
量

 
表
５
８
－
２

 
定

 
 
頻
度

 
確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 ３

 
 

 
４

 
 

 
 

 １
 月

 
１
回

 ４
台

 
内
部

 
  

 
  

 
 

 
 

  
  

 
起
動

  
動
作
可
能

 
 

  
  
確
認

 
 

  
 

 確
認

 
 
際

 
操
作

  
弁

 
 

 
 

 
 正

  
位
置

 
復
旧

  
 

  
  
確
認

 
 

 
当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
格
納
容
器

  
  
系

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
５
８
－
４

 
措
置

 
講

  
 

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よび

４
に
お
い
て
、ア
ニュ
ラス
循
環
系
は
、表
６
０
－
１
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

ア
ニュ
ラス
循
環
系
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
  

  
  
循
環

  
  

  
  

 
 素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効
率
）

 
表
６
０
－
２

 
定

 
 
値

 
 

  
  
確
認

  
  
結

果
 発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 

（
アニ
ュラ
ス循
環
系
）

  原
子
炉
格
納
容
器
スプ
レイ
系
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
るこ
とを
確
認
す
る
た
め
、次
の
各
号
を実
施
す
る。

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 内
部

 
  

 
  

 
起
動

  
 異
常

 
振
動

 異
音

 異
臭

 
  
漏

 
 

 
 

 
  

 
  
表
５
８
－
３

 
定

 
 
事
項

 確
認

 
  

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 内
部

 
  

 
  

 
 模
擬
信
号

 
  
起
動

 
  

  
確
認

 
 

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 原
子
炉
格
納
容
器

  
  
系

 
自
動
作
動
弁

 
 模
擬
信
号

 
 

 正
  
位
置

 
作
動

 
 

  
 
確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 施
錠
等

 
  
固
定

  
 

 
 

 
原
子
炉
格
納
容
器

  
  
系

 
流
路
中

 
弁

 
正

  
位
置

 
 

  
  
確
認

 
 

 

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よび

４
に
お
い
て
、原
子
炉
格
納
容
器
真
空
逃
が
し系
は
、表
５
７
－
１
で
定
め
る
事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る
。

原
子
炉
格
納
容
器
真
空
逃
が
し系
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を実
施
す
る。

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 原
子
炉
格
納
容
器
真
空
逃

 
 弁

 
動
作
可
能

 
 

 
  

 確
認

  
  
結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
  

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
格
納
容
器
真
空
逃

 
 系

 
第
１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
５
７
－
２

 
措
置

 講
  

 

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よび

４
に
お
い
て
、原
子
炉
格
納
容
器
ス
プレ
イ系
は
、表

58
－
１
で
定
め
る事
項
を
運
転
上
の
制
限
とす
る
。

（
原
子
炉
格
納
容
器
真
空
逃
が
し系
）

 

（
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プレ
イ系
）

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
  

  
  
循
環

  
  
起
動

 
 

  
 

  
  

 
２
５
分
以
内

 
負
圧

 
 

 
  

 
確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

  
  

 
第
１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
６
１
－
２

 
措
置

 
講

  
 

モ
ー
ド1
、2
お
よ
び

3に
お
い
て
、主
蒸
気
安
全
弁
は
、表

62
-1
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

主
蒸
気
安
全
弁
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を実
施
す
る。

  
  
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 主
蒸
気
安
全
弁
設
定
値

 
表
６
２
－
３

 
定

 
 
値

 
 

  
  
確
認

  
  
結
果

 当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 主
蒸
気
安
全
弁

 
第
１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
６
２
－
４

 
措
置

 講
  

 

（
主
蒸
気
安
全
弁
）

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
  

  
  
循
環

  
  
模
擬
信
号

 
  
起
動

 
  

  
確
認

 
 

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
  

  
  
循
環

  
  
起
動

 
 

  
自
動
作
動

  
 

 
正

  
位
置

 
作
動

 
 

  
 
確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 ３

 
 

 
４

 
 

 
 

 １
 月

 
１
回

 ２
台

 
  

  
 
循
環

  
  
起
動

  
動
作
可
能

 
 

 
  

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

  
  
循
環
系

 
第
１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
６
０
－
３

 
措
置

 
講

  
 

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よび

４
に
お
い
て
、ア
ニュ
ラス
は
、表
６
１
－
１
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

ア
ニュ
ラス
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を
実
施
す
る
。

（
アニ
ュラ
ス）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

21
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
63
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
電
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
64
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
電
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
計
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
65
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
計
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
66
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(5
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(6
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

 
 

 1
 2

 
 

 
3 

 
 

 
 主
蒸
気
隔
離
弁

 
 表

63
-1

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

主
蒸
気
隔
離
弁

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
  

 確
認

 
  

 
 次
号

 実
施

 
  

電
気
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 主
蒸
気
隔
離
弁

 
模
擬
信
号

 
5秒
以
内

 
閉
止

 
  

  
確
認

  
  
結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 主
蒸
気
隔
離
弁

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
63

-2
 
措
置

 講
  

 

 
 

 1
 2

 
 

 
3 

 
 

 
 主
給
水
隔
離
弁

 主
給
水
制
御
弁

 
 

 
主
給
水

 
  

 制
御
弁

 
 表

64
-1

 
定

 
 事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
  

主
給
水
隔
離
弁

 主
給
水
制
御
弁

 
 

 
主
給
水

 
  

 制
御
弁

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
  

 確
認

 
  

 
 次

 
各
号

 
実
施

 
 

 

（
主
給
水
隔
離
弁

 主
給
水
制
御
弁

 
  
主
給
水

 
  

 
制
御
弁
）

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 電
動
補
助
給
水

 
  

 
起
動

  
 異
常

 
振
動

 異
音

 異
臭

 
  
漏

 
 

 
 

 
  

 
確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 

  
３

 
 

 
 

 １
 月

 
１
回

 ２
台

 
電
動
補
助
給
水

 
  

 
 

 
１
台

 
  

  
動
補
助
給
水

 
  

 
 

 
 

  
  

 
起
動

  
動
作
可
能

 
 

 
  

 確
認

 
  

 
 

 確
認

 
 際

 
操
作

  
弁

 
 

 
 

 
 正

  
位
置

 
復
旧

  
 

 
  

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 ４
（
蒸
気
発
生
器

 
熱
除
去

 
 

 
 
使
用

  
 

 
 
場
合
）

 
 

 
 

 １
 月

 
１
回

 １
台
以
上

 
電
動
補
助
給
水

 
  

 
手
動

 
起
動
可
能

で
あ
るこ
とを
確
認
す
る
。

当
直
課
⻑

 
 補
助
給
水
系

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
66

-2
 
措
置

 講
  

 

当
直
課
⻑

 
 主
蒸
気
逃

 
 弁

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
65

-2
 
措
置

 講
  

 

モ
ー
ド1
、2
、3
お
よび

4（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
され

て
い
る
場
合
）
に
お
い
て
、補
助
給
水
系
は
、表

66
-1
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
とす
る
。

補
助
給
水
系
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
して

い
るこ
とを
確
認
す
る
た
め
、次
の
各
号
を実
施
す
る。

当
直
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 施
錠
等

 
  
固
定

  
 

 
 

 
補
助
給
水
系

 
流
路
中

 
弁

 
正

  
位
置

 
 

  
  
確
認

 
 

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
  

 
  
動
補
助
給
水

 
  

 起
動

  
 異
常

 
振
動

 異
音

 異
臭

 漏
 

 
 

 
 

  
 確
認

 
 

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 補
助
給
水

 
  

 
模
擬
信
号

 
  
起
動

 
  

  
確
認

 
 

  
 

  
  

  
動
補
助
給
水

 
  

 
 

 
 

 
 起
動
弁

 
動
作

 
  

とを
確
認
す
る
。

電
気
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 主
給
水
隔
離
弁

 
閉
止
可
能

 
 

  
  
確
認

  
  
結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 主
給
水
隔
離
弁

 主
給
水
制
御
弁

  
 
主
給
水

 
  

 
制
御
弁

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
64

-2
 
措
置

 講

モ
ー
ド1
、2
、3
お
よび

4（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
され

て
い
る
場
合
）
に
お
い
て
、主
蒸
気
逃
が
し弁
は
、表

65
-1
で
定
め
る
事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

主
蒸
気
逃
が
し弁
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を実
施
す
る。

計
装
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 主
蒸
気
逃

 
 弁

 
手
動

 
開
弁

 
  

  
 
確
認

  
  
結
果

 発
電
室
⻑

 
通
知

 
  

計
装
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 主
給
水
制
御
弁

 
 

 
主
給
水

 
  

 制
御
弁

 
閉
止
可
能

 
 

  
  
確
認

  
  
結
果

 発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 

（
主
蒸
気
逃
が
し弁
）

 

（
補
助
給
水
系
）

 

（
主
蒸
気
隔
離
弁
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

22
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
67
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
68
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
69
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
70
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

当
直
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 施
錠
等

 
  
固
定

  
 

 
 

 
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系

 
流
路
中

 
弁

 
正

  
位
置

 
 

 
  

 
確
認

 
  

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 海

水
 

  
 
模
擬
信
号

 
 

 起
動

 
 

  
  

  
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
自
動
作
動
弁

 
正

  
位
置

 
作
動

 
  

  
確
認

 
る
。
当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 3

 
 

 
4 

 
 

 
 海

水
 

  
 

 
 
１
次
系
冷
却
水

  
  

切
替

 
⾏

  
場
合

 切
替

 
際

 
操
作

  
弁

 
正

  
位
置

 
 

 
  

 確
認
す
る
。

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
69

-2
 
措
置

 
講

  
 

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よび

４
に
お
い
て
、制
御
用
空
気
系
は
、表
７
０
－
１
で
定
め
る
事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

制
御
用
空
気
系
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を実
施
す
る。

（
制
御
用
空
気
系
）

 

当
直
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 施
錠
等

 
  
固
定

  
 

 
 

 
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

 
流
路
中

 
弁

 
正

  
位
置

 
 

 
  

 確
認

 
  

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 1
次
系
冷
却
水

 
  

 
模
擬
信
号

 
 

 起
動

 
 

  
  

 
 
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
自
動
作
動
弁

 
正

  
位
置

 
作
動

 
  

  
確
認
す
る。

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 ３

 
 

 
４

 
 

 
 

 １
次
系
冷
却
水

 
  

  
 
１
次
系
冷
却
水

  
  
切
替

 
⾏

  
場
合

 切
替

 
際

 
操
作

  
弁

 
正

  
位
置

に
あ
る
こと
を確
認
す
る。

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
68

-2
 
措
置

 講
  

 

 
 

 1
 2

 3
 

  
4 

 
 

 
 原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系

 
 表

69
-1

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
  

 
確
認

 
  

 
 次

 
各
号

 
実
施

 
 

 

（
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
）

 

 
 

 １
 ２

 ３
 

  
４
（
蒸
気
発
生
器

 
熱
除
去

 
 

 
使
用

  
 

 
 場

合
）

 
 

 
 

 復
水

  
  

 表
67
－
１

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 

復
水

  
  
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
号

 
実
施

 
 

 
当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 3

 
 

 
4（
蒸
気
発
生
器

 
熱
除
去

 
 

 
使
用

  
 

 
 場

合
）

 
 

 
 

 1
日

 
1回

 復
水

  
 水
量

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 復

水
  

  
第

1項
 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
67

-2
 
措
置

 
講

  
 

 
 

 1
 2

 3
 

  
4 

 
 

 
 原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

 
 表

68
-1

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
  

 確
認

 
  

 
 次

 
各
号

 
実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 3

 
 

 
4 

 
 

 
 1
日

 
1回

 制
御
用
空
気
圧
⼒

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 制
御
用
空
気
系

 
第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
70

-3
 
措
置

 講
  

 

（
復
水

  
 ）

 

（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

23
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
71
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

第
72
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
確
認
と通
知

→
－

(2
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
73
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

第
74
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(a
)

内
容

N/
A

－

(b
)

内
容

N/
A

－
(c

)
内
容

N/
A

－
(2

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

 
 

 １
 ２

 ３
 ４

 ５
 ６

 
  
使
用
済
燃
料

  
  
燃
料
体

 貯
蔵

  
 

 期
間

 
 

 
 

 外
部
電
源
※
１

 
 表
７
３
－
１

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
（
外
部
電
源
）

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 補
助
建
屋

  
素
除
去
排
気

  
  
起
動

  
 異
音

 
 

 
  

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 ３

 
 

 
４

 
 

 
 

 １
 月

 
１
回

 ２
台

 
補
助
建
屋

 
 素
除
去
排
気

  
  

 
 

 
  

  
 
起
動

  
動
作
可
能

 
 

  
  
確
認

す
る
。

当
直
課
⻑

 
 安
全
補
機
室
空
気
浄
化
系

 
第
１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
７
２
－
３

 
措
置

 
講

  
 

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 ３

 ４
 

  
使
用
済
燃
料

  
  

 
照
射
済
燃
料
移
動
中

 
 

 
 

 １
 月

 
１
回

 ２
台

 
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

  
  

 
 

 
 

ファ
ンを
起
動
し、
動
作
可
能
で
あ
る
こと
を確
認
す
る。

当
直
課
⻑

 
 中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
７
１
－
３

 
措
置

 
講

  
  

  
 使

用
済
燃
料

  
  

 
照
射
済
燃
料

 
移
動

 
中
止

 
 
必
要

 
 

 場
合

 
 原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

 

モ
ー
ド1
、2
、3
お
よび

4に
お
い
て
、安
全
補
機
室
空
気
浄
化
系
は
、表

72
-1
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

安
全
補
機
室
空
気
浄
化
系
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 補
助
建
屋

  
素
除
去
排
気

  
 

  
 

 素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効
率
）

 
表
７
２
－
２

 
定

 
 
値

 
 

  
  
確
認

  
  
結
果

 発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 補
助
建
屋

  
素
除
去
排
気

  
  
模
擬
信
号

 
  
起
動

 
 

  
 確
認

 
  

  
 

 
 
自
動
作
動

  
 

 
正

  
位
置

 
作
動

 
 

こと
を
確
認
す
る
。

（
安
全
補
機
室
空
気
浄
化
系
）

 

 
 

 1
 2

 3
 4

 
 

 
使
用
済
燃
料

  
  

 
照
射
済
燃
料
移
動
中

 
 

 
 

 中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系

 
 表

71
-1

 
定

 
 事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
して

い
るこ
とを
確
認
す
る
た
め
、次
の
各
号
を実
施
す
る。

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

  
 

  
  
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効
率
）

 
表

71
-2

 
定

 
 値

 
 

 
  

 確
認

  
  

結
果

 
発
電
室
⻑

 
通
知

 
 

 
発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

  
  
模
擬
信
号

 
 

 起
動

 
 

  
  

  
自
動
作
動

  
 

 
正

  
位
置

 
作
動

 
  

  
確
認

 
 

 

（
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
）

 

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 3

 
 

 
4 

 
 

 
 1

 月
 

1回
 2
基

 
 

  
 

 
発
電
機

 
 

 
 

 待
機
状
態

 
 起
動

  
無
負
荷
運
転
時

 
電
圧

 
6,

90
0±

34
5V

 
 

 
周
波
数

 
60
±

3H
z 

 
  

  
  

 
引

 続
 
非
常
用
高
圧
⺟
線

 
並
列

  
定
格
出
⼒

 
運
転
可
能

 
 

  
  
確
認

 
 

 
当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 3

 
 

 
4 

 
 

 
 1

 月
 

1回
 燃
料
油

 
 

  
  

  
貯
油
量

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

  
 

 
発
電
機

 
第
１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
７
４
－
３

 
措
置

 講
  

 

外
部
電
源
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
号
を
実
施
す
る
。

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 ３

 ４
 ５

 ６
 

  
使
用
済
燃
料

  
  
燃
料
体

 
貯
蔵

  
 

 期
間

 
 

 
 

 １
週
間

 
１
回

 所
要

 
非
常
用
高
圧
⺟
線

 
電
⼒

供
給
可
能

 
外
部
電
源
２
回
線
以
上

 
電
圧

 
確
⽴

  
 

  
  

 
 

 
１
回
線
以
上

 
他

 
回
線

 
対

  
独
⽴
性

 
有

  
 

  
  
確
認

 
 

 
変
圧
器
１
次
側

 
 

 
 
１
相
開
放

 
検
知

  
場
合

 故
障
箇
所

 
隔
離

  
 
非
常
用
⺟
線

 
健
全

 
電
源

 
 受
電

 
  

  
切
替

 
実
施

 
 

 
 

 
 予
備
変
圧
器

 
 所
内
負
荷

 
給
電
時

 
 7

7k
V送
電
線

 
電
流
値

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 外
部
電
源

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
７
３
－
２

 
措
置

 
講

  
  

 
 

 照
射
済
燃
料

 
移
動

 
中
止

 
 
必

要
 

 
 
場
合

 
 原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
  
通
知

 
受

 
 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

 

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よび

４
に
お
い
て
、デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
は
、表
７
４
－
１
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 次

 
事
項

 
確
認

 
 

 

（
デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機

 モ
ー
ド1
、2
、3
お
よ
び

4-
）

 

模
擬
信
号

 
  

 
  

 
 
発
電
機

 
起
動

  
１
０
秒
以
内

 
 

  
 

 
発
電
機

 
電
圧

 
確
⽴

 
 

  
 

 
  

 
 
発
電
機

 
電
源

 
求

 
 機
器

 
 ⺟

線
電
圧
確
⽴

 
 所
定

 
時
間
内

 
所
定

 
 

 
 

  
 
従

  
順
次
負
荷

 
  

  
 

 
 

  
  

(b
)に
お
け
る
所
定
負
荷
の
もと
に
お
い
て
、デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
が
電
圧

 6
,9

00
±

34
5 

V 
お
よび
周
波
数

 6
0±

3 
Hz

 で
運
転
可
能
で
あ
るこ
と。

補(1)-101



保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

24
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
75
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(a
)

内
容

N/
A

－
(b

)
内
容

N/
A

－
3.

⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

第
76
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
77
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
78
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

（
デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機

 -
モー
ド1
、2
、3
お
よ
び

4以
外

-）
 

所
要

 
 

  
 

 
発
電
機

 
燃
料
油

 潤
滑
油

 
  
始
動
用
空
気

 
 表
７
６
―
１

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

  
 

 
所
要

 
 

  
 

 
発
電
機

 
燃
料
油

 潤
滑
油

 
  
始
動
用
空
気

 
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
号

 
実
施

 
 

 
当
直
課
⻑

 
 １

 月
 
１
回

  
  

 
 
発
電
機

 
燃
料
油
貯
蔵

  
  
油
量

 潤
滑
油

  
  
油
量

 
  
始
動
用
空
気

 
 
圧
⼒

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 所

要
 

 
  

 
 
発
電
機

 
燃
料
油

 潤
滑
油

 
 

 
始
動
用
空
気

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
７
６
－
３

 
措
置

を
講
じる
。

 
 

 １
 ２

 ３
 

  
４

 
 

 
 

 非
常
用
直
流
電
源
（
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）

 
  
充
電
器
）

 
 表
７
７
－
１

 
定

 
 
事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

非
常
用
直
流
電
源

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
  

 
確
認

 
  

 
 次

 
各
号

 
実
施

 
 

 

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よび

４
以
外
に
お
い
て
、デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
は
、表
７
５
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
とす
る
。

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を
実
施
す
る。

当
直
課
⻑

 
  

 
 1

 2
 3

 
 

 
4以
外

 
 

 
 

 1
 月

 
1回

  
  

 
 
発
電
機

 
 

 
 
以
下

 
事
項

 実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

  
 

 
発
電
機

 
第
１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
７
５
－
３

 
措
置

 講
  

  
 

 
 照

射
済
燃
料

 
移
動

 
中
止

 
 必

要
 

 
 場

合
 

 原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

 

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
を
待
機
状
態
か
ら起
動
し、
無
負
荷
運
転
時
の
電
圧
が

 6
,9

00
±

34
5 

V 
お
よび
周
波
数
が

 6
0±

3 
Hz

 で
あ
るこ
とを
確
認
す
る
。

燃
料
油

 
 

  
  

  
貯
油
量

 
確
認

 
 

 

当
直
課
⻑

 
 非
常
用
直
流
電
源

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
７
８
－
２

 
措
置

 
講

  
  

 
 

 照
射
済
燃
料

 
移
動

 
中
止

 
 必

要
 

 
 場

合
 

 原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

 

発
電
室
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 非
常
用
直
流
電
源

 
健
全
性

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 ３

 
 

 
４

 
 

 
 

 １
週
間

 
１
回

 浮
動
充
電
時

 
蓄
電
池
端
子
電
圧

 
 1

26
.5

 V
 以
上

 
 

 
  

 
確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 非
常
用
直
流
電
源

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
７
７
－
２

 
措
置

 
講

  
 

 
 

 ５
 ６

 
 

 
照
射
済
燃
料
移
動
中

 
 

 
 

 非
常
用
直
流
電
源
（
蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）

 
  
充
電
器
）

 
 表
７
８
―
１

 
定

 
 
事
項

 
運
転
上

 
制
限

 
す
る。
非
常
用
直
流
電
源

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
  

 
確
認

 
  

 
 次
号

 
実
施

 
 

 
当
直
課
⻑

 
  

 
 ５

 ６
 

  
照
射
済
燃
料
移
動
中

 
 

 
 

 １
週
間

 
１
回

 浮
動
充
電
時

 
蓄
電
池
端
子
電
圧

 
 1

26
.5

 V
 以
上

 
 

 
  

 確
認

 
  

（
 

  
 

 
発
電
機

 
燃
料
油

 潤
滑
油

 
  
始
動
用
空
気
）

 

（
非
常
用
直
流
電
源

 -
  

 1
 2

 3
 

 
 

4-
）

 

（
非
常
用
直
流
電
源

 -
  

 5
 6

 
  
照
射
済
燃
料
移
動
中

-）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

25
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
79
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

第
80
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

第
81
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

第
82
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施
、

通
知

→
－

第
83
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

 
各
課

(室
)⻑

→
判
断
お
よ
び
措
置
の
実

施
、通
知

→
－

第
84
条

定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
原
燃
課
⻑

→
判
断
お
よ
び
措
置
の
実

施
、通
知

→
－

当
直
課
⻑

 
 所
内
非
常
用
⺟
線

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
８
０
－
２

 
措
置

 
講

  
  

 
 

 照
射
済
燃
料

 
移
動

 
中
止

 
 必

要
 

 
 場

合
 

 原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

 

 
 

 ６
 

 
 

 
 １
次
冷
却
材
中

 
 

 素
濃
度

 
 表
８
１
－
１

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

1次
冷
却
材
中

 
 

 素
濃
度

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
  

 確
認

 
  

 
 次

 
各
号

 
実
施

 
  

当
直
課
⻑

 
  

 
 6

 
 

 
 

 3
日

 
1回

 1
次
冷
却
材
中

 
 

 素
濃
度

 確
認

 
  

（
1次
冷
却
材
中

 
 

 素
濃
度

 -
  

 6
-）

 

 
 

 １
 ２

 ３
 

  
４

 
 

 
 

 所
内
非
常
用
⺟
線

 
 表
７
９
－
１

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

所
内
非
常
用
⺟
線

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
  

 
確
認

 
  

 
 次
号

 
実
施

 
 

 
当
直
課
⻑

 
  

 
 １

 ２
 ３

 
 

 
４

 
 

 
 

 １
週
間

 
１
回

 表
７
９
－
１

 
定

 
 
所
内
非
常
用
⺟
線

 
受
電

  
 

 
 

  
 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 所
内
非
常
用
⺟
線

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
７
９
－
２

 
措
置

 
講

  
 

 
 

 ５
 ６

 
 

 
照
射
済
燃
料
移
動
中

 
 

 
 

 所
内
非
常
用
⺟
線

 
 表
８
０
－
１

 
定

 
 事
項

 運
転
上

 
制
限

  
  

（
所
内
非
常
用
⺟
線

 -
  

 1
 2

 3
 

 
 

4-
）

 

（
所
内
非
常
用
⺟
線

 -
  

 5
 6

 
  
照
射
済
燃
料
移
動
中

-）
 

所
内
非
常
用
⺟
線

 
前
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
  

 
確
認

 
  

 
 次
号

 
実
施

 
 

 
当
直
課
⻑

 
  

 
 5

 6
 

  
照
射
済
燃
料
移
動
中

 
 

 
 

 1
週
間

 
1回

 所
要

 
設
備

 
維
持

 
必
要

 
非
常
用
高
圧
⺟
線

 非
常
用
低
圧
⺟
線

 非
常
用
直
流

⺟
線

 
  
非
常
用
計
器
用
⺟
線

 
受
電

  
 

 
 

  
 確
認

 
  

使
用
済
燃
料

  
  

 表
８
４
－
１

 
定

 
 
事
項

 運
転
上

 
制
限

  
 

 
使
用
済
燃
料

  
  
前
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 次
号

 実
施

 
 

 
当
直
課
⻑

 
 1
週
間

 
1回

 使
用
済
燃
料

  
  

水
位

 
 

 
水
温

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 使

用
済
燃
料

  
  
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
８
４
－
３

 
措
置

 
講

  
  

  
 照

射
済
燃
料

 
移
動

 中
止

 
 必

要
 

 
 場

合
 

 原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 講
  

 

（
原
子
炉
格
納
容
器
貫
通
部
）

 

（
使
用
済
燃
料

  
  

水
位

 
  

水
温
）

 

原
子
燃
料
課
⻑

 
 原
子
炉
格
納
容
器
内

 
 
燃
料
装
荷

 
  

燃
料
取
出
作
業
前

 
 原
子
炉
格
納
容
器
貫
通
部

 
状
態

 確
認

 
  

原
子
燃
料
課
⻑

 
  
各
課
（
室
）
⻑

 
 原
子
炉
格
納
容
器
貫
通
部

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
８
３

 
２
－
２

 
措
置

 
講

  
  

  
 当

直
課
⻑

 
通
知

 
 

 

モ
ー
ド５
お
よび
６
に
お
い
て
、原
子
炉
格
納
容
器
貫
通
部
は
、表
８
３
－
１
で
定
め
る事
項
を運

転
上
の
制
限
とす
る。

原
子
炉
格
納
容
器
貫
通
部
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を
確
認
す
るた
め
、次
号
を
実
施
す
る
。

原
子
燃
料
課
⻑

 
 原
子
炉
格
納
容
器
内

 
 
燃
料
装
荷

 
  

燃
料
取
出
作
業
前

 
 

 
 

  
 素
希
釈

  
  
隔
離

  
 

 
 

  
 
確
認

 
 

 
当
直
課
⻑

 
 １
次
冷
却
材
中

 
 

 素
濃
度

 
第
１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
８
１
－
２

 
措
置

 講
  

  
 

 
 燃
料

 
移
動

 
中
止

 
 必

要
 

 
 
場
合

 
 原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 
受

 
 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 
講

  
 

モ
ー
ド６

(キ
ャビ
ティ
高
水
位

)に
お
い
て
、原
子
炉
キ
ャビ
テ
ィ水
位
は
、表
８
２
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
とす
る
。

原
子
炉
キ
ャビ
テ
ィ水
位
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を実
施
す
る。

当
直
課
⻑

 
  

 
 ６

( 
  

 
 高

水
位

) 
 

 
 

 １
日

 
１
回

 原
子
炉

 
  

 
 水
位

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉

 
  

  
水
位

 
第
１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
８
２
－
２

 
措
置

 講
  

  
 

 
 燃
料

 
移
動

 
中
止

 
 

必
要

 
 

 
場
合

 
 原
子
燃
料
課
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 
受

 
 
原
子
燃
料
課
⻑

 
 同
表

 
措
置

 
講

  
 

（
原
子
炉
キ
ャビ
テ
ィ水
位
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

26
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
85
条

定
義

N/
A

－
(1

)
定
義

N/
A

－
(2

)
定
義

N/
A

－
(3

)
定
義

N/
A

－
(4

)
定
義

N/
A

－
(5

)
定
義

N/
A

－
(6

)
定
義

N/
A

－
(7

)
定
義

N/
A

－
(8

)
定
義

N/
A

－
(9

)
定
義

N/
A

－
(1

0)
定
義

N/
A

－
(1

1)
定
義

N/
A

－
(1

2)
定
義

N/
A

－
(1

3)
定
義

N/
A

－
(1

4)
定
義

N/
A

－
(1

5)
定
義

N/
A

－
(1

6)
定
義

N/
A

－
(1

7)
定
義

N/
A

－
(1

8)
定
義

N/
A

－
(1

9)
定
義

N/
A

－
(2

0)
定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
確
認
お
よ
び
通
知

→
－

3.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
判
断
お
よ
び
措
置
の
実

施
→

－

第
86
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
判
断
お
よ
び
措
置
の
実

施
→

－

第
86
条
の
２

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－
(1

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

１
次
冷
却
系

 昇
温

  
 
検
査

 実
施

 
 
場
合

  
 
１
次
冷
却
系

 
耐
圧

 漏
 

 
検
査

 
 

 
 

 
検
査

 実
施

 
 場

合
 当

直
課
⻑

 
 １
次
冷
却
系

 
昇
温
開

始
か
ら適

用
を除
外
す
る前
まで
に
、表
８
６
の
２
－
２
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を満
足
して

い
るこ
とを
確
認
す
る
。

当
直
課
⻑

 
 １
次
冷
却
系

 
昇
温
開
始

 
 適

用
 除
外

 
 前

 
 

 
 表
８
６
－
２

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
  

 確
認

 
  

当
直
課
⻑

 
 １
次
冷
却
系

 
耐
圧

 漏
 

 
検
査
終
了
後

 表
８
６
－
１

 
定

 
 事
項

 
  
検
査

 
 

 
 
適
用

 除
外

  
事
項

 
 

 
 

 復
旧
措
置

 
⾏

 
 
運
転

上
の
制
限
を
満
足
して

い
るこ
とを
確
認
す
る
。

当
直
課
⻑

 
 第

1項
 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 
 判
断

  
場
合

 表
86

-3
 
措
置

 
講

  
 

 
 

 ４
 

  
５

 
 

 
 
安
全
注
入
系
逆
止
弁
漏

 
 
検
査
※
１

 実
施

 
 場

合
 表
８
６

 
２
－
１

 
定

 
 事
項

 
適
用

 
除
外

 
 

  
 

 
 

  
  
場
合

 表
８
６

 
２
－
２
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
とす
る
。

前
項
を適

用
す
る場

合
、次
の
各
号
を実
施
す
る。

原
子
炉
停
止
後

 
１
次
冷
却
系

 
降
温
過
程

 
 

 
 
検
査

 
実
施

 
 
場
合

 当
直
課
⻑

 
  

 
 ３

  
  

 
 適

用
 
除
外

 
 
前

 
 

 
 表
８
６

 
２
－
２

 
定

め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
して

い
るこ
とを
確
認
す
る
。

その
他
の
設
備

重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
前
項
で
定
め
る運

転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
るた
め
、次
号
を実
施
す
る。

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑

 品
質
保
証
室
課
⻑

 安
全

 防
災
室
⻑

 安
全

 防
災
室
課
⻑

 所
⻑
室
⻑

 所
⻑
室
課
⻑
（
総
務
）

 技
術
課
⻑

 保
全
計
画
課

⻑
 土
木
建
築
課
⻑

 電
気
工
事

 
 

 
 課
⻑

 機
械
工
事

 
 

 
 課
⻑

 
  
土
木
建
築
工
事

 
 

 
 課
⻑
（
以
下

  
品
質
保
証
室
⻑
等

  
 

  
本
条

 
 

 
 
同

  
）

 
除

  
）

 
 表
８
５
－
２

 
 表
８
５
－
２
１

 
定

 
 確
認
事
項

 
実
施

 
 

  
 

 各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
  

 
結
果

 発
電

室
⻑

 
 

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 
各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 重
大
事
故
等
対
処
設
備

 
第
１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 表
８
５
－
２

 
 表
８

５
－
２
１

 
措
置

 講
  

  
 

 
必
要

 
応

 関
係
各
課
（
室
）
⻑

 
通
知

 
 

 通
知

 受
 

 
関
係
各
課
（
室
）
⻑

 
 同
表

 
定

 
 
措
置

 
講

  
 

 
 

 ４
 

  
５

 
 

 
 
１
次
冷
却
系

 
耐
圧

 漏
 

 
検
査
※
１

 実
施

 
 場

合
 表
８
６
－
１

 
定

 
 
事
項

 
適
用

 
除
外

 
  

  
 

 
  

  
場
合

 表
８
６
－
２

で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
とす
る
。

前
項
を適

用
す
る場

合
、次
の
各
号
を実
施
す
る。

計
装
設
備

中
央
制
御
室

監
視
測
定
設
備

緊
急
時
対
策
所

通
信
連
絡

 ⾏
  

 
 
必
要

 
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

  
 

 
 

 
設
備

水
素
爆
発
に
よる
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を防

止
す
る
た
め
の
設
備

水
素
爆
発
に
よる
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
等
の
た
め
の
設
備

（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

 

（
1次
冷
却
系

 
耐
圧

 漏
 

 
検
査

 
実
施
）

 

（
安
全
注
入
系
逆
止
弁
漏

 
 
検
査

 
実
施
）

 

電
源
設
備

使
用
済
燃
料

  
  
冷
却
等

 
 

 
 
設
備

発
電
所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備

重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
とな
る
水
の
供
給
設
備

次
の
各
号
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
、表
８
５
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
とす
る
。

緊
急
停
止
失
敗
時

 
原
子
炉

 未
臨
界

 
 

 
 

 
 
設
備

１
次
冷
却
系

 
  

 
  

  
  

 
  

 
  

 
 
設
備

炉
心
注
水
をす
るた
め
の
設
備

1次
冷
却
系

 
減
圧

 
 

  
 

 
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
スプ
レイ
等
をす
る
た
め
の
設
備

蒸
気
発
生
器
２
次
側

 
 

 炉
心
冷
却
（
注
水
）

  
  

 
 
設
備

蒸
気
発
生
器
２
次
側

 
 

 炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）

 
 

  
 

 
設
備
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

27
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
86
条
の

2
(3

)
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

N/
A

－

第
87
条

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
確
認

→
－

2.
定
義

N/
A

－

3.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
判
断

→
－

4.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
確
認
事
項
の
実
施

→
－

5.
定
義

N/
A

－

6.
定
義

N/
A

－

7.
定
義

N/
A

－

8.
定
義

N/
A

－

第
88
条

定
義

N/
A

－

2.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
判
断

→
－

3.
定
義

N/
A

－

4.
定
義

N/
A

－

5.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
運
転
操
作

→
－

6.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
運
転
操
作

→
－

7.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
定
め
る
事
項
の
実
施

→
－

8.
定
義

N/
A

－

当
直
課
⻑

 
 安
全
注
入
系
逆
止
弁
漏

 
 
検
査
終
了
後

 表
８
６

 
２
－
１

 
定

 
 
事
項

 
  
検
査

 
 

 
 
適
用

 
除
外

  
事
項

 
 

 
 

 復
旧
措
置

 
⾏

 
 

運
転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
る。

当
直
課
⻑

 
 第

１
項

 
定

 
 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 
 判
断

  
場
合

 表
８
６

 
２
－
３

 
措
置

 講
  

 

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑

 品
質
保
証
室
課
⻑

 安
全

 防
災
室
⻑

 安
全

 防
災
室
課
⻑

 所
⻑
室
⻑

 所
⻑
室
課
⻑
（
総
務
）

 技
術
課
⻑

 保
全
計
画
課
⻑

 電
気

工
事

 
 

 
 
課
⻑

 機
械
工
事

 
 

 
 
課
⻑

 
 

 
土
木
建
築
工
事

 
 

 
 
課
⻑
（
以
下

  
品
質
保
証
室
⻑
等

  
 

  
本
条

 
 

 
 
同

  
）

 
除

  
）

 
 運

転
上

 
制

限
を満
足
して
い
る
こと
を第

３
節
第
２
０
条
か
ら第
８
６
条
の
２
の
第
２
項
（
以
下
、各
条
に
お
い
て
「こ
の
規
定
第
２
項
」と
い
う。
）
で
定
め
る
事
項
に
よ
り確
認
す
る。

  
規
定
第
２
項

 
定

 
 
頻
度

 
 

 
第
３
節
第
２
０
条

 
 第
８
６
条

 
２

 
第
３
項
（
以
下

 各
条

 
 

 
 

  
 
規
定
第
３
項

  
 

  
）

 
定

 
 要
求

  
 措
置

 
頻

度
 
関

  
  

 
確
認

 
間
隔

 
 表
８
７
－
１

 
定

 
 範
囲
内

 
延
⻑

 
  

  
 

  
  

 
  
確
認
回
数

 
低
減

 目
的

  
 

 恒
常
的

 
延
⻑

  
 

 
  

 
  

 
 定

 
 
頻
度
以
上

 
実
施

 
 

  
 妨

 
 

  
 

 
 

 
 

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
  

 
規
定
第
２
項

 
定

 
 頻

度
 

 
 確
認

 
実
施

 
  

 
  
場
合

 
 運

転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

 
 

 
 

 
  

  
発
⾒
時
点

 
  
速

 
 

 
当
該
事
項

 
確
認

 
実
施

  
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
  

 確
認

 
  

  
 

  
 

  
 
規
定
第
３
項

 
定

 
 
要
求

  
 措

置
を開
始
す
る
必
要
は
な
い
。

（
運
転
上
の
制
限
の
確
認
）

 

運
転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
と判
断
す
る
に
あ
た
り、
当
該
条
文
の
第
２
項
で
定
め
る
事
項
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
実
施
した
場
合
は
、こ
れ
を
当
該
条
文
また
は
他
の
条
文
の
第
２
項

で
定
め
る
事
項
の
一
部
また
は
全
部
に
代
え
る
こと
が
で
きる

。

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
  

 
規
定
第
２
項

 
定

 
 事
項

 
実
施

  
 

 
 

 
期
間

 
 

 
 

  
運
転
上

 
制
限

 
関
係

 
 事
象

 
発
⾒

  
 
場

合
 

 運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

  
  

 
 
判
断

 速
 

 
 
⾏

  

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
  

 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 
 当
該

 
運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 
要

求
され
る
措
置
に
記
載
が
あ
る場

合
を除

き、
他
の
条
文
に
お
け
る運

転
上
の
制
限
を満
足
して
い
な
い
とは
み
な
さな

い
。

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
時
点
（
要
求

  
 措
置

 
対

 
 
完
了
時
間

 
起
点
）

 
  
要
求

  
 
措

置
 開
始

 
 

  
 

 要
求

  
 
措
置

 
運
用
方
法

 
 

 
 

 
 表
８
８
－
１

 
例

 
準
拠

 
  

 
  

  

運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 
 

  
 当
該
条
文

 
第
３
項

 
定

 
 

 
 

 
 
条
件

 
 該
当

  
 
場
合

 
 当

直
課
⻑

 
 １

３
時
間
以
内

 
  

 
３

 ３
７
時
間
以
内

 
  

 ４
 ５
７
時
間
以
内

 
 

 
 ５

 
移
⾏

 
 

  
 

  
  

 
 

 移
⾏
中

 
 運

転
上

 
制
限

 
適
用

  
  

 
  

 
  

  
場
合

 
 

 
運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 判
断

  
場
合

 
  

 
  
移
⾏

 完
了

  
 必

要
 

 
 

 
当
直
課
⻑

 
 要
求

  
 措
置

 実
施

 
  

 
 

  
  
要
求

  
 措
置

 
記
載

 
 

 
場
合

 
除

 
 原
子
炉
熱
出
⼒

 
上
昇

 
 

 
原
子
炉
起
動
状
態

 
近

 
  

 
  

 
移

⾏
 ⾏

  
 

 
  

 
 

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 
期
間

 
 要
求

  
 
措
置

 
記
載

 
 

 場
合

 除
  
当
該
条
文

 
第
２
項

 
定

 
 
事

項
 実
施

 
 
必
要

 
 

 
  

 
  
当
該
条
文

 
第
２
項

 
定

 
 
頻
度

 
実
施

  
 

  
事
項

 
 

 
 

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 判
断

  
後

 速
 

 
 
実
施

 
る
もの

とす
る。

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 運

転
上

 
制
限

 
適
用

  
 

 
 

  
 

  
時
点

 
  

  
規
定
第
２
項

 
定

 
 
頻
度
（
期
間
）
以
内

 
運
転
上

 
制
限

 
満
足

  
 

  
  
確
認

 
 

 
 

 
事
項

 
実
施

 
 

  
 

  
頻
度
（
期
間
）

  
 適

用
  

 
  

  
期
間

 
短

 
場
合

 
 当
該
確
認

 
実
施

 
 
必
要

 
 

 
 

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
  

 
規
定
第
２
項

 
定

 
 事
項

 実
施

  
 

 
期
間

 当
該

 
運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

  
 

 
  

 
  

 
  

の
確
認
事
項
の
実
施
に
より
関
連
す
る
条
文
の
運
転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
な
い
場
合
も
同
様
、運

転
上
の
制
限
を
満
足
して

い
な
い
とは
み
な
さな

い
。

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
  

 
規
定
第
２
項

 
定

 
 事
項

 
実
施

  
  

 
  
結
果

 
運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 場
合

 
  

 
規
定
第
２
項

で
定
め
る
事
項
が
実
施
され

て
い
な
い
期
間
、運

転
上
の
制
限
が
満
足
して
い
な
い
とは
み
な
さな

い
。た
だ
し、
第
８
８
条
で
運
転
上
の
制
限
を
満
足
して
い
な
い
と判
断
した
場
合
を除

く。

各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 
  
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
 ）

 
第
１
７
条

 第
８
８
条

 第
８
９
条

  
 
規
定
第
２
項

 
  

  
規
定
第
３
項

 
基

 
 

 
⾏

 当
直
課
⻑

 
 
通
知

 
  

 
時
点

 
 
当
直
業
務

 担
当

  
 

 当
直
課
⻑

 
 
通
知

  
  

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
  

 
規
定
第
２
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
  

 
確
認

 
実
施

 
 
場
合

 
 

 
 

 確
認
事
項

 
複
数

 
条

文
で
同
一
で
あ
る場

合
、各
条
文
に
対
応
して
複
数
回
実
施
す
る必

要
は
な
く、
１
回
の
確
認
に
よ
り各
条
文
の
確
認
を
実
施
した
とみ

な
す
こと
が
で
き
る。

運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 
場
合

  
 各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑

 品
質
保
証
室
課
⻑

 安
全

 防
災
室
⻑

 安
全

 防
災
室
課
⻑

 所
⻑
室
⻑

 所
⻑
室
課
⻑
（
総

務
）

 技
術
課
⻑

 保
全
計
画
課
⻑

 電
気
工
事

 
 

 
 課
⻑

 機
械
工
事

 
 

 
 課
⻑

 
  
土
木
建
築
工
事

 
 

 
 課
⻑
（
以
下

  
品
質
保
証
室
⻑
等

  
 

  
本
条

 
 

 
 
同

  
）

 
除

  
）

 
第
３
節
第
２
０
条

 
 第
８
６
条

 
２

 
第
１
項

 
定

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 
 

  
 

 
 各
課

(室
)⻑
（
品
質

保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
  

 
判
断

 速
 

 
 
⾏

  

（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
しな

い
場
合
）

 

補(1)-105



保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

28
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
88
条

9.
定
義

N/
A

－

10
.

条
件

N/
A

－

11
.

⾏
為
判
断

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 
除

  
）

 当
直
課
⻑

→
報
告
、通
知
等

→
炉
主
任
へ
の
報
告

12
.

定
義

N/
A

－

第
89
条

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
措
置
の
実
施

→
－

2.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
判
断
、安
全
措
置
の

設
定

→
炉
主
任
の
確
認

3.
⾏
為

→
各
課
⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
措
置
の
実
施

→
－

4.
定
義

N/
A

－
5.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
点
検
・保
修
時
の
協
議

→
－

6.
定
義

N/
A

－
7.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
要
求
され
る措
置
の
実

施
→

－

8.
定
義

N/
A

－

9.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
判
断

→
－

10
.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
判
断
と通
知

→
－

11
.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑
等

 除
  
）

→
判
断
と報

告
→

炉
主
任
へ
の
報
告

第
90
条

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
記
録

→
－

2.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
記
録

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－

要
求
され
る
措
置
を実
施
した
場
合
、そ
の
内
容
が
当
該
条
文
の
第
２
項
で
定
め
る事
項
の
一
部
ま
た
は
全
部
と同
じで
あ
る
場
合
は
、こ
の
要
求
され
る
措
置
を
当
該
条
文
ま
た
は
他
の
条

文
の
第
２
項
で
定
め
る
事
項
の
一
部
また
は
全
部
に
代
え
る
こと
が
で
きる

。
各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 
場
合

  
  
後

 
 

 
 

 要
求

  
 措
置

 
完
了
時
間
内

 
 当
該
運
転
上

 
制
限

 満
足

して
い
ると
判
断
した
場
合
ま
た
は
当
該
運
転
上
の
制
限
が
適
用
され
るモ
ー
ドで

な
くな
った
場
合
は
、こ
の
要
求
され
る
措
置
に
記
載
が
あ
る
場
合
を
除
き、
それ
以
後
その

要
求
され
る
措

置
を継
続
して
実
施
す
る必

要
は
な
い
。

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 
場
合

  
  
後

 
 

 
 

 当
該
運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 判
断

  
場
合

 
 原
子

炉
主
任
技
術
者

 
報
告

 
  

  
 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
熱
出
⼒

 
上
昇

  
 
原
子
炉
起
動
状
態

 
近

 
  

 
  

 
移
⾏

 
⾏

 場
合

 
 原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
る
。

要
求

  
 
措
置

 実
施

 
  

 
 

  
緊
急

 
要

 
 場

合
 当

直
課
⻑

 
 他

 
課
（
室
）
⻑

 
所
管
事
項

 
 

  
 

  
 
要
求

  
 措
置

 
実
施

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
場
合

  
 
結
果

 
所
管
課
（
室
）
⻑

 
連
絡

 
  

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑

 品
質
保
証
室
課
⻑

 安
全

 防
災
室
⻑

 安
全

 防
災
室
課
⻑

 所
⻑
室
⻑

 所
⻑
室
課
⻑
（
総
務
）

 技
術
課
⻑

 保
全
計
画
課
⻑

 電
気

工
事

 
 

 
 
課
⻑

 機
械
工
事

 
 

 
 
課
⻑

 
 

 
土
木
建
築
工
事

 
 

 
 
課
⻑
（
以
下

  
品
質
保
証
室
⻑
等

  
 

  
本
条

 
 

 
 
同

  
）

 
除

  
）

 
 予

防
保
全

 
目
的

  
 
点
検

 保
修

 
実
施

 
 

 
 

 計
画
的

 
運
転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

 
 
場
合

 
 当
該
運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 
要
求

  
 
措
置

 要
求

  
 完
了
時
間

 
範
囲
内

 
実
施

 
  

 
 

 運
用
方
法

 
 

 
 

 
 表
８
８
－
１

 
例

 
準
拠

 
  

 
  

  

（
予
防
保
全
を
目
的
とし
た
点
検
・保
修
を実
施
す
る場

合
）

 

運
転
上
の
制
限
を満
足
して
い
な
い
と判
断
した
場
合
は
、当
該
運
転
上
の
制
限
お
よ
び
満
足
して

い
な
い
と判
断
した
時
刻

要
求
され
る措
置
を実
施
した
場
合
は
、当
該
措
置
の
実
施
結
果
（
保
修
作
業
を
含
む
）

運
転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
と判
断
した
場
合
は
、満
足
して
い
る
と判
断
した
時
刻

第
１
項

 第
２
項

 
 

 
第
３
項

 
基

 
 
運
転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

 
 場

合
 

 第
８
８
条
第
３
項

 第
７
項

 第
８
項

 第
９
項

 
  
第
１
０
項

 
準
拠

 
 

  
 

 第
３

項
 
基

 
 運

転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

 
 場

合
 

  
要
求

  
 
措
置

  
 点
検
時

 
措
置

  
読

 
替

 
 

  
  

  
各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 第

１
項

  
 
第
３
項

 
場
合

 
 

 
 
要
求

  
 
措
置

  
 
点
検
時

 
措
置

 
完
了
時
間
内

 
実
施

 
 

 
 

  
場
合

 
た
は
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
安
全
措
置
を実
施
で
きな
か
った
場
合
は
、当
該
運
転
上
の
制
限
を満
足
して
い
な
い
と判
断
す
る。

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 運

転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

  
場
合

 
  

運
転
上

 
制
限
外

 
 復
帰

  
 

  
判
断

  
場
合

 
当
直
課
⻑

 
通
知

 
 

 

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 第

２
項

 
基

 
 点
検

 保
修

 
  
第
３
項

 
 

 
 

 完
了
時
間

 超
 

 
点
検

 保
修

 
実
施
後

 運
転
上

 
制
限
外

 
 

復
帰

  
 

 
 判
断

  
場
合

 
 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
報
告

 
 

 

当
直
課
⻑

 
  

 
  
変
更

  
場
合

 
 引
継
日
誌

 
変
更

  
時
刻

 
  

 
 

  
記
録

 
  

当
直
課
⻑

 
 各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑

 品
質
保
証
室
課
⻑

 安
全

 防
災
室
⻑

 安
全

 防
災
室
課
⻑

 所
⻑
室
⻑

 所
⻑
室
課
⻑
（
総
務
）

 技
術
課
⻑

 保
全
計

画
課
⻑

 電
気
工
事

 
 

 
 
課
⻑

 機
械
工
事

 
 

 
 
課
⻑

 
 

 
土
木
建
築
工
事

 
 

 
 
課
⻑
（
以
下

  
品
質
保
証
室
⻑
等

  
 

  
本
条

 
 

 
 
同

  
）

 
  

 
当
直

課
⻑

 除
  
）

 
 運

転
上

 
制
限

 満
足

  
 
場
合

 
係

 
通
知

 
受

 
 
場
合

  
 

 
自

 運
転
上

 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 
 次

 
各
項

 引
継
日
誌

等
に
記
録
す
る
。

（
運
転
上
の
制
限
に
関
す
る記
録
）

 

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 予

防
保
全

 目
的

  
 
点
検

 保
修

 実
施

 
 

 
 

 計
画
的

 
運
転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

 
 場

合
 

 
  

 当
該
運
転

上
 
制
限

 満
足

  
 

 
 

 判
断

  
場
合

 
要
求

  
 措
置

 要
求

  
 完
了
時
間

 
範
囲

 超
 

 
実
施

 
 
場
合

 
  

  
  

必
要

 
安
全
措
置

 
定

 
 原
子
炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を得

て
実
施
す
る
。

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 表
８
９
－
１

 
定

 
 
設
備

 
 

 
 

 保
全
計
画

 
基

 
 
定
期
的

 
⾏

 点
検

 保
修

 
実
施

 
 
場
合

 
 同
表

 
定

 
 

点
検
時
の
措
置
を実
施
す
る。

第
１
項
、第

２
項
お
よ
び
第
３
項
の
実
施
に
つ
い
て
は
、第
８
８
条
第
１
項
の
運
転
上
の
制
限
を満
足
しな

い
場
合
とは
み
な
さな

い
。

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 除
  
）

 
 第

１
項

 第
２
項

  
 
第
３
項

 
基

 
 点
検

 保
修

 
⾏

 場
合

 関
係
課
（
室
）
⻑

 協
議

 実
施

 
  

第
１
項

 第
２
項

 
 

 
第
３
項

 
実
施

 
当

 
  

 
 運

転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

  
時
点

 点
検

 保
修

 
対

 
 
完
了
時
間

 
起
点

  
 

 
第
１
項

 
実
施

 
 
場
合

 各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 
除

  
）

 
 運

転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

 
 
前

 
 運

転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

  
段
階

 
要
求

  
 
措
置
※

２
 順
次
実
施

  
  
全

 
 
終
了

  
時
点

 
 ２

４
時
間
以
内

 
運
転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

 
 

  
 

 移
⾏
前

 
実
施

  
措
置

 
 

 
 

 
 移
⾏
時
点

 
完
了

  
  

 
み
な
す
。
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

29
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
90
条

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
記
録

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－

第
91
条

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
報
告

→
－

(1
)

条
件

N/
A

－
(2

)
条
件

N/
A

－
(3

)
条
件

N/
A

－
3.

⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
報
告

→
炉
主
任
へ
の
報
告

4.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
設
備
所
管
）

→
原
因
調
査
・対

応
措

置
の
実
施
等

→
－

5.
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
報
告
、連
絡

→
炉
主
任
へ
の
報
告

6.
定
義

N/
A

－

第
92
条

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

2.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

3.
定
義

N/
A

－
4.

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
炉
主
任
の
確
認

5.
定
義

N/
A

－

第
93
条

⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認

→
－

2.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
確
認
、承
認

→
炉
主
任
の
確
認

3.
⾏
為

→
当
直
課
⻑

→
運
転
操
作

→
－

(1
)

条
件

N/
A

－
(2

)
条
件

N/
A

－

第
94
条

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
必
要
な
設
備
の
使
用

→
－

2.
規
定

N/
A

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－

(3
)

内
容

N/
A

－
3.

規
定

N/
A

－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－

当
直
課
⻑

 
 各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑
等

 
  
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 運

転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

 
 場

合
 
係

 
通
知

 
受

 
 
場
合

  
 

 
自

 運
転
上

 
制

限
外

 
移
⾏

  
 
場
合

 
 次

 
各
項

 引
継
日
誌
等

 
記
録

 
 

 
運
転
上

 
制
限
外

 
移
⾏

  
場
合

 
 当
該
運
転
上

 
制
限

 移
⾏

  
時
刻

 
  
点
検

 保
修

 
内
容

要
求
され
る措
置
また
は
安
全
措
置
を
実
施
した
場
合
は
、当
該
措
置
の
実
施
結
果

異
常

 
発
生

  
 

 当
直
課
⻑

 
  
収
束

 
判
断

 
 

  
 
期
間

 
 第

3節
運
転
上

 
制
限

 
適
用

  
 

 
 

当
直
課
⻑

 
 前
項

 
判
断

 ⾏
 場

合
 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 得
  

第
９
１
条
第
１
項

 
異
常

 
原
因

 
 第
９
３
条
第
３
項

 
該
当

 
 
場
合

 
 第

４
項

 
省
略

 
 

  
 

 
  

 

当
直
課
⻑

 
 第
９
１
条
第
１
項

 
異
常

 
収
束
後

 
原
子
炉

 
再
起
動

 
 
場
合

  
 
原
因

 
対

 
 対

策
 
講

  
 

 
 

  
  

 
 
各

 
 

  
 

 
 
適
用

  
 運

転
上

の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
を確
認
す
る。

当
直
課
⻑

 
 第
９
１
条
第
１
項

 
異
常

 
収
束
後

 
原
子
炉

 
再
起
動

 
 
場
合

 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 得
 

 所
⻑

 
承
認

 
得

 
 

当
直
課
⻑

 
 第
９
１
条
第
１
項

 
異
常

 
原
因

 
 次

 
 

 
 

 
 
該
当

 
 
場
合

 
 第

２
項

 
  

 
原
子
炉

 再
起
動

 
 

  
 

 
 

  

（
異
常
収
束
後

 
措
置
）

 

発
電
室
⻑

 
 第

1項
 

 
 
第

2項
 
報
告

 
受

 
 
場
合

 関
係

 
 
各
課
（
室
）
⻑

 
  

 
原
因
調
査

 
 

 
対
応
措
置

 
依
頼

 
  

  
 

 所
⻑

 
 

 
原
子
炉
主
任
技
術

者
に
報
告
す
る
。

関
係

 
 各
課
（
室
）
⻑

 
 第

3項
 
依
頼

 
受

 
 
場
合

 原
因
調
査

 
 

 
対
応
措
置

 
実
施

 
 

  
 

 
  

 
結
果

 
発
電
室
⻑

 
連
絡

 
  

発
電
室
⻑

 
 第

３
項

 
連
絡

 受
 

 
場
合

 原
因

 
 

 
対
応
措
置

 
 

 
 

 所
⻑

 
  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
報
告

 
  

  
 

 当
直
課
⻑

 
連
絡

 
 

 
第
１
項

 
定

 
 
異
常

 
原
因

 
 第
９
３
条
第
３
項

 
該
当

 
 場

合
 

 第
２
項

 
 第

４
項

 省
略

 
  

  
 

  
 

当
直
課
⻑

 
 異
常

 
発
生

  
場
合

  
 
状
況

 機
器

 
動
作
状
況
等

 
確
認

 
 

  
  

 原
因

 
除
去

 拡
大
防
止

 
 

 
 
必
要

 
措
置

 
講

  
 

当
直
課
⻑

 
 第

1項
 
必
要

 
措
置

 
講

  
 
当

 
  

 
 添
付

1 
示

 
 異
常
時

 
運
転
操
作
基
準

  
従

  
実
施

 
  

（
異
常
時

 
措
置
）

 

運
転
上

 
制
限
外

 
 復
帰

  
 

  
判
断

  
場
合

 
 復
帰

  
 

  
判
断

  
時
刻

当
直
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
異
常

 
発
生

  
場
合

 発
電
室
⻑

 
報
告

 
  

 
 

 本
節

 
 

 
 異
常

  
 次

 
次
号

 
該
当

 
 
場
合

 
 

 
第
２
項

 
該
当

 
 場

合
 

こと
を
い
う。 原
子
炉
の
自
動
トリ
ップ
信
号
が
発
信
した
場
合

原
子
炉
が
自
動
トリ
ップ
す
べ
き
事
態
が
発
生
した
と判
断
され
る
に
もか
か
わ
らず
、自
動
トリ
ップ
信
号
が
発
信
しな

い
場
合

原
子
炉
を
手
動
トリ
ップ
した
場
合

（
異
常
時

 
基
本
的

 
対
応
）

 

新
燃
料

 
臨
界

 
達

  
 
措
置

 講
  

  
 

原
子
燃
料
課
⻑

 
 発
電
所
内

 
 

 
 

 新
燃
料

 収
納

  
新
燃
料
輸
送
容
器

 管
理
区
域
外

 
運
搬

 
 
場
合

  
 
船
舶
輸
送

 
伴

 
⾞
両

 
 

  
運
搬

 
 場

合
 

 次
の
事
項
を遵
守
す
る。

容
器

 
⾞
両

 
 
積
付

 
 
際

  
運
搬
中

 
移
動

 転
倒

 
 

 
転
落

 
防
止

 
 
措
置

 
講

  
  

 
法
令

 
定

 
 
危
険
物

 混
載

  
 

  
 

容
器

 
  
⾞
両

 
適
当

 
箇
所

 
法
令

 
定

 
 標
識

 
付

 
  

  

発
電
所
外
で
電
気
事
故
が
発
生
し、
その
電
気
事
故
の
波
及
で
原
子
炉
が
トリ
ップ
した
場
合
ま
た
は
波
及
防
止
の
措
置
とし
て
原
子
炉
をト
リッ
プ
させ
た
場
合

第
18
条
、第

18
条
の
２
の
２
ま
た
は
第

18
条
の

3の
措
置
とし
て
原
子
炉
を
トリ
ップ
させ
た
場
合

原
子
燃
料
課
⻑

 
 新

燃
料
輸
送
容
器

 
 新

燃
料

 
取

 出
 
場
合

 
 補
助
建
屋

  
 

  
新
燃
料

  
 

 
  
使
用
済
燃
料

  
  

  
 （
使
用
済
燃
料

  
  

  
  

 
  

  
使
用
中

 
除

 ）
 

  
 

 必
要

 
燃
料
取
扱
設
備

 使
用

 
  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 発
電
所
内

 
 

 
 

 新
燃
料

 運
搬

 
 
場
合

 
 次

 
事
項

 
遵
守

  
新
燃
料
輸
送
容
器

 
収
納

 
 

 
法
令

 
適
合

 
 容
器

 使
用

 
  

  
補
助
建
屋

  
 

  
新
燃
料

 
  

 
  
使
用
済
燃
料

  
  

 
 

 （
使
用
済
燃
料

  
  

  
  

 
  

  
使
用
中

 除
 ）

 
  

 
 必

要
 
燃
料
取
扱
設
備

 
使

用
す
る
こと
。

（
新
燃
料

 
運
搬
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

30
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
94
条

4.
規
定

N/
A

原
燃
課
⻑

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
5.

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

6.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

7.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
承
認

→
－

第
95
条

規
定

N/
A

原
燃
課
⻑

－
(1

)
内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－

(3
)

内
容

N/
A

－

(4
)

内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－

(6
)

内
容

N/
A

－

(7
)

内
容

N/
A

－

2.
⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
判
断

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－

3.
規
定

N/
A

原
保
課
⻑

－

(1
)

内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－

第
96
条

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認

→
－

2.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
判
断

→
－

3.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
判
断
と措
置
の
実
施

→
－

4.
規
定

N/
A

原
燃
課
⻑

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－

原
子
燃
料
課
⻑

 
 第

１
項

 
 

 
第
２
項

 
運
搬

 
使
用
済
燃
料

  
  

 
 

 
実
施

 
 
場
合

 
 次

 
事
項

 
遵
守

 
 

 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 原
子
燃
料
課
⻑

 
管
理
区
域
内

 
第
１
０
６
条
第
１
項
（
１
）

 
定

 
 区
域

 
新
燃
料

 収
納

  
新
燃
料
輸
送
容
器

 
移
動

 
 場

合
 

 容
器
等

 
表
面
汚
染
密
度

 
法
令

 
定

 
 表
面
密
度
限
度

 
１
０
分

 
１

 
超

 
 

 
 

 
  

 確
認

 
  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 新

燃
料

 
発
電
所
外

 
運
搬

 
 場

合
 

 所
⻑

 
承
認

 得
  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 新

燃
料

 
貯
蔵

 
 
場
合

 
 次

 
事
項

 遵
守

 
  

新
燃
料

 
 新

燃
料
貯
蔵
庫

 
 

 
使
用
済
燃
料

  
 （
以
下

  
貯
蔵
施
設

  
 

  
）

 
貯
蔵

 
 

  
  

 
 １

 月
 
１
回
以
上

 巡
視
点
検

 
  

 貯
蔵
状
況
等

 
異
常

 
 

 
  

 
確
認

 
 

  
 

 
使
用
済
燃
料

  
  

 
 

 
 

 水
面

 
清
浄
度

 
  
異
物

 
混
入

 
 

 
  
等

 
確
認

 
 

  
 

（
新
燃
料

 
貯
蔵
）

 放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

３
項

 
運
搬

 
 

 
 

 容
器
等

 
線
量
当
量
率

 
法
令

 
定

 
 
値

 超
 

 
 

 
 

  
 

 
 
容
器
等

 
表
面

 
放
射
性
物
質

 
密
度
（
以
下

  
表
面

汚
染
密
度

  
 

  
）

 
法
令

 
定

 
 表
面
密
度
限
度

 
１
０
分

 
１

 
超

 
 

 
 

 
  

 確
認

 
  

 
 

  
第
１
０
６
条
第
１
項
（
１
）

 
定

 
 
区
域

 
 運
搬

 
 
場

合
 

 表
面
汚
染
密
度

 
 

 
 
確
認

 
省
略

 
 

  

燃
料

 
落
下

 
防
止

 
 
措
置

 講
  

  
 

使
用
済
燃
料

  
  

  
 使

用
時

 
吊
荷

 
重
量

 
  
吊
上

 
上
限
高

  
管
理

 
  

  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 第

1項
 

 
 
第

2項
 
検
査

 
結
果

 使
用

  
 

 判
断

  
燃
料

 
  

 使
用
済
燃
料

  
  
収
納

 
 

  
 
適
切

 
 

 
 判
断

  
燃
料

 
 

 
 

 
 

破
損
燃
料
容
器

 
収
納

 
 等

 
措
置

 
講

  
 

原
子
燃
料
課
⻑

 
 第

1項
 

 
 
第

2項
 
検
査

 実
施

 
  

 
 
燃
料

 移
動

 
 場

合
 

 次
 
事
項

 遵
守

 
  

使
用
済
燃
料

  
  

  
 （
使
用
済
燃
料

  
  

  
  

 
  

  
使
用
中

 
除

 ）
 使

用
 

  
  

燃
料

 
落
下

 
防
止

 
 
措
置

 講
  

  
 

使
用
済
燃
料

  
  

  
 使

用
時

 
吊
荷

 
重
量

 
  
吊
上

 
上
限
高

  
管
理

 
  

  

貯
蔵
施
設

 
目

 
 

 
 

 
 
箇
所

 
燃
料
貯
蔵
施
設

 
 

 
旨

 
  
貯
蔵
上

 
注
意
事
項

 掲
示

 
 

  
  

 
 施
錠
等

 
 

 取
扱
者
以
外

 
者

 
 

 
  
⽴

 
入

 
で
き
な
い
措
置
を講
じる
こと
。

補
助
建
屋

  
 

  
新
燃
料

 
  

 
  
使
用
済
燃
料

  
  

 
 

 （
使
用
済
燃
料

  
  

  
  

 
  

  
使
用
中

 除
 ）

 
  

 
 必

要
 
燃
料
取
扱
設
備

 
使

用
す
る
こと
。

貯
蔵
施
設

 
 

 
 
新
燃
料

 
臨
界

 
達

  
 
措
置

 
講

  
 

 
 

 
  

 確
認

 
  

  
使
用
済
燃
料

  
  
貯
蔵

 
 場

合
 

 原
子
炉

 
全

 
 
燃
料

 
装
荷

  
 

 
 状
態

 
 使

用
済
燃
料

  
  
１
炉
心
以
上

 
使
用
済
燃
料

  
  
空

 容
量

 確
保

す
る
こと
。

原
子
燃
料
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 装
荷
予
定

 
照
射

  
 
燃
料

 
  

 
 燃
料
集
合
体
外
観
検
査

 ⾏
 燃
料

 選
定

  
健
全
性

 
異
常

 
 

 
  

 
確
認

 
  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 定
期
検
査
時

 
 

 
 1
次
冷
却
材
中

 
  
素

13
1 
増
加
量

 
測
定
結
果
等

 
基

 
 

  
  

  
検
査

 
⾏

 
 燃
料

 
使
用

 
可
否

 判
断

 
  

 
 

 
漏

 
 

 判
断

  
燃
料

 
 

 
 

 
  

 
 

 
燃
料
集
合
体
外
観
検
査

 
⾏

  

（
燃
料

 
検
査
）

 

使
用
済
燃
料

  
  

  
  
再
設
置
時

 
 

 使
用
済
燃
料

  
  

  
  

 
  
使
用

  
再
設
置
時
制
限

  
  
逸
脱

  
 

  
実
施

 
 

  
  

 
 使

用
済
燃
料

ピッ
トの
ラッ
クの
再
設
置
時
に
、再
設
置
時
制
限
ライ
ンを
逸
脱
した
場
合
に
は
、速
や
か
に
ラッ
クを
再
設
置
時
制
限
ライ
ン内
に
再
設
置
す
る
こと
。

使
用
済
燃
料

  
  

 
取

 扱
 場

合
 

 燃
料

 
落
下

 
防
止

 
 
措
置

 講
  

  
 

使
用
済
燃
料

  
  

  
 使

用
時

 
吊
荷

 
重
量

 
  
吊
上

 
上
限
高

  
管
理

 
  

  

地
震

 
 

 想
定
滑

 量
 考
慮

  
 
通
常
時
制
限

  
  
逸
脱

  
 

 
  

 滑
 後

 
位
置

 
 再
設
置

 
要
否

 
判
断

 
 
再
設
置
判
定

  
  
定

 
 

  
 

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 使

用
済
燃
料

  
  

  
  
管
理

  
 
次

 
措
置

 講
  

 

使
用
済
燃
料

  
  

  
  
再
設
置

 
 場

合
 

 
  

  
 
連
結

 
外

  
 
状
態

 
 

  
  
遮
蔽
性

 熱
 

 
 壁

 
健
全
性

 
影
響

 
及

 
  

 
 

  
壁

  
離
隔

を
確
保
す
る
た
め
の
再
設
置
時
制
限
ライ
ンを
定
め
るこ
と。

使
用
済
燃
料

  
  

  
  
移
動

  
再
設
置
判
定

  
  
逸
脱

  
 

 
場
合

 
  

  
 
初
期
位
置

 
再
設
置

 
  

  
  

 通
常
時
制
限

  
  
逸
脱

  
 

 
場

合
は
、速
や
か
に
ラッ
クを
初
期
位
置
に
再
設
置
す
る
こと
。

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 次

 
事
項

 
遵
守
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

31
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
97
条

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
確
認
、承
認

→
炉
主
任
の
確
認

2.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
評
価
の
実
施
と確
認

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
(6

)
内
容

N/
A

－
(7

)
内
容

N/
A

－
(8

)
内
容

N/
A

－
3.

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
評
価
の
実
施
と確
認

→
炉
主
任
の
確
認

4.
規
定

N/
A

原
燃
課
⻑

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－

(3
)

内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－

第
98
条

規
定

N/
A

原
燃
課
⻑

－
(1

)
内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－

(3
)

内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
(6

)
内
容

N/
A

－

(7
)

内
容

N/
A

－

(8
)

内
容

N/
A

－

2.
⾏
為

→
原
保
課
⻑

→
判
断

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－

3.
規
定

N/
A

原
保
課
⻑

－
(1

)
内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－

原
子
燃
料
課
⻑

 
 燃
料

 貯
蔵
施
設

 
 原
子
炉

 
装
荷

 
 場

合
 

 取
替
炉
心

 
配
置

 燃
料
装
荷

 
 

 
 
安
全
措
置

 方
法

 体
制

 燃
料
装
荷
実
施
計
画

 
定

 
 原

子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 得
 

 所
⻑

 
承
認

 
得

 
 

使
用
済
燃
料

  
  

  
 （
使
用
済
燃
料

  
  

  
  

 
  

  
使
用
中

 
除

 ）
 使

用
 

  
  

使
用
済
燃
料

 
落
下

 
防
止

 
 
措
置

 
講

  
  

 
使
用
済
燃
料

  
 周
辺

 
設
置

 
 
設
備

 
 

 
 

 
 使

用
済
燃
料

  
  
影
響

 及
 

 
落
下
物

  
 
可
能
性

 
考

 
  

 場
合

 
 落
下

 
防
止

 
 
措
置

 講
  

こと
。

原
子
炉

 
全

 
 
燃
料

 
装
荷

  
 

 
 
状
態

 
 使

用
済
燃
料

  
  
１
炉
心
以
上

 
使
用
済
燃
料

  
  
空

 
容
量

 
確
保

  
 

 
 

  
  

(1
) 
定

 
 巡
視
点

検
時
に
確
認
す
るこ
と。

使
用
済
燃
料

  
  

  
  
移
動

  
再
設
置
判
定

  
  
逸
脱

  
 

 
場
合

 
  

  
 
初
期
位
置

 
再
設
置

 
  

  
  

 通
常
時
制
限

  
  
逸
脱

  
 

 
場

合
は
、速
や
か
に
ラッ
クを
初
期
位
置
に
再
設
置
す
る
こと
。

補
助
建
屋

  
 

  
新
燃
料

 
  

 
  
使
用
済
燃
料

  
  

 
 

 （
使
用
済
燃
料

  
  

  
  

 
  

  
使
用
中

 除
 ）

 燃
料
移
送
装
置

 燃
料
取
替

  
 

 
 

  
 

 必
要

 
燃
料
取
扱
設
備

 
使
用

 
 

  
 

使
用
済
燃
料

  
  

  
 使

用
時

 
吊
荷

 
重
量

 
  
吊
上

 
上
限
高

  
管
理

 
  

  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 使

用
済
燃
料

 貯
蔵

 
 場

合
 

 次
 
事
項

 遵
守

 
  

使
用
済
燃
料

 使
用
済
燃
料

  
  
貯
蔵

 
  

  
 

 
 １

 月
 
１
回
以
上

 巡
視
点
検

 
 

  
貯
蔵
状
況
等

 
異
常

 
 

 
  

 
確
認

 
 

  
 

 
使
用
済
燃
料

  
  

 
 

 
 

 水
面

 
清
浄
度

 
  
異
物

 
混
入

 
 

 
  
等

 
確
認

 
 

  
 

使
用
済
燃
料

  
  
目

 
 

 
 

 
 
箇
所

 
燃
料
貯
蔵
施
設

 
 

 旨
 

 
 
貯
蔵
上

 
注
意
事
項

 掲
示

 
  

  
  

 施
錠
等

 
  
取
扱
者
以
外

 
者

 
 

 
  
⽴

ち
入
りで
き
な
い
措
置
を講
じる
こと
。

（
使
用
済
燃
料

 
貯
蔵
）

 

燃
料

 
落
下

 
防
止

 
 
措
置

 講
  

  
 

使
用
済
燃
料

  
  

  
 使

用
時

 
吊
荷

 
重
量

 
  
吊
上

 
上
限
高

  
管
理

 
  

  

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 使

用
済
燃
料

  
  

  
  
管
理

  
 
次

 
措
置

 講
  

 

地
震

 
 

 想
定
滑

 量
 考
慮

  
 
通
常
時
制
限

  
  
逸
脱

  
 

 
  

 滑
 後

 
位
置

 
 再
設
置

 
要
否

 
判
断

 
 
再
設
置
判
定

  
  
定

 
 

  
 

使
用
済
燃
料

  
  

  
  
再
設
置

 
 場

合
 

 
  

  
 
連
結

 
外

  
 
状
態

 
 

  
  
遮
蔽
性

 熱
 

 
 壁

 
健
全
性

 
影
響

 
及

 
  

 
 

  
壁

  
離
隔

を
確
保
す
る
た
め
の
再
設
置
時
制
限
ライ
ンを
定
め
るこ
と。

原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 次

 
事
項

 
遵
守

 
 

 

使
用
済
燃
料

  
  

 
 

 
燃
料

 
臨
界

 
達

  
 
措
置

 
講

  
 

 
 

 
  

 確
認

 
  

  

使
用
済
燃
料

  
  

  
  
再
設
置
時

 
 

 使
用
済
燃
料

  
  

  
  

 
  
使
用

  
再
設
置
時
制
限

  
  
逸
脱

  
 

  
実
施

 
 

  
  

 
 使

用
済
燃
料

ピッ
トの
ラッ
クの
再
設
置
時
に
、再
設
置
時
制
限
ライ
ンを
逸
脱
した
場
合
に
は
、速
や
か
に
ラッ
クを
再
設
置
時
制
限
ライ
ン内
に
再
設
置
す
る
こと
。

最
大
反
応
度
添
加
率

制
御
棒

  
 

 落
下
時

 
 

 
 

 
  
Ｆ
Ｎ
ΔＨ

制
御
棒
クラ
ス
タ飛

出
し時
の
ワー
ス
お
よ
び
Ｆ
Ｑ

燃
料

 貯
蔵
施
設

 
 原
子
炉

 
装
荷

  
後

 
 第

2項
 
期
間

 
延
⻑

 
 
場
合

 
 

  
  

  
原
子
燃
料
課
⻑

 
  

 
延
⻑

 
 期
間

 含
 
第

2項
 
定

 
 評

価
 

  
確
認

 ⾏
 

 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 得
 

 所
⻑

 
承
認

 
得

  
 

 
  
延
⻑
後

 
期
間

 
 

 
 原
子
炉

 
運
転

 
 

 取
替
炉
心

 
燃
焼
度

 
 第

2項
 
評
価

 
用

 
 
取
替
炉
心

 
燃
焼
度

 
超

 
 

 
 

 
場
合

 
除

  
原
子
燃
料
課
⻑

 
 燃
料

 貯
蔵
施
設

 
 原
子
炉

 
装
荷

 
 場

合
  

 
 
原
子
炉

 
 使

用
済
燃
料

  
  
取

 出
 
場
合

 
 次

 
事
項

 
遵
守

 
 

 
燃
料

 
貯
蔵
施
設

 
 原
子
炉

 
装
荷

 
 場

合
 

 第
1項

 
燃
料
装
荷
実
施
計
画

 
従

  
  

原
子
燃
料
課
⻑

 
 第

1項
 
燃
料
装
荷
実
施
計
画

 定
 

 
前

 
 燃
料

 貯
蔵
施
設

 
 原
子
炉

 
装
荷

  
後

 
原
子
炉
起
動

 
 次
回
定
期
検
査

 開
始

 
  

 
 
原
子
炉

 
停
止

 
 

  
 
期
間

 
 

 
 原
子
炉

 運
転

 
  
取
替
炉
心

 
燃
焼
度

 用
 

 
 以
下

 
項
目

 
 

 
 
取
替
炉
心

 
安
全
性
評
価

 ⾏
 

  
 
評
価
結
果

 
制
限
値

 満
足
して
い
るこ
とを
確
認
す
る。

反
応
度
停
止
余
裕

最
大
線
出
⼒
密
度

燃
料
集
合
体
最
高
燃
焼
度

Ｆ
ｎ

xy
減
速
材
温
度
係
数

（
燃
料

 
取
替
等
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

32
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
99
条

規
定

N/
A

原
燃
課
⻑

－

2.
規
定

N/
A

原
燃
課
⻑

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
(6

)
内
容

N/
A

－
(7

)
内
容

N/
A

－

3.
規
定

N/
A

原
燃
課
⻑

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
(6

)
内
容

N/
A

－
4.

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

5.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

6.
⾏
為

→
原
燃
課
⻑

→
承
認

→
－

⾞
両

 
徐
⾏

  
  

  
核
燃
料
物
質

 
取
扱

 
 
関

  
相
当

 
知
識

 
 

 
経
験

 有
 

 
者

 
同
⾏

  
 保
安

 
 

 
 
必
要

 
監
督

 ⾏
 

 
  

  
容
器

 
  
⾞
両

 
適
当

 
箇
所

 
法
令

 
定

 
 標
識

 
付

 
  

  
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

３
項

 
運
搬

 
 

 
 

 容
器
等

 
線
量
当
量
率

 
法
令

 
定

 
 
値

 超
 

 
 

 
 

  
 

 
 
容
器
等

 
表
面
汚
染
密
度

 
法
令

 
定

 
 
表
面
密
度

限
度

 
１
０
分

 
１

 超
 

 
 

 
 

  
 
確
認

 
 

  
 

  
第
１
０
６
条
第
１
項
（
１
）

 
定

 
 区
域

 
 運
搬

 
 
場
合

 
 表
面
汚
染
密
度

 
 

 
 
確
認

 
省
略

 
 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 原
子
燃
料
課
⻑

 
管
理
区
域
内

 
第
１
０
６
条
第
１
項
（
１
）

 
定

 
 区
域

 
使
用
済
燃
料

 収
納

  
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器

 
移
動

 
 
場
合

 
 

容
器
等

 
表
面
汚
染
密
度

 
法
令

 
定

 
 表
面
密
度
限
度

 
１
０
分

 
１

 
超

 
 

 
 

 
  

 確
認

 
  

使
用
済
燃
料
等

 
落
下

 防
止

 
 措
置

 講
  

  
 

使
用
済
燃
料

  
  

  
 使

用
時

 
吊
荷

 
重
量

 
  
吊
上

 
上
限
高

  
管
理

 
  

  
補
助
建
屋

  
 

  
 

 使
用
済
燃
料
輸
送
容
器

  
  

  
  
上

 
取

 扱
 場

合
 

 燃
料

  
  

 
  
閉
止

 
 

  
 

  
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器

 
移
動
範
囲

 
移
動
速
度

 制
限

 
  

  
原
子
燃
料
課
⻑

 
 発
電
所
内

 
 

 
 

 使
用
済
燃
料

 
収
納

  
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器

 
管
理
区
域
外

 
運
搬

 
 場

合
 

 次
 
事
項

 遵
守

 
  

容
器

 
⾞
両

 
 
積
付

 
 
際

  
運
搬
中

 
移
動

 転
倒

 
 

 
転
落

 
防
止

 
 
措
置

 
講

  
  

 
法
令

 
定

 
 
危
険
物

 混
載

  
 

  
 

原
子
燃
料
課
⻑

 
 使

用
済
燃
料
輸
送
容
器

 
 使

用
済
燃
料

 
取

 出
 
場
合

 
  

  
  

  
 

 
 

 
 使

用
済
燃
料

  
  

 
 

 （
使
用
済
燃
料

  
  

  
  

 
  

 
て
使
用
中
を
除
く）

を使
用
す
る。

原
子
燃
料
課
⻑

 
 発
電
所
内

 
 

 
 

 使
用
済
燃
料

 
運
搬

 
 
場
合

 
 次

 
事
項

 
遵
守

  
 

  
  

  
 

 
 

 
 使

用
済
燃
料
輸
送
容
器

 
収
納

 
  

法
令

 
適
合

 
 容
器

 使
用

 
  

  
使
用
済
燃
料

  
  

  
 （
使
用
済
燃
料

  
  

  
  

 
  

  
使
用
中

 
除

 ）
 使

用
 

  
  

使
用
済
燃
料

 
臨
界

 
達

  
 
措
置

 講
  

  
 

収
納

 
 使

用
済
燃
料

 
  

 
 

 
 
冷
却
期
間

 
 容
器

 
収
納
条
件

 
適
合

  
 

 
  

 

（
使
用
済
燃
料

 
運
搬
）

 

原
子
燃
料
課
⻑

 
 使

用
済
燃
料

 発
電
所
外

 
運
搬

 
 
場
合

 
 所
⻑

 
承
認

 
得

 
 

運
搬
経
路

 
標
識

 
設

 
 

  
等

 
方
法

 
  

 関
係
者
以
外

 
者

 
 

 
他

 
⾞
両

 
⽴
入

  
制
限

 
 

  
 

 
 必

要
 
箇
所

 
⾒
張
人

 
配
置
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

33
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
10

0条
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
処
理

 貯
蔵
等

→
－

(1
)

方
法

N/
A

－
(2

)
方
法

N/
A

－

(3
)

方
法

N/
A

－

(4
)

方
法

N/
A

－
(5

)
方
法

N/
A

－

イ.
焼
却

 
 
場
合

 
 発
電
室
⻑

 
雑
固
体
焼
却
設
備

 
焼
却

 
  

 
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
作
業

→
－

ロ.
圧
縮
減
容

 
 場

合
 

 放
射
線
管
理
課
⻑

 
 

  
 
圧
縮
減
容

 
 

 
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
作
業

→
ハ

.溶
融

 
 
場
合

 
 発
電
室
⻑

 
雑
固
体
処
理
設
備

 
溶
融

 
  

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
作
業

→
－

2.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
作
業

→
－

3.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

(2
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

(3
)

⾏
為

→
当
直
課
⻑

 
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

(4
)

⾏
為

→
原
燃
課
⻑

 
計
保
課
⻑

 
 

 
原
保
課

⻑

→
確
認

→
－

4.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
作
業

→
－

5.
規
定

N/
A

各
課

(室
)⻑

－
(1

)
内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

１
項

 
 

 
 
封
入

 
 

 
固
型
化

  
  

 
缶
等

 
容
器

 
 

 放
射
性
廃
棄
物

 
示

 
標
識

 
付

 
  

 
 表

１
３
３
－
１

 
放
射
性
固
体
廃
棄
物

 
係

 記
録

 照
合

 
  
整
理
番
号

  
 

 
 

当
直
課
⻑

 
 廃
樹
脂
処
理
装
置

 
濃
縮
廃
液

  
  

 
 

 廃
液

 
保
管
状
況

 確
認

 
  

 
 

 １
日

 
１
回

 濃
縮
廃
液

  
  
水
位

 確
認

 
  

  
 放

射
線

管
理
課
⻑

 
 当
該
濃
縮
廃
液

  
  

 
 

 
廃
液

 
保
管
量

 
３

 月
 
１
回

 確
認

 
  

原
子
燃
料
課
⻑

 計
装
保
修
課
⻑

 
 

 
原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 使

用
済
燃
料

  
  

 
 

 原
子
炉
内

 
照
射

  
 
使
用
済
制
御
棒
等

 
貯
蔵
量

 ３
 月

 
１
回

 確
認
す
る
。

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 廃
棄
物
庫

 
  
蒸
気
発
生
器
保
管
庫

 
目

 
付

 
 

 
 
場
所

 
管
理
上

 
注
意
事
項

 
掲
示

 
 

 
各
課
（
室
）
⻑

 
 管

理
区
域
外

 
放
射
性
固
体
廃
棄
物

 運
搬

 
 場

合
 

 次
 
事
項

 
遵
守

 
 

 
法
令

 
適
合

 
 容
器

 
封
入

  
運
搬

 
  

  
 

 
  
放
射
性
固
体
廃
棄
物

 
放
射
能
濃
度

 
法
令

 
定

 
 
限
度

 
超

 
 

 
場
合

 
 

  
 法
令

 
定

 
 障

害
防

止
の
措
置
を
講
じた
場
合
は
、こ
の
限
りで
な
い
。

容
器
等

 
⾞
両

 
 
積
付

 
 
際

  
運
搬
中

 
移
動

 転
倒

  
 
転
落

 防
止

 
 措
置

 講
  

  
 

原
子
炉
内

 
照
射

  
 
使
用
済
制
御
棒
等

 
 原
子
燃
料
課
⻑

 計
装
保
修
課
⻑

 
 

 
原
子
炉
保
修
課
⻑

 
使
用
済
燃
料

  
  
貯
蔵

 
 

 
  
他

 
雑
固
体
廃
棄
物

 
  

  
缶
等

 
容
器

 
封
入

 
  

 等
 

  
汚
染

 
広

 
  
防
止

 
 
措
置

 
講

  
 

 
 

  
  
放
射
線
管
理
課
⻑

 
確
認

  
上

 
 

廃
棄
物
庫

 
保
管

 
 

  
 

  
  
缶
等

 
容
器

 
封
入

 
 

 
当

 
  

 
 以
下

 
処
理

 ⾏
  

  
 

  
 

（
放
射
性
固
体
廃
棄
物

 
管
理
）

 

原
子
燃
料
課
⻑

 放
射
線
管
理
課
⻑

 当
直
課
⻑

 計
装
保
修
課
⻑

 
 

 
原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 次

 
事
項

 確
認

 
  

  
 

  
 
結
果

 異
常

 
認

 
  

 
場
合

 
 
必
要

な
措
置
を講
じる
。

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 廃
棄
物
庫

 
 

 
 放

射
性
固
体
廃
棄
物

 
  

 
蒸
気
発
生
器
保
管
庫

 
 

 
 
蒸
気
発
生
器
等

 
 

 
原
子
炉
容
器
上
部

 
 
等

 
保
管
状
況

 
確
認

 
  

 
 

 １
週
間

 
１
回

 廃
棄
物
庫

 
  
蒸
気
発
生
器
保
管
庫

 巡
視

 
  

  
 

 ３
 月

 
１
回

 保
管
量

 確
認

 
 

 
当
直
課
⻑

 
 廃
樹
脂

  
 等

 
 

 
 使

用
済

 
樹
脂

 
貯
蔵
状
況

 確
認

 
  

 
 

 １
日

 
１
回

 廃
樹
脂

  
  

  
廃
樹
脂
貯
蔵

  
  
水
位

 
確
認

 
 

  
 

 放
射
線
管
理
課
⻑

 
 廃
樹
脂

  
 等

 
 

 
 使

用
済

 
樹
脂

 
貯
蔵
量

 ３
 月

 
１
回

 確
認

 
 

 

各
課
（
室
）
⻑

 
 次

 
定

 
 放

射
性
固
体
廃
棄
物
等

 
種
類

 
応

  
  

 
 

 
定

 
  

 
処
理

 施
  
上

 
 当
該

 
廃
棄
施
設
等

 
貯
蔵

 
 

 
保
管

 
 

 
 濃
縮
廃
液

 
 発
電
室
⻑

 
固
化
装
置

 
  

 
缶

 
固
型
化

  
放
射
線
管
理
課
⻑

 
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
（
以
下

  
廃
棄
物
庫

  
 

  
）

 
保
管

 
  

  
 交
換
器
廃
樹
脂

 
 発
電
室
⻑

 
廃
樹
脂

  
  

 
 
廃
樹
脂
貯
蔵

  
  
貯
蔵

 
  
廃
樹
脂
処
理
装
置

 
処
理

 
 
場
合

 
 発
電
室
⻑

 
処
理

  
処
理
済
樹

脂
 

(５
) 

 
基

 
 処

理
  
後

 放
射
線
管
理
課
⻑

 
廃
棄
物
庫

 
保
管

 
 

 廃
樹
脂
処
理
装
置

 
 
処
理

 
伴

 
発
生

  
廃
液

 
発
電
室
⻑

 
液
体
廃
棄
物
処
理

設
備

 
処
理

  
 

 
廃
樹
脂
処
理
装
置

 
濃
縮
廃
液

  
  
保
管

 
  

蒸
気
発
生
器
取
替

 
 
伴

 
取

 外
  
蒸
気
発
生
器
等

 
 

 
原
子
炉
容
器
上
部

 
 
取
替

 
 
伴

 
取

 外
  
原
子
炉
容
器
上
部

 
 
等

 
 原
子
炉
保
修
課
⻑

 
汚

染
 
広

 
  
防
止

 
 措
置

 講
  
上

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
蒸
気
発
生
器
保
管
庫

 
保
管

 
 

 

補(1)-111



保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

34
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
10

0条
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
6.

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

7.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

8.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
承
認

→
－

第
10

0条
の

2
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
必
要
事
項
の
設
定

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
イ.
使
用
履
歴

 設
置
状
況

 
記
録
等

 
 

 判
断
方
法

 
内
容

N/
A

－
ロ.
汚
染

  
 
資
材
等

 
 

 
 

 汚
染
部
位

 
特
定

 分
離

 
⾏

 場
合

 
判
断
方
法

 
内
容

N/
A

－
ハ

. 使
用
履
歴

 
記
録
等

 
適
切

 
管
理

  
 

 
 

 
物
品

 
 

 
 

 
判
断
方
法

 
内
容

N/
A

－
ニ.
念

 
 

 
 
放
射
線
測
定

 
係

 事
項

 
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
2.

規
定

N/
A

各
課

(室
)⻑

－

第
10

0条
の

3
⾏
為

→
放
管
課
⻑

N/
A

－

2.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
適
切

 
管
理

→
－

第
10

1条
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
作
業

→
－

2.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
管
理

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－
3.

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
努
め
るこ
と

→
－

4.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
作
業

→
－

第
10

2条
⾏
為

→
発
電
室
⻑

 
 

 
原
保
課

⻑
→

所
定
の
体
制

→
－

2.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
管
理

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－
3.

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
作
業

→
－

4.
⾏
為

→
実
施
者
は
以
下

－

(1
)

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
作
業
所
管
）

→
拡
散
防
止
措
置

→
－

(2
)

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 次

 
事
項

 
管
理

 
 

 
放
射
性
液
体
廃
棄
物

 
放
出

 
  
復
水
器
冷
却
水
放
水
路
排
水
中

 
放
射
性
物
質
濃
度

 
3 
月
平
均
値

 
 法
令

 
定

 
 
周
辺
監
視
区
域
外

 
 

 
 水
中

 
濃
度

限
度

 
超

 
 

 
  

 
復
水
器
冷
却
水
放
水
路
排
水
中

 
放
射
性
物
質
（

  
 

  
 除

  
）

 
放
出
量

 
 表

10
1-
１

 
定

 
 
放
出
管
理
目
標
値

 
超

 
 

 
  

 
努

 
 

  
 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 復

水
器
冷
却
水
放
水
路
排
水
中

 
  

 
  

 
放
出
量

 
 表

10
1-

2 
定

 
 放

出
管
理

 
基
準
値

 
超

 
 

 
  

 
努

 
 

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 表

10
1-

3 
定

 
 項
目

 
 

 
 

 同
表

 
定

 
 
頻
度

 
測
定

 
  

「放
射
性
廃
棄
物
で
な
い
廃
棄
物
」の
判
断
をし
よう
とす
る対
象
物
の
範
囲

「放
射
性
廃
棄
物
で
な
い
廃
棄
物
」の
判
断
方
法
等

 放
射
性
廃
棄
物

 
 

 
廃
棄
物

  
判
断

  
  

  
核
燃
料
物
質

 
 

  
汚
染

  
 

  
  
混
在
防
止
措
置

各
課
（
室
）
⻑

 
 管

理
区
域
内

 
 

 
 
設
置

  
 
資
材
等

 
 

 
使
用

  
物
品

 
  
放
射
性
廃
棄
物

 
 

 
廃
棄
物

  
  
廃
棄

  
 
資
源

  
 
有
効
利
用

 
 場

合
は
、第

1項
で
定
め
た
事
項
に
基
づ
き
実
施
す
る。

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 原
子
炉
等
規
制
法

 
  
電
気
事
業
法

 
基

 
 工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書

 
記
載

  
 

 
 
設
備

 機
器
等
（
以
下

 本
条

 
 

 
 

 設
備

 機
器
等

  
 

  
）

 
 

 
 

 東
京
電
⼒
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
⼒
発
電
所
事
故
由
来

 
放
射
性
物
質

 
降
下
物
（
以
下

 本
条

 
 

 
 

 降
下
物

  
 

  
）

 
影
響

 
有
無

 
確
認

 
 
場
合

 
 適

切
 
測
定
方
法

 
 

  
降
下
物

 
分
布
調
査

 
⾏

  
各
課
（
室
）
⻑

 
 第

1項
 
確
認

 
結
果

 理
論
検
出
限
界
曲
線

 
検
出
限
界
値
未
満

 
 

 
  
場
合

 設
備

 機
器
等

 廃
棄

  
 
資
源

  
 
有
効
利
用

  
  

 
 際

 
 

 降
下
物

 
 

 汚
染

  
 

 
 

  
 
発
電
所
内

 
適
切

 
管
理

 
  

法
令

 
定

 
 
危
険
物

 混
載

  
 

  
 

容
器
等

 
適
当

 
箇
所

 
法
令

 
定

 
 
標
識

 
付

 
 

  
 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第
５
項

 
運
搬

 
 

 
 

 容
器
等

 
線
量
当
量
率

 
法
令

 
定

 
 
値

 超
 

 
 

 
 

  
  

  
容
器
等

 
表
面
汚
染
密
度

 
法
令

 
定

 
 表
面
密
度

限
度

 
１
０
分

 
１

 超
 

 
 

 
 

  
 
確
認

 
 

  
 

  
第
１
０
６
条
第
１
項
（
１
）

 
定

 
 区
域

 
 運
搬

 
 
場
合

 
 表
面
汚
染
密
度

 
 

 
 

 
確
認

 省
略

 
 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 各
課
（
室
）
⻑

 
管
理
区
域
内

 
第
１
０
６
条
第
１
項
（
１
）

 
定

 
 区
域

 
放
射
性
固
体
廃
棄
物

 移
動

 
 
場
合

 
 容
器
等

 
表
面
汚
染
密
度

 
法
令

 
定

 
 表
面
密
度
限
度

 
１
０
分

 
１

 
超

 
 

 
 

 
  

 確
認

 
  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 放

射
性
固
体
廃
棄
物

 
発
電
所
外

 
廃
棄

 
 場

合
 

 所
⻑

 
承
認

 得
  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 管

理
区
域
内

 
 

 
 
設
置

  
 
資
材
等

 
 

 
使
用

  
物
品

  
 放
射
性
廃
棄
物

 
 

 
廃
棄
物

  
  
廃
棄

 
 

 
資
源

  
 
有
効
利
用

 
 
場
合

に
必
要
な
以
下
の
事
項
を定
め
る
。

（
事
故
由
来
放
射
性
物
質

 
降
下
物

 
影
響
確
認
）

 

（
放
射
性
液
体
廃
棄
物

 
管
理
）

 
発
電
室
⻑

 
 放

射
性
液
体
廃
棄
物

 
放
出

 
 
場
合

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
管
理

 
  

 復
水
器
冷
却
水
放
水
路

  
放
出

 
  

（
放
射
性
廃
棄
物

 
 

 
廃
棄
物

 
管
理
）

 

作
業

 
所
管
課
（
室
）
⻑

 
  

  
 付
局
所
排
気
装
置
等

 
  
法
令

 
定

 
 
管
理
区
域

 
係

 値
 
超

 
 

 
  
拡
散
防
止
措
置

 
⾏

  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 表

10
2-

3 
定

 
 項
目

 
 

 
 

 同
表

 
定

 
 
頻
度

 
測
定

  
法
令

 
定

 
 管

理
区
域

 
係

 値
 超

 
 

 
 

 
  

 
確
認

 
 

  
 

  
換
気

 
 

  
放
出

  
 
空
気
中

 
放
射
性
物
質
濃
度

 
法
令

 
定

 
 管

理
区
域

 
係

 値
 超

 
  

  
 

 
 
場
合

 
  

 
限

  
 

 
 

発
電
室
⻑

 
 

 
原
子
炉
保
修
課
⻑

 
 放

射
性
気
体
廃
棄
物

 放
出

 
 場

合
 

 放
射
線
管
理
課
⻑

 
管
理

 
 

  
表

10
2-

2 
示

 
排
気
筒
等

  
放
出

 
 

 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 次

 
事
項

 
管
理

 
 

 
排
気
筒

 
  

放
射
性
気
体
廃
棄
物

 
放
出

 
 

 
周
辺
監
視
区
域
外

 
空
気
中

 
放
射
性
物
質
濃
度

 
3 
月
平
均
値

 
 法
令

 
定

 
 周
辺
監
視
区
域
外

 
 

 
 
空

気
中

 
濃
度
限
度

 
超

 
 

 
  

 
排
気
筒

 
  

放
射
性
物
質

 
放
出
量

 
表

10
2-

1 
定

 
 
放
出
管
理
目
標
値

 
超

 
 

 
  

 
努

 
  

  
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 表

10
2-

2 
定

 
 項
目

 
 

 
 

 同
表

 
定

 
 
頻
度

 
測
定

 
  

表
10

2-
2 
示

 
排
気
筒
等
以
外

 
場
所

 
 

 
 
換
気

 
⾏

 場
合

 
 次

 
事
項

 
⾏

  
 

 
  
第

10
6条
第

1項
（

1）
 
定

 
 
区
域
等

 
 

 
 換
気

 
  

 
限

  
 

い
。

（
放
射
性
気
体
廃
棄
物

 
管
理
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

35
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
10

3条
⾏
為

→
放
管
課
⻑

 
 

 
計
保
課

⻑
→

設
備
確
保

→
－

第
10

4条
定
義

N/
A

－

第
10

5条
定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
区
別

→
－

3.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

4.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認
等

→
－

5.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認
、承
認

→
炉
主
任
の
確
認

6.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

7.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
設
定
目
的
等
の
明
確

化
、確
認
、承
認

→
炉
主
任
の
確
認

第
10

6条
定
義

N/
A

放
管
課
⻑

－
(1

)
内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－
2.

定
義

N/
A

－
3.

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

4.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
作
業

→
－

第
10

7条
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
措
置
の
実
施
と指

示
→

－

(1
)

基
準

N/
A

－
(2

)
基
準

N/
A

－
2.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
措
置
⽴
案

 承
認

→
－

3.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 管

理
区
域

 解
除

 
 場

合
 

 法
令

 
定

 
 管

理
区
域

 
係

 
値

 超
 

 
 

 
 

  
 
確
認

 
 

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 添
付

4 
 

 
 
管
理
区
域
境
界
付
近

 
 

 
管
理
区
域
設
定

 解
除
予
定

 
  

 
 

 
 

 表
10

5 
示

 
作
業

 ⾏
 場

合
 

 3
 月
以
内

 
限

 管
理
区

域
 設
定

  
 
解
除

 
  

  
 

  
 設
定

  
 
解
除

 
当

 
  

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
 目
的

 期
間

 
 

 
場
所

 
明

  
 

 
  

  
 

  
  

  
法
令

 
定

 
 
管

理
区
域

 
係

 条
件

 満
足

 
  

  
 確
認

 
  

 
 

 当
該

  
  
元

 
戻

 
場
合

 
 

 
 

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
  

  
  

法
令

 
定

 
 管

理
区
域

 
係

 
条
件

 
満
足
で
きる

こと
を確
認
す
る。

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

4項
以
外

 
 一
時
的

 
管
理
区
域

 設
定

  
 
解
除

 
 
場
合

 
 原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 得
 

 所
⻑

 
承
認

 
得

 
⾏

  
  

 
  

 設
定

  
 
解
除

 
当

 
  

 放
射
線
管
理
課
⻑

 
 目
的

 期
間

 
 

 
場
所

 明
  

 
 

 
  

 
 

  
  

  
法
令

 
定

 
 管

理
区
域

 
係

 条
件

 
満
足

 
  

  
 
確
認

 
  

 
 

 当
該

 
  

 
元

 
戻

 
場
合

 
 

 
 

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
  

  
  

法
令

 
定

 
 管

理
区
域

 
係

 
条
件

 
満
足

 
 

  
  
確
認

  
原
子
炉
主
任
技
術

者
 
確
認

 得
 

 所
⻑

 
承
認

 
得

 
 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

5項
 

 
 

 
  

 緊
急

 
要

 
 場

合
 

 管
理
区
域

 
設
定

 
 

  
 

 
  

 設
定

 
当

 
  

 放
射
線
管
理
課
⻑

 
 法
令

 
定

 
 管

理
区
域

 
係
る条
件
を満
足
で
きる

こと
を確
認
す
る。

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

6項
 

 
 

 
管
理
区
域

 設
定

  
場
合

 
 設
定
後

 
 

 
 

 目
的

 期
間

 
  
場
所

 
明

  
 

  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 
得

 
 所
⻑

 
承
認

 得
  

 
 

 当
該

  
  
元

 
戻

 
場
合

 
 

 
 

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
  

  
  

法
令

 
定

 
 管

理
区
域

 
係

 条
件

 
満
足

 
 

  
  
確
認

  
原
子
炉
主
任

技
術
者

 
確
認

 得
 

 所
⻑

 
承
認

 得
  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 管

理
区
域

 次
 

  
 区
分

 
 

  
 

 
 

  
（
管
理
区
域
内

 
 

 
 
区
域
区
分
）

 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 

 
計
装
保
修
課
⻑

 
 表

10
3 
定

 
 
放
出
管
理
用
計
測
器

 
 

 
 

 同
表

 
定

 
 数
量

 確
保

 
  

 
 

  
故
障
等

 
  
使
用
不
能

  
  
場
合

 
 修

理
  

 
代
替
品

 
補
充

 
 

 

本
章

 
 

 測
定
頻
度
等

 
関

 
 考

 
方

 
 表

10
4 

  
  

 
 

 

管
理
区
域

 
 添
付

4 
示

 
区
域

  
 

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 管

理
区
域

 壁
 柵

等
 
区
画
物

 
 

  
区
画

 
 他

 標
識

 
設

 
 

  
 

  
 
明

  
 
他

 
場
所

 区
別

 
 

 

（
放
出
管
理
用
計
測
器

 
管
理
）

 

（
頻
度

 
定
義
）

 

（
管
理
区
域

 
設
定

 解
除
）

 外
部
放
射
線

 
係

 
線
量
当
量
率

 
1時
間

 
 

 1
  

 
 

 
 

 
空
気
中

 
放
射
性
物
質
濃
度

 
 

 
床

 壁
  

 
他
人

 
触

 
 

 
  

 
 

 
物

 
表
面
汚
染
密
度

 
法
令

 
定

 
 
管
理
区
域

 
係

 値
 

10
倍

各
課
（
室
）
⻑

 
 第

1項
 
区
域
内

 
作
業

 
⾏

 場
合

 
 作
業

 
 

 線
量

 
  
作
業
環
境

 
応

  
放
射
線
防
護
上

 
措
置

 
⽴
案

  
放
射
線
管
理
課
⻑

 
承
認

 得
る
。
各
課
（
室
）
⻑

 
 汚

染
 
広

 
  
防
止

 
  

 
 第

1項
（

2）
 
区
域

 
 退

出
 

 場
合

 
  

物
品
等

 
持

 
出

 
場
合

 
 更
衣

 
持

 
出

 
物

 
養
生
等

 
措
置

 
講

 
る
。

表
面
汚
染
密
度

 
 

 
空
気
中

 
放
射
性
物
質
濃
度

 
法
令

 
定

 
 管

理
区
域

 
係

 値
 超

 
  

  
 

 
 
区
域
（
以
下

  
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

  
 

う。
）

表
面
汚
染
密
度

 
 

 
空
気
中

 
放
射
性
物
質
濃
度

 
法
令

 
定

 
 管

理
区
域

 
係

 値
 超

 
 区
域

  
 
超

 
  

  
 

 
 
区
域

汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

 
 添
付

4 
示

 
区
域

  
  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 一
時
的

 
第

1項
 
係

 
区
域
区
分

 変
更

 
 場

合
 

 目
的

 期
間

 
 

 
場
所

 
明

  
 

 
  

  
 

  
  

  
区
域
区
分

 
係

 
条
件

 
満
足

 
 

 
  

 確
認

 
  

  
 

 当
該

  
  
元

 
区
域
区
分

 
戻

 
場
合

 
 

 
 

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
  

  
  
区
域
区
分

 
係

 条
件

 満
足

 
  

  
 
確
認

 
  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 汚

染
 

 
  

 
 

 
管
理
区
域

 第
1項
（

2）
 
定

 
 区
域

 
隣
接

 
 場

合
 

 第
1項
（

2）
 
定

 
 
区
域

 
 
入
口
付
近

 
標
識

 
設

 
  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 管

理
区
域

 
  
次

 
基
準

 
超

 
 

  
 
確
認

  
場
合

 
 

 
超

 
 

 
  

 
 

 
場
合

 
 標
識

 設
 

 
他

 
場
所

 区
別

 
 
他

 区
画

 施
錠
等

 
措
置

 講
  

  
 

 作
業

 
 

 場
合

 
所
管
課
（
室
）
⻑

 
指
示

 
  

  
 

  
放
射
線
等

 
危
険
性

 
低

 
場
合

 
  

 
限

  
 

 
 

（
管
理
区
域
内

 
 

 
 
特
別
措
置
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

36
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
10

8条
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
承
認

→
－

(1
)

区
分

N/
A

－
(2

)
区
分

N/
A

－
2.

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
許
可

→
－

3.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

4.
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
監
視

→
－

5.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

6.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

第
10

9条
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－

(4
)

内
容

N/
A

－

(5
)

内
容

N/
A

－

(6
)

内
容

N/
A

－

第
11

0条
定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
識
別

→
－

3.
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

第
11

1条
定
義

N/
A

－
2.

⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
識
別

→
－

3.
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
⽴
入
制
限

→
－

第
11

2条
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
評
価
と確
認

→
－

第
11

3条
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

2.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
作
業
所
管
）

→
措
置
の
実
施

→
－

3.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
作
業
所
管
）

→
確
認

→
－

一
時
⽴
入
者
︓
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外

 
者

 
 

  
 放

射
線
業
務
従
事
者

 
随
⾏

 
 

 管
理
区
域

 
一
時
的

 
⽴

 入
 者

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

1項
 
基

 
 管

理
区
域

 
⽴

 入
 者

 
対

  
許
可

 
与

 
 

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

2項
 

 
許
可

  
 

 
 
者

 管
理
区
域

 
⽴

 入
  

 
 
措
置

 講
  

 
安
全

 防
災
室
⻑

 
 管

理
区
域

 
出
入
管
理
室

 
 

 
 

 人
 
出
入

 等
 監
視

 
  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

4項
以
外

 
出
入
口

 
 

 施
錠
等

 
人

 
 

 
  
⽴
入

  
  

 
措
置

 講
  

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 管

理
区
域

 
 退

出
 

 者
  

 
管
理
区
域
内

 
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

 
移
動

 
 者

 
身
体

 
  
身
体

 
着
用

  
 

 
物

 
表
面
汚
染
密

度
 
法
令

 
定

 
 
表
面
密
度
限
度

 
10
分

 
1 
超

 
 

 
  

 
措
置

 
講

  
  

 
  
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

 
 退

出
 

 
場
合

 
  

 
限

  
 

 
 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 次

 
示

 
⽴
入
者

 
区
分

 
  

 管
理
区
域

 
 
⽴
入
許
可

 
係

 
事
項

 
定

 
 所
⻑

 
承
認

 
得

 
 

放
射
線
業
務
従
事
者
︓
業
務
上
管
理
区
域

 
⽴

 
入

 者

（
管
理
区
域

 
 
出
入
管
理
）

 

安
全

 防
災
室
⻑

 
 業
務
上
⽴

 入
 者
以
外

 
者

 
⽴
入

  
制
限

 
  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 所

員
 
放
射
線
業
務
従
事
者

 
実
効
線
量

 
 

 
等
価
線
量

 
表

11
2 
定

 
 
項
目

 
 

 
頻
度

 
基

 
 評

価
  
法
令

 
定

 
 線
量
限
度

 
超

 
 

 
な
い
こと
を確
認
す
る。

各
課
（
室
）
⻑

 
 法
令

 
定

 
 
表
面
密
度
限
度

 超
 

  
  
予
期

  
 
汚
染

 
床

 壁
等

 
発
生

  
 
場
合

 
 

 
発
⾒

  
場
合

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
連
絡

 
 

  
も
に
、汚

染
拡
大
防
止
の
た
め
区
画
等
の
応
急
措
置
を講
じる
。

第
1項

 
汚
染

 
係

 
作
業

 
所
管
課
（
室
）
⻑

 
 汚

染
状
況
等

 
 

 
 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
確
認

 受
 

 
上

 
  

 
協
⼒

 得
 

 
 汚

染
 
除
去
等

 放
射
線
防
護
上
必

要
な
措
置
を講
じる
。

第
2項

 
所
管
課
（
室
）
⻑

 
  

 
措
置
結
果

 
 

 
 

 放
射
線
管
理
課
⻑

 
確
認

 得
 

 

放
射
性
物
質
を経
口
摂
取
す
るお
それ
の
あ
る
場
所
で
の
飲
食
お
よ
び
喫
煙
をし
な
い
こと
。

保
全
区
域
は
、添
付

5に
示
す
区
域
とす
る
。

安
全

 防
災
室
⻑

 
 保
全
区
域

 標
識
等

 
 

 区
別

 
  

安
全

 防
災
室
⻑

 
 必

要
 
応

  
保
全
区
域

 
 
⽴
入
制
限
等

 
措
置

 
講

  
 

周
辺
監
視
区
域
は
、図

11
1に
示
す
区
域
とす
る
。

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

1項
 
周
辺
監
視
区
域
境
界

 
 柵

 設
 

 
 

 
 

 
標
識

 
掲

 
 

  
 

  
当
該
区
域

 
⽴

 入
 

 
  

 
 

 
  

 
明

  
 
場
合

 
  

 
限

  
な
い
。

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 管

理
区
域

 
出
入

  
 所

員
 

 次
 
事
項

 遵
守

  
 措
置

 講
  

 
出
入
管
理
室

 経
由

 
  

  
 

 
  
放
射
線
管
理
課
⻑

 
承
認

 得
 

  
 
指
示

 
従

 場
合

 
  

 
限

  
 

 
 

管
理
区
域

 
⽴

 
入

 場
合

 
 個
人
線
量
計

 着
用

 
  

  
 

 
  
一
時
⽴
入
者

 
 

  
放
射
線
管
理
課
⻑

 
指
示

 
従

 場
合

 
  

 
限

  
 

 
 

管
理
区
域

 
⽴

 
入

 場
合

 
 保
護
衣

 
着
用

 
  

  
 

 
  
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

 
⽴

 
入

 場
合

 
 

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
承
認

 
得

 
  

 
指
示

に
従
う場

合
は
、こ
の
限
りで
な
い
。

第
10

7条
第

1項
（

2）
 
係

 
区
域

 
 退

出
 

 
場
合

 
 

 
物
品
等

 持
 出

 
場
合

 
 更
衣

 
持

 出
 
物

 
養
生
等

 
⾏

  
  

管
理
区
域

 
 退

出
 

 場
合

  
 
管
理
区
域
内

 
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

 
移
動

 
 
場
合

 
 身
体

 
  
身
体

 
着
用

  
 

 
物

 
表
面
汚
染
密
度

 確
認

 
 

  
  

 
  
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

 
 退

出
 

 
場
合

 
 

 
第

10
8条
第

6項
 
基

 
 放

射
線
管
理
課
⻑

 
指
示

 
従

 場
合

 
  

 
限

  
 

 
 

（
線
量

 
評
価
）

 

（
床
・壁

等
の
除
染
）

 

（
管
理
区
域
出
入
者

 
遵
守
事
項
）

 

（
保
全
区
域
）

 

（
周
辺
監
視
区
域
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

37
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
11

4条
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
作
業

→
－

2.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

3.
⾏
為

→
M

/C
所
⻑

N/
A

－

4.
⾏
為

→
M

/C
所
⻑

N/
A

－

5.
⾏
為

→
所
⻑

→
措
置
の
実
施

→
－

第
11

5条
⾏
為

→
放
管
課
⻑

 
 

 
計
保
課

⻑
→

資
機
材
等

整
備

→
－

2.
⾏
為

→
M

/C
所
⻑

N/
A

－

第
11

6条
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

2.
基
準

N/
A

各
課

(室
)⻑

－

3.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

4.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

→
－

第
11

7条
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
品
保
室
⻑

 
  
当
直

課
⻑

 
除

  
）

→
承
認

→
－

第
11

8条
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
承
認

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
イ.
出
入
方
法
に
関
す
る
こと
。 

内
容

N/
A

－
ロ.
個
人
線
量
計

 
着
用

 
関

 
  

  
 

内
容

N/
A

－
ハ

.保
護
衣
の
着
用
に
関
す
る
こと
。 

内
容

N/
A

－
ニ.
汚
染
拡
大
防
止
措
置
に
関
す
るこ
と。

 
内
容

N/
A

－
ホ

. 管
理
区
域
内

 
 
飲
食

 
 

 
喫
煙

 
関

 
  

  
 

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
措
置
の
実
施

→
－

第
11

9条
定
義

N/
A

－

第
12

0条
⾏
為

→
組
織

N/
A

－

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 管

理
区
域
内

 周
辺
監
視
区
域
境
界
付
近
（
測
定
場
所

 
図

11
4 
定

 
 

 ）
 

 
 

 
 表

11
4-

1 
 

 
表

11
4-

3（
第

10
6条
第

1項
（

2）
 
区

域
内

 
設
定

  
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域
内

 
限

 ）
 
定

 
 
外
部
放
射
線

 
係

 線
量
当
量
率
等

 
項
目

 
 

 
 

 同
表

 
定

 
 頻

度
 
測
定

 
 

  
 

  
人

 
⽴

 
入

 
 

 
措
置

 講
  
管
理
区
域

 
 

 
 

 
  

 
限

  
 

 
 

（
外
部
放
射
線

 
係

 線
量
当
量
率
等

 
測
定
）

 

管
理
区
域
出
入
者

 
遵
守
事
項

線
量
評
価

 
項
目

 
  
頻
度

 
関

 
 

  
 

床
 壁

等
 
汚
染
発
⾒
時

 
措
置

 
関

 
  

  
各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 管

理
区
域
内

 
作
業

 ⾏
 請
負
会
社

 
対

  
 第

1項
 
定

 
 
必
要
事
項

 遵
守

  
 措
置

 講
  

 

保
守
管
理

 実
施

 
 

 
 

 
  
以
下

 
保
守
管
理
計
画

 定
 

  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 各
課
（
室
）
⻑

 
管
理
区
域
外

 
搬
出

 
 
物
品

  
 
管
理
区
域
内

 
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

 
移
動

 
 物
品

 
表
面
汚
染
密
度

 
法
令

 
定

 
 
表
面
密
度
限
度

 
10
分

 
1 
超

 
 

 
 

 
  

 
確
認

 
  

 
 

  
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

 
 搬

出
  

 
場
合

 
  

 
限

  
 

 
 

各
課
（
室
）
⻑

 
 管

理
区
域
外

 
核
燃
料
物
質
等
（
第

94
条

 第
99
条

 
  
第

10
0条

 
定

 
  

 
 除

  
以
下

 本
条

 
 

 
 
同

  
）

 運
搬

 
 場

合
  

 
船
舶

輸
送

 
伴

 
⾞
両

 
  

 
運
搬

 
 
場
合

 
 第

10
0条
第

5項
 準

用
 

  

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

2項
 
運
搬

 
 

 
 

 容
器
等

 
線
量
当
量
率

 
法
令

 
定

 
 
値

 超
 

 
 

 
 

  
 

 
 
容
器
等

 
表
面
汚
染
密
度

 
法
令

 
定

 
 
表
面
密
度
限

度
 

10
分

 
1 
超

 
 

 
 

 
  

 確
認

 
  

 
 

  
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

 
 運
搬

 
 
場
合

 
 表
面
汚
染
密
度

 
 

 
 

 
確
認

 
省
略

 
  

 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 各
課
（
室
）
⻑

 
管
理
区
域
内

 
汚
染

 
 

  
 

 
 
管
理
区
域

 
核
燃
料
物
質
等

 移
動

 
 場

合
 

 容
器
等

 
表
面
汚
染
密
度

 
法
令

 
定

 
 

表
面
密
度
限
度

 
10
分

 
1 
超

 
 

 
 

 
  

 
確
認

 
 

 

各
課
（
室
）
⻑
（
品
質
保
証
室
⻑

 
 

 
当
直
課
⻑

 
除

  
）

 
 核

燃
料
物
質
等
（
第

94
条

 第
99
条

 
  
第

10
0条

 
定

 
 物

 除
  
）

 
発
電
所
外

 
運
搬

 
 場

合
 

 所
⻑

 
承
認

 得
 

 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 管

理
区
域
内

 
作
業

 ⾏
 請
負
会
社

 
対

  
 以
下

 
示

 
放
射
線
防
護
上

 
必
要

 
事
項

 
定

 
 所
⻑

 
承
認

 
得

 
 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 第

1項
 
測
定

 
 

 異
常

 
認

 
  

 
場
合

 
 直

 
 

  
原
因

 
調
査

  
必
要

 
措
置

 
講

  
 

環
境

  
  

  
 

  
 
所
⻑

 
 周
辺
監
視
区
域
境
界
付
近
（
測
定
場
所

 
図

11
9 
定

 
  
）

 
 

 
 

 表
11

4-
2 
定

 
 
空
気
吸
収
線
量
等

 
項
目

 
 

 
 

 同
表

 
定

 
 
頻
度

 
測
定

 
  

環
境

  
  

  
 

  
 
所
⻑

 
 第

3項
 
測
定
結
果

 
異
常

 
認

 
  

 
場
合

 
 直

 
 
所
⻑

 
連
絡

 
 

 

所
⻑

 
 第

4項
 
連
絡

 
受

 
 
場
合

 
 直

  
  
原
因

 
調
査

  
必
要

 
措
置

 
講

  
 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 

 
計
装
保
修
課
⻑

 
 表

11
5 
定

 
 
放
射
線
計
測
器
類

 
 

 
 

 同
表

 
定

 
 
数
量

 確
保

 
 

  
 

  
故
障
等

 
 

 使
用
不
能

  
  
場
合

 
 修

理
  

 
代
替
品

 
補
充

 
 

 
環
境

  
  

  
 

  
 
所
⻑

 
 表

11
5 
定

 
 
放
射
線
計
測
器
類

 
 

 
 

 同
表

 
定

 
 
数
量

 確
保

 
 

  
 

  
故
障
等

 
 

 使
用
不
能

  
  
場
合

 
 修

理
 

 
は
代
替
品
を補
充
す
る。

（
放
射
線
計
測
器
類

 
管
理
）

 

（
頻
度

 
定
義
）

 
本
章

 
 

 測
定
頻
度
等

 
関

 
 考

 
方

 
 表

11
9 

  
  

 
 

 

（
管
理
区
域
外
等

 
 
搬
出

 
  

運
搬
）

 

（
発
電
所
外
へ
の
運
搬
）

 

（
請
負
会
社
の
放
射
線
防
護
）

 

（
保
守
管
理
計
画
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

38
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
12

0条
の

2
⾏
為

→
技
術
部
門
統
括

N/
A

－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
技
術
部
門
統
括

N/
A

－

3.
定
義

N/
A

－

第
12

0条
の

3
⾏
為

→
所
⻑

→
責
任
の
所
管
、手
順

等
の
制
定

→
－

2.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
検
査
担
当
）

→
体
制
確
⽴

 検
査
実

施
→

－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
(6

)
内
容

N/
A

－

第
12

0条
の

4
⾏
為

→
所
⻑

→
責
任
の
所
管
、手
順

等
の
制
定

→
－

2.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
検
査
担
当
）

→
体
制
確
⽴

 
検
査
実
施

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
(6

)
内
容

N/
A

－

第
12

1条
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
承
認

→
－

2.
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
承
認

→
－

3.
定
義

N/
A

－

第
12

2条
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
承
認

→
－

第
12

2の
2条

⾏
為

→
放
管
室
⻑

→
承
認

→
－

(1
)

内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－

(3
)

内
容

N/
A

－

原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
原
子
⼒
技
術
）

 
 重

要
度
分
類
指
針

 
 

 
  

  
１

 ２
 ３

 
機
能

 
有

 
 機
器

 
  
構
造
物

 
  

 
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 
属

 
 機
器

 
  
構
造
物
（
以
下

 本
条

 
 

 
 

 機
器

 
 

 
構
造
物

  
 

  
）

 
 

 
 

 営
業
運
転

 開
始

  
日
以
後
４
０
年

 経
過

 
 日

 
 

 
実
施

  
以
下

 
事
項

 
 

 
 

 第
１
２
条

 
２

 
定

 
 
原
子
炉

 
運
転
期
間

 変
更

 
 場

合
  

 
 

 
  
他
経
年
劣
化

 
関

 
 技
術
的

 
評
価

 ⾏
  

 
 
設
定

  
条
件

 評
価
方
法

 変
更

 
 
場
合

 
 当
該
評
価

 
⾒
直

  
⾏

 
  

 
結
果

 
基

 
 

 策
定

  
⻑
期
保
守
管
理
方
針

 
変
更

 
 

 

各
課
（
室
）
⻑

 
前
項

 
基

 
 次

 
各
号

 
実
施
体
制

 
確
⽴

  
適
切

 
検
査

 実
施

 
  

検
査
の
実
施
体
制
を
構
築
す
る
。

検
査
の
手
順
を
適
用
法
規
に
従
い
定
め
る。

検
査
の
手
順
に
従
い
実
施
す
る
。

検
査

 
協
⼒

 
 事
業
者

 
対

  
管
理

 ⾏
  

検
査

 
係

 
要
員

 
教
育
訓
練

 ⾏
  

検
査
の
実
施
に
係
る組
織
を
構
築
す
る。

検
査
の
手
順
を
適
用
法
規
に
従
い
定
め
る。

検
査

 
手
順

 
係

 工
程

 
管
理

  
 
状
態

 
 

  
  
確
認

 
 

 
検
査

 
協
⼒

 
 事
業
者

 
対

  
管
理

 ⾏
  

検
査

 
係

 
要
員

 
教
育
訓
練

 ⾏
  

所
⻑

 
 定
期
事
業
者
検
査

(以
下

 本
条

 
 

 
 

 検
査

  
 

  
) 
係

 責
任

 有
  
検
査

 
必
要

 
実
施
手
順

 
  
実
施
体
制

 定
 

 
 

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
）

 

経
年
劣
化

 
関

 
 技
術
的

 
評
価

前
号

 
基

 
 ⻑
期
保
守
管
理
方
針

 
策
定

原
子
⼒
技
術
部
門
統
括
（
原
子
⼒
技
術
）

 
 機
器

 
  
構
造
物

 
 

 
 

 営
業
運
転

 
開
始

  
日
以
後
５
０
年

 
経
過

 
 日

  
 

 実
施
手
順

 
  
実
施
体
制

 
定

め
、こ
れ
に
基
づ
き
、前
項

(1
)、

(2
)の
事
項
を
実
施
す
る
。

⻑
期
保
守
管
理
方
針

 
添
付

6 
示

 
  

  
 

 

所
⻑

 
 溶
接
事
業
者
検
査

(以
下

 本
条

 
 

 
 

 検
査

  
 

  
) 
係

 責
任

 有
  
検
査

 
必
要

 
実
施
手
順

 
  
実
施
体
制

 定
 

 
 

各
課
（
室
）
⻑

 
前
項

 
基

 
 次

 
各
号

 
実
施
体
制

 
確
⽴

  
適
切

 
検
査

 実
施

 
  

検
査

 
係

 
記
録

 管
理

 
  

検
査

 
係

 
記
録

 管
理

 
  

安
全

 防
災
室
⻑

 
 原
子
⼒
災
害

 
発
生

  
 
拡
大

 防
止

 
  

 
 図

12
1 
示

 
原
子
⼒
防
災
組
織

 定
 

 
 

 
 

  
所
⻑

 
承
認

 得
 

 
発
電
所
原
子
⼒
緊
急
時
対
策
本
部
（
以
下

 発
電
所
対
策
本
部

  
  
）

 
本
部
⻑

 
 所
⻑

  
  

 
 

  
安
全

 防
災
室
⻑

 
 所
⻑

 
不
在

 
場
合

 
備

 
 
代
⾏
者

 定
 

 
 

 
 

  
所
⻑

 
承
認

 
得

  
原
子
⼒
災
害
対
策
特
別
措
置
法

 
基

 
 措
置

 
必
要

 
場
合

 
 本
規
定

 
 

 
 

  
当
該
措
置

 優
先

 
 （
以
下

 本
章

 
 

 
 
同

 ）
 

安
全

 防
災
室
⻑

 
 原
子
⼒
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
８
条
第
３
項

 
規
定

 
 
原
子
⼒
防
災
要
員

 定
 

 
 

 
 

  
所
⻑

 
承
認

 得
 

 
（
緊
急
作
業
従
事
者
の
選
定
）

 
放
射
線
管
理
課
⻑

 
 次

 
各
号
全

 
 
要
件

 
該
当

 
 所

員
 

  
請
負
会
社
従
業
員
等

 
放
射
線
業
務
従
事
者
（
⼥
子

 
 

 
 

 
 妊
娠
不
能

 診
断

  
 
者

 
  
妊

娠
 
意
思

 
 

 
旨

 書
面

 
申

 出
 
者

 
限

  
）

 
  
緊
急
作
業

 
従
事

  
 

 
 

 
要
員
（
以
下

  
緊
急
作
業
従
事
者

  
 

  
）

 選
定

  
所
⻑

 
承
認

 得
 

 
表
１
２
２

 
２

 
緊
急
作
業

 
 

 
 

 
教
育

 受
 

 
上

 
 緊
急
作
業

 
従
事

 
 意
思

 
 

 
旨

 
 社
⻑

 
書
面

 
申

 出
 
者

表
１
２
２
の
２
の
緊
急
作
業
に
つ
い
て
の
訓
練
を受
け
た
者

実
効
線
量

 
 

 
 
２
５
０

  
 

 
 

 
  
線
量
限
度

  
 緊
急
作
業

 
従
事

 
 
者

 
 

  
 

 第
１
２
２
条

 
定

 
 
原
子
⼒
防
災
要
員

 原
子
⼒
災
害
対
策
特
別

措
置
法
第
９
条
第
１
項

 
規
定

 
 原
子
⼒
防
災
管
理
者

 
 

 
同
法
同
条
第
３
項

 
規
定

 
 
副
原
子
⼒
防
災
管
理
者

 
 

 
  

 

（
原
子
⼒
防
災
組
織
）

 

（
原
子
⼒
防
災
要
員
）

 

（
原
子
炉
施
設

 
経
年
劣
化

 
関

 
 技
術
的

 
評
価

 
  
⻑
期
保
守
管
理
方
針
）

 

（
溶
接
事
業
者
検
査
の
実
施
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

39
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
12

3条
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
承
認

→
－

2.
⾏
為

→
発
電
室
⻑

→
標
準
作
成
と確
認

→
－

（
運
営
委
員
会
確
認
）

第
12

4条
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
承
認

→
－

第
12

5条
⾏
為

→
安
防
室
⻑

→
報
告

→
－

第
12

6条
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
報
告

→
－

2.
⾏
為

→
所
⻑

→
連
絡
、通

報
→

－

第
12

7条
⾏
為

→
所
⻑

→
体
制
構
築
、報

告
→

－

2.
⾏
為

→
所
⻑

→
要
員
召
集
、体

制
構

築
、報

告
→

－

第
12

8条
⾏
為

→
本
部
⻑

N/
A

－
(1

)
内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
(6

)
内
容

N/
A

－
(7

)
内
容

N/
A

－
(8

)
内
容

N/
A

－

第
12

9条
⾏
為

→
本
部
⻑

N/
A

－

第
12

9条
の

2
⾏
為

→
本
部
⻑

N/
A

－
(1

)
内
容

N/
A

－

(2
)

内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
本
部
⻑

N/
A

－

第
13

0条
⾏
為

→
本
部
⻑

N/
A

－

安
全

 防
災
室
⻑

 
 警
戒
事
象

 
発
生

  
場
合

  
 

 
特
定
事
象
等

 
発
生

  
場
合

 
社
内

 
  
国

 県
 町

等
 
社
外
関
係
機
関

  
連
絡
経
路

 
 

 
通
報
経
路

 
定

 
 

 
 

 
  
所
⻑

 
承
認

 
得

  

安
全

 防
災
室
⻑

 
 原
子
⼒
防
災
組
織

 
構
成
員
等

 
対

  
非
常
事
態

 
対
処

 
  

 
 
総
合
的

 
訓
練

 1
年

 
1回
以
上
実
施

  
所
⻑

 
報
告

 
  

各
課
（
室
）
⻑

 
 警
戒
事
象

 
発
生

  
場
合

  
 

 
特
定
事
象
等

 
発
生

  
場
合

 
 第

12
4条

 
定

 
 経
路

 
従

  
所
⻑

 
通
報

 
 

 
所
⻑

 
 警
戒
事
象

 
発
生

  
 

 
特
定
事
象
等

 
発
生

 
 

 
 
報
告

 
受

 
  

  
 
自

 発
⾒

  
場
合

 
 第

12
4条

 
定

 
 経
路

 
従

  
社
内

 
 

 
社
外
関
係
機
関

に
連
絡
ま
た
は
通
報
す
る。

所
⻑

 
 警
戒
事
象

 
発
生

 
 

 
 
報
告

 
受

 
  

 
 
自

 発
⾒

  
場
合

 
 警
戒
体
制

 
発
令

  
 発
電
所
警
戒
本
部

 
要
員

 召
集

  
発
電
所
警
戒
本
部

 
設
置

 
る
。
所
⻑

 
 警
戒
体
制

  
 

 
原
子
⼒
防
災
体
制

 
発
令

  
場
合

 
 直

  
原
子
⼒
発
電
部
門
統
括

 
報
告

 
 

 
所
⻑

 
 特
定
事
象
等

 
発
生

 
 

 
 
報
告

 受
 

  
 

 
自

 発
⾒

  
場
合

 
 原
子
⼒
防
災
体
制

 発
令

  
 発
電
所
対
策
本
部

 
要
員

 
召
集

  
発
電
所
対
策
本
部

を
設
置
す
る
。

所
⻑

 
 原
子
⼒
防
災
体
制

 
発
令

  
場
合

 
 直

  
原
子
⼒
発
電
部
門
統
括

 
報
告

 
 

 

（
原
子
⼒
防
災
体
制
等

 
発
令
）

 

安
全

 防
災
室
⻑

 
 原
子
⼒
防
災
組
織

 
活
動

 
必
要

 
放
射
線
障
害
防
護
用
器
具

 非
常
用
通
信
機
器
等

 定
 

  
 

 
  
所
⻑

 
承
認

 得
  

発
電
室
⻑

 
 非
常
事
態

 
 

 
 運

転
操
作

 
関

 
 社
内
標
準

 
作
成

  
制
定

 改
正

 
当

 
  

 
 第

8条
第

2項
 
基

 
 運
営
委
員
会

 
確
認

 得
 

 

線
量
評
価

応
急
復
旧

原
子
⼒
災
害

 
拡
大
防
止

 
図

  
 

 
措
置

原
子
⼒
緊
急
事
態
宣
言
発
出
後

 本
部
⻑

 
 第

12
8条

 
定

 
 応
急
措
置

 
継
続
実
施

 
 

 

本
部
⻑

 
 事
象

 
収
束

  
警
戒
体
制

 
 

 
原
子
⼒
防
災
体
制

 
継
続

 
 必

要
 

 
  

  
場
合

 
 警
戒
体
制

 
 

 
原
子
⼒
防
災
体
制

 解
除

  
  
旨

 社
内

 
  

社
外
関
係
機
関
に
連
絡
す
る。

本
部
⻑

 
 原
子
⼒
防
災
組
織

 
統
括

  
原
子
⼒
防
災
体
制
等

 
発
令

  
場
合

 
 

 
 

 次
 
応
急
措
置

 
実
施

 
  

退
避
誘
導
お
よ
び
構
内
入
域
制
限

放
射
能
影
響
範
囲
の
推
定

消
火
活
動

緊
急
時
医
療

汚
染
拡
大
の
防
止

（
緊
急
作
業
従
事
者

 
線
量
管
理
等
）

 
本
部
⻑

 
 緊
急
作
業
従
事
者

 
緊
急
作
業
期
間
中

 
受

 
 線
量

 
可
能

 
限

 低
減

 
  

 
 次

 
事
項

 
実
施

 
 

 

本
部
⻑

 
 緊
急
作
業
従
事
者

 
対

  
緊
急
作
業
期
間
中

 
  
緊
急
作
業

 
係

 
業
務

 
 離

 
 
際

 医
師

 
  
健
康
診
断

 
実
施

 
 

 

緊
急
作
業
従
事
者

 
緊
急
作
業

 
従
事

 
 
期
間
中

 
実
効
線
量

 
  

等
価
線
量

 表
１
２
９

 
２

 
定

 
 項
目

 
  
頻
度

 
基

 
 
評
価

 
 

  
 

 
 法
令

 
定

 
 
線
量
限
度

 超
 

 
 

 
  
被

 
 線
量

 
管
理

 
実
施

 
 

 
原
子
炉
施
設
の
状
況
お
よ
び
作
業
内
容
を
考
慮
し、
放
射
線
防
護
マス
クの
着
用
等
の
放
射
線
防
護
措
置
を
講
じる
。

（
応
急
措
置
）

 

（
緊
急
時
に
お
け
る活
動
）

 

（
原
子
⼒
防
災
体
制
等

 
解
除
）

 

（
原
子
⼒
防
災
資
機
材
等

 
整
備
）

 

（
通
報
経
路
）

 

（
原
子
⼒
防
災
訓
練
）

 

（
通

 報
）
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
か
か
る
確
認
結
果

添
付
資
料

3－
1（

40
／

40
）

美
浜
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
条
文

規
定
の

性
質

⾏
為

 
実
施
者

（
注

1）
⾏
為

 
内
容
（
性
質
）

炉
主
任
の

関
与

第
13

1条
⾏
為

→
所
⻑
室
⻑

→
計
画
策
定
、確
認
、承

認
→

炉
主
任
の
確
認

2.
⾏
為

→
所
⻑
室
⻑

→
－

3.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
報
告

→
－

4.
⾏
為

→
所
⻑
室
⻑

N/
A

－
5.

⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
⾒
直

  
実
施

→
－

第
13

2条
⾏
為

→
所
⻑
室
⻑

→
確
認

 ⽴
会

 
→

－

2.
⾏
為

→
放
管
課
⻑

→
確
認

 ⽴
会

→
－

3.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
確
認
、承
認

→
炉
主
任
の
確
認

4.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
確
認
、承
認

→
炉
主
任
の
確
認

5.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
確
認
、承
認

→
炉
主
任
の
確
認

6.
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
当
直
課
⻑

 
除

  
）

→
報
告

→
－

第
13

3条
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

→
記
録
の
作
成
、保
存

等
→

－

2.
⾏
為

→
原
子
⼒
部
門

N/
A

－

第
13

4条
⾏
為

→
各
課

(室
)⻑

（
設
備
所
管
）

→
所
⻑

 炉
主
任

 
 
報

告
→

炉
主
任
へ
の
報
告

(1
)

内
容

N/
A

－
(2

)
内
容

N/
A

－
(3

)
内
容

N/
A

－
(4

)
内
容

N/
A

－
(5

)
内
容

N/
A

－
2.

⾏
為

→
組
織

N/
A

－
3.

⾏
為

→
組
織

N/
A

－

所
⻑
室
⻑

 
 具
体
的

 
保
安
教
育
内
容

 
⾒
直

 頻
度

 定
 

 
 

各
課
（
室
）
⻑

 
 具
体
的

 
保
安
教
育

 
内
容

 定
 

 
  

 
 
所
⻑
室
⻑

 
定

 
 
⾒
直

 頻
度

 
従

 
 必

要
 
⾒
直

  
⾏

  

所
⻑
室
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
関

 
 
作
業

 請
負
会
社

 
⾏

 場
合

 
 当
該
請
負
会
社
従
業
員

 
発
電
所
入
所
時

 
安
全
上
必
要

 
教
育

 
表

13
2 
実
施
方
針

 
基

 
 

 
実
施

  
 

 
 

  
 
確
認

 
  

 
 

 教
育

 
実
施
状
況

 
確
認

 
 

 
 

 教
育
現
場

 
適
宜
⽴

 
会

  
  

 
  
所
⻑

 
  
別
途
承
認

  
 
基
準

 
従

 
 各
項
目

 
全
部

 
 

 
一
部

 
 

 
 
十
分

 
知
識

 
 

 
技
能

 有
  

 
  
認

 
 
者

 
 

 
 

 
 該
当

 
 教
育

 
 

 
 
省
略

 
  

  
 

  
 

放
射
線
管
理
課
⻑

 
 原
子
炉
施
設

 
関

 
 
作
業

 
  

 管
理
区
域
内

 
 

 
 業
務

 
請
負
会
社

 
⾏

 場
合

 
 当
該
業
務

 
従
事

 
 
請
負
会
社
従
業
員

 
対

  
安
全
上

必
要

 
教
育

 
表

13
2 
実
施
方
針

 
基

 
 

 
実
施

  
 

 
  

  
確
認

 
 

  
 

 教
育

 
実
施
状
況

 
確
認

 
 

 
 
教
育
現
場

 
適
宜
⽴

 
会

  
  

 
  
所
⻑

 
  
別

途
承
認

  
 
基
準

 
従

 
 各
項
目

 
全
部

  
 
一
部

 
 

 
 
十
分

 
知
識

 
  
技
能

 有
  

 
 

 認
 

 
者

 
 

 
 

 
 該
当

 
 
教
育

 
 

 
 
省
略

 
  

  
 

 
る
。

所
⻑
室
⻑

 
 毎

年
度

 原
子
炉
施
設

 
運
転

 
  
管
理

 ⾏
 所

員
 

 
保
安
教
育
実
施
計
画

 
表

13
1-

1 
表

13
1-

2 
  
表

13
1-

3 
実
施
方
針

 
基

 
 

 
作
成

  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 
得

 
 所
⻑

 
承
認

 得
 

 

前
項

 
定

 
 
事
項

 
発
生

  
場
合

 
  

 
旨

 
社
⻑

 
報
告

 
 

 
第

1項
(1

) 
定

 
 
事
項

 
発
生

  
場
合

 
  

 
旨

 
直

 
 
原
子
⼒
規
制
委
員
会

 
報
告

 
  

各
課
（
室
）
⻑

 
 次

 
定

 
 事
項

 
 

 
 

 直
  
所
⻑

 
  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
報
告

 
  

運
転
上
の
制
限
を満
足
して
い
な
い
と判
断
した
場
合
（
実
用
炉
規
則
第

87
条
第

9号
に
定
め
る
事
象
が
生
じた
場
合
）
（
第

88
条
関
連
）

第
91
条

 
定

 
 異
常

 
発
生

  
場
合

放
射
性
液
体
廃
棄
物

  
 
放
射
性
気
体
廃
棄
物

 
 

 
 
放
出
管
理
目
標
値

 超
 

 
放
出

  
場
合
（
第

10
1条

 
 

 
第

10
2条
関
連
）

外
部
放
射
線

 
係

 
線
量
当
量
率
等

 
異
常

 
認

 
  

 
場
合
（
第

11
4条
関
連
）

実
用
炉
規
則
第

13
4条
第

2号
か
ら第

14
号
に
定
め
る
報
告
事
象
が
生
じた
場
合

各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 放

射
性
廃
棄
物
処
理
設
備

 
関

 
 
業
務

 
補
助

  
 
燃
料
取
替

 
関

 
 業
務

 
補
助

 
請
負
会
社

 
⾏

 
 

 
場
合

 
 当
該

業
務

 
従
事

 
 
請
負
会
社
従
業
員

 
対

  
表

13
1-

1 
表

13
1-

2 
 

 
表

13
1-

3 
実
施
方
針

 
  

 放
射
性
廃
棄
物
処
理
設
備

 
業
務

 
関

 
 
者

  
 燃
料
取
替

 
業

務
 
関

 
 者

  
準

  
保
安
教
育
実
施
計
画

 
定

 
 

 
  

  
確
認

  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 
得

 
 所
⻑

 
承
認

 
得

 
 

各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 重
大
事
故
等
発
生
時

 
  
大
規
模
損
壊
発
生
時

 
 

 
 原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 
関

 
 業
務

 
補
助

 
請
負
会
社

 
⾏

 
 

 
場
合

 
 当
該
業
務

 
従
事

 
 
請
負
会
社
従
業
員

 
対

  
安
全
上
必
要

 
教
育

 
表

13
1-

1 
実
施
方
針

 
  

 左
記
以
外

 
技
術
系
所
員

  
準

  
保
安
教
育

(緊
急
事
態
応
急
対
策
等

 原
子
⼒
防
災
対
策
活
動

 
関

 
 

  
(重
大
事
故
等
発
生
時

 
 

 
大
規
模
損
壊
発
生
時

 
 

 
 
原
子
炉
施
設

 
保
全

 
 

 
 
活
動

 含
 

))
 
実

施
計
画

 
定

 
 

 
  

  
確
認

  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 
得

 
 所
⻑

 
承
認

 得
 

 
各
課

(室
)⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 原
子
炉
施
設

 
関

 
 
業
務

 
  

 火
災

 内
部
溢
水

 
 

 
  
他
自
然
災
害

(地
震

 津
波

 ⻯
巻

 火
山
（
降
灰
）
等

)発
生
時

 
措
置

 
 

 
 業
務

 
補
助

 
請
負
会
社

 
⾏

 
 

 場
合

 
 当
該
業
務

 
従
事

 
 
請
負
会
社
従
業
員

 
対

  
安
全
上
必
要

 
教
育

 
表

13
1－

1 
実
施
方
針

 
  

 左
記

以
外

 
技
術
系
所
員

  
準

  
保
安
教
育

(火
災

 内
部
溢
水

 
 

 
  
他
自
然
災
害

(地
震

 津
波

 ⻯
巻

 火
山
（
降
灰
）
等

)発
生
時

 
措
置

 
関

 
 

  
) 
実
施
計
画

 
定

 
 

 
 

  
 確
認

  
原
子
炉
主
任
技
術
者

 
確
認

 得
 

 所
⻑

 
承
認

 
得

  
各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑

 除
  
）

 
 第

3項
 4
項

 
 

 
5項

 
保
安
教
育
実
施
計
画

 
基

 
 

 
保
安
教
育

 
実
施

  
 

 
 

  
 確
認

  
  
実
施
結
果

 所
⻑

 
報
告

 
  

 
 

 教
育

 
実
施
状
況

 確
認

 
  

 
教
育
現
場

 
適
宜
⽴

 会
  

 
 

  
所
⻑

 
 

 別
途
承
認

  
 
基
準

 
従

 
 各
項
目

 
全
部

 
 

 
一
部

 
 

 
 
十
分

 
知
識

 
 

 
技
能

 有
  

 
  
認

 
 
者

 
 

 
 

 
 該
当

 
 教
育

 
 

 
 
省
略

 
  

  
 

  
 

各
課
（
室
）
⻑

 
 表

13
3-

1 
  
表

13
3-

2 
定

 
 保
安

 
関

 
 
記
録

 
適
正

 
作
成

(表
13

3-
1第

1項
 

  
第

2項
 
除

  
) 

 保
存

 
  

 
 

 記
録

 
作
成

 
 

 
  

 
 法
令

 
定

 
 記
録

 
関

 
 
事
項

 
遵
守

 
 

 

原
子
⼒
部
門

 
 表

13
3-

3 
定

 
 
保
安

 
関

 
 記
録

 適
正

 
作
成

  
保
存

 
  

 
 

 記
録

 
作
成

 
当

 
  

 
 法
令

 
定

 
 
記
録

 
関

 
 事
項

 遵
守

 
  

所
⻑
室
⻑

 
 第

1項
 
保
安
教
育
実
施
計
画

 
策
定

 
 

 
  
第

8条
第

2項
 
基

 
 運
営
委
員
会

 
確
認

 
得

 
 

各
課
（
室
）
⻑

 
 第

1項
 
保
安
教
育
実
施
計
画

 
基

 
  
保
安
教
育

 実
施

 
  

  
 
年
度
毎

 
実
施
結
果

 所
⻑

 
報
告

 
 

  
 

 
  
各
課
（
室
）
⻑

 
 所
⻑

 
 

 別
途
承
認

  
 
基
準

 
従

 
 各
項
目

 
全
部

 
 

 
一
部

 
 

 
 
十
分

 
知
識

 
 

 
技
能

 
有

  
 

  
認

 
 
者

 
 

 
 

 
 該
当

 
 教
育

 
 

 
 
省
略

 
 

  
 

 
き
る。

（
報
告
）

 

（
所
員
へ
の
保
安
教
育
）

 

（
請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
）

 

（
記
録
）
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保
安
規
定
に
定
め
る
炉
主
任
の
職
務
と
各
課
（
室
）
長
の
職
務
に
お
け
る
判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
（

1
/2
）
 

表
3
-2
-
1
 
保
安
規
定
第

1
0
条

 
表

1
0
-
1
で
定
め
ら
れ
る
職
務
（
炉
主
任
の
確
認
事
項
）
に
関
す
る
事
項
 

条
文

 
内
容
 

判
断
要
素
の
有
無

 
判
断
の
実
施
者

 
判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価

 

第
13
条

 
第

5
項
お
よ
び
第

7
条
に
定
め
る
体
制
の
構

築
 

有
（
力
量
が
確
保
で
き
て
い
る
こ
と
の

判
断
）
 

発
電
室
長
、

 
技
術
課
長
 

確
保
す
べ
き
力
量
に
関
し
て
は
、
予
め
定
め
ら
れ
た
基

準
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ
と
か
ら
、
判

断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
 

第
18
条
の

5 
第

4
項
に
定
め
る
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実

施
計
画
 

有
（
計
画
の
妥
当
性
に
関
す
る
判
断
）

 
安
全
・
防
災
室
長

 
策
定
す
る
べ
き
計
画
は
、
予
め
定
め
ら
れ
た
実
施
基
準

に
基
づ
き
、
そ
れ
を
満
足
す
る
よ
う
に
策
定
す
る
こ
と

か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
 

第
18
条
の

6 
第

1
項
に
定
め
る
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練

の
実
施
計
画
 

有
（
計
画
の
妥
当
性
に
関
す
る
判
断
）

 
安
全
・
防
災
室
長

 

第
24
条

 
制
御
棒
の
挿
入
限
界

 
有
（
挿
入
限
界
の
妥
当
性
の
判
断
）

 
原
子
燃
料
課
長

 
予
め
定
め
ら
れ
た
社
内
標
準
に
従
い
定
め
る
こ
と
か

ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
 

第
32
条

 
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
目
標
範
囲
お

よ
び
許
容
運
転
制
限
範
囲
 

有
（
目
標
値
等
の
妥
当
性
の
判
断
）

 
原
子
燃
料
課
長

 

第
36
条

 
1
次
冷
却
材
温
度
・
圧
力
の
制
限
範
囲
 

有
（
制
限
範
囲
の
妥
当
性
の
判
断
）

 
安
全
・
防
災
室
長

 

第
93
条

 
原
子
炉
の
再
起
動
 

有
（
事
故
収
束
に
関
す
る
判
断
）

 
当
直
課
長
 

事
故
収
束
の
判
断
は
、
プ
ラ
ン
ト
全
体
の
状
況
に
よ
り

行
う
た
め
、
判
断
の
相
反
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
当
直
課
長
は
兼
任
可
能
な
職
位
と
し
な
い

 

第
97
条

 
第

1
項
に
定
め
る
燃
料
装
荷
実
施
計
画
 

第
3
項
に
定
め
る
取
替
炉
心
の
安
全
性
評
価

の
結
果
 

有
（
実
施
計
画
、
安
全
性
評
価
の
妥
当

性
に
関
す
る
判
断
）

 

原
子
燃
料
課
長

 
予
め
定
め
ら
れ
た
社
内
標
準
に
従
い
定
め
る
こ
と
か

ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
 

第
1
05
条

 
第

5
項
に
定
め
る
一
時
的
な
管
理
区
域
の
設

定
・
解
除

 

第
7
項
に
定
め
る
管
理
区
域
の
設
定
・
解
除

 

有
（
管
理
区
域
の
設
定
等
に
関
す
る
妥

当
性
の
判
断
）

 

放
射
線
管
理
課
長

 
予
め
定
め
ら
れ
た
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い

 

第
1
31
条

 
所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画

 
有
（
計
画
の
妥
当
性
の
判
断
）

 
所
長
室
長
 

予
め
定
め
ら
れ
た
実
施
方
針
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い

 
第

1
32
条

 
請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画

 
有
（
計
画
の
妥
当
性
の
判
断
）

 
各
課
（
室
）
長
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保
安
規
定
に
定
め
る
炉
主
任
の
職
務
と
各
課
（
室
）
長
の
職
務
に
お
け
る
判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
（

2
/2
）
 

表
3
-2

-
2
 
保
安
規
定
第

1
0
条

 
表

1
0
-2
で
定
め
ら
れ
る
職
務
（
炉
主
任
へ
の
報
告
事
項
）
に
関
す
る
事
項

 

条
文
 

内
容
 

判
断
要
素
の
有
無

 
判
断
の
実
施
者
 

判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価
等
 

第
18
条

 
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
講
じ
た
措
置
の
結
果

 
無
（
結
果
の
報
告
）

 
－

 
（
各
課
（
室
）
長
）

 
判
断
要
素
は
無
し
。
 

第
18
条
の

2 
内
部
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
に
講
じ
た
措
置
の
結
果

 
無
（
結
果
の
報
告
）

 
－

 
（
各
課
（
室
）
長
）

 
判
断
要
素
は
無
し
。
 

第
18
条
の

2
の

2 
火
山
影
響
等
発
生
時
に
講
じ
た
措
置
の
結
果

 
無
（
結
果
の
報
告
）

 
－

 
（
各
課
（
室
）
長
）

 
判
断
要
素
は
無
し
。
 

第
18
条
の

3 
地
震
、
津
波
、
竜
巻
お
よ
び
火
山
（
降
灰
）
等
が
発

生
し
た
場
合
に
講
じ
た
措
置
の
結
果

 

無
（
結
果
の
報
告
）

 
－

 
（
各
課
（
室
）
長
）

 
判
断
要
素
は
無
し
。
 

第
18
条
の

5 
第

4
項
に
定
め
る
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
結
果

 
無
（
結
果
の
報
告
）

 
－

 
（
安
全
・
防
災
室
長
）

 
判
断
要
素
は
無
し
。
 

第
18
条
の

6 
第

1
項
に
定
め
る
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練
の
結
果

 
無
（
結
果
の
報
告
）

 
－

 
（
安
全
・
防
災
室
長
）

 
判
断
要
素
は
無
し
。
 

第
85
条

 
要
求
さ
れ
る
代
替
措
置
の
確
認

 
有
（
代
替
措
置
の
妥
当
性
に
関
す

る
判
断
）

 

各
課
（
室
）
長

 

（
設
備
所
管
者
）

 

代
替
措
置
の
妥
当
性
、

LC
O
の
逸
脱

等
に
関
す
る
判
断
な
ど
に
つ
い
て

は
、
運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す

る
者
、
特
定
の
設
備
を
所
管
す
る

（
設
備
に
対
す
る
責
任
と
権
限
を
有

す
る
）
職
位
に
つ
い
て
は
、
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。
 

第
88
条

 
第

11
項
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い

る
と
判
断
し
た
場
合

 

第
11
項
に
定
め
る
原
子
炉
熱
出
力
の
上
昇
ま
た
は

原
子
炉
起
動
状
態
へ
近
づ
く
モ
ー
ド
へ
の
移
行

 

有
（
L
C
O
の
逸
脱
等
に
関
す
る
判

断
）
 

・
各
課
（
室
）
長
（
品
質
保

証
室
長
等
を
除
く
）
 

・
当
直
課
長
 

第
89
条

 
第

2
項
に
定
め
る
必
要
な
安
全
措
置

 

第
11
項
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
外
か
ら
復
帰
し

て
い
る
と
判
断
し
た
場
合

 

有
（
安
全
措
置
の
妥
当
性
に
関
す

る
判
断
）

 

各
課
（
室
）
長
（
品
質
保
証

室
長
等
を
除
く
。
）
 

 

第
91
条

 
異
常
が
発
生
し
た
場
合
の
原
因
調
査
お
よ
び
対
応
措

置
 

有
（
原
因
や
対
応
措
置
に
関
す
る

判
断
）

 

当
直
課
長
、
発
電
室
長
 

第
92
条

 
異
常
の
収
束
 

有
（
異
常
収
束
に
関
す
る
判
断
）

 
当
直
課
長

 

第
1
34
条

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
（
第

8
8
条
関
連
）

 

有
（
L
C
O
の
逸
脱
等
の
判
断
）
 

各
課
（
室
）
長

 
予
め
定
め
ら
れ
た
異
常
事
象
に
関
す

る
判
断
や
基
準
等
に
基
づ
い
た
判
断

で
あ
り
、
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な

い
。

 

第
91
条
に
定
め
る
異
常
が
発
生
し
た
場
合

 
有
（
異
常
発
生
の
判
断
）
 

当
直
課
長
、
発
電
室
長
 

放
射
性
液
体
廃
棄
物
ま
た
は
放
射
性
気
体
廃
棄
物
に

つ
い
て
放
出
管
理
目
標
値
を
超
え
て
放
出
し
た
場
合

（
第

1
01
条
ま
た
は
第

10
2
条
関
連
）
 

有
（
目
標
値
の
超
過
に
関
す
る
判

断
）
 

各
課
（
室
）
長

 

外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
に
異
常
が
認
め
ら

れ
た
場
合
（
第

11
4
条
関
連
）

 

有
（
異
常
発
生
の
判
断
）
 

各
課
（
室
）
長

 

実
用
炉
規
則
第

13
4
条
第

2
号
か
ら
第

14
条
に
定

め
る
報
告
事
象
が
生
じ
た
場
合

 

有
（
事
象
発
生
に
関
す
る
判
断
）
 

各
課
（
室
）
長
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添
付
資
料
４

左
記
職
務
と
各
課
長
の
職
務
の
関
係

(
3
)

a
.

保
安
規
定
で
定
め
ら
れ
る
職
務
と
し
て
、
添
付
資
料

3
に
て
整
理
し
て
い
る

事
項
。

こ
れ
ら
は

Q
M
S
の
も
と
、
予
め
定
め
ら
れ
た
標
準
類
で
実
施
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

b
.

(
a
)
運
転
員
等
の
確
保

(
b
)
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備

(
c
)
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備

(
d
)

(
e
)

(
f
)

(
g
)

(
h
)

(
i
)

燃
料
装
荷
実
施
計
画
お
よ
び
取
替
炉
心
の
安
全
性
評
価
の
結
果
（
こ
こ
で
い
う
、
取
替
炉
心
の
安
全
性
評
価
の
結
果
と
は
、
燃
料
装
荷
実
施
計
画
を
定
め
る
前
に
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か

(
j
)

(
k
)

(
l
)

(
m
)

(
n
)

炉
主
任
の
権
限
等
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

c
.

(
a
)

ｱ
.
「
電
気
事
業
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
７
０
号
）
」
第
５
４
条
第
１
項
お
よ
び
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
第
４
３
条
の
３
の
１
５
第
１
項
に
規
定
す
る
定
期
検
査
の
期
間
で
あ

る
場
合
（
当
該
故
障
に
係
る
設
備
が
原
子
炉
の
運
転
停
止
中
に
お
い
て
、
機
能
お
よ
び
作
動
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。
）

ｲ
.
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
故
障
に
関
し
て
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
故
障
に
係
る
設
備
の
点
検
を
行
う
場
合

ｳ
.
運
転
上
の
制
限
に
従
い
出
力
変
化
が
必
要
と
な
っ
た
場
合

(
b
)

(
c
)

(
d
)

(
e
)

(
f
)

(
g
)

(
h
)

異
常
収
束
後
の
原
子
炉
の
再
起
動
（
発
電
所
外
で
電
気
事
故
が
発
生
し
、
そ
の
電
気
事
故
の
波
及
で
原
子
炉
が
ト
リ
ッ
プ
し
た
場
合
ま
た
は
波
及
防
止
の
措
置
と
し
て
原
子
炉
を
ト

リ
ッ
プ
さ
せ
た
場
合
、
山
火
事
、
台
風
、
津
波
等
の
影
響
に
よ
り
原
子
炉
を
ト
リ
ッ
プ
さ
せ
た
場
合
は
除
く
。
）

炉
主
任
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
所
長
の
承
認
に
先
立
ち
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
。

制
御
棒
の
挿
入
限
界

軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
目
標
範
囲
お
よ
び
許
容
運
転
制
限
範
囲

１
次
冷
却
材
温
度
・
圧
力
の
制
限
範
囲

使
用
済
み
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
の
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
条
件
（
照
射
終
了
後
の
所
定
期
間
）
（
高
浜
発
電
所
３
号

炉
お
よ
び
４
号
炉
の
み
）

炉
主
任
の
職
務

以
下
の
職
務
内
容
を
実
施
す
る
。

記
録
の
確
認

炉
主
任
は
、
「
保
安
規
定
」
に
定
め
る
「
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
職
務
等
」
に
定
め
る
記
録
の
内
容
を
確
認
す
る
。
そ
の
他
所
長
ま
た
は
各
課
（
室
）
長
が
炉
主
任
の
確
認
を
得
る
こ
と
が

必
要
と
判
断
し
た
記
録
お
よ
び
炉
主
任
自
ら
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
記
録
の
内
容
を
確
認
す
る
。

方
針
の
確
認

原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
施
設
に
よ
る
排
出
の
状
況
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
ま
た
は
液
体
状
の

放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
施
設
に
よ
る
排
出
の
状
況
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合

保
安
上
重
要
な
保
修
作
業
（
以
下
、
「
保
安
作
業
」
と
い
う
。
）
の
内
容

「
保
安
規
定
」
添
付
２
に
お
け
る
管
理
区
域
境
界
付
近
ま
た
は
管
理
区
域
設
定
・
解
除
予
定
エ
リ
ア
に
お
い
て
「
保
安
規
定
」
の
表
に
示
す
作
業
を
行
う
場
合
以
外
で
、
一
時
的
に

管
理
区
域
を
設
定
ま
た
は
解
除
す
る
場
合
（
緊
急
を
要
す
る
場
合
の
設
定
・
解
除
を
含
む
。
）
の
目
的
、
期
間
、
場
所
お
よ
び
法
令
に
定
め
る
管
理
区
域
に
係
る
条
件
を
満
足
で
き

る
こ
と

原
子
炉
施
設
の
運
転
お
よ
び
管
理
を
行
う
所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画

放
射
性
廃
棄
物
処
理
設
備
に
関
す
る
業
務
の
補
助
ま
た
は
燃
料
取
替
に
関
す
る
業
務
の
補
助
を
行
わ
せ
る
請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画

そ
の
他
所
長
ま
た
は
各
課
（
室
）
長
が
炉
主
任
の
確
認
を
得
る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
た
事
項
お
よ
び
炉
主
任
自
ら
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
事
項

報
告
内
容
等
の
確
認

炉
主
任
は
、
発
電
所
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
各
職
位
か
ら
報
告
（
「
実
用
炉
規
則
」
第
１
３
４
条
第
２
号
か
ら
第
１
４
号
に
定
め
る
報
告
を
含
む
）
を
受
け
た
場
合
、
そ
の

内
容
を
確
認
す
る
。

原
子
炉
の
運
転
中
に
お
い
て
、
原
子
炉
施
設
の
故
障
に
よ
り
、
原
子
炉
の
運
転
が
停
止
し
た
場
合
も
し
く
は
原
子
炉
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
ま
た
は
５

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
原
子
炉
の
出
力
変
化
が
生
じ
た
場
合
も
し
く
は
原
子
炉
の
出
力
変
化
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
故
障
の
状
況
に
つ
い
て
、
公
表
す
る
場
合
を
除
く
。

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
う
え
で
重
要
な
機
器
お
よ
び
構
築
物
（
以
下
、
「
安
全
上
重
要
な
機
器
等
」
と
い
う
。
）
の
点
検
を
行
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
安
全
上
重
要
な
機
器
等
が
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
１
７
条
も
し
く
は
第
１
８
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
ま
た
は
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合

火
災
に
よ
り
安
全
上
重
要
な
機
器
等
の
故
障
が
あ
っ
た
場
合
。
た
だ
し
、
当
該
故
障
が
消
火
ま
た
は
延
焼
の
防
止
の
措
置
に
よ
る
場
合
を
除
く
。

(
ａ
)
～
(
ｃ

)
項
の
ほ
か
、
原
子
炉
施
設
の
故
障
（
原
子
炉
の
運
転
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
、
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
た
場
合
、
ま
た
は
運
転
上
の
制

限
を
逸
脱
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
逸
脱
に
係
る
「
保
安
規
定
」
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
気
施
設
に
よ
っ
て
排
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
「
実
用
炉
規
則
」
第
９
０
条
第
４
号
の
濃

度
限
度
を
超
え
た
場
合

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
水
施
設
に
よ
っ
て
排
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
周
辺
監
視
区
域
の
外
側
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
「
実
用
炉
規
則
」
第
９
０

条
第
７
号
の
濃
度
限
度
を
超
え
た
場
合

核
燃
料
物
質
ま
た
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
、
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
が
管
理
区
域
外
で
漏
え
い
し
た
場
合

社
内
標
準
（
安
全
管
理
業
務
要
綱
）
に
定
め
る
具
体
的
な
炉
主
任
の
職
務
と
各
課
長
の
職
務
の
関
係
に
つ
い
て

炉
主
任
の
職
務

プ
ラ
ン
ト
の
運
転
状
態
や
設
備
の
不
具
合
な
ど
に
関
す
る
報
告
の
条
件
を

示
し
た
も
の
で
あ
り
、
職
務
と
し
て
運
転
に
携
わ
る
職
位
ま
た
は
設
備
を

所
管
す
る
職
位
が
判
断
す
る
事
項
で
あ
る
。

左
記
内
容
に
つ
い
て
は
、
職
務
と
し
て
運
転
に
携
わ
る
職
位
ま
た
は
設
備

を
所
管
す
る
職
位
が
実
施
す
る
事
項
で
あ
る
。
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左
記
職
務
と
各
課
長
の
職
務
の
関
係

(
i
)

ｱ
.
漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備
の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外
に
拡
大
し
な
か
っ
た
場
合

ｲ
.
気
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
え
い
し
た
場
所
に
係
る
換
気
設
備
の
機
能
が
適
性
に
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合

ｳ
.
漏
え
い
し
た
核
燃
料
物
質
等
の
放
射
能
量
が
微
量
の
場
合
そ
の
他
漏
え
い
の
程
度
が
軽
微
な
場
合

(
j
)

(
k
)

(
l
)

(
m
)

(
n
)

(
o
)

(
p
)

(
q
)

(
r
)

(
s
)

(
t
)

(
u
)

(
v
)

(
w
)

(
x
)

(
y
)

(
z
)

(
a
a
)

(
a
b
)

(
a
c
)

(
a
d
)

(
a
e
)

(
a
f
)

(
a
g
)

(
a
h
)

d
.

(
a
)

(
b
)

(
c
)

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合

原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
場
合
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
漏
え

い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
場
合
ま
た
は
漏
え
い
し
た
も
の
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
を
除
く
。

原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
管
理
区
域
内
に
立
ち
入
る
者
に
つ
い
て
被
ば
く
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
被
ば
く
に
係
る
実
効
線
量

が
放
射
線
業
務
従
事
者
に
あ
っ
て
は
５
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
０
．
５
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
、
ま
た
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

放
射
線
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
、
「
実
用
炉
規
則
」
第
７
９
条
第
１
項
第
１
号
の
線
量
限
度
を
超
え
、
ま
た
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
ば
く
が
あ
っ
た
場
合

挿
入
も
し
く
は
引
抜
き
の
操
作
を
現
に
行
っ
て
い
な
い
制
御
棒
が
当
初
の
管
理
位
置

(
保
安
規
定
に
基
づ
い
て
原
子
炉
設
置
者
が
定
め
た
制
御
棒
の
操
作
に
係
る
文
書
に
お
い
て
、
制

御
棒
を
管
理
す
る
た
め
に
一
定
の
間
隔
に
基
づ
い
て
設
定
し
、
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
制
御
棒
の
位
置
を
い
う
。
以
下
、
同
じ
。

)
か
ら
他
の
管
理
位
置
に
移
動
し
、
も
し
く

は
当
該
他
の
管
理
位
置
を
通
過
し
て
動
作
し
た
と
き
ま
た
は
全
挿
入
位
置
（
管
理
位
置
の
う
ち
制
御
棒
が
最
大
限
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
管
理
位
置
を
い
う
。
以
下
、
同

じ
。
）
に
あ
る
制
御
棒
で
あ
っ
て
挿
入
も
し
く
は
引
抜
け
の
操
作
を
現
に
行
っ
て
い
な
い
も
の
が
全
挿
入
位
置
を
越
え
て
更
に
挿
入
さ
れ
る
方
向
に
動
作
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
燃

料
が
炉
心
に
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
と
き
を
除
く
。

(
ａ
)
～
(
ｌ

)
項
の
ほ
か
、
原
子
炉
施
設
に
関
し
人
の
障
害
（
放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
入
院
治
療
を
必
要
と
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
ま
た
は
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合

最
寄
り
の
気
象
庁
震
度
観
測
点
に
お
い
て
震
度
５
弱
以
上
の
地
震
が
観
測
さ
れ
た
場
合
に
講
じ
た
措
置
の
結
果

原
子
炉
施
設
に
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
講
じ
た
措
置
の
結
果

山
火
事
、
台
風
、
津
波
等
の
影
響
に
よ
り
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合

原
子
炉
施
設
に
内
部
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
に
講
じ
た
措
置
（
原
子
炉
施
設
の
損
傷
の
有
無
の
確
認
結
果
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と

判
断
し
た
場
合
。
）

原
子
炉
施
設
に
津
波
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
（
発
電
所
を
含
む
地
域
に
大
津
波
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
の
原
子
炉
施
設
の
損
傷
の
有
無
の
確
認
結
果
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
保

安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
。
）

原
子
炉
施
設
に
竜
巻
が
発
生
し
た
場
合
に
講
じ
た
措
置
（
原
子
炉
施
設
の
損
傷
の
有
無
の
確
認
結
果
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
判
断

し
た
場
合
。
）

原
子
炉
施
設
へ
の
火
山
影
響
等
お
よ
び
降
雪
（
降
灰
と
同
時
発
生
）
発
生
時
に
講
じ
た
措
置
（
降
下
火
砕
物
に
よ
り
防
護
す
べ
き
施
設
の
結
果
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
。
）

炉
主
任
は
、
保
安
の
監
督
に
関
し
て
指
示
を
行
う
場
合
に
は
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
様
式
１
の
指
示
書
を
用
い
る
。
指
示
書
に
は
、
指
示
事
項

(
件
名
お
よ

び
指
示
内
容

)
お
よ
び
指
示
対
象
者
を
記
入
し
、
指
示
対
象
者
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
所
長
に
通
知
す
る
。
ま
た
、
そ
の
指
示
内
容
に
つ
い
て
原
子
力
事
業
本
部
長
へ
報
告
す
る
。

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
後
で
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
後
で
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
原
子
炉
熱
出
力
の
上
昇
ま
た
は
原
子
炉
起
動
状
態
へ
近
づ
く
モ
ー

ド
へ
の
移
行
を
行
う
場
合

予
防
保
全
を
目
的
と
し
た
点
検
・
保
修
を
実
施
す
る
た
め
、
計
画
的
に
運
転
上
の
制
限
外
に
移
行
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
に
要
求
さ
れ
る
措
置
を
要
求
さ
れ
る
完
了
時
間
の
範
囲
を
超
え
て
実
施
す
る
場
合
に
定
め
る
安
全
措
置

(
a
a
)
項
の
点
検
・
保
修
を
実
施
後
、
運
転
上
の
制
限
外
か
ら
復
帰
し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合

放
射
性
液
体
廃
棄
物
ま
た
は
放
射
性
気
体
廃
棄
物
に
つ
い
て
放
出
管
理
目
標
値
を
超
え
て
放
出
し
た
場
合

外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
等
に
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合

非
常
事
態
に
発
展
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合

原
子
炉
の
自
動
ト
リ
ッ
プ
信
号
が
発
信
し
た
場
合
、
原
子
炉
が
自
動
ト
リ
ッ
プ
す
べ
き
事
態
が
発
生
し
た
と
判
断
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
ト
リ
ッ
プ
信
号
が
発
信
し
な
い

場
合
、
原
子
炉
を
手
動
ト
リ
ッ
プ
し
た
場
合
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
い
て
燃
料
集
合
体
の
落
下
が
発
生
し
た
場
合
（
高
浜
発
電
所
の
み
）
の
原
因
調
査
お
よ
び
対
応
措
置

の
内
容
（
た
だ
し
、
発
電
所
外
で
電
気
事
故
が
発
生
し
、
そ
の
電
気
事
故
の
波
及
で
原
子
炉
が
ト
リ
ッ
プ
し
た
場
合
ま
た
は
波
及
防
止
の
措
置
と
し
て
原
子
炉
を
ト
リ
ッ
プ
さ
せ
た

場
合
、
山
火
事
、
台
風
、
津
波
等
の
影
響
に
よ
り
原
子
炉
を
ト
リ
ッ
プ
さ
せ
た
場
合
お
よ
び
予
定
さ
れ
た
検
査
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

(
a
f
)
項
の
異
常
ま
た
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
い
て
燃
料
集
合
体
の
落
下
の
事
態
が
収
束
し
た
と
判
断
さ
れ
る
場
合

保
安
作
業
の
実
施
結
果

保
安
の
た
め
の
指
示

炉
主
任
の
職
務

プ
ラ
ン
ト
の
運
転
状
態
や
設
備
の
不
具
合
な
ど
に
関
す
る
報
告
の
条
件
を

示
し
た
も
の
で
あ
り
、
職
務
と
し
て
運
転
に
携
わ
る
職
位
ま
た
は
設
備
を

所
管
す
る
職
位
が
判
断
す
る
事
項
で
あ
る
。

炉
主
任
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
に
対
す
る
、
保
安
の
た
め
の
指
示
や
報
告

義
務
等
を
明
確
化
し
た
も
の

重
大
事
故
等
発
生
時
の
対
応
の
た
め
の
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
結
果

大
規
模
損
壊
発
生
時
の
対
応
の
た
め
の
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練
の
結
果

 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
お
け
る
要
求
さ
れ
る
代
替
措
置

炉
主
任
は
、
前
項
の
指
示
を
す
る
に
あ
た
り
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
指
示
対
象
者
に
口
頭
で
指
示
す
る
。
た
だ
し
、
口
頭
指
示
後
、
指
示
書
に
指
示
事
項
お
よ
び
指
示
対
象
者

を
記
入
し
、
所
長
に
通
知
す
る
。
ま
た
、
そ
の
指
示
内
容
に
つ
い
て
原
子
力
事
業
本
部
長
へ
報
告
す
る
。

炉
主
任
は
、
指
示
対
象
者
か
ら
指
示
事
項
に
対
す
る
対
応
結
果
を
指
示
書
に
よ
り
回
答
さ
せ
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
、
所
長
に
通
知
す
る
。
ま
た
、
そ
の
回
答
内
容
に
つ
い
て
原
子

力
事
業
本
部
長
へ
報
告
す
る
。
た
だ
し
、

(
ａ

)
～

(
ｃ

)
に
か
か
り
、
炉
主
任
が
軽
微
と
判
断
す
る
場
合
は
、
指
示
書
の
作
成
お
よ
び
原
子
力
事
業
本
部
長
へ
の
報
告
は
必
要
な
い
。
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左
記
職
務
と
各
課
長
の
職
務
の
関
係

e
.

(
a
)

ｱ
.
前
項
に
定
め
る
保
安
の
た
め
の
指
示
を
行
う
場
合

ｲ
.
保
安
規
定
の
報
告
に
定
め
る
第

1
 
項
（
１
）
か
ら
（
５
）
の
報
告
を
受
け
た
場
合

(
b
)

f
.

g
.

(
a
)

(
b
)

h
.

(
a
)

ｱ
.
使
用
前
検
査
の
う
ち
、
原
則
と
し
て
「
実
用
炉
規
則
」
第
１
６
条
お
よ
び
「
原
子
力
発
電
工
作
物
の
保
安
に
関
す
る
命
令
」
の
第
１
７
条
表
の
第
四
号
お
よ
び
第
五
号
関
係
の

検
査

ｲ
.
原
子
力
規
制
委
員
会
お
よ
び
経
済
産
業
省
が
立
会
う
定
期
検
査
（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
性
能
検
査
除
く
。
）

(
b
)

定
期
事
業
者
検
査
の
う
ち
、
炉
主
任
が
所
管
で
あ
り
、
技
術
課
長
が
検
査

責
任
者
の
も
の
が
あ
る

i
.

日
常
の
運
転
状
況
の
報
告
な
ど
に
関
す
る
業
務
を
明
確
化
し
た
も
の

j
.

k
.

(
a
)

(
b
)

l
.
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
炉
主
任
の
職
務
等

(
a
)

(
b
)

(
c
)

(
d
)

(
e
)

(
4
)

(
5
)

a
.

(
a
)

(
b
)

b
.

炉
主
任
は
、
定
期
事
業
者
検
査
の
う
ち
、
別
に
定
め
る
炉
主
任
所
管
の
検
査
に
つ
い
て
検
査
記
録
等
に
よ
り
内
容
の
確
認
を
行
う
。

炉
主
任
の
職
務

炉
主
任
の
権
限
等
を
明
確
に
し
た
も
の

所
管
官
庁
が
実
施
す
る
検
査
の
立
会
い
に
関
し
て
明
確
化
し
た
も
の

各
種
会
議
体
へ
の
参
加
や
開
催
を
要
求
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の

炉
主
任
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
に
対
す
る
、
事
業
本
部
長
へ
の
報
告
の
義

務
等
を
定
め
た
も
の

炉
主
任
は
、
保
安
検
査
官
へ
日
常
の
運
転
状
況
の
報
告
や
指
摘
、
質
問
事
項
に
対
す
る
回
答
等
を
行
う
。
な
お
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
従
事
す
る
者
に
報
告
、
回
答
等
を
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

そ
の
他
保
安
監
督
の
観
点
か
ら
炉
主
任
が
必
要
と
判
断
す
る
事
項

炉
主
任
が
、
そ
の
他
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
し
保
安
の
監
督
の
た
め
に
必
要
と
判
断
す
る
炉
主
任
の
職
務
に
関
す
る
事
項
を
実
施
す
る
。

発
電
所
の
各
号
炉
共
用
設
備
の
監
督
等
で
必
要
な
場
合
は
、
炉
主
任
間
で
そ
の
分
担
を
明
確
に
す
る
。

炉
主
任
は
、
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会
へ
の
参
加
等
に
よ
り
、
電
気
主
任
技
術
者
お
よ
び
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
と
相
互
の
職
務
に
つ
い
て
情
報
共
有
を
行
い
、
意
思
疎

通
を
図
る
。

炉
主
任
の
職
務
遂
行
能
力
の
維
持
向
上
の
た
め
の
取
り
組
み

保
安
検
査
官
へ
の
日
常
報
告
等

保
安
の
た
め
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
原
子
力
事
業
本
部
長
へ
の
報
告

保
安
の
た
め
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
原
子
力
事
業
本
部
長
に
報
告
を
行
う
。

(
ａ
)
ｱ
.
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
指
示
書
（
様
式
１
）
を
用
い
て
原
子
力
事
業
本
部
長
に
報
告
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
口
頭
で
報
告
し
、
そ
の
後
に
指
示
書
（
様

式
１
）
を
用
い
て
報
告
す
る
。

原
子
力
発
電
安
全
委
員
会
、
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
関
す
る
発
電
所
内
の
会
議
へ
の
参
加

炉
主
任
は
、
原
則
、
原
子
力
発
電
安
全
委
員
会
お
よ
び
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会
に
お
け
る
審
議
に
参
加
す
る
。
原
子
力
発
電
安
全
委
員
会
ま
た
は
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委

員
会
に
出
席
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
審
議
結
果
の
確
認
を
行
い
、
そ
の
結
果
必
要
な
場
合
に
は
関
係
す
る
職
位
に
必
要
な
指
示
を
行
う
。
ま
た
、
炉
主
任
の
代
行
者
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
委
員
会
で
の
審
議
状
況
の
把
握
を
目
的
と
し
た
参
加
ま
た
は
資
料
確
認
に
よ
り
審
議
状
況
の
把
握
を
行
う
。

炉
主
任
は
、
原
子
力
発
電
安
全
委
員
会
お
よ
び
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会
の
議
題
を
提
案
し
、
委
員
会
の
開
催
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

検
査
の
立
会

炉
主
任
は
、
所
管
官
庁
が
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
検
査
の
う
ち
、
次
の
検
査
に
立
会
う
。
た
だ
し
、
自
ら
指
名
す
る
者
を
代
わ
り
に
立
会
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

炉
主
任
は
、
そ
の
職
務
遂
行
を
的
確
か
つ
迅
速
に
遂
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
職
務
遂
行
能
力
の
維
持
・
向
上
の
た
め
、
原
則
、

S
A
 
成
立
性
訓
練
や
防
災
訓
練
に
参
加
す
る
。
こ

れ
ら
の
訓
練
に
参
加
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
訓
練
結
果
の
確
認
を
行
い
、
職
務
遂
行
能
力
の
維
持
・
向
上
を
行
う
。

ま
た
、
自
ら
の
発
電
所
に
お
い
て
、
原
子
力
事
業
本
部
と
の
通
報
訓
練
が
実
施
さ
れ
る
場
合
に
も
参
加
を
行
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
訓
練
へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
代
行
者
に
お
い
て
も
、

炉
主
任
と
し
て
の
職
務
遂
行
時
に
備
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
原
則
、
参
加
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
訓
練
に
参
加
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
訓
練
結
果
の
確
認
を
行
い
、
職
務
遂
行
時
に
備
え

る
。

炉
主
任
は
、
原
子
力
防
災
組
織
に
お
い
て
、
独
立
性
が
確
保
で
き
る
組
織
に
配
置
し
、
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
し
保
安
監
督
を
誠
実
、
か
つ
最
優
先

に
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

炉
主
任
は
、
保
安
上
必
要
な
場
合
は
、
運
転
に
従
事
す
る
者
（
所
長
を
含
む
。
）
へ
指
示
を
行
い
、
発
電
所
対
策
本
部
の
本
部
長
は
、
そ
の
指
示
を
踏
ま
え
方
針
を
決
定
す
る
。

炉
主
任
は
、
休
日
、
時
間
外
（
夜
間
）
に
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
か
ら
の
情
報
連
絡
（
プ
ラ
ン
ト
の
状
況
、
対
策
の
状
況
）
を
受
け
、
保
安
上
必

要
な
場
合
は
指
示
を
行
う
。

炉
主
任
は
、
非
常
召
集
可
能
圏
内
（
美
浜
町
等
圏
内
）
に
原
子
炉
毎
に
各
１
名
配
置
す
る
。

炉
主
任
が
、
技
術
課
長
の
職
位
を
兼
任
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
技
術
課
長
と
し
て
の
職
位
の
う
ち
の
職
務
と
し
て
、
通
報
連
絡
責
任
者
と
し
て
の
役
割
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

役
割
に
つ
い
て
は
、
予
め
課
（
室
）
長
級
以
上
の
別
の
職
位
を
任
命
す
る
。

炉
主
任
が
、
他
の
職
位
を
兼
任
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
防
災
体
制
時
の
役
割
（
各
班
長
）
に
つ
い
て
、
予
め
課
（
室
）
長
級
以
上
の
別
の
職
位
を
任
命
す
る
。

炉
主
任
と
し
て
の
判
断
の
相
反
性
の
排
除
の
た
め
の
措
置

炉
主
任
が
他
の
職
位
を
兼
任
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
兼
任
す
る
職
位
の
職
務
の
う
ち
、
担
当
す
る
号
炉
に
関
す
る
職
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
位
職
が
遂
行
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
い

う
上
位
職
と
は
、
「
美
浜
発
電
所
職
責
権
限
再
配
分
所
達
」
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
、
よ
り
決
裁
権
限
の
高
い
職
位
を
い
う
。
具
体
的
に
は
、
技
術
課
長
ま
た
は
保
全
計
画
課
長
に
つ
い
て

は
、
運
営
統
括
長
以
上
の
職
位
で
あ
り
、
品
質
保
証
室
長
ま
た
は
安
全
・
防
災
室
長
に
つ
い
て
は
、
副
所
長
（
技
術
）
以
上
の
職
位
を
い
う
。
な
お
、
品
質
保
証
室
課
長
ま
た
は
安
全
・
防

災
室
課
長
の
上
位
職
は
、
各
々
、
品
質
保
証
室
長
ま
た
は
安
全
・
防
災
室
長
以
上
の
職
位
を
い
う
。

炉
主
任
は
、
重
大
事
故
等
対
策
に
係
る
手
順
書
の
整
備
に
当
た
っ
て
、
保
安
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
。

炉
主
任
が
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
の
措
置
（
「
安
全
管
理
通
達
」
第
２
章
３
項

(
h
)
を
除
く
）

炉
主
任
が
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
に
は
代
行
者
と
交
代
す
る
。
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
と
は
、
発
電
所
と
の
連
絡
を
取
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
ま
た
は
１
日
以
内
に
発
電
所
に
戻
る
こ

と
が

困
難
な
場
合
等
、
事
前
に
炉
主
任
が
必
要
な
指
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
本
項
（
３
）
炉
主
任
の
職
務
の
遂
行
が
出
来
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
炉
主
任
が
必
要
と
認
め
た
場
合

を
い
う
。

炉
主
任
が
非
常
召
集
可
能
圏
外
に
離
れ
る
場
合
は
、
そ
の
職
務
が
遂
行
で
き
な
い
も
の
と
し
、
代
行
者
と
交
代
を
行
い
、
そ
の
際
の
引
継
内
容
を
記
録
と
し
て
保
管
す
る
。
ま
た
、
そ
の
引
継
内

容
（
例
）
を
添
付
１

 
に
示
す
。

炉
主
任
が
他
の
職
位
を
兼
任
す
る
場
合
の
措
置
（
美
浜
発
電
所
は
適
用
外
）
炉
主
任
が
他
の
職
位
（
品
質
保
証
室
長
、
品
質
保
証
室
課
長
、
安
全
・
防
災
室
長
、
安
全
・
防
災
室
課
長
、
技
術
課

長
ま
た
は
保
全
計
画
課
長
）
を
兼
任
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
炉
主
任
と
し
て
の
職
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
（
炉
主
任
と
し
て
の
職
務
を
最
優
先
に
行
う
）
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
兼
任
す
る
職

位
の
職
務
と
炉
主
任
と
し
て
の
判
断
の
相
反
性
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
以
下
の
措
置
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
炉
主
任
の
代
行
者
が
炉
主
任
の
職
務
を
遂
行
す
る
場
合
も
同
様
と
す

る
。

炉
主
任
と
し
て
の
職
務
遂
行
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
た
め
の
措
置

プ
ラ
ン
ト
の
異
常
時
に
、
炉
主
任
と
し
て
の
職
務
遂
行
を
的
確
か
つ
迅
速
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
以
下
の
措
置
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
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（注） ・主任技術者のＲ，ＢＴ，Ｅは、それぞれ原子炉主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者を示す。 

定期事業者検査一覧表 

【施設定期検査項目】 
要領書番号 

検 査 名       実施頻度 
立会 
程度 

独立性分類 
検 査 所 管      
課（室）長 

主 任    
技術者 

○:号機 
◎:保全ｻｲｸﾙ 

1 2 3 4 5 

M○-◎-101 クラス１機器供用期間中検査 保全指針による 全数  ○    原子炉保修課長 BT 

M○-◎-102 燃料集合体外観検査 保全指針による 全数  ○    原子燃料課長 R 

M○-◎-103 燃料集合体炉内配置検査 保全指針による 全数  ○    原子燃料課長 R 

M○-◎-104 原子炉停止余裕検査 保全指針による 全数  ○    原子燃料課長 R 

M○-◎-105 クラス２機器供用期間中検査 保全指針による 全数  ○    原子炉保修課長 BT 

M○-◎-106 蒸気発生器伝熱管体積検査 保全指針による 全数  ○    原子炉保修課長 BT 

M○-◎-108 加圧器安全弁機能検査 保全指針による 全数     ○ 原子炉保修課長 R 

M○-◎-109 加圧器安全弁漏えい検査 保全指針による 全数    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-110 加圧器安全弁分解検査 保全指針による 全数    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-111 加圧器逃がし弁機能検査 保全指針による 全数     ○ 計装保修課長 R 

M○-◎-112 加圧器逃がし弁漏えい検査 保全指針による 全数    ○  計装保修課長 BT 

M○-◎-113 加圧器逃がし弁分解検査 保全指針による 全数    ○  計装保修課長 BT 

M○-◎-114 加圧器逃がし弁元弁機能検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 BT 

M○-◎-115 原子炉補機冷却系機能検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 BT 

M○-◎-116 非常用炉心冷却系機能検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R 

M○-◎-117 
非常用炉心冷却系ポンプ分解
検査 

保全指針による 全数    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-118 
非常用炉心冷却系主要弁分解
検査 

保全指針による 全数    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-119 欠 番 

M○-◎-120 欠 番 

M○-◎-121 欠 番 

M○-◎-122 欠 番 

M○-◎-123 補助給水系機能検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R 

M○-◎-124 補助給水系ポンプ分解検査 保全指針による 全数    ○  タービン保修課長 BT 

M○-◎-125 主蒸気安全弁機能検査 保全指針による 全数     ○ タービン保修課長 R 

M○-◎-126 主蒸気安全弁漏えい検査 保全指針による 全数    ○  タービン保修課長 BT 

M○-◎-127 主蒸気逃がし弁機能検査 保全指針による 全数     ○ 計装保修課長 BT 

M○-◎-128 主蒸気逃がし弁漏えい検査 保全指針による 全数    ○  計装保修課長 BT 

M○-◎-129 主蒸気隔離弁機能検査 業務決定文書による 全数     ○ 電気保修課長 BT 

M○-◎-130 制御棒駆動系機能検査 業務決定文書による 全数     ○ 電気保修課長 R 

M○-◎-131 ほう酸ポンプ分解検査 保全指針による 全数    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-132 制御用空気圧縮系機能検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 BT 

M○-◎-133 安全保護系機能検査 業務決定文書による 全数     ○ 
電気保修課長 
計装保修課長 

R 

M○-◎-134 安全保護系設定値確認検査 保全指針による 全数     ○ 
電気保修課長 
計装保修課長 

R 
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添付資料５ 

（注） ・主任技術者のＲ，ＢＴ，Ｅは、それぞれ原子炉主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者を示す。 

要領書番号 
検 査 名       実施頻度 

立会 
程度 

独立性分類 
検 査 所 管      
課（室）長 

主 任    
技術者 

○:号機 
◎:保全ｻｲｸﾙ 

1 2 3 4 5 

M○-◎-135 
プラント状態監視設備機能検
査 

業務決定文書による 
全数 

○     放射線管理課長 
R 

保全指針による     ○ 計装保修課長 

M○-◎-136 燃料取扱装置機能検査 保全指針による 全数     ○ 原子炉保修課長 BT 

M○-◎-137 欠 番 

M○-◎-138 
アニュラス循環排気系機能検
査 

業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R 

M○-◎-139 
アニュラス循環排気系フィル
ター性能検査 

保全指針による 全数  ○    原子炉保修課長 R 

M○-◎-140 
中央制御室非常用循環系機能
検査 

業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R 

M○-◎-141 
中央制御室非常用循環系フィ
ルター性能検査 

保全指針による 全数  ○    原子炉保修課長 R 

M○-◎-142 気体廃棄物処理系機能検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R 

M○-◎-143 
原子炉格納容器全体漏えい率
検査 

保全指針による 全数     ○ 原子炉保修課長 R 

M○-◎-144 
原子炉格納容器局部漏えい率
検査 

保全指針による 全数     ○ 原子炉保修課長 R 

M○-◎-145 
原子炉格納容器隔離弁機能検
査 

業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 BT 

M○-◎-146 
原子炉格納容器隔離弁分解検
査 

保全指針による 全数    ○  
計装保修課長 
原子炉保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-147 
原子炉格納容器真空逃がし弁
機能検査 

保全指針による 全数     ○ 原子炉保修課長 BT 

M○-◎-148 
原子炉格納容器安全系機能検
査 

業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R 

M○-◎-149 
原子炉格納容器安全系ポンプ
分解検査 

保全指針による 全数    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-150 
原子炉格納容器安全系主要弁
分解検査 

保全指針による 全数    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-151 
原子炉格納容器水素再結合装
置機能検査 

保全指針による 全数     〇 
電気保修課長 
原子炉保修課長 

R･BT･E 

M○-◎-153 
-1/2 

非常用予備発電装置機能検査
（ディーゼル発電機の作動検
査） 

業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R･E 

M○-◎-153 
-2/2 

非常用予備発電装置機能検査
（ディーゼル発電機定格容量
検査） 

業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R･E 

M○-◎-154 
非常用ディーゼル発電機分解
検査 

保全指針による 全数    ○  タービン保修課長 BT 

M○-◎-155 総合負荷性能検査 業務決定文書による 全数 ○  ○   技 術 課 長 R･BT･E 

M○-◎-156 蒸気タービン開放検査 
保全指針、配管経年
変化点検管理表によ
る 

全数/ 
抜取 

○     タービン保修課長 BT 

M○-◎-157 蒸気タービン性能検査 保全指針による 抜取 ○     タービン保修課長 BT 

M○-◎-158 ほう酸ポンプ機能検査 保全指針による 全数     ○ 原子炉保修課長 R 

M○-◎-159 
重大事故等クラス１機器供用
期間中検査 

対象設備なし 

M○-◎-160 
重大事故等クラス２機器供用
期間中検査 

保全指針による 全数  ○    
原子炉保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-161 
使用済燃料貯蔵槽冷却浄化系
機能検査 

保全指針による 全数   ○   発 電 室 長 R 

M○-◎-162 
その他原子炉注水系ポンプ分
解検査 

保全指針による 全数    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-163 
その他原子炉注水系主要弁分
解検査 

保全指針による 全数    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-164 その他原子炉注水系機能検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R 

M○-◎-165 
最終ヒートシンク熱輸送設備
作動検査 

保全指針による 全数     ○ 計装保修課長 BT 
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添付資料５ 

（注） ・主任技術者のＲ，ＢＴ，Ｅは、それぞれ原子炉主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者を示す。 

要領書番号 
検 査 名       実施頻度 

立会 
程度 

独立性分類 
検 査 所 管      
課（室）長 

主 任    
技術者 

○:号機 
◎:保全ｻｲｸﾙ 

1 2 3 4 5 

M○-◎-166 
重大事故時安全停止回路機能
検査 

保全指針による 全数     ○ 計装保修課長 R 

M○-◎-167 プロセスモニタ機能検査 対象設備なし 

M○-◎-168 エリアモニタ機能検査 保全指針による 全数     ○ 計装保修課長 R 

M○-◎-169 
緊急時制御室非常用循環系機
能検査 

対象設備なし 

M○-◎-170 
緊急時対策所非常用循環系機
能検査 

対象設備なし 

M○-◎-171 
緊急時制御室非常用循環系フ
ィルター性能検査 

対象設備なし 

M○-◎-172 
緊急時対策所非常用循環系フ
ィルター性能検査 

対象設備なし 

M○-◎-173 中央制御室の居住性確認検査 保全指針による 全数   ○   原子炉保修課長 R 

M○-◎-174 
緊急時制御室の居住性確認検
査 

対象設備なし 

M○-◎-175 
緊急時対策所の居住性確認検
査 

保全指針による 全数   ○   原子炉保修課長 R 

M○-◎-176 圧力逃がし系作動検査 対象設備なし 

M○-◎-177 
圧力逃がし系のフィルター性
能検査 

対象設備なし 

M○-◎-178 
可燃性ガス濃度制御系主要弁
分解検査 

保全指針による 全数    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-179 
その他非常用発電装置の分解
検査 

保全指針による 全数    ○  タービン保修課長 BT 

M○-◎-180 
その他非常用発電装置の機能
検査 

保全指針による 全数     ○ 電気保修課長 R･E 

M○-◎-181 直流電源系機能検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R･E 

M○-◎-182 直流電源系作動検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R･E 

M○-◎-244 
(1) 

供用期間中特別検査のうちク
ラス２管（原子炉格納容器
内）特別検査 

保全指針による 全数  ○    原子炉保修課長 BT 

M○-◎-244 
(2) 

供用期間中特別検査のうちク
ラス１機器 Ni基合金使用部位
特別検査 

保全指針による 全数  ○    原子炉保修課長 BT 

M○-◎-244 
(3) 

欠 番 

M○-◎-244 
(4) 

供用期間中特別検査のうち蒸
気発生器管台溶接部の健全性
確認検査 

保全指針による 全数  ○    原子炉保修課長 BT 
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（注） ・主任技術者のＲ，ＢＴ，Ｅは、それぞれ原子炉主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者を示す。 

【その他項目】 
要領書番号 

検 査 名       実施頻度 
立会 
程度 

独立性分類 
検 査 所 管      
課（室）長 

主 任    
技術者 

○:号機 
◎:保全ｻｲｸﾙ 

1 2 3 4 5 

M○-◎-202 欠 番 

M○-◎-203 欠 番 

M○-◎-204 欠 番 

M○-◎-205 欠 番 

M○-◎-206 欠 番 

M○-◎-207 タービンバイパス弁機能検査 保全指針による 抜取 ○     計装保修課長 BT 

M○-◎-208 野外モニタ機能検査 保全指針による 抜取 ○     放射線管理課長 R 

M○-◎-209 欠 番 

M○-◎-210 液体廃棄物処理系機能検査 業務決定文書による 抜取 ○     発 電 室 長 R 

M○-◎-211 欠 番 

M○-◎-212 
固体廃棄物処理系焼却炉機能
検査 

業務決定文書による 抜取 ○     発 電 室 長 R 

M○-◎-213 欠 番 

M○-◎-214 
流体状の放射性廃棄物の漏え
いの検出装置及び警報装置機
能検査 

保全指針による 抜取 ○     原子炉保修課長 R 

M○-◎-215 欠 番 

M○-◎-216 欠 番 

M○-◎-217 計測制御系機能検査 保全指針による 抜取 ○   ○  電気保修課長 R 

M○-◎-218 計測制御系監視機能検査 保全指針による 
全数/ 
抜取 

○    ○ 
電気保修課長 
計装保修課長 
原子炉保修課長 

R 

M○-◎-219 
原子炉の停止制御回路健全性
確認検査 

業務決定文書による 全数     ○ 
電気保修課長 
計装保修課長 

E 

M○-◎-220 燃料取扱設備検査 保全指針による 抜取 ○     原子炉保修課長 BT 

M○-◎-221 欠 番 

M○-◎-222 放射線監視装置機能検査 
保全指針による 

抜取 ○     計装保修課長 R 
業務決定文書による 

M○-◎-223 １次系換気空調設備検査 保全指針による 
全数/ 
抜取 

○ ○   ○ 原子炉保修課長 R※,BT 

M○-◎-224 

格納容器サンプ水位上昇率測
定装置及び格納容器内凝縮液
量測定装置漏えい検出器機能
検査 

保全指針による 抜取 ○     計装保修課長 R 

M○-◎-225 
原子炉格納容器供用期間中検
査 

保全指針による 抜取  ○    原子炉保修課長 BT 

M○-◎-226 炉物理検査 保全指針による 全数  ○    原子燃料課長 R 

M○-◎-227 欠 番 

M○-◎-228 欠 番 

M○-◎-229 １次系ポンプ機能検査 保全指針による 
全数/ 
抜取 

○   ○ ○ 原子炉保修課長 BT 

M○-◎-230 １次系弁検査 保全指針による 
全数/ 
抜取 

○   ○ ○ 
電気保修課長 
計装保修課長 
原子炉保修課長 

BT 

M○-◎-231 １次系安全弁検査 保全指針による 
全数/ 
抜取 

○    ○ 
原子炉保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-232 １次系逆止弁検査 保全指針による 
全数/ 
抜取 

○     
原子炉保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-233 １次系真空破壊弁検査 保全指針による 抜取 ○   ○  原子炉保修課長 BT 
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（注） ・主任技術者のＲ，ＢＴ，Ｅは、それぞれ原子炉主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者を示す。 

要領書番号 
検 査 名       実施頻度 

立会 
程度 

独立性分類 
検 査 所 管      
課（室）長 

主 任    
技術者 

○:号機 
◎:保全ｻｲｸﾙ 

1 2 3 4 5 

M○-◎-234 １次系破壊板検査 保全指針による 抜取    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-235 欠 番 

M○-◎-236 
１次冷却材ポンプメカニカル
シール分解検査 

保全指針による 抜取    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-237 １次系熱交換器検査 保全指針による 抜取 ○ ○  ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-238 １次冷却材ポンプ機能検査 保全指針による 抜取    ○  原子炉保修課長 BT 

M○-◎-239 欠 番 

M○-◎-240 
燃料取扱設備検査（動作・イ
ンターロック試験等） 

保全指針による 
全数/ 
抜取 

○     
原子燃料課長 
電気保修課長 
原子炉保修課長 

BT 

M○-◎-241 欠 番 

M○-◎-242 液体廃棄物処理系設備検査 保全指針による 抜取 ○     原子炉保修課長 R 

M○-◎-243 欠 番 

M○-◎-245 欠 番 

M○-◎-248 耐震健全性検査 業務決定文書による 抜取  ○    

電気保修課長 
計装保修課長 
原子炉保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-249 構造健全性検査 業務決定文書による 抜取 ○ ○    
原子炉保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-251 核計装設備検査 保全指針による 
全数/ 
抜取 

○   ○  計装保修課長 R 

M○-◎-252 制御棒クラスタ動作検査 業務決定文書による 抜取    ○  電気保修課長 R 

M○-◎-253 制御棒クラスタ検査 保全指針による 抜取  ○    原子燃料課長 R 

M○-◎-254 
制御棒位置指示装置設定値検
査 

保全指針による 抜取 ○     計装保修課長 R 

M○-◎-255 
炉内計装用シンブルチューブ
体積検査 

保全指針による 抜取 ○     計装保修課長 BT 

M○-◎-256 
安全保護系機能検査（パーミ
ッシブロジック検査） 

業務決定文書による 全数     ○ 
電気保修課長 
計装保修課長 

R 

M○-◎-257 インバータ機能検査 保全指針による 抜取    ○  電気保修課長 E 

M○-◎-258 総合インターロック検査 業務決定文書による 
全数/
抜取 

○   ○  電気保修課長 R･BT･E 

M○-◎-259 レストレイント検査 保全指針による 抜取 ○ ○    
原子炉保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-260 
液体廃棄物処理系アスファル
ト固化設備機能検査 

業務決定文書による 抜取 ○     発 電 室 長 R 

M○-◎-262 廃樹脂処理装置運転性能検査 業務決定文書による 抜取 ○     発 電 室 長 R 

M○-◎-263 
固体廃棄物処理系溶融炉運転
性能検査 

業務決定文書による 抜取 ○     発 電 室 長 R 

M○-◎-264 欠 番 

M○-◎-265 
流体状の放射性廃棄物の漏え
いの検出装置及び警報装置機
能検査（最終の流入サンプ） 

保全指針による 抜取 ○     原子炉保修課長 R 

M○-◎-266 ２次系ポンプ分解検査 保全指針による 抜取    ○  タービン保修課長 BT 

M○-◎-267 ２次系ポンプ機能検査 保全指針による 抜取    ○  タービン保修課長 BT 

M○-◎-268 ２次系弁検査 保全指針による 
全数/
抜取 

   ○ ○ 
計装保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-269 ２次系安全弁検査 保全指針による 
全数/
抜取 

○    ○ タービン保修課長 BT 

M○-◎-270 ２次系容器検査 保全指針による 抜取 ○   ○  タービン保修課長 BT 

M○-◎-271 ２次系熱交換器検査 保全指針による 抜取 ○     タービン保修課長 BT 

M○-◎-272 ２次系配管検査 
配管経年変化点検管
理表による 

抜取 ○ ○    タービン保修課長 BT 
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（注） ・主任技術者のＲ，ＢＴ，Ｅは、それぞれ原子炉主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者を示す。 

要領書番号 
検 査 名       実施頻度 

立会 
程度 

独立性分類 
検 査 所 管      
課（室）長 

主 任    
技術者 

○:号機 
◎:保全ｻｲｸﾙ 

1 2 3 4 5 

業務決定文書による 抜取 ○     

M○-◎-273 欠 番 

M○-◎-274 補助ボイラー開放検査 保全指針による 抜取 ○     タービン保修課長 BT 

M○-◎-275 補助ボイラー性能検査 保全指針による 抜取 ○     
電気保修課長 
計装保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-276 補助ボイラー設備検査 保全指針による 抜取 ○     タービン保修課長 BT 

M○-◎-277 
非常用予備発電機付属設備検
査 

保全指針による 抜取    ○  
電気保修課長 
計装保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-278 クラス３機器供用期間中検査 
保全指針による 

抜取  ○    
原子炉保修課長 

BT 
業務決定文書による タービン保修課長 

M○-◎-279 運転中の主要機器機能検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 R 

M○-◎-280 
蒸気タービン附属設備機能検
査 

業務決定文書による 全数 ○  ○   技 術 課 長 BT 

M○-◎-281 化学体積制御系機能検査 業務決定文書による 全数 ○  ○   技 術 課 長 BT 

M○-◎-301 欠 番 

M○-◎-302 欠 番 

M○-◎-303 欠 番 

M○-◎-306 
高経年化対応検査のうちコン
クリート構造物検査 

長期保守管理指針に
よる 

抜取  ○    土木建築課長 BT 

M○-◎-307 欠 番 

M○-◎-308 
高経年化対応検査のうち燃料
ピットクレーンロッキングカ
ム検査 

長期保守管理指針に
よる 

抜取 ○     原子燃料課長 BT 

M○-◎-309 欠 番 

M○-◎-310 欠 番 

M○-◎-311 浸水防護設備検査 業務決定文書による 全数   ○   発 電 室 長 BT 

M○-◎-312 
その他非常用発電装置の付属
設備検査 

保全指針による 全数    ○  
電気保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-313 
可搬型重大事故等対処設備機
能検査 

保全指針による 全数 ○     
原子炉保修課長 
タービン保修課長 

BT 

M○-◎-314 可搬型代替電源設備検査 保全指針による 全数 ○     電気保修課長 E 

M○-◎-315 火災防護設備検査 保全指針による 全数     ○ タービン保修課長 R･BT 

M○-◎-316 
原子炉格納容器再循環サンプ
スクリーン検査 

保全指針による 全数  ○    原子炉保修課長 BT 

M○-◎-317 可搬型換気空調設備検査 保全指針による 全数 ○     原子炉保修課長 R 

M○-◎-318 
重大事故等クラス３機器供用
期間中検査 

保全指針による 
抜取 ○     

原子炉保修課長 
BT 

業務決定文書による タービン保修課長 

M○-◎-401 
燃料取扱設備検査（使用済燃
料取扱工具） 

保全指針による 抜取 ○     原子燃料課長 BT 

※：よう素フィルタ性能検査のみ。 
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警
戒
体
制

原
子
力
防
災
体
制

班
班
長

副
班
長

１
．
警
戒
本
部
の
設
営
、
運
営
、
指
令
の
伝
達

１
．
対
策
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部
の
設
営
、
運
営
、
指
令
の
伝
達

２
．
連
絡
・
通
信
手
段
の
確
保

２
．
連
絡
・
通
信
手
段
の
確
保

３
．
要
員
の
動
員
、
輸
送
手
段
確
保

３
．
要
員
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動
員
、
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送
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段
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４
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子
力
災
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．
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見
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火
活
動
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．
他
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班
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務
事
項

８
．
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１
．
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対
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関
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応
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者
の
退
避
誘
導

２
．
見
学
者
の
退
避
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導

３
．
広
報
活
動

３
．
広
報
活
動
（
緊
急
時
プ
レ
ス
を
含
む
）

４
．
原
子
力
防
災
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
活
動
の
支
援

１
．
社
内
警
戒
本
部
と
の
情
報
受
理
・
伝
達

１
．
社
内
対
策
本
部
と
の
情
報
受
理
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伝
達

２
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発
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所
警
戒
本
部
内
情
報
の
整
理
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集
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記
録
・

 
 
 
 
状
況
把
握
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所
対
策
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部
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理
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収
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．
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３
．
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．
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．
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．
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．
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握
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１
．
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害
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同
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２
．
発
電
所
構
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の
警
備
、
立
入
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限

２
．
事
故
状
況
の
把
握
、
評
価

３
．
防
護
施
設
の
運
用

３
．
事
故
時
影
響
緩
和
操
作
の
検
討

４
．
発
電
所
構
内
の
警
備
、
立
入
制
限

５
．
防
護
施
設
の
運
用

６
．
原
子
力
防
災
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
活
動
の
支
援

１
．
発
電
所
内
外
の
放
射
線
・
放
射
能
の
測
定
、
状
況

 
 
 
 
把
握

１
．
発
電
所
内
外
の
放
射
線
・
放
射
能
の
測
定
、
状
況

  
 
 
把
握

２
．
被
ば
く
管
理
、
汚
染
除
去
・
拡
大
防
止
措
置

２
．
被
ば
く
管
理
、
汚
染
除
去
・
拡
大
防
止
措
置

３
．
放
射
線
管
理
資
機
材
の
整
備
・
点
検

３
．
放
射
線
管
理
資
機
材
の
整
備
・
点
検

４
．
災
害
対
策
活
動
に
伴
う
放
射
線
防
護
措
置

４
．
災
害
対
策
活
動
に
伴
う
放
射
線
防
護
措
置

５
．
原
子
力
防
災
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
活
動
の
支
援

１
．
事
故
状
況
の
把
握
・
整
理

１
．
事
故
状
況
の
把
握
・
整
理

２
．
事
故
拡
大
防
止
の
た
め
の
措
置

２
．
事
故
拡
大
防
止
の
た
め
の
措
置

３
．
発
電
所
設
備
の
保
安
維
持

３
．
発
電
所
設
備
の
保
安
維
持

４
．
消
火
活
動

４
．
原
子
力
災
害
合
同
対
策
協
議
会
に
お
け
る
情
報
収
集

５
．
消
火
活
動

１
．
事
故
原
因
の
究
明
、
応
急
対
策
の
立
案
・
実
施

１
．
事
故
原
因
の
究
明
、
応
急
対
策
の
立
案
・
実
施

２
．
発
電
所
諸
設
備
の
整
備
・
点
検

２
．
発
電
所
諸
設
備
の
整
備
・
点
検

３
．
見
学
者
、
協
力
会
社
員
等
の
退
避
・
避
難
措
置

３
．
見
学
者
、
協
力
会
社
員
等
の
退
避
・
避
難
措
置

４
．
負
傷
者
救
助

４
．
負
傷
者
救
助

５
．
消
火
活
動

５
．
消
火
活
動

６
．
遠
隔
操
作
が
可
能
な
装
置
等
の
操
作

１
．
不
測
の
事
態
へ
の
対
応

１
．
不
測
の
事
態
へ
の
対
応

図
１
２
１

 
原
子
力
防
災
組
織
図

所
長
室
課
長
（
地
域
）
所
長
室
の
係
長
（
地
域
担
当
）

主
 
な

 
職

 
務

原
 
子

 
力

防
災
管
理
者
＊
１

本
 
部

 
長

(
発
電
所
長

)

所
長
室
課
長
（
総
務
）

情
報
班

技
術
課
長

総
務
班

本
部
附

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
＊
２

発
電
室
長

発
電
室
の
係
長
、
定
検
課
長
、
当
直
課
長
、

当
直
主
任

技
術
課
の
係
長

安
全
・
防
災
室
課
長

原
子
燃
料
課
長

広
報
班

安
全
・
防
災
室
の
係
長

原
子
燃
料
課
の
係
長

安
全
管
理
班

所
長
室
の
係
長
（
地
域
担
当
を
除
く
）

 
副
本
部
長
お
よ
び
班
長
を
除

く
、
各
課
（
室
）
長
以
上

副
 
本

 
部

 
長

（
統
括
管
理
補
佐
）

 
原
子
力
安
全
統
括
、

 
技
術
系
の
副
所
長
、

 
安
全
・
防
災
室
長
、

 
運
営
統
括
長
、

 
品
質
保
証
室
長

＊
２
：
原
子
炉
主
任
技
術
者
を
兼
任
す
る
職
位
が
各
班
の
班
長
と
な
る
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
課
（
室
）
長
以
上
か
ら
当
該
の
班
長
を
任
命
し
て
お
く
。

＊
１
：
原
子
力
防
災
管
理
者
は
、
複
数
号
炉
で
同
時
に
特
定
事
象
が
発
生
し
た
場
合
ま
た
は
特
定
事
象
に
至
る
と
判
断
し
た
場
合
、
以
下
の
対
応
を
行
う
。

 
 

 
 
・
副
本
部
長
ま
た
は
本
部
附
か
ら
号
炉
ご
と
の
指
揮
者
を
指
名
し
て
必
要
な
対
応
に
あ
た
ら
せ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
・
号
炉
ご
と
の
対
応
者
を
明
確
に
す
る
よ
う
発
電
所
対
策
本
部
の
各
班
長
に
指
示
す
る
。

副
本
部
長
ま
た
は

本
部
附

発
電
所
対
策
本
部
長
が
指
名
し
た
者

放
射
線
管
理
班
放
射
線
管
理
課
長

放
射
線
管
理
課
の
係
長

特
命
班

保
修
班

保
全
計
画
課
長

電
気
保
修
課
長

計
装
保
修
課
長

原
子
炉
保
修
課
長

タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長

土
木
建
築
課
長

保
全
計
画
課
、
電
気
保
修
課
、
計
装
保
修

課
、
原
子
炉
保
修
課
、
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
、

土
木
建
築
課
の
係
長

発
電
班
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技術課長および保全計画課長の業務について 

－原子炉主任技術者との職務遂行の観点から－ 

 

１．はじめに 

 炉主任が保安の監督を十分に果たすには、「独立性」、「必要な情報が迅速かつ的確に主任技術

者に入ること」、および、「当該職位からの判断と主任技術者としての判断が相反しないこと」が

前提となる。この観点から、炉主任は本店所属の特別管理職とし、組織・人事上の独立性を図

り、その上で独立性を阻害せずに必要な情報が入手でき、各課長の業務遂行上の判断と、炉主任

としての判断が相反しないことの精査を行い、発電所の特別管理職に兼任させることを考えてい

る。 

 炉主任として新たに選任する職位として考えている、技術課長と保全計画課長の業務につい

て、以下にその概要を示す。 

 

２．技術課長および保全計画課長の業務の概要について 

２－１．技術課長の業務の概要 

 保安規定にかかる技術課長の業務は、発電所の技術関係事項の総括に関する業務であり、更に

技術分野に関する牽制的機能を有している。具体的な業務として主なものは以下のとおりであ

る。 

○ 技術関係業務（法令手続き、検査業務、作業手続き管理、設備変更管理等）に関する社内規

定類の管理 

○ 定期検査申請等手続き業務 

○ 保安検査、定期事業者検査等に係る事務局業務 

○ 定期検査計画策定に関する取りまとめ及び進捗管理業務 

○ 事故その他異常事象における対外的連絡窓口業務 

○ 工事実施段階における各種法令適合性確認の審査業務 

○ 予防処置に関する対応管理業務 

 

２－２．保全計画課長の業務の概要 

 保安規定にかかる保全計画課長の業務は、原子炉施設の保守および修理の総括に関する業務で

あり、更に保修分野に関する牽制的機能を有している。具体的な業務として主なものは以下のと

おりである。 

○ 保修業務に関する社内規定類の管理 

○ 各種設備に関する保全内容や実施頻度を定めた保全指針の審査業務 

○ 保全の有効性評価の総括 

○ 原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価に関する総括 

○ 状態基準保全、信頼性重視保全の導入・検討等、保全高度化の推進 など 

 

３．日常業務における炉主任との判断の相反性について 

 上述した、各種業務に関しては、確立された品質マネジメントシステム（QMS）のもと、予め

定められた社内ルールに基づいて遂行されることから、炉主任との判断が相反することは想定さ

れないが、これらの各業務に関して、炉主任の判断の相反性について評価を行った。その評価結

果を以下に示す。
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表
7
-
1 
技
術
課
長
の
職
務
内
容
と
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
関
す
る
評
価
結
果
に
つ
い
て
 

 

職
位

 
職
務
内
容

 
職
務
内
容
の
具
体
的
説
明
や
性
質
な
ど
 

炉
主
任
判
断
の
相
反
性
に
関
す
る
評
価

 

技
術
課
長

 
技
術
関
係
業
務
（
法
令
手
続
き
、
検
査
業
務
、

作
業
手
続
き
管
理
、
設
備
変
更
管
理
等
）
に
関

す
る
社
内
規
定
類
の
管
理

 

技
術
関
係
業
務
に
関
す
る
社
内
規
定
類
の
制
定
・
変
更
管
理

に
関
す
る
業
務
。
 

社
内
規
定
類
の
制
定
・
変
更
等
に
関
し
て
は
、
保
安
規

定
第

8
条
に
定
め
る
と
お
り
、
原
子
力
発
電
安
全
運
営

委
員
会
に
て
審
議
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
一

つ
の
職
位
に
よ
る
判
断
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
 

定
期
検
査
申
請
等
手
続
き
業
務
 

法
令
で
規
定
さ
れ
た
施
設
定
期
検
査
（
定
期
安
全
管
理
審
査

等
）
に
関
す
る
申
請
の
手
続
き
業
務
。

 

施
設
定
期
検
査
申
請
等
に
関
す
る
業
務
は
社
内
規
定
で

定
め
ら
れ
て
お
り
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
 

保
安
検
査
、
定
期
事
業
者
検
査
等
に
係
る
事
務

局
業
務

 

法
令
で
規
定
さ
れ
た
各
種
検
査
に
関
す
る
検
査
の
実
施
及
び

官
庁
の
検
査
官
対
応
の
取
り
ま
と
め
業
務
。

 

各
種
検
査
（
保
安
検
査
、
定
期
事
業
者
検
査
等
）
に
関

す
る
業
務
は
社
内
規
定
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
判
断
の

相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

定
期
検
査
計
画
策
定
に
関
す
る
取
り
ま
と
め
及

び
進
捗
管
理
業
務
 

定
期
検
査
工
程
の
計
画
策
定
な
ら
び
に
実
施
段
階
に
お
い

て
、
各
課
（
室
）
が
実
施
す
る
検
査
工
程
に
関
す
る
調
整
と

進
捗
管
理
を
行
う
業
務

 

定
期
検
査
工
程
の
策
定
に
関
す
る
業
務
は
社
内
規
定

(
※
)

で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定

さ
れ
な
い
 

事
故
そ
の
他
異
常
事
象
に
お
け
る
対
外
的
連
絡

窓
口
業
務
 

発
電
所
内
で
発
生
し
た
各
種
ト
ラ
ブ
ル
や

L
CO
逸
脱
な
ど
、

対
外
連
絡
・
報
告
が
必
要
な
場
合
の
連
絡
窓
口
を
実
施
。
 

報
告
対
象
基
準
等
は
予
め
社
内
ル
ー
ル
で
定
め
ら
れ
て

お
り
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
 

工
事
実
施
段
階
に
お
け
る
各
種
法
令
適
合
性
確

認
の
審
査
業
務
 

各
課
（
室
）
が
実
施
す
る
工
事
に
お
い
て
、
関
係
す
る
法
令

へ
の
抵
触
の
有
無
な
ど
に
関
す
る
評
価
を
、
改
め
て
審
査
す

る
。
各
課
（
室
）
に
対
す
る
牽
制
的
機
能
を
有
す
る
業
務
 

法
令
に
抵
触
す
る
事
項
の
有
無
に
関
す
る
審
査
で
あ

り
、
客
観
的
な
事
実
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
か

ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い

 

予
防
処
置
に
関
す
る
対
応
管
理
業
務

 
事
業
本
部
で
収
集
さ
れ
た
国
内
外
を
含
め
た
ト
ラ
ブ
ル
事
例

等
に
関
し
て
、
発
電
所
内
で
の
水
平
展
開
の
要
否
に
関
す
る

評
価
と
対
応
の
進
捗
管
理
を
実
施
す
る
。
各
課
（
室
）
に
対

す
る
牽
制
的
機
能
を
有
す
る
業
務
。
 

予
防
処
置
に
関
す
る
水
平
展
開
の
要
否
判
断
に
つ
い
て

は
、
予
め
定
め
ら
れ
た
是
正
措
置
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
C
AP
）
の
仕
組
み
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
一
つ
の
職

位
に
よ
る
判
断
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
判
断
の

相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

(
※

)
社
内
規
定
に
は
、
安
全
優
先
の
考
え
方
に
基
づ
く
定
期
検
査
工
程
に
係
る
理
念
や
、
策
定
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
を
規
定
し
て
い
る
。
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(補足)安全優先の考え方に基づく定期検査工程について 

 

１．理念 

（１）安全、予防保全の工事が確実に実施される発電計画を策定する。 

（２）各課（室）、協力会社の意見・要望を基に、各課（室）員。協力会社の社員の方々が安

心、安定して働くことが出来、結果として高い作業品質が確保される運転計画を策定する。 

（３）不測の事態の場合、安全上必要な対策をとることを最優先とし工程変更を行う。 

 

２．定期検査計画工程の策定に係るプロセス 

社内規定に定める定期検査計画工程の策定に係るプロセスは、概要以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このプロセスが示すとおり、定期検査工程の策定または変更作業における技術課長の役割

は、関係各所との調整を行うものである。また、その結果については、安全・防災室長が、

保安規定に定められた運転上の制限ならびに社内標準に定めた自主保安管理基準を満足して

いることを確認する仕組みに基づいて実施されるものである。 

 

定期検査

解列
▽

最終検査
▽

並列
▽

運転計画策定・通知
（事業本部）

▽

運転計画に基づき技術課長が関係者と
コミュニケーションを図り、工程を策定する。
安全・防災室長が保安規定に定められた
運転上の制限及び自主保安管理基準を満足していることを
確認することで、停止時安全管理を実施している。

▽

★ ★ ★
発電所工程調整会議

・時間ベース定検工程表
・隔離工程、停電工程
・検査工程
・過去の定検工程見直し事項
等々調整

運転計画策定・通知：
（発電所長承認）

▽

定検工程策定後に変更がある場合は、関係者とのコミュニ
ケーション結果を基に、技術課長が変更工程を策定し、安
全・防災室長が保安規定に定められた運転上の制限及び自
主保安管理基準を満足していることを確認した後、発電所
長の承認を経て変更工程を確定。

発電所長、原子力安全統括、技術副所長、運営統括長、
各課(室)長、関連協力会社(以下、「関係者」とする)
とコミュニケーションを図り検討する。
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表
7
-
2 
保
全
計
画
課
長
の
職
務
内
容
と
炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
関
す
る
評
価
結
果
に
つ
い
て
 

 

職
位

 
職
務
内
容

 
職
務
内
容
の
具
体
的
説
明
や
性
質
な
ど
 

炉
主
任
の
判
断
の
相
反
性
に
関
す
る
評
価

 

保
全
計
画
課
長
 
保
修
業
務
に
関
す
る
社
内
規
定
類
の
管
理
 

保
修
業
務
に
関
す
る
社
内
規
定
類
の
変
更
管
理
を
行
う
業

務
。

 

社
内
規
定
類
の
制
定
・
変
更
等
に
関
し
て
は
、
保
安
規

定
第

8
条
に
定
め
る
と
お
り
、
原
子
力
発
電
安
全
運
営

委
員
会
に
て
審
議
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
一

つ
の
職
位
に
よ
る
判
断
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
 

各
種
設
備
に
関
す
る
保
全
内
容
や
実
施
頻
度
を

定
め
た
保
全
指
針
の
審
査
業
務
 

設
備
を
所
管
す
る
各
課
が
策
定
す
る
保
全
指
針
（
保
全
内
容

や
そ
の
実
施
頻
度
を
定
め
た
も
の
）
に
関
し
て
、
策
定
や
変

更
の
際
に
、
そ
の
妥
当
性
を
審
査
す
る
業
務
。
各
課
に
対
す

る
牽
制
的
機
能
を
有
す
る
業
務

 

設
備
所
管
課
が
作
成
し
た
保
全
指
針
の
策
定
・
変
更
案

に
つ
い
て
、
予
め
定
め
ら
れ
た
社
内
規
定
に
基
づ
き
審

査
、
助
言
す
る
業
務
で
あ
り
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定

さ
れ
な
い
。
 

保
全
の
有
効
性
評
価
の
総
括

 
設
備
を
所
管
す
る
各
課
が
行
う
保
全
活
動
に
関
す
る
有
効
性

評
価
に
つ
い
て
全
体
的
な
と
り
ま
と
め
業
務
。
各
課
に
対
す

る
牽
制
的
機
能
を
有
す
る
業
務

 

予
め
定
め
ら
れ
た
社
内
規
定
類
に
基
づ
い
た
業
務
で
あ

り
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。
 

原
子
炉
施
設
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な

評
価
に
関
す
る
総
括
 

高
経
年
化
対
策
に
関
わ
る
技
術
的
な
評
価
の
取
り
ま
と
め
業

務
で
あ
り
、
事
業
本
部
と
連
携
し
、
長
期
保
守
管
理
方
針
の

策
定
を
行
う
（
保
安
規
定
に
も
記
載
）
と
と
も
に
、
そ
の
方

針
に
基
づ
い
た
保
守
管
理
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
業
務
。
各
課
に
対
す
る
牽
制
的
機
能
を
有
す
る
業
務
 

予
め
保
安
規
定
に
定
め
ら
れ
る
方
針
に
基
づ
い
た
保
守

管
理
等
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で

あ
り
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

状
態
監
視
保
全
、
信
頼
性
重
視
保
全
の
導
入
・

検
討
等
、
保
全
高
度
化
の
推
進
 

更
な
る
設
備
信
頼
性
の
向
上
な
ど
を
目
的
に
、
保
全
活
動
の

充
実
な
ど
の
推
進
に
関
す
る
業
務
。
 

保
全
活
動
の
更
な
る
高
度
化
を
目
的
と
し
た
企
画
立
案

業
務
で
あ
り
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。
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炉主任が発電所職位を兼任する場合の判断の相反性の排除に関する検討について 

 

当社においては、炉主任としての職務（以下、「炉主任職務」）を遂行するにあたり、それに必

要な情報等の入手の容易性の観点から、他の職位（品質保証室長／課長等）を兼任することとし

ている。 

この場合、「炉主任職務」と、兼任する職位としての職務（以下、「課(室)長職務」）の両方を

遂行するケースが発生することがあるが、判断の相反性を確実に排除することが必要である。他

方、このことにより、職務遂行の結果としての品質レベルや発電所としての安全性を損なうよう

なことを防止することが必要である。 

この 2つを「基本的考え方」とし、具体的な運用の方針を検討する。 

 

(1)炉主任職務を遂行し、判断の相反性を排除すること 

炉主任は、炉主任の判断の相反性の排除を目的として、「課(室)長職務」を遂行しないこ

ととする。 

 

(2)職務遂行の結果としての品質レベルや安全性を損なうことがないこと 

(1)に示したとおり、当該号炉に関する「課(室)長職務」は、当該職位には実施させない

こととするため、それらを別の者が遂行することが必要となる。その際、職務の結果として

の品質レベルや発電所としての安全性を損なうことがないように、それらの職務を遂行させ

ることが必要となる。 

 

(a)職務遂行に関する責任と権限について 

炉主任として選任する職位は、課（室）長級以上としており、その職位に関しては、

後示するように、その上位職または下位職が存在する。このうち、上位職については、

当該課（室）長の上位に位置される職位であることから、その職務遂行に関する責任と

権限を有している。また、下位の職位については、当該課（室）長が有する責任と権限

を付与させることで、その職務を課長の代行として遂行させることは可能である。 

 

(b)職務遂行上の品質レベル等の確保について 

炉主任が実施する職務は、保安の監督であり、ユニットの保安に関しては当然のこと

ながら、発電所全体（各課（室）で行われる職務の状況など）に関与する職務遂行が必

要と考えられる。 

その観点からは、当該課（室）長の下位職については、その上位職から付与された職

務を遂行する上では、十分な力量を付与された者が職務遂行を行うことから、品質レベ

ルは維持される。また、職務遂行の結果に関して、より品質レベルや発電所の安全性を

維持または向上させる観点からは、他課（室）での職務遂行内容などを含めて、俯瞰的

に発電所の運営状況等を把握した上での職務遂行を行うことが望ましいため、当該課

（室）長と同等またはそれ以上の職務遂行に関する見識等や権限・責任を有する、上位

職が職務を遂行することとし、具体的な運用例は、以下のとおり、実施する。 
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（１）技術課長または保全計画課長が炉主任として選任された場合の具体的運用 

技術課長および保全計画課長の直近の上位職は、運営統括長となる。いずれかの職位が炉

主任に選任された場合において、当該職位としての職務については、運営統括長（３号炉担

当）が実施することとする。ただし、発電所全体を俯瞰した職務遂行の観点から、必ず副所

長の確認を得るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）品質保証室課長または安全・防災室課長が炉主任として選任された場合の具体的運用 

品質保証室課長または安全・防災室課長の直近の上位職は、品質保証室長または安全・防

災室長となる。いずれかの職位が炉主任に選任された場合において、担当する炉の当該職位

としての職務を、品質保証室長または安全・防災室長が実施する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

炉主任 技術課⻑（   保全計画課
⻑） 兼任  場合 運営統括⻑ 技
術課⻑(または保全計画課⻑)の職務
 遂⾏   ただし、発電所全体を俯
瞰  職務遂⾏ 観点から、必ず副所
⻑ 確認を得る。 

炉主任が品質保証室課⻑(または安全
・防災室課⻑)を兼任する場合、品質保
証室⻑(または安全・防災室⻑)が品質
保証室課⻑(または安全 防災室課⻑)
 職務 遂⾏   

発電所長 

品質保証室長 
安全・防災室長 

品質保証室課長 
安全・防災室課長 

品質保証室係長 
安全・防災室係長 

炉主任 

副所長 

所長を補佐する職務 

︓職務 流  

発電所長 

運営統括長(３号炉) 

技術課長 
保全計画課長 

炉主任 

副所長 

所長を補佐する職務 

︓職務 流  

技術係長 
保全計画係長 

発電所長 

運営統括長 
(３号炉) 

技術課長 
保全計画課長 
（炉主任） 

副所長 

技術係長 
保全計画係長 

× 

発電所長 

品質保証室長 
安全・防災室長 

品質保証課長 
安全・防災室課長 
（炉主任） 

副所長 

× 

品質保証室係長 
安全・防災室係長 
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（３）品質保証室長または安全・防災室長が炉主任として選任された場合の具体的運用 

品質保証室長または安全・防災室長の直近の上位職は、副所長となる。いずれかの職位が

炉主任に選任された場合において、担当する炉の当該職位としての職務を、副所長が実施す

る運用とする。 

 

 

炉主任が品質保証室⻑(または安全・
防災室⻑)を兼任  場合 副所⻑ 
品質保証室⻑(または安全 防災室⻑)
 職務 遂⾏   

発電所長 

品質保証課長 
安全・防災課長 

品質保証課長 
安全・防災室課長 
（炉主任） 

副所長 

発電所長 

品質保証室長 
安全・防災室長 

品質保証室課長 
安全・防災室課長 

品質保証室係長 
安全・防災室係長 

炉主任 

副所長 

所長を補佐する職務 

︓職務 流  

× 

品質保証室係長 
安全・防災室係長 
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炉主任の職務の引継ぎに関する運用と引継ぎ時に伝達するべき情報について 

 

１．はじめに 

炉主任がその職務を遂行できない場合、それを代行者に引継ぐこととしており、従来の保安

規定においてもその旨、規定されているが、今般の新規制基準適合対応として、重大事故等が

発生した場合、炉主任は発電所に速やかに参集し、必要な対応を行うこととしており、そのた

めに非常召集可能圏内に配置する運用を行う。本運用の実施にあたり、炉主任としての責任と

権限の引継ぎが必要となる条件（時期）と、職務遂行を的確に行うために伝達するべき情報を

明確にしておく必要がある。 

また、これらについては、社内標準において規定し、確実な運用が行われるようにする。 

 

２．炉主任の責任と権限を引継ぐ条件（時期）について 

 非常召集可能圏内を離れる場合、炉主任としての職務を遂行できない状態となるため、その

責任と権限を正の炉主任から、非常召集可能圏内に配置される代行者に引継ぐ。 

 

３．必要な情報（例）について 

炉主任としての職務を遂行するに際しては、最新のプラント状況等に関する情報を伝達して

おく必要がある。その情報の例を以下に示す。なお、この例示は、代行者が職務遂行に必要と

判断する、これら以外の情報の入手を妨げるものではない。 

  (1)プラント状況（引継日誌等） 

・ 運転モード 

・ 給電状況 

・ 保安作業及び点検作業の状況並びに予定 

・ 構内道路規制状況 

・ LCOを逸脱している場合はその状況。または LCO範囲内での待機除外機能など。 

・ 監視強化中の事項 

・ 使用済燃料ピットの熱負荷 など 

  (2)概況 

・ 天候 

・ 構外道路規制状況 など 

 

３．その他、引継ぎに関する運用方法について 

・ 正の炉主任から代行者に対して伝達する情報は、電子メールでの配信や共通データベー

スなどに保管することなどより、その他の当番者等とも共有が可能な形態で伝達する。 

・ 代行者が伝達された情報に関して、不明な点がある場合など、追加情報が必要と判断し

た場合には、正の炉主任に対してそれを要求することができる。 

・ これらの引継内容については、従来どおり記録として残す。 
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保安規定変更に係る基本方針 

(抜粋) 

 

 
 

 

 

平成３０年 ９月２０日 

 

北海道電力株式会社 

関 西 電 力 株 式 会 社 

四 国 電 力 株 式 会 社 

九 州 電 力 株 式 会 社 
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2．新規制基準における要求事項 

新規制基準における保安規定に規定すべき法令上の要求事項としては、原子炉等規制法、「実

用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（以下、「実用炉規則」という。）及びこれらの法

令をもとにした具体的な事項について「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可基準規則」という。）、「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則」（以下、「技術基準規則」という。）、「実用発電用原子炉に係

る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下、「技術的能力審査基準」という。）及び「実用発電用原子炉

及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」（以下、「保安規定審査基準」

という。）等により定められている。 

 

2.1 保安規定に規定すべき項目について 

  発電用原子炉設置者は、保安規定第１条（目的）に「保安活動を定め、核燃料物質若しくは

核燃料物質によって汚染された物（以下、「核燃料物質等」という。）または原子炉による災害

の防止を図ることを目的とする。」旨を規定している。この目的を達成するため、また「実用発

電用原子炉施設保安規定の審査について（内規）」（以下、「旧審査内規」という。）（旧原子力安

全・保安院制定）に定められている要求事項を満足するため、発電用原子炉設置者は、実施す

べき保安活動内容を保安規定及び保安規定に定めるＱＭＳに係る社内規定（以下、「下部規定」

という。）に規定し遵守してきた。保安活動の具体的な内容は以下のとおりである。 

  ・従事者への保安教育の実施方針、内容等 

  ・原子炉施設の保守管理に関すること 

  ・原子炉施設の品質保証に関すること 

  ・原子炉施設の定期的な評価（定期安全レビュー）に関すること   等 

 

新規制基準の施行により旧審査内規から保安規定審査基準へ変更され内容も一部見直された

ことから、旧審査内規から保安規定審査基準へ変更された事項を整理し保安規定に反映すべき

項目のうち詳細検討が必要なもの（設置（変更）許可で確認された原子炉施設の安全性が、運

転段階においても継続して確保されることを担保するために必要な事項（設置変更認可申請の

成立性の根拠となる事項）に該当すると考えられるもの）を論点として抽出した。また、旧審

査内規から変更のない部分も含めて新規制基準の施行による影響の有無を確認し、影響のある

ものについて保安規定へ反映すべき項目の論点として合わせて整理した。（添付資料－１） 

これら法令上及び保安規定審査基準等の要求事項の変更を踏まえ、発電用原子炉設置者は論

点ごとに保安規定へ反映すべき項目を整理し、必要な改正、制定を行ったうえで引き続きこれ

らを遵守する。 

 

2.2 保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方について 

保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方について第 2.2-1 図に示し、以下に詳細な

説明を記載する。 
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第 2.2-1図 保安規定に規定すべき事項の考え方 

 

2.2.1 保安規定に記載すべき事項について 

発電用原子炉設置者は従来から、原子炉等規制法、実用炉規則、発電用原子力設備に関する

技術基準等（以下、「法令等」という。）の要求事項及び法令等へ適合することを確認した内容

（保安管理に係るものに限る。以下、同じ。）については、保安規定第１条（目的）で定める「核

燃料物質または原子炉による災害の防止を図る」ため発電用原子炉設置者の保安活動として必

須の事項であり、原子力発電所の安全性を継続的に確保する上で発電用原子炉設置者の組織と

して担保すべき事項であることから、その内容を実施する行為者とその行為内容を保安規定へ

記載することとしている。保安規定に定める行為者は、法令等へ適合することを確認した内容

の実施について責任を負う責任者となる。 

保安規定への記載に当たっては、法令等の要求事項及び法令等に適合することを確認した内

容を確実に達成するため、発電用原子炉設置者が管理し実施できる内容の規定とすることが必

要である。具体的には、組織の役割分担、文書化する項目と体系（具体的運用との紐付け）、力

量の維持、適用する外部条件（運転上の制限等）及び各条文における要求事項等が該当する。

なお、保安規定に規定されている各条文は、基本的にそれぞれが独立した内容を規定している

が、保安規定の全条文をすべて遵守することにより法令等の要求事項及び法令等に適合するこ

とを確認した内容をすべて網羅できる構成としている。 

 

保安規定は、その内容を変更する場合は、変更内容について発電用原子炉設置者の組織とし

ての階層的なチェックを行い、品質保証計画に定めるＱＭＳ体系の中で設置される原子力発電

安全委員会（委員：原子力部長、発電所長、原子炉主任技術者、本店及び発電所の管理職位者）

において原子炉主任技術者や起案部署以外の管理職位者により審議し確認（保安規定第６条）

したうえで、最終的には社長の決定により保安規定変更認可申請が行われることから、発電用

原子炉設置者内においてもその改正の際は階層的なチェックを受ける文書の位置付けとなって

いる。このため、保安規定に法令等へ適合することを確認した内容の行為者及び行為内容を定

めることにより、発電用原子炉設置者が必要な保安活動を継続的に実施することを担保できる

と考えられる。 

  法令要求に対する行為者、行為内容を保安規定へ規定した具体的な例を、別紙１に示す。 

 

 

補(1)-141



添付資料 9 

 
 

2.2.2 下部規定に記載すべき事項について 

発電用原子炉設置者が遵守すべき必須事項である法令等へ適合することを確認した行為内容

を保安規定に規定し階層的なチェックを受ける仕組みとする一方で、発電用原子炉設置者は保

安規定第３条（品質保証計画）で定める「原子力発電所の安全を達成・維持・向上させる」ため

の取り組みを行おうとする際に、保安規定に定める行為の範囲内において保安規定の下部規定

に実施手段としての具体的な実施要領を定めている。 

具体的には、保安規定に定める行為内容を遂行する実施者及び実施内容を下部規定に規定す

る。実施者が下部規定に規定されている要領に従い業務を遂行しＰＤＣＡサイクルを実施した

結果、改善すべき事項が抽出された場合は、各分野の専門的知識や経験を踏まえ文書の改正内

容を検討し、保安規定で規定する範囲内において改正することにより問題点を改善する。 

下部規定に規定された実施手段が保安規定に定める行為内容に適合することの確認は、発電

所長、原子炉主任技術者、発電所部長及び課長が参加する発電所安全運営委員会により審議し、

確認（保安規定第７条）することにより、発電所内における組織としての階層的なチェックを

行うこととしている。 

 

 

2.2.3 新規制基準施行を踏まえた保安規定に記載すべき事項の考え方について 

  新規制基準の施行により、原子炉等規制法、実用炉規則、設置許可基準規則、技術基準規則

及び技術的能力審査基準等が改正または制定されたことから、これらに定められている新しい

要求事項を満足するために、保安規定及び下部規定に新たに記載すべき事項が追加となる。 

このうち新規制基準に適合することを確認した内容については、従来の法令等へ適合するこ

とを確認した内容と同様、発電用原子炉設置者の組織が実施する保安活動として必須の事項で

あることから、従来からの考え方に従い、その内容を実施する行為者とその行為内容について

は保安規定へ記載することが適切であると考える。また下部規定についても、従来からの考え

方に従い保安規定に定める行為内容を遂行する実施者及び実施内容を記載し、保安規定で定め

る行為内容に適合することの確認については発電所安全運営委員会により審議し、確認するこ

とが適切であると考える。 
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教育訓練補足説明資料 １ 

 

保安規定改正に伴い追加する教育訓練の範囲について 

 

保安規定に基づく教育訓練は「保安教育」「一般教育（訓練）」に区分される。以下にその概要を示す。 

 

１．保安教育 

発電所の保安活動を行う上で必要となる関係法令及び保安規定の遵守を徹底する観点から、発電所

業務に従事する者に対して、保安教育を実施している。 

具体的には、組織として発電用原子炉施設の保安活動を行うために必要な保安規定（下部規定を含

む）の内容の理解・習得を目的とした基礎的、基本的な教育と位置付け、「保安教育の実施方針」で

定める入所時に実施する教育、放射線業務従事者教育、その他反復教育を実施している。 

今回、追加・変更する保安教育は下表のとおり。 

今回追加・変更する保安教育 

保安規定 教育項目注１） 頻度注２） 

そ

の

他

反

復

教

育 

非常の場

合に講ず

べき処置

に関する

こと  

緊急事態応急対策等、

原子力防災対策活動に

関すること 

○原子力防災教育（既存） 

○緊急事態応急対策活動に関する教育（従来

内容を充実） 

1回/年以上 

重大事故等及び大規模

損壊発生時における原

子炉施設の保全のため

の活動に関すること 

○重大事故等及び大規模損壊発生時の対応に

関する教育（従来内容を充実） 
1回/年以上 

火災発生時の措置に関

すること 
○火災防護教育（新規） 1回/年以上 

内部溢水発生時の措置

に関すること 

○内部溢水発生時の対応に関する教育（新

規） 
1回/年以上 

火山影響等およびその

他自然災害（地震、津

波および竜巻等）発生

時の措置に関すること 

○火山影響等および降雪発生時の対応に関す

る教育（新規） 

○地震発生時の対応に関する教育（新規） 

○津波発生時の対応に関する教育（新規） 

○竜巻発生時の対応に関する教育（新規） 

1回/年以上 

注１） 教育名称は、社内標準で定める。 

注２） 頻度「１回／年」は、原則、年度毎に１回とする。ただし、転入者や新たに役割を付

与された者に対して、当該年度内での受講が困難な場合には、転入または、新たに役

割を付与されて以降、１年間以内に受講することを許容する。この旨を社内標準に規

定し、保安教育以外の教育訓練についても準用する。 
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２．一般教育（訓練） 
保安教育に対し、その他の教育訓練、例えば各課（室）員の業務遂行上、必要となる知識や知見・

技術的技能の習得及び向上を目的に、特殊な技量、免許等の取得を目指す者または既取得者のみを対

象として必要な人材を育成する教育訓練、または理解・習得した保安規定（下部規定を含む）の内容

を実践的に活用することを目的とした教育訓練を一般教育（訓練）と位置付けている。 
具体的には、新規制基準の審査要求に対応した訓練、職場内教育（OJT）、社内の原子力研修セン

ターで実施する保修訓練、メーカ技能研修及び原子力防災訓練、車両免許取得等を品質保証計画の

「６．２．２力量、教育・訓練および認識」に従い実施する。 

 
今回追加・変更する一般教育（訓練）  

保安規定 教育訓練名称 頻度 

第 18条（添付 2） ○自衛消防隊による総合訓練（既存） 

○消防訓練（防火対応） 
1回/年以上 

第 18 条の 2、第 18 条

の 2の 2、第 18条の 3

（添付 2） 

○知識向上のための教育訓練 

1回/年以上 

第 18 条の 5,6（添付

3） 

○力量の付与のための教育訓練 重大事故等対処設

備に係る運転上の

制限が適用開始さ

れるまで 

○力量の維持向上のための教育訓練 

○成立性の確認訓練 

○技術的能力の確認訓練（大規模損壊）等 
1回/年以上 

 

以 上 
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教育訓練補足説明資料 ２ 

法令・規則 
 

保安教育について 

＜法令・規則＞  

・ 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（第九十二条） 

八 発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの 

イ 保安教育の実施方針（実施計画の策定を含む。）に関すること。 
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの 
(1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 
(2) 発電用原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。 
(3) 放射線管理に関すること。 
(4) 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。 
(5) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 
ハ その他発電用原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項 

     第９２条第１項第８号で保安規定に関する「保安教育」を規定している。 

 

 

＜実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準＞ 

実用炉規則第９２条第１項第８号 
保安教育 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針が定められていること。 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画を定め、

計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況を確認す

ることが定められていること。 

○ 協力企業の従業員のうち、燃料取替えに関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関する業

務の補助を行う協力企業従業員については、従業員に準じて保安教育を実施することが定められ

ていること。 

○ 保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こさないことを徹底する観点か

ら、具体的な保安教育の内容とその見直しの頻度等について明確に定められていること。 
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教育訓練補足説明資料 ３ 

設置許可基準規則適合性に係わる教育訓練について 

１．方 針 

新規制基準として新たに要求された「設置許可基準規則」に係る教育訓練については、火

災、内部溢水、火山影響等及びその他自然災害（地震、津波、竜巻等）発生時の措置に関す

る対処方法の知識・技能を習得し、教育訓練により維持向上を図る。また、定められた頻

度、内容で実施し、必要に応じて教育訓練の内容等の改善を図り実効性を高めていくことと

する。なお、誤操作防止のための教育など、運転操作の一貫である個別技能にかかるものに

ついては、個別に教育対象者を定め条文教育と位置づけて実施する。 

２．教育訓練の頻度の考え方 

○ 設計基準対象施設は、一部の施設が重大事故等対処施設でもあることから、技術的能力まと

め資料 1.0添付資料 1.0.9「重大事故等対策及び大規模損壊の対処に係わる教育・訓練につい

て」と同様の考え方とする。 

・各要員に対し必要な教育及び訓練を年 1回以上実施し、評価することにより、力量の維持及び

向上を図る。 

・各要員が力量の維持・向上を図るためには、各要員に応じた各種教育及び訓練を行う。 

要員が各種教育及び訓練項目を受けるとともに、操作等を習熟し、力量の維持向上を図る。

またこれらを毎年繰り返し実施することにより、更なる力量の維持・向上を図ることができ

る。 

３．教育の効果の確認について 

○ 教育・訓練の効果については、各要員が必要な教育訓練を計画的に実施し、力量の維持・向上

が図られていることをもって効果を確認する。 

・各要員が教育・訓練の要領に従い、確実に教育及び訓練を実施していることを確認するこ

とにより効果（力量）の確認を行う。 

・教育・訓練により、体制等について改善要否を評価し、必要により改善及び教育・訓練計

画への反映を行って、力量を含む対応能力の向上を図る。 

以上のことから、各要員に対し必要な教育訓練項目を重大事故等発生時及び大規模損壊発生

時の訓練と同様に年１回以上実施し、評価することにより、力量の維持及び向上を図る。 

また、教育訓練内容、頻度及び時間については、今後の教育訓練報告書等の結果を踏まえよ

り有効な教育となるよう必要に応じ見直すこととする。 

以 上 
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設
計
基
準
適
合
性
の
教
育
・
訓
練
計
画
頻
度
の
考
え
方
に
つ
い
て

 

項
目
 

頻
度
 

教
育
・
訓
練
の
方
針
 

教
育
・
訓
練
の
内
容
 

教
育
・
訓
練
の
計
画
 

１
回
／
年
以
上
 
○
 
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
並
び
に
保
安
規
定
に
基
づ
く
社
内
規
定
文

書
に
基
づ
き
計
画
の
策
定
方
針
を
規
定
す
る
。
 

○
 
設
計
基
準
適
合
性
に
関
す
る
知

識
向
上
の
た
め
の
各
教
育
訓
練

項
目
等

 

教
育
・
訓
練
項
目
 

全
体
教
育
 

(
机
上
教
育
) 
１
回
／
年
以
上
 

○
 
設
計
基
準
適
合
性
の
関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
を
遵
守
・
徹
底
す

る
観
点
か
ら
知
識
の
向
上
を
図
る
教
育
を
実
施
す
る
。
 

○
 
全
所
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ま
た
は
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対
象
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実
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等
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訓
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○
 
各
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員
に
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必
要
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教
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・
訓
練
項
目
を
年
１
回
以
上
実
施

し
、
評
価
す
る
こ
と
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り
、
力
量
の
維
持
・
向
上
を
図
る
。
 

○
 
各
要
員
が
力
量
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
各
要
員
の
役

割
に
応
じ
た
教
育
・
訓
練
を
行
な
う
。
 

各
要
員
が
教
育
・
訓
練
項
目
を
受
け
、
各
手
順
を
習
熟
し
、
力
量

の
維
持
・
向
上
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図
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
毎
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繰
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返
し
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施

す
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こ
と
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よ
り
、
更
な
る
力
量
の
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持
・
向
上
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

○
 
消
防
訓
練
（
防
火
対
応
）
に
つ
い
て
は
、
訓
練
を
年
２
回
実
施
す

る
。
 

○
 
設
計
基
準
適
合
性
に
対
す
る
幅

広
い
知
識
を
付
与
す
る
た
め
の

教
育
 

 ○
 
初
期
消
火
活
動
等
の
各
項
目
内

容
の
教
育
訓
練
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教育訓練補足説明資料 ５(1/2) 

発電所長の保安教育について 

保安規定に基づく発電所長への保安教育の運用について以下の通り考え方を整理した。 

○発電所長は、発電所における保安に関する業務を統括するものとして責任を負ってお

り、 

・原子力発電安全運営委員会による審議＊ 

・保安上必要な各種事項の承認 

・原子力防災に関する重要事項の承認 

等を義務付けており、これらに従事することにより保安教育の実施と同等な効果が期

待できる。また、その立場上、保安規定の変更等、保安上重要な事項について自ら知

る必要がある立場にあることから、それらの妥当性を理解した上で承認している。 

○したがって、発電所長については、その職務を遂行することにより、保安教育を実施し

ているものとみなしている。なお、放射線業務従事者教育については、所長が放射線

業務従事者になる場合に実施している。 

＊：保安規定 第 8条（原子力発電安全運営委員会）において、所長を委員長として、発電所におけ

る原子炉施設の保安運営に関する審議事項「保安教育実施計画の策定（第 131条）に関する事

項」を審議し、確認している。 

なお、指揮者に対する教育として、原子力防災体制および組織に関する教育および、緊急

時対策本部要員に対するプラント挙動理解他の教育訓練を実施しており、発電所長も受講し

ている。 

 

以 上 
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教育訓練補足説明資料 ５(2/2) 

（参考資料） 

 

＜２次文書：教育・訓練通達ならびに、３次文書：教育・訓練要綱での全所員対象の教育訓練＞ 

 

 
教育対象者 保安教育項目 

教 
 
 
 

育 

全 所 員※ 

・火災防護教育 

・内部溢水発生時の対応に関する教育 

・地震発生時の対応に関する教育 

・津波発生時の対応に関する教育 

・竜巻発生時の対応に関する教育 

・火山影響等および降雪発生時の対応に関する教育 

・重大事故等及び大規模損壊発生時の対応に関する教育 

・入所時教育 

・原子力防災教育 

※：発電所長は、保安教育を実施しているものとみなしている教育 
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教育訓練補足説明資料 ６ 

重大事故等対策要員及び専属消防隊員に係わる 

請負会社との契約について 

１．概 要 

当社は、発電所を請負会社とともに運営し、日常からコミュニケーションを図り安全運転に努め

ている。重大事故等及び大規模損壊発生時並びに火災発生時においては、社員及び発電所に常駐の

請負会社の社員にて対応することとしており、これらの請負会社との間で委託契約を締結し、業務

を付託している。なお、重大事故等及び大規模損壊発生時並びに火災発生時において円滑に作業を

行えるよう力量を有した請負会社要員を確保するため要求事項を明確にし、適切に調達管理を行

う。 

２．契約形態 

（１）委託契約の内容 

・緊急時に迅速に対応できる体制（緊急安全対策要員、専属消防隊員の確保） 

・整備した手順に基づく訓練の実施 

（教育訓練計画の策定、実績の報告、知識・技能の確保） 

・緊急安全対策資機材の点検等 

・火災発生時、緊急時の活動 

以上の委託内容を明確にすることで、実際の重大事故等及び大規模損壊発生時並びに火災発

生時に作業を円滑に行う。また、不明な点は、作業責任者を通じて確認する。 

（２）重大事故等及び大規模損壊発生時並びに火災等が発生した場合の協力 

重大事故等及び大規模損壊発生時の活動を確実にするため、「美浜発電所 緊急時活動支援

業務委託」並びに、火災発生時の活動を確実にするため、「美浜発電所 消防業務委託」を請

負会社と締結している。 

（３）教育訓練の流れ 

請負会社教育訓練計画策定→当社で内容確認→教育訓練の実施→教育訓練実績報告書作成→

当社で教育訓練実績確認 

以 上 
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教
育
訓
練

 原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書
か
ら
保
安
規
定
条
文
及
び
２
次
文
書
の
記
載
フ
ロ
ー
 

      

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

 

（
教
育
訓
練
に
関
す
る
記
載
箇
所
）

 

関
連
す
る

設
計
基
準

規
則
条
文

 

添 付 書 類 八  

1
0.
6
 

1.
7
 

1.
8
 

1.
9
 

1.
1
 

1
.
5、

1
0.

5
 

1
0.
6
 

1.
1
 

1
0.

11
 

1.
1
 

1
0.
3
 

4.
1
 

6.
6
 

6.
10

 

8.
1
 

1
0.
1
 

1
0.
9
 

10
.
12

 

津
波

 

竜
巻

 

火
山

 

外
部
火
災
 

発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
不
法
な
侵
入
防
止
等
 

内
部
火
災
 

内
部
溢
水
 

誤
操
作
防
止

 

安
全
避
難
通
路
等

 

安
全
施
設
 

常
用
電
源
設
備

 

燃
料
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設

 

安
全
保
護
回
路

 

原
子
炉
制
御
室

 

監
視
設
備
 

非
常
用
電
源
設
備

 

緊
急
時
対
策
所

 

通
信
連
絡
設
備

 

第
５
条

 

第
６
条

 

第
６
条

 

第
６
条

 

第
７
条

 

第
8(

41
)
条

第
９
条

 

第
１
０
条

 

第
１
１
条

 

第
１
２
条

 

第
１
４
条

 

第
１
６
条

 

第
２
４
条

 

第
２
６
条

 

第
３
１
条

 

第
３
３
条

 

第
３
４
条

 

第
３
５
条

 

本 文  十  

ハ
 

重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
（
運
転

時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準
事
故
を

除
く
。
）
又
は
重
大
事
故

 

 

d 
手
順
書
の
整
備
、
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
並
び

に
体
制
の
整
備

 

(
b)
教
育
及
び
訓
練
の
実
施

 

第
1
0.

2
表
「
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作

の
成
立
性
」
他

 

添 付 書 類 十  

5
.
1
 

5.
1
.4

 

重
大
事
故
等
対
策

 

手
順
書
の
整
備
、
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
並
び

に
体
制
の
整
備

 

(
2)
教
育
及
び
訓
練
の
実
施

 

第
5
.1

.
2
表
「
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操

作
の
成
立
性
」
他

 

 

 

 
保
安
規
定
条
文

 

（
教
育
訓
練
に
関
連
す
る
記
載
箇
所
）

 

第
１
８
条

 第
１
項
 

 添
付
２

 

(
3
)火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要

員
に
対
す
る
教
育
訓
練

 

１
 
火
災

 

第
１
８
条
の
２
 
第
１
項
 

 添
付
２
 

(2
)
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練

 

２
 
内
部
溢
水

 

第
１
８
条
の
２
の
２

 
第
１

項
 

添
付
２
 

(2
)
 火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練

 

３
 
火
山
影
響
等
、
降
雪
発
生
時

 

第
１
８
条
の
３
 
第
１
項
 

 添
付
２
 

(2
)
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練

 

４
 
地
震

 

５
 
津
波

 

６
 
竜
巻

 

第
１
８
条
の
５
 
第
４
項
 

  添
付
３
 

(2
)
 (
1)
の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項

 

(a
)
 力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

 

(b
)
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
 

(c
)
 成
立
性
の
確
認
訓
練

 

１
 
重
大
事
故
等
対
策

 

1.
1
 体
制
の
整
備
、
教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備

 

(2
)
 教
育
訓
練
の
実
施
 

第
１
８
条
の
６
 
第
１
項
 

  添
付
３
 

(2
)
 (
1)
の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項

 

(a
)
 力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

 

(b
)
 力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練

 

(c
)
 技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練

 

２
 
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
対
応
に
お
け
る
事
項
 

2.
1
 体
制
の
整
備
、
教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備

 
 

(2
)
 要
員
へ
の
教
育
訓
練
の
実
施

 

第
１
３
１
条
 

第
１
３
２
条
 

表
１
３
１
－
１
～
３

 

表
１
３
２
条
 

所
員
へ
の
保
安
教
育

 

請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育

 

保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
所
員
）

 

保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
請
負
会
社
従
業
員
）
 

 
 

第
１
２
５
条

 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
原
子
力
防
災
組
織
の
構
成
員
等
に
対
し
て
非
常
事
態

に
対
処
す
る
た
め
の
総
合
的
な
訓
練
を
１
年
に
１
回
以
上
実
施
し
、
所
長
に

報
告
す
る
。

 
 

 
２
次
文
書

 
 
 
／
 
 
３
次
文
書

 

（
教
育
・
訓
練
通
達
）

 
（
教
育
・
訓
練
要
綱
）

 

項
目

 

第
２
章

 
力
量

 

 第
５
，
６
，
７
章

 
教
育
訓
練
計
画

 

 第
５
，
６
，
７
章

 
教
育
訓
練
の
実
施

 

 第
５
，
６
，
７
章

 
教
育
訓
練
の
実
施
結
果
の
報
告

 

 第
５
，
６
章
 
請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育

 

 別
表
６
（
１
）
～
（
３
）

 

 所
員
へ
の
保
安
教
育
一
覧
表

 

 別
表
６
（
４
）
～
（
７
）

 

 請
負
会
社
へ
の
保
安
教
育
一
覧
表

 

 別
表
６
（
８
）
保
安
教
育
一
覧
表
（
非
常
の
場
合
に

講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
）
 

 別
表
１
０
（
１
）
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

動
に
係
る
一
般
教
育
訓
練

 

 

 

＜
実
施
計
画
＞

 

・
保
安
教
育
の
実
施
計
画

 

・
請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
の

実
施
計
画

 

保
安
教
育
実
施
 

＜
実
施
結
果
＞

 

・
保
安
教
育
の
実
施
実
績

 

・
請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
の

実
施
実
績

 

    

教
育
訓
練
の
整
合
表
 7
枚
表

 

保
安
教
育
（
第
１
３
１
条
）
と
し
て
整
理
す
る
教
育
と
関
連
条
項
等
と
の
対
応
表

 
1
枚
表
 

（
要
求
さ
れ
る
教
育
の
網
羅
性
と
保
安
規
定
へ
の
展
開
）
 

原
子
力
一
般
教
育
実
施
 

＜
実
施
計
画
＞

 

・
原
子
力
一
般
教
育
の
実
施
計
画

 

（
成
立
性
確
認
訓
練
等
）

 

・
原
子
力
一
般
教
育
の
実
施
計
画

 

（
そ
の
他
の
教
育
訓
練
）

 

＜
実
施
結
果
＞
 

・
原
子
力
一
般
教
育
の
実
施
実
績

 

（
成
立
性
確
認
訓
練
等
）
 

・
原
子
力
一
般
教
育
の
実
施
実
績

 
 

（
そ
の
他
の
教
育
訓
練
）
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保
安
教
育
（
保
安
規
定
 第
１
３
１
条
）
と
し
て
整
理
す
る
教
育
と
関
連
条
項
等
と
の
対
応
表
 

 

保
安
教
育
項
目

 
内
容
（
保
安
規
定

 
表

1
3
1-

1
）

 
頻

 
度

 
設
置
許
可
基
準
規
則
の
関
連
条
項

 
そ
の
他
の
保
安
規
定
の
関
連
条
項

 

既
存

 

原
子
力
防
災
教
育

 

「
原
子
力
防
災
体
制
お
よ
び

組
織
に
関
す
る
知
識
」
「
シ
ビ

ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
関
す
る

知
識
」

 

非
常
の
場
合
に
構

ず
べ
き
処
置
に
関

す
る
こ
と
※

 

緊
急
事
態
応
急
対
策
等
、

原
子
力
防
災
対
策
活
動
に

関
す
る
こ
と

 

1
 
回

 
/ 
年

 

以
上

 
－
 

－
 

第
1
8
条
の

5
 

第
1
8
条
の

6
 

（
添
付

3
)
 

重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備

 

大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備

 

新
規

 

緊
急
事
態
応
急
対
策
活
動
に

関
す
る
教
育

 

1
 
回

 
/ 
年

 

以
上

 

第
1
0
、

1
1
、

1
2
、

1
4
、

16
、

2
4
、

2
6、

3
1、

33
、

3
4
、

3
5
条

 

誤
操
作
防
止
、
安
全
避
難
通
路
等
、
安
全
施

設
、
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
対
策
設
備
、
燃

料
体
等
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
、
安
全

保
護
回
路
、
原
子
炉
制
御
室
等
、
監
視
設

備
、
保
安
電
源
設
備
、
緊
急
時
対
策
所
、
通

信
連
絡
設
備

 

－
 

－
 

重
大
事
故
等
発
生
時
の
対
応

に
関
す
る
教
育

 
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規

模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
に
関
す
る
こ
と

 

1
 
回

 
/ 
年

 

以
上

 
－
 

－
 

第
1
8
条
の

5
 

（
添
付

3
）

 
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備

 

大
規
模
損
壊
発
生
時
の
対
応

に
関
す
る
教
育

 

1
 
回

 
/ 
年

 

以
上

 
－
 

－
 

第
1
8
条
の

6
 

（
添
付

3
）

 
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備

 

火
災
防
護
教
育

 
火
災
発
生
時
の
措
置
に
関

す
る
こ
と

 

1
 
回

 
/ 
年

 

以
上

 
第

6
、
8
、

4
1
条

 
外
部
火
災
、
内
部
火
災
、
内
部
溢
水
、
Ｓ
Ａ

火
災

 

第
1
8
条

 

（
添
付

2
）

 
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備

 

内
部
溢
水
発
生
時
の
対
応
に

関
す
る
教
育

 

内
部
溢
水
発
生
時
の
措
置

に
関
す
る
こ
と

 

1
 
回

 
/ 
年

 

以
上

 
第

9
条

 
内
部
溢
水

 
第

1
8
条
の

2
 

（
添
付

2
）

 
内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制
の
整
備

 

地
震
発
生
時
の
対
応
に
関
す

る
教
育

 

火
山
影
響
等
お
よ
び
そ
の

他
自
然
災
害
（
地
震
、
津

波
お
よ
び
竜
巻
等
）
発
生

時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

 

1
 
回

 
/ 
年

 

以
上

 
第

4
条

 
地
震

 
第

1
8
条
の

3
 

（
添
付

2
）

 

そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
の
体
制
の
整

備
 

津
波
発
生
時
の
対
応
に
関
す

る
教
育

 

1
 
回

 
/ 
年

 

以
上

 
第

5
条

 
津
波

 
第

1
8
条
の

3
 

（
添
付

2
）

 

そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
の
体
制
の
整

備
 

竜
巻
発
生
時
の
対
応
に
関
す

る
教
育

 

1
 
回

 
/ 
年

 

以
上

 
第

6
条

 
竜
巻

 
第

1
8
条
の

3
 

（
添
付

2
）

 

そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
の
体
制
の
整

備
 

火
山
影
響
等
お
よ
び
降
雪
発

生
時
の
対
応
に
関
す
る
教
育

 

1
 
回

 
/ 
年

 

以
上

 
第

6
条

 
火
山
、
積
雪

 
第

1
8
条
の

2
の

2
 

（
添
付

2
）

 
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備

 

※
：
運
転
員
の
み
を
対
象
と
し
た
保
安
教
育
は
、「
異
常
時
対
応
（
現
場
機
器
対
応
）
、
異
常
時
対
応
（
中
央
制
御
室
内
対
応
）
、
異
常
時
対
応
（
指
揮
、
状
況
判
断
）
」
と
し
て
実
施
す
る
。

 

教育訓練補足説明資料 ８ 

補(1)-154



 
 

 

 

保
安
規
定
記
載
内
容

 
区
分
 

教
育
訓
練
項

目
 

教
育

 

訓
練

 
実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容

 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

設
置
許
可
基
準
規
則
の

関
連
条
項
 

頻
度

 

対
象
者

 

添
付

 

書
類

 
記
載
内
容
(概
要

)
 

所
員

 
請
負
会
社
 

従
業
員

 

（
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
 
１
８

 条
 
保
全
計
画
課
長
は
、
火
災
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
、
「
火
災
発
生
時
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と

し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
※
２
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画

は
、
添
付
２
に
示
す
「
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
お
よ
び
自
然
災
害
発
生
時
の

対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。

 

(
3
)
 
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る

教
育
訓
練

 

 ※
１
：
消
防
機
関
へ
の
通
報
、
消
火
ま
た
は
延
焼
の
防
止
、
そ
の
他
公
設
消
防
隊
が
火
災

の
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
に
行
う
活
動
を
含
む
。
ま
た
、
火
災
の
発
生
防
止
、
火

災
の
早
期
感
知
お
よ
び
消
火
な
ら
び
に
火
災
に
よ
る
影
響
の
軽
減
に
係
る
措
置
を

含
む
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。

 

※
２
：
計
画
と
は
、
火
災
防
護
計
画
を
示
す
。
 

 添
付
２

 

１
 
火
災

 

１
．
３

 
教
育
訓
練
の
実
施

 

所
長
室
長
、
放
射
線
管
理
課
長
、
発
電
室
長
お
よ
び
保
全
計
画
課
長
は
、
火
災
防
護
の

対
応
に
関
す
る
以
下
の
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
火
災
防
護
教
育
 

ａ
．
所
長
室
長
、
放
射
線
管
理
課
長
、
発
電
室
長
お
よ
び
保
全
計
画
課
長
は
、
全
所
員
に

対
し
て
、
以
下
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
専
属
消
防
隊
に
対
し
て
、
以
下
の

教
育
訓
練
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

(
a
)
 
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
ま
た
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
安
全
機
能
を
有
す
る

構
築
物
、
系
統
お
よ
び
機
器
な
ら
び
に
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
機
能
を
火
災
か
ら
防

護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
機
器
等
の
火
災
の
発
生
防
止
、

火
災
の
感
知
お
よ
び
消
火
な
ら
び
に
火
災
の
影
響
軽
減
の
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
し
た
教
育

訓
練

 

(
b
)
 
安
全
施
設
を
外
部
火
災
か
ら
防
護
す
る
た
め
に
必
要
な
以
下
の
教
育
訓
練
 

ア
．
外
部
火
災
発
生
時
の
消
火
活
動
に
関
す
る
教
育
訓
練

 

イ
．
外
部
火
災
に
よ
る
ば
い
煙
発
生
時
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
外
気
取
入
ダ

ン
パ
の
閉
止
、
換
気
空
調
系
の
停
止
ま
た
は
閉
回
路
循
環
運
転
に
よ
り
、
建
屋
内
へ
の

ば
い
煙
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
の
侵
入
を
防
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
教
育
訓
練
 

ウ
．
森
林
火
災
か
ら
外
部
火
災
防
護
施
設
を
防
護
す
る
た
め
の
防
火
帯
の
設
定
に
係
る
教

育
訓
練
 

エ
．
近
隣
の
産
業
施
設
の
火
災
・
爆
発
か
ら
外
部
火
災
防
護
施
設
を
防
護
す
る
た
め
に
、

離
隔
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
教
育
訓
練

 

オ
．
モ
ニ
タ
ポ
ス
ト
が
外
部
火
災
の
影
響
を
受
け
た
場
合
の
代
替
設
備
を
防
火
帯
の
内
側

に
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
教
育
訓
練

 

(
c
)
 
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
消
火
活
動
お
よ
び
内
部
溢
水
を
考
慮
し
た
消
火
活
動
に
関

す
る
教
育
訓
練

 

(
2
)
 
自
衛
消
防
隊
に
よ
る
総
合
訓
練

 

所
長
室
長
は
、
自
衛
消
防
隊
に
対
し
て
、
消
火
活
動
等
を
確
認
す
る
総
合
的
な
教
育
訓

練
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
専
属
消
防
隊
に
対
し
て
、
同
内
容
の
教
育
訓
練
が
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

(
3
)
 
運
転
員
に
対
す
る
訓
練

 

発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
火
災
発
生
時
の
運
転
操
作
等
の
教
育
訓
練
を
実
施

す
る
。

 

(
4
)
 
消
防
訓
練
（
防
火
対
応
）

 

所
長
室
長
は
、
消
火
要
員
に
対
し
て
、
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
自
衛
消
防
活

動
を
確
認
す
る
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
専
属
消
防
隊
に
対
し
て
、
同
内
容
の
教

育
訓
練
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 ２
 
内
部
溢
水

 

２
．
２

 
教
育
訓
練
の
実
施

 

(
2
)
 
技
術
課
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
初
期
消
火
活
動
お
よ

び
自
衛
消
防
隊
に
よ
る
消
火
活
動
時
の
放
水
時
の
注
意
事
項
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定

期
的
に
実
施
す
る
。
 

表
13
1
-
1
 
保
安
教
育
の
実
施
方

針
（
総
括
表
）
 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
非
常
の
場
合
に
構
ず
べ

き
処
置
に
関
す
る
こ
と
 

内
容
：
火
災
発
生
時
の
措
置
に
関

す
る
こ
と

 

保
安
 
火
災
防
護
教
育

 
教
育

 

【
外
部
火
災
】
 

・
中
央
制
御
室
へ
の
ば
い
煙
浸
入
阻
止
・
防
火

帯
の
維
持
・
管
理
、
近
隣
の
産
業
施
設
か
ら
の

隔
離
距
離
の
確
保
、
自
衛
消
防
隊
・
公
設
消
防

へ
の
通
報
等

 

  【
内
部
火
災
・
S
A
火
災
】
 

火
災
防
護
に
関
す
る
知
識
の
習
得
 

内
部
火
災
発
生
時
の
措
置
、
消
火
放
水
時
の
注

意
事
項

 

八
 

1
.
9
 
外
部
火
災
防
護
に
関
す
る
基
本
方
針
 

1
.
9
.
3
 
手
順
等
 

(
5
)
 
外
部
火
災
に
よ
る
中
央
制
御
室
へ
の
ば
い
煙
侵
入
阻
止
に
係
る
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

(
6
)
 
森
林
火
災
か
ら
外
部
火
災
防
護
施
設
を
防
護
す
る
た
め
の
防
火
帯
の
設
定
に
係
る
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

(
7
)
 
近
隣
の
産
業
施
設
の
火
災
・
爆
発
か
ら
外
部
火
災
防
護
施
設
を
防
護
す
る
た
め
に
、
離
隔
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
い
て
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育
を
定
期
的

に
実
施
す
る
。

 

(
8
)
 
外
部
火
災
発
生
時
の
初
期
消
火
活
動
に
つ
い
て
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
ま
た
、
消
火
活
動
要
員
に
よ
る
消
防
訓
練
、
総
合
的
な
訓

練
、
運
転
操
作
等
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

第
６
条

 
外
部
火
災

 

1
回

/
年

以
上

 
全
所
員

 
専
属
消
防
隊
 

1
0
.
5
.
1
 
設
計
基
準
対
象
施
設
 

1
0
.
5
.
1
.
7
 
手
順
等

 

(
1
5
)
 
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
火
災

か
ら
防
護
す
べ
き
機
器
等
、
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消
火
並
び
に
火
災
の
影
響
軽
減
の
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
し
た
以
下
の
教
育
を
、
定
期
的
に
実
施
す

る
。

 

a
.
 
火
災
区
域
及
び
火
災
区
画
の
設
定
 

b
.
 
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
 

c
.
 
火
災
の
発
生
防
止
対
策
 

d
.
 
火
災
感
知
設
備

 

e
.
 
消
火
設
備
 

f
.
 
火
災
の
影
響
軽
減
対
策
 

g
.
 
火
災
影
響
評
価

 

第
８
条

 
 

第
４
１
条
 

内
部
火
災

 

Ｓ
Ａ
火
災

 

1
0
.
5
.
2
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

1
0
.
5
.
2
.
7
 
手
順
等

 

(
1
4
)
 
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
機
器

等
、
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消
火
の
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
し
た
以
下
の
教
育
を
、
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

a
.
 
火
災
区
域
及
び
火
災
区
画
の
設
定
 

b
.
 
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

c
.
 
火
災
の
発
生
防
止
対
策
 

d
.
 
火
災
感
知
設
備

 

e
.
 
消
火
設
備
 

・
消
火
活
動
時
の
放
水
に
係
る
注
意
事
項
 

・
火
災
発
生
時
の
対
応
時
間
に
関
す
る
事
項

 

・
消
火
水
に
よ
る
防
護
対
象
設
備
の
安
全
機
能

へ
の
影
響
確
認
 

1
0
.
6
.
2
 
内
部
溢
水
に
対
す
る
防
護
設
備

 

1
0
.
6
.
2
.
6
 
手
順
等

 

(
5
)
 
機
能
喪
失
高
さ
が
低
い
防
護
対
象
設
備
が
消
火
水
の
放
水
に
よ
る
溢
水
に
よ
り
機
能
喪
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
消
火
水
放
水
時
の
注
意
事
項
を
現
場
に
表
示

す
る
。
 

(
6
)
 
火
災
時
に
消
火
水
を
放
水
し
た
場
合
は
、
消
火
水
に
よ
る
防
護
対
象
設
備
の
安
全
機
能
へ
の
影
響
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
に
、
防
護
対
象
設
備
の
安
全
機
能
が

損
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
保
守
管
理
で
確
認
す
る
。
 

(
7
)
 
消
火
活
動
の
結
果
を
踏
ま
え
、
放
水
後
の
放
水
量
の
内
部
溢
水
評
価
に
係
る
妥
当
性
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
。
 

第
９
条

 
内
部
溢
水

 

 

一
般
 

自
衛
消
防
隊

に
よ
る
総
合

訓
練

 

訓
練

 

【
外
部
火
災
・
内
部
火
災
・
S
A
火
災
】
 

・
消
火
に
必
要
な
通
報
、
消
火
活
動
 

1
.
9
 
外
部
火
災
防
護
に
関
す
る
基
本
方
針
 

1
.
9
.
3
 
手
順
等
 

(
8
)
 
外
部
火
災
発
生
時
の
初
期
消
火
活
動
に
つ
い
て
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
ま
た
、
消
火
活
動
要
員
に
よ
る
消
防
訓
練
、
総
合
的
な
訓

練
、
運
転
操
作
等
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

第
６
条

 
外
部
火
災

 

1
回

/
年

以
上

 
自
衛
消
防
隊
 

専
属
消
防
隊
 

1
0
.
5
.
1
 
設
計
基
準
対
象
施
設
 

1
0
.
5
.
1
.
7
 
手
順
等

 

(
1
6
)
 
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
消
火

器
及
び
消
火
栓
に
よ
る
消
火
活
動
等
に
つ
い
て
、
消
火
要
員
に
よ
る
消
防
訓
練
、
総
合
的
な
訓
練
及
び
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
訓
練
を
、
定
期
的
に
実
施
す

る
。

 

第
８
条

 
 

第
４
１
条
 

内
部
火
災

 

Ｓ
Ａ
火
災

 

1
0
.
5
.
2
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

1
0
.
5
.
2
.
7
 
手
順
等

 

(
1
4
)
 
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
機
器

等
、
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消
火
の
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
し
た
以
下
の
教
育
を
、
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

a
.
 
火
災
区
域
及
び
火
災
区
画
の
設
定
 

b
.
 
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

c
.
 
火
災
の
発
生
防
止
対
策
 

d
.
 
火
災
感
知
設
備

 

e
.
 
消
火
設
備
 

・
消
火
設
備
（
消
火
器
、
エ
ア
ロ
ゾ
ル
消
火
設

備
）
の
取
扱
い
 

1
.
1
.
1
.
9
 
誤
操
作
防
止
及
び
容
易
な
操
作
 

(
2
)
 
手
順
等
 

g
.
 
消
防
訓
練
を
実
施
し
、
初
期
消
火
活
動
要
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
を
図
る
。
 

第
１
０
条
 
誤
操
作
防
止
 

一
般
 

消
防
訓
練
 

（
防
火
対
 

応
）

 

訓
練

 

【
外
部
火
災
・
内
部
火
災
・
S
A
火
災
】
 

・
消
火
器
及
び
消
火
栓
に
よ
る
消
火
活
動
に
つ

い
て
の
総
合
的
な
消
火
訓
練
 

1
.
9
 
外
部
火
災
防
護
に
関
す
る
基
本
方
針
 

1
.
9
.
3
 
手
順
等
 

(
8
)
 
外
部
火
災
発
生
時
の
初
期
消
火
活
動
に
つ
い
て
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
ま
た
、
消
火
活
動
要
員
に
よ
る
消
防
訓
練
、
総
合
的
な
訓

練
、
運
転
操
作
等
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

第
６
条

 
外
部
火
災

 

２
回

/
年

以
上

 
消
火
要
員

 
専
属
消
防
隊
 

1
0
.
5
.
1
 
設
計
基
準
対
象
施
設
 

1
0
.
5
.
1
.
7
 
手
順
等

 

(
1
6
)
 
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
消
火

器
及
び
消
火
栓
に
よ
る
消
火
活
動
等
に
つ
い
て
、
消
火
要
員
に
よ
る
消
防
訓
練
、
総
合
的
な
訓
練
及
び
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
訓
練
を
、
定
期
的
に
実
施
す

る
。

 

第
８
条

 
 

第
４
１
条
 

内
部
火
災

 

Ｓ
Ａ
火
災

 

1
0
.
5
.
2
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

1
0
.
5
.
2
.
7
 
手
順
等

 

(
1
4
)
 
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
機
器

等
、
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消
火
の
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
し
た
以
下
の
教
育
を
、
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

a
.
 
火
災
区
域
及
び
火
災
区
画
の
設
定
 

b
.
 
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

c
.
 
火
災
の
発
生
防
止
対
策
 

d
.
 
火
災
感
知
設
備

 

e
.
 
消
火
設
備
 

 
 

保
安
 

火
災
防
護
教
育

 

教
育

 

 【
外
部
火
災
】
 

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
代
替
運
用
 

1
.
9
 
外
部
火
災
防
護
に
関
す
る
基
本
方
針
 

1
.
9
.
3
 
手
順
等
 

(
5
)
 
外
部
火
災
に
よ
る
中
央
制
御
室
へ
の
ば
い
煙
侵
入
阻
止
に
係
る
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

(
9
)
 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
が
外
部
火
災
の
影
響
を
受
け
た
場
合
は
、
代
替
設
備
を
防
火
帯
内
側
に
設
置
す
る
運
用
と
し
、
手
順
を
定
め
、
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
。

 

第
６
条

 
外
部
火
災

 

1
回

/
年

以
上

 

－
 

専
属
消
防
隊
 

自
衛
消
防
隊
 

の
う
ち
放
射
線

管
理
班

 

－
 

表
13
1
-
1
 
保
安
教
育
の
実
施
方

針
（
総
括
表
）
 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
原
子
炉
施
設
の
運
転
に

関
す
る
こ
と

 

小
分
類
：
運
転
管
理

 

内
容
：
異
常
時
対
応
（
現
場
機
器

対
応
、
中
央
制
御
室
内
対
応
、
指

揮
、
状
況
判
断
）
 

運
転
員
に
対

す
る
訓
練
 

【
外
部
火
災
】
 

・
外
気
取
入
ダ
ン
パ
閉
、
換
気
空
調
系
の
停

止
、
中
央
制
御
室
換
気
空
調
設
備
閉
回
路
循
環

運
転
 

運
転
員

 
－

 

【
内
部
火
災
・
S
A
火
災
】
 

通
報
、
所
内
周
知
、
各
事
象
に
応
じ
た
消
火
、

プ
ラ
ン
ト
停
止
運
転
操
作
に
関
す
る
こ
と
 

1
0
.
5
.
1
 
設
計
基
準
対
象
施
設
 

1
0
.
5
.
1
.
7
 
手
順
等

 

(
1
6
)
 
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
消
火

器
及
び
消
火
栓
に
よ
る
消
火
活
動
等
に
つ
い
て
、
消
火
要
員
に
よ
る
消
防
訓
練
、
総
合
的
な
訓
練
及
び
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
訓
練
を
、
定
期
的
に
実
施
す

る
。

 

第
８
条

 
 

第
４
１
条
 

内
部
火
災

 

Ｓ
Ａ
火
災

 

1
0
.
5
.
2
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

1
0
.
5
.
2
.
7
 
手
順
等

 

(
1
4
)
 
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
機
器

等
、
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消
火
の
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
し
た
以
下
の
教
育
を
、
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

a
.
 
火
災
区
域
及
び
火
災
区
画
の
設
定
 

b
.
 
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

c
.
 
火
災
の
発
生
防
止
対
策
 

d
.
 
火
災
感
知
設
備

 

e
.
 
消
火
設
備
 

 
 

表
13

1-
1 
保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
総
括
表
）
 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
非
常
の
場
合
に
構
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る

こ
と
 

内
容
：
火
災
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
 

教育訓練補足説明資料 ９(1/8) 
教
育
訓
練
の
整
合
表
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保
安
規
定
記
載
内
容

 
区
分
 

教
育
訓
練
項

目
 

教
育
 

訓
練
 

実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容

 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

設
置
許
可
基
準
規
則

の
関
連
条
項

 
頻
度
 

対
象
者
 

添
付
 

書
類
 

記
載
内
容

(概
要
)
 

所
員
 

請
負
会
社
 

従
業
員
 

（
内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
２

 
技
術
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
内
に
お
い
て
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
（
以

下
、
「
内
部
溢
水
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を

得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
２
に
示
す
「
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
お
よ
び

自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
2
)
 内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す

る
教
育
訓
練

 

 添
付
２
 

２
 
内
部
溢
水

 

２
．
２
 
教
育
訓
練
の
実
施

 

(
1
)
 技
術
課
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
溢
水
全
般
（
評
価
内
容
な
ら
び
に
溢
水
経
路
、
防

護
す
べ
き
設
備
、
水
密
扉
お
よ
び
堰
等
の
設
置
の
考
え
方
等
）
の
運
用
管
理
に
関
す
る

教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

(
3
)
 発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
溢
水
発
生
時
の
運
転
操
作
等
に
関
す
る
教
育
訓
練

を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

表
1
3
1
-1
 
保
安
教
育
の
実
施
方
針

（
総
括
表
）
 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
非
常
の
場
合
に
構
ず
べ
き

処
置
に
関
す
る
こ
と
 

内
 
容
：
内
部
溢
水
発
生
時
の
措
置

に
関
す
る
こ
と
 

保
安
 

内
部
溢
水
発

生
時
の
対
応

に
関
す
る
教

育
 

教
育
 

・
内
部
溢
水
事
象
の
対
処
（
評
価
、
溢
水
経
路
、

防
護
す
べ
き
設
備
）
に
関
す
る
概
要
 

・
堰
、
水
密
扉
等
の
設
置
の
考
え
方
及
び
運
用
管

理
に
関
す
る
事
項
 

・
事
前
評
価
（
設
計
検
証
）
に
関
す
る
留
意
事
項

に
関
す
る
事
項
 

・
内
部
溢
水
発
生
（
蒸
気
曝
露
、
没
水
、
被
水
）

後
の
機
能
確
認
に
関
す
る
留
意
事
項
 

・
各
種
対
策
設
備
の
追
加
及
び
資
機
材
持
ち
込
み

等
に
よ
る
可
燃
物
量
並
び
に
床
面
積
の
見
直
し

管
理
に
関
す
る
事
項

 

・
廃
棄
物
処
理
建
屋
、
タ
ー
ビ
ン
建
屋
、
屋
外
タ

ン
ク
か
ら
の
溢
水
事
象
に
関
す
る
事
項

 

・
溢
水
影
響
評
価
の
手
法

 

・
配
管
の
肉
厚
管
理
、
評
価
手
法
 

・
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
配
管
と
低
エ
ネ
ル
ギ
ー
配
管
の

運
転
時
間
管
理
 

・
想
定
破
損
（
没
水
、
被
水
、
蒸
気
）
、
地
震
時

の
溢
水
評
価
の
実
施
内
容

 

・
消
火
活
動
時
の
放
水
に
係
る
注
意
事
項
 

・
火
災
発
生
時
の
対
応
時
間
に
関
す
る
事
項

 

・
消
火
水
に
よ
る
防
護
対
象
設
備
の
安
全
機
能
へ

の
影
響
確
認
に
関
す
る
事
項
 

 

八
 

1
0
.
6
.
2
 
内
部
溢
水
に
対
す
る
防
護
設
備
 

1
0
.
6
.
2
.
6
 手
順
等
 

(
2
)
 
溢
水
防
護
区
画
に
お
い
て
、
各
種
対
策
設
備
の
追
加
及
び
資
機
材
の
持
込
み
等
に
よ
り
評
価
条
件
と
し
て
い
る
可
燃
性
物
質
の
量
及
び
滞
留
面
積
に
見
直
し
が
あ
る

場
合
は
、
溢
水
評
価
へ
の
影
響
確
認
を
行
う
。
 

(
3
)
 
水
密
扉
に
つ
い
て
は
、
開
放
後
の
確
実
な
閉
止
操
作
、
中
央
制
御
室
に
お
け
る
閉
止
状
態
の
確
認
及
び
閉
止
さ
れ
て
い
な
い
状
態
が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
閉
止
操
作

を
的
確
に
行
う
た
め
に
手
順
を
整
備
す
る
。
ま
た
、
水
密
扉
の
閉
止
状
態
を
的
確
に
管
理
す
る
た
め
に
社
内
ル
ー
ル
等
の
運
用
を
適
切
に
実
施
す
る
。
 

(
4
)
 
運
転
実
績
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
配
管
と
し
て
運
転
し
て
い
る
割
合
が
当
該
系
統
の
運
転
し
て
い
る
時
間
の

2
%
又
は
プ
ラ
ン
ト
運
転
期
間
の

1%
よ
り
小
さ
い
。
）
に
よ

り
、
低
エ
ネ
ル
ギ
ー
配
管
と
し
て
い
る
設
備
の
運
転
時
間
実
績
管
理
を
行
う
。
 

(
8
)
 
配
管
の
想
定
破
損
に
よ
り
、
防
護
対
象
設
備
が
蒸
気
環
境
に
曝
さ
れ
た
場
合
は
、
防
護
対
象
設
備
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
保
守
管
理
で
確
認
す

る
。

 

(
9
)
 
海
水
ポ
ン
プ
エ
リ
ア
内
及
び
エ
リ
ア
外
の
溢
水
を
受
け
て
、
海
水
ポ
ン
プ
エ
リ
ア
内
の
防
護
対
象
設
備
が
機
能
喪
失
し
な
い
よ
う
に
海
水
ポ
ン
プ
室
浸
水
防
止
蓋
、

海
水
ポ
ン
プ
エ
リ
ア
止
水
壁
及
び
泥
水
対
策
壁
の
適
切
な
保
守
管
理
を
実
施
す
る
。
 

(
1
0
)
 
配
管
の
想
定
破
損
評
価
に
お
い
て
、
応
力
評
価
の
結
果
に
よ
り
破
損
形
状
の
想
定
を
行
う
場
合
は
、
評
価
結
果
に
影
響
す
る
よ
う
な
減
肉
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
継
続
的
な
肉
厚
管
理
を
実
施
す
る
。
 

(
1
1
)
 
浸
水
防
護
設
備
及
び
「

1
.
6
 
溢
水
防
護
に
関
す
る
基
本
方
針
」
で
示
す
防
護
対
象
設
備
の
機
能
維
持
に
必
要
な
設
備
に
対
し
て
、
要
求
さ
れ
る
機
能
を
維
持
す
る
た

め
、
適
切
な
保
守
管
理
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
故
障
時
に
お
い
て
は
補
修
を
実
施
す
る
。
 

(
1
2
)
 
内
部
溢
水
全
般
（
評
価
内
容
並
び
に
溢
水
経
路
、
防
護
対
象
設
備
、
水
密
扉
、
堰
等
の
設
置
の
考
え
方
等
）
に
つ
い
て
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

(
1
3
)
 
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
初
期
消
火
活
動
及
び
自
衛
消
防
隊
に
よ
る
消
火
活
動
時
の
放
水
に
関
す
る
注
意
事
項
に
つ
い
て
、
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

第
９
条

 
内
部
溢
水
 

1
回

/

年
以
上

 
全
所
員

 
専
属
消
防

隊
 

保
安
 

教
育
 

・
内
部
溢
水
発
生
時
の
判
断
・
運
転
操
作
に
関
す

る
事
項
 

1
0
.
6
.
2
 
内
部
溢
水
に
対
す
る
防
護
設
備
 

1
0
.
6
.
2
.
6
 手
順
等
 

(
1
4
)
 
運
転
員
が
内
部
溢
水
発
生
時
に
的
確
な
判
断
、
操
作
等
が
実
施
で
き
る
よ
う
、
内
部
溢
水
発
生
の
対
処
に
係
る
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

第
９
条

 
内
部
溢
水
 

1
回

/

年
以
上

 
運
転
員

 
－

 

（
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

第
１
８
条
の
２
の
２
 
技
術
課
長
は
、
火
山
現
象
に
よ
る
影
響
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
ま
た
は
発
生
し
た
場
合
（
以
下
、
「
火
山
影
響
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お

け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号

を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
２
に
示
す

「
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
お
よ
び
自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基

準
」
に
従
い
策
定
す
る
。

 

(
2
)
 
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に

対
す
る
教
育
訓
練
 

 ※
１
：
火
山
影
響
等
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。

 

 （
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
３

 
技
術
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
内
に
お
い
て
そ
の
他
自
然
災
害
（
「
地

震
、
津
波
お
よ
び
竜
巻
等
」
を
い
う
。
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た

場
合
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、

次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
２

に
示
す
「
火
災
、
内
部
溢
水
お
よ
び
自
然
災
害
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定

す
る
。
 

(
2
)
 
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要

員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

 ※
１
：
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同

じ
）
。

 

 添
付
２
 

３
 
火
山
影
響
等
、
降
雪
発
生
時

 

３
．
２
 
教
育
訓
練
の
実
施

 

(
1
)
 
所
長
室
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
火
山
影
響
等
お
よ
び
降
雪
発
生
時
に
対
す
る
運

用
管
理
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

(
2
)
 
発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
火
山
影
響
等
発
生
時
の
運
転
操
作
等
に
係
る
手

順
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

(
3
)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
各
課
員
に
対
し
て
、
火
山
事
象
お
よ
び
積
雪
よ
り
防
護
す
べ
き

施
設
の
保
守
管
理
、
点
検
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

(
4
)
 
技
術
課
長
は
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
対
し
て
、
そ
の
役
割
に
応
じ
て
、
火
山
影
響

等
発
生
時
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
お
よ
び
炉
心
の
著

し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
等
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

 ４
 
地
震

 

４
．
２
 
教
育
訓
練
の
実
施

 

(
1
)
 
所
長
室
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
地
震
発
生
時
の
運
用
管
理
に
関
す
る
教
育
訓
練

を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

(
2
)
 
発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
地
震
発
生
時
の
運
転
操
作
等
に
関
す
る
教
育
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

 ５
 
津
波

 

５
．
２
 
教
育
訓
練
の
実
施

 

(
1
)
 
所
長
室
長
お
よ
び
保
全
計
画
課
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
津
波
防
護
の
運
用
管
理

に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

(
2
)
 
発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
津
波
発
生
時
の
運
転
操
作
等
に
関
す
る
教
育
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

(
3
)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
各
課
員
に
対
し
て
、
津
波
防
護
施
設
、
浸
水
防
止
設
備
お
よ
び

津
波
監
視
設
備
の
保
守
管
理
、
点
検
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

 ６
 
竜
巻

 

６
．
２
 
教
育
訓
練
の
実
施

 

(
1
)
 
所
長
室
長
お
よ
び
保
全
計
画
課
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
竜
巻
防
護
の
運
用
管
理

に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
ま
た
、
所
長
室
長
は
、
全
所
員
に
対
し

て
、
竜
巻
発
生
時
に
お
け
る
車
両
退
避
等
の
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

(
2
)
 
発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
竜
巻
発
生
時
の
運
転
操
作
等
に
関
す
る
教
育
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

(
3
)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
各
課
員
に
対
し
て
、
竜
巻
対
策
設
備
の
保
守
管
理
、
点
検
に
関

す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

 

表
1
3
1
-1
 
 
保
安
教
育
の
実
施
方
針

（
総
括
表
）

 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
非
常
の
場
合
に
構
ず
べ
き

処
置
に
関
す
る
こ
と
 

内
 
容
：
火
山
影
響
等
お
よ
び
そ
の

他
自
然
災
害
（
地
震
、
津
波

お
よ
び
竜
巻
等
）
発
生
時
の

措
置
に
関
す
る
こ
と
 

保
安
 

地
震
発
生
時

の
対
応
に
関

す
る
教
育

 

教
育
 

・
波
及
的
影
響
防
止
に
関
す
る
事
項
 

・
原
子
炉
施
設
へ
の
影
響
確
認
に
関
す
る
事
項
 

・
設
備
の
保
管
に
関
す
る
事
項

 

・
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
項
 

地
震
に
関
す
る
教
育
訓
練
の
記
載
な
し

 
第
４
条

 

地
震
に

よ
る
損

傷
の
防

止
 

1
回

/

年
以
上

 
全
所
員

 
－

 

保
安
 

教
育
 

・
地
震
発
生
時
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項

 
1
回

/

年
以
上

 
運
転
員

 
－

 

保
安
 

津
波
発
生
時

の
対
応
に
関

す
る
教
育

 

教
育
 

・
津
波
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る
事
項
（
避
難
場

所
、
方
法
等
）
 

・
資
機
材
の
津
波
影
響
に
関
す
る
事
項
 

1
0
.
6
 
津
波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
 

1
0
.
6
.
1
.
1
.6

 
手
順
等

 

(
1
)
 
燃
料
等
輸
送
船
に
関
し
、
津
波
警
報
等
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
荷
役
作
業
を
中
断
し
、
陸
側
作
業
員
及
び
輸
送
物
を
退
避
さ
せ
る
と
と
も
に
、
緊
急
離
岸

す
る
船
側
と
退
避
状
況
に
関
す
る
情
報
連
絡
を
行
う
手
順
を
整
備
し
、
的
確
に
実
施
す
る
。

 

(
2
)
 
津
波
監
視
カ
メ
ラ
及
び
潮
位
計
に
よ
る
津
波
の
襲
来
状
況
の
監
視
及
び
漂
流
物
影
響
を
考
慮
し
た
運
用
手
順
を
整
備
し
、
的
確
に
実
施
す
る
。

 

(
3
)
 
津
波
防
護
施
設
、
浸
水
防
止
設
備
及
び
津
波
監
視
設
備
に
つ
い
て
は
、
各
施
設
及
び
設
備
に
要
求
さ
れ
る
機
能
を
保
持
す
る
た
め
、
適
切
な
保
守
管
理
を
行
う
と
と

も
に
、
故
障
時
に
お
い
て
は
補
修
を
行
う
。
 

(
4
)
 
津
波
防
護
に
係
る
手
順
に
関
す
る
教
育
並
び
に
津
波
防
護
施
設
、
浸
水
防
止
設
備
及
び
津
波
監
視
設
備
の
保
守
管
理
に
関
す
る
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

第
５
条

 
津
波

 

1
回

/

年
以
上

 
全
所
員

 
－

 

保
安
 

教
育
 

・
新
規
制
基
準
の
要
求
に
関
す
る
事
項
 

・
燃
料
等
輸
送
船
の
評
価
、
緊
急
退
避
に
関
す
る

事
項
 

・
退
避
場
所
と
想
定
さ
れ
る
対
応
ケ
ー
ス
の
説
明

に
関
す
る
事
項
 

・
非
常
用
電
源
に
よ
る
岸
壁
ク
レ
ー
ン
操
作
に
関

す
る
事
項
 

・
緊
急
時
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
く
緊
急
退
避

に
関
す
る
事
項
 

1
回

/

年
以
上

 

原
子
燃
料
課
員
 

放
射
線
管
理
課
員
 

の
う
ち
 

輸
送
業
務
を
行
う
者
 

－
 

保
安
 

教
育
 

・
津
波
防
護
施
設
、
浸
水
防
止
設
備
及
び
津
波
監

視
設
備
の
保
守
管
理
に
関
す
る
事
項
 

1
回

/

年
以
上

 

計
装
保
修
課
員
 

タ
ー
ビ
ン
保
修
課
員
 

電
気
保
修
課
員
 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の

 

保
守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保 安  

教
育
 

・
津
波
発
生
時
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項

 
１
回
／

年
以
上

 
運
転
員

 
－

 

表
1
3
1
-1
 
保
安
教
育
の
実
施
方
針

（
総
括
表
）

 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関

す
る
こ
と

 

小
分
類
：
運
転
管
理

 

内
 
容
：
異
常
時
対
応
（
現
場
機
器

対
応
、
中
央
制
御
室
内
対

応
、
指
揮
、
状
況
判
断
）

 

保 安  

竜
巻
発
生
時

の
対
応
に
関

す
る
教
育

 

教
育
 

・
竜
巻
発
生
時
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項

 

1
.
7
 
竜
巻
防
護
に
関
す
る
基
本
方
針
 

1
.
7
.
2
 
手
順
等
 

(
1
)
 
飛
来
時
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
貫
通
力
が
設
計
飛
来
物
で
あ
る
鋼
製
材
よ
り
も
大
き
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
管
理
規
定
を
定
め
、
設
置
場
所
等
に
応
じ
て
固
縛
、
建

屋
内
収
納
又
は
撤
去
に
よ
り
飛
来
物
と
な
ら
な
い
管
理
を
行
う
手
順
等
を
整
備
し
、
的
確
に
実
施
す
る
。
 

(
2
)
 
車
両
に
関
し
て
は
入
構
を
管
理
す
る
と
と
も
に
、
竜
巻
の
襲
来
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
停
車
し
て
い
る
場
所
に
応
じ
て
退
避
又
は
固
縛
す
る
こ
と
に
よ
り
飛
来

物
と
な
ら
な
い
管
理
を
行
う
手
順
等
を
整
備
し
、
的
確
に
実
施
す
る
。

 

(
3
)
 
竜
巻
飛
来
物
防
護
対
策
設
備
の
取
付
・
取
外
操
作
、
飛
来
物
発
生
防
止
対
策
の
た
め
に
設
置
し
た
設
備
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
手
順
等
を
整
備
し
、
的
確
に
操
作
を

実
施
す
る
。
 

(
4
)
 
竜
巻
の
襲
来
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
室
の
水
密
扉
の
閉
止
状
態
を
確
認
し
、
換
気
空
調
系
統
の
ダ
ン
パ
等
を
閉
止
す
る
手
順
等
を
整
備

し
、
的
確
に
実
施
す
る
。
 

(
5
)
 
竜
巻
の
襲
来
が
予
想
さ
れ
る
場
合
の
燃
料
取
扱
作
業
中
止
に
つ
い
て
は
、
手
順
等
を
整
備
し
、
的
確
に
操
作
を
実
施
す
る
。
 

(
6
)
 
安
全
施
設
の
う
ち
、
竜
巻
に
対
し
て
構
造
健
全
性
が
維
持
で
き
な
い
場
合
の
代
替
設
備
又
は
予
備
品
の
確
保
に
お
い
て
は
、
運
用
等
を
整
備
し
、
的
確
に
実
施
す

る
。

 

(
7
)
 
竜
巻
飛
来
物
防
護
対
策
設
備
に
つ
い
て
、
要
求
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
保
守
管
理
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。

 

(
8
)
 
建
屋
開
口
部
付
近
に
飛
来
物
が
衝
突
し
、
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
発
火
性
又
は
引
火
性
物
質
を
内
包
す
る
機
器
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

火
災
防
護
計
画
に
よ
り
適
切
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
防
護
対
策
を
行
う
。
 

(
9
)
 
竜
巻
の
襲
来
後
に
つ
い
て
は
、
屋
外
設
備
の
点
検
を
実
施
し
損
傷
の
有
無
を
確
認
す
る
手
順
等
を
整
備
し
、
的
確
に
実
施
す
る
。
 

(
1
0
)
 
竜
巻
の
襲
来
後
、
建
屋
外
に
お
い
て
火
災
を
発
見
し
た
場
合
、
消
火
用
水
、
化
学
消
防
自
動
車
、
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
等
に
よ
る
消
火
活
動
を
行
う
手
順
等

を
整
備
し
、
的
確
に
実
施
す
る
。
 

(
1
1
)
 
竜
巻
に
対
す
る
運
用
管
理
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
竜
巻
に
対
す
る
運
用
管
理
に
関
す
る
教
育

及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

第
６
条

 
竜
巻

 
1
回

/

年
以
上

 

運
転
員

 
－

 

表
1
3
1
-1
 
 
保
安
教
育
の
実
施
方
針

（
総
括
表
）

 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
非
常
の
場
合
に
構
ず
べ
き

処
置
に
関
す
る
こ
と
 

内
 
容
：
火
山
影
響
等
お
よ
び
そ
の

他
自
然
災
害
（
地
震
、
津
波

お
よ
び
竜
巻
等
）
発
生
時
の

措
置
に
関
す
る
こ
と
 

保 安  

教
育
 

・
竜
巻
の
襲
来
時
等
の
対
応
に
関
す
る
事
項

 

・
竜
巻
発
生
時
の
車
両
退
避
等
に
関
す
る
事
項
 

・
物
品
の
飛
散
防
止
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
竜
巻
飛
来
物
防
護
対
策
設
備
他
の
取
扱
方
法
及

び
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
竜
巻
飛
来
物
防
護
対
象
設
備
、
竜
巻
に
よ
る
飛

来
物
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
固
縛
装
置
に

係
る
保
守
・
点
検
に
関
す
る
事
項
 

原
子
炉
保
修
課
員

 

タ
ー
ビ
ン
保
修
課
員

 

所
長
室
員

 

電
気
保
修
課
員

 

の
う
ち
、

 

当
該
設
備
の
 

保
守
点
検
管
理
を
行
う

者
 

－
 

 
一 般  

竜
巻
発
生
時

の
対
応
訓
練
 

訓
練
 

・
竜
巻
発
生
時
の
車
両
退
避
等
の
訓
練
 

全
所
員

 
－

 

表
1
3
1
-1
 
 
保
安
教
育
の
実
施
方
針

（
総
括
表
）

 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
非
常
の
場
合
に
構
ず
べ
き

処
置
に
関
す
る
こ
と
 

内
 
容
：
火
山
影
響
等
お
よ
び
そ
の

他
自
然
災
害
（
地
震
、
津
波

お
よ
び
竜
巻
等
）
発
生
時
の

措
置
に
関
す
る
こ
と
 

保 安  

火
山
影
響
等

お
よ
び
降
雪

発
生
時
の
対

応
に
関
す
る

教
育

 

教
育
 

 

・
火
山
影
響
等
、
降
雪
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る

事
項
 

・
降
下
火
砕
物
の
除
去
作
業
に
関
す
る
事
項

 

・
積
雪
の
除
去
作
業
に
関
す
る
事
項
 

 

1
.
8
 
火
山
防
護
に
関
す
る
基
本
方
針
 

1
.
8
.
2
 
手
順
等
 

(
1
)
 
降
灰
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
建
屋
や
屋
外
の
構
築
物
等
に
長
期
間
降
下
火
砕
物
の
荷
重
を
掛
け
続
け
な
い
こ
と
、
ま
た
降
下
火
砕
物
の
付
着
に
よ
る
腐
食
等
が

生
じ
る
状
況
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
防
護
対
象
施
設
等
に
堆
積
し
た
降
下
火
砕
物
の
除
灰
を
実
施
す
る
。
 

(
2
)
 
降
灰
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
防
護
対
象
施
設
に
対
す
る
特
別
点
検
を
行
い
、
降
下
火
砕
物
の
降
灰
に
よ
る
影
響
が
考
え
ら
れ
る
設
備
等
が
あ
れ
ば
、
状
況
に
応

じ
て
補
修
等
を
行
う
。
 

(
3
)
 
降
灰
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
外
気
取
入
口
に
設
置
し
て
い
る
平
型
フ
ィ
ル
タ
、
外
気
取
入
ダ
ン
パ
の
閉
止
、
換
気
空
調
設
備
の
停
止
又
は
閉
回
路
循
環
運
転
に

よ
り
、
建
屋
内
へ
の
降
下
火
砕
物
の
侵
入
を
防
止
す
る
。
 

(
4
)
 
降
灰
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
換
気
空
調
設
備
の
外
気
取
入
口
の
平
型
フ
ィ
ル
タ
に
つ
い
て
、
点
検
に
よ
り
フ
ィ
ル
タ
差
圧
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
状
況
に
応

じ
て
清
掃
や
取
替
え
を
実
施
す
る
。

 

(
5
)
 
降
灰
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、

 
水
循
環
系
の
ス
ト
レ
ー
ナ
に
つ
い
て
、
差
圧
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
状
況
に
応
じ
て
洗
浄
を
行
う
。
 

(
6
)
 
降
灰
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
開
閉
所
設
備
の
碍
子
洗
浄
を
行
う
。
 

(
7
)
 
降
灰
後
の
腐
食
等
の
中
長
期
的
な
影
響
に
つ
い
て
は
、
日
常
巡
視
点
検
や
定
期
点
検
等
に
よ
り
腐
食
等
に
よ
る
異
常
が
な
い
か
確
認
を
行
い
、
異
常
が
確
認
さ
れ
た

場
合
に
は
、
状
況
に
応
じ
て
塗
替
塗
装
等
の
対
応
を
行
う
。

 

(
8
)
 
火
山
事
象
に
対
す
る
運
用
管
理
に
万
全
を
期
す
た
め
、
必
要
な
技
術
的
能
力
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
降
下
火
砕
物
に
よ
る
施
設
へ
の
影
響
を
生

じ
さ
せ
な
い
た
め
の
運
用
管
理
に
関
す
る
教
育
を
実
施
す
る
。
 

第
６
条

 
火
山

 

1
回

/

年
以
上

 

 

全
所
員

 

 

－
 

 

保 安  

教
育
 

・
火
山
事
象
及
び
積
雪
か
ら
防
護
す
べ
き
施
設
の

保
守
管
理
に
関
す
る
事
項
 

 
 

1
回

/

年
以
上

 

タ
ー
ビ
ン
保
修
課
員

 

電
気
保
修
課
員

 
－

 

土
木
建
築
課
員

 

の
う
ち
、

 

当
該
設
備
の
 

保
守
管
理
を
行
う
者

 

－
 

表
1
3
1
-1
 
保
安
教
育
の
実
施
方
針

（
総
括
表
）

 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関

す
る
こ
と

 

小
分
類
：
運
転
管
理

 

保 安  

教
育
 

・
降
灰
よ
り
防
護
す
べ
き
施
設
の
点
検
に
関
す
る
事

項
 

・
換
気
空
調
設
備
の
外
気
取
入
口
フ
ィ
ル
タ
の
点
検
 

・
換
気
空
調
設
備
の
操
作
（
ダ
ン
パ
閉
止
･
循
環
運

転
等
）
［
降
下
火
砕
物
の
侵
入
防
止
］
 

・
水
循
環
系
ス
ト
レ
ー
ナ
の
点
検
及
び
洗
浄
［
降
下

火
砕
物
の
除
去
作
業
］
 

1
回

/

年
以
上

 
運
転
員

 
－

 

教
育
訓
練
の
整
合
表

 

表
1
3
1
-
1
 
保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
総
括
表
）
 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育

 

中
分
類
：
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と

 

小
分
類
：
運
転
管
理
 

内
容
：
異
常
時
対
応
（
現
場
機
器
対
応
、
中
央
制

御
室
内
対
応
、
指
揮
、
状
況
判
断
）
 

表
1
3
1
-
1
 
保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
総
括
表
）
 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育

 

中
分
類
：
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と

 

小
分
類
：
運
転
管
理
 

内
容
：
異
常
時
対
応
（
現
場
機
器
対
応
、
中
央
制
御
室
内
対

応
、
指
揮
、
状
況
判
断
）

 

表
1
3
1
-
1
 
保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
総
括
表
）

 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育

 

中
分
類
：
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と

 

小
分
類
：
運
転
管
理
 

内
容
：
異
常
時
対
応
（
現
場
機
器
対
応
、
中
央
制
御
室
内
対

応
、
指
揮
、
状
況
判
断
）

 

表
1
3
1
-
1
 
保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
総
括
表
）
 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育

 

中
分
類
：
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と

 

小
分
類
：
運
転
管
理
 

内
容
：
異
常
時
対
応
（
現
場
機
器
対
応
、
中
央
制
御
室
内
対

応
、
指
揮
、
状
況
判
断
）

 

教育訓練補足説明資料 ９(2/8) 

補(1)-156



  

保
安
規
定
記
載
内
容

 
区
分
 

教
育
訓
練
項

目
 

教
育
 

訓
練
 

実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容

 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

設
置
許
可
基
準
規
則

の
関
連
条
項

 
頻
度
 

対
象
者
 

添
付
 

書
類
 

記
載
内
容

(概
要
)
 

所
員
 

請
負
会
社
 

従
業
員
 

 
内

 
容
：
異
常
時
対
応
（
現
場
機
器

対
応
、
中
央
制
御
室
内
対

応
、
指
揮
、
状
況
判
断
）

 

・
開
閉
所
設
備
の
碍
子
洗
浄
「
降
灰
時
の
影
響
防

止
］

 

・
そ
の
他
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
う
ち
運
転
操
作
に
関
す

る
事
項
 

 
一 般  

教
育
 

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の

対
策
に
関
す
る
事
項
 

・
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
用
い
た
炉
心
を

冷
却
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
事
項
 

・
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
（
電
動
）

を
用
い
た
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の

対
策
に
関
す
る
事
項
 

・
そ
の
他
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
事
項
 

1
回

/

年
以
上

 

緊
急
安
全
対
策
要

員
 

－
 

 
 

教育訓練補足説明資料 ９(3/8) 

教
育
訓
練
の
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保
安
規
定
記
載
内
容

 
区
分

 
教
育
訓
練
項
目
 

教
育
 

訓
練
 

実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容

 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

設
置
許
可
基
準
規
則
の
関
連

条
項
 

頻
度
 

対
象
者

 

添
付
 

書
類
 

記
載
内
容
(
概
要
)
 

所
員

 
請
負
会
社

 

従
業
員
 

（
所
員
へ
の
保
安
教
育
）
 

第
１
３
１
条

 
所
長
室
長
は
、
毎
年
度
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
お
よ
び
管
理
を
行
う
所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画

を
表
１
３
１
－
１
、
表
１
３
１
－
２
お
よ
び
表
１
３
１
－
３
の
実
施
方
針
に
基
づ
い
て
作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

２
．
所
長
室
長
は
、
第
１
項
の
保
安
教
育
実
施
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
第
８
条
第
２
項
に
基
づ
き
運
営
委
員
会
の

確
認
を
得
る
。

 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
１
項
の
保
安
教
育
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
保
安
教
育
を
実
施
す
る
と
と
も
に
年
度
毎
に

実
施
結
果
を
所
長
に
報
告
す
る
。

 

た
だ
し
、
各
課
（
室
）
長
が
、
所
長
に
よ
り
別
途
承
認
さ
れ
た
基
準
に
従
い
、
各
項
目
の
全
部
ま
た
は
一
部
に

つ
い
て
十
分
な
知
識
お
よ
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
教
育
に
つ
い
て
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
．
所
長
室
長
は
、
具
体
的
な
保
安
教
育
内
容
の
見
直
し
頻
度
を
定
め
る
。

 

５
．
各
課
（
室
）
長
は
、
具
体
的
な
保
安
教
育
の
内
容
を
定
め
る
と
と
も
に
所
長
室
長
が
定
め
る
見
直
し
頻
度
に
従

い
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
。
 

  （
請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
）
 

第
１
３
２
条

 
所
長
室
長
は
、
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
作
業
を
請
負
会
社
が
行
う
場
合
は
、
当
該
請
負
会
社
従
業
員

の
発
電
所
入
所
時
に
安
全
上
必
要
な
教
育
が
表
１
３
２
の
実
施
方
針
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
な
お
、
教
育
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
教
育
現
場
に
適
宜
立
ち
会
う
。

 

た
だ
し
、
所
長
に
よ
り
別
途
承
認
さ
れ
た
基
準
に
従
い
、
各
項
目
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
十
分
な
知
識

お
よ
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
教
育
に
つ
い
て
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
作
業
の
う
ち
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
業
務
を
請
負
会
社
が
行

う
場
合
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
請
負
会
社
従
業
員
に
対
し
、
安
全
上
必
要
な
教
育
が
表
１
３
２
の
実
施
方
針

に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
な
お
、
教
育
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
た
め
教
育
現
場
に
適

宜
立
ち
会
う
。

 

た
だ
し
、
所
長
に
よ
り
別
途
承
認
さ
れ
た
基
準
に
従
い
、
各
項
目
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
十
分
な
知
識

お
よ
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
教
育
に
つ
い
て
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
放
射
性
廃
棄
物
処
理
設
備
に
関
す
る
業
務
の
補
助
ま
た
は
燃
料

取
替
に
関
す
る
業
務
の
補
助
を
請
負
会
社
に
行
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
請
負
会
社
従
業
員
に
対

し
、
表
１
３
１
－
１
、
表
１
３
１
－
２
お
よ
び
表
１
３
１
－
３
の
実
施
方
針
の
う
ち
「
放
射
性
廃
棄
物
処
理
設
備

の
業
務
に
関
わ
る
者
」
、
「
燃
料
取
替
の
業
務
に
関
わ
る
者
」
に
準
じ
る
保
安
教
育
実
施
計
画
を
定
め
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
重
大
事
故
等
発
生
時
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原

子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
業
務
の
補
助
を
請
負
会
社
に
行
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
従
事

す
る
請
負
会
社
従
業
員
に
対
し
、
安
全
上
必
要
な
教
育
が
表
１
３
１
－
１
の
実
施
方
針
の
う
ち
「
左
記
以
外
の
技

術
系
所
員
」
に
準
じ
る
保
安
教
育

(
緊
急
事
態
応
急
対
策
等
、
原
子
力
防
災
対
策
活
動
に
関
す
る
こ
と

(重
大
事
故

等
発
生
時
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
含
む

)
)
の
実
施
計
画
を

定
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。

 

５
．
各
課
(
室

)
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山

影
響
等
お
よ
び
そ
の
他
自
然
災
害

(
地
震
、
津
波
お
よ
び
竜
巻
等

)
発
生
時
の
措
置
に
お
け
る
業
務
の
補
助
を
請
負

会
社
に
行
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
請
負
会
社
従
業
員
に
対
し
、
安
全
上
必
要
な
教
育
が
表
１
３

１
－
１
の
実
施
方
針
の
う
ち
「
左
記
以
外
の
技
術
系
所
員
」
に
準
じ
る
保
安
教
育

(
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影

響
等
お
よ
び
そ
の
他
自
然
災
害
(
地
震
、
津
波
お
よ
び
竜
巻
等

)
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

)
の
実
施
計
画
を

定
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。

 

６
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
第
３
項
、
第
４
項
お
よ
び
第
５
項
の
保
安
教
育
実
施
計
画
に
基

づ
い
た
保
安
教
育
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
実
施
結
果
を
所
長
に
報
告
す
る
。
な
お
、
教
育
の

実
施
状
況
を
確
認
す
る
た
め
教
育
現
場
に
適
宜
立
ち
会
う
。

 

た
だ
し
、
所
長
に
よ
り
別
途
承
認
さ
れ
た
基
準
に
従
い
、
各
項
目
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
十
分
な
知
識

お
よ
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
教
育
に
つ
い
て
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

保
安

 

緊
急
事
態
応
急
対

策
活
動
に
関
す
る

教
育
 

教
育
 

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
再
循
環
設
備
の
ダ
ク
ト
の
一
部
に
係
る
保

守
管
理
に
関
す
る
事
項

 

八
 

1
.
1
.
1
.
7
 多
重
性
又
は
多
様
性
及
び
独
立
性

 

(
2
)
 
手
順
等
 

a
.
 
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
再
循
環
設
備
の
ダ
ク
ト
の
一
部
並
び
に
安
全
補
機
室
空
気
浄
化
設
備
及
び
中
央
制
御
室
非
常
用
循

環
設
備
の
ダ
ク
ト
の
一
部
及
び
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
に
要
求
さ
れ
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
適
切
に
保
守
管
理
を

実
施
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

b
.
 
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
再
循
環
設
備
の
ダ
ク
ト
の
一
部
並
び
に
安
全
補
機
室
空
気
浄
化
設
備
及
び
中
央
制
御
室
非
常
用
循

環
設
備
の
ダ
ク
ト
の
一
部
及
び
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
に
係
る
保
守
管
理
に
関
す
る
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

第
１
２
条
 

安
全
施
設

 
１
回
／

年
以
上

 

原
子
炉
保
修
課
員
 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保
安

 
教
育
 

・
誤
操
作
防
止
の
運
用
に
関
す
る
事
項
 

1
.
1
.
1
.
9
 誤
操
作
防
止
及
び
容
易
な
操
作

 

(
2
)
 
手
順
等
 

f
.
 
識
別
管
理
、
施
錠
管
理
に
関
す
る
教
育
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
換
気
空
調
設
備
、
照
明
設
備
に
関
す
る
運
転
操
作
及

び
保
守
管
理
に
つ
い
て
も
教
育
を
実
施
す
る
。

 

第
１
０
条
 

誤
操
作
防

止
 

１
回
／

年
以
上

 
運
転
員

 
－

 

保
安

 
教
育
 

・
識
別
管
理
に
関
す
る
教
育
、
換
気
空
調
設
備
及
び
照
明
設
備

（
落
下
防
止
）
に
係
る
保
守
・
点
検
に
関
す
る
事
項
 

１
回
／

年
以
上

 

保
修
課
員
 

土
木
建
築
課
員

 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保
安

 

教
育
 

・
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
重
量
物
落
下
防
止
に
係
る
措
置
及

び
当
該
設
備
の
保
守
管
理
に
関
す
る
事
項

 

4
.
 
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
 

4
.
1
.
1
.
5
 手
順
等
 

(
1
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
重
量
物
落
下
防
止
対
策
 

g
.
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
重
量
物
落
下
防
止
に
係
る
落
下
防
止
措
置
及
び
当
該
設
備
の
保
守
管
理
に
関
す
る
教
育
を

行
う
。
 

(
3
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
計
測
設
備
に
係
る
保
守
管
理
に
関
す
る
教
育
を
行
う
。
 

第
１
６
条
 

燃
料
体
等

の
取
扱
施

設
及
び
貯

蔵
施
設
 

１
回
／

年
以
上

 

原
子
燃
料
課
員

 

放
射
線
管
理
課
員
 

土
木
建
築
課
員

 

保
修
課
員
 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

教
育
 

・
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
計
・
温
度
計
・
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

の
保
守
管
理
に
関
す
る
事
項

 

１
回
／

年
以
上

 

計
装
保
修
課
員

 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保
安

 
教
育
 

・
保
守
管
理
や
盤
の
施
錠
管
理
、
出
入
管
理
、
パ
ス
ワ
ー
ド
管

理
等
の
管
理
手
順
に
関
す
る
事
項
 

6
.
6
 
原
子
炉
保
護
設
備
 

6
.
6
.
4
 
手
順
等

 

(
1
)
 
安
全
保
護
系
の
デ
ジ
タ
ル
計
算
機
が
収
納
さ
れ
た
盤
に
つ
い
て
は
、
施
錠
管
理
方
法
を
定
め
運
用
す
る
。

 

(
2
)
 
発
電
所
へ
の
出
入
り
に
つ
い
て
は
、
出
入
管
理
方
法
を
定
め
運
用
す
る
。

 

(
3
)
 
安
全
保
護
系
の
保
守
ツ
ー
ル
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
の
管
理
及
び
入
力
操
作
に
関
す
る
手
順
等
並
び

に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
使
用
に
つ
い
て
検
証
及
び
妥
当
性
を
確
認
す
る
こ
と
を
定
め
運
用
す
る
。

 

(
4
)
 
適
切
に
保
守
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
故
障
時
に
お
い
て
は
補
修
を
行
う
。
 

(
5
)
 
保
守
管
理
や
盤
の
施
錠
管
理
、
出
入
管
理
、
パ
ス
ワ
ー
ド
管
理
等
の
管
理
手
順
に
関
す
る
教
育
を
実
施
す
る
。

 

第
２
４
条
 

安
全
保
護

回
路

 

１
回
／

年
以
上

 

計
装
保
修
課
員

 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保
安

 
教
育
 

・
中
央
制
御
室
で
の
情
報
入
手
等
に
関
す
る
事
項
 

・
酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
よ
る
濃
度
測
定

 
6
.
1
0
 
制
御
室

 

6
.
1
0
.
1
.
2 
中
央
制
御
室
 

6
.
1
0
.
1
.
2.
3
 
手
順
等
 

(
1
)
 
手
順
に
基
づ
き
、
酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
よ
り
、
中
央
制
御
室
内
の
酸
素
濃
度
、
二
酸
化
炭
素

濃
度
を
測
定
す
る
。
 
 

(
2
)
 
手
順
に
基
づ
き
、
監
視
カ
メ
ラ
及
び
気
象
観
測
設
備
等
に
よ
り
原
子
炉
施
設
の
外
の
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も

に
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
等
に
よ
り
公
的
機
関
か
ら
必
要
な
情
報
を
入
手
す
る
。
 
 

(
3
)
 
監
視
カ
メ
ラ
、
気
象
観
測
設
備
等
に
要
求
さ
れ
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
適
切
な
保
守
管
理
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
故
障
時
に
お
い
て
は
補
修
を
行
う
。
 
 

(
4
)
 
酸
素
濃
度
計
、
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
等
の
保
守
管
理
及
び
運
転
に
関
す
る
教
育
を
行
う
。
 

第
２
６
条
 

原
子
炉
制

御
室
等
 

1
回

/

年
以
上

 
運
転
員

 
－

 

保
安

 
教
育
 

・
酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
保
守
管
理
に
関
す

る
事
項
 

1
回

/

年
以
上

 

放
射
線
管
理
課
員
 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保
安

 
教
育
 

・
監
視
カ
メ
ラ
及
び
気
象
観
測
装
置
等
の
保
守
管
理
に
関
す
る

事
項

 

1
回

/

年
以
上

 

計
装
保
修
課
員

 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保
安

 
教
育
 

・
モ
ニ
タ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
モ
ニ
タ
ポ
ス
ト
の
電
源
、
警
報

及
び
デ
ー
タ
伝
送
系
の
保
守
管
理
に
関
す
る
事
項
 

8
.
 
放
射
線
管
理
施
設
 

8
.
1
.
1
.
4
 手
順
等
 

(
2
)
 
モ
ニ
タ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
モ
ニ
タ
ポ
ス
ト
の
電
源
、
警
報
及
び
デ
ー
タ
伝
送
系
の
保
守
管
理
に
関
す
る
教
育
を

定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

第
３
１
条
 

監
視
設
備

 
１
回
／

年
以
上

 

放
射
線
管
理
課
員
 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保
安

 
教
育
 

・
電
気
設
備
に
係
る
保
守
管
理
に
関
す
る
事
項
 

1
0
.
1
 
非
常
用
電
源
設
備
 

1
0
.
1
.
6
 
手
順
等
 

(
2
)
 
電
気
設
備
に
係
る
保
守
管
理
に
関
す
る
教
育
を
行
う
。
 

第
３
３
条
 

保
安
電
源

設
備

 

１
回
／

年
以
上

 

電
気
保
修
課
員

 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保
安

 
教
育
 

・
電
源
確
保
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項

 

1
0
.
3
 
常
用
電
源
設
備
 

1
0
.
3
.
6
 
手
順
等
 

(
3
)
 
変
圧
器

1
次
側
に
お
い
て

1
相
開
放
を
検
知
し
た
場
合
、
故
障
箇
所
の
隔
離
又
は
非
常
用
母
線
を
健
全
な
電
源
か

ら
受
電
で
き
る
よ
う
切
替
え
を
実
施
す
る
。
 

(
4
)
 
上
記
(
3
)
対
応
の

1
相
開
放
故
障
が
検
知
さ
れ
な
い
状
態
に
お
い
て
、
安
全
系
機
器
に
悪
影
響
が
生
じ
た
場
合
に

も
、
運
転
員
が
そ
れ
を
認
知
し
、
適
切
な
対
応
を
行
え
る
よ
う
手
順
書
等
を
整
備
し
、
運
転
員
に
対
し
て
定
期
的
に

教
育
を
実
施
す
る
。
 

(
7
)
 
外
部
電
源
系
統
切
替
操
作
に
関
す
る
教
育
・
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

第
１
４
条
 

第
３
３
条
 

全
交
流
動

力
電
源
喪

失
対
策
設

備
 

１
回
／

年
以
上

 
運
転
員

 
－

 

保
安

 
教
育
 

・
電
気
設
備
に
係
る
保
守
管
理
に
関
す
る
事
項
 

1
0
.
3
 
常
用
電
源
設
備
 

1
0
.
3
.
6
 
手
順
等
 

(
8
)
 
電
気
設
備
に
係
る
保
守
管
理
に
関
す
る
教
育
を
実
施
す
る
。

 

第
３
３
条
 

保
安
電
源

設
備

 

１
回
／

年
以
上

 

電
気
保
修
課
員

 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保
安

 

力
量
維
持
向
上
の

た
め
の
教
育
訓
練

（
Ｓ
Ａ
手
順
の
再

掲
）
 

教
育
 

・
専
用
通
信
回
路
、
デ
ー
タ
伝
送
設
備
（
発
電
所
内
）
お
よ
び

デ
ー
タ
伝
送
設
備
（
発
電
所
外
）
の
異
常
時
の
対
応
手
順
に
関

す
る
事
項

 

・
通
信
連
絡
設
備
の
操
作
手
順
に
関
す
る
事
項
 

1
0
.
1
2
 
通
信
連
絡
設
備
 

1
0
.
1
2
.
1
.6
 
手
順
等
 

(
2
)
 
専
用
通
信
回
線
、
デ
ー
タ
伝
送
設
備
（
発
電
所
内
）
及
び
デ
ー
タ
伝
送
設
備
（
発
電
所
外
）
に
つ
い
て
は
、
常
時

監
視
を
行
う
と
と
も
に
、
異
常
時
の
対
応
に
関
す
る
手
順
を
整
備
す
る
。
ま
た
、
異
常
時
の
対
応
手
順
に
関
す
る
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

第
３
５
条
 

通
信
連
絡

設
備

 

１
回
／

年
以
上

 
緊
急
安
全
対
策
要
員

 

重
大
事
故
等
及
び

大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
活

動
の
た
め
の
活
動

に
関
す
る
業
務
の

補
助
を
行
う
者

 

保
安

 
訓
練
 

・
通
信
連
絡
に
関
す
る
訓
練

 
１
回
／

年
以
上

 

緊
急
時
対
策
本
部
要
員

 

の
う
ち
、
情
報
連
絡
を
行

う
者

 

－
 

保
安

 
教
育
 

・
緊
急
時
対
策
所
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
資
機
材

の
保
守
管
理
に
関
す
る
事
項

 

1
0
.
9
 
緊
急
時
対
策
所
 

1
0
.
9
.
1
.
4 
手
順
等

 

緊
急
時
対
策
所
に
要
求
さ
れ
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
保
守
計
画
に
基
づ
き
適
切
に
保
守
管
理
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
ま
た
、
当
該
保
守
管
理
に
関
す
る
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

第
３
４
条
 

緊
急
時
対

策
所

 

１
回
／

年
以
上

 

所
長
室

 

放
射
線
管
理
課

 

原
子
炉
保
修
課

 

電
気
保
修
課
 

計
装
保
修
課
 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

保
安

 
緊
急
事
態
応
急
対

策
活
動
に
関
す
る

教
育
 

教
育
 

・
可
搬
型
照
明
の
使
用
に
関
す
る
事
項
 

1
0
.
1
1
 
安
全
避
難
通
路
等
 

1
0
.
1
1
.
4
 手
順
等
 

(
3
)
 
作
業
用
照
明
に
係
る
保
守
管
理
に
関
す
る
教
育
を
行
う
。
 

(
4
)
 
可
搬
型
照
明
の
使
用
等
に
関
す
る
教
育
・
訓
練
を
行
う
。
 

第
１
１
条
 

安
全
避
難

通
路
等
 

1
回

/

年
以
上

 
運
転
員

 
－

 

保
安

 
教
育
 

・
作
業
用
照
明
に
係
る
保
守
管
理
に
関
す
る
事
項
 

第
１
１
条
 

安
全
避
難

通
路
等
 

１
回
／

年
以
上

 

電
気
保
修
課
員

 

の
う
ち
、
当
該
設
備
の
保

守
管
理
を
行
う
者
 

－
 

 

教
育
訓
練
の
整
合
表
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保
安
規
定
記
載
内
容
 

区
分

(
案
)
 

教
育
訓
練
名
称
 

教
育
 

訓
練
 

実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容
 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

 
設
置
許
可
基
準

 

規
則
の
関
連
条
項
 

頻
度
 

対
象
者

 

添
付
書
類

 
記
載
内
容

(
概
要

)
 

所
員

 
請
負
会
社

 

従
業
員
 

（
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

第
１
８
条
の
５

 
社
長
は
、
社
長
は
、
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重

大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
、
「
重
大
事
故
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
当
た
っ
て
、
財
産
（
設
備

等
）
保
護
よ
り
も
安
全
を
優
先
す
る
こ
と
を
方
針
と
し
て
定
め
る
。
 

４
．
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む

計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事

故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。

 

(
2
)
 
(
1
)
の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項
 

(
a
)
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
力
量
の
付

与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
※
１
こ
と
。

 

(
b
)
 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(
c
)
 
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

技
術
的
能
力
を
満
足
す
る
こ
と
お
よ
び
有
効
性
評
価
の
前
提
条
件
を
満
足
す
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
の
成
立
性
の
確
認
訓
練
（
以
下
、
「
成
立
性
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。
）

を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。

 

(
d
)
 
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
こ
と
。

 

(
e
)
 
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告

す
る
こ
と
。

 

※
１
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
し
く
は
改
造
す
る
場
合
、
重
大
事
故
等
対
処
設

備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
、
ま
た
は
運
転
員
（
当
直

員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
し
く
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る

場
合
は
、
第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
ま
で
に
実
施
す
る
。

 

力
量
の
維

持
向
上
の

た
め
の
教

育
訓
練
 

（
保
安
教
育
）
 

表
1
3
1
-
1
 
保
安
教
育
実
施
方
針
(
総
括
表
)
 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関

す
る
こ
と
 

小
分
類
：
緊
急
事
態
応
急
対
策
等
、
原
子
力
防

災
対
策
活
動
に
関
す
る
こ
と
 

保
安

 

原
子
力
防
災
教

育
「
原
子
力
防

災
体
制
お
よ
び

組
織
に
関
す
る

知
識
」
「
シ
ビ

ア
ア
ク
シ
デ
ン

ト
に
関
す
る
知

識
」
 

教
育
 

○
緊
急
事
態
応
急
対
策
等
、
原
子
力
防
災
対
策
活

動
に
関
す
る
こ
と
 

・
原
災
法
お
よ
び
関
係
法
令
の
概
要

 

・
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
の
概
要
 

・
原
子
力
防
災
体
制
、
各
班
の
職
務

 

・
事
故
時
影
響
緩
和
操
作
の
概
要
 

・
ｼ
ﾋ
ﾞｱ
ｱ
ｸ
ｼ
ﾃ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
に
関
す
る
基
礎
的
知
識

 

十
 

5
.
1
 
重
大
事
故
等
対
策

 

5
.
1
.
4 
手
順
書
の
整
備
、
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
並
び
に
体
制
の
整
備

 

(
2
)
 
教
育
及
び
訓
練
の
実
施

 

運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
及
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
は
、
重
大
事
故
等
発

生
時
に
お
い
て
、
事
象
の
種
類
及
び
事
象
の
進
展
に
応
じ
て
的
確
か
つ
柔
軟
に
対
処
す
る
た
め
に

必
要
な
力
量
を
確
保
す
る
た
め
、
教
育
及
び
訓
練
を
継
続
的
に
実
施
す
る
。

 

必
要
な
力
量
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
、
重
大
事
故
等
発
生
時
の
発
電
所
原
子
力
緊
急
時

対
策
本
部
（
以
下
「
発
電
所
対
策
本
部
」
と
い
う
。
）
の
体
制
を
通
常
時
の
組
織
の
業
務
と
対
応

す
る
よ
う
に
定
め
、
通
常
時
の
実
務
経
験
を
通
じ
て
付
与
さ
れ
る
力
量
に
加
え
、
事
故
時
対
応
の

知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
要
員
の
役
割
に
応
じ
た
教
育
及
び
訓
練
を
定
め
ら
れ
た
頻
度
、
内
容
で

計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
及
び
緊
急
時
対
策

本
部
要
員
の
力
量
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
。
 

緊
急
安
全
対
策
要
員
の
教
育
及
び
訓
練
の
頻
度
と
力
量
評
価
の
考
え
方
は
、
以
下
の
と
お
り
と

し
、
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
教
育
訓
練
の
計
画
を
定
め
、
実
施
す
る
。

 

・
各
要
員
に
対
し
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
項
目
を
年

1
回
以
上
実
施
し
、
評
価
す
る
こ
と
に
よ

り
、
力
量
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

・
各
要
員
が
力
量
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
各
要
員
に
応
じ
た
複
数
の
教
育
及
び
訓

練
項
目
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
複
数
の
教
育
及
び
訓
練
項
目
で
、
手
順
が
類
似
す
る
項
目
に

つ
い
て
は
、
年

1
回
以
上
、
毎
年
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
各
手
順
を
習
熟
し
、
力
量
の
維
持

及
び
向
上
を
図
る
。

 

・
複
数
の
教
育
訓
練
項
目
で
手
順
の
類
似
が
な
い
項
目
に
つ
い
て
は
、
教
育
・
訓
練
を
年

2
回
以

上
実
施
す
る
。
そ
の
方
法
は
、
当
該
手
順
の
単
純
さ
、
複
雑
さ
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
力
量
の
維

持
及
び
向
上
に
有
効
な
方
法
で
実
施
す
る
。
 

・
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
中
央
制
御
室
で
の
操
作
及
び
動
作
状
況
確
認
等
の
短
時
間
で
実
施

で
き
る
操
作
以
外
の
作
業
や
操
作
に
つ
い
て
、
第

5
.
1
.
2
表
に
示
す
「
重
大
事
故
等
対
策
に
お

け
る
操
作
の
成
立
性
」
の
必
要
な
要
員
数
及
び
想
定
時
間
に
て
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
教
育
及

び
訓
練
を
効
率
的
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
。
 

・
教
育
訓
練
の
実
施
結
果
に
よ
り
、
手
順
、
資
機
材
及
び
体
制
に
つ
い
て
改
善
要
否
を
評
価
し
、

必
要
に
よ
り
手
順
、
資
機
材
の
改
善
、
教
育
及
び
訓
練
計
画
へ
の
反
映
を
行
い
、
力
量
を
含
む

対
応
能
力
の
向
上
を
図
る
。
 

運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
及
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
対
象
者
に
つ
い
て

は
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
事
象
の
種
類
及
び
事
象
の
進
展
に
応
じ
て
的
確
か
つ
柔
軟
に

対
処
で
き
る
よ
う
、
各
要
員
の
役
割
に
応
じ
た
教
育
及
び
訓
練
を
実
施
し
、
計
画
的
に
評
価
す
る

こ
と
に
よ
り
力
量
を
付
与
し
、
運
転
開
始
前
ま
で
に
力
量
を
付
与
さ
れ
た
要
員
を
必
要
人
数
配
置

す
る
。
 

重
大
事
故
等
対
策
活
動
の
た
め
の
要
員
を
確
保
す
る
た
め
、
以
下
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
教
育

及
び
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

計
画
（
Ｐ
）
、
実
施
（
Ｄ
）
、
評
価
（
Ｃ
）
、
改
善
（
Ａ
）
の
プ
ロ
セ
ス
を
適
切
に
実
施
し
、

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
回
す
こ
と
で
、
手
順
書
の
改
善
、
体
制
の
改
善
等
の
継
続
的
な
重
大
事
故

等
対
策
の
改
善
を
図
る
。

 

 

a
.
 
 
重
大
事
故
等
対
策
は
、
幅
広
い
原
子
炉
施
設
の
状
況
に
応
じ
た
対
策
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
重
大
事
故
等
発
生
時
の
原
子
炉
施
設
の
挙
動
に
関
す
る
知
識
の
向
上
を
図
る
こ
と
の

で
き
る
教
育
及
び
訓
練
等
を
実
施
す
る
。

 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
プ
ラ
ン
ト
状
態
を
早
期
に
安
定
な
状
態
に
導
く
た
め
の
的

確
な
状
況
把
握
、
確
実
及
び
迅
速
な
対
応
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
、
運
転

員
（
当
直
員
）
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
及
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
役
割
に
応
じ
た
教
育
及

び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

 b
.
 
 
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
及
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
各
役
割
に
応
じ

て
、
重
大
事
故
等
よ
り
も
厳
し
い
プ
ラ
ン
ト
状
態
と
な
っ
た
場
合
で
も
対
応
で
き
る
よ
う
過
酷

事
故
の
内
容
、
基
本
的
な
対
処
方
法
等
、
定
期
的
に
知
識
ベ
ー
ス
の
理
解
向
上
に
資
す
る
教
育

を
行
う
。
 

現
場
作
業
に
当
た
っ
て
い
る
緊
急
安
全
対
策
要
員
が
、
作
業
に
習
熟
し
必
要
な
対
応
が
で
き

る
よ
う
、
運
転
員
（
中
央
制
御
室
及
び
現
場
）
と
連
携
し
て
一
連
の
活
動
を
行
う
訓
練
を
計
画

的
に
実
施
す
る
。

 

重
大
事
故
等
発
生
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
況
の
把
握
、
的
確
な
対
応
操
作
の
選
択
等
、
実
施
組
織

及
び
支
援
組
織
の
実
効
性
等
を
総
合
的
に
確
認
す
る
た
め
の
演
習
等
を
定
期
的
に
計
画
す
る
。
 

運
転
員
（
当
直
員
）
に
対
し
て
は
、
知
識
の
向
上
と
手
順
書
の
実
効
性
を
確
認
す
る
た
め
、

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
又
は
模
擬
訓
練
を
実
施
す
る
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
は
、
重
大
事
故
等
に

対
し
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
計
画
的
に
実
施
す
る
。
ま
た
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
時
の

対
応
力
を
養
成
す
る
た
め
、
手
順
に
し
た
が
っ
た
対
応
中
に
お
い
て
判
断
に
用
い
る
監
視
計
器

の
故
障
や
動
作
す
べ
き
機
器
の
不
動
作
等
、
多
岐
に
わ
た
る
機
器
の
故
障
を
模
擬
し
、
関
連
パ

ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
事
象
判
断
能
力
、
代
替
手
段
に
よ
る
復
旧
対
応
能
力
等
の
運
転
操
作
の
対
応

能
力
向
上
を
図
る
。

 

緊
急
安
全
対
策
要
員
に
対
し
て
は
、
原
子
炉
施
設
の
冷
却
機
能
の
回
復
の
た
め
に
必
要
な
電

源
確
保
及
び
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
給
水
確
保
等
の
対
応
操
作
を
習
得
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
手
順
の
内
容
理
解
を
図
る
た
め
の
机
上
教
育
、
資
機
材
の
取
り
扱
い
方
法
の
習
得
を
図
る

た
め
の
模
擬
訓
練
又
は
実
働
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

発
電
所
対
策
本
部
の
実
施
組
織
及
び
支
援
組
織
の
要
員
の
役
割
に
応
じ
て
、
重
大
事
故
等
発

生
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
況
の
把
握
、
的
確
な
対
応
操
作
の
選
択
、
確
実
な
指
揮
命
令
の
伝
達
等
の

一
連
の
発
電
所
対
策
本
部
機
能
、
支
援
組
織
の
位
置
づ
け
、
実
施
組
織
と
の
連
携
及
び
手
順
書

の
構
成
に
関
す
る
机
上
教
育
を
実
施
す
る
。

 

 （
次
頁
に
続
く
）
 

 

－  

１
回
／
年

以
上
 

全
所
員
 

重
大
事
故
等
及
び

大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
に
関

す
る
業
務
の
補
助

を
行
う
者

 

 

（
保
安
教
育
）
 

表
1
3
1
-
1
 
保
安
教
育
実
施
方
針
(
総
括
表
)
 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関

す
る
こ
と
 

小
分
類
：
重
大
事
故
等
及
び
大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
に
関
す
る
こ
と
 

保
安

 

重
大
事
故
等
発

生
時
の
活
動
に

係
る
保
安
教
育

 

教
育
 

○
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
こ
と

 

・
保
安
規
定
の
第
１
８
条
の
５
を
遵
守
し
、
重
大

事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
が
的
確
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
添
付

３
の
概
要
を
教
育
す
る
。
 

１
回
／
年

以
上
 

全
所
員
 

重
大
事
故
等
及
び

大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
に
関

す
る
業
務
の
補
助

を
行
う
者

 

 
 

 

力
量
の

付
与
の

た
め
の

教
育
訓

練
 

一
般

 
力
量
付
与
訓
練

 
訓
練
 

力
量
付
与
を
行
う
た
め
の
教
育
訓
練
を
以
下
の
通

り
実
施
す
る
。
 

○
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
要
素
を
考
慮
し
た
、
技

術
的
能
力
に
係
る
審
査
基
準
で
要
求
さ
れ
る
１
９

の
手
順
（
保
安
規
定
 
添
付
３
 
表
－
１
～
１
９
の

対
応
手
段
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
）
に

係
る
教
育
訓
練
 

○
成
立
性
確
認
訓
練
（
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性

評
価
の
成
立
性
確
認
）
お
よ
び
成
立
性
確
認
訓
練

の
要
素
等
を
考
慮
し
た
力
量
付
与
方
法
の
妥
当
性

確
認

 

重
大
事
故

等
対
処
設

備
に
係
る

運
転
上
の

制
限
が
適

用
開
始
さ

れ
る
ま
で

 

緊
急
時
対
策

本
部
要
員

 

運
転
員
 

（
当
直
）

 

緊
急
安
全
対

策
要
員
 

重
大
事
故
等
及
び

大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
に
関

す
る
業
務
の
補
助

を
行
う
者

 

 
 

 

力
量
維

持
向
上

の
た
め

の
教
育

訓
練
 

一
般

 

緊
急
時
対
策
本

部
要
員
に
対
す

る
プ
ラ
ン
ト
挙

動
理
解
他
の
教

育
訓
練

 

訓
練
 

○
重
大
事
故
等
発
生
時
の
プ
ラ
ン
ト
挙
動
、
対
応

策
の
概
要
等
、
知
識
ベ
ー
ス
の
理
解
向
上
の
た
め

の
教
育
訓
練
 

（
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
、
ま
た
は
講
義
）

 

○
指
揮
者
等
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
役
割
別

に
要
求
さ
れ
る
事
項
の
教
育
訓
練
 

１
回
／
年

～
教
育
毎

に
個
別
に

設
定
 

緊
急
時
対
策

本
部
要
員

 
－

 

添
付
３

 

１
 
重
大
事
故
等
対
策
 

１
．
１

 
 体
制
の
整
備
、
教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備

 

(
2
)
 
教
育
訓
練
の
実
施
 

ア
 
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

 

各
課
（
室
）
長
は
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
し
く
は
改
造
す
る
場
合
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始

さ
れ
る
日
（
使
用
前
検
査
終
了
日
等
）
ま
で
に
、
ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
し
く
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た

に
認
定
す
る
場
合
は
、
第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
ま
で
に
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す

る
。
 

(
ｱ
)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
表
－
１
か
ら
表
－
１
９
に
記
載
し
た
対
応
手
段
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
手
順
に
つ
い
て
、
「
ウ

 
成
立
性
の

確
認
訓
練
」
の
要
素
を
考
慮
し
た
教
育
訓
練
項
目
を
定
め
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
役

割
に
応
じ
た
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

(
ｲ
)
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
ま
た
は
改
造
す
る
場
合
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上

の
制
限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
日
（
使
用
前
検
査
終
了
日
等
）
ま
で
に
、
成
立
性
確
認
訓
練
（
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
立
性
確
認
）

お
よ
び
成
立
性
確
認
訓
練
の
要
素
等
を
考
慮
し
た
確
認
方
法
に
よ
り
、
力
量
の
付
与
方
法
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。
 

イ
 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練

 

所
長
室
長
は
、
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
す
る
。

 

各
課
（
室
）
長
は
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
対
し
て
、
事
象
の
種
類
お
よ
び
事
象
の
進

展
に
応
じ
て
的
確
か
つ
柔
軟
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
力
量
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
、
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き

実
施
す
る
。

 

(
ｱ
)
 
表
－
１
か
ら
表
－
１
９
に
記
載
し
た
対
応
手
段
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
手
順
を
教
育
訓
練
項
目
と
し
て
定
め
、
運
転
員
（
当
直

員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
役
割
に
応
じ
た
教
育
訓
練
を
計
画
的
に
実
施
す
る
。
 

ａ
 
 
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
対
し
、
役
割
に
応
じ
た
教
育
訓
練
項
目
を
年

1
回
以
上
実
施

す
る
。
 

な
お
、
作
業
・
操
作
の
類
似
が
な
い
教
育
訓
練
項
目
に
つ
い
て
は
、
教
育
訓
練
を
年
２
回
実
施
し
、
う
ち
１
回
は
机
上
に
よ
る
教
育
訓
練
と
す

る
。
 

ｂ
 
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
対
し
、
役
割
に
応
じ
実
施
す
る
ａ
項
の
教
育
訓
練
結
果
を
評

価
し
、
力
量
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
ｲ
)
 
重
大
事
故
等
対
策
を
行
う
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
対
し
、
以
下
の
教
育
訓
練
等
を
実

施
す
る
。

 

ａ
 
 
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
対
し
、
役
割
に
応
じ
た
重
大
事
故
等
発
生
時
の
原
子
炉
施
設

の
挙
動
に
関
す
る
知
識
な
ら
び
に
的
確
な
状
況
把
握
、
確
実
か
つ
迅
速
な
対
応
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
の
向
上
を
図
る
こ
と
の
で
き

る
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。

 

ｂ
 
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
対
し
、
役
割
に
応
じ
た
過
酷
事
故
の
内
容
、
基
本
的
な
対
処

方
法
等
、
知
識
ベ
ー
ス
の
理
解
向
上
に
資
す
る
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。
ま
た
、
重
大
事
故
等
発
生
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
況
の
把

握
、
的
確
な
対
応
操
作
の
選
択
等
、
実
施
組
織
お
よ
び
支
援
組
織
の
実
効
性
等
を
確
認
す
る
た
め
の
総
合
的
な
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施

す
る
。
 

ｃ
 
各
課
員
等
に
対
し
、
重
大
事
故
等
の
事
故
状
況
下
に
お
い
て
復
旧
を
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
に
、
普
段
か
ら
定
期
点
検
な
ら
び
に
運
転
に
必

要
な
操
作
、
保
守
点
検
活
動
お
よ
び
重
大
事
故
等
対
策
の
資
機
材
を
用
い
た
教
育
訓
練
を
自
ら
行
う
よ
う
指
導
し
、
原
子
炉
施
設
お
よ
び
予
備

品
等
に
つ
い
て
熟
知
さ
せ
実
務
経
験
を
積
ま
せ
る
。

 

ｄ
 
(
ｱ
)
ａ
項
の
教
育
訓
練
に
お
い
て
、
事
故
時
の
対
応
や
事
故
後
の
復
旧
を
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
に
、
重
大
事
故
等
発
生
時
の
事
象
進
展
に
よ

り
高
線
量
下
に
な
る
場
所
を
想
定
し
放
射
線
防
護
具
を
使
用
し
た
事
故
時
対
応
訓
練
、
夜
間
お
よ
び
降
雨
な
ら
び
に
強
風
等
の
悪
天
候
下
等
を

想
定
し
た
事
故
時
対
応
訓
練
を
計
画
的
に
実
施
す
る
。
 

ｅ
 
設
備
お
よ
び
事
故
時
用
の
資
機
材
等
に
関
す
る
情
報
な
ら
び
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
即
時
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
普
段
か
ら
保
守
点
検
活
動
等
を

通
じ
て
準
備
し
、
そ
れ
ら
の
情
報
お
よ
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
用
い
た
事
故
時
対
応
訓
練
を
行
う
。

 

一
般

 

運
転
員
及
び
緊

急
安
全
対
策
要

員
に
対
す
る
プ

ラ
ン
ト
挙
動
理

解
教
育
訓
練
 

訓
練
 

○
重
大
事
故
等
発
生
時
の
プ
ラ
ン
ト
挙
動
、
対
応

策
の
概
要
等
、
知
識
ベ
ー
ス
の
理
解
向
上
の
た
め

の
教
育
訓
練
 

（
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
、
ま
た
は
講
義
）

 

１
回
／
年

以
上
 

運
転
員
 

（
当
直
）

 

緊
急
安
全
対

策
要
員
 

重
大
事
故
等
及
び

大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
に
関

す
る
業
務
の
補
助

を
行
う
者

 

一
般

 
力
量
維
持
訓
練

 
訓
練
 

「
保
安
規
定
第

1
8
条
の
５
、
第

18
条
の
６
、
添

付
３
」
に
基
づ
き
、
技
術
的
能
力
に
係
る
審
査
基

準
で
要
求
さ
れ
る
１
９
の
手
順
（
保
安
規
定

 
添
付

３
 
表
－
１
～
１
９
の
対
応
手
段
を
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
手
順
）
に
係
る
役
割
に
応
じ
た
力
量
の

維
持
・
向
上
の
た
め
の
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

１
回
／
年

以
上
 

(
類
似
が

な
い
項
目

は
、
２
回

／
年
)
 

緊
急
時
対
策

本
部
要
員

 

運
転
員
 

（
当
直
）

 

緊
急
安
全
対

策
要
員
 
 

重
大
事
故
等
及
び

大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
に
関

す
る
業
務
の
補
助

を
行
う
者

 

一
般

 

重
大
事
故
等
発

生
時
の
対
応
に

係
る
総
合
訓
練

（
原
子
力
防
災

訓
練
）
（
再

掲
）
 

訓
練
 

重
大
事
故
等
発
生
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
況
の
把
握
、

的
確
な
対
応
操
作
の
選
択
等
、
実
施
組
織
及
び
支

援
組
織
の
実
効
性
等
を
確
認
す
る
た
め
の
総
合
的

な
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

［
原
子
力
防
災
訓
練
］

 

１
回
／
年

 

以
上
 

緊
急
時
対
策

本
部
要
員

 

運
転
員
 

（
当
直
）

 

緊
急
安
全
対

策
要
員
 
 

重
大
事
故
等
及
び

大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
に
関

す
る
業
務
の
補
助

を
行
う
者
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教
育
訓
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整
合
表
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保
安
規
定
記
載
内
容

 
区
分

(
案

)
 

教
育
訓
練
名

称
 

教
育
 

訓
練
 

実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容
 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

設
置
許
可
基
準
規

則
の
関
連
条
項
 

頻
度

 

対
象
者

 

添
付
書
類
 

記
載
内
容

(概
要

)
 

所
員
 

請
負
会
社

 

従
業
員
 

ウ
 
成
立
性
の
確
認
訓
練

 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
対
し
、
以
下
の
成
立
性
の
確
認
訓

練
を
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

 

(
ｱ
)
 
成
立
性
の
確
認
訓
練
を
以
下
の
ａ
項
、
ｂ
項
に
定
め
る
頻
度
、
内
容
で
計
画
的
に
実
施
す
る
。

 

ａ
 
中
央
制
御
室
主
体
の
操
作
に
係
る
成
立
性
確
認

 

(
a
)
 
中
央
制
御
室
主
体
の
操
作
に
係
る
成
立
性
確
認
（
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
に
よ
る
成
立
性
確
認
）
 

中
央
操
作
主
体
、
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
類
似
性
お
よ
び
操
作
の
類
似
性
の
観
点
か
ら
整
理
し
た
Ⅰ
か
ら
Ⅶ
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
つ
い
て
、
運
転

員
（
当
直
員
）
を
対
象
に
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。

 

Ⅰ
 
２
次
系
か
ら
の
除
熱
機
能
喪
失

 

Ⅱ
 
原
子
炉
格
納
容
器
の
除
熱
機
能
喪
失

 

Ⅲ
 
原
子
炉
停
止
機
能
喪
失

 

Ⅳ
 
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
注
水
機
能
喪
失

 

Ⅴ
 
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
再
循
環
機
能
喪
失
 

Ⅵ
 
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
（
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
時
に
破
損
側
蒸
気
発
生
器
の
隔
離
に
失
敗
す
る
事
故
）

 

Ⅶ
 
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失

 

成
立
性

の
確
認

訓
練

 

一
般

 

技
術
的
能
力

の
成
立
性
確

認
訓
練
 

訓
練
 

「
保
安
規
定
 
第

1
8
条
の
５
、
添
付
３
」
に
基
づ
き
、
技

術
的
能
力
に
係
る
審
査
基
準
で
要
求
さ
れ
る
表
ー
２
０
の

対
応
手
段
の
う
ち
、
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン

ス
に
係
る
対
応
手
段
に
つ
い
て
役
割
に
応
じ
た
成
立
性
を

確
認
す
る
た
め
の
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

十
 

（
前
頁
よ
り
続
き
）

 

 c
. 
 
重
大
事
故
等
の
事
故
状
況
下
に
お
い
て
復
旧
を
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
に
、
原
子
炉
施
設

及
び
予
備
品
等
に
つ
い
て
熟
知
し
、
普
段
か
ら
保
守
点
検
活
動
を
社
員
自
ら
も
行
っ
て
部
品
交

換
等
の
実
務
経
験
を
積
む
こ
と
等
が
必
要
な
た
め
、
以
下
の
活
動
を
行
う
。
 

運
転
員
（
当
直
員
）
は
、
通
常
時
に
実
施
す
る
項
目
を
定
め
た
手
順
書
に
基
づ
き
設
備
の
巡

視
点
検
、
定
期
点
検
及
び
運
転
に
必
要
な
操
作
を
社
員
自
ら
が
行
う
。
 

緊
急
安
全
対
策
要
員
及
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
保
修
課
員
は
、
原
子
力
研
修
セ
ン

タ
ー
に
て
ポ
ン
プ
、
弁
設
備
等
の
分
解
点
検
、
調
整
、
部
品
交
換
の
実
習
を
社
員
自
ら
が
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
技
能
及
び
知
識
の
向
上
を
図
る
。
さ
ら
に
、
設
備
の
点
検
に
お
い
て
は
、
保

守
実
施
方
法
を
ま
と
め
た
作
業
手
順
書
に
基
づ
き
現
場
に
立
ち
、
巡
視
点
検
、
分
解
機
器
の
状

況
確
認
、
組
立
状
況
確
認
及
び
試
運
転
の
立
会
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
作
業
手
順
書
の
内
容

確
認
及
び
作
業
工
程
検
討
等
の
保
守
点
検
活
動
を
社
員
自
ら
も
行
う
。
 

重
大
事
故
等
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
及
び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
が
可

搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
、
配
管
接
続
、
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設
接
続
、
放
出
さ
れ
る
放

射
性
物
質
の
濃
度
、
放
射
線
量
の
測
定
及
び
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
、
そ
の
他
の
重
大
事
故

等
対
策
の
資
機
材
を
用
い
た
対
応
訓
練
等
を
社
員
自
ら
も
行
う
。
 

 

d
. 
 
事
故
時
の
対
応
や
事
故
後
の
復
旧
を
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
に
、
重
大
事
故
等
発
生
時
の

事
象
進
展
に
よ
り
高
線
量
下
に
な
る
場
所
を
想
定
し
放
射
線
防
護
具
を
使
用
し
た
事
故
時
対
応

訓
練
、
夜
間
及
び
降
雨
並
び
に
強
風
等
の
悪
天
候
下
等
を
想
定
し
た
事
故
時
対
応
訓
練
を
実
施

す
る
。

 

 e
. 
 
事
故
時
の
対
応
や
事
故
後
の
復
旧
を
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
に
、
設
備
及
び
事
故
時
用
の

資
機
材
等
に
関
す
る
情
報
並
び
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
即
時
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
普
段
か
ら
保
守

点
検
活
動
等
を
通
じ
て
準
備
し
、
そ
れ
ら
の
情
報
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
用
い
た
事
故
時
対
応
訓

練
を
行
う
。
 

そ
れ
ら
の
情
報
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
用
い
て
、
事
故
時
対
応
訓
練
を
行
う
こ
と
で
、
設
備
資

機
材
の
保
管
場
所
、
保
管
状
態
を
把
握
し
、
取
扱
い
の
習
熟
を
図
る
と
と
も
に
、
情
報
及
び
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
管
理
を
実
施
す
る
。

 

－
 

１
回
／

年
以
上

 

運
転
員
、

緊
急
安
全

対
策
要
員
 

重
大
事
故

等
及
び
大

規
模
損
壊

発
生
時
に

お
け
る
原

子
炉
施
設

の
保
全
の

た
め
の
活

動
に
関
す

る
業
務
の

補
助
を
行

う
者

 

(
b
)
 
成
立
性
の
確
認
の
評
価
方
法
 

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
有
効
性
評
価
上
の
解
析
条
件
の
う
ち
操
作
条
件
等
を
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
社
内
標
準
に
定
め
、
当
直
課
長
の
指
示
の
下
、
適

切
な
対
応
が
で
き
て
い
る
こ
と
を
以
下
の
と
お
り
評
価
す
る
。
 

Ⅰ
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
応
じ
た
対
応
に
お
い
て
、
当
直
課
長
か
ら
の
指
示
に
対
し
て
、
運
転
員
等
が
適
切
に
対
応
し
、
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り
連
携
が

図
ら
れ
て
い
る
こ
と
 

Ⅱ
 
解
析
上
の
操
作
条
件
が
満
足
さ
れ
る
よ
う
に
対
応
で
き
る
こ
と

 

Ⅲ
 
手
順
書
に
従
い
確
実
な
対
応
が
で
き
る
こ
と

 

ｂ
 
現
場
主
体
の
操
作
に
係
る
成
立
性
確
認

 

(
a
)
 
技
術
的
能
力
の
成
立
性
確
認
 

現
場
主
体
で
実
施
す
る
表
－
２
０
の
対
応
手
段
の
う
ち
、
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
に
つ
い
て
、
運
転
員
（
当
直
員
）
お
よ

び
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
対
象
に
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。
 

(
b
)
 
机
上
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
立
性
確
認

 

現
場
主
体
、
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
類
似
性
お
よ
び
現
場
作
業
の
類
似
性
の
観
点
か
ら
整
理
し
た
Ⅰ
か
ら
Ⅴ
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
つ
い
て
、
緊
急

安
全
対
策
要
員
を
対
象
に
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。

 

Ⅰ
 
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
が
発
生
し
な
い
場
合
）

 

Ⅱ
 
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
破
損
）
 

Ⅲ
 
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
温
破
損
）
 

Ⅳ
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
（
想
定
事
故
２
）
 

Ⅴ
 
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
運
転
停
止
中
）
 

(
c
)
 
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
立
性
確
認

 

現
場
主
体
、
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
類
似
性
お
よ
び
現
場
作
業
の
類
似
性
の
観
点
か
ら
整
理
し
た

I
お
よ
び
Ⅱ
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
を
統
合
し
た
シ

ー
ケ
ン
ス
に
、
Ⅲ
、
Ⅳ
、
お
よ
び
Ⅴ
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
う
ち
現
場
で
実
施
す
る
個
別
手
順
を
加
え
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員

お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
で
構
成
す
る
班
の
中
か
ら
任
意
の
班
※
を
対
象
に
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。

 

Ⅰ
 
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
破
損
）
 

Ⅱ
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
（
想
定
事
故
２
）
 

Ⅲ
 
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
が
発
生
し
な
い
場
合
）

 

Ⅳ
 
原
子
炉
格
納
容
器
の
除
熱
機
能
喪
失

 

Ⅴ
 
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失

 

※
 
成
立
性
の
確
認
を
行
う
班
を
構
成
す
る
要
員
に
つ
い
て
は
、
毎
年
特
定
の
役
割
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。
 

(
d
)
 
成
立
性
の
確
認
の
評
価
方
法
 

Ⅰ
 
技
術
的
能
力
の
成
立
性
確
認
は
、
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
に
つ
い
て
、
役
割
に
応
じ
た
対
応
が
必
要
な
要
員
数
で
想
定

時
間
内
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
手
順
に
沿
っ
た
訓
練
結
果
を
も
と
に
、
算
出
さ
れ
た
訓
練
時
間
と
表
－
２
０
に
記
載
し
た
対
応
手
段
ご
と
の
想
定

時
間
を
比
較
し
評
価
す
る
。

 

Ⅱ
 
机
上
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
立
性
確
認
は
、
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
つ
い
て
、
必
要
な
役
割
に
応
じ
て
求
め
ら
れ
る
現
場
作
業

等
が
で
き
る
こ
と
の
確
認
事
項
を
社
内
標
準
に
定
め
、
満
足
す
る
こ
と
を
評
価
す
る
。

 

Ⅲ
 
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
立
性
確
認
は
、
有
効
性
評
価
の
成
立
性
担
保
の
た
め
に
必
要
な
操
作
が
完
了
す
べ
き
時
間
で
あ
る
ホ
ー
ル
ド
ポ
イ
ン

ト
を
社
内
標
準
に
定
め
、
満
足
す
る
こ
と
を
評
価
す
る
。

 

Ⅳ
 
(
a
)
お
よ
び

(
c
)
の
成
立
性
の
確
認
は
、
多
く
の
訓
練
項
目
に
対
し
て
効
果
的
に
行
う
た
め
、
以
下
の
条
件
に
よ
り
実
施
す
る
。
 

な
お
、
(
c
)
の
成
立
性
確
認
は

 (
Ⅳ

)
項
、

(Ⅴ
)
項
は
適
用
し
な
い
。
 

一
般

 

中
央
制
御
室

主
体
の
操
作

に
係
る
成
立

性
確
認
訓
練
 

訓
練
 

「
保
安
規
定
 
第

1
8
条
の
５
、
添
付
３
」
に
基
づ
き
、
中

央
制
御
室
主
体
の
操
作
に
係
る
す
べ
て
の
有
効
性
評
価
の

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
網
羅
性
を
考
慮
し
た
以
下
の
重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
を
対
象
と
す
る
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

設
備
を
利
用
し
た
成
立
性
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
を
実

施
す
る
。

 

Ⅰ
 
２
次
系
か
ら
の
除
熱
機
能
喪
失
 

Ⅱ
 
原
子
炉
格
納
容
器
除
熱
機
能
喪
失
 

Ⅲ
 
原
子
炉
停
止
機
能
喪
失
 

Ⅳ
 
E
C
C
S
注
水
機
能
喪
失
 

Ⅴ
 
E
C
C
S
再
循
環
機
能
喪
失
 

Ⅵ
 
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
（
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
時

に
破
損
側
蒸
気
発
生
器
の
隔
離
に
失
敗
す
る
事
故
）
 

Ⅶ
 
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失
 
 

１
回
／

年
以
上

 
運
転
員

 
－

 

一
般

 

机
上
訓
練
に

よ
る
有
効
性

評
価
の
成
立

性
確
認
訓
練
 

訓
練
 

「
保
安
規
定
 
第

1
8
条
の
５
、
添
付
３
」
に
基
づ
き
、
現

場
主
体
、
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
類
似
性
お
よ
び
現
場

作
業
の
類
似
性
の
観
点
か
ら
整
理
し
た
Ｉ
か
ら
Ⅴ
の
重
要

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
を
対
象
と
し
て
成
立
性
を
確
認
す
る
た

め
の
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

Ⅰ
 
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
R
C
P
シ
ー
ル

L
OC
A
が
発
生

し
な
い
場
合
）
 

Ⅱ
 
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器

過
圧
破
損
）
 

Ⅲ
 
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器

過
温
破
損
）
 

Ⅳ
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
重
大
事
故
に
至
る
お

そ
れ
が
あ
る
事
故
（
想
定
事
故
２
）

 

Ⅴ
 
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
運
転
停
止
中
）

 

 

１
回
／

年
以
上

 
緊
急
安
全
対
策
要
員
 

 (
Ⅰ
)
 
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
、
一
連
で
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
長
時
間
を
要
す
る
成
立
性
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
分
割
し
て
実
施
す
る
。
 

(
Ⅱ
)
 
弁
の
開
閉
操
作
、
水
中
ポ
ン
プ
の
海
水
へ
の
投
入
、
機
器
の
起
動
操
作
等
に
よ
り
、
原
子
炉
施
設
の
系
統
や
設
備
に
悪
影
響
を
与
え
る
も
の
、
訓
練
に

よ
り
設
備
が
損
傷
ま
た
は
劣
化
を
促
進
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
等
に
つ
い
て
は
、
模
擬
操
作
を
実
施
す
る
。

 

(
Ⅲ
)
 
訓
練
用
の
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
る
場
合
は
、
（
Ⅱ
）
項
の
模
擬
操
作
で
は
な
く
、
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
使
用
し
た
訓
練
を
実
施
す
る
。
実
施
に
あ
た
っ
て

は
、
移
動
時
間
を
考
慮
す
る
。
 

(
Ⅳ
)
 
他
の
訓
練
の
作
業
・
操
作
待
ち
が
あ
る
場
合
は
、
連
携
の
訓
練
を
確
実
に
行
っ
た
の
ち
、
次
工
程
の
作
業
・
操
作
を
実
施
す
る
。
 
 

(
Ⅴ
)
 
同
じ
作
業
の
繰
り
返
し
を
行
う
訓
練
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
時
間
を
測
定
し
、
そ
の
時
間
を
も
と
に
訓
練
時
間
を
算
出
す
る
。

 

 (
ｲ
)
 
成
立
性
の
確
認
結
果
を
踏
ま
え
た
措
置
 

ａ
 
中
央
制
御
室
主
体
の
操
作
に
係
る
成
立
性
確
認
、
技
術
的
能
力
の
成
立
性
確
認
お
よ
び
机
上
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
立
性
確
認
の
場
合

 

成
立
性
の
確
認
に
よ
り
、
役
割
に
応
じ
た
必
要
な
力
量
（
以
下
(
ｲ
)
に
お
い
て
「
力
量
」
と
い
う
。
）
を
確
保
で
き
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に

以
下
の
措
置
を
講
じ
る
。

 

(
a
)
 
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
原
因
を
分
析
、
評
価
し
、
改
善
等
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

(
b
)
 
力
量
を
確
保
で
き
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
必
要
な
措
置
の
結
果
を
踏
ま
え
、
力
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
個
別
の
操
作

お
よ
び
作
業
を
対
象
に
、
力
量
の
維
持
向
上
訓
練
を
実
施
し
た
後
、
役
割
に
応
じ
た
要
員
に
よ
り
成
立
性
の
確
認
訓
練
を
実
施
し
、
力
量
が
確
保
で
き
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
。

 

ｂ
 
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
立
性
確
認
の
場
合
 

成
立
性
の
確
認
に
よ
り
、
力
量
を
確
保
で
き
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
以
下
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

(
a
)
 
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
原
因
を
分
析
、
評
価
し
、
改
善
等
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

(
b
)
 
成
立
性
の
確
認
を
任
意
の
班
が
代
表
し
て
実
施
す
る
場
合
、
力
量
を
確
保
で
き
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
者
と
同
じ
役
割
の
者
に
対
し
て
、
必
要
な
措
置

の
結
果
を
踏
ま
え
、
力
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
個
別
の
操
作
お
よ
び
作
業
を
対
象
に
、
役
割
に
応
じ
た
成
立
性
の
確
認
訓
練
を
実
施
し
、

力
量
が
確
保
で
き
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
。

 

(
c
)
 

(
b
)項
の
措
置
に
よ
り
、
力
量
が
確
保
で
き
る
見
込
み
が
立
た
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
。

 

(
d
)
 
力
量
を
確
保
で
き
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
よ
り
、
改
め
て
原
因
を
分
析
、
評
価
し
、
改
善
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
力
量

の
維
持
向
上
訓
練
を
実
施
し
た
後
、
力
量
を
確
保
で
き
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
成
立
性
の
確
認
訓
練
を
実
施
し
、
力
量
が
確
保
で
き
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

(
e
)
 

(
d
)項
の
措
置
に
よ
り
、
力
量
が
確
保
で
き
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
。
 

一
般

 

現
場
訓
練
に

よ
る
有
効
性

評
価
の
成
立

性
確
認
訓
練
 

訓
練
 

「
保
安
規
定
 
第

1
8
条
の
５
、
添
付
３
」
に
基
づ
き
、
現

場
主
体
、
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
類
似
性
お
よ
び
現
場

作
業
の
類
似
性
の
観
点
か
ら
整
理
し
た
Ｉ
お
よ
び
Ⅱ
の
重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
を
統
合
し
た
シ
ー
ケ
ン
ス
に
、
Ⅲ
、

Ⅳ
、
お
よ
び
Ⅴ
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
う
ち
現
場
で

実
施
す
る
個
別
手
順
を
加
え
成
立
性
を
確
認
す
る
た
め
の

訓
練
を
実
施
す
る
。
 

Ⅰ
 
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器

過
圧
破
損
）
 

Ⅱ
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
重
大
事
故
に
至
る
お

そ
れ
が
あ
る
事
故
（
想
定
事
故
２
）

 

Ⅲ
 
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
R
C
P
シ
ー
ル

L
OC
A
が
発
生

し
な
い
場
合
）
 

Ⅳ
 
格
納
容
器
除
熱
機
能
喪
失
 

Ⅴ
 
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失
 

 

１
回
／

年
以
上

 

運
転
員
、
緊
急
時
対
策
本

部
要
員
、
緊
急
安
全
対
策

要
員
で
構
成
す
る
班
の
中

か
ら
任
意
の
班
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保
安
規
定
記
載
内
容

 
区
分

 

(
案

)
 

教
育
訓
練
名

称
 

教
育
 

訓
練
 

実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容

 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

 
設
置
許
可
基
準
規
則
の

関
連
条
項
 

頻
度
 

対
象
者

 

添
付
書
類
 

記
載
内
容
(
概
要

)
 

所
員

 
請
負
会
社

 

従
業
員

 

（
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

第
１
８
条
の
６

 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝

突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
り
原
子
炉
施
設
に
大
規
模
な
損
壊
が
生
じ
た
場
合
（
以
下
、
「
大
規
模

損
壊
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し

て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す

「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。

 

(
1
)
 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員

の
配
置
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
2
)
 
(
1
)
の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項
 

(
a
)
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
等
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
力
量
の
付
与
の
た
め

の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
※
１
こ
と
。
 

(
b
)
 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(
c
)
 
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力

を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
（
以
下
、
「
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。
）
を

年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(
d
)
 
(
c
)
項
の
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得

る
こ
と
。

 

(
e
)
 
(
c
)
項
の
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

※
１
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
し
く
は
改
造
す
る
場
合
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運

転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
、
大
規
模
損
壊
対
応
で
用
い
る
化
学
消
防
自
動
車
の

設
置
も
し
く
は
改
造
す
る
場
合
、
当
該
設
備
の
使
用
を
開
始
す
る
ま
で
に
、
ま
た
は
運
転
員

（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
し
く
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場

合
は
、
第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
ま
で
に
実
施
す
る
。

 

力
量
の

維
持
向

上
の
た

め
の
教

育
訓
練
 

（
保
安
教
育
）
 

表
1
3
1
-
1
 
保
安
教
育
実
施
方
針

(総
括
表

)
 

大
分
類
：
そ
の
他
反
復
教
育
 

中
分
類
：
非
常
の
場
合
に
講
ず
べ

き
処
置
に
関
す
る
こ
と
 

小
分
類
：
緊
急
事
態
応
急
対
策

等
、
原
子
力
防
災
対
策

活
動
に
関
す
る
こ
と

 

 重
大
事
故
等
及
び
大
規

模
損
壊
発
生
時
に
お
け

る
原
子
炉
施
設
の
保
全

の
た
め
の
活
動
に
関
す

る
こ
と

 

保
安

 

原
子
力
防
災

教
育
「
原
子

力
防
災
体
制

お
よ
び
組
織

に
関
す
る
知

識
」
「
シ
ビ

ア
ア
ク
シ
デ

ン
ト
に
関
す

る
知
識
」

（
再
掲
）
 

教
育
 

○
緊
急
事
態
応
急
対
策
等
、
原
子
力
防
災
対
策
活

動
に
関
す
る
こ
と

 

・
原
災
法
お
よ
び
関
係
法
令
の
概
要
 

・
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
の
概
要
 

・
原
子
力
防
災
体
制
、
各
班
の
職
務
 

・
事
故
時
影
響
緩
和
操
作
の
概
要
 

・
ｼﾋ
ﾞ
ｱ
ｱ
ｸ
ｼ
ﾃ
ﾞ
ﾝﾄ
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
 

十
 

5
.
2 
大
規
模
な
自
然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ

リ
ズ
ム
へ
の
対
応
に
お
け
る
事
項

 

5
.
2.
1
.
2
 
大
規
模
損
壊
の
発
生
に
備
え
た
体
制
の
整
備
 

(
1
) 
大
規
模
損
壊
へ
の
対
応
の
た
め
の
要
員
へ
の
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
 

大
規
模
損
壊
時
へ
の
対
応
の
た
め
の
重
大
事
故
等
対
策
要
員
（
協
力
会
社
を
含

む
。
）
へ
の
教
育
及
び
訓
練
に
つ
い
て
は
、
重
大
事
故
等
対
策
に
て
実
施
す
る
教

育
及
び
訓
練
を
基
に
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
各
要
員
の
役
割
に
応
じ
た
任

務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
必
要
と
な
る
力
量
を
習
得
及
び
維
持
す
る
た
め
、
以
下

の
教
育
及
び
訓
練
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
要
員
の
役
割
に
応
じ
て
付
与
さ
れ
る
力

量
に
加
え
、
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
、
期
待
す
る
要
員
以
外
の
要
員
で
も
対
応

で
き
る
よ
う
担
当
す
る
役
割
以
外
の
教
育
訓
練
の
充
実
を
図
る
。
必
要
と
な
る
力

量
を
第

5
.
2
.1
8
表
に
示
す
。
 

ま
た
、
構
内
に
勤
務
し
て
い
る
要
員
を
最
大
限
に
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
態
を
想
定
し
て
、
原
子
力
災
害
へ
の
活
動
に
協
力
を
期
待
で
き
る
重
大
事
故
等

対
策
要
員
以
外
の
要
員
に
対
し
て
個
別
の
教
育
を
実
施
す
る
。
 

a
.
 大
規
模
損
壊
時
に
対
応
す
る
手
順
及
び
事
故
対
応
用
の
資
機
材
の
取
扱
い
等
を

習
得
す
る
た
め
の
机
上
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

 b
.
 事
故
時
の
対
応
や
事
故
後
の
復
旧
を
迅
速
に
行
う
た
め
に
、
重
大
事
故
等
発
生

時
の
事
象
進
展
に
よ
り
高
線
量
下
に
な
る
場
所
を
想
定
し
放
射
線
防
護
具
を
使

用
し
た
訓
練
、
夜
間
及
び
降
雨
並
び
に
強
風
等
の
悪
天
候
下
等
を
想
定
し
た
訓

練
を
実
施
す
る
。
 

 c
.
 通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
し
な
い
場
合
を
想
定
し
た
指
揮
者
等
の
個
別
の

教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
発
電
所
内
の
対
応
要
員
を
最
大
限
に
活
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
を
想
定
し
た
個
別
の
教
育
及
び
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

 d
.
 大
規
模
損
壊
発
生
時
に
対
応
す
る
組
織
と
そ
れ
を
支
援
す
る
組
織
の
実
効
性
等

を
確
認
す
る
た
め
の
定
期
的
な
総
合
訓
練
を
継
続
的
に
実
施
す
る
。

 
－
 

１
回
／
年
以
上

 
全
所
員

 

重
大
事
故
等
及
び

大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
に
関

す
る
業
務
の
補
助

を
行
う
者
 

 
保
安

 

大
規
模
損
壊

等
発
生
時
の

活
動
に
係
る

保
安
教
育
 

教
育
 

○
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
こ
と
 

・
保
安
規
定
の
第

1
8
条
の
６
を
遵
守
し
、
大
規
模

損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
が
的
確
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
添
付
３

の
概
要
を
教
育
す
る
。
 

１
回
／
年
以
上

 
全
所
員

 

添
付
３

 

２
．
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
に
お
け
る
事
項
 

２
．
１

 
体
制
の
整
備
、
教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備

 

(
2
)
要
員
へ
の
教
育
訓
練
の
実
施

 

各
課
（
室
）
長
は
、
「
添
付
３
 

1
.
1
(
2
)
教
育
訓
練
の
実
施
」
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
策
に
て
実
施
す
る
教
育
訓
練
を
基
に
、
大
規

模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
各
要
員
の
役
割
に
応
じ
た
任
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
必
要
と
な
る
力
量
を
維
持
向
上
す
る
た
め
の
教
育
訓
練
を

計
画
的
に
実
施
す
る
。
 

ま
た
、
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
し
な
い
場
合
を
想
定
し
た
指
揮
者
等
の
個
別
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

さ
ら
に
、
要
員
の
役
割
に
応
じ
て
付
与
さ
れ
る
力
量
に
加
え
、
流
動
性
を
も
っ
て
対
応
で
き
る
よ
う
な
力
量
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
に
よ

り
、
期
待
す
る
要
員
以
外
の
要
員
で
も
対
応
で
き
る
よ
う
教
育
訓
練
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
教
育
内
容
に
つ
い
て
も
充
実
を
図
る
。
 

ア
 
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

 
 

(
ｱ
)
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
用
い
た
大
規
模
損
壊
対
応

 

「
添
付
３
 
1
.
1
(
2
)
教
育
訓
練
の
実
施

 
ア

 
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
」
と
同
じ
。

 

(
ｲ
)
 
そ
の
他
の
大
規
模
損
壊
対
応
 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
全
体
指
揮
を
行
う
全
体
指
揮
者
お
よ
び
原
子
炉
毎
の
指
揮
を
行
う
指
揮
者
な
ら
び

に
通
報
連
絡
を
行
う
通
報
連
絡
者
（
以
下

(
2
)に
お
い
て
「
指
揮
者
等
」
と
い
う
。
）
ま
た
は
消
火
活
動
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、

第
１
３
条
第
４
項
の
体
制
に
入
る
ま
で
に
、
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

 

ａ
 
消
火
活
動
要
員
 

(
a
)
 
化
学
消
防
自
動
車
か
ら
原
子
炉
へ
注
水
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
へ
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接
続
訓
練
 

(
b
)
 
化
学
消
防
自
動
車
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接
続
訓
練

 

ｂ
 
指
揮
者
等

 

(
a
)
 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
し
な
い
場
合
等
の
事
象
を
想
定
し
た
教
育
訓
練
 

(
ｳ
)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、

(
ｲ
)
項
に
係
る
設
備
を
設
置
ま
た
は
改
造
す
る
場
合
、
当
該
設
備
の
使
用
を
開
始
す
る
ま
で
に
、
技
術
的
能
力
の

確
認
訓
練
の
要
素
を
考
慮
し
た
確
認
方
法
に
よ
り
、
力
量
付
与
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。
 

イ
 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練

 

所
長
室
長
は
、
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
す
る
。

 

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
所
長
室
長
は
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
全
体
指
揮
を
行
う
全
体
指
揮
者
お
よ
び
ユ
ニ
ッ
ト
指
揮
者
な
ら

び
に
通
報
連
絡
を
行
う
通
報
連
絡
者
（
以
下

(2
)
に
お
い
て
「
指
揮
者
等
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
消
火
活
動
要
員
に
対
し
、
大
規
模
損
壊
発
生

時
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
力
量
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
、
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。
 

な
お
、
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
に
有
効
と
判
断
さ
れ
る
新
た
な
知
見
等
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
以
下
の
内
容
に
限
定
せ
ず
、
教
育
訓

練
を
行
う
。

 

(
ｱ
)
 
所
長
室
長
は
、
消
火
活
動
要
員
に
対
す
る
以
下
の
操
作
の
教
育
訓
練
が
、
年
１
回
以
上
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ａ
 
化
学
消
防
自
動
車
か
ら
原
子
炉
へ
注
水
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
へ
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接
続
訓
練
 

ｂ
 
化
学
消
防
自
動
車
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接
続
訓
練

 

(
ｲ
)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
発
電
所
対
策
本
部
の
指
揮
者
等
を
対
象
に
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
し
な
い
場

合
等
の
事
象
を
想
定
し
た
教
育
訓
練
を
、
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。
 

ウ
 
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練

 

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
所
長
室
長
は
、
技
術
的
能
力
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。

 

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
所
長
室
長
は
、
指
揮
者
等
お
よ
び
消
火
活
動
要
員
に
対
し
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る

た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
以
下
の
訓
練
に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

 

(
ｱ
)
 
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
況
の
把
握
、
情
報
収
集
、
的
確
な
対
応
操
作
の
選
択
お
よ
び
指
揮
者
等
と
消
火
活
動
要
員
と
の
連

携
を
含
め
た
実
効
性
等
を
確
認
す
る
た
め
、
ア
項

(
ｱ
)
ａ
ま
た
は
ｂ
の
い
ず
れ
か
の
操
作
を
踏
ま
え
た
総
合
的
な
訓
練
に
つ
い
て
、
任
意
の

指
揮
者
等
お
よ
び
消
火
活
動
要
員
を
対
象
※
に
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。

 

※
 
毎
年
特
定
の
者
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。

 

 

力
量
の
付

与
の
た
め

の
教
育
訓

練
 

一
般

 
力
量
付
与
訓

練
 

訓
練
 

力
量
付
与
を
行
う
た
め
の
教
育
訓
練
を
以
下
の
通

り
実
施
す
る
。
 

○
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
用
い
た
大
規
模
損
壊

対
応
 

添
付
３

 
１

 
１
．
１
 

(2
)
 
ア

 
力
量
の
付
与

の
た
め
の
教
育
訓
練
と
同
じ
。

 

○
そ
の
他
の
大
規
模
損
壊
対
応

 

ａ
 
消
火
活
動
要
員
 

(
a
) 
化
学
消
防
自
動
車
か
ら
原
子
炉
へ
注
水
ま
た

は
原
子
炉
格
納
容
器
へ
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接

続
訓
練

 

(
b
) 
化
学
消
防
自
動
車
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

へ
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接
続
訓
練
 

ｂ
 
指
揮
者
等
 

(
a
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
通
常
の
指
揮
命
令
系

統
が
機
能
し
な
い
場
合
等
の
事
象
を
想
定
し
た
教

育
訓
練

 

○
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練
の
要
素
を
考
慮
し
た

力
量
付
与
の
妥
当
性
確
認

 

重
大
事
故
等
対
処

設
備
に
係
る
運
転

上
の
制
限
が
適
用

開
始
さ
れ
る
ま

で
、

 

大
規
模
損
壊
対
応

で
用
い
る
化
学
消

防
自
動
車
の
使
用

を
開
始
す
る
ま
で

 

緊
急
時
安
全
対
策

本
部
要
員
（
指
揮

者
等
）
、
消
火
活

動
要
員

 

重
大
事
故
等
及
び

大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
に
関

す
る
業
務
の
補
助

を
行
う
者
 

力
量
維
持

向
上
の
た

め
の
教
育

訓
練

 

一
般

 

緊
急
時
対
策

本
部
指
揮
者

に
よ
る
指
揮

命
令
系
統
教

育
訓
練

 

訓
練
 

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が

機
能
し
な
い
場
合
等
の
事
象
を
想
定
し
、
的
確
か

つ
柔
軟
に
対
処
す
る
た
め
の
教
育
訓
練
 

１
回
／
年
以
上

 

緊
急
時
対
策
本
部

要
員
（
指
揮
者

等
）

 

－
 

一
般

 

化
学
消
防
自

動
車
を
用
い

た
接
続
訓
練
 

訓
練
 

「
保
安
規
定
第

1
8
条
の
６
、
添
付
３
」
に
基
づ

き
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
化
学
消
防
自
動
車
等

を
用
い
た
給
水
手
順
の
習
得
及
び
対
応
能
力
向
上

を
図
る
た
め
の
以
下
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

ａ
化
学
消
防
自
動
車
か
ら
原
子
炉
へ
注
水
ま
た
は

原
子
炉
格
納
容
器
へ
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接
続

訓
練
 

ｂ
化
学
消
防
自
動
車
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接
続
訓
練
 

１
回
／
年
以
上

 
－
 

専
属
消
防
隊

 

技
術
的
能

力
の
確
認

訓
練

 

一
般

 

大
規
模
損
壊

発
生
時
の
対

応
に
係
る
総

合
的
な
訓
練
 

訓
練
 

「
保
安
規
定

 
第

1
8
条
の
６
、
添
付
３
」
に
基
づ

き
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
況
の
把

握
、
情
報
収
集
、
的
確
な
対
応
操
作
の
選
択
及
び

指
揮
者
等
と
消
火
活
動
要
員
と
の
連
携
を
含
め
た

総
合
的
な
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

１
回
／
年
以
上

 
緊
急
時
安
全
対
策
本
部
要
員
（
指
揮
者

等
）
、
消
火
活
動
要
員
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保
安
規
定
記
載
内
容

 
区
分
(
案

)
 

教
育
訓
練
名
称

 
教
育

 

訓
練

 
実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容
 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書

 
設
置
許
可
基
準
規
則
の
関
連

条
項
 

頻
度

 
対
象
者
 

添
付
書
類
 

記
載
内
容

(
概
要

)
 

所
員
 

（
原
子
力
防
災
訓
練
）
 

第
１
２
５
条

 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
原
子
力
防
災
組
織
の
構
成
員
等
に
対
し
て
非
常
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
総
合
的
な
訓
練
を
１
年
に
１
回
以
上
実
施
し
、
所
長
に
報

告
す
る
。

 
一
般

 
原
子
力
防
災
訓
練
 

訓
練

 

非
常
事
態
発
生
時
に
発
電
所
と
し
て
対
処
す
べ

き
必
要
事
項
の
処
置
並
び
に
防
災
体
制
、
組
織

が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
機
能
を
有
効
に
発

揮
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

八
 

1
0
.
1
2 
通
信
連
絡
設
備
 

1
0
.
1
2.
1
 
通
常
運
転
時
等

 

1
0
.
1
2.
1
.
6
 
手
順
等

 

(
4
)
 
社
内
外
の
関
係
先
へ
、
的
確
か
つ
迅
速
に
通
報
連
絡
が
で
き
る
よ

う
、
原
子
力
防
災
訓
練
等
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

第
３
５
条
 

通
信
連
絡

設
備

 

1
回
／
年

以
上

 
全
所
員
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 1 / 33 

 

 

 

重大事故に係る成立性確認訓練について 
 

 

１．要員が検証として行う訓練（成立性確認訓練）  

（１） 技術的能力に係る成立性確認訓練  

技術的能力に係る審査基準で要求される１９の手順のうち、有効性評価において期待する現

場個別手順について、役割に応じ必要な手順の訓練を実施する。 

  

（２） 重要事故シーケンスによる確認  

全てのシーケンスと１９の手順を網羅的に検証ができる重要事故シーケンスを選定し、以下

の成立性を確認する。  

ａ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認訓練  

中央制御室主体の操作に係る重要事故シーケンスの網羅性を考慮し整理した重要事故シーケ

ンスを対象に実施する。  

ｂ．現場主体の操作・作業に係る成立性確認机上訓練  

現場主体の作業・操作に係る重要事故シーケンスの網羅性を考慮し整理した重要事故シーケ

ンスを対象に机上訓練を実施する。    

ｃ．現場シ-ケンス訓練  

全ての重要事故シーケンスと１９の手順を網羅的に検証できる重要事故シーケンスを対象に

代表班で実施する。 

 

 

以上の訓練について添付資料「成立性確認訓練について」の通り実施する。  
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成
立
性
確
認
訓
練
に
つ
い
て

 

訓
 練

 
項
 目

 

訓
 練

 
対
 象

 

訓
 練

 
内

 容
 

対
 象

 
範

 囲
 

検
 証

 
内
 容

 
留
 意

 
事
 項

 
詳
細
資
料
 

運
転

員
 

緊
急
安

全
対
策

要
員
 

技
術
的
能
力
に
係
る
成

立
性
確
認
訓
練
 

○
 

○
 

技
術
的
能
力
に
示
す
有
効

性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー

ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段

を
対
象
に
、
役
割
に
応
じ

た
訓
練
を
実
施
 

保
安
規
定

 
表
－
20
の
う
ち
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
用
い
る
現
場

対
応
手
段
 

・
手
順
書
に
従
い
、
必
要
な
要
員
数
で

想
定
時
間
内
に
で
き
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

・
原
則
と
し
て
実
働
（
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ

含
む
）
に
て
実
施
。
 

・
必
要
に
よ
り
模
擬
操
作
、
ス
キ
ッ

プ
、
短
縮
を
行
う
。
 

・
長
時
間
に
及
ぶ
作
業
は
、
必
要
に

よ
り
分
割
し
て
実
施
す
る
。
 

資
料
－
１
 

シ ー ケ ン ス 訓 練 （ 有 効 性 評 価 ） 

中
央
制
御
室
主

体
の
操
作
に
係

る
成
立
性
確
認

訓
練
 

○
 

－
 

中
央
主
体
の
操
作
に
係
る

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
を

対
象
に
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

を
使
用
し
、
役
割
に
応
じ

た
訓
練
を
実
施
 

全
て
の
中
央
制
御
室
主
体
の
操
作
に
係
る
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の

網
羅
性
を
考
慮
し
整
理
し
た
以
下
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
 

①
２
次
冷
却
系
か
ら
の
除
熱
機
能
喪
失
 

⑤
原
子
炉
格
納
容
器
の
除
熱
機
能
喪
失
 

⑥
原
子
炉
停
止
機
能
喪
失
 

⑦
E
C
C
S
注
水
機
能
喪
失
 

⑧
E
C
C
S
再
循
環
機
能
喪
失
 

⑩
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
（
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
時
に
破
損
側
蒸

気
発
生
器
の
隔
離
に
失
敗
す
る
事
故
）
 

⑯
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失
 

・
手
順
書
に
従
い
、
有
効
性
評
価
の
重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
成
立
性
確
認

ポ
イ
ン
ト
（
解
析
条
件
の
う
ち
操
作

条
件
）
を
満
足
で
き
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

・
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
の
模
擬
限
界
を
考
慮

し
、
訓
練
が
成
立
す
る
範
囲
で
実
施

す
る
。
 

 

資
料
－
２
 

現
場
主
体
の
操

作
・
作
業
に
係

る
成
立
性
確
認

机
上
訓
練
 

－
 

○
 

現
場
主
体
の
操
作
に
係
る

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
を

対
象
に
、
図
上
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
役
割
に

応
じ
た
訓
練
を
実
施
 

全
て
の
現
場
主
体
の
作
業
・
操
作
に
係
る
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の

網
羅
性
を
考
慮
し
整
理
し
た
以
下
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
 

③
全
交
流
電
源
喪
失
（

R
CP
シ
ー
ル

L
OC
A
が
発
生
し
な
い
場
合
）
 

⑪
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
(
格
納
容
器
過
圧
破
損
) 

⑫
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
(
格
納
容
器
過
温
破
損
) 

⑮
想
定
事
故
２
 

⑰
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
運
転
停
止
時
）
 

・
手
順
書
に
従
い
、
関
係
す
る
要
員
が

的
確
に
対
応
で
き
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

 
資
料
－
３
 

全
体
成
立
性
確

認
訓
練
（
１
シ

ー
ケ
ン
ス
）
 

○
 

○
 

全
て
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ

ン
ス
と

1
9
の
手
順
を
網

羅
的
に
検
証
で
き
る
重
要

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
を
対
象

に
、
役
割
に
応
じ
た
訓
練

を
実
施
 

全
て
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
と

1
9
の
手
順
を
網
羅
的
に
検
証
で

き
る
以
下
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
 

⑪
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
(
格
納
容
器
過
圧
破
損
) 

＋
 
⑮
想
定
事
故
２
 

 あ
わ
せ
て
、
③
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ

が
発
生
し
な
い
場
合
）
、
⑤
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
除
熱
機
能
喪

失
）
、
⑯
（
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失
）
の
う
ち
現
場
で
実
施
す
る
個

別
手
順
の
確
認
も
実
施
 

・
手
順
書
に
従
い
、
必
要
な
要
員
数

で
、
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー

ケ
ン
ス
の
成
立
性
確
認
ポ
イ
ン
ト

（
解
析
結
果
に
影
響
す
る
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
）
に
お
け
る
制
限
時
間
内
に

作
業
が
完
了
で
き
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

・
原
則
と
し
て
実
時
間
に
て
実
施
。
 

た
だ
し
、
長
時
間
を
要
す
る
こ
と

か
ら
分
割
し
て
実
施
す
る
。
 

・
原
則
と
し
て
実
働
（
モ
ッ
ク
ア
ッ

プ
含
む
）
に
て
実
施
。
 

・
必
要
に
よ
り
模
擬
操
作
に
よ
り
行

う
。
 

資
料
－
４
 

添付資料 添付資料 
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資料－１ 

技術的能力に示す有効性評価の重要事故シーケンスに係る対応手段の成立性確認について 

  

１．目的 

技術的能力手順のうち有効性評価の重要事故シーケンスで用いる現場対応手段が、想定時間内

に実施できることを確認する。  

 

２．対象範囲 

（１）技術的能力手順のうち有効性評価の重要事故シーケンスに用いる現場対応手段（別紙１） 

（２）訓練対象者 

ａ．運転員（当直員） 

ｂ．緊急安全対策要員 

 

３．実施頻度 

対象となる訓練項目を年１回以上実施する。 

 

４．実施方法 

（１）基本事項 

運転員（当直員）と緊急安全対策要員が別々に実施する。 

ａ．役割に応じ、必要な要員数により各種手順書に従って訓練を実施する。 

ｂ．訓練は、原則実働（モックアップを含む）にて実施する。 

ｃ．訓練の実施にあたっては、要員間の連絡を密に行うことも重要な要素であることから、要員

間の連携を含めた訓練とする。 

 

（２）配慮事項 

ａ．模擬操作 

弁の開閉操作、水中ポンプの海水への投入、燃料の給油及び機器の起動操作等により原子炉

施設の系統や設備に悪影響を与えるもの及び訓練により設備が損傷又は劣化を促進するおそれ

のあるもの等については、模擬操作にて対応する。 

ｂ．スキップ 

他の要員による作業・操作待ちの部分については、連携の訓練を確実に行うことにより、待

ち時間をスキップし、合理的に訓練を行う 

ｃ．繰り返し作業について（短縮） 

ホース敷設、可搬ポンプ設置やディスタンスピース取替については、同じ作業の繰り返しで

あるため、一部の一連時間を測定し、その時間をもとに全ての作業時間を算出する。（添付資

料１） 

ｄ．分割 

原則、訓練は一連で実施することとするが、長時間を要する訓練については分割して実施す

る。  

 

５．成立性確認方法 

手順書に従い必要要員数により想定される時間内に、作業が終了できることを確認する。なお

時間については、各種作業の手順書に従った訓練結果を基に算出された作業時間と、保安規定

「表－２０」に示す対応手段ごとの想定時間を比較し時間内に終えているか評価する。（添付資

料２） 

 

以上  
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添付資料１－１ 

 

ホース敷設、可搬ポンプ設置及びディスタンスピース取替作業について（短縮） 

  
１．基本方針  

ホース敷設、可搬ポンプ設置及びディスタンスピース取替については、同じ作業の繰り返しであるた

め、一部の一連時間を測定し、その時間をもとに全ての作業時間を算出する。  

  

２．ホース敷設、ポンプ敷設について 

（１）ホース敷設作業については、繰り返し作業を行う。 

（２）訓練においては、作業単位を明確にした上で、その作業単位に対する訓練を実施して時間測定を行

い、測定時間に全体の敷設数から求めた繰り返し作業回数を乗じた時間を算出する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

     
  

    
合計数 

・ホース展張車にてホース 10本分敷設 
訓練時の作業単位の例（5名で実施） 

・ホース展張車にてホース 5本分敷設 

上記作業単位の作業を実施して測定された時間×2（≒ホース本数÷敷設本数） 

＝全ての作業時間 

送水車より 復水タンクへ 

海水を用いた復水タンクへの補給用ホース敷設の例 
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添付資料１－２ 

 

３．複数のポンプの設置について 

（１）大容量ポンプ水中ポンプの設置作業については、同じ要員で取水用ホースを接続し、ポンプを

取水源に投入する作業の繰り返しである。 

（２）訓練は、水中ポンプの設置を１系統実施すれば、一連の作業を習得できることから、一連の作

業時間の計測を行って系統数に応じて全ての作業時間を算出する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ディスタンスピース取替について  

（１）ディスタンスピースの取替作業については、同じ要員で閉止用ディスタンスピースを外した後

その箇所に通水用ディスタンスピースを取り付ける作業である。 

（２）訓練ではモックアップにて作業を行い、作業時間を計測する。 

（３）１箇所の訓練で一連の作業を習得できることから、1箇所の時間計測を行ってディスタンスピー

スの箇所数に応じて全ての作業時間を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水中Ｐ 

大容量 
ポンプ 

取水用ホース 

１系統分の作業 

水中ポンプ全２台中１台設置する場合の算出方法 

・１系統分の作業を実施して測定された時間×２＝全ての作業時間 

系統へ 

ディスタンスピース取り付けの例 

Ｐ 

１箇所分の作業 通水用ディスタンスピース 
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添付資料２－１ 

訓練項目の重複を踏まえた成立性評価について 

 

１．概要  

技術的能力手順のうち有効性評価の重要事故シーケンスで用いる現場対応手段には、重複

する手順（訓練項目）が含まれることから、その訓練方法及び評価についての考え方を示

す。 

  

２．該当する対応手段及び具体的な訓練方法（【】内は保安規定 表-20の操作手順 No.を示す） 

（１）送水車を用いた各種給水手段 

ａ．海水から使用済燃料ピットへの注水【11_①】 

ｂ．海水を用いた復水タンクへの補給【13_②】 
＜訓練方法＞ 

送水車を用いた給水については、送水車に接続されたホースを敷設し、各給水箇所へは

分岐によりホース敷設を実施する。図２に示すａ．～ｃ．の手段の送水車配置、ホース敷

設及び送水車起動は共通部分であり、これに分岐以降の各給水箇所へのホース敷設を実施

して成立性確認を行う。なお、個別の成立性確認による実施時間については、共通部分の

作業時間に各給水箇所へのホース敷設の作業時間を加えて算出する。 

 

ａ．海水から使用済燃料ピットへの注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．海水を用いた復水タンクへの補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 送水車を用いた給水手段のタイムチャート 

備考

手順の項目

送水車起動

補給操作開始

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

経過時間（時間）
0.5 1 4

要員（数）

2.5 3.51.5 2

海水を用いた復水
タンクへの補給

緊急安全対策要員 5

3

▽約2時間
海水を用いた
復水タンクへの補給開始

車両配置、取水ポンプ、可搬型ホース等送水車廻り配置及び敷設

可搬型ホース敷設

移動

共通部分 

共通部分 
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別紙 １ 
 

技術的能力手順のうち有効性評価の重要事故シーケンスに用いる現場対応手段 

 

保安規定 
（表－20） 

操作手順 No 
対応手段 運転員等 

緊急安全 

対策要員 

3 

③ 主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気逃がし弁の機能回復 ○ － 

④ 
窒素ボンベ（加圧器逃がし弁作動用）による加圧器逃がし弁の機能

回復 
○ － 

4 

② 恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 ○ － 

④ Ｃ充てん／高圧注水ポンプ（自己冷却）による代替炉心注水 ○ ○ 

⑥ アキュムレータによる炉心注水 ○ － 

⑦ 
大容量ポンプへの燃料補給（タンクローリー（EL 5.5m燃料油取出口

を使用）） 
－ ○ 

⑧ 送水車への燃料補給 － ○ 

5 ③ 大容量ポンプによる補機冷却水（海水）通水 ○ ○ 

7 

① Ａ格納容器循環冷暖房ユニットによる格納容器内自然対流冷却 ○ ○ 

② 
大容量ポンプを用いたＡ格納容器循環冷暖房ユニットによる格納容

器内自然対流冷却 
○ ○ 

9 ① 可搬型格納容器内水素濃度計測装置による水素濃度監視 ○ － 

10 
① 

水素排出（アニュラス空気再循環設備） 

全交流動力電源または常設直流電源が喪失した場合の操作手順 
○ － 

② 可搬型アニュラス内水素濃度計測装置による水素濃度測定 ○ ○ 

11 
① 海水から使用済燃料ピットへの注水 － ○ 

④ 可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視 － ○ 

13 

② 海水を用いた復水タンクへの補給 － ○ 

⑥ 
燃料取替用水タンクから復水タンクへの水源切替（格納容器スプレ

イ時） 
○ ○ 

14 

① 空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電 ○ － 

③ 
蓄電池（安全防護系用）による代替電源（直流）からの給電（不要

直流負荷切離し・運転コンソール復旧） 
○ ○ 

⑧ 
可搬式オイルポンプによる空冷式非常用発電装置への燃料（重油）

補給 
－ ○ 

15 ① 可搬型計測器によるパラメータ計測または監視 － ○ 

16 

① 
中央制御室換気設備の運転手順等（全交流動力電源が喪失した場

合） 
○ ○ 

② 
アニュラス空気再循環設備の運転手順等（全交流動力電源または常

設直流電源が喪失した場合） 
○ － 
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資料－２ 

 

重大事故等対応に係るシミュレータ訓練における成立性確認について 

 

１．目的 

有効性評価の重要事故シーケンスのうち、中央制御室操作を主体とした重要事故シーケンスに

対して、シミュレータ訓練を実施し、適切に対応できることを確認する。 

 

２．対象範囲 

（１）対象シーケンス：設置変更許可申請に示した有効性評価の重要事故シーケンスにおいて、

類似性及び網羅性の観点から選定した事故シーケンスを対象とする。 

（２）訓 練 対 象 者：運転員（当直員） 

 

３．実施頻度 

対象となる重要事故シーケンスについて、年１回以上実施する。 

 

４．実施方法 

当直毎に、シミュレータを用いて重要事故シーケンス訓練を実施する。 

成立性確認はシミュレータ特性と安全解析結果の違いを考慮の上、以下に留意し実施する。 

（１）シミュレータは、基本的には実機の運転状態と応答を模擬していることから、安全解析の

初期条件及び機器条件とは相違がある。  

（２）シミュレータに入力する事故条件は、原則安全解析の事故条件を入力し訓練を実施する。 

（３）インストラクタは、シミュレータ上で模擬できない部分を始めとする情報や訓練の方法に

ついて、予め対応（訓練に対する約束）を定め、訓練開始前までに運転員に周知する。 

（４）訓練では、パラメータ等のプラント挙動から手順書に従い対応できることを確認する。 

（５）成立性確認は、運転操作が解析上の操作条件を満足し、炉心損傷を防止できることを確認

する。ただし、解析上の操作条件が、シミュレータ挙動と解析挙動の違いにより一致しな

い場合は、予め解析上の操作条件の代替となる成立性確認事項を定める。 

 

５．成立性確認方法 

中央制御室操作を主体とした重要事故シーケンスについて、手順書に従い、有効性評価の重要

事故シーケンスの成立性確認ポイント（解析条件のうち操作条件）を満足できることを確認す

る。 

 

以上 
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重要事故シーケンスシミュレータ訓練実施内容整理表 

 
 
 

対策 
有効性評価 シミュレータ 

番号 
重要事故 
シーケンス 

訓練の可否 有効性評価重要事故シーケンスとシミュレータ訓練の相違※ 

運転中の原子炉
における重大事故
に至るおそれがある
事故 

① 
2次冷却系からの 
除熱機能喪失 

○ 

1次冷却系のフィードアンドブリード運転操作 
解析上は、「すべての蒸気発生器水位(広域)0％到達の 5 分後」である
が、事故時操作所則上は「すべての蒸気発生器水位(広域)が 10％未
満」で判断する。 
（10％の根拠は、広域水位計は停止中に使用するため低温で校正されて
おり、出⼒運転状態でドライアウトに⾄った時の指⽰に計器誤差を⾒込んだ
ものである。） 

シミュレータ訓練実施範囲 
余熱除去系による炉⼼の⻑期冷却まで可能であるが、⻑期冷却開始まで
約 7.9 時間かかるため、訓練は 1 次冷却系のフィードアンドブリード運転を
開始し、炉⼼冷却が開始されたことを確認するポイントまでとする。 

⑤ 
原子炉格納容器の 
除熱機能喪失 

△ 

原⼦炉補機冷却⽔系による格納容器内⾃然対流冷却のタイミング 
解析上は、格納容器圧⼒が最⾼使⽤圧⼒(0.261MＰａ)到達から 30
分後から開始するが、シミュレータでは、格納容器圧⼒は最⾼使⽤圧⼒に
到達しないことから、格納容器循環冷暖房ユニットへの通⽔準備が整い次
第、⾃然対流冷却を開始する。 
シミュレータ訓練実施範囲 
⾼圧および低圧再循環による炉⼼冷却は可能であるが、格納容器最⾼使
⽤圧⼒到達までに約 7 時間かかるため、1 次系冷却⽔タンク加圧後に格
納容器内⾃然対流冷却を開始するポイントまでとする。 

⑥ 原子炉停止機能喪失 ○ 

シミュレータ訓練実施範囲 
余熱除去系による炉⼼の⻑期冷却まで可能であるが、⻑期冷却開始まで
約 14 時間かかるため、ほう酸注⼊による原⼦炉出⼒の低下を確認するポ
イントまでとする。 

⑦ ＥＣＣＳ注水機能喪失 ○ 

シミュレータ訓練実施範囲 
再循環切替ポイントまで約 2.7時間（4 インチ破断）かかることから、2次
系強制冷却により 1 次冷却系が冷却されることにより、余熱除去ポンプによ
る低圧注⼊系にて炉⼼が冷却され、アキュムレータ出⼝電動弁を閉⽌する
ポイントまでとする。 

⑧ ＥＣＣＳ再循環機能喪失 ○ 
シミュレータ訓練実施範囲 
再循環切替失敗と判断し、代替再循環による 1 次冷却系の冷却を開始
するポイントまでとする。 

⑩ 

格納容器バイパス 
（蒸気発生器伝熱管破損 
＋破損側蒸気発生器の 

隔離失敗） 

○ 

シミュレータ訓練実施範囲 
余熱除去系での冷却に切替まで約 2.3時間を要することから、⾼圧注⼊か
ら充てん注⼊への切替後に 1 次冷却系統の減温、減圧がなされていること
を確認するポイントまでとする。 

運転停止中の原
子炉における重大
事故に至るおそれ
がある事故 

⑯ 崩壊熱除去機能喪失 △ 
シミュレータ訓練実施範囲 
アキュムレータ出⼝電動弁を開放し、1 次系保有⽔量確保操作を開始し、
⽔位が回復することを確認するポイントまでとする。 

※シミュレータ訓練では、故障条件（破断サイズ等）や発生場所、発生時間等シミュレータの設定条件により有効性評価重要事故シーケンスを完全に再
現するものではない。

○︓重要事故シーケンスと同様に実施できるもの 
△︓設備の動作模擬が必要なもの 
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資料－３ 

 
重大事故等対応に係る机上訓練における成立性確認について 

 
１．目的 

有効性評価の重要事故シーケンスのうち、現場対応操作を主体とした重要事故シーケンス

に対して、机上訓練を実施し、適切に対応できることを確認する。 
 
２．対象範囲 

（１）対象シーケンス：設置変更許可申請に示した有効性評価の重要事故シーケンスにお

いて、訓練の網羅性の観点から整理した現場操作を主体とした重

要事故シーケンスを対象とする。 
（２）訓 練 対 象 者：緊急安全対策要員 

 
３．実施頻度 

対象となる重要事故シーケンスについて、年１回以上実施する。 
 
４．実施方法 
重要事故シーケンス毎に事象進展に応じた処置対応について、現場をシミュレートした机

上訓練を以下の手順に従い実施する。 
（１）机上訓練の実施手順、訓練体制の確認及び重要事故シーケンスについて説明を行

う。 
（２）処置対応シミュレーション（図上シミュレーション）を展開し、事故進展に応じた

プラント状態の確認をしながら重要事故シーケンスに沿った処置対応ができること

を確認する。 
（３）重要事故シーケンスに沿った処置対応シミュレーションが終了すれば、訓練の振り

返り、取り纏めを行い、机上訓練の総括を行う。 
 
５．成立性確認方法 

机上訓練においては、重大事故時の指揮者を中心とした体制の中で各重要事故シーケンス

に応じた手順書に基づき、各要員の役割に応じ求められる現場対応について適切にできるこ

とを以下の点に重点を置いて確認する。 
（１）重要事故シーケンスに応じた処置対応において、指揮者からの指示に対して要員が

適切に対応できること。また、対応完了後の要員からの報告が適切に行われている

こと。 
（２）重要事故シーケンスに応じた手順書を使用し、適切な対応ができること。 

 
以 上 
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資料－４ 

重大事故等対応に係る現場訓練（シーケンス訓練）における成立性確認について 
 

１．目的 

全ての有効性評価の重要事故シーケンスと技術的能力の19の手順を網羅的に検証できる重要事故シーケン

スを対象に、指定した訓練班で実時間ベースの実働訓練を行い、適切に対応できることを確認する。 

 

２．対象範囲 

（１） 対象シーケンス： 

⑪ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）に⑮（ＳＦＰ想定事故２）を組み込ん

だ⑪＋⑮シーケンス 

（２） 個別確認手順： 

（１）に合わせて、③（全交流動力電源喪失（ＲＣＰシールＬＯＣＡが発生しない場合））、⑤（原

子炉格納容器の除熱機能喪失）、⑯（崩壊熱除去機能喪失）のうち現場で実施する個別手順の確認

も実施する。 

（３） 訓 練 対 象 者： 

運転員（当直員）、緊急時対策本部要員及び緊急安全対策要員 

 

３．実施頻度 

対象となる重要事故シーケンスについて、運転員（当直員）、緊急時対策本部要員及び緊急安全対策要員で

構成する班の中から任意の班※を対象に年1回以上実施する。 

※成立性の確認を行う班については、毎年特定の班に偏らないように配慮する。 

 

４．実施方法 

対象となる重要事故シーケンスについて、以下の方法で実施する。 

（１） 基本事項 

ａ．重大事故等対応に必要な54名が役割に応じ、各種手順書に従って訓練を実施する。 

ｂ．訓練は、原則、実働（モックアップを含む）・実時間にて実施する。 

（２） 配慮事項 

ａ．模擬操作 

弁の開閉操作、水中ポンプの海水への投入、燃料の給油及び機器の起動操作等により原子炉施

設の系統や設備に悪影響を与えるもの及び訓練により設備が損傷又は劣化を促進するおそれの

あるもの等については、模擬操作にて対応する。 

ｂ．分割 

原則、訓練は一連で実施することとするが、長時間を要する訓練については分割して実施する。 

 

５．成立性確認方法 

対象となる重要事故シーケンス毎に、緊急時対策本部と中央制御室及び現場の連携が図られ、手順書に従

い54名で有効性評価の成立性担保のために必要な操作が、完了すべき時間であるホールドポイント※内に完

了できることを確認する。 

    ※ホールドポイントとは以下の制限時間をいう。 

     ①重要事故シーケンスの解析結果に直接影響がある操作を完了すべき時間 

    ②被ばく評価に影響する操作を完了すべき時間 

 

（１） 代表シーケンスの「成立性確認チェックシート」を用いて、シーケンス毎のホールドポイントと

して設定した時間内に対応できることをもって、成立性の確認を行う。 

（２） 個別の操作・作業においても、ホールドポイント内に完了できなかった場合の原因究明のため

に、保安規定「表－20」に示す対応手段ごとの想定時間内に終えていることを確認する。 

 

 

以 上
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て
検
証
す
る
。
 

⑪
に
は
Ｓ
Ｆ
Ｐ
へ
の
注
水
が
あ
り
、
⑮
の

個
別
手
順
を
組
み
込
ん
で
も
対
応
の
流

れ
に
不
整
合
が
無
い
た
め
、
⑪
の
Ｓ
Ｆ
Ｐ

注
水
前
に
当
手
順
を
組
み
込
ん
で
実
施

 

個
別
手
順
と
し
て
、
⑪
と
同
じ
体
制

に
て
成
立
性
確
認
を
別
途
実
施
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重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
⑪
と
②
の
個
別
手
順
の
包
絡
性
に
つ
い
て

 
⑪
シ
ー
ケ
ン
ス
と
②
シ
ー
ケ
ン
ス
の
各
操
作
を
対
象
に
、
制
限
時
間
及
び
操
作
内
容
の
観
点
で
⑪
が
包
絡
で
き
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
結
果
を
下
表
に
示
す
。

 

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
②
と
⑪
に
つ
い
て
比
較
し
た
結
果
、
両
シ
ー
ケ
ン
ス
に
登
場
す
る
各
個
別
手
順
の
制
限
時
間
及
び
操
作
内
容
は
⑪
の
各
操
作
に
包
絡
さ
れ
て
お
り
、
⑪
に
包
絡

さ
れ
て
い
な
い
手
順
に
つ
い
て
別
途
個
別
手
順
を
実
施
す
る
こ
と
で
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

 

※
１
：②
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
は
系
統
構
成
ま
で
を
実
施
、
⑪
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
は
系
統
構
成
に
加
え
て
、
ポ
ン
プ
起
動
を
実
施
す
る
。
 

※
２
：５
－
③
の
対
応
手
順
に
つ
い
て
は
、
７
－
②
の
対
応
手
順
に
包
含
さ
れ
る
。
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事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
⑪
＋
⑮
）
に
含
ま
れ
な
い
個
別
手
順
の
整
理
 

１
．
⑤
⑯
の
シ
ー
ケ
ン
ス
は
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
設
備
を
用
い
た
成
立
性
確
認
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
一
連
の
シ
ー
ケ
ン
ス
の
 

流
れ
を
確
認
す
る
た
め
、
全
体
成
立
性
確
認
に
お
い
て
は
、
⑤
⑯
の
個
別
手
順
の
み
の
確
認
を
行
う
。
 

２
．
③
の
シ
ー
ケ
ン
ス
は
机
上
訓
練
に
よ
る
成
立
性
確
認
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
一
連
の
シ
ー
ケ
ン
ス
の
流
れ
を
確
認
す
る
た
め
、
全
体

成
立
性
確
認
に
お
い
て
は
、
③
の
シ
ー
ケ
ン
ス
の
個
別
手
順
の
み
の
確
認
を
行
う
。
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個
別
手
順
の
う
ち
現
場
要
員
の
移
動
経
路
整
理
表
（
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
⑯
の
代
表
性
確
認
）
 

 個
別
手
順
の
う
ち
、
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
に
つ
い
て
、
同
じ
個
別
手
順
が
登
場
す
る
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
か
ら
要
員
の
移
動
経
路
を
確
認
し

以
下
の
と
お
り
整
理
し
た
結
果
、
⑯
シ
ー
ケ
ン
ス
は
他
の
シ
ー
ケ
ン
ス
に
代
表
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

    

 

※
１
：中
央
制
御
室
を
移
動
の
起
点
と
す
る
。
 

※
２
：余
熱
除
去
機
能
回
復
操
作
の
う
ち
、
Ｍ
／
Ｃ
、
Ｐ
／
Ｃ
で
の
電
源
確
認
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現
場
訓
練
 
成
立
性
確
認
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
（
１
／
２
）
 

 

⑪
 
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
破
損
）

 
想
定
時
間
：
保
安
規
定
表
－
２
０
に
定
め
る
対
応
手
段
の
う
ち
系
統
構
成
に
要
す
る
時
間
（
参
考
）
と
す
る
。
 

  
 

別
紙
（
案
）
 

開
始

(a
)

完
了

(b
)

①
5
0分

②
6
0
分

③
3
.7
時
間

④
5
時
間

⑤
8
時
間

⑥
9
.1
時
間

⑦
9
.1
時
間

⑧
24
時
間

運
転
員

A
1

運
転
員
Ｂ

1

運
転
員
Ｃ

1

運
転
員
Ｄ

1

緊
急
安
全
対
策
要
員

Ｈ
、
Ｉ、
Ｊ
、
Ｕ

4
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
を
用
い
た
燃
料
（
重
油
）
補
給

4時
間
毎

給
油
作
業

運
転
員
Ａ

1

運
転
員
Ｂ
、
Ｅ
、
Ｆ

3

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｈ

1
水
素
濃
度
の
低
減
お
よ
び
監
視

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
フ
ァ
ン
運
転
確
認

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
系
ダ
ン
パ
へ
の
代
替
空
気
供
給

2
5
分

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ

2
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
空
気
作
動
ダ
ン
パ
手
動
操
作

運
転
員
Ｃ

1
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
起
動
操
作
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
起
動
操
作

運
転
員
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ

3
全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1
・2
・
3
・4

[余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])
2
6
分

主
蒸
気
大
気
放
出
弁
手
動
開
操

作
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
を
使
用
し

た
２
次
系
冷
却
系
強
制
冷
却
が

可
能
と
な
る
。

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

2
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
減
圧

・
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
代
替
空
気
供
給

3
6
分

運
転
員
Ｄ

2
Ｓ
／
Ｇ
へ
の
給
水

適
宜

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
給

水
流
量
調
整
弁
開
度
調
整
は
解

析
上
は
期
待
し
て
い
な
い

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ

3
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
水
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

運
転
員
Ｇ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

3

運
転
員
Ｃ

1

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

2
バ
ッ
テ
リ
室
排
気
系
統
の
空
気
作
動
ダ
ン
パ
の
強
制
手
動
操
作

5
1
分

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

2
可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
採
取
又
は
監
視

適
宜

適
宜
実
施

運
転
員
Ａ

1
水
素
濃
度
の
低
減
お
よ
び
監
視

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
測
定

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｍ

1
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
取
付
け

全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1
・2
・
3
・4

[余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])
電
源
の
確
保

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
給
電

7
0
分

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動
操
作

運
転
員
Ｃ

1
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

可
搬
型
格
納
容
器
水
素
濃
度
計

測
装
置
起
動
後
、
適
宜
水
素
濃

度
の
確
認
を
適
宜
実
施
す
る

9
0
分

運
転
員
Ａ

1
5
分

1
5
分

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動

電
源
確
保
作
業

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
操
作

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
Ｃ
／
Ｖ
ス
プ
レ
イ

被
ば
く
低
減
操
作

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
起
動
準
備
、
起

動
操
作

補
助
給
水
ポ
ン
プ
回
復
操
作

R
C

S
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入

・
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

(自
己
冷
却

)に
よ
る
炉
心
注
入

項
目

手
順
書
タ
イ
ト
ル

開
始
完
了
時
間

計
測
時
間

(b
-
a
)

想
定
時
間

ホ
ー
ル
ド
ポ
イ
ン
ト

要
員

要
員
数

（
名
）

バ
ッ
テ
リ
室
排
気
フ
ァ
ン
ダ
ン
パ
開
処
置

可
搬
型
計
測
器
取
付
け

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
則
装
置
取
付
け

加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作
準
備

２
次
冷
却
系
強
制
冷
却
操
作

1

備
考

格
納
容
器
内
水
素
濃
度
の
低
減
お
よ
び
監
視

・
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
に
よ
る
水
素
濃
度
測
定

5
0
分

1
9
分

5
0
分
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現
場
訓
練
 
成
立
性
確
認
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
（
２
／
２
）

 

 

開
始

(a
)

完
了

(b
)

①
5
0分

②
6
0
分

③
3
.7
時
間

④
5
時
間

⑤
8
時
間

⑥
9
.1
時
間

⑦
9
.1
時
間

⑧
24
時
間

緊
急
安
全
対
策
要
員

Ｐ
、
Ｑ
､Ｒ
､Ｓ
､Ｔ

5
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
注
水
）
の
た
め
の
水
源
確
保

2
.0
時
間

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｐ
、

Q
2

送
水
車
へ
の
燃
料
補
給

約
5
.5
時
間
毎

運
転
員
Ａ

1

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ

3

運
転
員
Ｅ
、
Ｆ

2

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ

3

運
転
員
Ｃ

1

運
転
員
Ｅ
、
Ｆ

2

緊
急
安
全
対
策
要
員

Ｙ
、
Ｚ
、
１
、
２
、
３
、
４
、
５

7

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｒ
、
Ｓ

2
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
を
用
い
た
燃
料
（
重
油
）
補
給

約
3.

5時
間
毎

緊
急
安
全
対
策
要
員

Ｋ
、
Ｌ
、
Ｖ
、
Ｗ
、
Ｘ

5
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水

1
.8
時
間

S
F
P
水
位

2.
9
m
低
下
時
間
（
約

4.
5

日
後
）
ま
で
に
対
応
す
る
。

番
号

ホ
ー
ル
ド
ポ
イ
ン
ト

制
限
時
間

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス

プ
レ
イ
開
始

５
０
分

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
開
始

５
０
分

②
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
に
よ
る
被
ば
く
防
止
操
作
開
始

６
０
分

③
水
素
濃
度
低
減
措
置

３
．
７
時
間

④
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
に
よ
る
被
ば
く
低
減
措
置

５
時
間

⑤
バ
ッ
テ
リ
室
排
気
フ
ァ
ン
起
動

８
時
間

⑥
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
開
始
（
海
水
）

９
．
１
時
間

⑦
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源
切

替
９
．
１
時
間

⑧
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
開
始

２
４
時
間

炉
心
注
水
ま
た
は
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
の
た
め
の
水
源
確
保

大
容
量
ポ
ン
プ
設
備
に
よ
る
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
設
備
へ
の
冷
却
水
の
給
水

可
搬
型
温
度
計
測
装
置
（
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度
（
Ｓ
Ａ
）用
）

に
よ
る
温
度
測
定

蓄
電
池
（
安
全
防
護
用
）の
枯
渇
を
考
慮
し
た
時
間
（事
象
発
生
か
ら
８
時
間
）ま
で
に
対
応
で
き
る
こ
と
。

項
目

手
順
書
タ
イ
ト
ル

開
始
完
了
時
間

計
測
時
間

(b
-
a
)

想
定
時
間

ホ
ー
ル
ド
ポ
イ
ン
ト

要
員

要
員
数

（
名
）

ホ
ー
ル
ド
ポ
イ
ン
ト
の
説
明

①

大
容
量
ポ
ン
プ
準
備

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
注
水
準
備

蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
準
備

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源
切
替

備
考

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
水
が
枯
渇
す
る
時
間
（事
象
発
生
か
ら
９
．
１
時
間
）
ま
で
に
対
応
で
き
る
こ
と
。

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
の
水
が
枯
渇
す
る
時
間
（事
象
発
生
か
ら
９
．
１
時
間
）
ま
で
に
対
応
で
き
る
こ
と
。

長
期
的
な
格
納
容
器
内
冷
却
機
能
維
持
の
観
点
か
ら
、
事
象
発
生
か
ら
２
４
時
間
ま
で
に
対
応
で
き
る
こ
と
。

ホ
ー
ル
ド
ポ
イ
ン
ト
の
内
容

原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
及
び
温
度
の
上
昇
を
抑
制
す
る
た
め
に
炉
心
溶
融
か
ら
３
０
分
以
内
（事
象
発
生
か
ら
５
０
分
以
内
）
に
対
応
で
き
る
こ
と
。

溶
融
炉
心
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
相
互
作
用
（
M

C
C

I）
防
止
の
た
め
に
炉
心
溶
融
か
ら
３
０
分
以
内
（事
象
発
生
か
ら
５
０
分
以
内
）
に
対
応
で
き
る
こ
と
。

現
場
作
業
員
の
被
ば
く
低
減
の
た
め

C
s－
１
３
７
の
待
機
へ
の
放
出
量
評
価
を
考
慮
し
た
時
間
（
事
象
発
生
か
ら
６
０
分
）
ま
で
に
対
応
で
き
る
こ
と
。

中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
重
大
事
故
等
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
を
考
慮
し
た
時
間
（
事
象
発
生
か
ら
５
時
間
）
ま
で
に
対
応
で
き
る
こ
と
。

水
素
濃
度
が
最
大
と
な
る
時
間
（
事
象
発
生
か
ら
３
．
７
時
間
）ま
で
に
対
応
で
き
る
こ
と
。

2
.5
時
間

6
時
間

補(1)-192



 

 31 / 33 

重要事故シーケンスにて使用する運転基準・操作手順書 

⑪ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） 

運 転 員 分 

No. 訓練項目（手順書名称案） 備考 
訓練項目 

番号 
1 事故時操作所則全体構成 事故時操作所則（第１部） － － 

2 安全機能監視パラメータによる適用所則の選定一覧 事故時操作所則（第１部） － － 

3 第３部 事故時操作所則（第３部） － － 

4 
全交流電源喪失(原子炉運転モード 1・2・3・4[余熱除

去運転中以外]) 
事故時操作所則（第２部） 

事象ベース 

Ｂ－１ 
運－１ 

5 
電源の確保 

・空冷式非常用発電装置による安全防護母線への給電 
事故時操作所則（第３部） 個別操作１７ 運－２ 

6 恒設代替低圧注水ポンプによる代替Ｃ／Ｖスプレイ 事故時操作所則（第３部） 個別操作２ 運－３ 

7 

原子炉下部キャビティ直接注入 

・原子炉下部キャビティ注水ポンプによる原子炉下部

キャビティ直接注入 

事故時操作所則（第３部） 個別操作８ 運－４ 

8 
水素濃度の低減及び監視 

・可搬型Ｃ／Ｖ水素濃度計測装置による水素濃度測定 
事故時操作所則（第３部） 個別操作１４ 運－５ 

9 

水素濃度の低減及び監視 

・アニュラス循環ファン運転状態確認 

・アニュラス循環系ダンパへの代替空気供給 

事故時操作所則（第３部） 個別操作１４ 運－６ 

10 主要操作 事故時操作所則（第３部） 主要操作編 運－７ 

11 
ＲＣＳの減圧 

・窒素ボンベによる加圧器逃がし弁への代替空気供給 
事故時操作所則（第３部） 個別操作１２ 運－８ 

12 ＳＧへの給水 事故時操作所則（第３部） 個別操作１１ 運－９ 

13 
炉心注入 

・Ｃ－ＣＨ／ＳＩＰ(自己冷却)による代替炉心注入 
事故時操作所則（第３部） 個別操作１３ 運－１０ 

 

 

緊 急 安 全 対 策 要 員 分 

No. 訓練項目（手順書名称案） 
訓練項目 
番号 

1 空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電 緊－１ 

2 中央制御室非常用循環系空気作動ダンパ手動操作 緊－２ 

3 Ｃ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）による代替炉心注水 緊－３ 

4 可搬型計測器によるパラメータ計測または監視 緊－４ 

5 バッテリ室排気系統の空気作動ダンパの強制手動操作 緊－５ 

6 可搬型アニュラス内水素濃度測定装置による水素濃度測定 緊－６ 

7 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水）のための水源確保（海水を用いた復水タンクへの補給） 緊－７ 

8 燃料取替用水タンクから復水タンクへの水源切替 緊－８ 

9 大容量ポンプ設備による原子炉補機冷却水系設備への冷却水の給水及び格納容器内自然対流冷却 緊－９ 

10 可搬型温度計測装置（格納容器循環冷暖房ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）用）による温度測定 緊－１０ 

11 使用済燃料ピットへの注水（海水からの使用済燃料ピットへの注水） 緊－１１ 

12 可搬式オイルポンプを用いた燃料（重油）補給 緊－１２ 

13 送水車への燃料補給 緊－１３ 

14 タンクローリーを用いた燃料（重油）補給 緊－１４ 
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「
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
破
損
）
」
の
作
業
と
所
要
時
間
 

（
 
大
破
断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
に
高
圧
注
入
機
能
、
低
圧
注
入
機
能
及
び
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
注
入
機
能
が
喪
失
す
る
事
故
）

 
（
１
／
２
）
 

当
直
課
長

1
●
運
転
操
作
指
揮

●
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
、
タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ
確
認

●
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
運
転
、
補
助
給
水
流
量
確
認

●
所
内
電
源
及
び
外
部
電
源
喪
失
判
断

●
早
期
の
電
源
回
復
不
能
と
判
断

●
１
次
冷
却
材
の
漏
え
い
を
判
断

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
確
認
）

●
安
全
系
機
器

C
.S
「
P

.O
」
操
作

●
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
準
備
、
起
動
操
作

●
非
常
用
母
線

M
/
C
、

P
/C
受
電

4
分

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
非
常
用
母
線

M
/
C
、

P
/C
受
電

●
Ａ
及
び
Ｂ
充
電
器
復
旧
操
作

 
 

 
 

 
（現
地
操
作
）

●
安
全
系
機
器

C
.S
「
P

.O
」
操
作

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
非
常
用
母
線

M
/
C
、

P
/C
受
電

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
起
動
確
認

 
 

 
 

 
（現
場
確
認
）

●
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
起
動

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
冷
却
材
ポ
ン
プ
シ
ー
ル
戻
り
隔
離
弁
等
閉
操
作

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
準
備

●
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
～
ス
プ
レ
イ
開
始

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動
準
備

●
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動
～
注
水
開
始

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動
準
備

●
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動

●
原
子
炉
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
確
認

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動
準
備

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
閉
操
作

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
空
気
供
給
操
作

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
ダ
ン
パ
開
処
置

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
起
動
操
作

●
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
起
動
操
作

5分

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
主
蒸
気
逃
が
し
弁
開
操
作

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作
準
備

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
給
水
流
量
調
節
弁
開
度
調
整

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（自
己
冷
却
）デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ピ
ー
ス
取
り
替
え

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（自
己
冷
却
）系
統
構
成
、
ベ
ン
テ
ィ
ン
グ
、
通
水

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（自
己
冷
却
）系
統
構
成

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（自
己
冷
却
）起
動

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
ダ
ン
パ
開
処
置

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
起
動

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
計
測
器
取
付
け

 

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
測
定

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
取
付
け

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
操
作

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動

操
作

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置

起
動

水
素
濃
度
低
減
操
作

 
 

 
 
（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

冷
却
材
ポ
ン
プ
シ
ー
ル
隔
離
操
作

【
1
】

3

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
操
作

被
ば
く
低
減
操
作

運
転
員
Ｃ

運
転
員
Ｃ

【
2
】

運
転
員
Ａ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｍ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

運
転
員
Ｃ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置

取
付
け

運
転
員
Ａ

4
0分

運
転
員
Ｇ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

起
動
準
備
、
起
動
操
作

 
 

 
 
（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

6
5分

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｈ

1
0分 5
分

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
の
起
動
を
被
ば
く
上
の
評
価
条
件

で
あ
る

6
0
分
以
内
に
開
始
で
き
る
。

２
次
冷
却
系
強
制
冷
却
操
作

加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作
準
備

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ

適
宜
実
施

 
※

1

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
の
起
動
を
被
ば
く
上
の
評
価

条
件
で
あ
る

5
時
間
以
内
に
開
始
で
き
る
。

2
5
分

2
6
分

2

バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
ダ
ン
パ
開
処
置

補
助
給
水
ポ
ン
プ
回
復
操
作

運
転
員
Ｄ

10
分

運
転
員
Ｃ

5
分

1
0
分

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
の
注
水
準
備
を
解
析

上
、
注
水
を
期
待
し
て
い
る
約

5
0
分
ま
で
に
開
始
で
き
る
。

1
0
分

【
3
】

運
転
員
Ａ

【
1
】

【
1
】

4
0
分

5
分

2
0
分

状
況
判
断

電
源
確
保
作
業

5
分

1
緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｈ

運
転
員
Ｄ

1
9
分

1
9
分

5
分

1
0
分

3 1

運
転
員
Ａ

手
順
の
内
容

1
0

要
員

(名
）

（作
業
に
必
要
な
要
員
数
）

【 
 
】
は
他
作
業
後
移
動

し
て
き
た
要
員

【
1
】

【
1
】

運
転
員
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ

運
転
員
Ａ

【
1
】

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

1
0
分

運
転
員
Ｃ

運
転
員
Ｂ

手
順
の
項
目

5
0

6
0

8
0

1
2
0

備
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
経
過
時
間
（
分
）
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 ／

 
 

 
経
過
時
間
（
時
間
）

1
0
0

2
0

4
0

5
1
1
0

9
0

3
4

7
0

3
0

5
分

運
転
員
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ

【
1
】

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ

運
転
員
Ｃ

【
1
】

【
1
】

【
1
】

【
1
】

【
1
】

運
転
員
Ｃ

5
分

運
転
員
Ｂ
、
Ｅ
、
Ｆ

可
搬
型
計
測
器
取
付
け

バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
起
動

5
分

1
0
分

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
注
水
準
備
を
解
析
上
、
ス

プ
レ
イ
を
期
待
し
て
い
る
約

5
0
分
ま
で
に
開
始
で
き
る
。

5
分

※
１
：
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動

後
、
水
素
濃
度
の
確
認
を
適
宜
実
施
す
る
。

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

【
1
】

主
蒸
気
逃
が
し
弁
手
動
開
操
作
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
を
使

用
し
た
２
次
冷
却
系
強
制
冷
却
が
可
能
と
な
る
。

2
0
分

【
1
】

【
1
】

【
3
】

解
析
上
は
期
待
せ
ず

2

【
1
】

3

【
2
】

6
5
分

3
5分

55
分

1
0
分

適
宜
実
施

5
分

5
1
分

上
記
要
員
に
加
え
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
４
名
に
て
関
係
各
所
に
通
報
連
絡
を
行
う
。

な
お
、
各
設
定
時
間
は
操
作
場
所
、
操
作
条
件
並
び
に
実
際
の
現
場
移
動
を
含
む
作
業
時
間
等
を
考
慮
し
た
上
で
解
析
上
の
仮
定
と
し
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
運
転
員
は
手
順
書
に
従
っ
て
各
操
作
条
件
を
満
た
せ
ば
順
次
操
作
を
実
施
す
る
。

ま
た
、
運
転
員
が
解
析
上
設
定
し
た
操
作
余
裕
時
間
内
に
対
応
で
き
る
こ
と
は
訓
練
等
に
基
づ
き
確
認
し
て
い
る
（
一
部
の
機
器
に
つ
い
て
は
想
定
時
間
に
よ
り
算
出
。
）
。

プ
ラ
ン
ト
状
況
判
断

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
判
断

約
2
0
分
炉
心
損
傷

事
象
発
生

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ

6
0
分
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
に
よ
る

被
ば
く
防
止
操
作
開
始

約
2
.0
時
間
原
子
炉
容
器
破
損

適
宜
実
施

実
施
後

移
動

次
操
作
へ

次
操
作
へ

次
操
作
へ

次
操
作
へ 次
操
作
へ次
操
作
へ

次
操
作
へ

次
操
作
へ

実
施
後

２
名
移
動

次
操
作
へ

実
施
後

1
名
移
動

約
5
0
分
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
開
始

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
開
始

実
施
後

移
動

次
操
作
へ次
操
作
へ

実
施
後

２
名
移
動

実
施
後

1
名
移
動

実
施
後

移
動

実
施
後

移
動

次
操
作
へ

実
施
後

移
動

実
施
後

移
動

緊
－
２
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
空
気
作

動
ダ
ン
パ
手
動
操

運
－
１
０
炉
心
注
入
（

C充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ

ン
プ

(自
己
冷
却

)に
よ
る
代
替
炉
心
注
入
）

緊
－
３
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己

冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

緊
－
４
可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
計
測
ま
た
は
監
視

緊
－
５
バ
ッ
テ
リ
ー
室
排
気
系
統
の
空
気
作
動
ダ
ン
パ
の
ケ
強
制
手
動
操
作

緊
－
６
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
測
定
装
置
に
よ
る
水
素
濃
度
測
定

運
－
１
全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1・
2・

3・
4[
余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])
運
－
２
電
源
の
確
保
（
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
安
全
防
護
母
線
へ
の
給
電
）

中
央
制
御
室
操
作

中
央
制
御
室
操
作

運
－
３
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
Ｃ
／
Ｖ
ス
プ
レ
イ

運
－
４
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

中
央
制
御
室
操
作

運
－
５
水
素
濃
度
の
低
減
及
び
監
視

（
可
搬
型
格
納
容
器
水
素
濃
度
計
測
装
置
に

よ
る
水
素
濃
度
測
定
）

運
－
６
水
素
濃
度
の
低
減
及
び
監
視
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
へ
の
代
替
空
気
供
給
）

運
－
６
水
素
濃
度
の
低
減
及
び
監
視
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
運
転
状
態
確
認
）

運
－
７
主
要
操
作

運
－
１
全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1・
2・

3・
4[
余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])

運
－
９
Ｓ
Ｇ
へ
の
給
水

運
－
８
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
減
圧
（
窒
素
ボ
ン
ベ
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
へ
の
代
替
空
気
供
給
）

緊
－
１
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
代
替
電
源
（
交
流
）
か
ら
の
給
電
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 3
3 

/ 3
3 

              

「
雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
破
損
）
」
の
作
業
と
所
要
時
間
 

（
 
大
破
断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
に
高
圧
注
入
機
能
、
低
圧
注
入
機
能
及
び
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
注
入
機
能
が
喪
失
す
る
事
故
）

 
（
２
／
２
）
 

●
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
準
備
（
送
水
車
）

※
1

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
系
統
確
認

10
分

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源
切
替
準
備

1
.5
時
間

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源
切
替
準
備

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ピ
ー
ス
取
り
替
え
（
海
水
系
統
～
原
子
炉
補
機
冷
却
系
統
）

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
海
水
系
統
及
び
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
通
水
ラ
イ
ン
準
備

 
 

 
 

 
（中
央
制
御
室
操
作
）

●
海
水
系
統
及
び
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
通
水
ラ
イ
ン
準
備

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
大
容
量
ポ
ン
プ
配
備

●
大
容
量
ポ
ン
プ
通
水
ラ
イ
ン
準
備
及
び
可
搬
型
ホ
ー
ス
接
続
等

●
大
容
量
ポ
ン
プ
起
動
及
び
通
水

0.
5時
間

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
注
水
準
備
（
ホ
ー
ス
敷
設
）

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
給
油
作
業

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
送
水
車
給
油
作
業

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

●
大
容
量
ポ
ン
プ
給
油
作
業

 
 

 
 

 
（現
場
操
作
）

1.
8時
間

1
4

緊
急
安
全
対
策
要
員

Ｐ
、
Ｑ
、
Ｒ
、
Ｓ
、
Ｔ

5

2.
0時
間

4
6

8
1
0

1
2

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
経
過
時
間
（
時
間
）
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 
／

 
 
経
過
時
間
（
日
）

1
.5
時
間

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ

の
水
源
切
替

運
転
員
Ａ

【
1
】

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源
切
替

は
、
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
が
枯
渇
す
る
時
間
（
約

9
.1
時
間
）
ま
で
に
対
応
が
可
能
で
あ
る
。

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ

【
3
】

運
転
員
Ｅ
、
Ｆ

【
2
】

7
0分

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源
切
替

は
、
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
が
枯
渇
す
る
時
間
（
約

9
.1
時
間
）
ま
で
に
対
応
が
可
能
で
あ
る
。

手
順
の
項
目

要
員

（作
業
に
必
要
な
要
員
数
）

【 
 
】は
他
作
業
後
移
動

し
て
き
た
要
員

手
順
の
内
容

蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
準
備

備
考

2
1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

4
日

3
日

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水

位
が

2
.9

m
低
下
す
る
時
間
（
約

4
.5
日
後
）
ま
で
に
対
応
が

可
能
で
あ
る
。

緊
急
安
全
対
策
要
員

Ｈ
、
Ｉ、
Ｊ
、
Ｕ

1
【
3
】

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｐ
、
Ｑ

【
2
】

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｒ
、
Ｓ

2.
3時
間

【
2
】

緊
急
安
全
対
策
要
員

Ｋ
、
Ｌ
、
Ｖ
、
Ｗ
、
Ｘ

各
機
器
へ
の
給
油
作
業

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
注
水
準
備

2
.0
時
間

3
【
2
】

大
容
量
ポ
ン
プ
準
備

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ

【
3
】

運
転
員
Ｅ
、
Ｆ

【
2
】

運
転
員
Ｃ

【
1
】

大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
は
、

解
析
で
仮
定
し
て
い
る
時
間
（
2
4
時
間
）
ま
で
に
対
応
が
可

能
で
あ
る
。

2.
5時
間

緊
急
安
全
対
策
要
員

Ｙ
、
Ｚ
、
１
、
２
、
３
、
４
、
５

7

2.
0時
間

5.
5時
間

2.
5時
間

24
時
間

格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
開
始

※
１
：蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
準
備
は
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
よ
り
事
故
発
生
後
（
ル
ー
ト
復
旧
後
）
速
や
か
に
開
始
と
し
た
。

約
9.

1時
間

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源
切
替

約
4
時
間
毎 約

5.
5時
間
毎

約
3.

5時
間
毎

約
4
.5
日

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

へ
の
注
水
開
始

実
施
後

2
名
移
動

実
施
後

3
名
移
動

実
施
後

2
名
移
動

実
施
後

2
名
移
動

実
施
後

2
名
移
動

約
2.

0時
間
原
子
炉
容
器
破
損

7
5分緊
－
７

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
注
水
）
の
た
め
の
水
源
確
保
（
海
水
を
用
い
た
復
水
タ
ン
ク
へ
の
補
給
）

緊
－
１
１

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
（
海
水
か
ら
の
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
）

緊
－
８

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
タ
ン
ク
へ
の
水
源
切
替

緊
－
９

大
容
量
ポ
ン
プ
設
備
に
よ
る
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
設
備
へ
の
冷
却
水
の
給
水
及
び
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

緊
－
１
０

可
搬
型
温
度
計
測
装
置
（
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ
ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
用
）
に
よ
る
温
度
測
定

緊
－
１
１

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
（
海
水
か
ら
の
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
）

緊
－
１
３

送
水
車
へ
の
燃
料
補
給

緊
－
１
２

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
を
用
い
た
燃
料
（
重
油
）
補
給

緊
－
１
４

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
を
用
い
た
燃
料
（
重
油
）
補
給
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教
育
訓
練
補
足
説
明
資
料
 
１
１

(
1
/
3)

 

大
規
模
損
壊
発
生
時
の
対
応
に
関
連
す
る
教
育
訓
練
に
つ
い
て

 

 
教
育
・
訓
練

 
教
育
訓
練
 

対
象
 

頻
度
 

概
要

 

１
 

教
育
訓
練
 

全
対
策
要
員
に
対
す

る
教
育
訓
練
(
1
3
1

条
、

1
32
条
) 

全
所
員
＋
請
負
会
社

従
業
員
 

年
1
回
以
上
 

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て
理
解
を
図
る
。
 

２
 

教
育
訓
練
 

緊
急
時
対
策
本
部
指

揮
者
に
よ
る
指
揮
命

令
系
統
教
育
訓
練
 

(
1
8
条
の

6、
添
付

3
)
 

緊
急
時
対
策
本
部
要

員
の
う
ち
全
体
指
揮

者
、
ユ
ニ
ッ
ト
指
揮

者
、
通
報
連
絡
者
 

年
1
回
以
上
 

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
し
な
い
場
合
等
の
事
象
を

想
定
し
、
的
確
か
つ
柔
軟
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
力
量
の
維
持
向
上
を
図
る
。
 

３
 

訓
練
 

可
搬
型
設
備
等
を
使

用
し
た
教
育
訓
練
 

(
1
8
条
の

6、
添
付

3
)
 

消
火
活
動
要
員
 

年
1
回
以
上
 

大
規
模
損
壊
時
特
有
の
対
応
手
段
、
か
つ
、
重
大
事
故
等
発
生
時
と
は
異
な
る
方

法
で
使
用
す
る
以
下
の
対
応
手
段
に
つ
い
て
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

a
 
化
学
消
防
自
動
車
か
ら
原
子
炉
へ
注
入
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
へ
ス
プ
レ
イ

す
る
た
め
の
接
続
訓
練
 

b
 
化
学
消
防
自
動
車
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接
続
訓

練
 

４
 

教
育
 

技
術
的
能
力
の
確
認

訓
練

 

(
1
8
条
の

6、
添
付

3
)
 

指
揮
者
等
お
よ
び
消

火
活
動
要
員
 

年
1
回
以
上
 

大
規
模
損
壊
発
生
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
況
の
把
握
、
情
報
収
集
、
的
確
な
対
応
操
作

の
選
択
お
よ
び
指
揮
者
等
と
消
火
活
動
要
員
と
の
連
携
を
含
め
た
実
効
性
等
を
確
認

す
る
た
め
、
総
合
的
な
訓
練
に
つ
い
て
実
施
す
る
。
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教育訓練補足説明資料 １１(2/3) 
 

 
 

 

 

 

１．全対策要員に対する教育訓練（131条、132条） 
(1) 概要 

大規模損壊発生時おける原子炉施設の保全のための活動に関することについて理解を図る。 

 

(2) 対象 

全所員＋関連する協力会社社員 

 

(3) 頻度 

年１回以上 

 

 

 

２．緊急時対策本部指揮者による指揮命令系統教育訓練（18条の６、添付３） 

 

(1) 概要 

大規模損壊発生時に通常の指揮命令系統が機能しない場合等の事象を想定し、的確かつ柔軟に

対処するために必要な力量の維持向上を図る。 

 

(2) 対象 

緊急時対策本部要員のうち全体指揮者、ユニット指揮者、通報連絡者 

 

(3) 頻度 

年１回以上 

 

 

 
以 上 
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教育訓練補足説明資料 １１(3/3) 

 
 

 

 

３．可搬型設備等を使用した教育訓練（18条の６、添付３） 
 

(1) 概要 

大規模損壊時特有の対応手段、かつ、重大事故等発生時とは異なる方法で使用する以下の対応

手段について教育訓練を実施する。 

 

a 化学消防自動車から原子炉へ注入または原子炉格納容器へスプレイするための接続訓練 

b 化学消防自動車から使用済燃料ピットへスプレイするための接続訓練 

 

(2) 対象 

消火活動要員 

 

(3) 頻度 

年１回以上 

 

 

４．技術的能力の確認訓練（18条の６、添付３） 

(1) 概要 

大規模損壊発生時のプラント状況の把握、情報収集、的確な対応操作の選択および指揮者等と

消火活動要員との連携を含めた実効性等を確認するため、総合的な訓練について実施する。 

(2) 対象 

指揮者等および消火活動要員 

 

(3) 頻度 

年１回以上 

 

(4) 訓練方法 

大規模損壊発生時の対応に関連する教育訓練のうち、「２．緊急時対策本部指揮者による指揮命

令系統教育訓練」及び「３．可搬型設備等を使用した教育訓練」を組み合わせた内容の訓練を実

施する。 

 

【訓練にあたって配慮すべき事項】 

・指揮者等へのプラント状態確認結果の付与役、指揮者等が専属消防隊以外の要員（重大事故

等対策要員等）との連携を実施する場合の連携役として、「訓練の進行役」を設ける。 

・訓練にあたっては、以下の操作のいずれかを含むケーススタディを実施する。 

・化学消防自動車から原子炉へ注入または原子炉格納容器へスプレイするための接続訓練 

・化学消防自動車から使用済燃料ピットへスプレイするための接続訓練 

 

【訓練の進め方】 

①訓練の進行役は、プラント状態の確認結果を指揮者等へ付与（プラント状態の確認過程は省

略）する。 

②指揮者等は、確認結果を基に初動対応フローに基づき、必要な対応操作を判断する。 
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③指揮者等が必要と判断した操作のうち、専属消防隊が実施する対応操作は実働で行う。操作

は、専属消防隊の役割である化学消防自動車の配備からホースの布設までを実施する。 

④指揮者等が必要と判断した操作のうち、重大事故等対策要員が実施するものについては、指

揮者等と重大事故等対策要員（訓練の進行役が代役）の連携※を確認する。 

※大規模損壊発生時の対応手段のうち、重大事故等発生時の可搬型設備等を使用した、表

１～表１９の対応手段については、重大事故等発生時の教育訓練として実施しているこ

とから、連携のみを実施し、操作は実施しない。 

 

(5) 確認内容 

大規模損壊発生時における原子炉施設保全のための活動に関する所達に従い、指揮者等が的確な

対応操作の選択ができることを確認する。また、指揮者等と専属消防隊の連携が図られ、手順書

に従い必要な操作ができることを確認する。 

 

以 上 
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教
育
訓
練
補
足
説
明
資
料
 
１
２
(1
/4
)
 

(1
/4

) 

火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
お
よ
び
そ
の
自
然
災
害
発
生
時
の
教
育
訓
練
 

保
安
規
定

 
条
文
（
抜
粋
）
 

保
安
規
定
 添
付
２
（
教
育
訓
練
の
実
施
）
 

教
育
訓
練
 

実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容
 

第
 １
８

 
条
（
火
災
発
生

時
の
体
制
の
整
備
）
 

(
3
) 
火
災
発
生
時
に
お
け

る
原
子
炉
施
設
の
保
全

の
た
め
の
活
動
を
行
う

要
員
に
対
す
る
教
育
訓

練
 

 

１
火
災
 

１
．
３

 
教
育
訓
練
の
実
施
 

所
長
室
長
、
放
射
線
管
理
課
長
、
発
電
室
長
お
よ
び
保
全
計
画
課
長
は
、
火
災
防
護
の
対
応
に
関
す
る
以
下
の
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実

施
す
る
。
 

(
1)
 火
災
防
護
教
育
 

ａ
．
所
長
室
長
、
放
射
線
管
理
課
長
、
発
電
室
長
お
よ
び
保
全
計
画
課
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
以
下
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。
ま

た
、
専
属
消
防
隊
に
対
し
て
、
以
下
の
教
育
訓
練
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
a)
 原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
ま
た
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
お
よ
び
機
器
な
ら
び
に
重
大
事
故

等
対
処
施
設
の
機
能
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
機
器
等
の
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知

お
よ
び
消
火
な
ら
び
に
火
災
の
影
響
軽
減
の
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
し
た
教
育
訓
練
 

(
b)
 安
全
施
設
を
外
部
火
災
か
ら
防
護
す
る
た
め
に
必
要
な
以
下
の
教
育
訓
練
 

ア
．
外
部
火
災
発
生
時
の
消
火
活
動
に
関
す
る
教
育
訓
練
 

イ
．
外
部
火
災
に
よ
る
ば
い
煙
発
生
時
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
外
気
取
入
ダ
ン
パ
の
閉
止
、
換
気
空
調
系
の
停
止
ま
た
は
閉
回

路
循
環
運
転
に
よ
り
、
建
屋
内
へ
の
ば
い
煙
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
の
侵
入
を
防
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
教
育
訓
練
 

ウ
．
森
林
火
災
か
ら
外
部
火
災
防
護
施
設
を
防
護
す
る
た
め
の
防
火
帯
の
設
定
に
係
る
教
育
訓
練
 

エ
．
近
隣
の
産
業
施
設
の
火
災
・
爆
発
か
ら
外
部
火
災
防
護
施
設
を
防
護
す
る
た
め
に
、
離
隔
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
教
育
訓

練
 

オ
．
モ
ニ
タ
ポ
ス
ト
が
外
部
火
災
の
影
響
を
受
け
た
場
合
の
代
替
設
備
を
防
火
帯
の
内
側
に
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
教
育
訓
練
 

(
c)
 火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
消
火
活
動
お
よ
び
内
部
溢
水
を
考
慮
し
た
消
火
活
動
に
関
す
る
教
育
訓
練
 

教
育
 

・
中
央
制
御
室
へ
の
ば
い
煙
浸
入
阻
止
・
防
火

帯
・
防
火
エ
リ
ア
の
維
持
・
管
理
、
近
隣
の

産
業
施
設
か
ら
の
隔
離
距
離
の
確
保
、
自
衛

消
防
隊
・
公
設
消
防
へ
の
通
報
等
 

・
火
災
防
護
に
関
す
る
知
識
の
習
得
 

・
内
部
火
災
発
生
時
の
措
置
、
消
火
放
水
時
の

注
意
事
項
 

・
消
火
活
動
時
の
放
水
に
係
る
注
意
事
項
 

・
火
災
発
生
時
の
対
応
時
間
に
関
す
る
事
項
 

・
消
火
水
に
よ
る
防
護
対
象
設
備
の
安
全
機
能

へ
の
影
響
確
認
 

(
2)
 自
衛
消
防
隊
に
よ
る
総
合
訓
練
 

所
長
室
長
は
、
自
衛
消
防
隊
に
対
し
て
、
消
火
活
動
等
を
確
認
す
る
総
合
的
な
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
専
属
消
防
隊
に
対
し

て
、
同
内
容
の
教
育
訓
練
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

訓
練
 

・
消
火
に
必
要
な
通
報
、
消
火
活
動
 

・
消
火
設
備
（
消
火
器
、
エ
ア
ロ
ゾ
ル
消
火
設

備
）
の
取
扱
い
 

(
3)
 運
転
員
に
対
す
る
訓
練
 

発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
火
災
発
生
時
の
運
転
操
作
等
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

教
育
 

・
通
報
、
所
内
周
知
、
各
事
象
に
応
じ
た
消

火
、
プ
ラ
ン
ト
停
止
運
転
操
作
に
関
す
る
こ

と
 

・
外
気
取
入
ダ
ン
パ
閉
、
換
気
空
調
系
の
停

止
、
中
央
制
御
室
空
調
設
備
閉
回
路
循
環
運

転
 

(
4)
 消
防
訓
練
（
防
火
対
応
）
 

所
長
室
長
は
、
消
火
要
員
に
対
し
て
、
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
自
衛
消
防
活
動
を
確
認
す
る
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。
ま

た
、
専
属
消
防
隊
に
対
し
て
、
同
内
容
の
教
育
訓
練
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

訓
練
 

・
消
火
器
及
び
消
火
栓
に
よ
る
消
火
活
動
に

つ
い
て
の
総
合
的
な
消
火
訓
練
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教
育
訓
練
補
足
説
明
資
料
 
１
２
(2
/4
)
 

(2
/4

) 

保
安
規
定

 
条
文
（
抜
粋
）
 

保
安
規
定
 添
付
２
（
教
育
訓
練
の
実
施
）
 

教
育
訓
練
 

実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容
 

第
18
条
の
２
 

（
内
部
溢
水
発
生
時
の

体
制
の
整
備
）
 

(
2
) 
内
部
溢
水
発
生
時

に
お
け
る
原
子
炉
施

設
の
保
全
の
た
め
の

活
動
を
行
う
要
員
に

対
す
る
教
育
訓
練
 

２
 
内
部
溢
水
 

２
．
２

 
教
育
訓
練
の
実
施
 

(
1)
 技
術
課
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
溢
水
全
般
（
評
価
内
容
な
ら
び
に
溢
水
経
路
、
防
護
す
べ
き
設
備
、
水
密
扉
お
よ
び
堰
等
の
設

置
の
考
え
方
等
）
の
運
用
管
理
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育
 

・
内
部
溢
水
事
象
の
対
処
（
評
価
、
溢
水
経

路
、
防
護
す
べ
き
設
備
）
に
関
す
る
概
要
 

・
堰
、
水
密
扉
等
の
設
置
の
考
え
方
及
び
運
用

管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
事
前
評
価
（
設
計
検
証
）
に
関
す
る
留
意
事

項
に
関
す
る
事
項
 

・
内
部
溢
水
発
生
（
蒸
気
曝
露
、
没
水
、
被

水
）
後
の
機
能
確
認
に
関
す
る
留
意
事
項
 

・
各
種
対
策
設
備
の
追
加
及
び
資
機
材
持
ち
込

み
等
に
よ
る
可
燃
物
量
並
び
に
床
面
積
の
見

直
し
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
廃
棄
物
処
理
建
屋
、
タ
ー
ビ
ン
建
屋
、
屋
外

タ
ン
ク
か
ら
の
溢
水
事
象
に
関
す
る
事
項
 

・
溢
水
影
響
評
価
の
手
法
 

・
配
管
の
肉
厚
管
理
、
評
価
手
法
 

・
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
配
管
と
低
エ
ネ
ル
ギ
ー
配
管

の
運
転
時
間
管
理
 

・
想
定
破
損
（
没
水
、
被
水
、
蒸
気
）
、
地
震

時
の
溢
水
評
価
の
実
施
内
容
 

 

(
2)
 技
術
課
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
初
期
消
火
活
動
お
よ
び
自
衛
消
防
隊
に
よ
る
消
火
活
動
時
の
放
水
時

の
注
意
事
項
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育
 

・
消
火
活
動
時
の
放
水
に
係
る
注
意
事
項
 

・
火
災
発
生
時
の
対
応
時
間
に
関
す
る
事
項
 

・
消
火
水
に
よ
る
防
護
対
象
設
備
の
安
全
機
能

へ
の
影
響
確
認
に
関
す
る
事
項
 

 

(
3)
 発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
溢
水
発
生
時
の
運
転
操
作
等
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育
 

・
内
部
溢
水
発
生
時
の
判
断
・
運
転
操
作
に

関
す
る
事
項
 

第
1
8
条
の
２
の
２
 

（
火
山
影
響
等
発
生
時
の

体
制
の
整
備
）
 

(
2
) 
火
山
影
響
等
発
生
時

に
お
け
る
原
子
炉
施

３
 
火
山
影
響
等
、
降
雪
発
生
時
 

３
．
２

 
教
育
訓
練
の
実
施
 

(
1)
 所
長
室
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
火
山
影
響
等
お
よ
び
降
雪
発
生
時
に
対
す
る
運
用
管
理
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施

す
る
。
 

教
育
 

・
火
山
影
響
等
、
降
発
生
時
の
対
応
に
関
す

る
事
項
 

・
降
下
火
砕
物
の
除
去
作
業
に
関
す
る
事
項
 

・
積
雪
の
除
去
作
業
に
関
す
る
事
項
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教
育
訓
練
補
足
説
明
資
料
 
１
２
(3
/4
)
 

(3
/4

) 

保
安
規
定

 
条
文
（
抜
粋
）
 

保
安
規
定
 添
付
２
（
教
育
訓
練
の
実
施
）
 

教
育
訓
練
 

実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容
 

設
の
保
全
の
た
め
の

活
動
を
行
う
要
員
に

対
す
る
教
育
訓
練
 

(
2)
 発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
火
山
影
響
等
発
生
時
の
運
転
操
作
等
に
係
る
手
順
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
。
 

教
育
 

・
降
灰
よ
り
防
護
す
べ
き
施
設
の
点
検
に
関

す
る
事
項
 

・
換
気
空
調
設
備
の
外
気
取
入
口
フ
ィ
ル
タ

の
点
検
 

・
換
気
空
調
設
備
の
操
作
（
ダ
ン
パ
閉
止
･循

環
運
転
等
）
［
降
下
火
砕
物
の
侵
入
防
止
］
 

・
水
循
環
系
ス
ト
レ
ー
ナ
の
点
検
及
び
洗
浄

［
降
下
火
砕
物
の
除
去
作
業
］
 

・
開
閉
所
設
備
の
碍
子
洗
浄
「
降
灰
時
の
影

響
防
止
］
 

・
そ
の
他
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原

子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
う
ち
運

転
操
作
に
関
す
る
事
項
 

 

(
3)
 各
課
（
室
）
長
は
、
各
課
員
に
対
し
て
、
火
山
事
象
お
よ
び
積
雪
よ
り
防
護
す
べ
き
施
設
の
保
守
管
理
、
点
検
に
関
す
る
教
育
訓
練

を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育
 

・
火
山
事
象
お
よ
び
積
雪
に
よ
り
防
護
す
べ

き
施
設
の
保
守
管
理
、
点
検
に
関
す
る
教
育

訓
練
 

 

(
4)
 技
術
課
長
は
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
対
し
て
、
そ
の
役
割
に
応
じ
て
、
火
山
影
響
等
発
生
時
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能
を
維

持
す
る
た
め
の
対
策
お
よ
び
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
等
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育
 

・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能
を
維
持
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
事
項
 

・
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
用
い
た

炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
事

項
 

・
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ

（
電
動
）
を
用
い
た
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を

防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
事
項
 

・
そ
の
他
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原

子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る

事
項
 

 

第
18
条
の
３
 

（
そ
の
他
自
然
災
害
発

生
時
等
の
体
制
の
整

備
）
 

４
 
地
震
 

４
．
２

 
教
育
訓
練
の
実
施
 

(
1)
 所
長
室
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
地
震
発
生
時
の
運
用
管
理
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育

 

・
波
及
的
影
響
防
止
に
関
す
る
事
項
 

・
原
子
炉
施
設
へ
の
影
響
確
認
に
関
す
る
事
項
 

・
設
備
の
保
管
に
関
す
る
事
項
 

・
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
項
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教
育
訓
練
補
足
説
明
資
料
 
１
２
(4
/4
)
 

(4
/4

) 

保
安
規
定

 
条
文
（
抜
粋
）
 

保
安
規
定
 添
付
２
（
教
育
訓
練
の
実
施
）
 

教
育
訓
練
 

実
施
す
る
教
育
訓
練
の
内
容
 

（
２
）
そ
の
他
自
然
災
害

発
生
時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
要
員
に

対
す
る
教
育
訓
練
 

(
2)
 発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
地
震
発
生
時
の
運
転
操
作
等
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 
教
育

 
・
地
震
発
生
時
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項

 

５
 
津
波
 

５
．
２

 
教
育
訓
練
の
実
施
 

(
1)
 所
長
室
長
お
よ
び
保
全
計
画
課
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
津
波
防
護
の
運
用
管
理
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育

 

・
津
波
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る
事
項
（
避

難
場
所
、
方
法
等
）
 

・
資
機
材
の
津
波
影
響
に
関
す
る
事
項
 

・
新
規
制
基
準
の
要
求
に
関
す
る
事
項
 

・
燃
料
等
輸
送
船
の
評
価
、
緊
急
退
避
に
関

す
る
事
項
 

・
退
避
場
所
と
想
定
さ
れ
る
対
応
ケ
ー
ス
の

説
明
に
関
す
る
事
項
 

・
非
常
用
電
源
に
よ
る
岸
壁
ク
レ
ー
ン
操
作

に
関
す
る
事
項
 

・
緊
急
時
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
く
緊
急

退
避
に
関
す
る
事
項

 

(
2)
 発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
津
波
発
生
時
の
運
転
操
作
等
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育

 
・
津
波
発
生
時
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項
 

 

(
3)
 各
課
（
室
）
長
は
、
各
課
員
に
対
し
て
、
津
波
防
護
施
設
、
浸
水
防
止
設
備
お
よ
び
津
波
監
視
設
備
の
保
守
管
理
、
点
検
に
関
す
る

教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育

 
・
津
波
防
護
施
設
、
浸
水
防
止
設
備
お
よ
び
津

波
監
視
設
備
の
保
守
管
理

 

６
 
竜
巻
 

６
．
２

 
教
育
訓
練
の
実
施
 

(
1)
 所
長
室
長
お
よ
び
保
全
計
画
課
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
竜
巻
防
護
の
運
用
管
理
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

ま
た
、
所
長
室
長
は
、
全
所
員
に
対
し
て
、
竜
巻
発
生
時
に
お
け
る
車
両
退
避
等
の
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

教
育
 

訓
練

 

・
竜
巻
の
襲
来
時
等
の
対
応
に
関
す
る
事
項
 

・
竜
巻
発
生
時
の
車
両
退
避
等
に
関
す
る
事
項
 

・
物
品
の
飛
散
防
止
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
竜
巻
飛
来
物
防
護
対
策
設
備
他
の
取
扱
方
法

及
び
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
竜
巻
飛
来
物
防
護
対
象
設
備
、
竜
巻
に
よ
る

飛
来
物
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
固
縛
装

置
に
係
る
保
守
・
点
検
に
関
す
る
事
項
 

・
竜
巻
発
生
時
の
車
両
退
避
等
の
訓
練
 

(
2)
 発
電
室
長
は
、
運
転
員
に
対
し
て
、
竜
巻
発
生
時
の
運
転
操
作
等
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育

 
・
竜
巻
発
生
時
に
お
け
る
運
転
操
作
に
関
す

る
教
育
訓
練
 

(
3)
 各
課
（
室
）
長
は
、
各
課
員
に
対
し
て
、
竜
巻
対
策
設
備
の
保
守
管
理
、
点
検
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

教
育

 

・
竜
巻
飛
来
物
防
護
対
策
設
備
、
竜
巻
に
よ
る

飛
来
物
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
固
縛
装

置
に
係
る
保
守
・
点
検
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美
浜
３
号
機

保
安
規
定
審
査
基
準
の
改
正
を
踏
ま
え
た
、

あ
ら
か
じ
め
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て

教育訓練補⾜説明資料 １３
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設
備
の
使
用
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(1
/6

)

一
部
改
正
の
内
容

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
その
附
属
施
設
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
審
査
基
準
の
一
部
改
正
（
令
和
元
年

10
月

2日
原
規
技
発
第

19
10

02
2号
）
を
受
け
、保
安
規
定
に
基
づ
く必

要
な
教
育
お
よ
び
訓
練
の
実
施
に
つ
い
て
以
下
の
とお
り整

理
す

る
。

○
実
用
炉
規
則
第
９
２
条
第
１
項
第
２
２
号

重
大
事
故
に
至
る
お
それ
の
あ
る
事
故
（
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準
事
故
を
除
く。
）
又
は
重
大
事
故
が
発
生
した
場
合
（
以
下
「重

大
事
故
等
発
生
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体

制
の
整
備
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
用
い
た
対

策
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。）
に
関
して
は
、次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じる
こと
が
定
め
られ

て
い
る
こと
。

な
お
、こ
れ
らの
措
置
に
つ
い
て
は
、特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
用
い
て
重
大
事
故
等
（
原
子
炉
建
屋
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
その

他
テ
ロリ
ズ
ム
に
よ
る
も
の
を
除
く。
）
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
含
む
こと
。

１
．
・２
．
（
略
）

３
．
対
策
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
一
回
以
上
定
期
的
に
実
施
す
る
こと
。

な
お
、重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
当
た
って
は
、あ
ら
か
じめ
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
実
施
す
る
こと
。

○
実
用
炉
規
則
第
９
２
条
第
１
項
第
２
３
号

大
規
模
な
自
然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
その
他
の
テ
ロリ
ズ
ム
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
が
発
生
した
場
合
（
以
下
「大

規
模
損
壊
発
生
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体

制
の
整
備
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
用
い
た
対
策
に
関
す

る
事
項
を
含
む
。）
に
関
し、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じる
こと
が
定
め
られ

て
い
る
こと
。

１
．
・２
．
（
略
）

３
．
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う要

員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
一
回
以
上
定
期
的
に
実
施
す
る

こと
。

な
お
、重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
当
た
って
は
、あ
ら
か
じめ
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
実
施
す
る
こと
。

（
説
明
の
ポ
イン
ト）

論
点
②
「あ
らか
じめ
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
」と
は
どの
よ
うな
内
容
か
。

論
点
①
「重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
当
た
って
は
、あ
らか
じめ

」と
は
い
つ
ま
で
か
。

（
１
）
保
安
規
定
審
査
基
準
の
変
更
点
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設
備
の
使
用
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(2
/6

)

（
対
応
方
針
）

Ｓ
Ａ
設
備
の
使
用
に
あ
た
って
は
、あ
らか
じめ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
が
適
用
され
、設
備
の
待
機
状
態
が
維
持
され
る
が
、併

せ
て
適
切
な
⼒
量
を持
った
要
員
も

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、要

員
へ
の
必
要
な
⼒
量
を
付
与
す
る
「あ
らか
じめ

必
要
な
教
育
訓
練
」に
つ
い
て
も
、Ｌ
Ｃ
Ｏ
が
適
用
開
始
され
る
日

（
使
用
前
検
査
終
了
日
等
）
まで
に
実
施
す
る
。

〇
Ｓ
Ａ
設
備
使
用
開
始
ま
で
の
流
れ

運
転
モ
ー
ド外
（
Ｓ
Ｆ
Ｐ
燃
料
保
管
中
）

（
炉
心
に
燃
料
な
し）

運
転
モ
ー
ド６
〜
３

（
燃
料
装
荷
開
始
〜
高
温
停
止
）

運
転
モ
ー
ド２
、１

（
原
子
炉
起
動
〜
定
格
熱
出
⼒
）

▼
〇
〇
ポ
ンプ
設
置
工
事
完
了

▼
適
合
性
確
認
検
査

▼
３
号
使
用
前
検
査

▼
基
本
設
計
方
針
検
査

▼
Ｑ
Ａ
検
査

▼
×
×
タン
ク改
造
工
事
完
了

▼
適
合
性
確
認
検
査

▼
３
号
使
用
前
検
査

▼
基
本
設
設
計
方
針
検
査

▼
Ｑ
Ａ
検
査

◆
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の
条
文
改
正
の
適
用
開
始

モ
ー
ド外
か
ら要
求
され
る
Ｓ
Ａ
設
備
（
Ｓ
Ｆ
Ｐ
注
水
設
備
等
）
の
待
機
状
態
を
開
始

モ
ー
ド６
か
ら要
求
され
る
Ｓ
Ａ
設
備
（
炉
心
注
水
設
備
等
）
の
待
機
状
態
を
開
始

〇
全
て
の
Ｓ
Ａ
設
備
に
つ
い
て
は
、運

転
上
の
制
限
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
）
とし
て
、「
動
作
可
能
で
あ
る
こと
（
＝
設
備
の
待
機
状
態
の
維
持
要
求
）
」を
保
安

規
定
に
定
め
て
い
る
。

〇
Ｓ
Ａ
設
備
の
新
設
・改
造
を⾏

い
、関
連
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の
条
文
改
正
を
⾏
う場

合
は
、原
則
とし
て
当
該
Ｌ
Ｃ
Ｏ
が
要
求
され
る
運
転
モー
ドと
な
る

前
に
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の
条
文
改
正
の
適
用
を開
始
す
る
こと
とし
て
い
る
が
、そ
の
時
期
を
明
確
に
す
る
た
め
、関
連
す
る
使
用
前
検
査
等
の
タイ
ミン
グ
（
設

備
の
状
況
等
に
応
じて
、3
号
使
用
前
検
査
終
了
※
１
、5
号
使
用
前
検
査
終
了
※
１
、一
部
使
用
承
認
等
）
に
合
わ
せ
て
改
正
後
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の

条
文
を
適
用
す
る
こと
とし
、い
ず
れ
の
使
用
前
検
査
等
の
タイ
ミン
グ
に
合
わ
せ
る
か
は
、保
安
規
定
変
更
の
都
度
、附
則
に
定
め
て
い
る
。

〇
Ｓ
Ａ
設
備
は
、設

計
上
期
待
す
る
機
能
（
準
備
時
間
等
含
む
）
を発
揮
させ
る
た
め
に
は
、適

切
な
⼒
量
を
持
った
要
員
を
確
保
す
る
こと
が
必
要
。

（
２
）
論
点
説
明
（
論
点
①
「重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
当
た
って
は
、あ
らか
じめ

」と
は
い
つ
ま
で
か
。）

※
１
︓
検
査
の
妥
当
性
確
認
の
た
め
、Ｑ
Ａ
検
査
ま
で
を含
む
。

補(1)-206



3

Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

設
備
の
使
用
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(3
/6

)
（
３
）
論
点
説
明
（
論
点
②
「あ
らか
じめ

必
要
な
教
育
及
び
訓
練
」と
は
どの
よ
うな
内
容
か
。
）

従 来 今 後

力 量 付 与 の 教 育 訓 練 の

実 施 （ 全 要 員 ）

力 量 認 定

シ ー ケ ン ス 訓 練

原 子 炉 起 動

力 量 付 与 の 教 育 訓 練

の 実 施 （ 全 要 員 ）

訓 練 結 果 の 確 認

シ ー ケ ン ス 訓 練

Ｌ Ｃ Ｏ 適 用 開 始

力 量 付 与 方 法 の

妥 当 性 検 証

力 量 認 定

・ホ
ー
ル
ドポ
イン
トの
み
時
間
的
成
⽴
性
を評

価

・ホ
ー
ル
ドポ
イン
トに
加
え
、

個
別
手
順
に
つ
い
て
も
時

間
的
成
⽴
性
を評

価

・シ
ー
ケ
ンス
訓
練
参
加
者
は
複
数
班
か
らラ
ン
ダ
ム
に
選
抜
して
お
り、
選
抜
され
た
要
員
が
実
施
す
る
個
別
手
順
の
時
間
的

成
⽴
性
に
問
題
が
な
け
れ
ば
、全
要
員
に
対
す
る
⼒
量
付
与
の
プ
ロ
セ
ス
が
正
しく
、そ
の
他
の
誰
が
実
施
して
も
時
間
的
成

⽴
性
を
確
保
す
る
こと
は
可
能
で
あ
り、
⼒
量
付
与
方
法
が
妥
当
で
あ
る
と判
断
す
る
こと
が
で
きる
。

・シ
ー
ケ
ンス
訓
練
で
成
⽴
性
を確
認
で
きな
か
った
（
時
間
超
過
）
場
合
、原
因
分
析
、必

要
な
改
善
お
よ
び
再
訓
練
等
を
実

施
し、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
適
用
開
始
（
３
号
使
用
前
検
査
終
了
）
ま
で
に
、⼒
量
認
定
さ
れ
た
要
員
を
確
保
す
る
。（
別
紙
１
）

訓 練 結 果 の 確 認

Ｓ
Ａ
設
備
使
用
前
の
⼒
量
付
与
の
流
れ

Ｌ Ｃ Ｏ 適 用 開 始

原 子 炉 起 動

ａ
．
対
応
方
針

〇
⼒
量
の
付
与
に
必
要
な
教
育
訓
練
の
実
施
に
加
え
て
、⼒
量
付
与
方
法
の
妥
当
性
を
検
証
した
後
に
⼒
量
認
定
を
⾏
うこ
とと
し、
これ

らの
「⼒
量
付
与
の
教
育
訓
練
」お
よ
び
「妥
当
性
検
証
」を
「あ
らか
じめ
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
」と
す
る
。

力 量 を 持 っ た

要 員 を 確 保

力 量 を 持 っ た

要 員 を 確 保
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設
備
の
使
用
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(4
/6

)

運
転
員
ポ
ジ
シ
ョン
認
定
※
１

運
転
員
ポ
ジ
シ
ョン
認
定
※
１

各
手
順
の
教
育
訓
練

▼
新
規
制
保
安
規
定
認
可

▼
施
⾏ ▼
Ｌ
Ｃ
Ｏ
適
用
開
始
（
例
︓
３
号
使
用
前
検
査
終
了
）

訓
練
サ
イク
ル
（
１
年
目
）

訓
練
サ
イク
ル
（
２
年
目
）

各
手
順
の
⼒
量
の
維
持
向
上
訓
練

成
⽴
性
確
認
訓
練
①
（
個
別
現
場
手
順
）

成
⽴
性
確
認
訓
練
②
（
机
上
訓
練
）

成
⽴
性
確
認
訓
練
③
（
運
転
員
シ
ミュ
レ
ー
タ）

各
手
順
の
⼒
量
の
維
持
向
上
訓
練

成
⽴
性
確
認
訓
練
①
（
個
別
現
場
手
順
）

成
⽴
性
確
認
訓
練
②
（
机
上
訓
練
）

成
⽴
性
確
認
訓
練
③
（
運
転
員
シ
ミュ
レ
ー
タ）

▼
成
⽴
性
確
認
訓
練
④

（
現
地
シ
ー
ケ
ンス
（
代
表
班
）
）

各
手
順
の
教
育
訓
練

各
手
順
の
教
育
訓
練
※
２

Ｓ
Ａ
要
員
の
当
番
体
制

各
手
順
の
教
育
訓
練

各
手
順
の
教
育
訓
練

各
手
順
の
教
育
訓
練
※
２

シ
ー
ケ
ンス
訓
練
※
４

※
５
︓
※
３
お
よ
び
※
４
の
⼒
量
付
与
方
法
の

妥
当
性
検
証
は
、代
表
班
に
て
実
施
済
み
。

※
３
︓
保
安
規
定
認
可
の
後
、認

可
前
に
教
育
訓
練
を
⾏
った
各
手
順
に
変
更
が
な

い
こと
、⼒
量
付
与
方
法
の
妥
当
性
確
認
完
了
を
以
って
⼒
量
認
定
。

▼
⼒
量
認
定
※
３

※
４
︓
個
別
現
場
手
順
を
含
む
現
場
操
作
の
総
合
的
な
⼒
量
付
与
方
法
の
検
証
と

して
、設
備
の
新
設
・改
造
範
囲
に
応
じた
現
地
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
（
代
表

班
）
を
実
施
。

（
Ｓ
Ａ
設
備
等
新
設
・改
造
時
）

（
要
員
追
加
時
）

工
事
完
了

・ 適 合 性 確 認 検 査 （ 個 別 ） 完 了

・ Ｑ Ａ 検 査 （ 燃 料 装 荷 前 ） 完 了

・ 基 本 設 計 方 針 検 査 完 了

・ 使 用 前 検 査 （ 個 別） 完 了

▼
▼
▼

▼
⼒
量
認
定
※
５

訓 練 結 果 の 確 認

訓 練 結 果 の 確 認

・ シ ー ケ ン ス 訓 練 に 必 要 な 現 場

準 備 完 了

▼
技
術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練

（
大
規
模
損
壊
対
応
（
発
電
所
）
）

▼
技
術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練

（
大
規
模
損
壊
対
応
（
発
電
所
）
）

ｂ
．
審
査
基
準
改
正
後
の
教
育
訓
練
プ
ロセ
ス
の
概
念
図

※
１
︓
中
央
制
御
室
の
操
作
判
断

時
間
の
妥
当
性
確
認
含
む
。

※
２
︓
現
場
の
動
き
、手
順
書
選
択

等
の
妥
当
性
確
認
含
む
。

⼒
量
付
与
の
教
育
訓
練
の
実
施

⼒
量
付
与
訓
練
の
実
施

⼒
量
付
与
方
法
の

妥
当
性
検
証

注
︓
成
⽴
性
確
認
訓
練
、⼒
量
付
与
の
教
育
訓
練
の
具
体
例
を
別
紙
２
に
示
す
。

▼
成
⽴
性
確
認
訓
練
④

（
現
地
シ
ー
ケ
ンス
（
代
表
班
）
）
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設
備
の
使
用
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(5
/6

)

〇
運
転
員
等
の
確
保
とし
て
、各
課
（
室
）
⻑
が
重
大
事
故
等
の
対
応
の
た
め
の
⼒
量
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
に
あ
た
り、
重
大
事
故
等

対
処
施
設
等
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
って
は
、あ
らか
じめ
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る

保
安
規
定
審
査
基
準
の
記
載
を
踏
ま
え
て
、以
下
の
とお
り対
応
す
る
。

（
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
は
別
紙
３
の
とお
り。
）

要
員
の
確
保

〇
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
とし
て
、以
下
を
⾏
う。

・重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
って
は
、あ
らか
じめ
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
※
１
。

※
１
︓
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
さ

れ
る
ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
しく
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合

は
、当
番
体
制
に
入
る
まで
に
実
施
す
る
。

・具
体
的
に
は
、

⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

各
課
（
室
）
⻑
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限

が
適
用
開
始
され
る
日
（
使
用
前
検
査
終
了
日
等
）
ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
しく
は
緊

急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、当
番
体
制
に
入
る
ま
で
に
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施

す
る
。

(ｱ
)
各
課
（
室
）
⻑
は
、表
－
１
か
ら表
－
１
９
に
記
載
した
対
応
手
段
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
とす
る
手
順
に
つ
い
て
、「
ウ
成
⽴

性
の
確
認
訓
練
」の
要
素
を
考
慮
した
教
育
訓
練
項
目
を
定
め
、運

転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急

安
全
対
策
要
員
の
役
割
に
応
じた
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。

(ｲ
)
安
全
・防

災
室
⻑
お
よび
発
電
室
⻑
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
また
は
改
造
す
る
場
合
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
に

係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
され
る
日
（
使
用
前
検
査
終
了
日
等
）
まで
に
、成
⽴
性
確
認
訓
練
（
現
場
訓
練
に
よ
る
有

効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
）
お
よ
び
成
⽴
性
確
認
訓
練
の
要
素
等
を
考
慮
した
確
認
方
法
に
より
、⼒
量
の
付
与
方
法
の
妥
当

性
を
確
認
す
る
。

重
大
事
故
発
生
時
の
体
制
の
整
備

補(1)-209
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設
備
の
使
用
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(6
/6

)

〇
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
とし
て
、以
下
を
⾏
う。

・重
大
事
故
等
対
処
施
設
等
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
って
は
、あ
らか
じめ
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
※
２
。

※
２
︓
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
さ

れ
る
ま
で
に
、大
規
模
損
壊
対
応
で
用
い
る
化
学
消
防
自
動
⾞
の
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、当
該
設
備
の
使
用
を
開
始
す
る

ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
しく
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、

当
番
体
制
に
入
る
ま
で
に
実
施
す
る
。

・具
体
的
に
は
、

⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

(ｱ
) 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
用
い
た
大
規
模
損
壊
対
応
・・
・「
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
」と
同
じ。

(ｲ
) 
その
他
の
大
規
模
損
壊
対
応

安
全
・防

災
室
⻑
は
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
うち
全
体
指
揮
を⾏

う全
体
指
揮
者
お
よ
び
原
子
炉
毎
の
指
揮
を
⾏
う指
揮

者
な
らび
に
通
報
連
絡
を
⾏
う通

報
連
絡
者
（
以
下
「指
揮
者
等
」と
い
う。
）
ま
た
は
消
火
活
動
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、

当
番
体
制
に
入
る
ま
で
に
、以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、社
内
標
準
に
基
づ
き実
施
す
る
。

ａ
消
火
活
動
要
員

(a
) 
化
学
消
防
自
動
⾞
か
ら原
子
炉
へ
注
入
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
へ
ス
プ
レ
イす
る
た
め
の
接
続
訓
練

(b
) 
化
学
消
防
自
動
⾞
か
ら使

用
済
燃
料
ピッ
トへ
ス
プ
レ
イす
る
た
め
の
接
続
訓
練

ｂ
指
揮
者
等

(a
)大
規
模
損
壊
発
生
時
に
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
しな

い
場
合
等
の
事
象
を想
定
した
教
育
訓
練

(ｳ
) 
安
全
・防

災
室
⻑
は
、(
ｲ)
項
に
係
る
設
備
を
設
置
ま
た
は
改
造
す
る
場
合
、当
該
設
備
の
使
用
を開
始
す
る
まで
に
、技
術
的
能

⼒
の
確
認
訓
練
の
要
素
を
考
慮
した
確
認
方
法
に
よ
り、
⼒
量
付
与
方
法
の
妥
当
性
を確
認
す
る
。

大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備

補(1)-210
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（
別
紙
）

別
紙
１
︓
妥
当
性
検
証
（
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
）
に
時
間
超
過
した
場
合
の
対
応
フロ
ー
（
Ｓ
Ａ
設
備
使
用
前
）

別
紙
２
︓
成
⽴
性
確
認
訓
練
お
よび
⼒
量
付
与
の
教
育
訓
練

別
紙
２
－
１
︓
成
⽴
性
確
認
（
机
上
訓
練
）
の
実
施
方
法

別
紙
２
－
２
︓
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
現
場
個
別
手
順
）
の
実
施
方
法

別
紙
２
－
３
︓
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
運
転
員
の
現
場
個
別
手
順
）
の
実
施
方
法

別
紙
２
－
４
︓
中
央
制
御
室
主
体
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ミュ
レ
ー
タ訓
練
）
の
実
施
方
法

別
紙
２
－
５
︓
現
場
訓
練
に
よる
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
）
の
実
施
方
法

別
紙
２
－
６
︓
成
⽴
性
確
認
訓
練
時
に
時
間
超
過
した
場
合
の
対
応
フロ
ー
（
運
転
中
）

別
紙
２
－
７
︓
⼒
量
付
与
訓
練
（
緊
急
安
全
対
策
要
員
）
の
実
施
方
法

別
紙
２
－
８
︓
運
転
員
の
⼒
量
付
与
（
ポ
ジ
シ
ョン
認
定
）
方
法

別
紙
３
︓
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
（
抜
粋
）

補(1)-211
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⼒
量
付
与
の
再
訓
練
を実
施

失
敗
した
手
順
を
役
務
とす
る
要
員
全
員
に
対
して
、評
価
お
よ
び
改
善
を
反
映
した
教
育
訓
練
を実
施

失
敗
した
手
順
を
⾏
う役
割
の
者
に
対
して
、失
敗
した
手
順
の
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
を
実
施
し使
命
時
間
内
に
完
了

す
る
こと
を
確
認
す
る

使
用
前
検
査
の
終
了

Ｓ
Ａ
設
備
使
用
開
始

別
紙
１
︓
妥
当
性
検
証
（
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
）
に
時
間
超
過
した
場
合
の
対
応
フロ
ー
（
Ｓ
Ａ
設
備
使
用
前
）

要
員
の
⼒
量
が
確
保
で
きる
こと
を確
認

（
⼒
量
付
与
の
妥
当
性
検
証
が
完
了
）

Ｎ
Ｏ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

シ
ー
ケン
ス訓
練
の
実
施

失
敗

要
員
の
⼒
量
不
足
が
原
因
で
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
に
失
敗

①
ホ
ー
ル
ドポ
イン
トを
超
過

②
個
別
手
順
が
保
安
規
定
表
２
０
に
定
め
た
時
間
を超
過

成
功
（
⼒
量
付
与
の
妥
当
性
検
証
が
完
了
）

⼒
量
付
与
方
法
が
妥
当
で
は
な
い
と判
断
し、
その
原
因
を分
析
し、

評
価
及
び
改
善
等
、必
要
な
措
置
を
講
じる

補(1)-212
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①
成
⽴
性
確
認
訓
練
の
内
容

②
⼒
量
付
与
の
訓
練
の
内
容

（
個
別
訓
練
）

（
現
地
シ
ー
ケ
ン
ス
訓
練
）

緊 急 安 全 対 策 要 員

机 上

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
に
応
じて
適
切
な
手
順
書

を選
択
で
きる
こと
、指
揮
者
との
連
携
が
適
切
に

⾏
え
る
こと
を机
上
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
とし
て
実
施
し

確
認
（
別
紙
２
－
１
）

(全
緊
対
要
員

)

全
て
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
と技
術
的
能
⼒
の
現
場
手
順
を

網
羅
的
に
検
証
で
きる
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
を対
象
に
、指

定
した
訓
練
班
で
実
時
間
ベ
ー
ス
の
実
働
訓
練
を⾏

い
、適

切
に
対
応
で
きる
こと
を確
認
す
る。
（
別
紙
２
－
５
）

（
代
表
班
）

使
命
時
間
を遵
守
で
きな

い
手
順
が
あ
った
場
合
、原
因
が
要

員
の
⼒
量
不
足
、も
しく
は
⼒
量
に
依
存
しな

い
設
備
等
の
理

由
か
を確
認
し、
要
員
の
⼒
量
が
原
因
と認
め
られ
た
場
合
に
は
、

当
該
手
順
の
⼒
量
付
与
方
法
が
妥
当
で
は
な
い
と判
断
し、
当

該
手
順
の
⼒
量
付
与
方
法
を改
善
した
上
で
対
応
す
る
全
要

員
に
対
して
改
め
て
⼒
量
付
与
を⾏

い
使
命
時
間
を
遵
守
で
き

る
か
を確
認
す
る。
（
別
紙
２
－
６
）

個
別
訓
練
（
机
上
訓
練
）
と同
じ。

(全
要
員
候
補
者

)

現 場

個
別
の
手
順
に
つ
い
て
、実
機
また
は
モッ
クア
ップ

等
を用

い
て
、使
命
時
間
を遵
守
して
対
応
が
で

きる
こと
を、
当
該
手
順
の
実
施
に
必
要
な
要
員

数
を揃
え
た
うえ
で
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認

訓
練
とし
て
実
施
し確
認
（
別
紙
２
－
２
）

(全
緊
対
要
員

)

①
個
別
の
手
順
に
つ
い
て
、実
機
また
は
モ
ック
ア
ップ

等
を用

い
て
機
器
の
取
り扱

い
方
法
を習
得
（
全

要
員
候
補
者
）

②
現
場
に
て
手
順
書
に
従
った
実
機
配
置
の
確
認
及

び
模
擬
操
作
を実
施
し、
個
別
手
順
を習
得
（
全

要
員
候
補
者
）
（
別
紙
２
－
７
）

運 転 員

現 場

（
緊
急
安
全
対
策
要
員
－
現
場
と同
様
）

（
別
紙
２
－
３
）

運
転
員
の
認
定
（
補
機
、主
機
、制
御
員
等
）
お
よ

び
机
上
・現
場
教
育
（
別
紙
２
－
８
）

シ ミ ュ レ ー タ

中
央
制
御
室
主
体
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ミュ
レー

タ）
に
つ
い
て
、使
命
時
間
を遵
守
して
対
応
が
で

きる
こと
をシ
ミュ
レー
タを
用
い
て
、当
該
手
順
の

実
施
に
必
要
な
要
員
数
を揃
え
た
うえ
で
成
⽴
性

確
認
訓
練
とし
て
実
施
し確
認
。（
全
運
転
員
）

（
別
紙
２
－
４
）

－

運
転
員
の
認
定
（
主
機
、制
御
員
等
）
お
よび
机
上

教
育
（
全
運
転
員
）
（
別
紙
２
－
８
）

別
紙
２
︓
成
⽴
性
確
認
訓
練
お
よ
び
⼒
量
付
与
の
教
育
訓
練

補(1)-213
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机
上
訓
練
で
は
重
大
事
故
シ
ー
ケ
ンス
に
応
じて
適
切
な
手
順
書
を
選
択
で
き
る
こと
、指
揮
者
との
連
携
が

適
切
に
⾏
え
る
こと
を
全
緊
急
時
対
応
要
員
に
対
し確
認
す
る
。次
頁
に
記
録
例
を
示
す
。

訓
練
概
要
説
明

訓
練
体
制
、対

応
処
置
の
確
認

処
置
対
応
シ
ミュ
レー
シ
ョン

（
図
上
シ
ミュ
レー
シ
ョン
）

・事
故
の
情
報
共
有

訓
練
の
総
括

・事
故
進
展
に
応
じた
プ
ラン
ト状
態
の

確
認
等
を想
定
しな
が
ら、
重
要
事
故

シ
ー
ケ
ン
ス
に
応
じた
処
置
対
応
シ
ミュ

レー
シ
ョン
を実
施

検
証
範
囲

指
示

・重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
に
合
わ
せ
た
プラ
ント
状
況
を提

示
・全
体
指
揮
者
は
訓
練
の
評
価
を⾏

う

報
告

本
部
指
示
を受
け
対
応
処
置
の
図
上
シ
ミュ
レー
シ
ョン
（
処
置

内
容
、実
施
箇
所
（
アク
セ
ス
ル
ー
ト）
、注
意
点
等
）
を
⾏
う

図
上
で
実
施
を模
擬
し対

応
内
容
の
報
告
を⾏

う。

接
続

・処
置
内
容

指
揮
者

・実
施
箇
所
確
認

Ｍ
Ａ
Ｐ

（
アク
セ
スル
ー
ト）

・注
意
点
確
認

危
険

図
上
シ
ミュ
レー
シ
ョン

緊
急
安
全
対
策
要
員

・重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
概
要
説
明

・要
員
体
制
の
確
認

・訓
練
の
進
⾏
、ル
ー
ル
の
説
明

・訓
練
の
合
否
判
定
・記
録
集
計
を⾏

う

訓
練
の
合
否
は
以
下
の
判
定
に
基
づ
き
⾏
う。

①
指
揮
者
か
らの

指
示
に
対
しシ
ー
ケ
ンス
に
応
じ適

切
に
対

応
で
きる

こと
。ま
た
、対

応
完
了
後
の
要
員
か
らの

報
告
が
適

切
に
⾏
わ
れ
る
こと

②
シ
ー
ケ
ンス
に
応
じた
手
順
書
を使

用
で
き
るこ
と

⇒
具
体
的
に
は
、指
揮
者
が
指
定
した
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス

の
タイ
ム
チ
ャー
ト※
に
従
い
、該
当
の
手
順
書
を
準
備
で
き
る

か
、自

ら実
施
した
操
作
内
容
を指
揮
者
に
適
切
に
報
告
して

い
る
か
、を
評
価
者
が
判
定
す
る

※
タイ
ム
チ
ャー
ト（
５
シ
ー
ケ
ンス
あ
り）

訓
練
の
様
子

別
紙
２
－
１
︓
成
⽴
性
確
認
（
机
上
訓
練
）
の
実
施
方
法

(1
/2

)

補(1)-214
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実
施
者
・評
価
者
・合
否
判
定

実
施
日
時

対
象
シ
ー
ケ
ンス
・訓
練
想
定
・役
務
名
等

(1
)基
本
的
な
読
み
進
め
方

・手
順
書
に
基
づ
き
今
か
ら○
○
を
開
始
しま
す
。

・必
要
資
機
材
は
☆
☆
で
、保
管
場
所
は
×
×
、＊
＊
の
ル
ー
トで

運
搬
しま
す
。

・注
意
事
項
は
△
△
な
の
で
□
□
しな
が
ら作
業
しま
す
。

（
手
順
書
に
図
が
添
付
され

て
い
る
場
合
は
図
を
指
で
示
しな
が
ら）

・○
○
完
了
しま
した
。次
の
手
順
へ
移
⾏
しま
す
。

(2
)複
数
の
手
段
の
選
択
に
つ
い
て

①
復
水
タン
ク補
給
方
法
の
選
択

「３
．
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
概
要
」で
海
水
を
用
い
た
復
水
タン
ク

補
給
とな
って
い
る
た
め
、方

法
４
で
実
施
す
る
。

②
消
防
ポ
ンプ
敷
設
ル
ー
トの
選
択

（
い
ず
れ
の
ル
ー
トで
も
可
、プ
レ
イヤ
ー
で
決
定
）

↓
↓

例
︓
第
３
ル
ー
ト（
海
水
ポ
ンプ
室
取
水
）
で
⾏
う。

この
場
合
、浸

水
防
止
蓋
を
開
放
す
る
注
意
事
項
が
あ
る
た
め
、

浸
水
防
止
蓋
を
開
放
後
、吸
込
ホ
ー
ス
を
投
入
す
る
。

③
復
水
タン
ク接
続
先
の
選
択
（
い
ず
れ
も
可
、プ
レ
イヤ
ー
で
決
定
）

↓
↓

例
︓
復
水
タン
クド
レ
ン弁
へ
接
続
す
る
。

この
場
合
、閉

止
フラ
ンジ
か
らホ
ー
ス
接
続
口
付
き
フラ
ンジ
へ
の

交
換
お
よ
び
復
水
タン
クド
レ
ン弁
の
開
放
が
必
要
とな
る
。

操
作
内
容
・使
用
した
手
順
書
・危
険

ポ
イン
ト・
想
定
され
る
操
作
環
境

（
天
候
等
）
に
応
じた
留
意
事
項
を

順
に
記
入

別
紙
２
－
１
︓
成
⽴
性
確
認
（
机
上
訓
練
）
の
実
施
方
法

(2
/2

)
（
実
施
例
）

補(1)-215
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技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
要
素
訓
練
）
で
は
、個
別
の
手
順
に
つ
い
て
、保
安
規
定
添
付
３
に
基
づ
い
た
手
法

に
よ
り、
実
機
ま
た
は
モ
ック
ア
ップ
等
を
用
い
て
、使
命
時
間
を
遵
守
して
対
応
が
で
き
る
こと
を
、当
該
手
順
の
実
施
に
必
要
な

要
員
数
を
揃
え
た
うえ
で
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
とし
て
実
施
し確
認
す
る
。（
当
該
手
順
の
対
象
要
員
は
必
ず

い
ず
れ
か
の
ﾁｰ
ﾑに
属
し、
全
ﾁｰ
ﾑに
対
し訓
練
を
実
施
す
る
。）

タイ
ム
キ
ー
パ
ー
に
よる
時
間
計
測
を
実
施

実
機
相
当
の
モ
ック
ア
ップ
に
よ
る
訓
練

実
機
に
よ
る
訓
練
（
自
主
予
備
機
）

使
命
時
間
遵
守
を
含
む
成
⽴
性
を
確
認

済
の
手
順
書
を
用
い
て
訓
練
を
実
施

各
手
順
の
実
施
に
必
要
な
要
員
数
を
揃
え
た
チ
ー
ム
で
実
施

別
紙
２
－
２
︓
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
現
場
個
別
手
順
）
の
実
施
方
法

補(1)-216
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別
紙
２
－
３
︓
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
運
転
員
の
現
場
個
別
手
順
）
の
実
施
方
法

技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
現
場
）
で
は
、個
別
の
手
順
に
つ
い
て
、保
安
規
定
添
付
３
に

基
づ
い
た
手
法
に
より
、実
機
ま
た
は
モ
ック
アッ
プ
等
を用

い
て
、使
命
時
間
を遵
守
して
対
応
が

で
きる

こと
を、
当
該
手
順
の
実
施
に
必
要
な
要
員
数
を
揃
え
た
うえ
で
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確

認
訓
練
とし
て
実
施
し確
認
す
る
。（
各
ポ
ジ
シ
ョン
に
必
要
な
操
作
に
つ
い
て
全
て
実
施
す
る
。）

な
お
、技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
（
現
場
）
実
施
時
は
、以
下
の
記
録
表
に
よ
り各
ポ
ジ
シ
ョン
に

求
め
られ
る
操
作
に
つ
い
て
、使
命
時
間
を
遵
守
して
対
応
が
出
来
て
い
る
か
判
定
を
実
施
す
る
。

添
付

 
 
技
術
的
能
力
の
成
立
性
確
認
訓
練
記
録
表

所
属
：
第
二
発
電
室

対
象
ポ
ジ
シ
ョ
ン
：
制
御
員

氏
名
：

移
動

A
20

良

開
操
作

B
10

6
否

系
統
構
成

A
5

良

加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作

A
5

否

移
動

A
15

良

系
統
構
成

B
30

22
否

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
起
動

A
○

5
良

系
統
構
成
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
弁
開
操
作
）

A
4

否

移
動

A
15

系
統
構
成

A
10

ポ
ン
プ
電
源
入

B
3

2

ポ
ン
プ
起
動

B
2

1

移
動

A
5

良

Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
弁
電
源
入

B
2

1
否

系
統
構
成

A
12

ポ
ン
プ
起
動

A
3

原
子
炉
へ
の
注
水
確
認

B
5

3

移
動

A
5

良

Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
弁
電
源
入

B
5

3
否

系
統
構
成

A
5

ポ
ン
プ
起
動

A
3

炉
心
へ
の
注
水
確
認

B
5

3

移
動

A
18

系
統
構
成

B
25

20

ベ
ン
テ
ィ
ン
グ
及
び
通
水

B
20

15

操
作
手
順

N
o.
 
／

 
対
応
手
段

詳
細
手
順

操
作
場
所

要
員
数

区
分

対
象

想
定
時
間

（
分
）

現
場

４
名

○
○

○

測
定
者

反
省
会
の

実
施

改
善
事
項

の
有
無

ポ
ジ
シ
ョ
ン

制 御

主 機

補 機

移 動

操 作

想
定
合
計

時
間

(
分

)

測
定
時
間

（
分
）

測
定
合
計

時
間

(
分

)

模
擬
＋
実
測

手
順
書

通
り

実
施

判
定

結
果

測
定
日

模 擬

実 測

H
 

 
 

. 
 

 
 

.

1.
3_

3
窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御
用
空
気
供
給
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復

中
央

1
名

○
1030

H
 

 
 

. 
 

 
 

.
1.

3_
2
主
蒸
気
逃
が
し
弁
（
現
場
手
動
操
作
）
に
よ
る
主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復

現
場

1
名

○
○

○
45

1.
4_

2
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

中
央

2
名

○
9

H
 

 
 

.  
 

 
 

.

現
場

1
名

○
○

○
7

H
 

 
 

. 
 

 
 

.

現
場

1
名

○
○

○
30

良 否

H
 

 
 

.  
 

 
 

.

H
 

 
 

.  
 

 
 

.

良 否

H
 

 
 

.  
 

 
 

.
中
央

1
名

○

H
 

 
 

.  
 

 
 

.
現
場

1
名

○
○

○
1020

1.
4_

5
Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

中
央

1
名

○

1.
4_

4
Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
再
循
環
運
転

現
場

2
名

○
○

○
6313

良 否
H

 
 

 
. 

 
 

 
.

良 否

H
 

 
 

. 
 

 
 

.

使
命
時
間
が
遵
守

され
て
い
る
か
確
認

補(1)-217
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別
紙
２
－
４
︓
中
央
制
御
室
主
体
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ミュ
レ
ー
タ訓
練
）
の
実
施
方
法

中
央
制
御
室
主
体
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
シ
ミュ
レー
タ）
で
は
、重

要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
に
つ
い
て
、

保
安
規
定
添
付
３
に
基
づ
い
た
手
法
に
より
、シ
ミュ
レ
ー
タを
用
い
て
、使
命
時
間
を
遵
守
して
対
応

が
で
き
る
こと
を
、当
該
手
順
の
実
施
に
必
要
な
要
員
数
を揃
え
た
うえ
で
成
⽴
性
確
認
訓
練
とし
て

実
施
し確
認
す
る
。

な
お
、中
央
制
御
室
主
体
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ミュ
レ
ー
タ）
実
施
時
は
、以
下
の
記
録
表
に
より

求
め
られ
る
操
作
に
つ
い
て
、使
命
時
間
を遵
守
して
対
応
が
出
来
て
い
る
か
判
定
を
実
施
す
る
。 使
命
時
間
が
遵
守

され
て
い
る
か
確
認

補(1)-218
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別
紙
２
－
５
︓
現
場
訓
練
に
よる
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
）
の
実
施
方
法

(1
/2

)

代
表
シ
ー
ケ
ンス
に
対
して
、緊
急
時
対
策
本
部
と中
央
制
御
室
及
び
現
場
の
連
携
が
図
られ
、手
順
書
に
従

い
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
担
保
の
た
め
に
必
要
な
操
作
が
、完
了
す
べ
き
時
間
で
あ
る
ホ
ー
ル
ドポ
イン
ト※
内
に

完
了
で
き
る
こと
を確
認
す
る
。

※
ホ
ー
ル
ドポ
イン
トと
は
以
下
の
制
限
時
間
を
い
う。

①
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
の
解
析
結
果
に
直
接
影
響
が
あ
る
操
作
を完
了
す
べ
き
時
間

②
被
ば
く評
価
に
影
響
す
る
操
作
を完
了
す
べ
き
時
間

な
お
、⼒
量
付
与
方
法
の
妥
当
性
検
証
とし
て
実
施
す
る
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
に
お
い
て
は
、ホ
ー
ル
ドポ
イン
トだ
け

で
な
く、
個
別
操
作
手
順
の
時
間
も
各
完
了
時
間
内
に
完
了
で
きる

こと
を確
認
す
る
。

開
始

(a
)

完
了

(b
)

①
5
0
分

②
6
0
分

③
3
.7
時
間

④
5
時
間

⑤
8
時
間

⑥
9
.1
時
間

⑦
9
.1
時
間

⑧
2
4
時
間

運
転
員

A
1

運
転
員
Ｂ

1

運
転
員
Ｃ

1

運
転
員
Ｄ

1

緊
急
安
全
対
策
要
員

Ｈ
、
Ｉ、
Ｊ
、
Ｕ

4
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
を
用
い
た
燃
料
（
重
油
）
補
給

4
時
間
毎

給
油
作
業

運
転
員
Ａ

1

運
転
員
Ｂ
、
Ｅ
、
Ｆ

3

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｈ

1
水
素
濃
度
の
低
減
お
よ
び
監
視

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
フ
ァ
ン
運
転
確
認

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
系
ダ
ン
パ
へ
の
代
替
空
気
供
給

2
5
分

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ

2
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
空
気
作
動
ダ
ン
パ
手
動
操
作

運
転
員
Ｃ

1
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
起
動
操
作
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
起
動
操
作

運
転
員
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ

3
全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1
・
2
・
3
・
4
[余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])
2
6
分

主
蒸
気
大
気
放
出
弁
手
動
開
操

作
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
を
使
用
し

た
２
次
系
冷
却
系
強
制
冷
却
が

可
能
と
な
る
。

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

2
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
減
圧

・
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
代
替
空
気
供
給

3
6
分

運
転
員
Ｄ

2
Ｓ
／
Ｇ
へ
の
給
水

適
宜

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
給

水
流
量
調
整
弁
開
度
調
整
は
解

析
上
は
期
待
し
て
い
な
い

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ

3
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
水
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

運
転
員
Ｇ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

3

運
転
員
Ｃ

1

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

2
バ
ッ
テ
リ
室
排
気
系
統
の
空
気
作
動
ダ
ン
パ
の
強
制
手
動
操
作

5
1
分

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

2
可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
採
取
又
は
監
視

適
宜

適
宜
実
施

運
転
員
Ａ

1
水
素
濃
度
の
低
減
お
よ
び
監
視

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
測
定

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｍ

1
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
取
付
け

全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1
・
2
・
3
・
4
[余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])
電
源
の
確
保

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
給
電

7
0
分

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動
操
作

運
転
員
Ｃ

1
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

可
搬
型
格
納
容
器
水
素
濃
度
計

測
装
置
起
動
後
、
適
宜
水
素
濃

度
の
確
認
を
適
宜
実
施
す
る

9
0
分

運
転
員
Ａ

1
5
分

1
5
分

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動

電
源
確
保
作
業

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
操
作

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
Ｃ
／
Ｖ
ス
プ
レ
イ

被
ば
く
低
減
操
作

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
起
動
準
備
、
起

動
操
作

補
助
給
水
ポ
ン
プ
回
復
操
作

R
C

S
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入

・
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

(自
己
冷
却

)に
よ
る
炉
心
注
入

項
目

手
順
書
タ
イ
ト
ル

開
始
完
了
時
間

計
測
時
間

(b
-
a
)

想
定
時
間

ホ
ー
ル
ド
ポ
イ
ン
ト

要
員

要
員
数

（
名
）

バ
ッ
テ
リ
室
排
気
フ
ァ
ン
ダ
ン
パ
開
処
置

可
搬
型
計
測
器
取
付
け

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
則
装
置
取
付
け

加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作
準
備

２
次
冷
却
系
強
制
冷
却
操
作

1

備
考

格
納
容
器
内
水
素
濃
度
の
低
減
お
よ
び
監
視

・
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
に
よ
る
水
素
濃
度
測
定

5
0
分

1
9
分

5
0
分

当
直
課
長

1
●
運
転
操
作
指
揮

●
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
、
タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ
確
認

●
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
運
転
、
補
助
給
水
流
量
確
認

●
所
内
電
源
及
び
外
部
電
源
喪
失
判
断

●
早
期
の
電
源
回
復
不
能
と
判
断

●
１
次
冷
却
材
の
漏
え
い
を
判
断

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
確
認
）

●
安
全
系
機
器

C
.S
「
P
.O
」
操
作

●
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
準
備
、
起
動
操
作

●
非
常
用
母
線

M
/
C
、

P
/
C
受
電

4
分

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
非
常
用
母
線

M
/
C
、

P
/
C
受
電

●
Ａ
及
び
Ｂ
充
電
器
復
旧
操
作

 
 

 
 

 
（
現
地
操
作
）

●
安
全
系
機
器

C
.S
「
P
.O
」
操
作

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
非
常
用
母
線

M
/
C
、

P
/
C
受
電

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
起
動
確
認

 
 

 
 

 
（
現
場
確
認
）

●
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
起
動

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
冷
却
材
ポ
ン
プ
シ
ー
ル
戻
り
隔
離
弁
等
閉
操
作

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
準
備

●
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
～
ス
プ
レ
イ
開
始

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動
準
備

●
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動
～
注
水
開
始

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動
準
備

●
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動

●
原
子
炉
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
確
認

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動
準
備

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
閉
操
作

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
空
気
供
給
操
作

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
ダ
ン
パ
開
処
置

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
起
動
操
作

●
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
起
動
操
作

5
分

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
主
蒸
気
逃
が
し
弁
開
操
作

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作
準
備

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
給
水
流
量
調
節
弁
開
度
調
整

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ピ
ー
ス
取
り
替
え

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
系
統
構
成
、
ベ
ン
テ
ィ
ン
グ
、
通
水

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
系
統
構
成

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
起
動

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
ダ
ン
パ
開
処
置

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
起
動

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
計
測
器
取
付
け

 

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
測
定

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
取
付
け

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
操
作

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動

操
作

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置

起
動

水
素
濃
度
低
減
操
作

 
 

 
 
（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

冷
却
材
ポ
ン
プ
シ
ー
ル
隔
離
操
作

【
1
】

3

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
操
作

被
ば
く
低
減
操
作

運
転
員
Ｃ

運
転
員
Ｃ

【
2
】

運
転
員
Ａ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｍ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

運
転
員
Ｃ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置

取
付
け

運
転
員
Ａ

4
0
分

運
転
員
Ｇ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

起
動
準
備
、
起
動
操
作

 
 

 
 
（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

6
5
分

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｈ

1
0
分

5
分

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
の
起
動
を
被
ば
く
上
の
評
価
条
件

で
あ
る

6
0
分
以
内
に
開
始
で
き
る
。

２
次
冷
却
系
強
制
冷
却
操
作

加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作
準
備

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ

適
宜
実
施

 
※

1

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
の
起
動
を
被
ば
く
上
の
評
価

条
件
で
あ
る

5
時
間
以
内
に
開
始
で
き
る
。

2
5
分

2
6
分

2

バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
ダ
ン
パ
開
処
置

補
助
給
水
ポ
ン
プ
回
復
操
作

運
転
員
Ｄ

1
0
分

運
転
員
Ｃ

5
分

1
0
分

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
の
注
水
準
備
を
解
析

上
、
注
水
を
期
待
し
て
い
る
約

5
0
分
ま
で
に
開
始
で
き
る
。

1
0
分

【
3
】

運
転
員
Ａ

【
1
】

【
1
】

4
0
分

5
分

2
0
分

状
況
判
断

電
源
確
保
作
業

5
分

1
緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｈ

運
転
員
Ｄ

1
9
分

1
9
分

5
分

1
0
分

3 1

運
転
員
Ａ

手
順
の
内
容

1
0

要
員

(名
）

（
作
業
に
必
要
な
要
員
数
）

【
 

 
】
は
他
作
業
後
移
動

し
て
き
た
要
員

【
1
】

【
1
】

運
転
員
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ

運
転
員
Ａ

【
1
】

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

1
0
分

運
転
員
Ｃ

運
転
員
Ｂ

手
順
の
項
目

5
0

6
0

8
0

1
2
0

備
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
経
過
時
間
（
分
）
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 ／

 
 

 
経
過
時
間
（
時
間
）

1
0
0

2
0

4
0

5
1
1
0

9
0

3
4

7
0

3
0

5
分

運
転
員
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ

【
1
】

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ

運
転
員
Ｃ

【
1
】

【
1
】

【
1
】

【
1
】

【
1
】

運
転
員
Ｃ

5
分

運
転
員
Ｂ
、
Ｅ
、
Ｆ

可
搬
型
計
測
器
取
付
け

バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
起
動

5
分

1
0
分

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
注
水
準
備
を
解
析
上
、
ス

プ
レ
イ
を
期
待
し
て
い
る
約

5
0
分
ま
で
に
開
始
で
き
る
。

5
分

※
１
：
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動

後
、
水
素
濃
度
の
確
認
を
適
宜
実
施
す
る
。

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

【
1
】

主
蒸
気
逃
が
し
弁
手
動
開
操
作
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
を
使

用
し
た
２
次
冷
却
系
強
制
冷
却
が
可
能
と
な
る
。

2
0
分

【
1
】

【
1
】

【
3
】

解
析
上
は
期
待
せ
ず

2

【
1
】

3

【
2
】

6
5
分

3
5
分

5
5
分

1
0
分

適
宜
実
施

5
分

5
1
分

上
記
要
員
に
加
え
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
４
名
に
て
関
係
各
所
に
通
報
連
絡
を
行
う
。

な
お
、
各
設
定
時
間
は
操
作
場
所
、
操
作
条
件
並
び
に
実
際
の
現
場
移
動
を
含
む
作
業
時
間
等
を
考
慮
し
た
上
で
解
析
上
の
仮
定
と
し
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
運
転
員
は
手
順
書
に
従
っ
て
各
操
作
条
件
を
満
た
せ
ば
順
次
操
作
を
実
施
す
る
。

ま
た
、
運
転
員
が
解
析
上
設
定
し
た
操
作
余
裕
時
間
内
に
対
応
で
き
る
こ
と
は
訓
練
等
に
基
づ
き
確
認
し
て
い
る
（
一
部
の
機
器
に
つ
い
て
は
想
定
時
間
に
よ
り
算
出
。
）
。

プ
ラ
ン
ト
状
況
判
断

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
判
断

約
2
0
分
炉
心
損
傷

事
象
発
生

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ

6
0
分
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
に
よ
る

被
ば
く
防
止
操
作
開
始

約
2
.0
時
間
原
子
炉
容
器
破
損

適
宜
実
施

実
施
後

移
動

次
操
作
へ

次
操
作
へ

次
操
作
へ

次
操
作
へ 次
操
作
へ

次
操
作
へ

次
操
作
へ

次
操
作
へ

実
施
後

２
名
移
動

次
操
作
へ

実
施
後

1
名
移
動

約
5
0
分
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
開
始

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
開
始

実
施
後

移
動

次
操
作
へ次
操
作
へ

実
施
後

２
名
移
動

実
施
後

1
名
移
動

実
施
後

移
動

実
施
後

移
動

次
操
作
へ

実
施
後

移
動

実
施
後

移
動

緊
－
２
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
空
気
作

動
ダ
ン
パ
手
動
操

運
－
１
０
炉
心
注
入
（
C
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ

ン
プ

(自
己
冷
却

)に
よ
る
代
替
炉
心
注
入
）

緊
－
３
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己

冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

緊
－
４
可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
計
測
ま
た
は
監
視

緊
－
５
バ
ッ
テ
リ
ー
室
排
気
系
統
の
空
気
作
動
ダ
ン
パ
の
ケ
強
制
手
動
操
作

緊
－
６
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
測
定
装
置
に
よ
る
水
素
濃
度
測
定

運
－
１
全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1・
2・

3・
4[
余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])
運
－
２
電
源
の
確
保
（
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
安
全
防
護
母
線
へ
の
給
電
）

中
央
制
御
室
操
作

中
央
制
御
室
操
作

運
－
３
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
Ｃ
／
Ｖ
ス
プ
レ
イ

運
－
４
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

中
央
制
御
室
操
作

運
－
５
水
素
濃
度
の
低
減
及
び
監
視

（
可
搬
型
格
納
容
器
水
素
濃
度
計
測
装
置
に

よ
る
水
素
濃
度
測
定
）

運
－
６
水
素
濃
度
の
低
減
及
び
監
視
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
へ
の
代
替
空
気
供
給
）

運
－
６
水
素
濃
度
の
低
減
及
び
監
視
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
運
転
状
態
確
認
）

運
－
７
主
要
操
作

運
－
１
全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1・
2・

3・
4[
余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])

運
－
９
Ｓ
Ｇ
へ
の
給
水

運
－
８
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
減
圧
（
窒
素
ボ
ン
ベ
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
へ
の
代
替
空
気
供
給
）

緊
－
１
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
代
替
電
源
（
交
流
）
か
ら
の
給
電
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⑪
シ
ー
ケ
ンス
に
不
足
す
る
手
順
を
組
み
込
ん
で
お
り使
命
時
間
が
設
定
され

て
い
る
対
応
手
順
が
全
て
含
まれ
る

別
紙
２
－
５
︓
現
場
訓
練
に
よる
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
）
の
実
施
方
法

(2
/2

)

⑪
に
は
Ｓ
Ｆ
Ｐ
へ
の
注
水
が
あ
り
、
⑮
の

個
別
手
順
を
組
み
込
ん
で
も
対
応
の
流

れ
に
不
整
合
が
無
い
た
め
、
⑪
の
Ｓ
Ｆ
Ｐ

注
水
前
に
当
手
順
を
組
み
込
ん
で
実
施

個
別
手
順
と
し
て
、
⑪
と
同
じ
体
制

に
て
成
立
性
確
認
を
別
途
実
施
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別
紙
２
－
６
︓
成
⽴
性
確
認
訓
練
時
に
時
間
超
過
した
場
合
の
対
応
フロ
ー
（
運
転
中
）

⼒
量
を確
保
で
きる
こと
を

確
認
した

速
や
か
に
、成
⽴
性
の
確
認
訓
練
に

係
る
者
が
必
要
な
⼒
量
を
確
保
で
き
て

い
な
い
と判
断
した
、そ
の
原
因
を
分
析

し、
評
価
及
び
改
善
等
、必

要
な
措
置

を講
じる
。

除
外
され
た
者
と同
じ役
割
の
者
に
対

して
、役
割
に
応
じた
成
⽴
性
の
確
認

訓
練
を
実
施
し、
⼒
量
が
確
保
で
き
て

い
る
こと
を
確
認
す
る
。

原
子
炉
停
止
の
措
置
を
実
施
し
、

原
子
炉
の
安
全
を確
保
す
る。

⼒
量
を確
保
で
きて
い
な
い
と判
断
した
こと
に
より

要
員
の
欠
員
が
発
生

○
速
や
か
に
、保
安
規
定
に
定

め
る
人
数
の
者
を
確
保
す
る

体
制
か
ら
、⼒
量
が
確
保
で

き
て
い
な
い
と判
断
され
た
者

を
除
外
し
、
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
、
所
⻑
の

承
認
を
得
て
、体

制
を構
築

す
る。

通
常
の
体
制

原
子
炉
停
止
の
措
置

原
子
炉
の
運
転
中
は
、原
子
炉
停
止
の
措
置

を実
施
し、
原
子
炉
の
安
全
を確
保
す
る。
な

お
、原
子
炉
停
止
の
措
置
の
実
施
に
当
た
って

は
、原
子
炉
の
安
全
を確
保
しつ
つ、
速
や
か
に、

実
施
す
る。
（
停
止
中
は
、原
子
炉
の
停
止

状
態
を維
持
）

○
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を踏
まえ
、操
作
、作
業
及
び
連
携
の

観
点
か
ら、
⼒
量
を確
保
で
きて
い
な
い
と判
断
した
役
割
ごと
の
、そ

の
訓
練
に
係
る
者
（
要
員
）
に
つ
い
て
、体

制
か
ら除
外
。（
例
︓

④
緊
急
安
全
対
策
要
員
（
召
集
）
を除

く。
①
〜
③
は
要
員
とし
て

配
置
可
能
。）

（
完
了
時
間
︓
７
日
〜
１
０
日
）

○
再
度
実
施
す
る成
⽴
性
の
確
認
訓
練
は
、

⼒
量
が
確
保
され

て
い
な
い
と判
断
され

た
個
別
の
操
作
及
び
作
業
を、
役
割
に

応
じた
必
要
な
要
因
に
より
、必

要
な
⼒

量
が
確
保
で
きて
い
るこ
とを
確
認
す
る。

⼒
量
を
確
保
で
き
る
こと
の
⾒

込
み
が
⽴
た
な
い
と判
断
した

場
合

【除
外
され
た者

と同
じ役

割
の
者
の
措
置
】

【要
員
確
保
】

【除
外
した
者
の
措
置
】

NO

YE
S

【⼒
量
の
確
認
】

要
因

①
運
転
員
（
当
直
員
）
（
現
地
対
応
の
み
）

②
緊
急
時
対
策
本
部
要
員

③
緊
急
安
全
対
策
要
員
（
常
駐
）

④
緊
急
安
全
対
策
要
員
（
召
集
）

速
や
か
に
、保
安
規
定
に
定
め
る人
数
の
者
を確
保
す
る体

制
か

ら、
⼒
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
され
た
者
を除
外
し、
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
、所
⻑
の
承
認
を
得
て
、体

制
を

構
築
す
る。

⼒
量
の
維
持
向
上
の
ため
の
教
育
訓
練
の
実
施

○
事
象
の
種
類
及
び
事
象
の
進
展
に
応
じて
的
確
、か
つ
、柔
軟
に

対
処
す
るた
め
に
必
要
な
教
育
訓
練
を実
施

除
外
した
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
に係
る者
の
措
置
開
始

②
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
実
施

（
机
上
教
育
に
よる
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
）

○
現
場
主
体
の
作
業
、操
作
に
係
る
重
大
事
故
シ
ー
ケ
ン

ス
を
対
象
に
、役
割
に
応
じ
必
要
な
手
順
の
机
上
教
育

を
実
施

成
⽴
性
の
確
認
訓
練
に
係
る
者
が
必
要
な
⼒
量
を
確
保
で
き

て
い
な
い
と判
断
した
、そ
の
原
因
を
分
析
し、
評
価
及
び
改
善

等
、必

要
な
措
置
を
講
じる
。

（
1-

1の
措
置
の
確
認
及
び
必
要
に
よ
り、
改
め
て
実
施
）

①
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
実
施

（
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
）

○
技
術
的
能
⼒
に
係
る
審
査
基
準
で
要
求
され

て
い
る
手
順

の
うち
、有
効
性
評
価
に
お
い
て
クリ
テ
ィカ
ル
とな
る
も
の
を
、

役
割
に
応
じ必

要
な
手
順
の
訓
練
を
実
施

③
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
実
施

（
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
）

○
⼒
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
さ
れ
た
重
大
事
故

シ
ー
ケ
ン
ス
を
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
に
係
る
者
（
訓
練

班
）
で
実
施

体
制
の
復
帰

再
訓
練
等
要

再
訓
練
等
要

再
訓
練
等
要

完
了

完
了

完
了

成
⽴
性
確
認
訓
練
の
再

試
験
とな
るた
め
、こ
れ
が

合
格
す
るま
で
、次
工
程

に
進
め
な
い
。

設
備
不
良
また
は
手
順
書
不
備
に

起
因
し、
「⼒
量
」と
関
連
しな

い
と

判
断
した
場
合
、本
フロ
ー
で
は
な
く

「高
浜
発
電
所
品
質
マ
ネ
ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
に
係
る
不
適
合
管
理
お
よび

是
正
処
置
所
達
」に
基
づ
く対
応
を

実
施
す
る
。

設
備
・手
順
書
の
不
備
で
な
い
が
成

⽴
性
確
認
が
複
数
回
・複
数
ユ
ニッ

トで
不
成
⽴
に
な
る
等
、⼒
量
が
関

連
す
る
と判
断
した
場
合
で
あ
って
︓

教
育
訓
練
プロ
セ
ス
に
問
題
が
あ
る

場
合
、本
フロ
ー
で
は
な
く、
不
適

合
(区
分

B)
に
基
づ
く対
応
を
実

施
す
る
。

個
人
の
事
由
に
よる
場
合
、本
フロ
ー

に
基
づ
く対
応
を実
施
し、
要
員

化
を図
る
。
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別
紙
２
－
７
︓
⼒
量
付
与
訓
練
（
緊
急
安
全
対
策
要
員
）
の
実
施
方
法

実
施
方
法

イメ
ー
ジ

①
機
器
の

取
り扱

い
訓
練

個
別
の
手
順
に
つ

い
て
、実
機
、ま
た

は
実
機
を
可
能
な

限
り忠
実
に
再
現

した
モ
ック
ア
ップ
を

用
い
て
機
器
の
取
り

扱
い
方
法
を
習
得

複
雑
な
機
器
の
取
り扱

い
方
法
を
明
確
に
示
す
手
順
書

実
機
相
当
の
形
状
・重
量
・操
作
環
境
等
を
再
現
した
モ
ック
ア
ップ

実
機
配
置
・ア
クセ
ス
ル
ー
トを
明
確
に
示
す
手
順
書

②
手
順

訓
練

現
場
に
て
手
順
書

に
従
った
実
機
配

置
の
確
認
及
び
模

擬
操
作
を
実
施
し、

個
別
手
順
を
習
得

⼒
量
付
与
訓
練
は
、当
該
設
備
の
所
管
箇
所
の
⻑
が
指
名
した
者
（
設
備
に
詳
しく
、か
つ
手
順
を
担
当
して
い
る
者
）

が
講
師
とな
り、
使
命
時
間
内
で
実
施
で
き
る
こと
を
予
め
確
認
した
うえ
で
制
定
した
手
順
書
を
用
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
を
全
要

員
候
補
者
一
人
ひ
とり
に
対
し、
以
下
の
実
施
方
法
に
て
⾏
う。

ﾓｯ
ｸｱ
ｯﾌ
ﾟに
よ
る

取
り扱

い
訓
練
の
様
子

実
機
に
よ
る

取
り扱

い
訓
練
の
様
子

現
地
ｱｸ
ｾｽ
ﾙｰ
ﾄ上
で
の

手
順
確
認
訓
練
の
様
子
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別
紙
２
－
８
︓
運
転
員
の
⼒
量
付
与
（
ポ
ジ
シ
ョン
認
定
）
方
法

運
転
員
の
認
定
に
用
い
る
実
習
教
程
表
に
、重
大
事
故
等
発
生
時
の
対
応
に
つ
い
て
定
め
て
お
り、

⼒
量
付
与
時
に
各
ポ
ジ
シ
ョン
に
求
め
られ
る
⼒
量
を満
た
して
い
る
こと
を
確
認
実
施
。

移
動

操
作

合
計

制
御
員

主
機
員

補
機
員

実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
重
大
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
に
係
る
審
査
基
準

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
成
立
性
確
認

Ⅰ
.
２
次
系
か
ら
の
除
熱
機
能
喪
失
（
主
給
水
流
量
喪
失
＋
補
助
給
水
失
敗
）

知
識

事
象
の
概
要
を
理
解
し
て
い
る
。

/
 
 

 
/

関
連
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
対
応
操
作
を
理
解
し
て
い
る
。

/
 
 

 
/

確
認
の
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
し
て
い
る
。

/
 
 

 
/

技
能

0
1

操
作

対
応
操
作
が
実
施
で
き
る
。

中
央
／
現
場

/
 
 

 
/

中
央
制
御
室
主
体
の
操
作
に
係
る
成
立
性
確
認
（
シ
ミ
ュ
レ
ー

タ
に
よ
る
成
立
性
確
認
）
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

事
故
時
操
作
所
則

Ⅱ
.
原
子
炉
格
納
容
器
の
除
熱
機
能
喪
失
（
中
破
断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
＋
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
注
入
失
敗
）

確
認
者

0
1

事
象
の
概
要

中
央
／
現
場

中
央
制
御
室
主
体
の
操
作
に
係
る
成
立
性
確
認
（
シ
ミ
ュ
レ
ー

タ
に
よ
る
成
立
性
確
認
）
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

事
故
時
操
作
所
則

対
象
ポ
ジ
シ
ョ
ン

使
用
教
材

備
考

手
順
の
項
目

手
順
詳
細

操
作
場
所

※
１

要
員
数

想
定
時
間
（
分
）

技
術
的
能
⼒
の
要
素

有
効
性
評
価
の
要
素
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(1
/5

)

（
運
転
員
等
の
確
保
）

第
１
３
条
発
電
室
⻑
は
、原
子
炉
の
運
転
に
必
要
な
知
識
を有

す
る
者
を
確
保
す
る
※
１
。な
お
、原
子
炉
の
運
転
に
必
要
な
知
識
を有

す
る
者
とは
、原
子
炉
の

運
転
に
関
す
る
実
務
の
研
修
を
受
け
た
者
をい

う。
２
．
発
電
室
⻑
は
、原
子
炉
の
運
転
に
当
た
って
第
１
項
で
定
め
る者
の
中
か
ら、
１
直
あ
た
り表

１
３
－
１
に
定
め
る人
数
の
者
を
そろ
え
、中
央
制
御
室
あ
た
り５

直
以
上
を
編
成
した
上
で
３
交
代
勤
務
を⾏
わ
せ
る。
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き、
連
続
して

２
４
時
間
を超
え
る
勤
務
を⾏
わ
せ
て
は
な
らな

い
。ま
た
、表

１
３
－
１
に
定
め
る
人
数
の
うち
、１
名
は
当
直
課
⻑
とし
、運

転
責
任
者
とし
て
原
子
⼒
規
制
委
員
会
が
定
め
る基

準
に
適
合
した
者
の
中
か
ら選
任
され
た
者
とす

る
。

３
．
当
直
課
⻑
は
、第

２
項
で
定
め
る
者
の
うち
、表

１
３
－
２
に
定
め
る
人
数
の
者
を主
機
運
転
員
以
上
の
者
の
中
か
ら常
時
中
央
制
御
室
に
確
保
す
る
。

４
．
各
課
（
室
）
⻑
は
、重
大
事
故
等
の
対
応
の
た
め
の
⼒
量
を有

す
る
者
を確
保
す
る
※
１
。ま
た
、技
術
課
⻑
は
、重
大
事
故
等
の
対
応
を⾏

う要
員
とし
て
、表

１
３
－
３
に
定
め
る
人
数
を
常
時
確
保
す
る。

５
．
技
術
課
⻑
お
よび
発
電
室
⻑
は
、第

１
８
条
の
５
第
４
項

(2
)の
成
⽴
性
確
認
に
お
い
て
、そ
の
訓
練
に
係
る
者
が
、役
割
に
応
じた

必
要
な
⼒
量
（
以
下
、本

条
に
お
い
て
「⼒
量
」と
い
う。
）
を確
保
で
きて

い
な
い
と判
断
した
場
合
は
、速
や
か
に
、表

１
３
－
１
お
よび
表
１
３
－
３
に
定
め
る
人
数
の
者
を確
保
す
る体

制
か

ら、
⼒
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
され
た
者
を
除
外
し、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
、所
⻑
の
承
認
を得

て
体
制
を
構
築
す
る
。

６
．
所
⻑
は
、第
５
項
の
訓
練
の
うち
、現
場
訓
練
に
よる
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
に
お
い
て
、除
外
され
た
者
と同
じ役
割
の
者
に
対
して
、役
割
に
応
じた
成

⽴
性
の
確
認
訓
練
を
実
施
し、
その
結
果
、⼒
量
を確
保
で
きる

⾒
込
み
が
⽴
た
な
い
と判
断
した
場
合
は
、第
９
項
の
措
置
を講
じる
。

７
．
技
術
課
⻑
お
よび
発
電
室
⻑
は
、⼒
量
が
確
保
で
きて

い
な
い
と判
断
され
た
者
に
つ
い
て
は
、教
育
訓
練
等
に
より
、⼒
量
が
確
保
され

て
い
るこ
とを
確
認
した
後
、

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
、所
⻑
の
承
認
を
得
て
、表

１
３
－
１
お
よび
表
１
３
－
３
に
定
め
る
人
数
の
者
を確
保
す
る体

制
に
復
帰
させ
る
。

８
．
技
術
課
⻑
お
よび
発
電
室
⻑
は
、第

２
項
お
よび
第
４
項
に
定
め
る
人
数
の
者
に
欠
員
が
生
じた
場
合
は
、休
日
、時
間
外
（
夜
間
）
を含
め
補
充
を
⾏
う。
ま

た
、所
⻑
は
、第

２
項
お
よび
第
４
項
に
定
め
る
人
数
の
者
の
補
充
の
⾒
込
み
が
⽴
た
な
い
と判
断
した
場
合
は
、第
９
項
の
措
置
を講
じる

。
９
．
所
⻑
は
、第
６
項
、第
８
項
の
判
断
を
⾏
った
場
合
の
措
置
とし
て
、原
子
炉
の
運
転
中
は
、原
子
炉
停
止
の
措
置
を
実
施
し、
原
子
炉
の
停
止
中
は
、原
子
炉

の
停
止
状
態
を維
持
し、
原
子
炉
の
安
全
を確
保
す
る
。な
お
、原
子
炉
停
止
の
措
置
の
実
施
に
あ
た
って
は
、原
子
炉
の
安
全
を
確
保
しつ

つ
、速
や
か
に
、実
施
す

る
。

※
１
︓
重
大
事
故
等
対
処
施
設
等
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
って
は
、あ

らか
じめ
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を実
施
す
る
。

（
略
）

（
凡
例
）

〇
⿊
字
⿊
下
線
︓

12
月

9日
補
正
申
請
前
の
変
更
申
請
箇
所

〇
赤
字
赤
下
線
︓

12
月

9日
補
正
申
請
で
の
補
正
箇
所
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(2
/5

)

（
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

第
１
８
条
の
５
社
⻑
は
、重
大
事
故
に
至
る
お
それ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重
大
事
故
が
発
生
した
場
合
（
以
下
、「
重
大
事
故
等
発
生
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏

う体
制
の
整
備
に
あ
た
って
、財
産
（
設
備
等
）
保
護
より
も
安
全
を優
先
す
るこ
とを
方
針
とし
て
定
め
る
。

２
．
原
子
⼒
安
全
部
門
統
括
は
、添
付
３
「重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」に
示
す
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
職
務
等
に
つ
い
て
計
画
を
定
め
る
。

３
．
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、第

２
項
に
定
め
る
計
画
に
従
い
、重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
うた
め
に
必
要
な
職
務
を

誠
実
か
つ
、最
優
先
に
⾏
うこ
とを
任
務
とす
る
。

４
．
安
全
・防

災
室
⻑
は
、第

１
項
の
方
針
に
基
づ
き、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏

う体
制
の
整
備
とし
て
、次
の
各
号

を
含
む
計
画
を策
定
し、
所
⻑
の
承
認
を
得
る
。ま
た
、計

画
は
、添
付
３
に
示
す
「重
大
事
故
等
お
よび
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

(1
)
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏

うた
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
に
関
す
る
次
の
事
項

(a
)
要
員
の
役
割
分
担
お
よび
責
任
者
の
配
置
に
関
す
る
こと
。

(2
)

(1
)の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項

(a
)
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を開
始
す
る
に
あ
た
って
、あ
らか
じめ
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を実
施
す
る
※
１
こと
。

(b
)
⼒
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
るこ
と。

(c
)
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
⼒
を
満
足
す
る
こと
お
よ
び
有
効
性
評
価
の
前
提
条
件
を
満

足
す
る
こと
を確
認
す
る
た
め
の
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
（
以
下
、「
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
」と
い
う。
）
を年

１
回
以
上
実
施
す
る
こと
。

(d
)
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を作
成
し、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を得

て
、所
⻑
の
承
認
を
得
る
こと
。

(e
)
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を記
録
し、
所
⻑
お
よび
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こと
。

(3
)
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
、ア
クセ
ス
ル
ー
トの
確
保
、復
旧
作
業
お
よび
支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
、な

らび
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
るこ
と。

（
略
）

※
１
︓
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
され
る
ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員

（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
しく
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、第

１
３
条
第
２
項
お
よび
第
４
項
の
体
制
に
入
る
まで

に
実
施
す
る
。
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(3
/5

)

（
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

第
１
８
条
の
６
安
全
・防

災
室
⻑
は
、大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大

型
航
空
機
の
衝
突
その
他
の
テ
ロリ
ズ
ム
に
よ
り原
子
炉
施
設
に
大
規
模
な
損
壊
が
生

じた
場
合
（
以
下
、「
大
規
模
損
壊
発
生
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体

制
の
整
備
とし
て
、次
の
各
号
を含
む
計
画
を
策
定
し、

所
⻑
の
承
認
を
得
る
。ま
た
、計

画
は
、添
付
３
に
示
す
「重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規

模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

(1
)
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
うた

め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こと
。

(2
)

(1
)の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項

(a
)
重
大
事
故
等
対
処
施
設
等
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
って
、あ

らか
じめ
⼒

量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を実
施
す
る※

１
こと
。

(b
)
⼒
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
るこ
と。

(c
)
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
技
術
的
能
⼒
を
満
足
す
る
こと
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
（
以
下
、「
技

術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練
」と
い
う。
）
を
年
１
回
以
上
実
施
す
るこ
と。

(d
)

(c
)項
の
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を得

て
、所
⻑
の
承
認
を得
る
こと
。

(e
)

(c
)項
の
訓
練
の
結
果
を
記
録
し、
所
⻑
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報

告
す
る
こと
。

(3
)
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
うた

め
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こと
。

（
略
）

※
１
︓
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
大
事
故
等
対

処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
され
る
ま
で
に
、大
規
模
損
壊
対

応
で
用
い
る
化
学
消
防
自
動
⾞
の
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、当
該
設
備

の
使
用
を
開
始
す
る
ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本

部
要
員
も
しく
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、第

１
３

条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
まで
に
実
施
す
る。

附
則
（

年
月

日
平
成
２
６
原
安
管
通
達
第
２
号

－
）

（
施
⾏
期
日
）

第
１
条

この
通
達
は
、

年
月

日
か
ら施
⾏
す
る
。

２
．
本
規
定
施
⾏
の
際
、使

用
前
検
査
の
対
象
とな
る
規
定
（
第
３

項
を
除
く。
）
に
つ
い
て
は
、原
子
炉
に
燃
料
体
を
挿
入
す
る
こと
が
で

きる
状
態
に
な
った
時
の
工
事
の
工
程
に
お
け
る
各
原
子
炉
施
設
に
係

る
使
用
前
検
査
終
了
日
以
降
に
適
用
す
る
こと
とし
、そ
れ
ま
で
の
間
、

な
お
、従
前
の
例
に
よ
る
。た
だ
し、
上
記
検
査
が
な
い
設
備
に
つ
い
て

は
構
造
、強

度
ま
た
は
漏
え
い
に
係
る
検
査
終
了
日
以
降
に
適
用
す

る
。 な
お
、第

１
３
条
（
運
転
員
等
の
確
保
）
に
つ
い
て
は
、３
号
炉
の

原
子
炉
に
燃
料
体
を
挿
入
す
る
こと
が
で
き
る
状
態
に
な
った
時
の
工

事
の
工
程
に
お
け
る
各
原
子
炉
施
設
に
係
る
使
用
前
検
査
終
了
日

以
降
に
適
用
す
る
。

３
．
第
８
５
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
うち
、原
子
炉
下
部

キ
ャビ
テ
ィ水
位
計
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
は
、原
子
炉
の
運
転
モー
ド

５
の
期
間
に
お
け
る使

用
前
検
査
終
了
日
以
降
に
適
用
す
る。
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(4
/5

)

添
付
３
重
大
事
故
等
お
よび
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準

本
「実
施
基
準
」は
、重
大
事
故
に
至
る
お
それ
が
あ
る
事
故
も
しく
は
重
大
事
故
が
発
生
した
場
合
また
は
大
規
模
な
自
然
災
害
も
しく
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の

衝
突
その
他
の
テ
ロリ
ズ
ム
に
よ
る原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
が
発
生
した
場
合
に
対
処
しう
る
体
制
を
維
持
管
理
して

い
くた
め
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
定
め
る
。

ま
た
、重
大
事
故
等
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
の
運
用
手
順
等
に
つ
い
て
は
、表
－
１
か
ら表
－
１
９
に
定
め
る
。な
お
、多
様
性
拡
張
設
備
を使

用
した

運
用
手
順
お
よ
び
運
用
手
順
の
詳
細
な
内
容
等
に
つ
い
て
は
、社
内
標
準
に
定
め
る
。

１
重
大
事
故
等
対
策

（
略
）

(2
)
教
育
訓
練
の
実
施

ア
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

各
課
（
室
）
⻑
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
され
る
日

（
使
用
前
検
査
終
了
日
等
）
まで
に
、ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
しく
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、

第
１
３
条
第
２
項
お
よび
第
４
項
の
体
制
に
入
る
まで
に
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

(ｱ
)
各
課
（
室
）
⻑
は
、表
－
１
か
ら表
－
１
９
に
記
載
した
対
応
手
段
を実
施
す
る
た
め
に
必
要
とす
る
手
順
に
つ
い
て
、「
ウ
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
」の
要
素

を
考
慮
した
教
育
訓
練
項
目
を定
め
、運

転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
役
割
に
応
じた
教
育
訓
練
を実
施

す
る
。

(ｲ
)
安
全
・防

災
室
⻑
お
よび
発
電
室
⻑
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を設
置
また
は
改
造
す
る
場
合
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適

用
開
始
され
る
日
（
使
用
前
検
査
終
了
日
等
）
まで
に
、成
⽴
性
確
認
訓
練
（
現
場
訓
練
に
よ
る有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
）
お
よ
び
成
⽴
性
確
認
訓

練
の
要
素
等
を考
慮
した
確
認
方
法
に
より
、⼒
量
の
付
与
方
法
の
妥
当
性
を確
認
す
る
。

イ
⼒
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練

（
略
） ウ
成
⽴
性
の
確
認
訓
練

（
略
）
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２
．
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よる
大
型
航
空
機
の
衝
突
その
他
の
テ
ロリ
ズ
ム
へ
の
対
応
に
お
け
る事
項

２
．
１
体
制
の
整
備
、教
育
訓
練
の
実
施
お
よび
資
機
材
の
配
備

（
略
）

(2
)要
員
へ
の
教
育
訓
練
の
実
施

各
課
（
室
）
⻑
は
、「
添
付
３

1.
1(

2)
教
育
訓
練
の
実
施
」に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
策
に
て
実
施
す
る
教
育
訓
練
を
基
に
、大
規
模
損
壊
発
生
時
に

お
け
る
各
要
員
の
役
割
に
応
じた
任
務
を遂
⾏
す
る
に
あ
た
り必

要
とな
る
⼒
量
を維
持
向
上
す
る
た
め
の
教
育
訓
練
を
計
画
的
に
実
施
す
る
。

ま
た
、通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
しな

い
場
合
を想
定
した

指
揮
者
等
の
個
別
の
教
育
訓
練
を実
施
す
る。

さら
に
、要

員
の
役
割
に
応
じて
付
与
され
る
⼒
量
に
加
え
、流
動
性
をも
って
対
応
で
きる

よ
うな
⼒
量
を
確
保
して

い
くこ
とに
より
、期
待
す
る
要
員
以
外
の
要
員

で
も
対
応
で
きる

よう
教
育
訓
練
の
充
実
を図
る
とと
もに
、教
育
内
容
に
つ
い
て
も充
実
を図
る
。

ア
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

(ｱ
)
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を用

い
た
大
規
模
損
壊
対
応

「添
付
３

1.
1(

2)
教
育
訓
練
の
実
施
ア
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
」と
同
じ。

(ｲ
)
その
他
の
大
規
模
損
壊
対
応

安
全
・防

災
室
⻑
は
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
うち
全
体
指
揮
を⾏

う全
体
指
揮
者
お
よ
び
原
子
炉
毎
の
指
揮
を⾏

う指
揮
者
な
らび
に
通
報
連
絡
を

⾏
う通

報
連
絡
者
（
以
下

(2
)に
お
い
て
「指
揮
者
等
」と
い
う。
）
また
は
消
火
活
動
要
員
を新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、第

１
３
条
第
４
項
の
体
制
に
入
る

まで
に
、以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る。

ａ
消
火
活
動
要
員

(a
)
化
学
消
防
自
動
⾞
か
ら原
子
炉
へ
注
水
また
は
原
子
炉
格
納
容
器
へ
ス
プ
レイ
す
る
た
め
の
接
続
訓
練

(b
)
化
学
消
防
自
動
⾞
か
ら使

用
済
燃
料
ピッ
トへ
ス
プレ
イす
る
た
め
の
接
続
訓
練

ｂ
指
揮
者
等

(a
)
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
しな

い
場
合
等
の
事
象
を想
定
した
教
育
訓
練

(ｳ
)
安
全
・防

災
室
⻑
は
、(
ｲ)
項
に
係
る
設
備
を
設
置
ま
た
は
改
造
す
る
場
合
、当
該
設
備
の
使
用
を開
始
す
る
ま
で
に
、技
術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練
の
要
素

を考
慮
した
確
認
方
法
に
より
、⼒
量
付
与
の
妥
当
性
を確
認
す
る
。

イ
⼒
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練

（
略
）

ウ
技
術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練

（
略
）
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教育訓練補足説明資料 １４ 
 
 
 
 
 

ＬＣＯの適用開始と使用前検査の関係について 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

枠囲みの範囲については、機密を含むことから公開することはできません。 
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ＬＣＯの適用開始と使用前検査の関係について 
 
１．経緯 

保安規定審査基準の改正を踏まえ、「ＳＡ設備の使用開始に当たって、あらかじめ必要

な教育および訓練を実施すること。」の具体化に関して、「いつまでに教育訓練を実施す

るか？」を当該ＳＡ設備の「運転上の制限（以下、ＬＣＯという。）が適用開始される日

（使用前検査終了日等）までと整理し、保安規定変更申請を行った。 
本整理の意図として、ＬＣＯの適用開始と使用前検査の関係を整理する。 

 
２．ＬＣＯの適用と使用前検査の関係 
（１）基本的な考え方 

ＳＡ設備は使用前検査の対象となる設備であることから、原子炉等規制法第４３条の

１１および実用炉規則第１７条に基づき、下記のいずれかに該当しない限り、使用する

ことはできない。（参考－１） 
① 使用前検査の合格 
② 試験使用承認等 
③ 一部使用承認 
④ 使用前検査の省略指示 
⑤ 制限工事の場合 

 
これに対して、ＬＣＯでは「当該設備が動作可能であること」の設備の待機要求である

ことを踏まえ、設備の使用する／しないの判断とは別の運用管理事項である。 
そのため、上述の使用前検査の合格等を待たずに、先行してＬＣＯの要求を開始してい

る。 
これは、従前の保安規定審査内規（保安院）から踏襲した運用である。（参考－２） 
 
なお、モード外（炉心への燃料装荷前）から要求されるＬＣＯなど、ＬＣＯ適用開始日

を明確にする観点から、当該設備・系統が設計上期待される機能を発揮できる状態まで

に設備の改造が終わっていることを明確にするため、国の検査である使用前検査に関連

するタイミング（３号使用前検査終了日 等）でＬＣＯを適用することとし、保安規定変
更の附則に都度定めている。 

 
（２）具体例 

使用前検査が必要な設備の新設・改造に伴う保安規定の変更（ＬＣＯの変更含む）に

ついて、保安規定変更の適用と使用前検査の関連実績については、添付－１のとおり。 
使用前検査に関連するタイミングとは、新規制基準適合の保安規定変更以降の過去実
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績を踏まえると「１号使用前検査の終了日から」、「３号使用前検査の終了日から」また

は「一部使用の承認から」を適用のタイミングとして保安規定の認可を得た実績があり、

工事対象の設備によっては「５号使用前検査の終了日から」や「使用前検査の合格から」

を保安規定変更の適用日とする場合もあり得る。 
 
なお、これらは、各設備の改造による保安規定変更申請毎に、附則に記載し、保安規

定変更の審査で説明することとなる。 
 

３．保安規定への反映 
上述のとおり、ＬＣＯ変更の適用日は、対象となる設備の工事状況（号機間共用の有

無、新設／改造の差異等）によって、関連する使用前検査のタイミングが変わることか

ら、恒常的な記載となる保安規定本文、添付の記載については、下記の通り記載する。 
保安規定本文 保安規定添付 記載の考え方 

第１３条（運転員等の確保） 

発電室長は、原子炉の運転に必

要な知識を有する者を確保する
※１。なお、原子炉の運転に必要

な知識を有する者とは、原子炉

の運転に関する実務の研修を受

けた者をいう。 

※１：重大事故等対処施設等の

使用を開始するにあたって

は、あらかじめ力量の付与

のための教育訓練を実施す

る。 

 

－ 第１３条は、力量確保された者

の中から当番体制に宛てる旨

を規定いることから、あらかじ

めの教育訓練の詳細は第１８

条の５、６に規定することし、

１３条では、保安規定審査基準

の裏返しとする。 

第１８条の５（重大事故等発生

時の体制の整備） 

(a) 重大事故等対処施設の使

用を開始するにあたって、

あらかじめ力量の付与のた

めの教育訓練を実施する※１

こと。 

※１：重大事故等対処設備を設

置もしくは改造する場合、

重大事故等対処設備に係る

運転上の制限が適用開始さ

れるまでに、または運転員

（当直員）、緊急時対策本部

要員もしくは緊急安全対策

要員を新たに認定する場合

は、第１３条第２項および

第４項の体制に入るまでに

実施する。 

 

添付３ 

ア 力量の付与のための教育訓

練 

各課（室）長は、重大事故等対

処設備を設置もしくは改造する

場合、重大事故等対処設備に係

る運転上の制限が適用開始され

る日（使用前検査終了日等）ま

でに、または運転員（当直員）、

緊急時対策本部要員もしくは緊

急安全対策要員を新たに認定す

る場合は、第１３条第２項およ

び第４項の体制に入るまでに以

下の教育訓練について、社内標

準に基づき実施する。 

添付３において、ＬＣＯ適用

開始日と使用前検査終了日を

紐づけて記載する。 

ただし、上述のとおり恒常的

な記載である本文、添付３に

は具体的な使用前検査（３号

他）は記載できないため、「使

用前検査終了日等」とする。 

 

第１８条の５においては、骨

子を記載するとの観点で、「Ｌ

ＣＯ適用開始まで」を記載す

る。 
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保安規定本文 保安規定添付 記載の考え方 

第１８条の６（大規模損壊発生

時の体制の整備） 

(a) 重大事故等対処施設等の使

用を開始するにあたって、

あらかじめ力量の付与のた

めの教育訓練を実施する※１

こと。 

※１：重大事故等対処設備を設

置または改造する場合、重

大事故等対処設備に係る運

転上の制限が適用開始され

るまでに、大規模損壊対応

で用いる化学消防自動車の

設置もしくは改造する場

合、当該設備の使用を開始

するまでに、または運転員

（当直員）、緊急時対策本部

要員もしくは緊急安全対策

要員を新たに認定する場合

は、第１３条第２項および

第４項の体制に入るまでに

実施する。 

添付３ 

(ｱ) 重大事故等対処設備を用い

た大規模損壊対応 

「添付３ 1.1(2)教育訓練の

実施 ア 力量の付与のための

教育訓練」と同じ。 

(ｲ) その他の大規模損壊対応 

安全・防災室長は、緊急時対

策本部要員のうち全体指揮を

行う全体指揮者および原子炉

毎の指揮を行う指揮者ならび

に通報連絡を行う通報連絡者

（以下(2)において「指揮者

等」という。）または消火活動

要員を新たに認定する場合

は、第１３条第４項の体制に

入るまでに、以下の教育訓練

について、社内標準に基づき

実施する。 

(ｳ) 安全・防災室長は、(ｲ)項に

係る設備を設置または改造す

る場合、当該設備の使用を開

始するまでに、技術的能力の

確認訓練の要素を考慮した確

認方法により、力量付与の妥

当性を確認する。 

 

添付３において、ＳＡ設備につ

いては、ＳＡ対応と同様とす

る。 

また、大規模損壊対応設備につ

いては、ＬＣＯを設定しておら

ず、また使用前検査の対象でも

ないことから、社内で定めた運

用開始日となる「当該設備の使

用を開始するまで」と記載す

る。 

 

第１８条の６についても、第１

８条の５と同様に、骨子を記載

する。（ＳＡ設備はＬＣＯまで、

大規模設備は使用開始まで） 

 
以上 
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添付－１ 
使用前検査に係る保安規定変更の適用実績（例） 

保安規定変更 附則 備考 

高浜３４号新規制基

準対応に伴う変更 

（2015年 10月 9日認

可） 

附 則（平成２７年１０月９日 平成２６原

安管通達第３号－５） 

（施行期日） 

第 １ 条 この通達は、平成２７年１０月

１６日から施行する。 

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規

定（次項を除く。）については、原子炉に燃料

体を挿入することができる状態になった時の

工事の工程における各原子炉施設に係る使用

前検査終了日以降に適用する。ただし、上記検

査がない設備については構造、強度または漏え

いに係る検査終了日以降に適用する。 

 

高浜１２号外部遮蔽

壁保管庫設置に伴う

変更 

附 則（平成２９年８月１５日 平成２６原安管

通達第３号－１２） 

（施行期日） 

第 １ 条 この通達は、平成２９年８月２４日

から施行する。 

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規

定については、実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則第１７条第３号の規定に基づ

く使用の承認を受けた日以降に適用する。 

LCOの変更ではないが、外

部遮蔽壁保管庫（新設）の使

用開始に合わせて運用変更

を適用するため、「一部使用

の承認」から適用とした。 

大飯３４号新規制基

準対応に伴う変更 

（2017 年 9 月 1 日認

可） 

附 則（平成２９年９月１日 平成２６原安管通達

第４号－７） 

（施行期日）  

第 １ 条 この通達は、平成２９年９月８日から

施行する。  

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規

定については、原子炉に燃料体を挿入すること

ができる状態になった時の工事の工程におけ

る各原子炉施設に係る使用前検査終了日以降

に適用する。ただし、上記検査がない設備につ

いては構造、強度または漏えいに係る検査終了

日以降に適用する。 

 

美浜３号機ＳＦＰ等

改造に伴う変更 

（2018 年 11 月 16 日

認可） 

附 則（平成３０年１１月１６日 平成２６原安

管通達第２号－１１） 

（施行期日） 

第 １ 条 この通達は、平成３０年１１月２

２日から施行する。 

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規

定については、実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則第１７条第３号の規定に基づ

く使用の承認を受けた日以降に適用する。 

３．第９８条第１項（６）については、原子炉に

燃料体を挿入することができる状態になった

時の工事の工程における補助建屋クレーンに

係る使用前検査終了日以降に適用する。 

LCOの変更ではないが、Ｓ

ＦＰラック改造後の使用開

始（燃料貯蔵）に合わせて運

用変更を適用するため、「一

部使用の承認」から適用と

した。 

なお、一部運用（ＳＦＰ周

辺の落下物管理）について

は、現場工事実態を考慮し

て、「３号使用前検査終了」

から適用とした。 
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保安規定変更 附則 備考 

高浜３４号緊急時対

策所設置に伴う変更 

（2019年 6月 21日認

可） 

附 則（２０１９年６月２１日 平成２６原安管通

達第３号－１８）  

（施行期日）  

第 １ 条 この通達は、２０１９年６月２８日か

ら施行する。  

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規

定については、実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則第１７条第３号の規定に基づ

く使用の承認を受けた日以降に適用する。 
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参考－１ 
関連法令の抜粋 

 
原子炉等規制法 
（使用前検査） 

第四十三条の三の十一 第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工

事をする発電用原子炉施設又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする発電

用原子炉施設（その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項

の規定による届出をしていないものを除く。）は、その工事について原子力規制委員会規則で定めるとこ

ろにより原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。た

だし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。 

 
 
実用炉規則 
（使用前検査の実施） 

第十六条 使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、原子力施設検査官が同表の下欄に

掲げる検査事項（同表第一号の下欄に掲げる検査事項については、可搬型の機械又は器具に係る検査事

項を除く。）について行うものとする。 

 

工事の工程 検査事項 

一 原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯

蔵施設、原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを

除く。）、計測制御系統施設（発電用原子炉の

運転を管理するための制御装置を除く。）、放

射性廃棄物の廃棄施設（排気筒を除く。）、放

射線管理施設又は原子炉格納施設については、

構造、強度又は漏えいに係る試験をすることが

できる状態になった時 

原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原

子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）、計測制

御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための制

御装置を除く。）、放射性廃棄物の廃棄施設（排気筒

を除く。）、放射線管理施設又は原子炉格納施設の構

造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるも

の 

一 材料検査 

二 寸法検査 

三 外観検査 

四 組立て及び据付け状態を確認する検査 

五 耐圧検査 

六 漏えい検査 

七 原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確

認する検査 

二 蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完

了した時及び補助ボイラーの本体の組立てが完

了した時 

一 蒸気タービンの構造、機能又は性能を確認する検

査のうち次に掲げるもの 

イ 材料検査 

ロ 寸法検査 

ハ 外観検査 

ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査 

二 補助ボイラーの構造、機能又は性能を確認する検

査のうち次に掲げるもの 

イ 材料検査 

ロ 寸法検査 

ハ 外観検査 

ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査 
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ホ 耐圧検査 

ヘ 漏えい検査 

三 発電用原子炉に燃料体を挿入することがで

きる状態になった時 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統

施設、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、

放射線管理施設、原子炉格納施設、非常用電源設備、

常用電源設備、火災防護設備、浸水防護施設、補機駆

動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに係

るものを除く。）、非常用取水設備、敷地内土木構造

物及び緊急時対策所の機能又は性能であって、発電用

原子炉に燃料体を挿入した状態において必要なものを

確認する検査 

四 発電用原子炉の臨界反応操作を開始するこ

とができる状態になった時 

原子炉本体、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設

（発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除

く。）及び発電機の機能又は性能であって、発電用原

子炉が臨界に達する時に必要なものを確認する検査 

五 工事の計画に係る全ての工事が完了した時 

発電用原子炉の出力運転時における発電用原子炉施設

の総合的な性能を確認する検査その他工事の完了を確

認するために必要な検査 

 

（使用前検査を要しない場合） 

第十七条 法第四十三条の三の十一第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおり

とする。 

一 原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委

員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 

二 前号に規定する発電用原子炉施設以外の発電用原子炉施設を試験のために使用する場合 

三 発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特

別の理由がある場合（前二号に掲げる場合を除く。）において、その使用の期間及び方法について原子

力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用すると

き。 

四 発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認

めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合 

五 制限工事の場合 
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参考－２ 

 

 

枠囲みの範囲については、機密を含むことから公開することはできません。 
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枠囲みの範囲については、機密を含むことから公開することはできません。 
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教育訓練補足説明資料 １５ 
 

 

 

 

 

大規模損壊対応における力量付与のための教育訓練 

  

補(1)-239



大規模損壊対応における力量付与の教育訓練 

 

１．経緯 

保安規定審査基準の改正を踏まえ、「ＳＡ設備の使用開始に当たって、あらかじめ必要な教育およ

び訓練を実施すること。」の具体化に関して、大規模損壊対応においては、以下のとおり保安規定添

付３に記載し、変更申請を行っている。 

ア 力量の付与のための教育訓練  

(ｱ) 重大事故等対処設備を用いた大規模損壊対応 

「添付３ 1.1(2)教育訓練の実施 ア 力量の付与のための教育訓練」と同じ。 

(ｲ) その他の大規模損壊対応 

安全・防災室長は、緊急時対策本部要員のうち全体指揮を行う全体指揮者および原子炉毎の指

揮を行う指揮者ならびに通報連絡を行う通報連絡者（以下(2)において「指揮者等」という。）ま

たは消火活動要員を新たに認定する場合は、第１３条第４項の体制に入るまでに、以下の教育訓

練について、社内標準に基づき実施する。 

ａ 消火活動要員 

(a) 化学消防自動車から原子炉へ注水または原子炉格納容器へスプレイするための接続訓練 

(b) 化学消防自動車から使用済燃料ピットへスプレイするための接続訓練 

ｂ 指揮者等 

(a) 大規模損壊発生時に通常の指揮命令系統が機能しない場合等の事象を想定した教育訓練 

(ｳ) 安全・防災室長は、(ｲ)項に係る設備を設置または改造する場合、当該設備の使用を開始する

までに、技術的能力の確認訓練の要素を考慮した確認方法により、力量付与の妥当性を確認す

る。 

これは、大規模損壊対応の特殊性（通常の指揮命令系が機能しない場合の対応、発電所要員を最大

限活用する対応※１）を踏まえ、保安規定の記載内容を定めたものであり、他の教育訓練の具体的項

目は社内標準に基づき実施するものであるが、その考え方を次のとおり説明する。 

※１：通常の事故対応要員以外（消火活動要員）による炉心注水等の活動。 
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２．保安規定に記載する教育訓練の考え方 

（１）全般 

原子炉施設の保安活動の実施にあたり、必要な教育訓練については次の記載事項に基づき実施され

ている。 

保安規定条文 記載の考え方 

第３条（品質保証計画） 

６．２．２ 力量、教育・訓練および認識 

６．２人的資源として、保安活動全般に必要な教育

訓練の実施を規定し、具体的活動内容は社内標準に基

づき実施する。 

第１３１条（所員への保安教育） 

第１３２条（請負会社従業員への保安教育） 

教育訓練のうち、保安教育として実施するものにつ

いて、具体的な教育項目・頻度・時間数・対象者およ

び管理プロセスを規定する。 

第１８条（火災発生時の体制の整備） 

第１８条の２（内部溢水発生時の体制の整備） 

第１８条の２の２（火山影響等発生時の体制の整備） 

第１８条の３（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

添付２ 

新規制基準において要求された各体制の整備（Ｄ

Ｂ）として、教育訓練の実施を規定する。具体的な教

育訓練の項目として、設置許可にて約束した事項につ

いて、保安規定添付２または社内標準に規定する。※１ 

第１８条の５（ＳＡ発生時の体制の整備） 

第１８条の６（大規模損壊発生時の体制の整備） 

添付３ 

新規制基準において要求された各体制の整備（Ｓ

Ａ、大規模）として、教育訓練の実施を規定する。具

体的な教育訓練の項目として、設置許可にて約束した

事項について、保安規定添付３または社内標準に規定

する。※１ 

※１：設置許可での記載事項に対して、保安規定または社内標準への記載分けの考え方については、

「保安規定変更に係る基本方針（Ｈ３０．９）」に基づき、「行為者および行為内容」を保安規

定に規定し、「その行為内容の実施手段」を社内標準（２次文書、３次文書）で規定し、事業

者のＰＤＣＡサイクルにより継続的に改善を図る。 

 

（２）大規模損壊対応 

既認可保安規定において、大規模損壊対応の教育訓練については、設置許可（添付－１）および

保安規定に係る基本方針（添付－２）に基づき、以下のとおり記載している。 

（大規模損壊発生時の体制の整備）  

第１８条の６ ３号炉および４号炉について、安全・防災室長は、大規模な自然災害または故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムにより原子炉施設に大規模な損壊が生じた場合（以

下、「大規模損壊発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付３に示す「重大事

故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。  

(1) 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置に

関すること  

(2) (1)の要員に対する教育訓練に関する次の事項  

(a) 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること  

(b) 重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力を満足

することを確認するための訓練（以下、「技術的能力の確認訓練」という。）を年１回以上実

施すること  

(c) (b)項の訓練の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得ること  

(d) (b)項の訓練の結果を記録し、所長および原子炉主任技術者に報告すること  
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(3) 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備

に関すること 

添付３ 

２．大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事

項 

２．１ 体制の整備、教育訓練の実施および資機材の配備  

(2) 対応要員への教育訓練の実施 

各課（室）長は、「添付３ 1.1(2)教育訓練の実施」に規定する重大事故等対策にて実施する

教育訓練を基に、大規模損壊発生時における対応要員の役割に応じた任務を遂行するにあたり

必要となる力量を維持向上するための教育訓練を計画的に実施する。 

また、通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定した指揮者等の個別訓練を実施する。 

さらに、対応要員の役割に応じて付与される力量に加え、流動性をもって対応できるような

力量を確保していくことにより、期待する対応要員以外の対応要員でも対応できるよう教育訓

練の充実を図るとともに、教育内容についても充実を図る。 

 

ア 力量の維持向上のための教育訓練 

所長室長は、力量の維持向上のための教育訓練の実施計画を作成する。 

安全・防災室長は、緊急時対策本部要員のうち全体指揮を行う全体指揮者および原子炉毎

の指揮を行う指揮者ならびに通報連絡を行う通報連絡者（以下(2)において「指揮者等」とい

う。）および消火活動要員に対し、大規模損壊発生時に対処するために必要な力量の維持向

上を図るため、以下の教育訓練について、社内標準に基づき実施する。 

なお、力量の維持向上のために有効と判断される新たな知見等が発生した場合には、以下

の内容に限定せず、教育訓練を行う。 

(ｱ) 安全・防災室長は、消火活動要員に対する以下の操作の教育訓練が、年１回以上実施さ

れていることを確認する。 

ａ 化学消防自動車から原子炉へ注入または原子炉格納容器へスプレイするための接続

訓練 

ｂ 化学消防自動車から使用済燃料ピットへスプレイするための接続訓練 

(ｲ) 安全・防災室長は、緊急時対策本部の指揮者等を対象に、大規模損壊発生時に通常の指

揮命令系統が機能しない場合等の事象を想定した教育訓練を、年１回以上実施する。 

 

イ 技術的能力の確認訓練 

安全・防災室長は、技術的能力を満足することを確認するための訓練の実施計画を作成し、

原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。 

安全・防災室長は、指揮者等および消火活動要員に対し、大規模損壊発生時に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力を満足することを確認するための以下の訓練について、

社内標準に基づき実施する。 

(ｱ) 大規模損壊発生時のプラント状況の把握、情報収集、的確な対応操作の選択および指揮
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者等と消火活動要員との連携を含めた実効性等を確認するため、ア項(ｱ)ａまたはｂのい

ずれかの操作を踏まえた総合的な訓練について、任意の指揮者等および消火活動要員を対

象※に年１回以上実施する。 

※  毎年特定の者に偏らないように配慮する。 

 

 

これは、大規模損壊対応において、事故対応に用いる手順（参考－１）は、 

① 重大事故等対策で整備する設備（ＳＡ設備）を活用した対応手順 

② 重大事故等対策で整備する設備（多様性拡張設備）を活用した対応手順 

③ 事象進展の抑制および緩和に資するため多様性をもたせた対応手順 

であるが、このうち、①②は、重大事故対応の教育訓練により、必要な力量を付与し、維持向上

を図ることができるが、③については、大規模対応オリジナル手順として、別途の教育訓練が必要

となる。 

なお、①については、重大事故対応の担保となる手順であることから、保安規定添付３に「力量

の維持向上訓練」「成立性確認訓練」としての個別訓練項目を規定し、②③については重大事故対

応、大規模損壊対応の担保となる手順ではないことから、保安規定上に具体的な訓練項目の記載は

なく、社内標準に基づく教育訓練を行っている。 

 

また、大規模損壊対応の特殊性（通常の指揮命令系が機能しない場合の対応、発電所の要員を最

大限活用する対応）を踏まえ、次の２点について、力量の維持向上訓練を保安規定に規定してい

る。 

ａ．通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定した指揮者等の個別訓練 

ｂ．発電所内の対応要員を最大限に活用しなければならない事態を想定した個別の教育および訓

練（消火活動要員に対する化学消防自動車を用いた代替炉心注水、代替ＣＶスプレイ、ＳＦ

Ｐスプレイ） 

 

  

補(1)-243



３．力量付与の教育訓練 

大規模損壊対応に必要な力量付与については、対応手順の力量を付与する上述①②③に係る教育訓

練、および大規模損壊対応の特殊性を鑑みた上述ａ．ｂ．に係る教育訓練が必要となるが、上述２．

のとおり事故対応の担保との手順であるか、大規模損壊対応の特殊性を考慮し、保安規定に力量維持

向上訓練として規定した①、ａ．ｂ．に該当する教育訓練について、力量付与のための教育訓練とし

て保安規定に規定し、その他の教育訓練項目は、社内標準に基づき実施する。 

 

添付３ 

２．大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における

事項 

２．１ 体制の整備、教育訓練の実施および資機材の配備  

(2) 対応要員への教育訓練の実施 

 

(2) 対応要員への教育訓練の実施 

各課（室）長は、「添付３ 1.1(2)教育訓練の実施」に規定する重大事故等対策にて実施

する教育訓練を基に、大規模損壊発生時における対応要員の役割に応じた任務を遂行する

にあたり必要となる力量を維持向上するための教育訓練を計画的に実施する。 

また、通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定した指揮者等の個別訓練を実施する。 

さらに、対応要員の役割に応じて付与される力量に加え、流動性をもって対応できるよ

うな力量を確保していくことにより、期待する対応要員以外の対応要員でも対応できるよ

う教育訓練の充実を図るとともに、教育内容についても充実を図る。 

 

ア 力量の付与のための教育訓練  

(ｱ) 重大事故等対処設備を用いた大規模損壊対応 

「添付３ 1.1(2)教育訓練の実施 ア 力量の付与のための教育訓練」と同じ。 

(ｲ) その他の大規模損壊対応 

安全・防災室長は、緊急時対策本部要員のうち全体指揮を行う全体指揮者および原

子炉毎の指揮を行う指揮者ならびに通報連絡を行う通報連絡者（以下(2)において「指

揮者等」という。）または消火活動要員を新たに認定する場合は、第１３条第４項の体

制に入るまでに、以下の教育訓練について、社内標準に基づき実施する。 

ａ 消火活動要員 

(a) 化学消防自動車から原子炉へ注入または原子炉格納容器へスプレイするための

接続訓練 

(b) 化学消防自動車から使用済燃料ピットへスプレイするための接続訓練 

ｂ 指揮者等 

(a) 大規模損壊発生時に通常の指揮命令系統が機能しない場合等の事象を想定した

教育訓練 

(ｳ) 安全・防災室長は、(ｲ)項に係る設備を設置または改造する場合、当該設備の使用を

開始するまでに、技術的能力の確認訓練の要素を考慮した確認方法により、力量付与の

妥当性を確認する。 

 

イ 力量の維持向上のための教育訓練 

 

以上 
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添付－２ 

保安規定変更に係る基本方針（平成３０年９月）抜粋 

3.1.2.2重大事故等及び大規模損壊発生時の教育訓練について 

重大事故等及び大規模損壊発生時に対応する要員に対して、事象の種類及び事象の進展に応じて

的確かつ柔軟に対処するために必要な力量を確保するため、教育及び訓練を継続的に実施するとと

もに、要員に必要な力量の確保に当たっては、通常時の実務経験を通じて付与される力量に加え、重

大事故等及び大規模損壊発生時の対応の知識及び技能について、要員の役割に応じた教育及び訓練

を定めた頻度、内容で計画的に実施することにより、力量の維持及び向上を図る。 

また、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な要員の力量が有効性

評価の前提条件を満足することを検証するための訓練（以下、「成立性の確認訓練」という。）及び大

規模損壊発生時に対応する要員の力量が技術的能力を満足していることを確認する訓練（以下、「技

術的能力の確認訓練」という。）を実施することとし、具体的には以下のとおり実施する。 

 

（１）重大事故等発生時の教育訓練 

重大事故発生時に必要な要員に対する訓練については、以下に示す基本的な考えを踏まえ、

保安規定第１７条の６に骨子を記載し、具体的な実施方法については保安規定の添付３に明確

にする。 

   ａ．基本とする訓練（力量維持向上のための教育訓練） 

   ｂ. 要員が検証として行う訓練（成立性の確認訓練） 

全ての重要事故シーケンスおよび要員を網羅的に検証できるように、次の点に考慮し、成

立性の確認訓練を実施する。 

・ 訓練主体を考慮した訓練方法と網羅的な訓練内容を選定し、当該操作を行う者全員の

力量が検証できるよう実施する。 

・ 重要事故シーケンスによって、総合的な検証となる訓練を実施する。 

・ 代表となる重要事故シーケンスにおいて訓練を実施する場合は、操作の類似性及び網

羅性を考慮して訓練対象の事故シーケンスを選定する。 

・ 代表となる要員において訓練を実施する場合には、力量が確保されていないと判断さ

れた際には、代表と同じ役割の者に対して、役割に応じた成立性の確認訓練を追加実

施し、代表以外の力量を検証する。 

 

なお、要員が検証として行う訓練のうち、重要事故シーケンスによる総合的な検証とな

る訓練について、最初の訓練の実施時期は、新規制基準適合性確認後の初回の原子炉起動

までに、各号炉に対して実施する。 

   

（２）大規模損壊発生時の教育訓練 

大規模損壊発生時に必要な要員に対する訓練については、以下に示す基本的な考えを踏まえ、

保安規定第１７条の７に骨子を記載し、具体的な実施方法については保安規定の添付３に明確

にする。 
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ａ．基本とする訓練（力量維持向上のための教育訓練） 

ｂ. 要員が検証として行う訓練（技術的能力の確認訓練） 

大規模損壊特有の対応手順の訓練を実施するとともに、中央制御室が機能喪失するような

通常とは異なる体制で活動しなければならない場合にも対応できるよう指揮者の判断に主眼

をおいた訓練を実施する。 

具体的に検証として行う訓練内容については、プラント状況の把握、情報収集、的確な対応

操作の選択及び指揮者等と要員間の連携を踏まえた総合的な訓練を実施するとともに、要員

については、指揮者及び当該操作を行う要員の中から抜き取りにより、対象者を選定する。       

 

上記方針に基づく重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に係る保安規定の記載例を次に

示す。 

a.第１７条の６（重大事故等発生時の体制の整備） 

b.第１７条の７（大規模損壊発生時の体制の整備） 

c.第１２条  （運転員等の確保） 

d.添付３   「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」 

e.第１２９条 （所員への保安教育）、第１３０条（請負会社従業員への保安教育） 
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補足説明資料－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡ要員欠員時のプラント停止判断に係る記載について 
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保安規定第 13条（運転員等の確保）関係 
 

 

１．論点の内容 

（１） 第 18条の 5第 4項（２）の成立性の確認訓練において、成立性の確認訓練に係る者が、必要

な力量を確保できていないと判断した場合は、それ以外の保安規定（表 13－1及び表 13－3）に

定める人数の者についても力量が確保できていないと判断される。 

 

（２） 力量が確保できていないと判断された後、その原因を分析、評価し、改善等、必要な措置を講

じ、再訓練等を実施したが、必要な力量を確保できていないと判断した場合、原子炉の運転中は、

原子炉停止の措置を実施し、原子炉の停止中は、原子炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確

保する。 

なお、原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速やかに、実施する。 

 

２．保安規定変更に係る基本方針の内容 

論点の内容を踏まえた保安規定変更に係る基本方針の内容を以下に示す。 

（１）保安規定変更に係る基本方針 

集団食中毒のような事態により要員に欠員が生じた場合の措置及び成立性の確認訓練において、

その訓練に係る者が、力量を確保できていないと判断した場合の措置を（２）項のとおり、保安規

定の「第 13条（運転員等の確保）」及び「添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基

準」に規定する。 

 

（２）要員の欠員が生じた場合の措置 

要員の欠員が生じた場合の措置の内容を以下に示す。（添付資料－１参照） 

① 集団食中毒のような事態（②項の事態以外）により要員に欠員が生じた場合 

ａ．病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症が発生した場合、原子力

発電所の運転管理、設備管理をはじめ、安全確保に係る管理業務を最優先に継続する体制

を構築する。 

また、新感染症のまん延期においては、法令、保安規定を遵守するために必要な業務等、

必要不可欠な安全確保に係る管理業務を最優先に継続する。 

 

ｂ．保安規定（表 13－1 及び表 13－3）に定める人数の者に欠員が生じた場合は、休日、時間

外（夜間）を含め補充を行う。 

 

ｃ．保安規定（表 13－1 及び表 13－3）に定める人数の者の補充の見込みが立たないと判断し

た場合は、原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を実施し、原子炉の停止中は、原子炉の

停止状態を維持し、原子炉の安全を確保する。 

なお、原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速やかに、実

施する。 

また、ａ項の措置は、復帰するまで実施することとし、復帰した後、原子炉の運転状態も

復帰させる。 

 

② 成立性の確認訓練において、成立性の確認訓練に係る者が、力量を確保できていないと判断し

たことにより要員に欠員が生じた場合（添付資料－1参照） 

ａ．成立性の確認訓練（技術的能力の成立性確認、机上訓練による有効性評価の成立性確認、

中央制御室主体の操作に係る成立性確認及び現場訓練による有効性評価の成立性確認）にお

いて、その訓練に係る者が、役割に応じた必要な力量（以下「力量」という。）を確保でき

ていないと判断した場合は、速やかに、保安規定（表 13－1及び表 13－3）に定める人数の

者を確保する体制から、力量が確保できていないと判断された者を除外し、原子炉主任技術
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者の確認、所長の承認を得て、体制を構築する。 

 

ｂ．ａ項の訓練うち、中央制御室主体の操作に係る成立性確認、技術的能力の成立性確認及び

机上訓練による有効性評価の成立性確認により、力量を確保できていないと判断した場合は、

速やかに、以下の措置を講じる。 

（ａ）所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに、その原因を分析、評価し、改善等、

必要な措置を講じる。 

（ｂ）力量を確保できていないと判断された者に対して、必要な措置の結果を踏まえ、力量

が確保できていないと判断された個別の操作及び作業を対象に、力量の維持向上訓練を

実施した後、役割に応じた要員により成立性の確認訓練を実施し、力量が確保できてい

ることを確認し、所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

ｃ．ａ項の訓練うち、現場訓練による有効性評価の成立性確認により、力量を確保できていな

いと判断した場合は、速やかに、以下の措置を講じる。 

（ａ）所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに、その原因を分析、評価し、改善等、

必要な措置を講じる。 

（ｂ）成立性の確認を任意の班が代表して実施する場合、力量を確保できていないと判断さ

れた者と同じ役割の者に対して、必要な措置の結果を踏まえ、力量が確保できていない

と判断された個別の操作及び作業を対象に、役割に応じた成立性の確認訓練を実施し、

力量が確保できていることを確認し、所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（ｃ）（ｂ）項の措置により、力量が確保できる見込みが立たないと判断した場合は、所長

及び原子炉主任技術者に報告する。 

（ｄ）力量を確保できていないと判断された者については、必要により、改めて原因を分析、

評価し、改善等の必要な措置を講じ、力量の維持向上訓練を実施した後、力量を確保で

きていないと判断された成立性の確認訓練を実施し、力量が確保できていることを確認

する。 

（ｅ）（ｄ）項の措置により、力量が確保できていると判断した場合は、所長及び原子炉主

任技術者に報告する。 

 

ｄ．ａ項の訓練のうち、現場訓練による有効性評価の成立性確認において、除外された者と同

じ役割の者に対して、役割に応じた成立性の確認訓練を実施（ｃ項参照）し、その結果、力

量を確保できる見込みが立たないと判断した場合は、ｆ項の措置を講じる。 

 

ｅ．ａ項を受け、力量が確保できていないと判断された者については、教育訓練等により、力

量が確保されていることを確認した後、原子炉主任技術者の確認、所長の承認を得て、保安

規定（表 13－1及び表 13－3）に定める人数の者を確保する体制に復帰させる。 

 

ｆ．ｄ項の措置を受け、原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を実施し、原子炉の停止中は、

原子炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確保する。 

なお、原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速やかに、実

施する。 

また、ａ、ｃ項の措置は、復帰するまで実施することとし、復帰した後、原子炉の運転状

態も復帰させる。 

 

（３）完了時間の運用 

① 保安規定の「速やかに」の定義 

ａ．第３節において「速やかに」とは、可能な限り短時間で実施するものであるが、一義的に

時間を決められないものであり、意図的に遅延させることなく行うことを意味する。 

なお、要求される措置を実施する場合には、上記の主旨を踏まえた上で、組織的に実施す
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る準備（関係者への連絡、各運転員への指示、手順の準備・確認等を行うこと。）が整い次

第行う活動を意味する。 

 

ｂ．複数の「速やかに」実施することが要求される措置に規定されている場合は、いずれか１

つの要求される措置を「速やかに」実施し、引き続き遅滞なく、残りの要求される措置を実

施する。 

 

② ２．（２）項の「速やかに」等の運用 

ａ．集団食中毒のような事態（②項の事態以外）により要員に欠員が生じ、保安規定（表 13－

1 及び表 13－3）に定める人数の者に欠員が生じた場合は、休日、時間外（夜間）を含め補

充を行う。 

（ａ）「休日、時間外（夜間）を含め補充を行う。」の説明 

○ 保安規定（表 13－1 及び表 13－3）に定める人数の者に欠員が生じた場合は、休日、

時間外（夜間）を含め、以下の非常召集ルートを使用した召集時間を目安に、要員の補

充を行う。 

 

 

 

（ｂ）要員の体制管理 

○  配置（業務）中の要員に集団食中毒のような事態が発生した場合は、対象者を速やか

に、病院へ搬送するなど、人命、身体の安全を優先する措置を講じ、体調に問題のない

要員と交替し、体制を構成する。 

○  休日、時間外（夜間）に事態が発生した場合は、集団食中毒等の事態が収束するまで、

体調に問題のない要員と交替し、体制を構成する。 

○  交替する要員に集団食中毒のような事態が発生した場合は、体調に問題のない要員

と交替し、体制を構成する。 

 

ｂ．成立性の確認訓練（技術的能力の成立性確認、机上訓練による有効性評価の成立性確認、

中央制御室主体の操作に係る成立性確認及び現場訓練による有効性評価の成立性確認）にお

いて、その訓練に係る者が、力量を確保できていないと判断した場合は、速やかに、保安規

定（表 13－1及び表 13－3）に定める人数の者を確保する体制から、力量が確保できていな

いと判断された者を除外し、原子炉主任技術者の確認、所長の承認を得て、体制を構築する。 

（ａ）「速やかに」の説明 

○ （ｂ）項の管理を行うことで、速やかに（短時間）に対応を行う。 

（ｂ）要員の体制管理 

○  成立性の確認訓練において、その訓練に係る者が、必要な力量を確保できていないと

判断した場合でも、速やかに、保安規定（表 13－1及び表 13－3）に定める人数の者を

確保し、体制が構成できるように要員の体制管理を行う。 

 

ｃ．現場訓練による有効性評価の成立性確認により、力量を確保できていないと判断した場合

は、速やかに、以下の措置を講じる。 

（ａ）「速やかに」の説明 

○  現場訓練による有効性評価の成立性確認の成立性の確認により、力量を確保できて

いないと判断した場合は、その原因を分析、評価し、改善等、必要な措置を講じる。 

○  成立性の確認を任意の班が代表して実施する場合、力量を確保できていないと判断

された者と同じ役割の者に対して、必要な措置の結果を踏まえ、力量が確保できていな

いと判断された個別の操作および作業を対象に、役割に応じた成立性の確認訓練を実施

し、力量が確保できていることを確認する。 

○  力量を確保できていないと判断された者については、必要により、改めて原因を分

・非常召集ルートを使用した召集時間 ：約６時間 
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析、評価し、改善等の必要な措置を講じ、力量の維持向上訓練を実施した後、力量を確

保できていないと判断された成立性の確認訓練を実施し、力量が確保できていることを

確認する。 

（ｂ）措置の完了目標（添付資料－2参照） 

○ 約７日～約 10 日 

 

ｄ．原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を実施し、原子炉の停止中は、原子炉の停止状態を

維持し、原子炉の安全を確保する。なお、原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の

安全を確保しつつ、速やかに、実施する。 

（ａ）「速やかに」の説明 

○ 原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速やかに、実施す

る。 
（ｂ）原子炉停止の措置の完了目標（例） 
○ モード３ 12時間 

○ モード４ 36時間 

○ モード５ 56時間 
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３．保安規定変更の内容 

論点の内容を踏まえた保安規定変更の内容を以下に示す。 

（１）「第 13条（運転員等の確保）」の内容 

 

（運転員等の確保）  

第 １３ 条 発電室長は、原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する※１。なお、原子炉の運転に

必要な知識を有する者とは、原子炉の運転に関する実務の研修を受けた者をいう。  

２．発電室長は、原子炉の運転に当たって第１項で定める者の中から、１直あたり表１３－１に定め

る人数の者をそろえ、中央制御室あたり５直以上を編成した上で３交代勤務を行わせる。特別な事情

がある場合を除き、連続して２４時間を超える勤務を行わせてはならない。また、表１３－１に定め

る人数のうち、１名は当直課長とし、運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者

の中から選任された者とする。  

３．当直課長は、第２項で定める者のうち、表１３－２に定める人数の者を主機運転員以上の者の中

から常時中央制御室に確保する。  

４．各課（室）長は、重大事故等の対応のための力量を有する者を確保する※１。また、技術課長は、

重大事故等の対応を行う要員として、表１３－３に定める人数を常時確保する。  

５．技術課長および発電室長は、第１８条の５第４項(2)の成立性確認において、その訓練に係る者が、

役割に応じた必要な力量（以下、本条において「力量」という。）を確保できていないと判断した場

合は、速やかに、表１３－１および表１３－３に定める人数の者を確保する体制から、力量が確保で

きていないと判断された者を除外し、原子炉主任技術者の確認、所長の承認を得て体制を構築する。 

６．所長は、第５項の訓練のうち、現場訓練による有効性評価の成立性確認において、除外された者

と同じ役割の者に対して、役割に応じた成立性の確認訓練を実施し、その結果、力量を確保できる見

込みが立たないと判断した場合は、第９項の措置を講じる。  

７．技術課長および発電室長は、力量が確保できていないと判断された者については、教育訓練等に

より、力量が確保されていることを確認した後、原子炉主任技術者の確認、所長の承認を得て、表１

３－１および表１３－３に定める人数の者を確保する体制に復帰させる。  

８．技術課長および発電室長は、第２項および第４項に定める人数の者に欠員が生じた場合は、休日、

時間外（夜間）を含め補充を行う。また、所長は、第２項および第４項に定める人数の者の補充の見

込みが立たないと判断した場合は、第９項の措置を講じる。  

９．所長は、第６項、第８項の判断を行った場合の措置として、原子炉の運転中は、原子炉停止の措

置を実施し、原子炉の停止中は、原子炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確保する。なお、原子

炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速やかに、実施する。 

 

※１：重大事故等対処施設等の使用を開始するにあたっては、あらかじめ力量の付与のための教育訓

練を実施する。 
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表１３－１ 

中央制御室名 Ｂ中央制御室 
（３号炉） 

モード１、２、３、４、５および６の場合 ８名以上※２ 

使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間の場合※３ ６名以上※２ 

※２：当直課長を含む。 
※３：照射済燃料移動中も含む（以下、同じ）。 
 
 
表１３－２ 

中央制御室名 Ｂ中央制御室 
（３号炉） 

モード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピットに

燃料体を貯蔵している期間の場合※３ 2名以上※４ 

※４：当直課長または当直主任を含む主機運転員以上。 

 

 

表１３－３ 

 運転モード 緊急時対策本部要員 緊急安全対策要員 

常駐 

モード１、２、３、４、５および６

の場合 
４名以上 

３３名以上 

使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵

している期間の場合※３ ２７名以上 

召集 
モード１、２、３、４、５、６およ

び使用済燃料ピットに燃料体を貯

蔵している期間の場合※３ 
５名以上 － 
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（２）「添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」の内容 

 

「添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に以下の内容を規定する。 

 

① 集団食中毒のような事態（②項の事態以外）により要員に欠員が生じた場合 

ｄ 病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症等が発生し、第 13 条に規定

する所定の重大事故等対策要員（運転員、緊急安全対策要員および緊急時対策本部要員にて構成

される。以下同じ。）に欠員が生じた場合は、休日、時間外（夜間）を含め重大事故等対策要員

の補充を行うとともに、そのような事態に備えた重大事故等対策要員の体制に係る管理を行う。 

また、重大事故等対策要員の補充の見込みが立たない場合は、所長に連絡するとともに、原子

炉停止等の措置を実施し、確保できる重大事故等対策要員で、安全が確保できる原子炉の運転状

態に移行する。 

 

② 成立性の確認訓練において、成立性の確認訓練に係る者が、必要な力量を確保できていないと判断
したことにより要員に欠員が生じた場合 

(ｲ) 成立性の確認結果を踏まえた措置 

ａ 中央制御室主体の操作に係る成立性確認、技術的能力の成立性確認および机上訓練による有効

性評価の成立性確認の場合 

成立性の確認により、役割に応じた必要な力量（以下(ｲ)において「力量」という。）を確保で

きていないと判断した場合は、速やかに以下の措置を講じる。 

(a) 所長および原子炉主任技術者に報告するとともに、その原因を分析、評価し、改善等、必要な

措置を講じる。 

(b) 力量を確保できていないと判断された者に対して、必要な措置の結果を踏まえ、力量が確保で

きていないと判断された個別の操作および作業を対象に、力量の維持向上訓練を実施した後、役

割に応じた要員により成立性の確認訓練を実施し、力量が確保できていることを確認し、所長お

よび原子炉主任技術者に報告する。 

 

ｂ 現場訓練による有効性評価の成立性確認の場合 

成立性の確認により、力量を確保できていないと判断した場合は、速やかに以下の措置を講じ

る。 

(a) 所長および原子炉主任技術者に報告するとともに、その原因を分析、評価し、改善等、必要

な措置を講じる。 

(b) 成立性の確認を任意の班が代表して実施する場合、力量を確保できていないと判断された者

と同じ役割の者に対して、必要な措置の結果を踏まえ、力量が確保できていないと判断された

個別の操作および作業を対象に、役割に応じた成立性の確認訓練を実施し、力量が確保できて

いることを確認し、所長および原子炉主任技術者に報告する。 

(c) (b)項の措置により、力量が確保できる見込みが立たないと判断した場合は、所長および原子

炉主任技術者に報告する。 

(d) 力量を確保できていないと判断された者については、必要により、改めて原因を分析、評価

し、改善等の必要な措置を講じ、力量の維持向上訓練を実施した後、力量を確保できていない

と判断された成立性の確認訓練を実施し、力量が確保できていることを確認する。 

(e) (d)項の措置により、力量が確保できていると判断した場合は、所長および原子炉主任技術者

に報告する。 
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○力量の維持向上のための

教育訓練の実施 

○成立性の確認訓練の実施他 

（添付資料－１－(２)参照） 

※ 

力量を確保できるこ

とを確認した 

要員の欠員が発生 

Ａ 集団食中毒のような事態によ

り要員に欠員が生じた。 

Ｂ 成立性の確認訓練において、

その訓練に係る者が、力量を確

保できていないと判断したこと

により要員に欠員が生じた。 

発電所運転中 

要員の補充の見込みが

立ち、補充する。 

○速やかに、保安規定に

定める人数の者を確

保する体制から、力

量が確保できていな

いと判断された者を

除外し、原子炉主任

技術者の確認 、 所

長 の 承 認 を 得て、

体制を構築する。 

通常の体制 

原子炉停止状態の維持 
原子炉の停止中は、原子炉

の停止状態を維持し、原子

炉の安全を確保する。 

原子炉停止の措置 
原子炉の運転中は、原子炉停止の措置

を実施し、原子炉の安全を確保する。

なお、原子炉停止の措置の実施に当た

っては、原子炉の安全を確保しつつ、

速やかに、実施する。 

 

添付資料－１－（１） 

保安規定変更に係る基本方針の内容（要員の欠員が生じた場合の措置のイメージ １－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに、成立性の確認訓練 

に係る者が必要な力量を確

保できていないと判断した、

その原因を分析し、評価及び

改善等、必要な措置を講じる。 

時間外（夜間）を含め速やか

に要員の補充を行う。 

除外された者と同じ役割の

者に対して、役割に応じた成

立性の確認訓練を実施し、力

量が確保できていることを

確認する。 

原子炉停止の措置を実施し、

原子炉の安全を確保する。 

○成立性の確認訓練の結果を踏まえ、操作、作業及び連

携の観点から、力量を確保できていないと判断した役

割ごとの、その訓練に係る者（要員）について、体制か

ら除外。（例：④緊急時対策本部要員（召集）を除く。

①～③は要員として配置可能。） 

 要員 

① 運転員（当直員）（現地対応のみ） 

② 緊急時対策本部要員（常駐） 

③ 緊急安全対策要員 

④ 緊急時対策本部要員（召集） 

 

（完了時間：７日～１０日） 

○再度実施する成立性の確認訓練

は、力量が確保されていないと

判断された個別の操作及び作業

を、役割に応じた必要な要員に

より、必要な力量が確保できて

いることを確認する。 

保安規定に定める人数の者

の補充の見込みが立たない

と判断した場合 

力量を確保できること 

の見込みが立たないと 

判断した場合 

【除外された者と同

じ役割の者の措置】 【要員確保】 
【除外した者の措置】 

【要員の確保】 

対象の成立性の確認訓練  
○現場訓練による有効性評価の成立性確認 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

A 

B 

【力量の確認】
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成立性の確認訓練において、成立性

の確認訓練に係る者が、力量を確保

できていないと判断したことにより

要員に欠員が発生 

（添付資料-1-(1)と同措置） 

除外した成立性の確認訓練に係る者の

措置開始 

②成立性の確認訓練の実施 
（机上教育による有効性評価の成立性確認） 

○現場主体の作業、操作に係る

重大事故シーケンスを対象

に、役割に応じ必要な手順の

机上教育を実施 

成立性の確認訓練に係る者が必要

な力量を確保できていないと判断

した、その原因を分析し、評価及

び改善等、必要な措置を講じる。 

（添付資料-1-(1)の措置の確認及

び必要により、改めて実施） 

添付資料－１－（１） 

※ 

①成立性の確認訓練の実施 
（技術的能力の成立性確認） 
○技術的能力に係る審査基準で

要求されている手順のうち、有

効性評価においてクリティカ

ルとなるものを、役割に応じ必

要な手順の訓練を実施 

③成立性の確認訓練の実施 

（有効性評価の成立性確認） 

○力量が確保できていない
と判断された重大事故シ
ーケンスを成立性の確認
訓練に係る者（訓練班）で実
施 

対象の成立性の確認訓練 

○現場訓練による有効性評価の成立性確認 

添付資料－１－（２） 
保安規定変更に係る基本方針の内容（要員の欠員が生じた場合の措置のイメージ １－２） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに、保安規定に定める人数の者
を確保する体制から、力量が確保でき
ていないと判断された者を除外し、原
子炉主任技術者の確認、所長の承認
を得て、体制を構築する。 

（添付資料-1-(1)と同措置） 

力量の維持向上のための教育訓練の実施 

○事象の種類及び事象の進展に応じて的

確、かつ、柔軟に対処するために必要

な教育訓練を実施 

体制の復帰 

措置 

再訓練等要 

再訓練等要 

再訓練等要 

完了 

完了 

完了 

○成立性の確認訓練の結果を踏まえ、操作、作業及び連携

の観点から、力量を確保できていないと判断した役割

ごとの、その訓練に係る者（要員）について、体制から

除外。（例：④緊急時対策本部要員（召集）を除く。①

～③は要員として配置可能。） 

 要員 

① 運転員（当直員）（現地対応のみ） 

② 緊急時対策本部要員（常駐） 

③ 緊急安全対策要員 

④ 緊急時対策本部要員（召集） 

 

【力量が確保できていないと判断された成立性の確認訓練に

係る者の措置】 

除外した成立性の確認訓練に係る者のうち、必要な力量を確保

できていないと判断した、役割ごとの成立性の確認訓練に係る

者（要員）について、その原因分析、評価及び改善等、必要な

措置を講じ、力量の維持向上を確認するため、教育訓練等を行

い、その結果を踏まえ、体制に復帰（復帰期間の制限はないが

計画的に実施する。）させる。 

成立性の確認訓練に係る者（個別要員）で実施する。 

（例：③緊急安全対策要員） 

成立性の確認訓練に係る者（個別要員）で実施する。 

（例：③緊急安全対策要員） 

成立性の確認訓練に係る者（個別要員）で実施する。 

（例：③緊急安全対策要員） 

成立性の確認訓練に係る者（全要員）で実施する。 

例：①運転員（当直員） 

②緊急時対策本部要員（常駐） 

③緊急安全対策要員 

④緊急時対策本部要員（召集） 
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成立性の確認訓練において、成

立性の確認訓練に係る者が、力

量を確保できていないと判断 

成立性の確認訓練に係る者が

必要な力量を確保できていな

いと判断した、その原因を分析

し、評価及び改善等、必要な措

置を講じる。 

対象の成立性の確認訓練 

○技術的能力の成立性確認 

○机上教育による有効性評価の成立性確認 

○中央制御室主体の操作に係る成立性確認 

力量の維持向上訓練の実施 

○事象の種類及び事象の進展

に応じて的確、かつ、柔軟

に対応するために必要な教

育訓練を実施 

除外した成立性確認の確認訓練に

係る者の措置開始 

①成立性の確認訓練の実施 

（技術的能力の成立性確認） 

○技術的能力に係る審査基準で

要求されている手順のうち、

有効性評価においてクリティ

カルとなるものを、役割に応

じ必要な手順の訓練を実施 

②成立性の確認訓練の実施 

（机上教育による有効性評価の

成立性確認） 

○現場主体の作業・操作に係る

重大事故シーケンスを対象

に、役割に応じ必要な手順の

机上教育を実施 

③成立性の確認訓練の実施 

（中央制御室主体の操作に係る

成立性確認） 

○中央制御室主体の操作に係る

重大事故シーケンスを対象に、

運転員等を対象に、役割に応

じ必要な手順の訓練を実施 

各成立性の確認訓練

の結果 

○速やかに、保安規定に

定める人数の者を確保

する体制から、力量が

確保できていないと判

断されたものを除外

し、原子炉主任技術者

の確認、所長の承認を

得て、体制を構築す

る。 

添付資料－１－（３） 

保安規定変更に係る基本方針の内容（要員の欠員が生じた場合の措置のイメージ １－２） 

 

 

体制の復帰 

【力量が確保できていないと判断された成立性の確認訓練に

係る者の措置】 

除外した成立性の確認訓練に係る者のうち、必要な力量を確保

できていないと判断した、役割ごとの成立性の確認訓練に係る

者（要員）について、その原因分析、評価及び改善等、必要な

措置を講じ、力量の維持向上を確認するため、教育訓練等を行

い、その結果を踏まえ、体制に復帰（復帰期間の制限はないが

計画的に実施する。）させる。 

必要な訓練を実施 

完了 

再教育訓練等要 

○成立性の確認訓練の結果を踏まえ、操作、作業及び連携

の観点から、力量を確保できていないと判断した役割

ごとの、その訓練に係る者（要員）について、体制から

除外。（例：④緊急時対策本部要員（召集）を除く。①

～③は要員として配置可能。） 

 要員 

① 運転員（当直員）（現地対応のみ） 

② 緊急時対策本部要員（常駐） 

③ 緊急安全対策要員 

④ 緊急時対策本部要員（召集） 
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添
付
資
料
－
２
 

体
制
の
復
帰
ま
で
の
期
間
（
例
）
 

 

 
  

○
成
立
性
確
認
訓
練
に
お
け
る
「
技
術
的
能
力
基
準
で
示
さ
れ

る
19
 の
手
順
」
の
訓
練
時
間
 

【
訓
練
項
目
（
例
）】

 

○
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
補
機
冷
却
水
(海
水
)通
水
（
操
作
項
目
） 

・
ﾃ゙
ｨｽ
ﾀﾝ
ｽﾋ゚
ｽー接
続
 

○
訓
練
時
間
の
内
訳
（
例
）
 

（
訓
練
時
間
＝
ﾀｲ
ﾑﾁ
ｬー
ﾄの
時
間
）
 

・
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
海
水
通
水
(6
 時
間
) 

・
ﾃ゙
ｨｽ
ﾀﾝ
ｽﾋ゚
ｽー接
続
 

(7
0
分
) 

↓
 

・
成
立
性
の
確
認
訓
練
時
間
（
7
0
分
）

 

＋
 準
備
・
片
付
け
(1
時
間
)＝

2
時
間

10
分
 

↓
 

・
2
時
間

10
分
×
16
 班
（
想
定
）
＝
約

4
日
 

 

 
項
 

目
 

 
備

 
考
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

７
 

８
 

９
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

  １
         

成
立
性
確
認
を
実
施
し

た
任
意
の
班
に
お
い
て

力
量
が
確
保
で
き
て

い
な
い
と
判
断
さ
れ

た
者
以
外
の
者
の
力

量
確
認
等
 

成
立
性
の
確
認
訓
練
に
お
い

て
、
成
立
性
の
確
認
訓
練
に
係

る
者
が
、
力
量
を
確
保
で
き
て

い
な
い
と
判
断
 

 

発
生
 

▽
 

  ２
 

そ
の
原
因
を
分
析
し
、
評
価
及

び
改
善
等
、
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。
 

  ３
 

成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
 

  ４
 

力
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い

と
判
断
さ
れ
た
者
を
除

外
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の

確
認
、
所
長
の
承
認
を
得

て
、
体
制
を
構
築
 

  ５
 

体
制
の
復
帰
 

 

復
帰
 

▽
 

  ６
  

除
外
し
た
力
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
者

の
教
育
訓
練
及
び
成
立
性
の
確
認
訓
練
等
 

調
整
日
 

日
 

数
 調
整
日
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補足説明資料－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤操作防止に関する事項について 
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上
流
文
書
（
設
置

 
更
許
可
申
請
書
）
 

 
保
安
規
定

 
 
記
載

 
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1.

1.
1.
9
誤
操
作
防
止
及

 
容
易

 
操
作
】
 

（
1
／
3
）
 

  

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
本
文
】
 

(
補
正
)
H2
8
.6
.2
3
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
添
付
書
類
八
】
 

(
補
正
)H
2
8
.
6.
2
3 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

(
3)
 
そ
の
他
の
主
要
な
構
造

 
(
ⅰ

)
 本
原
子
炉
施
設
は
、

(1
)
 耐
震
構
造
、

(
2
) 
耐

津
波
構
造
に
加
え
、
以
下
の
基
本
的
方
針
の

基
に
安
全
設
計
を
行
う
。

 
a
. 
設
計
基
準
対
象
施
設

 
 

1.
1
.1

.
9 
誤
操
作
防
止
及
び
容
易
な
操
作

 

(1
)
 設
計
方
針

 

原
子
炉
施
設
は
、
設
計
、
製
作
、
建
設
及
び
試
験

検
査
を
通
じ
て
、
信
頼
性
の
高
い
も
の
と
し
、
運
転

員
の
誤
操
作
等
に
よ
る
異
常
状
態
に
対
し
て
は
、
警

報
に
よ
り
、
運
転
員
が
措
置
し
得
る
よ
う
に
す
る
と

と
も
に
、
も
し
、
こ
れ
ら
の
修
正
動
作
が
取
ら
れ
な

い
場
合
に
も
、
原
子
炉
の
固
有
の
安
全
性
及
び
安
全

保
護
回
路
の
作
動
に
よ
り
、
過
渡
変
化
が
安
全
に
収

束
す
る
設
計
と
す
る
。

 

原
子
炉
施
設
は
、
運
転
員
の
誤
操
作
を
防
止
す
る

設
計
と
す
る
。

 

安
全
施
設
は
、
操
作
が
必
要
と
な
る
理
由
と
な
っ

た
事
象
が
有
意
な
可
能
性
を
も
っ
て
同
時
に
も
た
ら

さ
れ
る
環
境
条
件
及
び
施
設
で
有
意
な
可
能
性
を
も

っ
て
同
時
に
も
た
ら
さ
れ
る
環
境
条
件
下
に
お
い
て

も
、
運
転
員
が
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設

計
基
準
事
故
に
対
応
す
る
た
め
の
設
備
を
中
央
制
御

室
及
び
現
場
操
作
場
所
に
お
い
て
容
易
に
操
作
す
る

こ
と
が
で
き
る
設
計
と
す
る
。

 

 
 

 
 

(
e)
 
誤
操
作
の
防
止

 

設
計
基
準
対
象
施
設
は
、
プ
ラ
ン
ト
の
安
全
上
重
要

な
機
能
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
る
機
器
・
弁
等

に
対
し
て
、
色
分
け
や
掲
示
札
の
取
り
付
け
等
の
識
別

管
理
や
人
間
工
学
的
な
操
作
性
も
考
慮
し
た
監
視
操
作

エ
リ
ア
・
設
備
の
配
置
、
中
央
監
視
操
作
の
盤
面
配

置
、
理
解
し
や
す
い
表
示
方
法
と
す
る
と
と
も
に
施
錠

管
理
を
行
い
、
運
転
員
の
誤
操
作
を
防
止
す
る
設
計
と

す
る
。

 

ま
た
、
中
央
制
御
室
は
原
子
炉
補
助
建
屋
（
耐
震
Ｓ

ク
ラ
ス
）
内
に
設
置
し
、
放
射
線
防
護
措
置
（
遮
蔽
及

び
換
気
空
調
の
閉
回
路
循
環
運
転
の
実
施
）、
火
災
防

護
措
置
（
消
火
設
備
の
設
置
）
、
照
明
用
電
源
の
確
保

措
置
を
講
じ
、
環
境
条
件
を
想
定
し
て
も
、
運
転
員
が

運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準
事
故
に
対

応
す
る
た
め
の
設
備
を
容
易
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き

る
設
計
と
す
る
と
と
も
に
、
現
場
操
作
に
お
い
て
同
様

な
環
境
条
件
を
想
定
し
て
も
、
設
備
を
容
易
に
操
作
す

る
こ
と
が
で
き
る
設
計
と
す
る
。

 

(2
)
 手
順
等

 

a.
 
現
場
手
動
弁
の
色
分
け
及
び
保
守
・
点
検
作
業

に
係
る
識
別
管
理
方
法
を
定
め
る
と
と
も
に
、

弁
・
機
器
の
施
錠
管
理
方
法
を
定
め
運
用
す
る
。

 

（
運
転
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
作
成
）

 

第
 
１
５

 
条

 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除

く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
施
設

の
運
転
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
を
作
成
し
、

制
定
・
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
第
８
条
第
２
項

に
基
づ
き
運
営
委
員
会
の
確
認
を
得
る
。

 

(
1
)～

(
6)
（
省
略
）

 

(
7
) 
誤
操
作
の
防
止
に
関
す
る
事
項

 

(
8
)～

(
9)
（
省
略
）

 

 

・
要
求
事
項
及
び
法
令
等
へ

適
合
す
る
事
項
を
確
実
に

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
は
、
保
安
規
定
に
記

載
 

・
操
作
上
の
留
意
事
項
に
関

す
る
事
項
は
、
保
安
規
定

に
記
載
せ
ず
下
部
規
定
に

記
載

 

・
運
転
管
理
通
達

(
既
存

)
 

・
原
子
力
運
転
業
務
要
綱
（
既
存
）

 

・
原
子
力
発
電
業
務
要
綱
（
既
存
）

 

・
設
計
基
準
事
象
時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に

関
す
る
所
達
（
新
規
）

 

・
技
術
業
務
所
則
（
既
存
）

 

・
発
電
業
務
所
則
（
既
存
）

 

・
現
場
手
動
弁
の
識
別
管
理
な
ら
び

に
施
錠
管
理
方
法
に
つ
い
て
記
載

し
て
い
る
。

(新
規
記
載
)
 

・
保
守
・
点
検
作
業
に
係
る
識
別
管

理
方
法
に
つ
い
て
記
載
し
て
い

る
。

(新
規
記
載

)
 

 
b.
 
中
央
制
御
室
換
気
設
備
に
つ
い
て
は
、
閉
回
路

循
環
運
転
に
関
す
る
運
転
手
順
を
定
め
運
用
す

る
。

 

（
運
転
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
作
成
）

(
b
)
 

第
 
１
５

 
条

 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除

く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
施
設

の
運
転
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
を
作
成
し
、

制
定
・
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
第
８
条
第
２
項

に
基
づ
き
運
営
委
員
会
の
確
認
を
得
る
。

 

(
1
)～

(
2)
（
省
略
）

 

(
3
) 
異
常
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項

 

(
8
)～

(
9)
（
省
略
）
 

  

・
要
求
事
項
及
び
法
令
等
へ

適
合
す
る
事
項
を
確
実
に

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
は
、
保
安
規
定
に
記

載
 

 

・
運
転
管
理
通
達
（
既
存
）

 

・
原
子
力
運
転
業
務
要
綱
（
既
存
）

 

・
発
電
業
務
所
則
（
既
存
）

 

・
事
故
時
操
作
所
則
（
既
存
）

 

・
設
計
基
準
事
象
時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に

関
す
る
所
達
（
新
規
）

 

 

中
央
制
御
室
換
気
空
調
設
備
の
閉

回
路
循
環
運
転
に
関
す
る
手
順
に
つ

い
て
、
火
山
か
ら
の
降
灰
、
外
部
火

災
に
対
応
す
る
手
順
に
記
載
す
る
。

(新
規
記
載

)
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上
流
文
書
（
設
置

 
更
許
可
申
請
書
）
 

 
保
安
規
定

 
 
記
載

 
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1.

1.
1.
9
誤
操
作
防
止
及

 
容
易

 
操
作
】
 

（
2
／
3
）
 

  

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
本
文
】
 

(
補
正
)
H2
8
.6
.2
3
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
添
付
書
類
八
】
 

(
補
正
)H
2
8
.
6.
2
3 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

 
c.
 
防
火
・
防
災
管
理
業
務
及
び
初
期
消
火
活
動
の

た
め
の
体
制
や
運
用
方
法
等
を
定
め
運
用
す
る
。

 

（
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

第
 
１
８
条

 
保
全
計
画
課
長
は
、
火
災
が
発
生

し
た
場
合
（
以
下
、
「
火
災
発
生
時
」
と
い

う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次

の
各
号
を
含
む
計
画
※
２
を
策
定
し
、
所
長
の

承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
２
に
示

す
「
火
災
、
内
部
溢
水
お
よ
び
自
然
災
害
対
応

に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。

 

(
1
) 
中
央
制
御
室
か
ら
消
防
機
関
へ
通
報
す

る
た
め
の
専
用
回
線
を
使
用
し
た
通
報
設

備
の
設
置
※
３
 

(
2
) 
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
要
員
の
配
置

 

(
3
) 
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す

る
教
育
訓
練

 

(
4
) 
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
資
機
材
の
配
備

 

(
5
) 
発
電
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
適
切
な
管

理
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）

は
、
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
火
災
発
生
時
に

お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備

を
実
施
す
る
。

 

 

・
要
求
事
項
及
び
法
令
等
へ

適
合
す
る
事
項
を
確
実
に

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
は
、
保
安
規
定
に
記

載
 

 

・
火
災
防
護
通
達
（
既
存
）

 

・
火
災
防
護
計
画
（
新
規
）

 

 

防
火
・
防
災
管
理
業
務
及
び
初
期

消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
及
び
運
用

方
法
等
を
定
め
運
用
す
る
こ
と
に
つ

い
て
記
載
す
る
。

(
新
規
記
載

)
 

 
d.
 
地
震
発
生
時
は
運
転
員
机
、
運
転
コ
ン
ソ
ー
ル

の
手
摺
に
て
身
体
の
安
全
確
保
に
努
め
る
と
と
も

に
、
操
作
を
中
止
し
安
全
確
保
に
努
め
る
よ
う
規

定
類
に
定
め
運
用
す
る
。

 

（
運
転
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
作
成
）

 

第
 
１
５

 
条

 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除

く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
施
設

の
運
転
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
を
作
成
し
、

制
定
・
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
第
８
条
第
２
項

に
基
づ
き
運
営
委
員
会
の
確
認
を
得
る
。

 

(
1
)～

(
6)
（
省
略
）

 

(
7
) 
誤
操
作
の
防
止
に
関
す
る
事
項

 

(
8
)～

(
9)
（
省
略
）
 

 

・
要
求
事
項
及
び
法
令
等
へ

適
合
す
る
事
項
を
確
実
に

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
は
、
保
安
規
定
に
記

載
 

・
運
転
管
理
通
達
（
既
存
）

 

・
原
子
力
運
転
業
務
要
綱
（
既
存
）

 

・
設
計
基
準
事
象
時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に

関
す
る
所
達
（
新
規
）

 

・
発
電
業
務
所
則
（
既
存
）

 

地
震
発
生
時
は
運
転
員
机
、
制
御

盤
の
手
摺
に
て
身
体
の
安
全
確
保
に

努
め
る
と
と
も
に
、
操
作
を
中
止
し

安
全
確
保
に
努
め
る
こ
と
を
記
載
す

る
。
(
新
規
記
載
)
 

 
e.
 
適
切
な
保
守
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
故
障
時

に
お
い
て
は
補
修
を
行
う
。

 

（
保
守
管
理
計
画
）

 

第
１
２
０
条

 
保
守
管
理
を
実
施
す
る
に
あ
た

り
、
以
下
の
保
守
管
理
計
画
を
定
め
る
。

 

４
．
保
全
対
象
範
囲
の
策
定

 

原
子
力
部
門
は
、
原
子
力
発
電
施
設
の
中

か
ら
、
保
全
を
行
う
べ
き
対
象
範
囲
と
し
て

次
の
各
項
の
設
備
を
選
定
す
る
。

 

(1
)
 重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
、
一
般
の
産

業
施
設
よ
り
も
さ
ら
に
高
度
な
信
頼
性
の

確
保
お
よ
び
維
持
が
要
求
さ
れ
る
機
能
を

有
す
る
設
備

 

・
要
求
事
項
及
び
法
令
等
へ

適
合
す
る
事
項
を
確
実
に

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
は
、
保
安
規
定
に
記

載
 

・
保
守
管
理
通
達
（
既
存
）

 

・
原
子
力
保
修
業
務
要
綱
（
既
存
）

 

・
原
子
力
保
修
業
務
要
綱
指
針
（
既

存
）

 

・
設
計
基
準
事
象
時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に

関
す
る
所
達
（
新
規
）

 

・
保
修
業
務
所
則
（
既
存
）

 

重
要
度
分
類
指
針
に
従
い
、
保
全

を
行
う
べ
き
設
備
を
適
切
に
保
守
管

理
し
、
故
障
時
に
お
い
て
は
、
補
修

を
実
施
す
る
こ
と
を
記
載
す
る
。
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上
流
文
書
（
設
置

 
更
許
可
申
請
書
）
 

 
保
安
規
定

 
 
記
載

 
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1.

1.
1.
9
誤
操
作
防
止
及

 
容
易

 
操
作
】
 

（
3
／
3
）
 

  

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
本
文
】
 

(
補
正
)
H2
8
.6
.2
3
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
添
付
書
類
八
】
 

(
補
正
)H
2
8
.
6.
2
3 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
内
容
の
概
要
 

(2
)
 重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
、
一
般
の
産

業
施
設
と
同
等
以
上
の
信
頼
性
の
確
保
お

よ
び
維
持
が
要
求
さ
れ
る
機
能
を
有
す
る

設
備

 

(3
)
 設
置
変
更
許
可
申
請
書
お
よ
び
工
事
計
画

認
可
申
請
書
で
保
管
お
よ
び
設
置
要
求
が

あ
り
、
許
可
ま
た
は
認
可
を
得
た
設
備

 

(4
)
 多
様
性
拡
張
設
備
※
１
 

(5
)
 炉
心
損
傷
ま
た
は
格
納
容
器
機
能
喪
失
を

防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
す
る

設
備

 

(6
)
 そ
の
他
自
ら
定
め
る
設
備

 

※
１
：
多
様
性
拡
張
設
備
と
は
、
技
術
基
準
上
の

全
て
の
要
求
事
項
を
満
た
す
こ
と
や
全
て

の
プ
ラ
ン
ト
状
況
に
お
い
て
使
用
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ン
ト
状
況
に

よ
っ
て
は
、
事
故
対
応
に
有
効
な
設
備

 

 

 
f.
 
識
別
管
理
、
施
錠
管
理
に
関
す
る
教
育
を
実
施

す
る
。
ま
た
、
換
気
空
調
設
備
、
照
明
設
備
に
関

す
る
運
転
操
作
及
び
保
守
管
理
に
つ
い
て
も
教
育

を
実
施
す
る
。

 

第
１
３
１
条
（
所
員
へ
の
保
安
教
育
）

(
f
)
 

表
１
３
１
－
１
 
抜
粋

 

＜
大
分
類
＞

 

そ
の
他
反
復
教
育

 

＜
中
分
類
＞

 

原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と

 

＜
小
分
類
＞

 

運
転
管
理

 

＜
中
分
類
＞

 

＜
小
分
類
＞

 

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と

 

 

・
要
求
事
項
及
び
法
令
等
へ

適
合
す
る
事
項
を
確
実
に

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
は
、
保
安
規
定
に
記

載
 

・
教
育
・
訓
練
要
綱
（
既
存
）

 

・
運
転
管
理
通
達
（
既
存
）

 

・
運
転
員
教
育
訓
練
要
綱
指
針
（
既

存
）

 

・
設
計
基
準
事
象
時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に

関
す
る
所
達
（
新
規
）

 

 

以
下
の
教
育
・
訓
練
を
実
施
す
る
旨

を
記
載
す
る
。

(
新
規
記
載
)
 

・
識
別
管
理
及
び
施
錠
管
理
に
関
す

る
教
育
、
中
央
制
御
室
閉
回
路
循

環
運
転
（
運
転
員
が
対
象
）

 

・
識
別
管
理
に
関
す
る
教
育
、
換
気

空
調
設
備
及
び
照
明
設
備
（
落
下

防
止
）
に
係
る
保
守
・
点
検
（
当

該
設
備
の
保
守
管
理
を
行
う
者
が

対
象
）

 

 

 
g.
 
消
防
訓
練
を
実
施
し
、
初
期
消
火
活
動
要
員
と

し
て
の
資
質
の
向
上
を
図
る
。

 

（
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

第
 
１
８
条

 
保
全
計
画
課
長
は
、
火
災
が
発
生

し
た
場
合
（
以
下
、
「
火
災
発
生
時
」
と
い

う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次

の
各
号
を
含
む
計
画
※
２
を
策
定
し
、
所
長
の

承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
２
に
示

す
「
火
災
、
内
部
溢
水
お
よ
び
自
然
災
害
対
応

に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。

 

(
1
)～

(
2)
（
省
略
）

 

(
3
) 
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す

る
教
育
訓
練

 

(
4
)～

(
5)
（
省
略
）

 

 

・
要
求
事
項
及
び
法
令
等
へ

適
合
す
る
事
項
を
確
実
に

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
は
、
保
安
規
定
に
記

載
 

・
火
災
防
護
計
画
（
新
規
）

 

・
火
災
防
護
所
達
（
新
規
）

 

 

消
火
活
動
を
実
施
す
る
要
員
に
対

す
る
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
を

記
載
す
る
。

(
新
規
記
載

)
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補足説明資料－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規定条文の主語の明確化等について 
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保安規定条文における主語（各課（室）長）の明確化について 

 

保安規定条文における主語として、「各課（室）長」となっているものに関して、対象

となる各課（室）名を明確化する観点から、具体的な課（室）名を限定できるものについ

て、以下のとおり検討を実施した。 

 

１．「各課（室）長」の明確化について  

主語が各課（室）長となっている箇所のうち、表１に示す１５箇所については、具

体的な課（室）名が限定できるため変更することとする。 

 

表１ 「各課（室）長」の主語を変更した箇所一覧 

 該当箇所 修正後の記載 

１ 第８７条※１ 運転上の制限の確認 
各課（室）長（品質保証室長、品

質保証室課長、安全・防災室長、

安全・防災室課長、所長室長、所

長室課長（総務）、技術課長、保

全計画課長、電気工事グループ課

長、機械工事グループ課長および

土木建築工事グループ課長を除

く。） 

２ 第８８条※１ 運転上の制限を満足しない場合 

３ 第８９条※１ 
予防保全を目的とした点検・保修を実

施する場合 

４ 第９０条※１ 運転上の制限に関する記録 

各課（室）長（品質保証室長、品

質保証室課長、安全・防災室長、

安全・防災室課長、所長室長、所

長室課長（総務）、技術課長、保

全計画課長、電気工事グループ課

長、機械工事グループ課長および

土木建築工事グループ課長ならび

に当直課長を除く。） 

５ 第１００条※２ 放射性固体廃棄物の管理 

原子燃料課長、計装保修課長およ

び原子炉保修課長 

原子燃料課長、放射線管理課長、

当直課長、計装保修課長および原

子炉保修課長 

原子燃料課長、計装保修課長およ

び原子炉保修課長 

６ 
第１０２条※３ 

放射性気体廃棄物の管理 
発電室長および原子炉保修課長 

第１６９条※３ 発電室長 

７ 
第１１７条※４  

第１８４条※４ 
発電所外への運搬 

各課（室）長（品質保証室長およ

び当直課長を除く。） 

８ 
第１１８条※５  

第１８５条※５ 
請負会社の放射線防護 

各課（室）長（当直課長除く。） 

９ 
第１２３条※６  

第１９２条※６ 
原子力防災資機材等の整備 

安全・防災室長 

１０ 
第１３２条※５  

第２０２条※５ 
請負会社従業員への保安教育 

各課（室）長（当直課長除く。） 
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※１： 第８７条、第８８条、第８９条、第９０条 

例： 

（運転上の制限の確認） 

第 ８７ 条 各課（室）長（品質保証室長、品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長、

所長室長、所長室課長（総務）、技術課長、保全計画課長、電気工事グループ課長、機械工事グルー

プ課長および土木建築工事グループ課長（以下、「品質保証室長等」という。本条において同じ。）

を除く。）は、運転上の制限を満足していることを第３節第２０条から第８６条の２の第２項（以

下、各条において「この規定第２項」という。）で定める事項により確認する。 

 

第８７条～第９０条については、第４章第３節「第２０条から８６条の２」の第１～３項で設備所管に

応じた主語を記載しており、品質保証室長等は登場しないので限定した記載に修正する。また、第９０

条については、品質保証室長等に加えて、通知を受ける当直課長も除く記載とする。 

 

※２： 第１００条 

（放射性固体廃棄物の管理） 

第１００条 各課（室）長は、次に定める放射性固体廃棄物等の種類に応じて、それぞれ定められた

処理を施した上で、当該の廃棄施設等に貯蔵※１または保管する。 

(中略) 

(4)原子炉内で照射された使用済制御棒等は、原子燃料課長、計装保修課長および原子炉保修課長

が使用済燃料ピットに貯蔵する。 

(中略) 

３．原子燃料課長、放射線管理課長、当直課長、計装保修課長および原子炉保修課長は、次の事項を

確認するとともに、その結果、異常が認められた場合には必要な措置を講じる。 

(1) 放射線管理課長は、廃棄物庫における放射性固体廃棄物ならびに蒸気発生器保管庫における蒸

気発生器等および原子炉容器上部ふた等の保管状況を確認するために、１週間に１回、廃棄物庫

および蒸気発生器保管庫を巡視するとともに、３ヶ月に１回、保管量を確認する。 

(2) 当直課長は、廃樹脂タンク等における使用済の樹脂の貯蔵状況を確認するために、１日に１回、

廃樹脂タンクおよび廃樹脂貯蔵タンクの水位を確認する。 

また、放射線管理課長は、廃樹脂タンク等における使用済の樹脂の貯蔵量を３ヶ月に１回、確

認する。 

(3) 当直課長は、廃樹脂処理装置の濃縮廃液タンクにおける廃液の保管状況を確認するために、１

日に１回、濃縮廃液タンクの水位を確認する。 

また、放射線管理課長は、当該濃縮廃液タンクにおける廃液の保管量を３ヶ月に１回、確認す

る。 

(4) 原子燃料課長、計装保修課長および原子炉保修課長は、使用済燃料ピットにおける原子炉内で

照射された使用済制御棒等の貯蔵量を３ヶ月に１回、確認する。 

 

燃料ピットに貯蔵する使用済制御棒等とは①使用済燃料棒、バーナブルポイズン等②シンブルチュー

ブ③照射済試験片であることから主語はこれらを所管する①原子燃料課長、②計装保修課長および原子

炉保修課長、③原子炉保修課長にする。 

 

※３： 第１０２条、第１６９条 

例： 

（放射性気体廃棄物の管理） 

第１０２条 発電室長および原子炉保修課長は、放射性気体廃棄物を放出する場合は、放射線管理課

長の管理のもと、表１０２－２に示す排気筒等より放出する。 

  

放射性気体廃棄物の放出は、①プラント運転中等に発生する放射性気体廃棄物②原子炉格納容器漏え

い率検査（Ａ種）排気であることから、主語はこれらの放射性気体廃棄物を放出する①発電室長および

②原子炉保修課長にする。②については、プラント運転中でのみ発生する作業であることから、第２編

の第１６９条の主語には原子炉保修課長は登場しない。 
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※４： 第１１７条、第１８４条 

例： 

第７章 放射線管理 

 第４節 物品移動の管理 

（発電所外への運搬） 

第１１７条 各課（室）長（品質保証室長および当直課長を除く。）は、核燃料物質等（第９４条、第

９９条および第１００条に定める物を除く。）を発電所外に運搬する場合は、所長の承認を得る。 

  

品質保証室長および当直課長は、発電所外に核燃料物質等を運搬することが無いため主語から除く。 

 

※５： 第１１８条、第１３２条、第１８５条、第２０２条 

例： 

（請負会社の放射線防護） 

第１１８条 放射線管理課長は、管理区域内で作業を行う請負会社に対して、以下に示す放射線防護

上の必要な事項を定め、所長の承認を得る。 

(1) 管理区域出入者の遵守事項 

イ．出入方法に関すること。 

ロ．個人線量計の着用に関すること。 

ハ．保護衣の着用に関すること。 

ニ．汚染拡大防止措置に関すること。 

ホ．管理区域内での飲食および喫煙に関すること。 

(2) 線量評価の項目および頻度に関すること。 

(3) 床、壁等の汚染発見時の措置に関すること。 

２．各課（室）長（当直課長を除く。）は、管理区域内で作業を行う請負会社に対して、第１項で定め

た必要事項を遵守させる措置を講じる。 

当直課長は、請負会社と契約をすることが無いため主語から除く。 

 

※６： 第１２３条、第１９２条 

例： 

（原子力防災資機材等の整備） 

第１２３条 安全・防災室長は、原子力防災組織の活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信

機器等を定めるにあたり、所長の承認を得る。 

 

原子力防災組織の活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器等は、原子力事業者防災業務計

画において管理していることから、主語は原子力事業者防災業務計画を管理する安全・防災室長にする。 

 

なお、一般的な事項であり主体となる課が一定とならない箇所については、現状案のと

おり各課（室）長のままとする。 

例：１００条の２ 放射性廃棄物でない廃棄物の管理  

⇒ 管理区域内で使用した物品の管理であり、いずれの各課（室）も実施しうる。 

 

以 上 

  

補(1)-271



保安規定条文のうち受動的な言い回しとしている箇所の考え方について 

 

保安規定条文の記載のうち、受動的な言い回しとしている箇所の考え方について、以下の

とおり整理する。 

 
（使用済燃料の貯蔵） 

第９８条 原子燃料課長は、使用済燃料を貯蔵する場合は、次の事項を遵守する。 

（中略） 

(4) 使用済燃料ピットにおいて燃料が臨界に達しない措置が講じられていることを確認すること。 

 
当該の記載は「状態を維持・管理する」という意味の「状態の継続性」を重要視した記

載としている。仮に、能動的な記載に改めると「原子燃料課長は臨界に達しない措置を講

じる（ことを確認すること。）」となり、「状態を維持・管理する」という意味の記載となら

ない。 

以下に、現状の記載と能動的な記載に変更した場合の例を比較表として数例挙げる。 

現状の記載 能動的な記載に変更した場合の例 

（使用済燃料の貯蔵） 

第９８条 原子燃料課長は、使用済燃料を貯蔵す

る場合は、次の事項を遵守する。 

（中略） 

 

(4) 使用済燃料ピットにおいて燃料が臨界に達

しない措置が講じられていることを確認する

こと。 

（使用済燃料の貯蔵） 

第 ９８ 条 原子燃料課長は、使用済燃料を貯蔵

する場合は、次の事項を遵守する。 

（中略） 

 

(4) 使用済燃料ピットにおいて燃料が臨界に達

しない措置を講じることを確認すること。 

 

（添付２） 

１ 火災 

１．３ 教育訓練の実施 

所長室長、放射線管理課長、発電室長およ

び保全計画課長は、火災防護の対応に関する

以下の教育訓練を定期的に実施する。 

(1) 火災防護教育 

ａ．所長室長、放射線管理課長、発電室

長および保全計画課長は、全所員に

対して、以下の教育訓練を実施する。

また、専属消防隊に対して、以下の教

育訓練が実施されていることを確認

する。 

 

（添付２） 

１ 火災 

１．３ 教育訓練の実施 

所長室長、放射線管理課長、発電室長およ

び保全計画課長は、火災防護の対応に関する

以下の教育訓練を定期的に実施する。 

(1) 火災防護教育 

ａ．所長室長、放射線管理課長、発電室

長および保全計画課長は、全所員に

対して、以下の教育訓練を実施する。

また、専属消防隊に対して、以下の教

育訓練が実施することを確認する。 

 

（添付２） 

４ 地 震 

４．４ 手順書の整備 

ｂ．設備の保管に関する手順 

(a) 各課（室）長は、可搬型重大事故等対

処設備について、地震による周辺斜面の崩

壊・火災等の影響により重大事故等に対処

するために必要な機能を喪失しないよう、

固縛措置、分散配置、転倒防止対策等によ

る適切な保管がなされていることを確認

する。 

（添付２） 

４ 地 震 

４．４ 手順書の整備 

ｂ．設備の保管に関する手順 

(a) 各課（室）長は、可搬型重大事故等対

処設備について、地震による周辺斜面の

崩壊・火災等の影響により重大事故等に

対処するために必要な機能を喪失しな

いよう、固縛措置、分散配置、転倒防止

対策等による適切に保管することを確

認する。 
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また、下記事例により、この考え方を補足する。 

（主給水隔離弁、主給水制御弁および主給水バイパス制御弁） 

第 ６４ 条 モード１、２および３において、主給水隔離弁、主給水制御弁および主給水バイパス制

御弁は、表６４－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

（中略） 

 

表６４－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A. 主給水隔離弁１個以

上が閉止不能である

場合※２ 

A.1 当直課長は、当該主給水隔離弁を閉止

するかまたは当該ラインを隔離する。 

および 

７２時間 

A.2 当直課長は、当該主給水隔離弁が閉止

されているかまたは当該ラインが隔

離されていることを確認する。 

閉止または隔離後の

１週間に１回 

B. 主給水制御弁１個以

上が閉止不能である

場合※２ 

B.1 当直課長は、当該主給水制御弁を閉止

するかまたは当該ラインを隔離する。 

および 

７２時間 

B.2 当直課長は、当該主給水制御弁が閉止

されているかまたは当該ラインが隔

離されていることを確認する。 

閉止または隔離後の

１週間に１回 

C. 主給水バイパス制御

弁１個以上が閉止不

能である場合※２ 

C.1 当直課長は、当該主給水バイパス制御

弁を閉止するかまたは当該ラインを

隔離する。 

および 

７２時間 

C.2 当直課長は、当該主給水バイパス制御

弁が閉止されているかまたは当該ラ

インが隔離されていることを確認す

る。 

閉止または隔離後の

１週間に１回 

D. 同じラインの２個の

弁が閉止不能である

場合 

D.1 当直課長は、当該ラインを隔離する。 ８時間 

E. 条件Ａ、Ｂ、Ｃまたは

Ｄの措置を完了時間

内に達成できない場

合 

E.1 当直課長は、モード３にする。 

および 

１２時間 

E.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 

※２：弁毎に個別の条件が適用される。 

 

 

「当該ラインを隔離する。」は、瞬間的な行為を示す一方、「当該ラインが隔離されている

ことを確認する。」は、状態の継続性の確認を示すものとなっている。 

 

以上から、保安規定条文の記載において、受動的な言い回しは、確認すべき事項等に応

じて、適切な使い分けを実施しているものである。 

 

以上 
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補足説明資料－７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉起動前の確認について 
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原子炉起動前の確認について 
 
１．第１７条第１項の点検対象範囲について 
 
第１７条第１項における原子炉起動前の「施設及び設備の点検」については、原子炉の起動にあたり、

定期検査、事故・故障等の停止理由を問わず、その総合的な確認の観点で施設及び設備を点検し、異常

の有無を確認するために記載している。 
本項の点検対象設備（１）～（３）については、保安規定第１４条（巡視点検）の対象設備と同様に、

実用炉規則第８０条（発電用原子炉施設の巡視及び点検）と整合させた記載としている。 
実用炉規則 
（発電用原子炉施設の巡視及び点検）  
第八十条 法第四十三条の三の二十二第一項 の規定により、発電用原子炉設置者（法
第四十三条の三の三十三第二項 の認可を受けた者を除く。）は、毎日一回以上、発電
用原子炉施設の保全に従事する者に発電用原子炉施設について巡視させ、次の各号

に掲げる施設及び設備について点検を行わせなければならない。  
一   原子炉冷却系統施設  
二   制御材駆動設備  
三   電源、給排水及び排気施設  

 
この実用炉規則第８０条の対象は、原子炉施設であり、第１７条においても整合を図るため、対象と

しては全てのＳＡ設備が含まれると解釈し、それに対応した巡回点検表にて巡視点検を行っている。 
 
したがって、保安規定第１７条第１項の点検対象である「（１）原子炉冷却系統施設」、「（２）制御材

駆動設備」、「（３）電源、給排水および排気施設」には、全てのＳＡ設備が含まれると解釈している。 
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２．第１７条第２項の結果確認における最終結果の確認について 
 

保安規定第１７条は、原子炉の起動にあたっては、定期検査、事故・故障等の停止理由を問わず、

その総合的な確認が重要であるということから、必要な機器の健全性確認のため、定期検査時のサー

ベランス結果の確認が必要であることを規定している。 
 
定期検査時のサーベランスは、保全計画に基づく点検、及び特別な保全計画に基づき、設備の保管

状態、使用状態及び劣化モードを考慮して実施され、設備の信頼性を確保しているものであることか

ら、この確認結果は原子炉の起動前に確認が必要なものである。 
 
一方、保安規定に記載されているサーベランスのうち、機器の動作確認を伴う確認項目及び系統構

成に係る確認項目※については、原子炉起動前に一定の期間を設け、その間で健全性を確認しておく

ことが設備の信頼性をより高く維持する観点で、望ましいと考える。 
※：対象となる確認項目は、添付－１のとおり。 
 
よって、これらの機器については、原子炉起動前（その前段階のヒートアップ開始前）までの一定

の期間内（１年以内）にサーベランスを実施し、その結果を確認することとするため、保安規定第１

７条を別紙のとおりとする。 
 
なお、「１年」の設定は、「発電用原子炉施設の使用前検査、施設定期検査及び定期事業者検査に係

る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則のガイド」に、原子炉の運転を“相当期間”停止す

る場合に特別な保全計画を定めることが規定されているが、その“相当期間”とは「概ね１年以上」

とされていることを参考に設定した。 
  

以 上 
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別 紙 
 
（原子炉起動前の確認事項） 
第 １７ 条 各課(室)長は、原子炉の起動開始までに、次の施設および設備を点検
し、異常の有無を確認し、発電室長に通知する。発電室長は、この通知が完了して

いることを確認するとともに、その旨を当直課長に通知する。 
(1) 原子炉冷却系統施設 
(2) 制御材駆動設備 
(3) 電源、給排水および排気施設 
２．発電室長は、最終ヒートアップ開始※１までに、第３節の条文中で定期検査時に関

係課長から発電室長に通知されることとなっている確認項目※２※３について、通知が

完了していることを確認するとともに、その旨を当直課長に通知する。 
 
※１：定期検査の最終段階において、原子炉を臨界にするためにモード５からモー

ド４への移行操作を開始することをいう。 
※２：最終ヒートアップ開始以降に実施される確認項目を除く。 
※３：定期検査における最終の確認結果を確認する。なお、動作確認を伴う確認項

目および系統構成に係る確認項目については、最終ヒートアップ開始前の１

年以内の確認結果を確認するものとする。 

 
 

以上 
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定
期
検
査
時
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
（
動
作
確
認
を
伴
う
確
認
項
目
お
よ
び
系
統
構
成
に
係
る
確
認
項
目
）
整
理
表

添
付
－
１

条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

２
３
条
２
．

（
１
）

制
御
棒
動
作
機
能

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
定
期
検
査
時
に
、
制
御
棒
の
全
引
抜
位
置
か
ら
の
落
下
時
間
（
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号

発
信
か
ら
全
ス
ト
ロ
ー
ク
の
８
５
％
に
至
る
ま
で
の
時
間
）
が
２
．
１
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
を

確
認

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

当
直
課
長

〇

２
５
条
２
．

（
１
）

制
御
棒
位
置
指
示

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

定
期
検
査
時
に
、
制
御
棒
の
移
動
範
囲
に
お
い
て
、
各
制
御
棒
位
置
が
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ

ン
タ
の
表
示
値
の

 ±
1
2
 ス
テ
ッ
プ
以
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

２
８
条
２
．

（
４
）

化
学
体
積
制
御
系
（ほ
う
酸

濃
縮
機
能
）

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

定
期
検
査
時
に
、
緊
急
ほ
う
酸
注
入
弁
が
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

手
動
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

モ
ー
ド
３

(a
)、
４

(a
)お
よ
び
５

(a
)
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇 〇

出
力
領
域
中
性
子
束
高
（
低

設
定
）

モ
ー
ド
１

(b
)お
よ
び
２

〇 〇

中
性
子
源
領
域
中
性
子
束

高

モ
ー
ド
２

(d
)

モ
ー
ド
３

(a
)、
４

(a
)お
よ
び
５

(a
)

モ
ー
ド
３

(e
)、
４
€
お
よ
び
５

(e
)

モ
ー
ド
６

(j
)

お
よ
び
６

(k
)

〇

過
大
温
度
Δ
Ｔ
高

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

〇 〇 〇 〇 〇

１
次
冷
却
材
流
量
低

(１
ル
ー
プ

)
〇 〇

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
電

圧
低

モ
ー
ド
１

(f
)

〇

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
電
源
周

波
数
低

モ
ー
ド
１

(f
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
し
ゃ
断

器
開
（
１
台

 
開
）

モ
ー
ド
１

(g
)

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

○

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
し
ゃ
断

器
開
（
２
台

 
開
）

モ
ー
ド
１

(h
)

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

○

主
蒸
気
－
給
水
流
量
差
大

と
蒸
気
発
生
器
水
位
低
の

一
致
（
主
蒸
気
－
給
水
流
量

差
大
）

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

○

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

モ
ー
ド
３

(a
)、
４

(a
)お
よ
び
５

(a
)

モ
ー
ド
１

(g
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

１
次
冷
却
材
流
量
低

(２
ル
ー
プ

)
モ
ー
ド
１

(h
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

原
子
炉
圧
力
低

モ
ー
ド
１

(f
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

原
子
炉
圧
力
高

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

加
圧
器
水
位
高

モ
ー
ド
１

(f
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

過
大
出
力
Δ
Ｔ
高

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

中
間
領
域
中
性
子
束
高

モ
ー
ド
１

(b
)お
よ
び
２

(c
)

モ
ー
ド
２

(d
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

原
子
炉
保
護
系
論
理
回
路

出
力
領
域
中
性
子
束
高
（
高

設
定
）

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

計
測
お
よ
び
制
御
設
備

(原
子
炉
保
護
系
計
装

)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

出
力
領
域
中
性
子
束
変
化

率
高

（
増
加
率
高
）

（
減
少
率
高
）

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

３
４
条
２
．

(1
)

表
３
４
－
２

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長
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条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

主
蒸
気
－
給
水
流
量
差
大

と
蒸
気
発
生
器
水
位
低
の

一
致
（
蒸
気
発
生
器
水
位

低
）

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

○ 〇 〇

タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ

(主
蒸
気

止
め
弁
閉

)
モ
ー
ド
１

(f
)

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

〇 〇 〇 〇

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

(Ｐ
－
７

)
モ
ー
ド
１

(f
)

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇 〇 〇 〇

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(非
常

用
炉
心
冷
却
系
作
動
論
理

回
路

)
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(手
動

起
動

)
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

〇

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

〇

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(原
子
炉
圧
力
低
と
加
圧
器

水
位
低
の
一
致

(原
子
炉
圧

力
低

))

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

(a
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(原
子
炉
圧
力
低
と
加
圧
器

水
位
低
の
一
致

(加
圧
器
水

位
低

))

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

(a
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(主
蒸
気
ラ
イ
ン
差
圧
高

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

地
震
加
速
度
高

(鉛
直
方
向

)

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

(Ｐ
－
１
０

)
モ
ー
ド
１

(b
)お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

(Ｐ
－
１
３

)
モ
ー
ド
１

(i
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(原
子

炉
圧
力
異
常
低

)
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

(b
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(原
子

炉
格
納
容
器
圧
力
高
）

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

(Ｐ
－
６

)
モ
ー
ド
２

(d
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

(Ｐ
－
８

)
モ
ー
ド
１

(g
)

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

蒸
気
発
生
器
水
位
異
常
低

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ

(非
常
し
ゃ

断
油
圧
低

)
モ
ー
ド
１

(f
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

地
震
加
速
度
高

(水
平
方
向

)
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

非
常
用
炉
心
冷
却
系
作
動

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

３
４
条
２
．

(1
)

表
３
４
－
３

計
測
お
よ
び
制
御
設
備

(工
学
的
安
全
施
設
等
作
動
計

装
)

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長
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3
/
15

条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(主
蒸
気
ラ
イ
ン
流
量
高
と
主

蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
低

 ま
た
は

１
次
冷
却
材
平
均
温
度
異
常

低
の
一
致

(主
蒸
気
ラ
イ
ン

流
量
高

))

〇

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(主
蒸
気
ラ
イ
ン
流
量
高
と
主

蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
低

 ま
た
は

１
次
冷
却
材
平
均
温
度
異
常

低
の
一
致

(主
蒸
気
ラ
イ
ン

圧
力
低

))

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

(d
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(主
蒸
気
ラ
イ
ン
流
量
高
と
主

蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力
低

 ま
た
は

１
次
冷
却
材
平
均
温
度
異
常

低
の
一
致

(１
次
冷
却
材
平

均
温
度
異
常
低

))

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

(d
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

系
(原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
系
作
動
論
理
回
路

)
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

系
(手
動
起
動

)
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

〇

原
子
炉
格
納
容
器
隔
離

(原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
Ａ

(原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
Ａ
作

動
論
理
回
路

))

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

原
子
炉
格
納
容
器
隔
離

(原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
Ａ

(手
動
起
動

))
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

原
子
炉
格
納
容
器
隔
離

(原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
Ｂ

(原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
Ｂ
作

動
論
理
回
路

))

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

原
子
炉
格
納
容
器
隔
離

(原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
Ａ
と
非

常
用
高
圧
母
線
低
電
圧
信

号
に
よ
る
隔
離

(原
子
炉
格

納
容
器
隔
離
Ａ
と
非
常
用
高

圧
母
線
低
電
圧
信
号
に
よ
る

隔
離
作
動
論
理
回
路

))

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇 〇

原
子
炉
格
納
容
器
隔
離

(原
子
炉
格
納
容
器
換
気
空
調

隔
離

(原
子
炉
格
納
容
器
換

気
空
調
隔
離
作
動
論
理
回

路
))

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

(d
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

系
(原
子
炉
格
納
容
器
圧
力

異
常
高

)

原
子
炉
格
納
容
器
隔
離

(原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
Ａ
と
非

常
用
高
圧
母
線
低
電
圧
信

号
に
よ
る
隔
離

(非
常
用
高

圧
母
線
低
電
圧

))
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4
/
15

条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

主
蒸
気
ラ
イ
ン
隔
離

(主
蒸

気
ラ
イ
ン
隔
離
作
動
論
理
回

路
)

モ
ー
ド
１
、
２

(c
)お
よ
び
３

(c
)

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

主
蒸
気
ラ
イ
ン
隔
離

(手
動
起
動

)

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

〇

給
水
隔
離

(給
水
隔
離
作
動

論
理
回
路

)
モ
ー
ド
１
、
２

(e
)お
よ
び
３

(e
)

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

〇

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

〇

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

(Ｐ
－
６

)
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

(b
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

計
装
保
修
課
長

〇

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

(Ｐ
－
１
２

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

(d
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

３
４
条
２
．

(1
)

表
３
４
－
４

計
測
お
よ
び
制
御
設
備

(事
故
時
監
視
計
装

)
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

１
次
冷
却
系
計
装

(加
圧
器

水
位

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

主
蒸
気
お
よ
び
給
水
、
補
助

給
水
系
計
装

(復
水
タ
ン
ク
水
位

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

化
学
体
積
制
御
系
計
装

(ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

主
蒸
気
お
よ
び
給
水
、
補
助

給
水
系
計
装

(蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

給
水
隔
離

(蒸
気
発
生
器
水

位
異
常
高

)
モ
ー
ド
１
、
２

(e
)お
よ
び
３

(e
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

モ
ー
ド
１
、
２

(c
)お
よ
び
３

(c
)

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

モ
ー
ド
１
、
２

(c
)お
よ
び
３

(c
)

〇

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

電
気
保
修
課
長

１
次
冷
却
系
計
装

(１
次
冷
却

材
圧
力
（広
域
）
)

１
次
冷
却
系
計
装

(１
次
冷
却

材
温
度
（広
域
）
（
高
温
側
）
)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

１
次
冷
却
系
計
装

(１
次
冷
却

材
温
度
（広
域
）
（
低
温
側
）
)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

(a
)

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

(Ｐ
－
１
１

)

給
水
隔
離

(１
次
冷
却
材
平

均
温
度
低
と
原
子
炉
ト
リ
ッ

プ
の
一
致

(１
次
冷
却
材
平

均
温
度
低

))

モ
ー
ド
１
、
２

(e
)お
よ
び
３

(e
)

主
蒸
気
ラ
イ
ン
隔
離

(原
子

炉
格
納
容
器
圧
力
異
常
高

)
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5
/
15

条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
起
動
論

理
回
路

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ

び
照
射
済
燃
料
移
動
中

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

電
気
保
修
課
長

〇

３
４
条
２
．

(1
)

表
３
４
－
６

計
測
お
よ
び
制
御
設
備

(中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系

計
装

)

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

系
作
動
論
理
回
路

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

安
全
注
入
系
計
装

(高
圧
安
全
注
入
流
量

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

原
子
炉
補
機
冷
却
系
計
装

(1
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
水
位

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

３
４
条
２
．

(1
)

表
３
４
－
５

計
測
お
よ
び
制
御
設
備

(デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
起
動

計
装

)

非
常
用
高
圧
母
線
低
電
圧

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ

び
照
射
済
燃
料
移
動
中

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

制
御
用
空
気
系
計
装

(制
御
用
空
気
圧
力

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

安
全
注
入
系
計
装

(低
圧
安
全
注
入
流
量

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

原
子
炉
格
納
容
器
関
連
計

装 (格
納
容
器
内
圧
力

)

原
子
炉
格
納
容
器
関
連
計

装 (格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ

ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）
)

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

原
子
炉
格
納
容
器
関
連
計

装 (格
納
容
器
内
温
度

)

主
蒸
気
お
よ
び
給
水
、
補
助

給
水
系
計
装

(蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

主
蒸
気
お
よ
び
給
水
、
補
助

給
水
系
計
装

(補
助
給
水
流
量

)
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

燃
料
取
替
用
水
系
計
装

（
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水

位
）

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

原
子
炉
格
納
容
器
関
連
計

装 (格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

水
位
（
広
域
）
)

原
子
炉
格
納
容
器
関
連
計

装 (格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ

ア
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
)

主
蒸
気
お
よ
び
給
水
、
補
助

給
水
系
計
装

(蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
)

原
子
炉
格
納
容
器
関
連
計

装 (格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

水
位
（
狭
域
）
)
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条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

ほ
う
酸
ポ
ン
プ

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

加
圧
器
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
ヒ
ー
タ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

抽
出
水
オ
リ
フ
ィ
ス
隔
離
弁

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

海
水
ポ
ン
プ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

モ
ー
ド
４

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

４
４
条
２
．

（
１
）

加
圧
器
安
全
弁

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
１
次

冷
却
材
温
度
が

1
40

 ℃
 を
超
え

る
）

定
期
検
査
時
に
、
加
圧
器
安
全
弁
の
吹
出
し
圧
力
が
表
４
４
－
２
で
定
め
る
設
定
値
で

あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

４
５
条
２
．

（
１
）

加
圧
器
逃
が
し
弁

定
期
検
査
時
に
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
吹
出
し
圧
力
お
よ
び
吹
止
ま
り
圧
力
が
表
４
５

－
２
で
定
め
る
設
定
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

４
５
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
が
全
開
お
よ
び
全
閉
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

４
５
条
２
．

（
３
）

定
期
検
査
時
に
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
元
弁
が
全
開
お
よ
び
全
閉
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

４
６
条
２
．

（
１
）

低
温
過
加
圧
防
護

モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６

定
期
検
査
時
に
、
２
台
の
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
つ
い
て
、
低
温
過
加
圧
防
護
の
た
め
の

校
正

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

４
７
条
２
．

（
１
）

１
次
冷
却
材
漏
え
い
率

定
期
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
計
お
よ
び
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の

機
能
の
健
全
性
を
確
認

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

４
７
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
炉
内
計
装
用
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ド
レ
ン
ピ
ッ
ト
漏
え
い
検
出
装
置
の

機
能
の
健
全
性
を
確
認

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

１
次
冷
却
材
温
度
（
広
域
）

（
低
温
側
）

モ
ー
ド
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

３
４
条
２
．

(1
)

表
３
４
－
７

計
測
お
よ
び
制
御
設
備

(中
央
制
御
室
外
原
子
炉
停
止

装
置
）

加
圧
器
圧
力

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

１
次
冷
却
材
圧
力
（
広
域
）
モ
ー
ド
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
２
（
Ｐ
－
６
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

未
満
）
、
３
お
よ
び
４

加
圧
器
水
位

蒸
気
ラ
イ
ン
圧
力

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

中
性
子
束
（
中
性
子
源
領

域
）

蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

補(1)-283



7
/
15

条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

４
８
条
２
．

（
１
）

定
期
検
査
時
に
、
復
水
器
空
気
抽
出
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
、
蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
水

モ
ニ
タ
お
よ
び
高
感
度
型
主
蒸
気
管
モ
ニ
タ
検
出
器
の
校
正

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

４
８
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
渦
流
探
傷
検
査
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

－

４
９
条
２
．

（
１
）

余
熱
除
去
系
へ
の
漏
え
い

監
視

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
余
熱

除
去
系
隔
離
弁
が
閉
止
し
て
い

る
場
合
）

定
期
検
査
時
に
、
１
次
冷
却
系
か
ら
余
熱
除
去
系
へ
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

５
２
条
２
．

（
１
）

非
常
用
炉
心
冷
却
系

 
－

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
－

定
期
検
査
時
に
、
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
お
よ
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動
さ

せ
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
に

つ
い
て
は
表
５
２
－
２
で
定
め
る
事
項
を
確
認

定
期
検
査
時

 発
電
室
長

－
〇

５
２
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
高
圧
注
入
系
の
自
動
作
動
弁
が
、
模
擬
信
号
に
よ
り
正
し
い
位
置
へ

作
動
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

 発
電
室
長

－
〇

５
２
条
２
．

（
３
）

定
期
検
査
時
に
、
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
お
よ
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
、
模
擬
信

号
に
よ
り
起
動
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

 発
電
室
長

－
〇

５
２
条
２
．

（
４
）

定
期
検
査
時
に
、
施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流
路
中

の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

５
２
条
２
．

（
５
）

定
期
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
が
異
物
等
に
よ
り
塞
が
れ
て
い
な

い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

５
２
条
２
．

（
６
）

定
期
検
査
時
に
、
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
が
、
閉
止
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

５
６
条
２
．

（
１
）

原
子
炉
格
納
容
器

定
期
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
が
表
５
６
－
３
で
定
め
る
い
ず
れ
か
の

漏
え
い
率
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

－

５
６
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
エ
ア
ロ
ッ
ク
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
構
の
健
全
性
を
確

認
定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

５
６
条
２
．

（
３
）

定
期
検
査
時
に
、
表
５
６
－
６
で
定
め
る
系
統
の
原
子
炉
格
納
容
器
自
動
隔
離
弁
が
模

擬
信
号
に
よ
り
隔
離
動
作
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

 発
電
室
長

－
〇

５
６
条
２
．

（
４
）

定
期
検
査
時
に
、
事
故
条
件
下
に
お
い
て
閉
止
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉

格
納
容
器
隔
離
弁
で
、
閉
操
作
ま
た
は
閉
動
作
が
可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に

開
状
態
と
し
て
い
る
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
（
前
号
で
隔
離
動
作
を
確
認
し
た
原
子

炉
格
納
容
器
自
動
隔
離
弁
を
含
む
）
を
除
き
、
閉
止
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た

だ
し
、
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
の
う
ち
、
手
動
隔
離
弁
お
よ
び
閉
止
フ
ラ
ン
ジ
に
つ
い

て
は
、
至
近
の
記
録
、
施
錠
管
理
の
実
施
、
区
域
管
理
の
実
施
等
に
よ
り
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

５
７
条
２

,
(１

)
原
子
炉
格
納
容
器
真
空
逃

が
し
系

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

定
期
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
真
空
逃
が
し
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

５
８
条
２
．

（
１
）

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

系
定
期
検
査
時
に
、
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
を
起
動
さ
せ
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
お
よ

び
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

 発
電
室
長

－
〇

５
８
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
が
、
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
こ
と
を
確
認
認

定
期
検
査
時

 発
電
室
長

－
〇

５
８
条
２
．

（
３
）

定
期
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
の
自
動
作
動
弁
が
、
模
擬
信
号
に
よ

り
正
し
い
位
置
へ
作
動
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

 発
電
室
長

－
〇

５
８
条
２
．

（
４
）

定
期
検
査
時
に
、
施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系

の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

蒸
気
発
生
器
細
管
漏
え
い

監
視

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
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条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

６
０
条
２
．

（
１
）

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系

定
期
検
査
時
に
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効

率
）
が
表
６
０
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

－

６
０
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

 発
電
室
長

－
〇

６
０
条
２
．

（
３
）

定
期
検
査
時
に
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
の
起
動
に
よ
り
、
自
動
作
動
ダ
ン
パ
が
正
し

い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

 発
電
室
長

－
〇

６
１
条
２
．

（
１
）

ア
ニ
ュ
ラ
ス

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

定
期
検
査
時
に
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
の
起
動
に
よ
り
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
が
２
５
分
以
内

に
負
圧
に
な
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

 発
電
室
長

－
〇

６
２
条
２
．

（
１
）

主
蒸
気
安
全
弁

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

定
期
検
査
時
に
、
主
蒸
気
安
全
弁
設
定
値
が
表
６
２
－
３
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確

認
定
期
検
査
時

タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長

当
直
課
長

〇

６
３
条
２
．

（
１
）

主
蒸
気
止
弁

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

定
期
検
査
時
に
、
主
蒸
気
止
弁
が
模
擬
信
号
で
５
秒
以
内
に
閉
止
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

６
４
条
２
．

（
１
）

定
期
検
査
時
に
、
主
給
水
隔
離
弁
が
閉
止
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長

〇

６
４
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
主
給
水
制
御
弁
お
よ
び
主
給
水
バ
イ
パ
ス
制
御
弁
が
閉
止
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長

〇 〇

６
６
条
２
．

（
１
）

補
助
給
水
系

定
期
検
査
時
に
、
施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
補
助
給
水
系
の
流
路
中
の
弁
が

正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

６
６
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
起
動
さ
せ
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、

異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

６
６
条
２
．

（
３
）

定
期
検
査
時
に
、
補
助
給
水
ポ
ン
プ
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

た
だ
し
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
起
動
弁
が
動
作
す
る
こ
と
を
確

認
定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

６
６
条
２
．

（
４
）

定
期
検
査
時
に
、
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
起
動
さ
せ
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭

お
よ
び
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

６
８
条
２
．

（
１
）

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

定
期
検
査
時
に
、
施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
の
流
路

中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

６
８
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、

1
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
こ
と
、
お
よ
び

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
自
動
作
動
弁
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

６
９
条
２
．

（
１
）

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系

定
期
検
査
時
に
、
施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
の
流

路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

６
９
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
海
水
ポ
ン
プ
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
こ
と
、
お
よ
び
原
子
炉
補

機
冷
却
海
水
系
自
動
作
動
弁
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

７
１
条
２
．

（
１
）

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

系
定
期
検
査
時
に
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除

去
効
率
）
が
表
７
１
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

－

７
１
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
こ

と
、
お
よ
び
自
動
作
動
ダ
ン
パ
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気

発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使

用
さ
れ
て
い
る
場
合
）

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
お
よ
び
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料

移
動
中

定
期
検
査
時
に
、
主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
手
動
で
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気

発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使

用
さ
れ
て
い
る
場
合
）

５
８
条
２
．

（
５
）

６
５
条
２
．

（
１
）

主
蒸
気
逃
が
し
弁

よ
う
素
除
去
薬
品
タ
ン
ク
の
苛
性
ソ
ー
ダ
濃
度
お
よ
び
苛
性
ソ
ー
ダ
溶
液
量
を
表
５
８
－

２
に
定
め
る
頻
度
で
確
認

主
給
水
隔
離
弁
、
主
給
水
制

御
弁
お
よ
び
主
給
水
バ
イ
パ

ス
制
御
弁

発
電
室
長

計
装
保
修
課
長
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条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

７
２
条
２
．

（
１
）

安
全
補
機
室
空
気
浄
化
系

定
期
検
査
時
に
、
補
助
建
屋
よ
う
素
除
去
排
気
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除

去
効
率
）
が
表
７
２
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

－

７
２
条
２
．

（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
補
助
建
屋
よ
う
素
除
去
排
気
フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
、
お
よ
び
自
動
作
動
ダ
ン
パ
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を

確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

７
２
条
２
．

（
３
）

定
期
検
査
時
に
、
補
助
建
屋
よ
う
素
除
去
排
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
、
異
音
が
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

７
４
条
２
．

（
１
）

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

 
－

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
－

(a
)模
擬
信
号
に
よ
り
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
起
動
し
、
１
０
秒
以
内
に
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
の
電
圧
が
確
立
す
る
こ
と
。

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

(b
) 
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
電
源
を
求
め
る
機
器
が
、
母
線
電
圧
確
立
か
ら
所
定
の
時

間
内
に
所
定
の
シ
ー
ケ
ン
ス
に
従
っ
て
順
次
負
荷
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

(c
) 
(b

)に
お
け
る
所
定
負
荷
の
も
と
に
お
い
て
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
電
圧

 6
,9

0
0
±

3
4
5
 V

 お
よ
び
周
波
数

 6
0
±

3 
H

z 
で
運
転
可
能
で
あ
る
こ
と
。

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

７
７
条
２
．

（
１
）

非
常
用
直
流
電
源

 
－
モ
ー

ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
－

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

定
期
検
査
時
に
、
非
常
用
直
流
電
源
の
健
全
性
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

８
５
－
２
－
１

原
子
炉
出
力
抑
制
（自
動
）
Ａ
Ｔ
Ｗ
Ｓ
緩
和
設
備
論
理
回

路
モ
ー
ド
１

お
よ
び
２

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

蒸
気
発
生
器
水
位
異
常
低

モ
ー
ド
１

お
よ
び
２

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン

ド
ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の
設

備
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い

位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

加
圧
器
逃
が
し
弁

加
圧
器
逃
が
し
弁
が
全
開
お
よ
び
全
閉
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

炉
心
注
水
を
す
る
た
め
の
設

備
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い

位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
テ
ス
ト

ラ
イ
ン
に
お
け
る
揚
程
が

 
 

 
m
以
上
、
容
量
が

 
 

 
m

3
/
h
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い

位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
充
て
ん
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る

こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た

め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン

プ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

８
５
－
４
－
２

炉
心
注
水

 
－
蓄
圧
注
入
系

－

緊
急
停
止
失
敗
時
に
原
子

炉
を
未
臨
界
に
す
る
た
め
の

設
備

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

２ ８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

３ ８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

４

８
５
－
３
－
１

１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン

ド
ブ
リ
ー
ド

８
５
－
４
－
１

炉
心
注
水

 
－
非
常
用
炉
心

冷
却
系
－

８
５
－
４
－
３

代
替
炉
心
注
水

 
－
Ｃ
充
て

ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自

己
冷
却
）に
よ
る
代
替
炉
心

注
水
－

補(1)-286

本資料のうち、枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



1
0
/
15

条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
の
流
路
中
の
弁
が

正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

８
５
－
４
－
６

代
替
再
循
環

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
の
流
路
中
の
弁
が

正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

Ａ
・
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入

口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
側
）

Ａ
・
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
入
口
弁
（
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
側
）
が
手
動
で
開
弁
で

き
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
、

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス

ク
リ
ー
ン

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
が
異
物
等
に
よ
り
塞
が
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い

位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
テ
ス
ト

ラ
イ
ン
に
お
け
る
揚
程
が

 
 

 
 m
以
上
、
容
量
が

 
 

 
 m

3
/
h
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い

位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

６

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

等
を
す
る
た
め
の
設
備

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
の
流
路
中
の
弁
が

正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

８
５
－
６
－
２

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス

プ
レ
イ

 
－
恒
設
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
－

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
揚
程

が
  

 
 

m
以
上
、
容
量
が

 
 

 
 m

3
/
h
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

８
５
－
６
－
３

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス

プ
レ
イ

 
－
原
子
炉
下
部

キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ

る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
お
よ
び
原
子
炉
下

部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
－

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注

水
ポ
ン
プ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
揚
程

が
  

 
 

m
以
上
、
容
量
が

  
 

  
m

3
/
h
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン

プ 内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

Ａ
、
Ｂ
内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
、

Ａ
内
部
ス
プ
レ
ク
ー
ラ

８
５
－
４
－
４

代
替
炉
心
注
水

 
－
Ａ
、
Ｂ

内
部
ス
プ
レ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

－ ８
５
－
６
－
１

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
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15

条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

Ａ
格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ

ニ
ッ
ト

外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し

い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

海
水
ポ
ン
プ

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
の
流
路
中
の
弁
が
正

し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
補
助
給
水
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ

る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

当
直
課
長

－
〇

電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
起
動
さ
せ
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
お
よ
び
漏
え
い
が

な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
お
よ
び
漏
え
い

が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

９

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）
を

す
る
た
め
の
設
備

８
５
－
９
－
１

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）

主
蒸
気
逃
が
し
弁

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気

発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使

用
さ
れ
て
い
る
場
合
）

主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
手
動
で
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

８
５
－
１
０
－
１

水
素
濃
度
低
減

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合

装
置

装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合

装
置
温
度
監
視
装
置

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃

焼
装
置

装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃

焼
装
置
温
度
監
視
装
置

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

８
５
－
１
０
－
２

水
素
濃
度
監
視

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素

濃
度
計
測
装
置

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

可
搬
型
格
納
容
器
ガ
ス
試

料
圧
縮
装
置

装
置
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

格
納
容
器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン

プ
リ
ン
グ
冷
却
器
、
格
納
容

器
雰
囲
気
ガ
ス
サ
ン
プ
リ
ン

グ
湿
分
分
離
器

装
置
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

補
助
給
水
系

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
蒸
気

発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使

用
さ
れ
て
い
る
場
合
）

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

１
次
系
冷
却
水
ポ
ン
プ
お
よ

び
１
次
系
冷
却
水
ク
ー
ラ

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

７

原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却
を
す
る
た
め
の
設

備

８
５
－
７
－
１

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に

よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内

自
然
対
流
冷
却

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る

た
め
の
設
備

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

１
０

可
搬
型
原
子
炉
補
機
冷
却

水
循
環
ポ
ン
プ

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

１
０

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る

た
め
の
設
備

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

８

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却
（
注
水
）
を
す
る
た

め
の
設
備

８
５
－
８
－
１

蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る

炉
心
冷
却
（
注
水
）
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2
/
15

条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

８
５
－
１
１
－
１

水
素
排
出
、
放
射
性
物
質
の

濃
度
低
減

Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン

フ
ァ
ン
の
起
動
に
よ
り
、
自
動
作
動
ダ
ン
パ
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ

ユ
ニ
ッ
ト

フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効
率
）
が

95
%
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

－

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

１
２

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷
却

等
の
た
め
の
設
備

８
５
－
１
２
－
３

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位

（
広
域
）

〇

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度
（
Ａ

Ｍ
用

〇

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア

監
視
カ
メ
ラ
（
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視
カ
メ
ラ
空

冷
装
置
を
含
む
）

〇

可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

水
位

〇

可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

区
域
周
辺
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

〇

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

１
５

電
源
設
備

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６

お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間

発
電
機
を
起
動
し
、
運
転
状
態
（電
圧
等
）に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

蓄
電
池
（安
全
防
護
系
用
）
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
お
よ

び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体

を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間

蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

１
６

計
装
設
備

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧

力

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

補
助
安
全
注
入
流
量

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

格
納
容
器
ス
プ
レ
流
量
積
算
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
計
（
広
域
）
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度
計
（
Ａ
Ｍ
用
）
、
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視
カ
メ
ラ
（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視
カ
メ
ラ
空
冷
装
置
を
含

む
）
、
可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
計
お
よ
び
可
搬
式
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
区
域
周

辺
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
の
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

加
圧
器
水
位

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の

温
度

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水

位

余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

１
次
冷
却
材
高
温
側
広
域
温

度

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

１
１

８
５
－
１
５
－
３

蓄
電
池
（安
全
防
護
系
用
）

か
ら
の
給
電

８
５
－
１
５
－
１

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置

か
ら
の
給
電

原
子
炉
水
位

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

出
口
流
量
積
算

１
次
冷
却
材
低
温
側
広
域
温

度

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建

屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た

め
等
の
設
備

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

安
全
注
入
流
量

冷
却
材
圧
力
（
広
域
）

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注

水
量
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条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注

水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

補
助
安
全
注
入
流
量

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温

度

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

電
気
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
の
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
の
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置
の
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
の
水
素
濃
度

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

中
性
子
源
領
域
中
性
子
束

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

原
子
炉
格
納
容
器
水
位

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

出
口
流
量
積
算

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水

位
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

水
位
（
狭
域
）

安
全
注
入
流
量

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

余
熱
除
去
ク
ー
ラ
出
口
流
量
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

水
位
（
広
域
）

出
力
領
域
中
性
子
束

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

格
納
容
器
内
温
度

中
間
領
域
中
性
子
束

モ
ー
ド
１
お
よ
び
２

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

格
納
容
器
圧
力
（
広
域
）

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
内
の

圧
力

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水

位 ８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水

素
濃
度

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放

射
線
量
率

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

未
臨
界
の
維
持
ま
た
は
監

視

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素

濃
度
計
測
装
置

格
納
容
器
圧
力

格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ

ア
モ
ニ
タ
（
低
レ
ン
ジ
）

格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ

ア
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素

濃
度
計
測
装
置
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条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認
ま
た
は
系
統
構
成
確
認

を
行
う
も
の

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

８
５
－
１
６
－
２

可
搬
型
計
測
器

可
搬
型
計
測
器

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６

機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

８
５
－
１
６
－
３

記
録

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
機
能
検
査
を
実
施

定
期
検
査
時

計
装
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

〇

８
５
条
２
．

（
１
）
表
８
５
－

１
７

中
央
制
御
室

８
５
－
１
７
－
１

居
住
性
の
確
保
お
よ
び
汚

染
の
持
ち
込
み
防
止

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

フ
ァ
ン
、

制
御
建
屋
送
気
フ
ァ
ン
、

制
御
建
屋
循
環
フ
ァ
ン

フ
ァ
ン
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

発
電
室
長

－
〇

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト

フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効
率
）
が

95
%
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は

当
直
課
長

－

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６

お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間

格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ

ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温

度
（
Ｓ
Ａ
）

ほ
う
酸
タ
ン
ク
水
位

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

格
納
容
器
循
環
冷
暖
房
ユ

ニ
ッ
ト
入
口
温
度
／
出
口
温

度
（
Ｓ
Ａ
）

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
加
圧

ラ
イ
ン
圧
力

蒸
気
発
生
器
水
位
（
広
域
）

復
水
タ
ン
ク
水
位

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

蒸
気
発
生
器
水
位
（
狭
域
）
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

補
助
給
水
流
量

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

冷
却
材
圧
力
（
広
域
）

格
納
容
器
圧
力

主
蒸
気
圧
力

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監

視 ８
５
－
１
６
－
１

計
装
設
備

水
源
の
確
保

燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位

主
蒸
気
圧
力

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６

１
次
系
冷
却
水
タ
ン
ク
水
位
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1
5
/
15

定
期
検
査
時
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
（動
作
確
認
を
伴
う
確
認
項
目
お
よ
び
系
統
構
成
に
係
る
確
認
項
目
）整
理
表
（除
外
分
抜
粋
）

参
考

条
文

項
目

細
目

機
器

適
用
モ
ー
ド

確
認
事
項

頻
度

所
管

通
知
先

動
作
確
認

又
は

系
統
構
成
確
認
を
行
う
も
の

４
８
条
２
．
（
２
）

定
期
検
査
時
に
、
渦
流
探
傷
検
査
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

－

５
６
条
２
．
（
１
）

定
期
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
が
表
５
６
－
３
で
定
め
る
い
ず
れ
か
の
漏
え
い

率
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

－

６
０
条
２
．
（
１
）

定
期
検
査
時
に
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効
率
）
が

表
６
０
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

－

７
１
条
２
．
（
１
）

定
期
検
査
時
に
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効

率
）
が
表
７
１
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

－

７
２
条
２
．
（
１
）

定
期
検
査
時
に
、
補
助
建
屋
よ
う
素
除
去
排
気
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効

率
）
が
表
７
２
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長

－

８
５
条
２
．
（
１
）

表
８
５
－
１
１

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉

建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す

る
た
め
等
の
設
備

８
５
－
１
１
－
１

水
素
排
出
、
放
射
性
物
質

の
濃
度
低
減

Ｂ
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ィ
ル
タ

ユ
ニ
ッ
ト

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お

よ
び
６

フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効
率
）
が

95
%
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は
当

直
課
長

－

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト

フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効
率
）
が

95
%
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

定
期
検
査
時

原
子
炉
保
修
課
長

発
電
室
長
ま
た
は
当

直
課
長

－
８
５
条
２
．
（
１
）

表
８
５
－
１
７

中
央
制
御
室

８
５
－
１
７
－
１

居
住
性
の
確
保
お
よ
び
汚

染
の
持
ち
込
み
防
止

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６

お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間

安
全
補
機
室
空
気
浄
化
系

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

系

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照

射
済
燃
料
移
動
中

原
子
炉
格
納
容
器

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

蒸
気
発
生
器
細
管
漏
え
い

監
視
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補足説明資料－８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付２の消火要員と添付３の消防活動要員の関係について 
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１．消火要員（初期消火活動要員）と消防活動要員について 

「添付２ 火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準」の「１．２ 

要員の配置」には、消火要員として以下のとおり配置することを記載している。 

 

１．２ 要員の配置 

(1) 所長室長は、災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合または発生

した場合に備え、必要な要員を配置する。 

(2) 安全・防災室長は、原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に

備え、第１２１条に定める必要な要員を配置する。 

(3) 所長室長は、上記体制以外の通常時および火災発生時における火災防護対策を実施

するための要員を以下のとおり配置する。 

ｂ．消火要員 

通報連絡者、運転員、専属消防隊による消火要員として、１０名以上（発電所合計

数）を発電所に駐在させる。 

 

 この記載は、平成１９年に発生した新潟県中越沖地震時に発生した変圧器火災に鑑み規定した

下記の「旧第１８条地震・火災発生時の措置」の記載を踏襲したものとなっている。 

２．初期消火活動のための体制の整備として、次の措置を講じる。 

(2) 所長室長は、初期消火活動を行う要員として、１０名以上（発電所合計数）を常駐

させるとともに、この要員に対する火災発生時の通報連絡体制を定める。 

 

 また、新規制基準対応として、「添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」

には、下記のとおり、消防活動要員について記載することとしている。 

 

ａ 原子力防災組織の統括管理および全体指揮を行う全体指揮者、ユニット指揮者、通報

連絡を行う通報連絡者ならびに各重大事故等対策に係る現場での調整を行う現場調整

者の緊急時対策本部要員４名、運転操作指揮を行う当直課長および運転操作対応を行う

運転員８名、（３号炉の原子炉容器に燃料が装荷されていない場合は６名）、１号炉およ

び２号炉の運転員４名、運転支援活動、電源復旧活動、注水活動、設備対応、消防活動

およびガレキ除去活動を行う緊急安全対策要員３３名（３号炉の原子炉容器に燃料が装

荷されていない場合は２７名）の計４９名（３号炉の原子炉容器に燃料が装荷されてい

ない場合は４１名）ならびに被災後６時間以内を目途として参集し、発電所対策本部の

各班の活動を行う緊急時対策本部要員５名（以下「召集要員」という。）の合計５４名

（３号炉の原子炉容器に燃料が装荷されていない場合は４６名）を確保する。 

ここで、この緊急安全対策要員３３名（３号炉の原子炉容器に燃料が装荷されていない場合は

２７名）の内、消防活動要員は７名である。 
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２．消火要員（初期消火活動要員）と消防活動要員の関係について 

 両者の関係は下表のとおり整理され、消火要員は一般火災発生時に備えた体制であり、消防活

動要員は重大事故等（以下、「ＳＡ」という。）・大規模損壊発生時に備えた体制となる。 

 

【保安規定における添付２：消火要員（初期消火活動要員）と添付３消防活動要員の関係】 

（休日夜間の体制の例） 

一般火災対応 ＳＡ・大規模損壊時火災対応 

保安規定記載 人数 説 明 保安規定記載 人数 説 明 

①通報連絡者 １ 通報連絡者 

(発災プラント側

の当直課長) 

緊急時対策本部要員

（通報連絡者） 

１ 通報連絡者 

②運転員 １ 現場指揮者 

(発災プラント

側の運転員) 

①消防活動要員 １ 現場指揮者 

１ 現場連絡者 

(発災プラント

側の運転員) 

－ ＳＡ・大規模損壊時、現場

連絡は、現場調整者が行う 

２ 公設消防案内者 

(非発災プラント

側の運転員) 

－ ＳＡ・大規模損壊時、公設

消防入構は想定しないこ

とから消防案内者も設定

しない 

③専属消防隊 ５ 消火活動 ６ 専属消防隊（ＳＡ・大規模

損壊時の対応準備とし

て、１名増置している） 

①～③の要員（消火要員）が１０名以上 ①消防活動要員が７名（当直課長、運転員以外で構成） 

 

以 上 
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補足説明資料－９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルート確保に伴う有毒ガスの考慮について 
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〔アクセスルート確保に伴う有毒ガスの考慮について〕 
○有毒ガスの考慮については、保安規定において、以下のとおり反映している。 
 
「添付３ 

１．２  アクセスルートの確保、復旧作業および支援に係る事項 

(1) アクセスルートの確保 

ア 安全・防災室長は、発電所内の道路および通路が確保できるよう、以下の実効

性のある運用管理を実施することを社内標準に定める。 

(ｲ) 屋外および屋内アクセスルートは、自然現象に対して（略）を考慮し、

外部人為事象に対して、（略）有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害および

重大事故等時の高線量下を考慮し確保する。」 
 
なお、工認補足説明資料に記載している有毒ガス対応に係る運用事項（薬品事項）につい

ては、社内標準に記載する。 
抽出された運用の概要は、以下のとおりである。 

〔基本事項〕 
・緊急安全対策要員の２名が薬品防護具の入ったリュックサックを背負い、緊急用防護

具一式（ガス吸収缶は人体に対する影響で一番危険性の高い塩化水素を想定し、酸性

ガス用を着用する。）を着用してアクセスルートを通行し、薬品漏えい状況を確認す

る。 
・漏えいを発見すれば、各薬品タンクの配置図や現場の各薬品タンク表示、目視（白煙

の有無等）、pH試験紙により漏えいしている薬品を判断する。ただし、異臭を感じた
場合はその場を離れ、リュックサックから適切なガス吸収缶（アンモニアガス用、亜

硫酸ガス用）を着用して対応する。 
・対応者が漏えい薬品を判断し、適切なガス吸収缶が特定できれば、以降他の緊急安全

対策要員も化学防護手袋、化学防護長靴、全面マスク等を着用することで当該箇所の

通行及び当該箇所での作業を可能とする。 
・ガスが滞留している箇所を発見した場合には、可搬型バッテリー送風機を用いて、滞

留窒素ガスを拡散させる。 
 

以 上 
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